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○黒沼  定刻になりましたので、JPX 金融商品

取引法研究会を始めたいと思います。 

 本日は、同志社大学の川口先生に、「金融サー

ビス仲介業」についてご報告をいただくことにな

っています。 

 それでは、川口先生、よろしくお願いします。 

 

○川口  よろしくお願いいたします。 

本日の報告は、「金融サービス仲介業」につい

て、まず、制度創設の経緯を紹介します。その後、

各業法で定める既存の仲介業を概観し、これらの

既存の仲介業と比較することで、金融サービス仲

介業の特徴を明らかにし、検討を加えることにし

たいと思います。 

 

Ⅰ．経緯 

2017年 11月 16日開催の金融審議会総会におい

て金融担当大臣から、「機能別・横断的な金融規

制の整備など、情報技術の進展その他の我が国の

金融を取り巻く環境変化を踏まえた金融制度のあ

り方について検討を行うこと」という諮問が行わ

れました。 

 その後、これを受けまして、金融審議会に「金

融制度スタディ・グループ」が設置されました。

同スタディ・グループは、2019 年７月 26 日に

「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に係る

制度整備についての報告≪基本的な考え方≫」を

公表しました。 

同年９月 25 日の金融審議会総会では、この≪

基本的な考え方≫を踏まえた制度整備に向けて具

体的な議論を進めるために、金融制度スタディ・

グループを「決済法制及び金融サービス仲介法制

に関するワーキング・グループ」に改組しました。

同年 12月 20日に、同ワーキング・グループは、

この問題に関する審議の結果をまとめた報告書を

公表しています（以下、WG報告という）。 
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この WG報告は、2020年２月 17日に開催された

金融審議会総会で報告・承認され、これを基に、

2020年３月６日、通常国会に法案が提出され、同

年６月５日に、「金融サービスの利用者の利便の

向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関

する法律等の一部を改正する法律」が成立したわ

けです。 

そこでは、新しい金融サービスとしまして「金

融サービス仲介業」を創設し、これが「金融商品

の販売等に関する法律」（以下、金融商品販売法

という）を改正する形で実施されました。この改

正によりまして、従来の金融商品販売法は、「金

融サービスの提供に関する法律」（以下、金融サ

ービス提供法という）にその題名が改められてい

ます。 

 金融商品販売法は、金融商品販売業者等に「重

要事項」についての説明義務を定め、これを怠っ

た場合に、金融商品販売業者等の損害賠償責任を

規定したものです。同法は 2001 年に制定され、

損害額の推定規定を定めたことで注目を集めまし

た。その後、金融商品販売業者等の断定的判断の

提供を禁止し、これによる損害賠償責任を追加し

ています。日本では、従来、金融機関について各

業法で業態別に縦割り規制が適用されていたとこ

ろ、金融商品販売法は、説明義務という限定した

領域ではあるものの、業界横断的な規制を定めた

最初の立法でありました。 

今回新設された金融サービス仲介業も、各業態

の金融機関の金融商品やサービスを横断的に販売

するものでありまして、それを規制する法律とし

て金融商品販売法が適切であると判断されたもの

と考えられます。 

もっとも、金融商品販売法は、制定当初、民法

の不法行為責任の特則を定めるといったいわば

「民事ルール」として制定されました。後に述べ

ますように、金融サービス仲介業の規制は、銀行

法、保険業法、金融商品取引法などと同様に、い

わゆる業法としての性格を有するものです。この

点で、金融商品販売法は、その性格を大きく変え

るものになったと思います。 

 なお、金融サービス提供法の目的規定は１条に

定めがあります。そこでは、「この法律は、金融

商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に

対して説明をすべき事項、金融商品販売業者等が

顧客に対して当該事項について説明をしなかった

こと等により当該顧客に損害が生じた場合におけ

る金融商品販売業者等の損害賠償の責任その他の

金融商品の販売等に関する事項を定めるとともに、

金融サービス仲介業を行う者について登録制度を

実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保す

ることにより、金融サービスの提供を受ける顧客

の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資

することを目的とする」と定めています。 

金融サービス提供法は、個別の規定として、第

３章「金融サービス仲介業」において、11条から

84条までの条文を規定しています。従来の金融商

品販売法は条文数が少ない法律でしたが、結構大

部な法律になっています。 

少し、余談になりますが、金融商品販売法では、

金融商品の販売等に係る「勧誘の適正の確保のた

めの措置」について定めることも、同法の目的と

定められていました。この部分は、改正によって

削除されています。 

金融商品販売法は、金融商品販売業者等に対し

て勧誘方針の策定と公表を義務付け（改正前金販

９条）、これに違反した場合には 50 万円以下の

過料に処するものとしていました（金サ 10 条）。

今回の改正によっても、この勧誘方針の策定と公

表義務自体は存置されているのですけれども、違

反の場合の制裁規定は削除されています。そのた

め、「勧誘の適正の確保のための措置」がなくな

ったことから、目的規定においてもこの文言が削

除されたのではないかと考えられます。 

 

Ⅱ．既存の金融サービスに関する仲介業 

 続きまして、既存の金融サービスに関する仲介

業（以下、既存の仲介業という）について、概要

をご紹介したいと思います。 
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１．銀行代理業 

 まず、銀行代理業の制度は、利用者の金融サー

ビスに対するアクセスを確保・向上させるととも

に、金融機関が多様な販売チャネルを効率的に活

用できるように、2005年の銀行法の改正で創設さ

れたものです。 

 銀行法上、銀行代理業の定義は、①預金又は定

期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理

又は媒介、②資金の貸付け又は手形の割引を内容

とする契約の締結の代理又は媒介、③為替取引を

内容とする契約の締結の代理又は媒介、のいずれ

かを行う営業と定義されています（銀行２条 14

項）。 

 他方、銀行法上の銀行業の定義を見ますと、④

預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手

形の割引とを併せて行うこと、又は⑤為替取引を

行うこと、のいずれかを行う営業です（銀行２条

２項）。 

銀行業の定義では、受信業務と与信業務の両方

を行わなければ銀行業とならないのに対して、銀

行代理業は、受信業務のみの代理、与信業務のみ

の代理を行うことも認められます。 

なお、「銀行代理業」と言うように「代理」と

いう用語が使用されていますが、ここでは代理と

媒介を両方含むものとして使用されています。さ

らに、「銀行のために」という定義となっており、

「顧客のために」という行為は銀行代理業に該当

しないことになります。「顧客のために」という

用語については、監督指針に定義が定められてい

ます（監督指針Ⅷ-3-2-1-1(3)①）。 

参入規制として、銀行業を営むには、内閣総理

大臣の「許可」が必要です（銀行 52条の 36第１

項）。 

 銀行代理業者に銀行代理業を委託する銀行は

「所属銀行」と呼ばれています。所属銀行は、銀

行代理業者がその銀行代理行為について顧客に与

えた損害を賠償する責任を負うものとされていま

す（銀行 52条の 59第１項）。これは、所属銀行

の賠償責任を法定することで、銀行代理業者の信

用を確保するためのものです。 

 

２．金融商品仲介業 

金融商品取引業の仲介を行うものとして、金融

商品仲介業があります。これは 2003 年の証券取

引法の改正で導入されたものでありまして、当初、

「証券仲介業」と呼ばれていました。証券取引法

が金融商品取引法に改組された後は、その名称は

「金融商品仲介業」と改められています。 

日本の企業金融は、銀行制度によって支えられ

てきた結果、銀行にリスクが集中し、増大するリ

スクに耐えることができなくなったという課題が

あり、幅広くリスクが分散される市場金融モデル

が模索されてきました。そのための処方箋として

証券の販売チャネルを拡大し、個人の資金を証券

市場に取り込む方策が検討されました。金融商品

仲介業者の創設は、その一環と言えるわけです。 

 なお、この金融商品仲介業につきましては、以

前に、本研究会の前身の研究会で、洲崎先生から

ご報告がなされているところです（証券取引法研

究会編「平成 15 年の証券取引法等の改正Ⅲ－証

券仲介業制度」『平成 15 年の証券取引法等の改

正』（別冊商事法務 275号）37頁以下、同「金融

機関の証券仲介業務」『平成 16 年の証券取引法

等の改正』（別冊商事法務 290 号）124 頁以下）。 

金融商品取引法は、金融商品仲介業の定義とし

て、金融商品取引業者又は登録金融機関の委託を

受けて、①有価証券の売買の媒介、②２条８項３

号に規定する媒介（取引所金融商品市場・外国金

融商品市場における有価証券の売買・市場デリバ

ティブ取引の委託の媒介・取次又は代理の媒介）、

③２条８項９号に掲げる行為（有価証券の募集・

売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け

売付け勧誘等の取扱い）、④金商法２条８項 13

号に規定する媒介（投資顧問契約又は投資一任契

約の締結の媒介）のいずれかを、「金融商品取引

業者又は登録金融機関のために行う」業務と規定

しています（金商２条 11項）。 

4

金融サービス仲介業



  

これらの業務は、もともと金融商品取引業です

（金商２条８項）。したがって、金融商品取引業

の登録を受けなければ営むことができないはずで

す（金商 29 条）。もっとも、金融商品仲介業に

ついては、金融商品取引業の登録ではなく、内閣

総理大臣の金融商品仲介業の登録を受けて営むこ

とができるものとされています（金商 66 条）。

いずれにせよ、参入規制としては登録制が採用さ

れています。 

 銀行代理店や次に述べます保険代理店と異なり

まして、金融商品仲介業者には、金融商品取引業

の代理は認められず、媒介のみが許容されます。

関連しまして、金融商品仲介業者は、顧客に対し

て「所属金融商品取引業者等の代理権がない旨」

を明らかにすることが求められています（金商 66

条 11第２号）。 

契約締結の代理権が認められなかったことにつ

いては、立案担当者から次のように説明されてい

ます。すなわち、代理では、「仲介した証券取引

について証券会社や投資者に対する法的効果が発

生することになるから、投資家保護や取引の円滑

化を図るには、適正な代理権を行使し得るよう証

券会社並みの知識、経験等が必要と考えられるこ

とや、金銭、有価証券の取扱いを認めると財産基

盤についての規制が必要である」ため、新たな仲

介業者制度を設ける意義が乏しくなることが理由

として述べられています。金融商品取引業の仲介

業に「代理業」とか「代理店」という名称が使わ

れなかったのは、代理行為が認められなかったこ

とに配慮したものと考えられます。 

 なお、金融商品取引法の下でも、金融商品仲介

業者が顧客に加えた損害について、所属金融商品

取引業者等の賠償責任を定めています（金商 66

条の 24）。銀行などの登録金融機関も、金融商品

仲介業を営むことができます。しかし、登録金融

機関に金融商品取引業を委託した証券会社、金融

商品取引業者──この場合、所属金融商品取引業

者と呼ばずに、「委託金融商品取引業者」と呼ば

れるわけですが（金商業府令 44 条６号）、この

責任は法定されていません。登録金融機関がもと

もと免許制の下、厳格な規制に服していること、

さらに、登録金融機関には直接損害賠償をする能

力があるということから、このような規制になっ

ていると考えられるところです。 

 

３．保険募集の仲介業 

 さらに、保険募集の仲介業者として、損害保険

代理店と生命保険代理店とがあります。 

「損害保険代理店」は、保険業法上、「損害保

険会社の委託を受けて、その損害保険会社のため

に保険契約の締結の代理又は媒介を行う者で、そ

の損害保険会社の役員又は使用人でない者」と定

義されています（保険業２条 21項）。 

また、保険業法上、「生命保険代理店」という

用語が定義されているわけではないのですが、生

命保険会社から委託を受けた者で、その生命保険

会社のために保険契約の代理又は媒介を行う者が

定められていまして（保険業２条 19 項）、これ

が一般に「生命保険代理店」と呼ばれるものに含

まれると考えられています。 

 保険代理店は、保険契約の締結の代理と媒介を

行うものとされています。しかし、生命保険募集

では、伝統的に、募集人（代理店）は媒介のみを

行うとされているようです。これは、生命保険で

は、道徳的危険（モラルハザード）の防止の観点

等から、本社又はそれに準ずる部署が専門的能力

から中央集権的に契約の締結の可否を判断するこ

とが不可欠であるからと説明されています。 

もっとも、現行法では、契約締結の代理権を有

する生命保険募集人を許容しており、そこでは、

顧客の誤認を回避するために、権限の有無を明示

する義務が規定されているところです。 

損害保険代理店又は生命保険代理店となるには、

内閣総理大臣の「登録」を受けなければなりませ

ん（保険業 276 条）。参入規制としては登録規制

が採用されています。また、保険業法でも、代理

店の顧客に対する所属保険会社の損害賠償責任が

規定されています（保険業 283条）。 
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 ところで、保険契約の締結に当たって、保険会

社の外部にあって保険募集を行う者として、「保

険仲立人」が存在します。保険仲立人は、「保険

契約の締結の媒介であって、生命保険募集人及び

損害保険募集人がその所属保険会社等のために行

う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者」と

定義されています（保険業２条 25項）。 

これまで述べてきた保険代理店が、保険会社か

ら委託を受けて保険会社のために保険募集を行う

のに対して、保険仲立人は、契約の両当事者の間

にあって、中立的な立場で保険契約の媒介を行う

点で違いがあります。 

なお、当事者の間にあって中立的な立場で媒介

を行うというものの、媒介手数料は保険会社が支

払うという慣行になっているようでして、利益相

反の危険性から、顧客保護のための特別の規制が

定められているところです。 

 保険仲立人制度の参入規制としては、登録制が

採用されています（保険業 286条）。 

なお、保険仲立人には、所属保険会社という制

度は存在していませんで、顧客の保護の方法とし

ては、保証金の供託制度が採用されています（保

険業 291 条１項）。今回新設されました金融サー

ビス仲介業は、これまで述べた既存の仲介業者の

中では、保険仲立人に最も近いものとして設計さ

れていると考えられます。 

 以上を踏まえまして、金融サービス仲介業の話

に移りたいと思います。 

 

Ⅲ．金融サービス仲介業 

１．制度創設の趣旨 

WG報告は、金融サービス仲介法制の創設に関し

て、「情報通信技術の発展により、オンラインで

円滑に金融サービスを提供することが可能となっ

ている。他方で、このように複数業種（銀行・証

券・保険）にまたがって多数の金融機関が提供す

る金融サービスを仲介しようとした場合、現行制

度では、①……業種ごとの規制が存在し、仲介し

ようとする分野に応じて複数の登録等が求められ

るほか、②特定の金融機関に所属することが求め

られており、多数の金融機関が提供する商品・サ

ービスを仲介しようとする場合、所属金融機関そ

れぞれから行われる指導に対応する必要があるこ

とから、事業者にとって負担が大きいという指摘

がある」という問題提起をしています。 

これに関連して、先ほども紹介した「基本的な

考え方」では、①に関しては、業種ごとに複数の

登録等を受けずとも、複数の業種をまたいだ商

品・サービスの仲介を行うことを可能にすること、

②に関しては、新たな仲介業者には所属制を採用

せず、取扱い可能な商品・サービスの限定、利用

者資金の受入れの制限、財務面の規制の適用等に

より利用者保護を図ることが提案されていました。

これらの方針に従った形で金融サービス仲介業の

制度が創設されています。 

前述のように、既存の仲介業は、顧客に対する

商品・サービスを提供するチャネルを拡大するた

めに設けられました。金融庁作成の説明資料によ

れば、2019 年 12 月末時点で、銀行代理業者の数

は 79、金融商品仲介業者の数は 888、生命保険代

理店は８万 5,862、損害保険代理店は 18万 319で

した。この数字だけを見ますと、顧客にとって金

融商品やサービスの提供はより身近になったと言

えるかもしれません。 

他方で、同じ金融庁の資料によれば、銀行・証

券・保険全てのサービスを仲介する業者、すなわ

ち、銀行、金融商品取引業者及び保険会社と個別

の契約を結び、業態横断的な金融商品・サービス

をラインナップしている業者の数は、５にすぎな

かったということです。 

既存の仲介業者を創設するに当たって、いわゆ

る「ワンストップ」で利用者に商品・サービスを

提供することがメリットとして挙げられていたも

のの、この数字を見る限りは、実際はこの点での

効果は極めて限定的であったと言わざるを得ない

ところです。 

 かたや、保険仲立人の登録件数を調べてみます

と、今年の７月１日現在で 53 でした。実は、こ
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の中に外資系の証券会社が含まれています。また、

大手証券会社、一部の生命保険会社、IT関連会社

なども銀行代理業の登録を行っています。これら

の会社は、既存の仲介業制度を利用して、一定の

範囲で横断的な金融商品・サービスの提供を行っ

てきたと言えるかと思います。 

 それでは、今回考えられているサービスのビジ

ネスモデルはどのようなものでしょうか。金融サ

ービス仲介業が念頭に置いているビジネスモデル

というのは、スマホやパソコンの画面で顧客が多

種の金融商品・サービスを選択できる仕組みです。

この数年、インターネットを介した金融サービス

の提供が急速に普及・拡大しています。商品やサ

ービスの内容にもよるわけですが、物理的な施設

や人員は、金融取引に不可欠なものではない時代

が来ています。新しい金融サービス仲介業は、こ

のようなインターネットなどのインフラが普及す

る中、金融商品・サービスの「ワンストップ・シ

ョッピング」を可能にし、顧客の便益を向上させ

る目的で創設されたものと言えます。 

もっとも、このことは、物理的な店舗で横断的

に金融商品やサービスを提供する金融サービス仲

介業を禁止するものではないことは言うまでもあ

りません。 

 なお、インターネットを使って仲介するという

ものについては、金融サービス提供法上規定があ

りまして、「電子金融サービス仲介業務」に該当

します。これにつきましては、銀行法上の「電子

決済等代行業」の規制が適用されますが、一定の

要件を満たせば、電子金融サービス仲介業務を行

う業者は届出で電子決済等代行業を営むことがで

きるとされているところです。 

 

２．定義 

 金融サービス提供法では、「金融サービス仲介

業」とは、「預金等媒介業務、保険媒介業務、有

価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいず

れかを業として行うことをいう。」と定義してい

ます（金サ 11条１項）。 

 まず、「預金等媒介業務」ですが、その一つは、

①銀行等のために行う「預金等の受入れを内容と

する契約の締結の媒介」です。「銀行等」という

のは、銀行のほか、協同組織金融機関なども含ま

れるわけです（金サ 11 条２項１号イ～ヨ）。ま

た、②銀行等と顧客との間において行う「資金の

貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の

媒介」、③銀行等のために行う「為替取引を内容

とする契約の締結の媒介」も、預金等媒介業務と

規定されています（金サ 11条２項１～３号）。 

このように、受信業務、与信業務又は為替業務

のいずれかの契約の締結の仲介を行うという点で、

銀行代理業の定義と一致します。もっとも、銀行

代理業の場合と異なり、金融サービス仲介業は、

これらの契約の締結の代理は認められていないと

いう違いがあります。 

また、受信業務と為替業務の仲介は、「銀行等

のために行う」という点で銀行代理業と同じです

が、預金等媒介業務については、「銀行等と顧客

との間において行う」とされているため、顧客か

らの依頼により融資を仲介する業務が許容される

ことになります。実際に顧客の側から預金や送金

の媒介を業者に依頼するケースは考えにくいこと

から、このような規定になっているのではないか

と思います。 

 次に、「保険媒介業務」です。保険会社等──

これは外国保険会社等又は少額短期保険業者を含

むわけですが──と顧客との間における保険契約

の締結の媒介を行う業務と規定されています（金

サ 11 条３項）。そこでは、保険代理店の業務と

同様のものが規定されていますが、ここでも契約

の媒介のみが認められています。 

また、保険代理業は、保険会社の委託によるも

のとされているわけですが、保険の仲介業務は、

「保険会社等と顧客との間における保険契約の締

結の媒介」とあることから、保険会社等からの委

託に限らず、顧客の依頼により仲介を行うことも

できるわけです。なお、これらの点は、保険仲立

人の業務と同様ということになろうかと思います。 
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 また、「有価証券等仲介業務」につきましては、

金融商品仲介業と同様の業務が規定されています

（金サ 11 条４項）。この点については、時間の

関係でレジュメをご覧いただければと思います。 

そこでは、業務の媒介のみが規定されています

が、前述のように、もともと金融商品仲介業でも、

代理は認められず、媒介のみが許容されています。 

なお、金融商品仲介業は、業者からの委託を受

けて行うものとされていますが、有価証券等仲介

業務については、有価証券の募集・売出しの取扱

いなどの媒介を除いて、顧客からの委託によるも

のも可能な規定になっています。有価証券の募

集・売出しの取扱いなどの媒介ついては、顧客か

らの委託を受けて行う業務というのは考えにくく、

このような規定になっていると考えられます。 

なお、預金等媒介業務や保険媒介業務というよ

うに、他の仲介業務では「媒介業務」とされてい

ますが、有価証券等仲介業務では「仲介業務」と

いう用語が使用されています。有価証券などの取

引の媒介を行う業務として既に金融商品仲介業と

いうものがあり、これに言葉をそろえたというこ

とかもしれません。 

最後に、金融サービス仲介業として「貸金業貸

付媒介業務」も規定されています。この業務は、

貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は

手形の割引を内容とする契約の締結の媒介を行う

業務と規定されています（金サ 11条５項）。 

これまで述べてきました銀行・保険・証券と異

なりまして、「貸金業の代理業」というようなも

のは明文上存在しません。しかし、貸金業法を見

てみますと、同法にいう「貸金業」の定義としま

して、「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（…

…）を業として行うもの」と規定しています（貸

金業２条１項）。そのため、貸金業者のために貸

付けの媒介を行うことは、もともと「貸金業」に

含まれるということになります。 

WG報告では、銀行・証券・保険についての検討

がなされおり、貸金業者のための媒介業務は特に

議論されていないように見受けられます。金融サ

ービス仲介業として、貸金業貸付媒介業務が規定

されたことにつきましては、銀行代理業に属する

業務のうち、銀行と顧客との間の貸付契約の締結

の媒介が金融サービス仲介業として規定されたこ

とから、同様の内容である貸金業貸付媒介業務も

許容することになったのではないかと考えられる

ところです。 

なお、金融サービス提供法におきまして、「媒

介」というものについて定義は存在しません。一

般的には、「媒介」というのは「他人の間の取引

の成立のために尽力すること」を意味するとされ

ています。しかし、他人のために尽力する行為と

いうのは様々です。あるあっせん行為が「媒介」

に該当する場合に、金融サービス仲介業としての

登録が必要となります。無登録業者として処罰さ

れることを回避する必要から、「媒介」の範囲を

明確にしておく必要があろうかと思います。 

この点につきましては、監督指針（監督指針Ⅴ

-2-1-1-1）がありまして、登録を要しない場合を

例示しています。 (3)登録が不要である場合があ

りまして、②の「媒介に至らない行為」、それは

何かというと、例えばということで、以下のイか

らニに掲げる行為であるとしています。この中で

注目すべきなのは、ニのところかと思います。

「勧誘行為をせず、単に顧客を銀行等に紹介する

業務」は、媒介に至らずに、登録は要らないとい

うことになります。 

では、その「紹介」というのは何なのかという

のが（注）にａ、ｂ、ｃとありまして、ｃは「銀

行等のサイトへの単なるリンクの設定のみを行い、

金融サービス契約の締結に至る交渉や手続は当該

銀行等と顧客との間で行い、当該契約に当たり当

該業者は関与をもたないこと」とあり、こういっ

た場合は「紹介」に該当しないということで、登

録は要らないことになろうかと思います。 

「媒介」に当たるかどうかというのは、ほかの

ところでも業法、例えば銀行代理業についても問

題になり得るわけです。これにつきまして、前述

の監督指針のイ、ロ、ハに該当するようなものに
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ついて規定はあるのですが、ニに該当するものは

規定されていないようです。 

金融サービス仲介業は、前述のように、スマホ

画面での仲介を想定しているようです。画面にＡ

銀行、Ｂ銀行、Ｃ貸金業者へのリンクを張るだけ

であれば、これは銀行等を紹介するだけであるの

で、媒介には該当しない。先ほどの監督指針で言

うと、「サイトへの単なるリンクの設定のみ」を

行うということで、リンクを張るだけでは該当し

ないものの、「当該契約に当たり当該業者は関与

をもたないこと」とあるわけでして、例えばＡ銀

行への誘導が何かある、例えば「金利が一番安い

ですよ」といったものがあれば、これは関与があ

るということで、媒介があったと考えられること

になります。 

 

３．参入規制 

（１）登録制 

 参入規制として、登録制が採用されています

（金サ 12 条）。前述のとおり、複数の金融サー

ビスの仲介を手掛ける場合に、各業法における参

入手続が必要であるということが問題視されたの

で、改正法で、一つの登録で各種の金融商品やサ

ービスの仲介を行うことができるものにしました。 

登録申請書を出さなければならないのですが、

そこで行おうとする業務の種別、すなわち預金等

媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、

貸金業貸付媒介業務の種別を記載する必要があり

ます。業務の種別の変更をするには、変更登録を

しなければなりません（金サ 16条１項）。 

そのため、金融サービス仲介業者として預金等

媒介業務のみを行ってきた者が、新たに有価証券

等仲介業務を行おうとする際には、変更登録を受

けた上で、当該業務を行うことになります。 

ところで、既存の金融サービスの仲介業のうち、

銀行代理業への参入は「許可」、保険代理業や金

融商品仲介業、貸金業への参入は「登録」が必要

です。金融サービス仲介業には登録制を採用した

ため、預金等媒介業務については参入規制が緩和

されたということになりそうです。銀行代理業と

異なり、預金等媒介業務では、媒介のみで代理行

為がないため、参入規制を緩和しても特に問題は

ないということかもしれません。 

他方で、登録制と許可制の区別自体が曖昧であ

ること、登録拒否の事由を厳格に審査すれば許可

制に近づくと言われていることを考えますと、こ

の区別をあえて重視する必要はないのかもしれま

せん。いずれにせよ、金融商品仲介業や保険代理

業で登録制を既に採用している状況で、同じ内容

の業務を含む金融サービス仲介業を行わせる際に、

あえて許可制を採用することは難しかったと考え

られます。 

 

（２）既存の仲介業との兼業 

 次に、例えば銀行代理業と金融サービス仲介業

である預金等媒介業務を兼営することができるか

ということが問題になります。結論としますと、

両業務の兼営はできないことになります。 

もっとも、その仕組みは、金融サービス仲介業

者が新たに銀行代理業務を兼営する場合（以下、

「ケース１」という）と、銀行代理業者が金融サ

ービス仲介業務を兼営する場合（以下、「ケース

２」という）とで異なるわけです。 

まず、ケース１で、金融サービス提供法の下、

預金等媒介業務を行う者として登録を受けた者が

新たに銀行代理業者となった場合、遅滞なく内閣

総理大臣への届出が要求されまして（金サ 16 条

３項８号）、この場合、当該金融サービス仲介業

者は、預金等媒介業務を行わない旨の変更登録を

受けたものとみなされます（金サ 16 条４項）。

したがって、この金融サービス仲介業者は、預金

等媒介業務を行わず、銀行代理業を兼営するとい

うことになります。 

なお、金融サービス仲介業者が預金等媒介業務

のみを行っている場合で銀行代理業者となったと

きは、金融サービス仲介業の登録は、その効力を

失うとされています（金サ 16条６項）。 

次に、ケース２で、銀行代理業者が、金融サー
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ビス提供法の下、預金等媒介業務の種別に係る登

録を受けた場合、銀行法上、銀行代理業の許可は

失効すると規定されています（銀行 52条の 52第

６号・52 条の 57 第１号）。したがいまして、金

融サービス仲介業と銀行代理業との兼営はこの場

面でできなくなるということとなります。このと

きに、金融サービス仲介業としての銀行業務の媒

介は可能であるわけですが、その代理はできなく

なるということに注意が必要です。 

ケース２の場合は、もともと銀行法上の銀行代

理業者であることが出発点であるため、兼営を禁

止する方法として、銀行法上の許可を取り上げる

方法が採用されているのかと思います。 

他方、ケース１では、金融サービス仲介業者で

あることが出発点であるので、兼営を禁止するに

は、金融サービス提供法で預金等媒介業務を行わ

ないという変更登録で対処する方法が採られてい

ると考えられるわけです。 

さて、このような兼営規制が定められている理

由が問題になります。立案担当者の説明によりま

すと、「仲介業者が金融サービス業と既存の仲介

業の両方の登録等を受け、両方の立場で仲介行為

を行い得ることとした場合、仲介業者がいずれの

立場でいかなる規制に基づいて仲介行為を行って

いるか、顧客に混同をもたらすおそれがある」と

考えられたことによるということです。 

保険業法でも、保険代理店である保険募集人と

保険仲立人が併存していますが、保険仲立人の業

務と保険募集人の業務の兼営は禁止されています

（保険業 289 条１項７号から 10 号）。この規制

も、一般的に顧客の混同を回避するためのものと

説明されているのではないかと思います。 

後ほど述べますように、既存の金融サービスの

仲介業務では、所属金融機関の損害賠償責任が規

定されていまして、顧客の保護はこれで対処して

いるのに対して、新しい仲介業務では、顧客の保

護は保証金の供託によって対処されるなど、顧客

保護の在り方が異なるものとなっています。また、

顧客に対する情報開示の内容にも違いあります。

したがって、顧客の混乱を回避するためには、こ

のような措置はやむを得ないものと考えられます。 

また、ここで問題となっているのは、銀行代理

業と預金等媒介業務という類似した、あるいは重

複する内容の業務の兼営でありまして、このよう

な業務を兼営する必要性はそもそもあまり大きく

ないと言えます。ただし、銀行代理業者が預金等

媒介業務を行う場合は、何度も言いますように、

代理ができなくなるといった制約はあるものの

（その意味で兼営の意義は否定できない）、既存

の仲介業で代理業務が行われている例はあまりな

いようでして、実際の弊害は大きくないと考えら

れるわけです。 

 

（３）所属金融機関制度の不採用 

 金融サービス提供法の下では、先ほど少し述べ

ましたが、顧客への賠償資力の確保を図る観点か

ら、金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営

業所又は事業所の最寄りの供託所に供託をしなけ

ればならないと定めています（金サ 22 条１項）。

保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び

顧客等の保護を考慮して政令で定めるものとされ

ています（金サ 22条２項）。 

 金融サービス提供法施行令は、保証金の額を定

額 1,000 万円に、前事業年度の年間受領手数料の

５％を加えた額と定めています（金サ令 26 条）。

ここにいう手数料は、一事業年度において金融サ

ービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬そ

の他の対価を合計した額となっています。したが

って、年間受領手数料が１億円であれば、1,000

万円＋（１億円×５％（500 万円））＝1,500 万

円ということになります。 

WG報告でも、仲介業者のシステムトラブルを例

に挙げて、事業規模が大きいほど顧客への賠償額

も大きくなることから、保証金の水準は事業規模

に応じたものとなることが望ましいとしていまし

た。そのうえで、「一定の額をベースに、前事業

年度に得た手数料その他の対価の合計額の一定割

合を加えた額の供託を求めることが考えられる」
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としていました。政令では、この考えに沿ったも

のを規定しているわけです。 

 

・他の保証金制度の例 

 業者に保証金の供託を要求するものは、他にも

存在します。網羅的ではありませんが、これらに

ついては次のパターンがあるのではないかと思い

ます。 

パターン１は、定額のみを要求するものです。

適用される例としては、宅地建物取引業者などが

あります。例えば、宅建業者は主たる事業所につ

いて 1,000万円、事業所ごとに 500万円の営業保

証金を供託する必要があります（宅建業 25 条２

項・宅建業令２条の４）。ほかには、第二種金融

商品取引業者の個人の場合には、営業保証金は

1,000 万円（金商 31 条の２第２項・金商令 15 条

の 12 第１号）、投資助言・代理業のみを行う者

の営業保証金は 500万円（金商 31条の２第２項。

金商令 15条の 12第２号）、さらに保険の世界で

すと、外国保険業者の保証金は２億円とされてい

ます（保険業 190条１項・保険業令 24条）。 

パターン２は、過年度の営業規模に応じて「定

額」というものです。これには、旅行業者のもの

がありまして、業種や取引額に応じて一定の額が

要求されています。旅行業者については、例えば、

第１種旅行業の場合は、取引額が４億円以上７億

円未満の場合、保証金は 7,000 万円と規定されて

いるわけです（旅行業８条１項・旅行業規則７条

（別表第一））。 

パターン３は、定額に規模に応じた額を加算す

るというものです。その例として、保険仲立人や

少額短期保険業者のものがあります。保険仲立人

については、過去３年間に受領した手数料の合計

額が基準となり、最低額は 2,000 万円、最高額は

８億円と定められています（保険業 291 条２項・

保険業令 41 条）。これに対して少額短期保険業

者については、1,000 万円に年間収受保険料の

５％を足した額とされています（保険業 272 条の

５・保険業令 38条の４・保険料令 211条の９）。 

金融サービス仲介業者の保証金は、パターン３

に類似するものかと思います。もっとも、保険仲

立人の場合は、「過去３年の手数料等を基準」と

したうえで上限を設けているのに対して、金融サ

ービス仲介業の場合には、「過去１年間の手数料

等」に５％という料率を掛けたものを加算すると

いう形で、上限がないという違いがあります。ま

た、少額短期保険業者は、1,000 万円を定額とす

る点では同じですが、加算部分が「年間収受保険

料」の５％で、「手数料」の５％という金融サー

ビス仲介業者との間に違いがあるわけです。 

保証金制度は顧客保護のためのものであるため、

その額が高いほど、顧客の保護に厚いものとなり

ます。他方で業者について見ますと、保証金の額

があまり高額でありますと、その業務に参入する

インセンティブを失うことになります。この点で、

顧客の保護を図りながら、参入障壁が高くなり過

ぎないように配慮する必要があります。 

 金融サービス仲介業者の保証金は、「1,000 万

円という定額」に「５％の料率を掛けた変動額」

という点で、形式上、少額短期保険業者のものと

類似するものになっています。もっとも、金融サ

ービス仲介業は保険業務のみではありませんので、

保険料を基準とすることはできません。そのため、

保険仲立人の保証金を参考に、過年度の手数料収

入を基準にしたものと考えられます。 

他方で、保険仲立人の場合は、手数料等の全額

が対象となるため、上限が設けられています。こ

れに対して金融サービス仲介業者の場合は、上限

は設定されていないものの、手数料等に５％を掛

け合わせるというものですので、保証金が過大に

なり過ぎるということについて一定の歯止めがか

かっていると理解できるかと思います。 

このように改正法では、金融サービス仲介業者

の保証金については、事業規模に応じたものにす

るという必要性から、前事業年度に得た手数料な

どを基準にするものとしています。この点、各業

務種別によって損害額などは様々でありまして、

フルラインナップのサービスを提供する際に、業
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種ごとに手数料を合計したものを基準とすること

で顧客の保護は図られるのかといった問題が指摘

されていました（小田大輔＝渡邉峻「Q＆A金融サ

ービス仲介業の制度と実務（第２回）」金法 2155

号 56頁）。 

この点について、政令を見る限り、年間受領手

数料について、「一事業年度において金融サービ

ス仲介業務に関して受領した手数料、報酬その他

の対価を合計した金額」とのみ規定されているわ

けです。これ以外に規定のしようがないというと

ころかもしれませんが、何か、ご意見があれば、

お教えください。 

ところで、今回の改正の目玉の一つが、仲介業

者の所属制の不採用でありました。前述のように、

仲介業者の所属制というのは、特定の金融機関に

所属し、勧誘や説明に関して指導を受け、顧客に

損害を与えた場合に、当該金融機関が責任を負う

というものです。所属金融機関のこのような責任

の性質は、代位責任で、民放 715 条の使用者責任

に類するものと解するものが多いように思います。 

その意図は、支払い能力の高い所属金融機関に

賠償させることで顧客の損失を補てんするという

直接的な顧客保護のほか、これによって所属金融

機関による監督が強化され、不当な行為が行われ

る危険性が減少するといった効果も期待されるわ

けです。 

保証金の供託制度は、顧客の直接的な損害補て

んの代わりは期待できるのかもしれませんが、後

者の間接的な顧客保護の効果は期待できません。

金融サービス仲介業制度創設に当たり、所属制は

仲介業者の負担が大きいことが指摘されてきたの

ですが、これを採用しなかったことで、金融機関

に対する監督義務をも免除するものになっていま

す。 

従来の仲介業において、金融機関と仲介業者と

の関係は、前者が後者を指導するという関係にあ

り、まさしくそれが「所属」という言葉にも表れ

ているわけですが、新しい制度の下では、業務上

のパートナーとしての連携、協同関係に変化する

ものと捉えることができます。 

他方で、所属金融機関制度の不採用で、顧客保

護に欠ける危険性も否定できないわけです。仮に

直接的な賠償責任が保証金で代替できるとして、

仲介業における監督がなくなるわけで、従来の制

度に比べて顧客の保護の程度が後退することは間

違いないと思います。この点に関して、金融サー

ビス仲介業者の業務範囲が制限されていることが

重要です。 

そこで、以下では、これに関連してこの問題を

取り上げたいと思います。 

 

４．業務範囲 

 金融サービス仲介業者は、許容されている業務

の全てを行うことはできず、取扱い可能な金融サ

ービスに制限があります。WG報告では、「新たな

仲介業者には、商品設計が複雑でないものや、日

常生活に定着しているものなど、仲介に当たって

高度な商品説明を要しないと考えられる商品・サ

ービスに限って取扱いを認めることが適当である」

としていました。なお、法律では「高度に専門的

な説明」という言い方をしています。 

 この点について、なぜ商品説明の程度を基準に

するのかが問題となります。仕組みが複雑な商品

であれば、もちろん適合性の原則の問題はあるの

ですが、それは別として、十分な説明ができれば、

それを販売してもよいはずです。しかし、金融サ

ービス仲介業者の中にはこのような説明をする能

力に欠ける者が含まれることを想定し、予防的に

販売を禁止しているのかもしれません。 

さらに、前述のとおり、金融サービス仲介業は、

オンラインでの媒介、中でも手軽にスマホで取引

をするといったビジネスモデルを念頭に置いてい

ます。オンライン端末の画面では、対面の場合と

比較して、顧客への説明が十分に行われない可能

性があります。例えば、商品性を詳細に説明した

画面を見せても、顧客はそれを簡単にやり過ごす

ことができます。「高度に専門的な説明」という

基準は、説明義務は十分に果たせない状況を考慮
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したものと考えることもできます。 

 顧客に対して「高度に専門的な説明」を要する

ものとしまして、金融サービス仲介業者が取り扱

うことのできない商品・サービスは、政令で定め

られることになっています（金サ 11 条２項１号

など）。 

預金や保険については、従来から存在する「特

定預金等契約」や「特定保険契約」を用いて、そ

れを指定したうえで、仕組みの複雑さやリスクの

程度で禁止される商品・サービスを追加していま

す。ここでは、特に保険について、もともと許容

されている商品やサービスにもかかわらず、金額

によって取扱いを禁止するものがあることに注目

したいと思います。 

すなわち、例えば生命保険については、死亡保

険に関して 1,000 万円を超える保険について金融

サービス仲介業者の取扱いを禁止しています。こ

の点に関して、保険金額が高額なものは、「高度

に専門的な説明を要する」と言えるかが問題とな

ります。これについては、WG報告が、高額や長期

の保険については、「顧客への説明を一層丁寧に

行うことが重要となる」ことから、保険金額や保

険期間による限定を設けることも考えられるとし

ていました。政令はこの見解に従ったものです。 

なお、WG報告では、「長期」の商品についてよ

り一層丁寧な説明が必要であるとしまして、     

政令ではいわゆる終身保険の取扱いを禁止してい

ます（施行令 18条７号ロ） 

しかし、このような規定は、条文の文言から逸

脱しているとの批判も考えられます。すなわち、

金額が多額又は期間が長期の商品の仲介において、

「高度に専門的な説明を要する」ものとは言えな

いわけです。高額又は長期の契約を締結するには

「より丁寧な説明」が必要であると言えるとして

も、それを「高度に専門的な説明」と言うのは難

しいように思われます。これは、使っている言葉

だけの問題で、例えば「高度に専門的な説明」に

加えて「丁寧な説明」といった文言を規定に追加

することで解決できる問題なのかもしれません。 

なお、金額が多額又は期間が長期の商品やサー

ビスは、保険に限らず、他の金融商品にも存在し

ます。しかし、政令では、保険商品以外には、こ

のような要件は付されていないように見受けられ

ます。この点をどのように評価するかが問題にな

ります。 

これに関連して、国会の附帯決議が存在してい

ることが注目されます。すなわち、そこでは、

「既存の業態の店舗網や雇用が過度に失われるこ

とがないように留意すること」などが決議されて

います。さきに見ましたように、既存の仲介業の

うち、保険募集に関する業者が圧倒的に多いわけ

です。この附帯決議は、特に保険業界を名指しし

ているものではありませんが、既存の業者の既得

権を確保するという趣旨は、保険に特有の事情と

言えるのかもしれません。 

 

５．情報提供義務 

 最後に、金融サービス仲介業者に課せられる行

為規制について、情報提供義務を取り上げたいと

思います。 

金融サービス仲介業者の情報提供義務は、顧客

からの要望の有無にかかわらず、必ず事前に明示

すべきもの（金サ 25 条１項）と、顧客から求め

られた場合に明示すべき事項があります（金サ 25

条２項）。 

金融サービス提供法の下に要求される明示・開

示事項は多岐にわたりますが、ここでは手数料に

絞って検討したいと思います。 

金融機関の顧客に対する手数料の明示は、近年

の金融規制法の流れの一つです。例えば、「顧客

本位の業務運営に関する原則」の原則などでも、

この点が強調されています。この原則が適用され

る「金融事業者」には、金融サービス仲介業者も

含まれると考えられます。 

 

（１）事前に明示すべき事項 

 事前に明示すべき事項として、手数料に関して、

「その他内閣府令で定める事項」があります。
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（金サ 25条１項６号） 

 

・金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 33

条２項 

①登録番号 

②相手方金融機関の商号、名称・氏名 

③顧客が金融サービス仲介業者に支払う手数料

等の額・上限額又は計算方法の概要 

（報酬その他いかなる名称によるかを問わず、

手数料と同種のものとして金融サービス契約

に関して顧客が支払うべき対価を含む） 

④同種の内容の金融サービス契約を取り扱う場

合において、顧客が支払う手数料等が異なる

ときは、その旨 

⑤投資助言業務を行う場合、金融サービス仲介

行為により得ることとなる手数料等の額 

⑥相手方金融機関との間の資本関係及び人的関

係並びに委託契約の有無 

⑦情報提供に関する相手方金融機関の役割分担

に関する事項 

 

③は、「顧客が金融サービス仲介業者に支払う

手数料」ということになっています。これは顧客

が受けるべきサービスの対価でありまして、幾ら

支払うかは、契約前に当然に顧客に知らされるべ

きものだと思います。 

 次に、④で、「同種の内容の金融サービス契約

を取り扱う場合において、……顧客が相手方金融

機関に支払う手数料等が相手方金融機関により異

なるときは、その旨」の明示が必要とされていま

す。これは、金融サービス仲介業者が複数の金融

機関の商品を取り扱う場合で、そのうちの一つの

商品を薦める場合、顧客が支払う手数料が異なる

場合には、その旨を明示させるものです。 

「手数料等が相手方金融機関により異なるとき

は、その旨」と規定されていることから、異なる

手数料の額までは明示義務がありません。パブコ

メに対する金融庁の見解は、具体的な金額や料率

を説明することまでは求められないとしながら、

「顧客への丁寧な情報提供を努めることが望まし

い」とされています。 

しかし、同じ性質の金融商品であれば、顧客の

関心事は、「手数料が異なる」ということではな

くて、その商品について「最も安い手数料である

こと」にあるのではないでしょうか。業者には手

数料の開示義務はないとした場合、顧客は、不透

明な取引は行わない、やりたくないということで

不利益を回避するしかないのでしょうか。 

他方で、金融サービス仲介業者には顧客に対す

る誠実公正義務が課せられます（金サ 24 条）。

そのため、この義務の内容として顧客が求めた場

合、手数料の開示義務があると解することは可能

でしょうか。あるいは、誠実公正義務の中身とし

て、顧客に最も有利な安い手数料の商品を薦める

ことが求められていて、この点で顧客の保護が図

られていると解することになるでしょうか。この

点も後で教えていただければと思います。 

 

（２）顧客から求められた場合に明示すべき事項 

 顧客から求められた場合に明示すべき事項とし

て、「金融サービス仲介業務に関して当該金融サ

ービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対

価その他内閣府令で定める事項」があります（金

サ 25 条２項）。すなわち、業者が「金融機関か

ら受ける仲介手数料」を明らかにすることが求め

られています。 

 WG報告でも、利益相反が発生し得るというよう

な場合については、金融機関から受け取る手数料

を開示させることが重要だとされており、これを

受けて、このような規定になっているかと思いま

す。この金融機関からの手数料の開示というのは、

保険仲立人に関する義務としても規定されていま

す。 

 顧客への情報提供というのは、顧客の請求の有

無にかかわらず業者に義務付けられているものが

通常でありまして、顧客から求められたときに限

り義務付けられているのは、例外的なものではな

いかと思います。 
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 保険仲立人の義務については、英国の保険ブロ
ーカーの規制にならうものと説明がなされていま

す。他方で、もしかすると、できれば開示したく

ないという業者側の強い意思があり、それが立法

に反映したものになっているのかもしれません。 
既存の金融サービス仲介業で、保険仲立人以外

ではこのような開示義務は存在しません。既存の

仲介業は、金融機関のために行うものと位置付け

られているのに対して、保険仲立人や金融サービ

ス仲介業は、顧客のために行うものも許容されま

す。この点で、顧客保護の必要性はより高まるも

のと考えられます。 
他方で、既述のように、金融サービス仲介業の

中でも、金融機関のために行う業務が規定されて

います。このような業務では、これまで手数料の

開示義務がなかったものが、その開示を要求され

ることになろうかと思います。その意味では、同

じような業務を行う場合でも、金融サービス仲介

業では開示義務の範囲が拡大したと評価すること

ができます。 
最後に、「顧客本位の業務運営に関する原則」

の原則５の注記では、顧客との利益相反の可能性

がある場合には、その具体的内容（第三者から受

け取る手数料等を含む）を顧客に分かりやすく提

供することを求めています。ここにいう「第三者」

の意義は必ずしも明らかではありませんが、金融

機関が含まれるとするならば、顧客本位の原則か

らも、既存の仲介業者についてもこのような手数

料の開示が求められることになるかと思います。 
報告は以上でございます。いろいろとご教示い

ただければ幸いです。  
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

【討  論】 
○黒沼  川口先生、大変詳しいご報告をありが
とうございました。 
それでは、本日のご報告は、経緯や既存の制度

のご説明もありますが、そこについてはあまり質

問はないと思われますので、全体を通じてどの点

についてでも結構ですので、質問をお受けしたい

と思います。よろしくお願いします。  
【顧客から求められた場合の明示方法】 
○黒沼 それでは、時間つなぎという意味で、少
し私から質問させていただきたいと思います。 
最後に「顧客から求められた場合に明示すべき

事項」というのが挙がっていて、これはほかの業

法には従来あまりなかったものということですが、

例えば、スマホの画面でやりとりをしているとき

に顧客から求められた場合に答えるような仕組み

を作っておくというのは、実際上どの程度のこと

をやればいいのでしょうか。  例えば、「質問がある人はメールをしてくださ
い」というふうにしておけばいいのか、それとも、

クリックするだけで求めた事項の回答が得られる

ようにしておく必要性があるのでしょうか。 
○川口  たとえば、質問コーナーなどがあって、
クリックすれば、回答が届くものとか、そこに入

力すれば、何か返事があるというようなものを想

定していました。  黒沼先生の言われた、そこをクリックすれば画
面が現れるというようなものだと、結局、最初か

ら開示するのとあまり変わらないのかなという気

がしますね。 
○黒沼  そうですよね。メールをくださいとい
うと、ちょっとハードルが高くなるような。 
○川口  まだ実際に動いていないものですから、
具体的にどうなるのか、私もよく分からないとこ

ろがあります。  
【手数料の開示と誠実公正義務】 
○川口  顧客が業者に払う手数料について、複
数の商品を取扱う場合でその手数料が違う場合、

業者は、それが「違う」と言うだけでよいわけで

すね。しかし、それだけで本当によいのでしょう

か。たとえば、誠実義務の中身として、これにつ

いて対処するという方法で顧客の保護を図ること
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は可能なのでしょうか。何かお教えいただくこと

はありますでしょうか。 

○黒沼  何人かの先生から手が挙がっています

が、今の点についてもし何か対応するような回答

がございましたら、その人にまず発言をお願いし

たいのですが。 

 洲崎先生、よろしいでしょうか。 

○洲崎  ほかの点について質問したかったので

すが、誠実義務についても発言はしたいと思いま

す。 

○黒沼  では、よろしくお願いします。 

○洲崎  誠実義務は、法律の中にそういう規定

が置かれたことで何か具体的な効果が生ずるよう

なことが予定されているかというと、予定されて

いない場合も多いのではないかと思います。そも

そも金融商品取引法で、金融商品取引業者やその

使用人が、誠実義務を負わされています。つまり、

顧客が証券売買の相手方になるような場合でも顧

客に対してこの義務を負います。 

一方、保険仲立人の場合には、実際には常に顧

客から委託を受けるので、誠実義務がなくても、

委託契約に基づく善管注意義務で十分対応できる

はずです。ただ、日本で保険仲立人というものを

新たに導入したときに、顧客保護のために何かル

ールがあった方がいいよね、ということで誠実義

務の規定が設けられたということであって、そこ

で具体的に何らかの効果を予定して誠実義務が入

れられたわけではないと思っております。したが

って、ここで誠実義務が入れられたからといって、

そこから当然に手数料の開示義務のような具体的

な何らかの効果が出てくることは難しいのかなと、

私は思っております。 

○黒沼  ありがとうございます。 

 行澤先生、今の点にもし関連する部分があった

ら、先にご発言いただいて、それから洲崎先生の

ご質問に戻ろうかと思いますが。 

○行澤  私も、誠実公正義務に基づいて具体的

な義務が生じるというのはちょっと難しいのでは

ないかと思います。 

今、洲崎先生がご指摘いただいた点に加えて、

特に商品の比較ということですね。例えば手数料

の比較も含めて、そういったことが今回、私が前

回報告しました「顧客本位の業務運営に関する原

則」ということの一つの大きな目玉になっている

ように思います。しかし、それは誠実公正義務が

課せられるから当然に出てくるというよりも、や

はりソフトローとしてそうすることが望まれるベ

ストエフォートだというふうに位置付けられる。

これを義務化するとなると、異なる手数料を開示

しなかったらそれで何らかの義務違反が生じてく

るということになるので、それはやはり難しいの

かなというふうに感じる次第です。 

○川口  確かに、行澤先生の前回のご報告の流

れからいくと、そのようなご意見になろうかと思

います。金融庁のスタンスも、必ずしも具体的な

手数料や料率を説明することまでは求めないけれ

ども、「顧客への丁寧な情報提供に努めることが

望ましい」という、まさにベストエフォートとい

う立場のようです。 

 洲崎先生も昔から、誠実公正義務はそれほど具

体的なものではないと言われており、先ほどのご

意見もその趣旨に沿うものであろうかと思います。

本日の報告では時間の関係で省いてしまったので

すが（レジュメ 16 頁参照）、保険仲立人につい

て、比較可能な同種の保険契約の中から保険契約

を選別することにより提案をしようとするような

場合は、比較可能な同種の保険契約の概要及び当

該提案の理由、あるいは手数料が違うのだからと、

そういうことを言いなさいという義務があります。

金融サービス仲介業では、このような義務は規定

されていないようなのですが、これを誠実公正義

務のなかで捉えることができないかと思った次第

です。 

○洲崎  今の、比較可能な商品の提案をする

云々の話が出ましたので、それについて補足をし

ますと、保険会社から委託を受ける保険募集人の

場合でも、乗合代理店といって、複数の保険会社

から委託を受けて保険を売る者は、いろんな保険
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会社の中から一番いい商品を選んで推奨しますよ

という形のセールストークをしがちです。乗合代

理店は保険仲立人ではないですから、顧客の方を

向いているわけではなく、法的には保険会社から

委託を受けて、善管注意義務を誰に対して負うか

というと、保険会社に対して負うわけです。とこ

ろが、セールストークはお客様本位の推奨をしま

すというものになりがちなので、乗合代理店につ

いては複数の競合商品の中から特定の商品を推奨

する場合には推奨理由を説明するという特別の義

務が課されています。  保険仲立人については、法律では明確には書い
ていないのですが、実務上は必ず顧客側から委託

を受けて、委託契約を書面で作成して、それから

媒介が始まるというのが実務として完全に定着し

ています。ですから、法律では明確には書いてい

ないけれども、実務上は必ず顧客と委託契約を締

結して、善管注意義務も顧客に対して負うという、

そういう構造になっています。 
○川口  なるほど。それであれば、善管注意義
務の内容として、最も安い手数料のものを薦めな

ければならないというのは出てこないですか。 
○洲崎  委託のメインになるのは、自分が求め
ている保険カバーはこういうもので、これに合う

保険会社の保険を探してきてくださいということ

ですから、同じ保険カバーが得られるのであれば

一番安いものを探してきてくれということが、契

約で明示していなくても、それは出てくる可能性

はありますね。 
○川口  私も同じ性質の商品であったらという
ことで申し上げたのですが。 
○洲崎  ただ、同じ商品でも、保険会社の細か
なサービスを見ていくと違いがあるかもしれませ

んし、そのあたりも含めて、委託契約、あるいは

書面には出てこない当事者間の合意によって、ど

ういう推奨をしなければいけないのかというのが

出てくるのかなというふうに思っています。 
○川口  ありがとうございます。  

【顧客と業者の双方に善管注意義務を負う場合】 
○黒沼  それでは、洲崎先生、それ以外のご質
問・ご発言の方をどうぞ。 
○洲崎  そもそも今回の立法は、これまでの我
が国の金融サービスの仲介をする者の規律とは全

く違うというか、これまでは、仲介者の法的地位

を法律で明確に定めて、つまり、業者側から委託

されて、業者側の立場で働く者なのか、顧客側の

立場で働く者なのかをはっきりさせたうえで、そ

れに応じた規律をするというのが、我が国の法律

の作り方だったと思うのです。ところが、今回の

金融サービス仲介業は、業者から委託を受けてい

るかどうかは分からないのですね。最初に顧客と

契約を締結するときに委託があるかどうかを開示

しなければいけないので、そこでは分かるのです

けれども、業者から委託を受けていない可能性も

ある。しかし、委託は受けていないけれども、手

数料は業者から受け取るのだとすると、委託契約

ではないけれども、何か報酬の支払いに関する契

約みたいなものはあると思うのです。でも、それ

は恐らく委託とは言えないのだろうと思います。  一方、顧客の側からも、委託を受けるかどうか
ははっきりしないみたいなのですね。顧客との契

約を金融サービス契約と位置付けていますが、先

ほど言ったように保険仲立人であれば、顧客から

委託を受けてベストアドバイスをしますという義

務を引き受けるわけですが、金融サービス仲介業

では、顧客と契約するのだけれども、それがどん

な契約になるのかは全く分からないわけです。委

託なのかもしれないし、委託は受けません、ベス

トアドバイスもしません、でも、とりあえず紹介

だけしますという契約なのかもしれない。そして、

業者から委託を受けるし、顧客からも委託を受け

るというケースも排除されていないのですね。 
だから、業者と顧客のどちらに対しても善管注

意義務を負うような契約も考えられるのですけれ

ども、両方から委託を受けて、両方に対して善管

注意義務を負うような場合を想定した何らかの行

為義務というものは定められているのか。それは
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なさそうな感じですけれども、ないということで

よろしいのですかね。原理的には、両方から委託

を受けて、両方に対して善管注意義務を負うとい

うことはありそうな気がしますし、その場合は利

益相反的な立場に立つことになりそうですが、そ

れについての特別のルールというのはないという

ことでよろしいのですかね。 

○川口  そうですね。基本的には、利益相反に

ついては開示で対応し、あとは顧客の方で判断し

ろというのがスタンスなのではないでしょうか。 

他方で、それだけで良いのかという問題もある

かと思います。洲崎先生がおっしゃたように、金

融機関と顧客の両方に善管注意義務を負った場合

に開示義務のみで対応できるのかということかと

思います。そこで、しつこいのですが（笑）、こ

のような場合に誠実義務が利いてきて、顧客の方

を重視しなさいというのは無理でしょうか。 

○洲崎  確かに、顧客から委託を受けて、それ

もベストアドバイス義務も負うような、そういう

内容の委託であれば、そういう意味での善管注意

義務を負うのでしょう。ベストではない商品を推

奨して、その結果、顧客が満足を得られず損害を

被れば、それによる損害賠償責任を負うことにな

るので、誠実義務は問題としなくてもよいのかな

と思います。 

○黒沼  今の論点について、ほかの先生方から

ご発言があれば、先にお受けしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 少し私から申し上げると、WG報告を見ると、具

体的なことは書いていないのですが、法律上の定

義や位置付けよりも、報酬や利益をどこから受け

取るのかという経済的なインセンティブの影響を

仲介業者の行動は強く受けているから、法的な位

置付けによって規制を変えるのではなくて、そう

いう法的な構成に関わらず、同じような規制をか

けることにしたというような説明がなされていま

す。それは法律学者から見てどう評価されるのか

というのは、問題かなとは思うのですけれど。 

○川口  今の話は、WGで、業者から手数料を受

け取らないような制度にしてはどうかという意見

があり、そこから出てきた話ではなかったでしょ

うか。手数料の仕組みは様々なため、一律に規制

するのではなく、インセンティブとして開示でい

きましょうというということになったのではない

かと思います。 

○黒沼  分かりました。少し確認します。 

 

【媒介の意味】 

○黒沼  それでは、梅本先生、ご発言をお願い

します。 

○梅本  仲介業務について私は専門的に勉強し

ていないので、的外れな質問であればご容赦下さ

い。レジュメの７頁で、川口先生は媒介の意義に

ついて多くの「？」を付けておられて、私も疑問

に思ったことが一つございます。というのは、ホ

ームページやブログでアフィリエイト広告という

のがありますね。バナー等を張っていて、そこを

クリックすれば広告先にリンクするというもので

すけれども、多くの証券会社がそういったアフィ

リエイト広告を打っていて自社の口座開設等につ

なげるような活動をやっています。 

このアフィリエイト広告の募集について、幾つ

かの証券会社のものを見ましたところ、個々の金

融商品についての投資勧誘とか説明とかをすると、

これは外務員登録しないとできません、単に証券

会社にリンクするような形でアフィリエイト広告

を置いてくれとコンプライアンス上の注意書きが

されておりました。たしかに、金融商品の紹介な

どは問題になりうるので注意を促すのは適切だと

思うのですが、「媒介」の該当可能性という見地

からみますと、ブログやホームページの中で、例

えばアフィリエイトの証券会社が新しい金融商品

を販売するようになったなど、証券会社にコメン

トすることもありうると思うのですね。そうした

場合、先生がご紹介になりました監督指針にある

ように、どこかの証券会社に誘導するような文言

だとみなされたら、ブログ開設者等は仲介業者だ、

登録が必要だ、ということになってしまうのです
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けれども、そういう理解でよろしいでしょうか。

個人的にはどちらでもよいと思うのですが、金融

機関のアフィリエイト広告を掲載している HP 開

設者やブロガーは、解釈次第では、いままで以上

に注意しなくてはならなくなるのではないかな、

と思った次第です。 

 川口先生はどのようにお考えになるでしょうか。 

○川口  梅本先生がご指摘の点は、今回の金融

商品サービス仲介業に限らず、従来の仲介業にお

いても、媒介に当たれば登録などが必要になって

くるということで、同じようなことが起こり得る

と思います。 

 今回の監督指針について、報告でも触れました

が、ニの部分の「当該契約に当たり当該業者は関

与をもたないこと」と、あえて、明記されている

のですね。この部分の解釈をどう考えるのかとい

うことでしょうか。 

 ホームページの画面などで、一定の方向に誘導

するようなことがあれば、それはもう勧誘をして

いることに近く、紹介ではない、だからそれは媒

介に至らない行為とは言えずに、登録が必要であ

るというふうに考えるのではないかと思います。 

ただ、それもやはりケース・バイ・ケースで、

監督指針もよく見てみると、「金融サービス仲介

業の登録が不要である場合もあると考えられる」

とか、「媒介に当たることがあり得る」とか、確

定的な言い回しを避けているのですね。場合によ

っては外れることもあるということで、金融庁の

パブコメ流に言うと、「ケース・バイ・ケースで

考える必要があります」というふうになるのだろ

うと思います。誘導するというような側面が強い

場合には、やはり、媒介があるというふうに考え

ることになるのではないかと思います。抽象的な

お答えで申し訳ありません。 

○梅本  いえ、ありがとうございます。 

 

【一つの仲介業のみの登録】 

○前田  レジュメ８頁の下の方の登録制に関わ

るところですけれども、登録申請のときに、金融

サービス仲介業を行おうとする者は、どのような

業務を行うかを申請書に記載するということでし

た。そのときに、川口先生のご報告の中の例にも

ありましたように、業務のうちの１つだけ、例え

ば有価証券等仲介業務だけの登録を受けるという

ことも制度上は認められているのだと思います。 

 しかし、そもそも今回の金融サービス仲介業の

制度の主たる目的が、横断的なサービスの提供を

実現するということにあるのであれば、この仲介

業者には、８頁のところに挙げられた業務を全部

セットでやらせるか、あるいは少なくとも２つ以

上はセットでやらせないと、横断的なサービス提

供という意味は乏しいと思うのですね。 

例えば、有価証券等仲介業務１つだけを行う金

融サービス仲介業者は、従前からの金融商品仲介

業者と非常によく似たことをやるわけですね。７

頁で川口先生が違いを整理してくださっています

が、金融商品仲介業者とほとんど同じような存在

です。このように、業務１つだけの金融サービス

仲介業者の存在を認めることは、制度をいたずら

に複雑にするだけではないかというように思った

のですが、いかがでしょうか。 

○川口  金融サービス仲介業者が預金等媒介業

務を行っていて、同じような銀行代理業務を兼営

しようとする場合に手続きはどうなるのかという

ことについてご報告をしました。これは、金融サ

ービス仲介業者が預金等媒介業務以外の金融サー

ビス仲介業を行っているという前提でした。そし

て、その延長線で、預金等媒介業務のみを行って

いる場合には、銀行代理業務を兼営する際には、

金融サービス仲介業者としての登録の効力を失う

という話になりました。 

ただ、預金等媒介業務だけを行う金融サービス

仲介業者がいるのかと言われると、恐らく、その

ような需要はあまりなさそうです。また、前田先

生がご指摘のように、有価証券等仲介業について

も、従来の金融商品仲介業者でも可能な業務です

ので、同様に、金融サービス仲介業のうち一つだ

けを行う業者というのは考えにくいところです。
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ただ、規定上は、１つだけやっているような者に

ついても、同様の既存の仲介業を行った場合に、

どのようになるのか、考えておく必要があるとい

うことではないでしょうか。その場合、登録がな

くなってしまうという話かと思います。 

金融サービス仲介業では、おっしゃったように、

銀行、証券、保険または貸金業のどれを仲介する

のか分からないですけれども、それらのサービス

を総合的に提供することに意義があるのですね。

例えば。お金が少し余っているような人に、保険

を勧めるか、あるいは有価証券を勧めるか、この

ような業務でなければ、業者としてはうまみがあ

りません。ただし、一つの業務のみを行う業者が

100％ないかと言われると、あり得るのではない

か、それをだめとまで言う必要はないのではない

かと思うのですが。 

先生はやはりそういう預金等媒介業務のみを１

つだけやっている者は認める必要はないのではな

いかというご趣旨ですかね。 

○前田  そうですね。業務１つだけの金融サー

ビス仲介業者は、この制度の趣旨であるワンスト

ップ・ショッピングの実現とは無縁ですよね。立

法論になるのですけれども、そういうものは登録

の段階で抑えて、少なくとも業務を２つやれなど

とする余地があったのかなと思ったのです。あり

がとうございました。 

 

【「・・のために行う」という意味】 

○久保  基本的な質問になるのかもしれません

が、レジュメ６頁から８頁にかけて、他種のもと

もとあった仲介業といったものと、今度新しく投

入された金融サービス仲介業との比較をしていた

だいている中で、例えば預金等媒介業務について

は、銀行のために行うことが要求されている一方

で、有価証券等仲介業務については、もともとは

金融商品取引業者等のために行うことが要求され

ていたのに、一部の業務についてはそれが必要な

くなったというようなことが挙げられていると思

うのですが、少しここで基本的なことが分からな

いので教えていただきたいのは、その「ために行

う」ことが入れられているか、入れられていない

かによって、業者が行うサービスの提供にどうい

う違いが出てくるのかということで、私はここら

辺は本当にど素人なので、分からないのですね。 

 例えば、「銀行のために行う」というふうに書

かれていないのだとすると、顧客の側からこうい

う預金を探してきてくれとサーチをお願いして、

それを業者が探してきて、これがいいですよと提

供してもらうことができるようになると。それが、

「銀行のために行う」ということが入っていると、

そうじゃなくて、銀行から委託を受けているもの

について顧客に勧めるだけという、そういうサー

ビス提供の形になるのか。有価証券の場合はそれ

が入っていないから、顧客の側から、例えばこう

いう投資顧問契約を探してくれというような形で

委託することも可能ですと、そういう理解でよろ

しいのかというのが第１点です。 

 第２点としては、もしその理解が正しいのだと

すると、なぜ銀行と有価証券とで「ために」を外

す、外さないという判断が分かれたのかという点

です。そこはなぜなのかというところを教えてい

ただけたらと思います。 

ひょっとしたら、後の方でおっしゃっていた、

提供できるサービスがあまり専門性のないものに

限定されるというところから、「ために」が必要

な場合と必要でない場合に分かれたのかもしれな

いなというところはちょっと感じたのですけれど

も、ここら辺、川口先生のご知見をご教示いただ

けると幸いです。よろしくお願いします。 

○川口  既存の仲介業者は、金融機関の側から

仲介業者に委託をするというものでした。そのた

め、例えば「銀行等のために行う」という規定に

なっていたと考えられます。ところが、今回の新

しい仲介業というのは、顧客の側からも委託が可

能なものもあり、そこが大きく違うということは、

先ほど洲崎先生もおっしゃっていたところです。

銀行の場合も、預金等媒介業務の②の「銀行等と

顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の
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割引を内容とする契約の締結の媒介」というのは、

「銀行のために行う」というのは入っていないの

ですね。この場合、顧客のために行うというもの

も想定されるわけです。  他方で、①の預金の受入れは「銀行等のために
行う」となっています。なぜ、このような違いが

あるのかということですが、報告でも触れたので

すが、②のところでは、融資をしてくれる銀行を

探してほしい、どこかお金を貸してくれるところ

はないですか、あるいは金利が安いところはない

ですかというような形で、顧客の方からアプロー

チがあり得るところです。しかし、預金先をどこ

か教えてくださいというようなものは、普通は考

えにくいのではないかと思います。むしろ、預金

者のほうが立場が強いわけですね。他方で、銀行

は預金を集めたいわけですので、誰か預金をした

い人がいませんかね、というような依頼はあり得

るので、「銀行等のため」と書かれているのでは

ないでしょうか。  「銀行等のため」という文言は必ず必要なもの
でもなく、なくてもよかったのかもしれないので

すが、そういう趣旨なのかなと思ったのですね。  ２つ目のご質問の点ですが、私が久保先生の話
を聞き間違えているかもしれませんが、銀行の場

合も、融資については「銀行等のために行う」と

いう文言が外れています。有価証券等仲介業務に

ついても、③の募集・売出しについては、「金融

商品取引業者のために行う」というのは入ってい

るわけです。この点で、銀行と証券という区分で

使い分けがなされているわけではありません。募

集・売出しについては、顧客から要求するもので

はありません。通常の有価証券の売買などの取引

では、「業者のために」というのがありませんの

で、顧客からの注文も可能である、そういう位置

付けなのかなと思います。 
○久保  ありがとうございます。何となく分か
りました。  そうすると、例えば預金などでも、商品性が多
様になってくる場合、例えば最近だと、定期預金

などでも、おまけの付け方がいろいろ工夫されて

いるようなものなどが出てきていると思うのです。

そういう形で商品性が多様になってきた場合には、

ここが外されるということも将来的には考えられ

るのですかね。 
○川口  そうですね、顧客の方で何か特殊な預
金といいますか、そういうものを紹介してほしい

というようなものがあれば、このような規定は不

要になる、あるいは、あっては不便であるという

ように思います。 
○久保  そのときに、先ほどご説明があったと
おり、かなり専門性が高いものについては金融サ

ービス仲介業では取り扱えないということになっ

てくると、そこの範囲はかなり狭いという、そう

いう理解でいいのですかね。 
○川口  そこが本当に専門的に高度なもので説
明が必要かどうかということで分かれると思うの

ですが、預金の特殊性、例えばスワップを組み込

むとか、いろんな仕組債みたいなものを組み込む

とかいうようになってくると、確かに預金の多様

性は増えるのかもしれないですが、今おっしゃっ

たように、高度に専門的な説明が要るということ

ではねられるという可能性はあるのかなと思いま

す。 
○久保  分かりました。ありがとうございまし
た。  
【規制の実効性】 
○齊藤  的を外した質問になるかもしれません
が、１点お伺いしたい点がございます。  商行為の仲立という分野を少し調査したことが
あるのですが、このような取引形態の特殊性とし

まして、一般的な財・サービスのやりとりをする

取引の当事者は、例えば代理を利用しても、二当

事者間でやりとりされるのですけれども、仲介業

というのは、間に入ってくる人の数には論理的な

制限がなく、いろんな人が間に入ってきてという

ような現象があったり、また、先ほど指摘があっ

たことと重複しますが、委託があったのか、ある
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いは何を委託しているのかが非常に曖昧なまま、

相手方の紹介などがなされて、最終的に目的とな

る契約が成立するというような場合もあり、その

間に入ってくる人たちの法的な位置づけを適切に

捕捉するというのが非常に難しいことがあります。  それで、今回の規律で登録が不要の場合として
挙げられている部分は、適切に今回の目的が達成

されるような線引きになっているのかというとこ

ろにつきまして、お伺いしたいと思います。 
特に、金融仲介取引ですと、違法に無登録でい

るような業者と金融機関も取引しないと思います

ので、違法に無登録で仲介業を行おうとする業者

はあまりいないと思われるのですけれども、ぎり

ぎり適法な範囲で仲介業に当たらない行為に収め

ておこうという方向に業者の行動が流れた場合、

適切な規制の範囲に含まれるべき人たちが入って

こない恐れはないでしょうか。 
○川口  本日もご報告しましたように、「媒介」
に該当するかどうかによって規制の適用が違って

くるという点が、私も非常に重要だと思っており

ます。 
商法上の仲立人に該当すれば、商行為法として

定める行為規制が適用されるということになりま

すが、金融法制や様々な関連する取引法制などに

おいては、「媒介」に該当すれば登録が要求され

る、それにもかかわらず登録を怠った場合に無登

録の業者として処分される可能性があるといった

問題が発生します。  この点で、監督指針などで規制の予見可能性を
高めようとしているということかと思います。た

だし、先ほど梅本先生との討論でもあったのです

が、必ずしも明確ではないものもあり、ケース・

バイ・ケースで判断しなければならないものもあ

りますが、このような例示があれば、ある程度、

規制の適用の予見可能性は高まるのではないかと

思います。 
齊藤先生のご質問にちゃんと答えているかどう

か分からないのですけれど。 
○齊藤  ありがとうございます。 

 単なる紹介のように、投資家の方から見た様々
な相手方である金融機関の取引主体の選択への介

入のところは、あまり規律は及ぼさないけれども、

それは、その選択された金融機関で受ける説明の

適正さというのは法律で規制されているから、と、

そのような切り分けで登録の範囲というのは決め

られていると、そういう理解でよろしいでしょう

か。 
○川口  説明する必要があるかどうかによって
媒介の該当性が決まるのではなくて、媒介に該当

すれば、説明が要るということなのだろうと思う

のですね。 
○齊藤  単なる取引相手の紹介といったことで
も、投資家としては、特定の人を紹介された時点

で、決定の多くの部分は終わっていることもある

ので、そこを外しているのはどうしてだろうと疑

問に思われました。 
○川口  そこは、媒介なので、あとは結局当事
者同士で契約してくださいということになるわけ

ですよね。 
○齊藤  はい。 
○川口  そこはそこでお任せして、そこの仲介
をする業者について業法的に規制をするという、

そういう話ではないかと思うのですけれど。 
○齊藤  仲介業の報酬は何に対して払っている
かというところなのですが、契約内容にかかる交

渉の過程、自分に合った契約にしてもらうという

部分、今回で言えば、投資商品の選択も、媒介の

重要な部分なのですけれども、その前の段階であ

る取引相手を見つける、見つけてもらう、特定の

当事者との間に経路づけるというところもかなり

大きな要素であることもあり、複数の取引先の選

択肢があるうちの、こういう金融業者がいますよ

ということを示唆するだけでも、投資家の意思決

定に大きく関わるものなのですけれども、そこの

部分は今回の規律の対象外になっているという、

そういう点が気になっていたところです。 
○川口  齊藤先生のご懸念は理解しましたが、
単にこんな人がいますよというだけでは規制の必
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要性はない、というのが、今回の立法かと思いま

す。 

○齊藤  分かりました。ありがとうございます。 

 

【情報の共有について】 

○片木  法律的な問題は分かりにくいので、ち

ょっと本日の報告から外れるかもしれない質問で

すが、本日の日本経済新聞の朝刊で、三菱 UFJ 銀

行がグループ外の証券会社も合わせた証券・金

融・保険などのサービスの、スマートフォンを使

った総合ポータルサイトのアプリみたいなものを

作るということがかなり大きく出ています。これ

自体は金融仲介業そのものではないのでしょうけ

れども、金融仲介業というのがどういうサービス

を行うのかのイメージを理解するのには大変役に

立つ記事ではないかと思っています。 

 見ておりましても非常に魅力的といいますか、

使ってみたい気はするのですが、ただ、ここに全

部集約してしまったら、私の金融取引の情報は全

部ダダ漏れだよねという、これが一番怖い。私自

身、実は三菱 UFJ 銀行も、モルガン・スタンレー

も使っているのですけれども、両社のそれぞれの

担当の方からは時々、情報の共有はできませんか

という話は来ているのですけれども、現段階では、

両金融機関に対して、私のそれぞれ預金残高とか、

そういったものの情報の共有というのは認めてお

りません。 

ただ、こういうグループの中での多様な仲介と

言われますと、証券取引、銀行の預金、送金取引、

保険、全てに関連する情報がこの仲介業者に入っ

てくるわけですけれども、これについて、要する

に媒介先といいますか、金融機関その他に、よそ

の金融機関には提供しないという規律についてど

のようになっていくのか、あるいはできているの

かというのが質問でございます。 

WG報告では、少しだけ一言、情報の保持につい

てという話が入っていたと理解しているのですけ

れども。 

○川口  確かに、顧客情報の取扱いというのは、

非常に大きな問題だと私も認識しております。 

現在では、銀行・証券・保険などの金融グルー

プ内での情報のやりとりについて、規制緩和がな

されてきました。昨今の WG の議論を踏まえて、

情報の共有について相当に緩和される方向になっ

ています。ただし、その場合でも、顧客の情報の

管理自体は厳格になされなければなりません。簡

単に外に漏えいされるようなものであってはなら

ないということかと思います。 

それで、金融サービス仲介業者の義務はどうな

るのかということですけれども、金融サービス提

供法 26 条は、「金融サービス仲介業者は、金融

サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律

に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるとこ

ろにより、その金融サービス仲介業務に係る重要

な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業

務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取

扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するため

の措置を講じなければならない。」と規定してい

ます。 

詳細は内閣府令を見なければならないのですが、

顧客から得た情報をみだりに外には出さないとい

うのは当然のこととして、情報の管理体制が整備

されていることが求められるのではないかと思い

ます。 

○片木  ありがとうございます。もちろん、逆

に、情報を集約することによって、自分のポート

フォリオの分析をしてもらうというのは、サービ

スとしては考えられるわけですね。マネーフォワ

ードなんかは、いろんな証券会社、銀行の自分の

口座情報を全部そこに集約させてしまうことで、

自分の金融商品のポートフォリオの分析とかをそ

こでやってもらうということができるようになっ

ております。 

 仲介業務にも、実は同じようなサービスが考え

られるのですが、ただ、サービスを受ける側とす

れば、あくまで金融仲介業者に集約するのはいい

けれども、その集約された情報を銀行や証券会社

には伝えてくれるなという、そういう意識がある
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程度あるんじゃないかと思うのですけれど。 

○川口  情報の共有規制の緩和は進んでいます

が、そのなかでも、共有を望まない顧客について

は、何らかの形で、共有ができない仕組みは必要

と思います。 

○片木  ありがとうございます。 

○黒沼  今の点について私も少し質問しようと

思っていたのですが、確かに法律は 26 条でその

ように書いてあるのですが、内閣府令を見ますと、

36 条から 38 条にかけて、情報の漏洩をしないと

か、個人の返済能力情報を目的外利用しないとか、

犯罪履歴等の特別の非公開情報を目的外利用しな

いといった措置を講じるというようなことしか書

かれていなくて、ある業務で得た情報を他の業務

で使うときに同意を得なさいとか、そういうこと

までは書いていないのですよね。 

だから、全体の緩和の流れに合わせて、ここで

は規定しなかったのかもしれないのですけれども、

ちょっと気になるところだと思いました。 

○川口  確かに、金融グループ内での情報共有

について、顧客の権利を保証しなければならない

と思いますが、今回のサービスは、顧客の情報を

使っていろんな金融商品を推薦しましょうという

ものなのですね。そうすると、顧客の情報を伝え

てくれるなというと、サービスとしては成り立た

なくなるかもしれませんね。 

○黒沼  そうですね。その点、私も同感でして、

このサービスはいろいろな使い方があると思うの

ですが、例えばインターネットのショッピングモ

ールをやっている企業が金融商品を紹介すると。

そのときには、もう既に顧客名簿を持っているわ

けですね。それを利用して金融商品の方に誘導す

ることを考えるわけですけれども、そういった面

については、こちらの業法では、恐らく規制のし

ようがないわけです。 

○川口  そうですね。 

○黒沼  だから、その点こそが、こういう登録

を受けて、多分アフィリエイト広告に毛の生えた

ようなものを認めるけれども、簡単な登録はして

くださいという、一面ではそういう面を持ってい

る制度かなと思っています。 

○加藤  今のお話に関連したコメントなのです

が、個人の顧客について、この法律は、個人情報

保護法による保護は当然のものとして作られてい

るかと思います。ですから、どういった商品を媒

介したかという情報を第三者に提供するためには、

個人情報保護法の手続を経るということになるの

ではないかという気がしています。以上です。 

○川口  私も同感です。 

 

【高度に専門的な説明】 

○黒沼  ほかにございますか。 

○川口  洲崎先生にお聞きしていいですか。 

保険について高額のものを除外しているという

点についてはどのようにお考えでしょうか。高度

に専門的な説明が要するとは少し思えないものも

あるようなのですが。 

○洲崎  ご指摘の通り、専門的な説明を要する

という理由からは説明しづらいと思います。例え

ば損害保険に関しては、火災保険はそもそも外れ

ているし、自動車保険も 2,000 万円を超えたらだ

めだと、しかも、対人で保険金額が 2,000 万円以

下というのは通例ないので、自動車保険はほぼだ

めなのです。それから、傷害保険については、

600 万円を超えたらだめだとなっているので、家

計保険、つまり消費者相手に売る保険の三大保険

である傷害保険、火災保険、自動車保険、みんな

相当低額に抑えられているのですね。 

保険商品に関しては、既存の販売店網とか、保

険会社の営業職員のマーケットを守りたいだろう

保険業界のことを慮ったのかなと思います。国会

の附帯決議を紹介されましたけれども、まさにそ

うだと思います。 

要するに、金融サービス仲介業をやりたいと思

っている人たちもとりあえず法律は通したいと。

保険業界の強い反対でつぶれてしまっては元も子

もないので、小さく産んで大きく育てるというこ

とを考えられたのではないかと思います。 
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 銀行の保険窓販も、最初に認められたときは、

すごく制約が多かったのですね。でも、風穴がど

んどん大きくなって、最終的には自由化されまし

たし、保険会社としても、銀行を使って保険を売

れるのであれば、それでもいいやとなったのかな

と思います。 

金融サービス仲介業も、実際に登録を受けて仲

介サービスを始めたところがうまくやってくれそ

うだということになれば、保険業界にもこのタイ

プの仲介業者をうまく使っていこうという動きが

出てくる可能性もないではないと思います。 

損害保険に関しては、旅行保険、ゴルフ保険、

ペット保険と非常に限定的ですし、生命保険も、

第５回ワーキング・グループの資料では、終身保

険がＯＫになっていましたが、最終的な内閣府令

では、終身保険はすべて不可になっているみたい

ですから、非常に限定的な範囲でしか認められな

かったということだと思います。これはやはり保

険業界に遠慮したとしか思えません。 

高度に専門的な説明を要するというのは、「察

してください」というところではないかと思いま

すけれども。（笑） 

○川口  ワーキング・グループの議事録を見た

ところ、証券業界からは、業務範囲を制限すべき

との意見が出ていましたが、見落としがあるかも

しれませんが、保険業界からは特に反対する意見

がなかったように見受けられます。ワーキング・

グループの外で、いろいろとやりとりがあったと

いうことでしょうかね。私も察することにします

（笑）。ありがとうございました。 

 

【所属金融機関制の不採用と濫用的な運用】 

○行澤  要するに、所属金融機関制度を外して、

供託ということで顧客保護を図るということです

けれども、これは濫用的に運用されるおそれはな

いのでしょうか。つまり、金融機関主導で所属制

度はとらない、だけども事実上コントロールを及

ぼして、そして金融サービス仲介業者が利益相反

的に、その金融機関に誘導するような形で商品を

導くと。そして、ほかにもっといい商品があった

のに、ということで顧客が損害賠償請求するとい

う場合に、あるいは所属金融機関制度をとらなく

ても、民法 715 条を使うことが可能なのか。ある

いは、制度としてこういう制度にしたのだから、

つまり、所属金融機関制度ではなく、供託でカバ

ーするようにしたのだから、やはりそれは事実上

無理だとなるのか。その辺はどう考えたらいいの

でしょうか。 

○川口  確かに、金融機関は業者の行為に責任

を負わなくて良いこととなりました。しかし、そ

れをもって、業者に一定の商品を売らせるという

圧力をかけることが発生するかですね。金融機関

がその地位を濫用して、業者に指図することは独

禁法上も問題になりますね。例えば優越的地位の

濫用とかで対処をするのではないでしょうか。 

○行澤  分かりました。また考えてみます。あ

りがとうございます。 

○黒沼  少し私も発言させていただくと、この

制度は、保険の話みたいに、多数のものを比較し

て推奨するという使われ方をされるとは限らない

わけで、１社専属という、事実上一つの商品を紹

介するということもあり得るわけですよね。だか

ら、今のようなことはないわけではないけれども、

それは制度が想定しているということではないの

でしょうか。 

○行澤  分かりました。 

○黒沼  それでは、時間を経過しましたので、

もしよろしければ、これで本日の研究会を終了と

させていただきたいと思います。 

 川口先生、どうもありがとうございました。 

○川口  ありがとうございました。 
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に
対
し
て
当
該
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
し
な
か
っ
た
こ
と
等
に
よ

り
当
該
顧
客
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
金
融
商
品
販
売
業
者
等
の
損
害
賠
償
の
責
任
そ
の
他
の

金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
を
行
う
者
に
つ
い
て

登
録
制
度
を
実
施
し
、
そ
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
金
融
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
受
け
る
顧
客
の
保
護
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
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      ＊保険代理店の業務＝代理・媒介       生命保険募集では、伝統的に媒介のみの権限を有する        （理由） 
             

現
行
法
で
は
、
契
約
締
結
の
代
理
権
を
有
す
る
生
命
保
険
募
集
人
を
許
容
 

        →顧客の誤認を回避するため、権限の有無を明示する義
務
（
保
険
業

2
9
4
条

3
項

2
号
）
 

    ・参入規制：登録制（保険業276条）    ・所属保険会社の損害賠償責任（保険業283条）     ・保険仲立人      ・沿革： 995年の改正で導入      ・定義：保険契約の締結の媒介であって、          生命保険募集人、損害保険募集人および少額短期保険
募
集
人
が
そ
の
所
属
保
険
会
社

等
の
た
め
に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の
を
行
う
者
（
保
険
業

 
条

 
5
項
）
   

       ＊商法上の仲立人という位置付け（商543条以下・保険業2
9
3
条
）
 

 
→
当
事
者
の
間
に
あ
っ
て
中
立
的
な
立
場
で
契
約
締
結
の
媒
介
を
行
う
 

         ・手数料は保険会社が支払うという慣行            →顧客保護のための特別の規制       ・参入規制：登録制（保険業286条）      ・保証金の供託（保険業29 条 項）         4,000万円→2,000万円         所属保険会社制度は規定されていない             

 
生
命
保
険
の
引
受
の
判
断
に
は
、
保
険
契
約
側
の
告
知
等
に
基
づ
く
医
的
危
険
選
択
判

断
や
道
徳
的
危
険
の
防
止
の
観
点
か
ら
契
約
の
チ
ェ
ッ
ク
は
不
可
欠
で
あ
り
、
生
命
保
険

会
社
本
社
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
部
署
が
専
門
的
能
力
に
基
づ
い
て
中
央
集
権
的
に
判
断

す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
」（
山
下
友
信
『
保
険
法
（
上
）
』
2
2
6
頁
）
 

3
 

 

く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
の
取
扱
い
）
 

④
金
商
法

2
条

8
項

 
3
号
に
規
定
す
る
媒
介
（
投
資
顧
問
契
約
ま
た
は
投
資
一
任
契
約
の
締
結
の
媒

介
）
 

の
い
ず
れ
か
を
、
金
融
商
品
取
引
業
者
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
た
め
に
行
う
業
務
 

（
金
商

2
条

 
 
項
）
 

 ＊
銀
行
代
理
業
（
保
険
代
理
業
）
と
の
比
較
   →金融商品取引業の媒介のみ可能   ・顧客に対して、 代理権がない旨」を明らかにする義務（金商66条の

1
1
第

2
号
）
 

   （理由）            代理行為が認められない→代理業・代理店という名称は回避された
？
 

 ＊
上
記
の
業
務
は
 
金
融
商
品
取
引
業
」
に
該
当
す
る
（
金
商

2
条

8
項
）
         →金融商品取引業の登録が必要（金商29条）            ↓（しかし）    金融商品仲介業については、金融商品取引業の登録は不要（金商法

6
6
条
）
  

     ・参入規制：登録制（金商66条）        ・所属金融商品取引業者の賠償責任（金商66条の24）              ＊登録金融機関に金融商品取引業を委託した金融商品取引業
者
（
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
）

の
責
任
は
法
定
さ
れ
て
い
な
い
        →登録金融機関は直接委損害賠償をする能力を有する？ 

     
 ３
 保険募集の仲介業   ・定義：保険代理店 ・

損
害
保
険
代
理
店
         損害保険会社の委託を受け そ

の
損
害
保
険
険
会
社
の
た
め
に
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
ま
た
は
媒
介
を
行
う
者
 

（
保
険
業

2
条

2
 
項
）
        ・生命保険代理店（生命保険募集人の定義）         生命保険会社の委託を受けた者で そ

の
生
命
保
険
会
社
の
た
め
に
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
ま
た
は
媒
介
を
行
う
も
の
 

（
保
険
業

2
条

 
9
項
）
 

代
理
で
は
、 
仲
介
し
た
証
券
取
引
に
つ
い
て
証
券
会
社
や
投
資
者
に
対
す
る
法
的
効
果
が
発
生

す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
投
資
家
保
護
や
取
引
の
円
滑
化
を
図
る
に
は
、
適
正
な
代
理
権
を
行

使
し
得
る
よ
う
証
券
会
社
な
み
の
知
識
、
経
験
等
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
金
銭
、
有

価
証
券
の
取
扱
い
を
認
め
る
と
財
産
基
盤
に
つ
い
て
の
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
」 
新

た
な
証
券
仲
介
業
者
制
度
を
設
け
る
意
義
が
乏
し
く
な
る
」
 

（
高
橋
康
文
編
『
詳
解
・
証
券
取
引
法
の
証
券
仲
介
業
者
、
主
要
株
主
制
度
等
』
9
8
頁
）
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   ☞想定されているビジネスモデル？         スマホ・パソコン画面で、多種の金融商品・サービスを選択でき
る
仕
組
み
 

         ↓     電子金融サービス仲介業務」（金融サービス提供法上の制度）      定義：電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
行
う
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
（
法

 
3
条

 
項

6
号
）
 

  
 
電
子
決
済
等
代
行
業
」
（
銀
行
法
上
の
規
制
（
登
録
含
む
）
が
適
用
（
銀
行

5
2
条
の

6
 
の

2
以
下
）
）
 

    （定義2条 7項）（20 7年銀行法改正で導入）      電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者     →一定の要件を満たせば、電子決済等代行業の登録を受けること
な
く
、
届
出
で
、
電
子
決
済
等

代
行
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
（
法

 
8
条

 
項
）
 

 ２
 定義   ・金融サービス仲介業＝ 預金等媒介業務」、 保険媒介業務」、有価証

券
等
仲
介
業
務
」
ま
た
は
 
貸

金
業
貸
付
媒
介
業
務
」
の
い
ず
れ
か
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
（
法

 
 
条

 
項
）
 

   ・預金等媒介業務＝①銀行等（法  条2項 号イからヨ）のために
行
う
預
金
等
の
受
入
れ
を
内
容

と
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
            ②銀行等と顧客との間において行う資金の貸付け

ま
た
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と

す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
            ③銀行等のために行う為替取引を内容とする契約

の
締
結
の
媒
介
 

           のいずれかを行う業務（法  条2項 号）      ＊銀行代理業との比較         ・受信業務、与信業務または為替業務のいずれかの契約
の
締
結
の
仲
介
（
同
じ
）
 

        ・契約の締結の代理は認められない（異なる）         ・①③は 銀行等のために行う」もの（同じ）、②は 銀
行
等
と
顧
客
と
の
間
に
お
い
て

行
う
」
（
異
な
る
）
           →顧客から①③の媒介を依頼するケースは想定され

て
い
な
い
？
 

   ・保険媒介業務＝保険会社等（法  条3項 号から3号）と顧客と
の
間
に
お
け
る
保
険
契
約
の
締

結
の
媒
介
を
行
う
業
務
      ＊保険代理業との比較         ・契約の締結の代理は認められない（異なる）         ・保険会社等からの委託に限らない（異なる）      ＊保険仲立人の業務との比較         ・契約の締結の媒介に限られる（同じ）         ・顧客の委託も可能（同じ）     ・有価証券等仲介業務＝①第一種金融商品取引業または投資運用業を

行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
ま
た

は
登
録
金
融
機
関
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
法

 
 
条

4
項

 
号
イ
ロ
）
と
顧

客
と
の
間
に
お
い
て
行
う
有
価
証
券
の
売
買
の
媒
介
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 Ⅲ
 金融サービス仲介業 
１
 制度創設の趣旨 

    WG報告」20頁                基本的な考え方」   ①について →
業
種
ご
と
に
複
数
の
登
録
等
を
受
け
ず
と
も
、
複
数
の
業
種
を
ま
た
い
だ
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
仲
介
を
行
う

こ
と
を
可
能
に
す
る
   ②について →

新
た
な
仲
介
業
者
に
は
所
属
制
を
採
用
せ
ず
、
取
扱
い
可
能
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
限
定
、
利
用
者
資
金
の

受
入
れ
の
制
限
、
財
務
面
の
規
制
の
適
用
等
に
よ
り
利
用
者
保
護
を
図
る
 

      

 
 

（
金
融
庁
説
明
資
料
（
2
0
2
0
年

3
月
）
 

       → ワンストップ・ショッピング」の制度目的は達成されてい
な
い
？
 

     ＊保険仲立人の登録件数 53 （202 年7月 日）       外資系の証券会社（ゴールドマン・サックス・クレディ・ス
イ
ス
・
B
N
P
パ
リ
バ
な
ど
）
 

      ＊銀行代理業者      大手証券会社（野村証券、大和証券）、生命保険会社（ソニー
生
命
な
ど
）
、
 

IT
関
連
会
社
（
ヤ
フ
ー
、
P
a
y
P
a
y
な
ど
）
、
百
貨
店
（
高
島
屋
な
ど
）
 

           ＊LINE LINE証券・LINE Financial（損害保険
）
 

＋
銀
行
？
（
2
0
2
2
年
度
？
、
み
ず
ほ
銀
行
と
共
同
出
資
・
L
IN

E
 B
a
n
k
）
 

仲
介
業
者
 

仲
介
業
者
の
数
（
2
0
 
9
年

 
2
月
末
）
 

銀
行
〔
銀
行
代
理
業
者
〕
 

7
9
 

証
券
〔
金
融
商
品
仲
介
業
者
〕
 

8
8
8
 

生
命
保
険
〔
生
命
保
険
代
理
店
〕
 

損
害
保
険
〔
損
害
保
険
代
理
店
〕
 

8
万

5
,8
6
2
 

 
8
万

3
 
9
 

銀
行
・
証
券
・
保
険
す
べ
て
の
サ
ー

ビ
ス
を
仲
介
す
る
業
者
 

5
 

 
情
報
通
信
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
円
滑
に
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て

い
る
。
」
 

 
他
方
で
、
こ
の
よ
う
に
複
数
業
種
（
銀
行
・
証
券
・
保
険
）
に
ま
た
が
っ
て
多
数
の
金
融
機
関
が
提
供
す
る
金

融
サ
ー
ビ
ス
を
仲
介
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
現
行
制
度
で
は
、
 

①
・
・
・
業
種
ご
と
の
規
制
が
存
在
し
、
仲
介
し
よ
う
と
す
る
分
野
に
応
じ
て
複
数
の
登
録
等
が
求
め
ら
れ
る
ほ

か
、
 

②
特
定
の
金
融
機
関
に
所
属
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
多
数
の
金
融
機
関
が
提
供
す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

を
仲
介
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
所
属
金
融
機
関
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
指
導
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
 

事
業
者
に
と
っ
て
負
担
が
大
き
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
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（
監
督
指
針
Ⅴ
-2
- 
- 
- 
）
 

                                 銀行代理業における 媒介」の意義（許可が必要な場合） （
主
要
行
向
け
の
総
合
的
な
監
督
指
針
Ⅷ
-3
-2
- 
- 
(3
)②
）
   ・上記イロハと同様のものが規定されている   ・上記二に該当するものは規定されていない 

 ３
 参入規制 
（
１
）
登
録
制
   金融サービス仲介業＝登録制（法 2条）     登録申請書に業務の種別の記載する（法 5条 項）       ↓     預金等媒介業務・保険媒介業務・有価証券等仲介業務・貸金業貸

付
け
媒
介
業
務
 

 

(3
)登
録
が
不
要
で
あ
る
場
合
 

・
①
（
注

2
）
 

 
顧
客
の
た
め
に
」
と
は
、
顧
客
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
顧
客
の
利
便
の
た
め
に
、
顧
客
の
側
に
立

っ
て
助
力
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

・
②
 

媒
介
に
至
ら
な
い
行
為
を
銀
行
又
は
顧
客
か
ら
受
託
し
て
行
う
場
合
に
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の

登
録
を
得
る
必
要
は
な
い
。
 

例
え
ば
、
以
下
の
イ
．
か
ら
ニ
．
に
掲
げ
る
行
為
の
事
務
処
理
の
一
部
の
み
を
銀
行
か
ら
受
託
し
て
行

う
に
過
ぎ
な
い
者
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
が
不
要
で
あ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

イ
．
商
品
案
内
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
契
約
申
込
書
等
の
単
な
る
配
布
・
交
付
 

（
注
）
こ
の
と
き
、
銀
行
名
や
同
銀
行
の
連
絡
先
等
を
伝
え
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
配
布
又
は
交

付
す
る
書
類
の
記
載
方
法
等
の
説
明
を
す
る
場
合
に
は
、
媒
介
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意

す
る
。
  また、銀行等から提供を受けた商品案内等のコンテンツを単にホームペ

ー
ジ
上
に
転
載
す

る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
加
工
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
掲
載
し
た
り
、
例
え
ば
、
自
ら
が
推
奨
す
る
商

品
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
上
位
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
仕
組
み
を
設
け
る
こ

と
等
を
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
媒
介
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
留
意
す
る
。
  

ロ
．
契
約
申
込
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
等
の
受
領
・
回
収
 

ハ
．
金
融
商
品
説
明
会
に
お
け
る
一
般
的
な
銀
行
等
の
取
扱
商
品
の
仕
組
み
・
活
用
法
等
に
つ
い
て
の
説

明
 

二
．
勧
誘
行
為
を
せ
ず
、
単
に
顧
客
を
銀
行
等
に
紹
介
す
る
業
務
 

（
注
）
上
位
 
紹
介
」
に
は
、
以
下
の
行
為
を
含
む
。
 

a
. 
当
該
業
者
の
店
舗
に
、
銀
行
等
が
自
ら
紹
介
す
る
宣
言
媒
体
を
据
え
置
く
こ
と
又
は
掲
示
す
る
こ

と
。
 

b
. 
当
該
業
者
と
銀
行
等
の
関
係
又
は
当
該
銀
行
等
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
こ
と
。
 

c.
 銀
行
等
の
サ
イ
ト
へ
の
単
な
る
リ
ン
ク
の
設
定
の
み
を
行
い
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
に
至
る

交
渉
や
手
続
は
当
該
銀
行
等
と
顧
客
と
の
間
で
行
い
、
当
該
契
約
に
当
た
り
当
該
業
者
は
関
与
を
も

た
な
い
こ
と
。
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②
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
顧
客
と
の
間
に
お
い
て
行
う
取
引
所
金
融
商
品
市
場
・

外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
ま
た
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
も
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介
 

③
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
た
め
に
行
う
有
価
証
券
の
募
集
・
売
出
し
の
取
扱
い
ま

た
は
有
価
証
券
の
私
募
も
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
の
取
扱
い
 

④
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
顧
客
と
の
間
に
お
い
て
行
う
投
資
顧
問
契
約
ま
た
は
 

投
資
一
任
契
約
の
締
結
の
媒
介
 

の
い
ず
れ
か
を
行
う
業
務
（
法

 
 
条

4
項
）
       ＊

金
融
商
品
仲
介
業
と
の
比
較
          ・列挙業務（同じ）          ・契約の締結の媒介に限られる（同じ）          ・③は金融商品取引業者等のために行う（金融商品取

引
業
者
等
の
委
託
を
受
け
て
）

（
同
じ
）
          ・①②④は、顧客からの委託も可能（異なる）           ☞有価証券等仲介業務（他は、〇〇媒介業務）     ・貸金業貸付媒介業務＝貸金業者と顧客との間における資金の貸付

け
ま
た
は
手
形
の
割
引
を
内
容

と
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
（
法

 
 
条

5
項
）
 

       ☞貸金業者代理業は存在するのか？          ・貸金業法における 貸金業」の定義（貸金業法2条
 
項
）
 

→
 
金
銭
の
貸
付
け
又
は
金
銭
の
貸
借
の
媒
介
（
・
・
）
を
業
と
し
て
行
う
も
の
」
 

       ☞金融サービス仲介業として規定されて理由？          ・預金等媒介業務（貸付け契約の締結の媒介）が金融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
と
し
て
規
定
 

   ☞
 
媒
介
」
の
意
義
？
     →他人の間の取引の成立のために尽力すること          ・金融サービス仲介業→登録制      無登録業者とならないように、基準を明確にする必要がある       下記 監督指針」参照       ☞（例）顧客からの融資依頼の媒介 ・

ス
マ
ホ
画
面
に
、

A
銀
行
、

B
銀
行
、

C
貸
金
業
者
へ
の
リ
ン
ク
を
張
る
だ
け

  ・ 銀行等を紹介するだけ」？     →媒介に該当せず（登録は不要） ・
金
融
機
関
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
入
れ
る
（
た
と
え
ば
、

A
銀
行
に
誘
導
す
る
よ
う
な
文
言
）

 

 ・ 当該契約に当たり、当該業者が関与」？     →媒介に該当する（登録が必要） 
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0
 

 （
ケ
ー
ス
２
）
銀
行
代
理
業
者
→
預
金
等
媒
介
業
務
を
兼
営

 

 
 

    
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀
行
代
理
業
の
許
可
は
失
効
す
る
（
銀
行
法

5
2
条
の

5
2
第

6
号
・

5
2
条
の

5
7
第

 
号
）

 

  
＊
銀
行
業
務
の
媒
介
は
可
能
で
あ
る
が
、
代
理
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
ケ
ー
ス
１
と
ケ
ー
ス
２
で
、
業
務
は
範
囲
が
異
な
る
結
果

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
ケ
ー
ス
１
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
、
ケ
ー
ス
２
は
銀
行
法

 

  
 
・
兼
営
禁
止
の
理
由

 

 
 
 
 
（
立
案
担
当
者
の
解
説
）

 

       
・
保
険
業
法
 
保
険
募
集
人
（
保
険
代
理
店
）
の
業
務
と
保
険
仲
立
人
の
業
務
の
兼
営
禁
止

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
保
険
業
法

2
8
9
条

 
項

7
号
か
ら

 
0
号
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
（
理
由
）
顧
客
の
混
同
回
避

 

  
 
 
 
 
・
顧
客
保
護
の
仕
組
み
の
違
い

 

 
 
 
 
 
 
 
・
既
存
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
仲
介
業
務
⇒
所
属
金
融
機
関
の
損
害
賠
償
責
任

 

 
 
 
 
 
 
 
・
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
⇒
保
証
金
の
供
託
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
・
兼
営
禁
止
の
弊
害
（
は
あ
る
か
？
）

 

・
兼
営
の
必
要
性
は
大
き
く
な
い
？

 

 
 
 
 
 
 
 
・
代
理
業
務
が
で
き
な
い
制
約

 

実
際
に
代
理
業
務
は
広
く
行
わ
れ
て
い
な
い
→
弊
害
は
大
き
く
な
い
？

 

 （
３
）
所
属
金
融
機
関
制
度
の
不
採
用

 

 
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
保
証
金
を
主
た
る
営
業
所
・
事
業
所
の
最
寄
り
の
供
託
所
に
供
託
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
法

2
2
条

 
項
）
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
の
状
況
お
よ
び
顧
客
等
の
保
護
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
（
法

2
2
条

2
項
）

 

   

銀
行
代
理
業
者

 

金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

 

預
金
等
媒
介
業
務

 

銀
行
代
理
業
者

 
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

 

預
金
等
媒
介
業
務

 

仲
介
業
者
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
と
既
存
の
仲
介
業
の
両
方
の
登
録
等
を
受
け
、
両
方
の
立
場
で
仲

介
行
為
を
行
い
う
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
仲
介
業
者
が
い
ず
れ
の
立
場
で
い
か
な
る
規
制
に
基
づ

い
て
仲
介
行
為
を
行
っ
て
い
る
か
顧
客
に
混
同
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

（
岡
田
大
他
 
解
説
」
N
B
L
1
1
9
1
号

1
1
頁
（
注

9
）
）

 

1
,0

0
0
万
円
＋
前
事
業
年
度
の
年
間
手
数
料
等
の

5
％
（
政
令

2
6
条
）
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    登録によって預金等媒介業務を実施⇒有価証券等仲介業務を追加〔
変
更
登
録
〕

 
       （本業と仲介業の参入規制）              ＊預金の媒介（銀行代理業）については規制緩和        （許可制→登録制）  （
２
）
既
存
の
仲
介
業
と
の
兼
業
  （例）銀行代理業と預金等媒介業務（金融サービス仲介業）の兼営   

 
銀
行
代
理
業
（
代
理
・
媒
介
）
 

  
預
金
等
媒
介
業
務
（
媒
介
）
 

   （
ケ
ー
ス
１
）
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
→
銀
行
代
理
業
を
兼
営
 

    
 

 

 
届
出
（
法

 
6
条

3
項

8
号
）
 

               
 

     
預
金
等
媒
介
業
務
を
行
わ
な
い
旨
の
変
更
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
（
法

 
6
条

4
項
）
 

       ＊預金等媒介業務のみを行っている場合           →金融サービス仲介業の登録の効力を失う（法 6
条

6
項
）
 

     

銀
行
業
→
免
許
 

銀
行
代
理
業
→
許
可
 

金
融
商
品
取
引
業
→
登
録
 

金
融
商
品
仲
介
業
→
登
録
 

保
険
業
→
免
許
 

保
険
代
理
業
（
保
険
仲
立
業
）
→
登
録
 

貸
金
業
→
登
録
 

貸
金
業
→
登
録
 

 
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
→
登
録
 

金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
 

預
金
等
媒
介
業
務
 

銀
行
代
理
業
者
 

金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
 

 

銀
行
代
理
業
者
 

30

金融サービス仲介業



 
2
 

   ・少額短期保険業者との違い 少
額
短
期
保
険
業
者
 

金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
 

収
受
保
険
料
を
基
準
 

手
数
料
等
を
基
準
 

  ・
保
証
金
の
額
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
点
 

 
 

   

    保険仲立人＋少額短期保険業者」との評価？   ・少額短期保険業者との比較：保険業のみの媒介ではないので、 収
受
保
険
料
」
は
採
用
で
き
な
い
 

  ・保険仲立人との比較：手数料等に料率を掛けることで、保証金の額
が
過
大
に
な
る
こ
と
を
回
避
 

 ・
課
題
  ・保証金の額  
各
業
種
別
に
よ
っ
て
、
顧
客
の
損
害
が
発
生
す
る
可
能
性
や
発
生
し
た
場
合
の
損
害
額
、
業
務
に
お
け
る
収
益

構
造
、
利
益
率
・
経
費
率
、
業
界
慣
行
等
も
区
々
で
あ
り
、
顧
客
保
護
の
た
め
の
財
産
担
保
と
し
て
必
要
な
額
も

異
な
り
得
る
。
そ
の
た
め
、
各
業
務
種
別
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
保
証
金
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
適

切
と
い
え
る
か
が
課
題
に
な
る
」（
政
令
の
公
表
が
待
た
れ
る
）（
小
田
大
輔
＝
渡
邉
峻
 
Q
＆
A
金
融
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
の
制
度
と
実
務
（
第

 
回
）」
金
法

 
1
5
5
号

5
6
頁
）
 

 

政
令
を
見
る
限
り
、
各
種
別
業
務
の
合
計
額
を
基
準
に

5
％
を
乗
じ
て
い
る
？
 

 

・
顧
客
の
保
護
（
業
者
が
与
え
た
損
害
）

 

   ・顧客の損害     ⇒虚偽・不十分な説明などにより被った損害？   ・従来の金融サービスの仲介業     所属金融機関制⇒委託する金融機関が責任を負う         ↓       ・性質＝代位責任（民法715条に類する責任）（多数説）       ・効果＝賠償責任の強化（顧客の損失を補てん）〔顧客の直
接
的
保
護
〕

 

          監督責任→不当な行為が行われる危険性を減少させ
る
〔
顧
客
の
間
接
的
保
護
〕

 

   ・金融サービス仲介業     所属金融機関制→保証金の供託制度      ・趣旨＝仲介業者の負担が大きい      ・その他の意義＝金融機関から監督義務を開放！          金融機関と仲介業者の関係   

顧
客
の
保
護

 
参
入
障
壁

 

 
監
督
・
指
導
す
る
側
」
と
 
監
督
・
指
導
さ
れ
る
側
」
 

業
務
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー

 

 
 

 

  （
W

G
報
告

2
3
頁
）

 

 
 

・
他
の
保
証
金
制
度
の
例

 

（
パ
タ
ー
ン
１
）
定
額
（
営
業
保
証
金
の
場
合
が
多
い
）

    ・宅地建物取引業者（宅建業 5条 項・宅建業令 条の4）      ・主たる事務所につき1,000万円（＋事務所ごとに500万円）
 

   ・第二種金融商品取引業者（個人）（金商31条の 第 項・金商令
1
5
条
の

1
 
）

 

・
1
,0

0
0
万
円

    ・投資助言・代理業（のみを行う者）（金商31条の 第 項・金商
令

1
5
条
の

1
 
）

 

     ・500万円       ＊ 005年改正前金商法         投資顧問業者の営業保証金（主たる営業所500万円＋営
業
所
ご
と
に

 
5
0
万
円
）

 

・
外
国
保
険
業
者
（
保
険
業

1
9
0
条

1
項
・
保
険
業
令

 
4
条
）

      ・ 億円（免許付外国生命保険会社等は1,000万円）  （
パ
タ
ー
ン
２
）
過
年
度
の
営
業
規
模
に
応
じ
て
定
額

    ・旅行業者（旅行業8条1項・旅行業規則7条（別表第一））      ・前年度の取引額に応じて定額（業種によって異なる）       （例）第１種旅行業の場合、取引額が4億円以上7億円未満
の
場
合
、

7
,0

0
0
万
円
）

 

 （
パ
タ
ー
ン
３
）
定
額
＋
過
年
度
の
営
業
規
模
に
応
じ
て
変
動
額

    ・保険仲立人（保険業 91条 項・保険業令41条） ・
過
去

3
年
間
に
受
領
し
た
手
数
料
等
の
合
計
額

 

・
最
低

 
,0

0
0
万
円
・
最
高

8
億
円

    ・少額短期保険業者（保険業 7 条の5・保険業令38条の4・保険
業
府
令

 
1
1
条
の

9
）

 

     ・1,000万円＋年間収受保険料×5％    ・
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
保
証
金

   ・（パターン３）に類似   ・保険仲立人と違い 保
険
仲
立
人

 
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

 

過
去

3
年
の
手
数
料
等
を
基
準

 
過
去

1
年
の
手
数
料
等
を
基
準

 

最
高
限
度
額
あ
り

 
最
高
限
度
額
な
し

 

手
数
料
等

 
手
数
料
等
×

5
％
に
相
当
す
る
額

 

       

例
え
ば
、
仲
介
業
者
の
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
顧
客
の
損
害
の
場
合
、
多
く
の
顧
客
に
同
様
の
損
害
が
発
生

す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
仲
介
業
者
の
事
業
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
賠
償
額
も
大
き
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
新
た
な
仲
介
業
者
に
求
め
る
保
証
金
の
水
準
は
、
そ
の
事
業
規
模
に
応
じ
た
も
の
と
な
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
例
え
ば
、
一
定
の
額
を
ベ
ー
ス
に
、
前
事
業
年
度
に
得
た
手
数
料
そ
の
他
の
対
価
の
合
計
額

の
一
定
割
合
を
加
え
た
額
の
供
託
等
を
求
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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4
 

 

 損
害
保
険
 

・
旅
行
保
険
 

・
ゴ
ル
フ
保
険
 

・
ペ
ッ
ト
保
険
 

・
再
保
険
 

・
法
人
契
約
保
険
 

・
団
体
保
険
 

＊
金
額
に
よ
る
規
制
 

     （金融庁第5回WG資料 参考資料」 頁をもとに 取扱禁止」
の
項
目
を
よ
り
詳
細
に
記
載
）
 

    ・政令指定の 高度に専門的な説明ができない商品・サービス」の
特
徴
 

     ・預金（銀行）・保険について、 特定預金等契約」 特定保険
契
約
」
を
指
定
 

                      →金商法の規定（顧客保
護
）
が
準
用
さ
れ
る
契
約
 

     ・仕組みの複雑さやリスクの程度で、商品・サービスを追加      ・保険について、取扱可能な商品・サービスについて、金額（
保
険
金
の
支
払
い
・
損
害
補
て

ん
の
額
）
に
よ
る
規
制
を
設
け
て
い
る
（
上
記
＊
）
（
施
行
令

1
8
条

7
号
イ
）
 

       ・生命保険：1,000万円を超える保険（第三分野：600万
円
を
超
え
る
保
険
）
 

       ・損害保険： ,000万円を超える保険        ☞許容されている保険契約で、保険金額が高額なものは 高度
に
専
門
的
な
説
明
を
要
す
る
」

も
の
と
言
え
る
か
？
 

        WG報告（ 3頁）               ・条文（法律）の文言から逸脱している？          金額が高額・期間が長期な商品・サービスの仲介に 
高
度
に
専
門
的
な
説
明
」
は
不

可
欠
で
は
な
い
       

・
保
険
商
品
特
有
の
も
の
か
？
 

・
保
険
商
品
以
外
に
高
額
要
件
は
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
？
 

        （
国
会
の
附
帯
決
議
）

 

           

保
険
契
約
に
は
、
支
払
事
由
の
発
生
に
対
し
て
無
制
限
の
補
償
や
長
期
の
保
障
・
補
償
を

約
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
高
額
・
長
期
の
保
険
契
約
の
締
結
の
仲
介
に
あ
た
っ

て
は
、
一
般
に
、
個
々
の
リ
ス
ク
と
顧
客
意
向
の
見
極
め
や
商
品
内
容
等
の
顧
客
へ
の
説
明

を
一
層
丁
寧
に
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
商
品
性
に
よ
る
限
定
に
加
え
、
商
品

の
特
性
に
応
じ
て
、
保
険
金
額
や
保
険
期
間
に
よ
る
限
定
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

 

衆
議
院
・
財
務
金
融
委
員
会
（
令
和

2
年

5
月

2
7
日
）

 

 
利
用
者
の
利
便
の
向
上
及
び
保
護
の
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
仲
介
と

既
存
の
仲
介
業
者
を
含
む
実
店
舗
に
お
け
る
対
面
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
の
間
の
競
争

や
両
者
の
特
性
の
違
い
を
活
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
し
、
既

存
の
業
態
の
店
舗
網
や
雇
用
が
過
度
に
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
こ
と
。
」

 

・
参
議
院
・
財
政
金
融
委
員
会
（
令
和

2
年

6
月

4
日
）

 

 
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
実
店
舗
に
お
け
る
対
面
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
と
の
間
の
競
争
や
両
者
の
特
性
の
違
い
を
い
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
適
切
に
行

わ
れ
る
よ
う
配
慮
し
、
既
存
の
業
態
の
店
舗
網
や
雇
用
が
過
度
に
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
留
意
す
る
こ
と
。
」

 

 
3
 

      ・顧客の保護は後退（特に、間接的保護の観点から）？        ４
 業務範囲  （WG報告  頁）            業務範囲の制限   ・保証金の供託制度→顧客の保護としては不十分   ・取り扱う商品・サービスを比較的身近なものに限定→顧客のリスク

を
限
定
 

  ・基準＝ 高度な商品説明を要しないと考えられる商品・サービス」
 

       （金融サービス提供法では、 高度に専門的な説明」と規
定
）
 

    ☞なぜ、商品説明の高度・低度を基準にするのか？      仕組みが複雑であっても、十分な説明ができれば（適合性の原
則
の
適
用
を
前
提
と
し
て
）
、
販

売
を
許
容
し
て
も
良
い
は
ず
        ・高度に専門的な説明ができない業者を想定？        ・オンライン端末の説明では顧客保護のためには不十分？

 

 

 
取
扱
可
能
（
例
）
 

取
扱
禁
止
（
例
）
 

   銀
行
 

 預
金
 

・
普
通
預
金
 

・
定
期
・
積
立
預
金
 

 

・
特
定
預
金
等
契
約
 

・
仕
組
預
金
 

・
外
貨
預
金
 

・
通
貨
オ
プ
シ
ョ
ン
組
入
預
金
 

・
譲
渡
性
預
金
 

貸
付
 

・
住
宅
ロ
ー
ン
 

・
カ
ー
ド
ロ
ー
ン
 

・
極
度
方
式
の
貸
付
け
（
個
人
）
 

送
金
 

・
振
込
 

 

 

証
券
 

・
国
債
・
地
方
債
 

・
上
場
株
式
・
上
場
企
業
社
債
 

・
投
資
信
託
・
E
T
F
 

・
非
上
場
株
式
・
非
上
場
企
業
社
債
 

・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
 

・
信
用
取
引
 

    保
険
 

  生
命
保
険
 

・
終
身
・
定
期
保
険
 

・
個
人
年
金
保
険
 

・
医
療
保
障
保
険
 

・
介
護
保
険
 

・
障
害
保
険
 

・
特
定
保
険
契
約
 

・
変
額
保
険
・
年
金
 

・
解
約
返
戻
金
変
動
型
保
険
・
年
金
 

・
外
貨
建
て
保
険
・
年
金
 

・
火
災
保
険
 

新
た
な
仲
介
業
者
に
は
所
属
制
を
採
用
し
な
い
た
め
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
金
融
機
関

（
銀
行
、
証
券
会
社
、
保
険
会
社
等
）
に
よ
る
指
導
・
監
督
や
賠
償
責
任
の
負
担
が
な
さ
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。
ま
た
、
顧
客
の
資
産
状
況
や
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
応
じ
た
顧
客
に
適
し
た
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ

ス
の
比
較
・
推
奨
等
を
行
う
ビ
ジ
ネ
ス
を
念
頭
に
置
け
ば
、
商
品
設
計
が
複
雑
な
金
融
・
サ
ー
ビ
ス
を

仲
介
す
る
ニ
ー
ズ
は
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 

新
た
な
仲
介
業
者
に
は
、
商
品
設
計
が
複
雑
で
な
い
も
の
や
、
日
常
生
活
に
定
着
し
て
い
る
も
の

な
ど
、
仲
介
に
あ
た
っ
て
高
度
な
商
品
説
明
を
要
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
限
っ

て
取
扱
い
を
認
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
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6
 

            ・最も安い手数料の商品を勧める義務がある（顧
客
が
求
め
な
く
て
も
）
？
 

         ＊保険仲立人の情報提供義務（保険契約・被保険者に対
す
る
）
 

（
保
険
業

 
9
4
条

1
項
・
保
険
業
施
行
規
則

 
 
7
条
の

 
第

3
項

4
号
ロ
）
 

         ・二以上の所属保険会社等を有する保険募集人            ・他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

              →当該比較に係る事項            ・比較可能な同種の保険契約の中から保険契約を
選
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
提
案

契
約
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
               →比較可能な同種の保険契約の概要および

当
該
提
案
の
理
由
 

           ・上記の選別をすることなく、提案契約の提案を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

              →当該提案の理由  （
２
）
顧
客
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
に
明
示
す
べ
き
事
項
 

・
法

 
5
条

 
項
 

 
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
関
し
て
当
該
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
受
け
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
そ

の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
」

   ・内閣府令34条    ①業務の種別ごとに、金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業
務
に
関
し
て
取
引
関
係
に
あ

る
主
な
相
手
方
金
融
機
関
の
商
号
、
名
称
・
氏
名
お
よ
び
相
手
方
金
融
機
関
か
ら
受
領
し
た
手
数
料
等
を

合
計
し
た
金
額
の
総
額
に
占
め
る
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
に
係
る
相
手
方
金

融
機
関
か
ら
受
領
し
た
手
数
料
を
合
計
し
た
金
額
の
割
合

 

②
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
供
託
し
て
い
る
保
証
金
の
額
等

 

   （WG報告27頁）                  ＊保険仲立人の情報開示義務          顧客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に
関
し
て
当
該
保
険
仲
立
人
が
受

け
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
、
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
保
険
業

 
9
7
条
）
 

     ・ 主な相手方金融機関」       直近の複数事業年度において金融サービス仲介業務を行った
金
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
相
手
方

金
融
機
関
の
う
ち
、
業
務
の
種
別
毎
に
、
収
受
し
た
手
数
料
等
の
額
の
大
き
い
上
位
４
社
程
度
を
い
う
。
」
 

     （監督指針Ⅲ- -15( )）       ＊開業初年度の場合？         →客観的な資料に基づき合理的に算出した手数料等の額
を
基
礎
と
し
て
、
収
受
し
た
手

顧
客
に
適
し
た
同
種
の
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
が
複
数
あ
る
場
合
、
仲
介
業
者
に
は
、
顧
客
に
最
善
の
利

益
で
は
な
く
、
仲
介
業
者
が
金
融
機
関
か
ら
受
け
取
る
仲
介
手
数
料
の
多
寡
に
基
づ
い
て
商
品
を
紹
介
す

る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
き
う
る
。

 

経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
顧
客
が
仲
介
業
者
の
中
立
性
を
評

価
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
・
・
・
保
険
仲
立
人
の
制
度
に
な
ら
い
、

新
た
な
仲
介
業
者
に
対
し
、
金
融
機
関
か
ら
受
け
取
る
手
数
料
等
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 

 
5
 

 ５
 情報提供義務     ・事前に明示すべき事項（法 5条1項）   ・顧客から求められた場合に明示すべき事項（法 5条 項）  

（
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
に
関
す
る
原
則
）
 

        （
１
）
事
前
に
明
示
す
べ
き
事
項
  ・内閣府令33条 項   ①登録番号   ②相手方金融機関の商号、名称・氏名   ③顧客が金融サービス仲介業者に支払う手数料等の額・上限額または

計
算
方
法
の
概
要
 

   （報酬その他いかなる名称によるかを問わず、手数料と同種のもの
と
し
て
金
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
に

関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
を
含
む
）
   ④同種の内容の金融サービス契約を取り扱う場合において、顧客が支

払
う
手
数
料
等
が
異
な
る
と
き

は
、
そ
の
旨
   ⑤投資助言業務を行う場合、金融サービス仲介行為により得ることと

な
る
手
数
料
等
の
額
 

  ⑥相手方金融機関との間の資本関係および人的関係ならびに委託契約
の
有
無
 

  ⑦情報提供に関する相手方金融機関との役割分担に関する事項    ・③について     金融サービス仲介業者に支払う仲介サービスの対価       →顧客への事前の明示は当然   ・④について      ・顧客が金融機関に支払う手数料      ・ 異なるときは、その旨」→他の手数料の額まで明示義務は
な
い
 

                 ＊金融庁パブコメ回答（88）           法令上、必ずしも具体的な手数料等の金額や料率を
説
明
す
る
こ
と
ま
で
は
求
め
ら

れ
ま
せ
ん
が
、
顧
客
へ
の
丁
寧
な
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。」

 

 ・
顧
客
の
関
心
事
 

 
手
数
料
が
異
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
 
最
も
安
い
手
数
料
で
あ
る
こ
と
」
 

        ・取引を行わないということで不利益を回避？         ・顧客に対する誠実義務（法 4条）           顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しな
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 

           ・手数料を開示する義務がある（顧客が求めた場
合
）
？
 

原
則
４
 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳 細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含 め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 

原
則
５
 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえて、上記原 則４に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る 重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 
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令
和

３
年

●
月

 

 

金
融

庁
監

督
局

総
務

課

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

向
け

の
総

合
的

な
監

督
指

針
 

 
7
 

 

数
料
等
の
額
の
多
い
上
位

4
社
程
度
と
し
て
い
る
こ
と
で
足
り
る
（
同
上
）
    

            客観的な資料」→どのようなものが該当するか
？
 

    ・顧客への情報開示      ・ 顧客から求められたとき」と規定するものは多くない        ・保険仲立人制度＝英国の保険ブローカー規制にならう （
山
下
友
信
 
保
険
仲
立
人
」
商
事

1
4
3
8
号

1
9
頁
）
        ・業者の意向（できれば開示したくない）を立法に反映？

 

      ・既存の仲介業者（保険仲立人以外）にこのような義務は規定
さ
れ
て
い
な
い
 

        → 金融機関のために行う」ものとの位置付けであるた
め
？
？
 

      ・保険仲立人・金融サービス仲介業者         → 顧客のために行う」ことも可能！            →顧客保護の必要性はより高まる？         ・ 金融機関のために行う」金融サービス仲介業者           →手数料の開示義務が発生（規制強化）？     （顧客本位の業務運営に関する原則）                    ・ 第三者」≧委託金融機関？      →既存の仲介業者についても、手数料の開示が求められる？  ・
・
・
 

 〔
参
考
文
献
〕
 

・
岡
田
大
＝
荒
井
伴
介
 
担
当
者
解
説
」
金
法

 
1
5
0
号

6
頁
 

・
岡
田
大
他
 
論
説
（
 
・
完
）
」
N
B
L1
1
9
1
号

7
頁
 

・
小
田
大
輔
他
 
Q
&
A
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
制
度
と
実
務
（
第

1
回
-第

6
回
」
金
法

 
1
5
3
号

6
頁
・
 
1
5
5
4
6

頁
・
 
1
5
9
号

 
6
頁
・
 
1
6
1
号

4
8
頁
・
 
1
6
3
号

4
4
頁
・
 
1
6
5
号

5
3
頁
 

・
木
村
健
太
郎
 
論
説
」
N
B
L1
1
8
8
号

1
7
頁
 

・
特
集
 
新
決
済
・
仲
介
法
制
が
く
る
！
」
金
財

 
0
 
0
年

 
月

3
日
号

1
1
頁
        

（
原
則
５
）
 

（
注
１
）
重
要
な
情
報
に
は
、
以
下
の
内
容
が
含
ま
れ
る
べ
き
  ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益（

リ

タ
ー
ン
）
、
損
失
そ
の
他
の
リ
ス
ク
、
取
引
条
件
  ・顧客に販売・推奨を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相

反

の
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
（
第
三
者
か
ら
受
け
取
る
手
数
料
等

を
含
む
）
及
び
こ
れ
が
取
引
又
は
業
務
に
及
ぼ
す
影
響
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Ⅲ
－
２
－
２
 
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
管
理
態
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Ⅲ
－
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顧
客
の
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認
防
止
等

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 4
4

 

Ⅲ
－
２
－
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貸
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３
 
監
督
に
係
る
事
務
処
理

 ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 1
1

2
 

Ⅴ
－
３
－
１
 
監
督
部
局
間
の
連
携

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
 1

1
2

 

Ⅵ
 
監
督
上
の
評
価
項
目
と
諸
手
続
（
保
険
媒
介
業
務
）

 ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 
1
1
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Ⅵ
－
１
 
業
務
の
適
切
性
（
保
険
媒
介
業
務
）

 ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
 1

1
3

 

Ⅵ
－
１
－
１
 
保
険
媒
介
業
務
管
理
態
勢

 ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
 1

1
3

 

Ⅵ
－
１
－
１
－
１
 
適
正
な
保
険
媒
介
業
務
管
理
態
勢
の
確
立

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 
1
1

3
 

Ⅵ
－
１
－
１
－
２
 
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
上
の
留
意
点

 ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
 1

1
6

 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
 
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
銀
行
等
に
係
る
保
険
媒
介
業
務
管
理
態
勢

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
. 1

3
3

 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
１
 
非
公
開
 
融
情
報
・
非
公
開
保
険
情
報
の
取
扱
い

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
 1

3
3

 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
２
 
銀
行
等
の
保
険
媒
介
業
務
指
針

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 1

3
4

 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
３
 
銀
行
等
保
険
媒
介
制
限
先
の
確
認
等

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 1
3

5
 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
４
 
仲
介
業
等
府
令
第

2
0
条
第
３
項
第
１
号
関
係

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 1

3
6

 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
５
 
仲
介
業
等
府
令
第

6
2
条
第
１
項
第

8
号
関
係

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
. 1

3
6

 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
６
 
仲
介
業
等
府
令
第

6
2
条
第
１
項
第

1
0
号
関
係

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

. 1
3

6
 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
７
 
銀
行
等
の
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
法
令
等
遵
守
責
任
者
等

 .
..

..
..

..
..

..
. 1

3
6

 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
８
 
銀
行
等
の
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
内
部
監
査

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

. 1
3

6
 

Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
９
 
公
正
取
引
委
員
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
関
係

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 1
3

7
 

Ⅵ
－
１
－
１
－
４
 
直
接
支
払
い
サ
ー
ビ
ス

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
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3
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2
  

務
遂
行
に
当
た
っ
て
、
以
下
の
事
項
を
行
動
規
範
と
し
、
監
督
行
政
の
信
認
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
①
 
国
民
か
ら
の
負
託
と
職
務
倫
理
の
保
持

 
自
ら
の
業
務
が
国
民
か
ら
負
託
さ
れ
た
職
責
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
遂
行
に
当
た
っ
て
は
Ⅰ
－
１

（
１
）
に
お
け
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
の
目
的
を
最
優
先
の
課
題
と
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を

意
識
す
る
と
と
も
に
、
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
努
め
、
 
融
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
指
す
。

 
②
 
綱
紀
・
品
位
、
秘
密
の
保
持

 
 
融
行
政
の
遂
行
に
当
た
り
、
綱
紀
・
品
位
及
び
秘
密
の
保
持
を
徹
底
し
、
穏
健
冷
静
な
態
度
で
臨
む
。

 
③
 
大
局
的
か
つ
中
長
期
的
な
視
点

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
国
民
や
企
業
の
目
線
に
立
っ
て
、
局
所
的
・
短
期
的
な
問
題
設
定
・
解
決
の
み
に

甘
ん
じ
る
の
で
は
な
く
、
根
本
原
因
を
把
握
し
、
大
局
的
か
つ
中
長
期
的
な
視
点
か
ら
、
早
め
早
め
に
問
題
解
決

に
取
り
組
む
。

 
④
 
公
正
性
・
公
平
性

 
法
令
等
に
基
づ
く
適
正
な
手
続
き
に
則
り
、
各
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
公
正
・
公
平

に
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま
た
、
国
内
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
、
日
本
に
お
い
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
外
国

法
人
又
は
そ
の
子
会
社
で
あ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
の
間
で
、
法
令
等
に
基
づ
く
合
理
的
な
理
由
な
く
、

異
な
る
取
扱
い
を
行
わ
な
い
。

 
⑤
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
自
主
的
努
力
の
尊
重

 
Ⅰ
－
１
（
１
）
に
お
け
る
監
督
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
よ
る
自
主
的
な

取
組
み
と
創
意
工
夫
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
私
企
業
で
あ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
運

営
に
つ
い
て
の
自
主
的
な
努
力
を
尊
重
す
る
よ
う
配
慮
す
る
。

 
⑥
 
自
己
研
鑽

 
諸
外
国
を
含
む
 
融
に
関
す
る
法
令
・
諸
規
制
や
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
動
向
等
の
ほ
か
、
 
融
と
い
う

経
済
イ
ン
フ
ラ
を
取
り
巻
く
幅
広
い
社
会
・
経
済
事
象
に
つ
い
て
、
基
本
的
知
見
を
養
う
。
ま
た
、
対
話
等
を
行

う
自
ら
の
業
務
遂
行
に
当
た
っ
て
は
、
各
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
固
有
の
実
情
に
係
る
深
い
知
見
は
も
と
よ
り
、

経
営
分
析
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
リ
ス
ク
管
理
等
課
題
に
応
じ
た
高
い
専
門
性
に
基
づ
い
た
分
析
等
が
必
要
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
能
力
の
習
得
に
向
け
た
自
己
研
鑽
に
日
々
努
め
る
。

 
⑦
 
適
切
か
つ
密
接
な
組
織
内
外
の
関
係
者
と
の
連
携

 
実
効
性
の
高
い
監
督
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
所
管
に
限
ら
な
い
広
い
視
野
が
重
要
で
あ
り
、
庁
内
外

の
様
々
な
主
体
と
適
切
か
つ
密
接
に
連
携
す
る
。

 
 

 
1

  

Ⅰ
 
基
本
的
考
え
方

 
Ⅰ
－
１
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
検
査
・
監
督
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方

 
（
１
）
情
報
通
信
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
円
滑
に
 
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
。
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
は
、
こ
う
し
た
 
融
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
す
る
中
、
利
用
者
が
様
々
な
 
融
サ
ー

ビ
ス
の
中
か
ら
自
身
に
よ
り
適
し
た
も
の
を
選
択
し
や
す
く
す
る
こ
と
等
を
実
現
す
る
観
点
か
ら
、
１
つ
の
登
録
で

銀
行
業
・
 
融
商
品
取
引
業
・
保
険
業
・
貸
 
業
全
て
の
分
野
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
仲
介
が
可
能
で
あ
り
、
特
定
の

 
融
機
関
へ
の
所
属
を
求
め
ず
に
複
数
の
 
融
機
関
と
連
携
・
協
働
し
や
す
い
新
た
な
業
種
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

 

 
こ
う
し
た
制
度
趣
旨
の
下
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
は
、
複
数
業
種
か
つ
多
数
の
 
融
機
関
が
提
供
す
る
多

種
多
様
な
 
融
サ
ー
ビ
ス
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
提
供
し
、
顧
客
の
多
種
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
横
断
的
に
対
応
す
る
 
融

サ
ー
ビ
ス
の
仲
介
者
と
し
て
の
重
要
な
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

 

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
を
行
う
者
の
業
務
の
健
全
か
つ

適
切
な
運
営
を
確
保
し
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
顧
客
の
利
便
の
向
上
及
び
保
護
を
図
り
、
も
っ
て
国
民

経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
に
あ
る
。

 

（
２
）
 
融
庁
と
し
て
は
、
発
足
当
初
よ
り
、
明
確
な
ル
ー
ル
に
基
づ
く
透
明
か
つ
公
正
な
行
政
を
確
立
す
る
こ
と
を
基

本
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
監
督
を
は
じ
め
検
査
・
監
視
を
含
む
各
分
野
に
お
い
て
、
行
政
の
効
率
性
・
実
効
性

の
向
上
を
図
り
、
更
な
る
ル
ー
ル
の
明
確
化
や
行
政
手
続
き
面
で
の
整
備
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

（
３
）
行
政
の
透
明
性
や
公
正
性
は
、
今
後
も
行
政
運
営
の
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ル
ー
ル
を
明
確
化
し
よ
う

と
す
る
ば
か
り
過
度
に
詳
細
な
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
等
を
策
定
し
、
問
題
の
根
本
原
因
や
こ
れ
が
広
が
り
を
も
っ
て
他

の
問
題
と
し
て
生
じ
る
可
能
性
を
踏
ま
え
た
実
質
的
な
検
証
等
を
行
う
こ
と
な
く
、
網
羅
的
な
検
証
項
目
に
基
づ
い

た
事
後
的
か
つ
一
律
の
検
証
を
機
械
的
に
反
復
・
継
続
す
る
に
止
ま
れ
ば
、
か
え
っ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

に
お
い
て
、
経
営
全
体
や
問
題
の
根
本
原
因
を
踏
ま
え
た
真
に
重
要
な
課
題
の
把
握
、
再
発
防
止
に
向
け
た
根
本
原

因
の
解
決
、
将
来
に
向
け
た
早
め
早
め
の
対
応
、
よ
り
良
い
実
務
に
向
け
た
創
意
工
夫
の
発
揮
が
進
ま
な
い
等
の
弊

害
を
惹
起
し
か
ね
な
い
。

 

 
 
融
庁
と
し
て
は
、
各
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
規
模
・
特
性
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
等
に
係
る
重
大
な
問
題

が
発
生
す
る
蓋
然
性
等
に
応
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
検
査
を
行
う
担
当
課
室
、
財
務
局
（
福
岡
財
務
支

局
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
等
（
以
下
「
検
査
部
局
」
と
い

う
。
）
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
実
態
把
握
や
対
話
等
に
よ
る
オ
ン
・
オ
フ
一
体
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
継
続
的
に
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
監
督
上
の
措
置
を
発
動
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
重
大
な
問
題
の
発
生
を
事
前
に
予
防
し
、
併
せ
て
、

必
要
に
応
じ
て
、
対
話
等
を
通
じ
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
よ
る
よ
り
良
い
実
務
に
向
け
た
様
々
な
取
組
み
を
促

し
て
い
く
。

 

（
参
考
）
「
 
融
検
査
・
監
督
の
考
え
方
と
進
め
方
（
検
査
・
監
督
基
本
方
針
）
」
（
平
成

3
0
年
６
月

2
9
日
）

 

（
４
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
に
携
わ
る
職
員
は
、（
１
）
か
ら
（
３
）
の
基
本
的
考
え
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
業
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4
  

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
個
別
の
状
況
等
を
十
分
踏
ま
え
、
機
械
的
・
画
一
的
な
取
扱
い
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す

る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
評
価
項
目
に
係
る
機
能
が
形
式
的
に
具
備
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
公
益
又
は
利
用
者
保

護
等
の
観
点
か
ら
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
 

 

3
  

Ⅰ
－
２
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
向
け
監
督
指
針
の
位
置
付
け

 
Ⅰ
－
２
－
１
 
本
監
督
指
針
策
定
の
趣
旨

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
顧
客
の
多
種
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
横
断
的
に
対
応
す
る
と
の
重
要
な
役

割
を
適
切
に
果
た
し
て
い
く
上
で
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
自
ら
主
体
的
に
創
意
工
夫
を
発
揮
し
、
ベ
ス
ト
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
を
目
指
し
て
顧
客
本
位
の
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
競
い
合
い
、
よ
り
良
い
取
組
み
を
行
う
こ
と
に
よ
り
国

民
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
に
加
え
、
 
融
行
政
と
し
て
、
健
全
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
と

と
も
に
顧
客
保
護
も
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
適
切
な
制
度
設
計
と
併
せ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
顧
客
保
護
や

適
切
な
リ
ス
ク
管
理
な
ど
を
意
識
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
よ
う
適
切
に
動
機
付
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
 

こ
の
点
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
は
、
１
つ
の
登
録
で
銀
行
業
・
 
融
商
品
取
引
業
・
保
険
業
・
貸
 
業

全
て
の
分
野
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
仲
介
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
り
扱
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
応
じ
、
過

不
足
な
く
必
要
な
監
督
上
の
対
応
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
基
づ
き
、
日
常
の
監
督
事
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
既
存
の
業
態
別
監
督
指
針
の
内
容
も
踏

ま
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
項
目
等
を
整
理
し
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
、

包
括
的
か
つ
横
断
的
に
、
監
督
の
考
え
方
や
監
督
上
の
着
眼
点
と
留
意
点
、
具
体
的
な
監
督
手
法
等
を
整
備
す
る
こ
と
と

し
た
。

  
Ⅰ
－
２
－
２
 
本
監
督
指
針
の
位
置
付
け

 
（
１
）
本
監
督
指
針
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
検
査
・
監
督
を
担
う
職
員
向
け
の
手
引
書
と
し
て
、
検
査
・
監
督

に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
、
事
務
処
理
上
の
留
意
点
、
監
督
上
の
評
価
項
目
等
を
体
系
的
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

（
２
）
 
融
庁
は
、
検
査
・
監
督
に
関
す
る
方
針
と
し
て
、
本
監
督
指
針
の
ほ
か
に
、
分
野
別
の
「
考
え
方
と
進
め
方
」

や
各
種
原
則
（
プ
リ
ン
シ
プ
ル
）
、
年
度
単
位
の
方
針
、
業
界
団
体
等
へ
の
要
請
等
の
様
々
な
文
書
を
示
し
て
い
る

が
、
検
査
・
監
督
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
各
文
書
の
趣
旨
・
目
的
を
踏
ま
え
た
用
い
方
を
す
る
と
と
も
に
、
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
当
該
趣
旨
を
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
（
３
）
財
務
局
は
、
本
監
督
指
針
に
基
づ
き
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
検
査
・
監
督
事
務
を
実
施
す
る
も
の
と
し
、
 

融
庁
担
当
課
室
に
あ
っ
て
も
同
様
の
扱
い
と
す
る
。

 
 
そ
の
際
、
本
監
督
指
針
が
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
自
主
的
な
努
力
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
の
業
務
の
健
全
か

つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
実
態
を
十
分
に
踏
ま

え
て
様
々
な
ケ
ー
ス
（
例
え
ば
、
個
人
で
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
行
う
ケ
ー
ス
や
法
人
で
は
あ
る
が
規
模
が
小

さ
く
内
部
監
査
機
能
を
独
立
し
た
部
門
等
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
が
難
し
い
ケ
ー
ス
、
取
締
役
会
や
社
外
取
締
役
を

設
置
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
等
）
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
監
督
指
針
に
記
載
さ
れ
て
い

る
監
督
上
の
評
価
項
目
の
全
て
を
各
々
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
一
律
に
求
め
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
 
本
監
督
指
針
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
各
評
価
項
目
の
字
義
通
り
の
対
応
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

公
益
又
は
利
用
者
保
護
等
の
観
点
か
ら
問
題
の
な
い
限
り
、
不
適
切
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
、
各
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Ⅱ
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
検
査
・
監
督
に
係
る
事
務
処
理
上
の
留
意
点

 
Ⅱ
－
１
 
検
査
・
監
督
事
務
に
係
る
基
本
的
考
え
方

 
前
述
（
Ⅰ
－
１
（
１
）
）
の
と
お
り
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
の
監
督
を
行
う
担
当
課
室
及
び
財
務
局
（
以
下
「
監
督
部
局
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
も
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
に
対
し
、
個
々
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
規
模
や
特
性
に
応
じ
た
対
応
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

 

こ
の
た
め
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
、
各
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

が
ど
の
様
に
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築
や
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
、
顧
客
保
護
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
構
築
等
の
課
題
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
か
の
方
針
を
理
解
し
、
そ
の
上

で
、
当
該
方
針
が
ど
の
様
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
で
実
施
さ
れ
、
如
何
な
る
潜
在
的
な
リ
ス
ク
や
課
題
を
内
包
し
、
各
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
等
を
ど
の
様
に
認
識
し
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
的
確
に
把
握
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。

 

経
営
全
体
を
見
据
え
た
重
要
課
題
に
対
応
し
、
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
及
び
顧
客
保
護
に
つ
な
げ
て
い
く
に
は
、
各

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
当
局
か
ら
指
摘
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
ら
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
向
け
て
改
善
す
る
よ
う
、

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
自
身
で
経
営
体
制
を
変
革
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 
融
庁
と
し
て
は
、
実
態
把
握
や
対
話
等

を
通
じ
た
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
過
程
で
、
よ
り
良
い
実
務
を
追
求
す
る
各
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
取
組
み
を

促
し
て
い
く
。

 

そ
の
上
で
、
上
記
の
過
程
で
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
上
の
観
点
か

ら
重
大
な
問
題
が
認
め
ら
れ
る
場
合
や
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
自
主
的
な
取
組
み
で
は
業
務
改
善
が
図
ら
れ
な
い

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
」
と
い
う
。
）
第

3
7
条
等
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
等
の
行
政
処
分
の
発
動
等
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

さ
ら
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
も
十
分
に
留
意
し
た
上
で
実

施
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 （
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
の
十
分
な
意
思
疎
通
の
確
保

 

監
督
に
当
た
っ
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
に
関
す
る
情
報
を
的
確
に
把
握
・
分
析
し
、
適
時
適
切

に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
監
督
部
局
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
の

報
告
に
加
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
の
健
全
か
つ
建
設
的
な
緊
張
関
係
の
下
で
、
必
要
に
応
じ
、
日
頃
か
ら

十
分
な
意
思
疎
通
を
図
り
、
積
極
的
に
情
報
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
経
営
陣
や
社
外
取
締
役
、
内

部
監
査
の
担
当
者
を
含
む
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
様
々
な
役
職
員
と
の
定
期
・
適
時
の
面
談
や
意
見
交
換
等
を

通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
の
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
確
保
し
、
財
務
情
報
の
み
な
ら
ず
、

経
営
に
関
す
る
様
々
な
情
報
に
つ
い
て
も
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

 

 

5
  

Ⅰ
－
３
 
本
監
督
指
針
の
構
成

 
本
監
督
指
針
は
、
多
様
な
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
に
利
用
可
能
な
包
括
的
・
横
断
的
な
も
の
で
、
か
つ
、
重

複
す
る
記
述
を
少
な
く
す
る
と
い
う
意
図
で
策
定
さ
れ
て
い
る
。

 
そ
の
た
め
、
「
Ⅰ
 
基
本
的
考
え
方
」
、
「
Ⅱ
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
検
査
・
監
督
に
係
る
事
務
処
理
上
の
留
意

点
」
は
、
基
本
的
に
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
共
通
す
る
留
意
事
項
等
を
念
頭
に
お
い
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

 
ま
た
、
そ
れ
に
続
く
「
Ⅲ
 
監
督
上
の
評
価
項
目
と
諸
手
続
（
共
通
編
）
」
及
び
「
Ⅳ
 
保
証
 
・
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
者
賠
償
責
任
保
険
契
約
」
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
共
通
す
る
監
督
上
の
留
意
事
項
等
並
び
に
保
証
 
及
び

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
手
続
き
等
を
記
し
、
続
く
「
Ⅴ
」
か
ら
「
Ⅷ
」
ま
で
の
部
分
で
は
、
各

業
務
種
別
（
預
 
等
媒
介
業
務
、
保
険
媒
介
業
務
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
務
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
）
に
特
有
の
、
追

加
的
な
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

 
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
監
督
す
る
者
は
、
ま
ず
は
「
Ⅲ
 
監
督
上
の
評
価
項
目
と
諸
手
続

（
共
通
編
）
」
及
び
「
Ⅳ
 
保
証
 
・
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
賠
償
責
任
保
険
契
約
」
を
参
照
す
る
と
と
も
に
、
対
象
と

な
る
業
者
の
業
務
の
種
別
に
応
じ
、
そ
の
業
者
に
特
有
の
留
意
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
「
Ⅴ
」
か
ら
「
Ⅷ
」
ま
で
の
部
分

を
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

39

日本取引所金融商品取引法研究　第22号 (2022.3)



8
  

 
Ⅱ
－
１
－
１
 
検
査
・
監
督
事
務
の
進
め
方

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
事
務
の
基
本
は
、
実
態
把
握
や
対
話
等
を
通
じ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
監
督
上
の
措
置
、

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、
情
報
発
信
と
い
っ
た
各
手
法
を
、
各
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
状
況
や
抱
え
て
い
る
問
題
の
性
質
・

重
大
性
等
に
応
じ
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
各
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
必
要
な
改
善
を
促
し
て
い
く

こ
と
に
あ
る
。

 
こ
れ
に
加
え
て
、
日
常
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
巡
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
・
市

場
環
境
の
変
化
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
規
模
や
特
性
を
十
分
に
踏
ま
え
た
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
の
対
話
の
中
で
、
リ
ス
ク
管
理
等
に
関
す
る
ベ
ス

ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
追
求
や
、
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
経
営
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
態
勢
の
整
備
等
の
課
題
の
解
決
に
向
け

た
取
組
み
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 
 

Ⅱ
－
１
－
２
 
一
般
的
な
監
督
事
務

 
（
１
）
オ
フ
サ
イ
ト
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

 
監
督
部
局
は
、
顧
客
の
利
益
の
保
護
や
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
の
た

め
、
以
下
に
示
す
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通
じ
、
オ
フ
サ
イ
ト
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

の
業
務
の
実
態
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
①
 
経
営
実
態
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
事
業
報
告
書
か
ら
の
情
報
に
加
え
、
必
要
に
応
じ
、
詳
細
な
報
告
を
求
め
た
上
で
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の

状
況
等
に
つ
い
て
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
。

 
②
 
法
令
等
遵
守
等
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
監
督
部
局
は
、
検
査
の
指
摘
事
項
に
対
す
る
改
善
報
告
な
ど
の
各
種
報
告
や
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
す

る
苦
情
等
の
状
況
等
か
ら
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
て
、
法
令
等
遵
守
状
況
に
関
す
る
深
度
あ
る
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
経
営
管
理
態
勢
、
内
部
管
理
態
勢
、
内
部
監
査
態
勢
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
③
 
ト
ッ
プ
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
必
要
に
応
じ
、
監
督
部
局
関
係
幹
部
が
直
接
、
経
営
陣
に
対
し
、
経
営
管
理
態
勢
、
内
部
管
理
態
勢
、
内
部
監

査
態
勢
等
に
関
す
る
ト
ッ
プ
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

 
④
 
随
時
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
況
の
変
化
や
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
す
る
顧
客
の
姿
勢
の
変
化
を
は

じ
め
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
事
象
が
生
じ
る

な
ど
、
監
督
上
の
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
随
時
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
7

  

（
２
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
自
主
的
な
努
力
の
尊
重

 
監
督
部
局
は
、
私
企
業
で
あ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
自
己
責
任
原
則
に
則
っ
た
経
営
判
断
を
、
法
令
等
に

基
づ
き
検
証
し
、
問
題
の
改
善
を
促
し
て
い
く
立
場
に
あ
る
。
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
十
分
に

踏
ま
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
運
営
に
関
す
る
自
主
的
な
努
力
を
尊
重
す
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 
 （
３
）
効
率
的
・
効
果
的
な
監
督
事
務
の
確
保

 
監
督
部
局
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
限
ら
れ
た
資
源
を
有
効
に
利
用
す
る
観
点
か
ら
、
監
督
事
務
は
、
 

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
規
模
や
特
性
を
十
分
に
踏
ま
え
、
効
率
的
・
効
果
的
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
報
告
や
資
料
提
出
等
を
求
め
る
場
合
に
は
、
監
督
事
務
上
真
に
必
要
な
も
の
に

限
定
す
る
よ
う
配
意
す
る
と
と
も
に
、
現
在
行
っ
て
い
る
監
督
事
務
の
必
要
性
、
方
法
等
に
つ
い
て
は
常
に
点
検
を

行
い
、
必
要
に
応
じ
て
改
善
を
図
る
な
ど
、
効
率
性
・
有
効
性
の
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
報
告
や
資
料
提
出
等
に
つ
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
事
務
負
担
軽
減
等
の
観
点
を
踏
ま
え
、
年
１
回

定
期
的
に
点
検
を
行
う
。
そ
の
際
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
意
見
を
十
分
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
こ
と
に
留
意

す
る
。

 
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
に
お
い
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
上
に
規
定
さ
れ
て
い
る
自
主
規
制

機
関
で
あ
る
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
て
自
ら
を
律
し
て
い
く
こ
と

に
よ
り
顧
客
か
ら
の
信
頼
を
確
保
さ
せ
る
自
主
規
制
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
監
督
上
の
連
携
を
密
接
に
行
う
必
要
が

あ
る
。

 
（
注
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
小
規
模
な
営
業
所
等
に
関
し
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
報
告
や
資
料
提

出
等
を
求
め
る
場
合
に
は
、
取
り
扱
う
サ
ー
ビ
ス
や
商
品
な
ど
に
関
す
る
当
該
営
業
所
等
の
特
性
を
十
分
に
踏

ま
え
、
業
務
の
円
滑
な
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
配
意
す
る
。

 
 （
４
）
多
様
性
を
踏
ま
え
た
監
督
事
務
の
遂
行

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
預
 
等
媒
介
業
務
を
行
う
者
、
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
者
、
有
価
証
券
等
仲
介
業

務
を
行
う
者
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
を
行
う
者
と
い
っ
た
様
々
な
種
類
の
業
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
規
模
や

特
性
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
等
の
法
令
等
遵
守
態
勢
の
状
況
等
は
様
々
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
に
つ
い
て
、
本
監
督
指
針
に
記
載
し
て
い
る
監
督
事
務
を
行
う
に
際
し
て
は
、
か
か
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
者
の
多
様
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
個
々
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
規
模
や
特
性
等
に
即
し
た
手
法
を
選
択
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
点
に
特
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
５
）
検
査
部
局
と
の
連
携

 
検
査
部
局
と
の
間
で
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
情
報
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
交
換
す
る
こ
と
等
に
よ

っ
て
情
報
を
共
有
し
、
相
互
の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
な
ど
、
連
携
を
図
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
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1
0

 

 

ロ
．
上
記
問
題
が
発
生
す
る
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
な
い
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
つ
い
て

は
、
自
ら
の
置
か
れ
た

状
況
に
応
じ
多
様
で
主
体
的
な
創
意
工
夫
を
発
揮
す
る
こ
と
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
リ
ス
ク
管
理
の
高
度
化
の

努
力
を
続
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
局
と
し
て
は
、
日

頃
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
じ
た
特
性
把
握

を
基
に
、
各
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
置
か
れ
た
経
営
環
境
や
経
営
課
題
あ
る
い
は
、
各
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
者
の
戦
略
、
方
針
に
つ
い
て
深
い
理
解
を
持
っ
た
上
で
、
特
定
の
答
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
自
身
に
「
気
付
き
」
を
得
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
と
の
間
で
、
ビ

ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
や
リ
ス
ク
管
理
、
人
材
育
成
等
に
つ
い
て
深
度
あ
る
対
話
を
行
っ
て
い
く
（
こ
の
過
程
で
ベ
ス
ト
プ

ラ
ク
テ
ィ
ス
等
の
他
の
参
考
事
例
を
必
要
に
応
じ
て
共
有
す
る
）
。

 

 

（
４
）
無
登
録
業
者
に
係
る
対
応

 

顧
客
か
ら
の
苦
情
、
捜
査
当
局
か
ら
の
照
会
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
・
認
定
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
等

か
ら
の
情
報
提
供
又
は
新
聞
広
告
等
か
ら
、
無
登
録
で
有
価
証
券
等
仲
介
業
務
又
は
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
を
行
っ

て
い
る
者
を
把
握
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
－
１
－
３
（
１
）
を
参
照
す
る
。

 

 

Ⅱ
－

１
－
３
 

監
督

部
局
間

の
連

携
 

（
１
）
 
融
庁
と
財
務
局
に
お
け
る
連
携

 

 
融
庁
と
財
務
局
と
の
間
で
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
監
督
す
る
上
で
必
要
と
考
え
ら
れ
る
情
報
に
つ
い

て
、
適
切
に
情

報
交
換
等
を
行
い
、
リ
ス
ク
の
存
在
や
問
題
意
識
の
共
有
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ⅱ

－

１
－
５
に
掲
げ
る
内
部
委
任
事
務
に
係
る
協
議
等
以
外
の
情
報
等
に
つ
い
て
も
、
適
宜
適
切
な
情
報
提
供
や
積
極
的

な
意
見
交
換
を
行
う
等
、
連
携
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
財
務
局
間
に
お

い
て
も
、
他
の
財
務
局

が

監
督
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
つ
い
て
、
公
表
さ
れ
て
い
な
い
リ
ス
ク
の
存
在
や
問
題
等
を
把
握
し
た
と
き

は
、
適
宜
監
督
す
る
財
務
局
や
 
融
庁
へ
の
情
報
提
供
を
行
い
、
連
携
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

顧
客
か
ら
の
苦
情
、
捜
査
当
局
か
ら
の
照
会
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
・
認
定
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
等

か
ら
の
情
報
提
供
又
は
新
聞
広
告
等
か
ら
、
無
登
録
で
有
価
証
券
等
仲
介
業
務
又
は
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
を
行
っ

て
い
る
者
を
把
握
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
 
融
商
品
取
引
業
者
若
し
く
は
登
録
 
融
機
関
又
は
貸
 
業
者
を
監

督
す
る
財
務
局
や
 
融
庁
へ
の
情
報
提
供
を
行
い
、
連
携
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

 

（
２
）
管
轄
財
務
局
長
と
の
連
絡
調
整

 

①
 
 
融
庁
長
官
又
は
財
務
局
長
（
福
岡
財
務
支
局
長
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
他

の

財
務
局
長
が
管
轄
す
る
区
域
に
お
け
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
営
業
所
の
設
置
、
所

在
地
の
変
更
、
名
称
の

変
更
、
業
務
の
廃
止
に
係
る
届
出
書
を
受
理
し
た
場
合
は
、
そ
の
写
し
を
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財

務
局
長
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

②
 
 
融
庁
長
官
又
は
財
務
局
長
は
、
所
管
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
他
の
財
務
局
長
が
管
轄
す
る
区
域
に

所
在
す
る
営
業
所
に
対
し
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
又
は
第

3
8
条
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
く
処
分

9
  

⑤
 
オ
フ
サ
イ
ト
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

 

オ
フ
サ
イ
ト
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
に
よ
り
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
抱
え
る
経
営
実
態
や
法
令
等
遵

守
態
勢
等
の
問
題
点
を
早
期
に
把
握
し
、
当
該
問
題
点
を
踏
ま
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
自
主
的
な
改
善

を
促
す
こ
と
も
含
め
行
政
上
必
要
な
対
応
の
検
討
に
つ
な
が
る
よ
う
十
分
配
意
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
問
題

点
が
ど
の
よ
う
な
背
景
や
土
壌
か
ら
発
生
し
、
ど
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
有
し
て
い
る
か
な
ど
、
問
題
の
本
質
を
探

究
す
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
監
督
部
局
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
規
模
・
特
性
、
健
全
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
観

点
等
も
踏
ま
え
、
そ
の
効
率
的
・
効
果
的
な
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
２
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
6
条
に
基
づ
く
立
入
検
査

 

顧
客
保
護
の
た
め
詳
細
な
検
証
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
等
、
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
法
に
基
づ
く
立

入
検
査
を
行
う
。
そ
の
際
、
経
営
上
重
要
な
問
題
は
何
で
、
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
何
か
を
常
に
念
頭
に
置
き
、
経

営
陣
と
議
論
を
行
う
こ
と
で
、
安
易
な
結
論
で
は
な
く
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
や
 
融
行
政
上
重
要
な
課

題
に
つ
い
て
根
幹
に
根
差
し
た
議
論
を
行
う
よ
う
心
掛
け
る
。

 

な
お
、
立
入
検
査
に
係
る
基
本
的
な
手
続
き
は
、
別
紙
１
「
立
入
検
査
の
基
本
的
手
続
」
を
参
照
。
ま
た
、
検
査

結
果
通
知
書
を
交
付
し
た
場
合
は
、
そ
の
交
付
日
か
ら
原
則
と
し
て
１
週
間
以
内
に
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対

し
、
指
摘
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
発
生
原
因
分
析
、
改
善
・
対
応
策
等
に
つ
い
て
、
 
融

サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
に
基
づ
き
、
１
か
月
以
内
に
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

 

 

（
３
）
対
話

 

対
話
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
等
に
係
る
重
大
な
問
題
発
生
の
有
無
や
蓋
然
性
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経

営
状
況
の
改
善
に
向
け
た
自
主
的
な
取
組
み
状
況
等
そ
の
時
々
に
お
け
る
個
別
具
体
的
状
況
、
問
題
の
性
質
、
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
規
模
や
業
務
特
性
に
応
じ
て
実
施
さ
れ
る
。

 

対
話
を
実
施
す
る
際
は
、
当
局
側
の
思
い
込
み
、
仮
説
の
押
し
付
け
を
排
し
、
可
能
な
限
り
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
が
安
心
し
て
自
ら
の
立
場
の
主
張
を
で
き
る
よ
う
努
め
つ
つ
、
ま
ず
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
側
の
考

え
方
や
方
針
を
十
分
に
把
握
し
、
そ
の
上
で
事
実
の
提
示
を
伴
い
つ
つ
行
う
こ
と
を
徹
底
す
る
。

 

さ
ら
に
、
対
話
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
、
当
局
が
各
業
者
と
行
っ
て
き
た
や
り
と
り
等
を
十
分
に
踏
ま
え
、

対
話
の
継
続
性
に
配
慮
し
た
運
営
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

 

イ
．
当
局
に
よ
る
実
態
把
握
に
お
い
て
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
等
に
係
る
重
大
な
問
題
発
生
の
蓋
然
性
が
高
ま
っ
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
ま
ず
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
自
ら
が
課
題
・
根
本
原
因
・
改
善

策
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
た
上
で
、
当
局
と
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
の
間
で
改
善
策
の
策
定
・
実

行
に
つ
い
て
深
度
あ
る
対
話
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
上
記
問
題
が
発
生
し
て
い
る
等
高
度
の
緊
急

性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
局
が
考
え
る
要
改
善
事
項
の
明
確
な
指
摘
を
行
っ
た
上
で
各
 
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
の
対
応
方
針
を
確
認
す
る
。
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1
2

 

 

監
督
局
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

イ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
及
び
資
料
の
提
出
を
求
め
た

場

合
 

 

ロ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
6
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
よ
る
立
入
検
査
の
結
果
を
受
領
し
た
場
合

 

ハ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
に
よ
る
業
務
改
善
命
令
等
を
行
っ
た
場
合

 

ニ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
監
督
上
の
処
分
を
行
っ
た
場
合
 

 

④
 
財
務
局
長

は
、
事
故
確
認
に
関
す
る
事
務
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
1
条
及
び

同
法
第

7
7
条
で
準
用
す
る

 
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
準
用

 
融
商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第

3
9
条
第
３
項
た
だ

し
書
）
に
つ
い
て
、
半

期
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
各
半
期
末
の
翌
月

1
5
日
ま
で
に
監
督
局
総
務
課
●
●
室
へ
報
告
す
る
こ
と
。

 

⑤
 
財
務
局
長
は
、
財
務
局
監
理
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
前
事
業
年
度
（
前

年
４
月
１
日
か
ら
当
年
３
月
末
日

ま
で

）
に

お
け

る
登

録
免

許
税

（
登

録
免

許
税

法
第

２
条

に
規

定
す

る
登

録
免

許
税

）
の

納
付

状
況

を
調

査
し

、

毎
年
４
月
末
日
ま
で
に
監
督
局
総
務
課
●
●
室
へ
報
告
す
る
こ
と
。

 

 

（
３
）
管
轄
財
務
局
長
の
権
限
の
一
部
の
管
轄
財
務
事
務
所
長
へ
の
内
部
委
任

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
が
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張
所
又
は
北

見
出
張
所
の
管
轄

区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
 
融
サ
ー
ビ
ス

提
供
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

4
6
条
の
規
定
に
よ
り
管
轄
財
務
局
長
（
福
岡
財
務
支
局
長
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局

長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
任
し
た
権
限
は
、
当
該
管
轄
財
務
局
長
の
判
断
に
よ
り
当
該
財
務
事
務
所
長
又

は
出

張
所
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
登
録
申
請
書
及
び
届
出
書
等
は
、
管
轄
財
務

局
長
宛
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

 

Ⅱ
－

１
－
６
 

 
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業
者

が
提

出
す
る

書
類

等
に
お

け
る

記
載
上

の
留

意
点

 
本
監
督
指
針
の
各
様
式
に
お
け
る
役
員
等
の
氏
名
の
記
載
欄
に
つ
い
て
、
氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は
、
旧
氏
（
住
民

基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和

4
2
年
政
令
第

2
9

2
号

）
第

3
0
条
の

1
3
に

規
定
す
る
旧
氏
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
及
び

名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

な
お
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
3
条
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
6
条
第
３
項
第
１

号

の
規
定
若
し
く
は
仲
介
業
等
府
令
第

1
9
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
旧
氏
及
び
名

を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間
、
当
該
旧
氏

及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 
 

1
1

 

 

を
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
そ
の
処
分
内
容
を
連
絡
す
る
も
の

と
す
る
。

 

 

Ⅱ
－
１
－
４
 
自
主
規
制
機
関
と
の
連
携

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
上
の
規
制
と
併
せ
て
自
主
規
制
機
関
の
定
め
る
規
則
を
重
視

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
ま
た
、
自
主
規
制
機
関
と
の
間
で
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切

な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
を
図
る
目
的
の
範
囲
に
お
い
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
監
督
す
る
上
で
必
要
と
考

え
ら
れ
る
情
報
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
を
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
積
極
的
な
意
見
交
換
等
を
通
じ
た
リ
ス
ク
の
存
在
や

問
題
意
識
の
共
有
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

 

Ⅱ
－
１
－
５
 
内
部
委
任

 
（
１
）
 
融
庁
長
官
へ
の
協
議

 

財
務
局
長
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
事
務
に
係
る
財
務
局
長
へ
の
委
任
事
項
等
の
処
理
に
あ
た
り
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
 
融
庁
長
官
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
協
議
の
際
は
、
財
務
局
に
お
け
る
検
討
の
内
容
及
び
処
理
意
見
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否

 

②
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
、
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
改
善
・
停
止
命
令
、
登
録
取
消
の
行

政
処
分

 

③
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
の
廃
止
処
分

 

④
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
役
員
の
解
任
処
分

 

 

（
２
）
委
任
事
項
等
の
処
理
に
係
る
報
告
等

 

財
務
局
長
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
事
務
に
係
る
財
務
局
長
へ
の
委
任
事
項
等
の
処
理
に
あ
た
り
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
務
処
理
後
監
督
局
長
に
報
告
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

①
 
財
務
局
長
は
、
本
庁
監
理
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
つ
き
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
4
条
第
１
項
又
は
第

1
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
行
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
登
録
申
請
書
の
正
本
及
び
添
付
書
類
を
監
督

局
総
務
課
●
●
室
へ
送
付
す
る
こ
と
。

 

②
 
財
務
局
長
は
、
財
務
局
管
内
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
下
記
の
届
出
書
等
を
受
理
し
た
場
合
は
、
そ
の

内
容
を
翌
月

2
0
日
ま
で
に
監
督
局
総
務
課
●
●
室
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

イ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
6
条
第
３
項
各
号
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下

「
仲
介
業
等
府
令
」
と
い
う
。
）
第

1
9
条
に
規
定
す
る
届
出
書

 

ロ
．
仲
介
業
等
府
令
第

2
6
条
第
３
項
に
規
定
す
る
保
証
 
等
内
訳
書

 

ハ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
4
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
報
告
書

 

③
 
財
務
局
長
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
に
関
し
、
下
記
に
掲
げ
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
遅
滞
な
く
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1
4

 

 

Ⅱ
－
３
 
法
令
解
釈
等
外
部
か
ら
の
照
会
へ
の
対
応

 
Ⅱ
－
３
－
１
 
法
令
照
会

 
（
１
）
照
会
を
受
け
る
内
容
の
範
囲

 
照
会
を
受
け
る
内
容
の
範
囲
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
法
令
で
あ
っ
て
 
融
庁
が
所
管

す
る
法
令
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
照
会
が
権
限
外
の
法
令
等
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
コ
メ
ン

ト
等
は
厳
に
慎
む
も
の
と
す
る
。

 
 

（
２
）
照
会
に
対
す
る
回
答
方
法

 
①
 
本
監
督
指
針
、
審
議
会
等
の
答
申
・
報
告
等
の
既
存
資
料
に
よ
り
回
答
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
宜
回
答

す
る
も
の
と
す
る
。

 
②
 
財
務
局
が
照
会
を
受
け
た
際
、
回
答
に
当
た
っ
て
判
断
が
つ
か
な
い
も
の
等
に
つ
い
て
は
、「
連
絡
箋
」
を
作
成

し
、
 
融
庁
担
当
課
室
と
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

 
③
 
 
融
庁
担
当
課
室
長
は
、
当
庁
が
所
管
す
る
法
令
に
関
し
、
当
庁
所
管
法
令
の
直
接
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者

又
は
こ
れ
ら
の
事
業
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
事
業
者
団
体
（
注
）
か
ら
受
け
た
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
項
目
で
定
め

る
要
件
を
満
た
す
一
般
的
な
照
会
で
あ
っ
て
、
書
面
に
よ
る
回
答
及
び
公
表
を
行
う
こ
と
が
法
令
適
用
の
予
測
可

能
性
向
上
等
の
観
点
か
ら
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
対
す
る
回
答
を
書
面
に
よ
り
行
い
、

そ
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
（
注
）
事
業
者
団
体
と
は
、
当
庁
所
管
法
令
の
直
接
の
適
用
を
受
け
る
、
業
種
等
を
同
じ
く
す
る
事
業
者
が
、
共

通
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
、
相
当
数
結
合
し
た
団
体
又
は
そ
の
連
合
体
（
当
該
団

体
に
連
合
会
、
中
央
会
等
の
上
部
団
体
が
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
最
も
上
部
の
団
体
に
限
る
。
）
を

い
う
。

 
イ
．
本
手
続
の
対
象
と
な
る
照
会
の
範
囲

 
本
手
続
の
対
象
と
な
る
照
会
は
、
以
下
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

 
ａ
．
特
定
の
事
業
者
の
個
別
の
取
引
等
に
対
す
る
法
令
適
用
の
有
無
を
照
会
す
る
も
の
で
は
な
い
、
一
般
的

な
法
令
解
釈
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
法
令
適
用
事
前
確
認
手
続
制
度
の
利
用
が
可
能
で
な
い
こ
と
。
）
。
 

ｂ
．
事
実
関
係
の
認
定
を
伴
う
照
会
で
な
い
こ
と
。

 
ｃ
．
照
会
内
容
が
、
 
融
庁
所
管
法
令
の
直
接
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
（
照
会
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
は

そ
の
団
体
の
構
成
事
業
者
）
に
共
通
す
る
取
引
等
に
係
る
照
会
で
あ
っ
て
、
多
く
の
事
業
者
か
ら
の
照
会

が
予
想
さ
れ
る
事
項
で
あ
る
こ
と
。

 
ｄ
．
過
去
に
公
表
さ
れ
た
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
踏
ま
え
れ
ば
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
 

ロ
．
照
会
書
面
（
電
子
的
方
法
を
含
む
。
）

 
本
手
続
き
の
利
用
を
希
望
す
る
照
会
者
か
ら
は
、
以
下
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
照
会
書
面
の
提
出
を
受
け
る

も
の
と
す
る
。
ま
た
、
照
会
書
面
の
ほ
か
に
、
照
会
内
容
及
び
上
記
イ
に
記
載
し
た
事
項
を
判
断
す
る
た
め
に
、

記
載
事
項
や
資
料
の
追
加
を
要
す
る
場
合
に
は
、
照
会
者
に
対
し
て
照
会
書
面
の
補
正
及
び
追
加
資
料
の
提
出

1
3

 

 

Ⅱ
－
２
 
相
談
・
苦
情
等
へ
の
対
応

 
（
１
）
基
本
的
な
対
応

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
関
す
る
相
談
・
苦
情
等
に
対
し
て
は
、
 
融
庁
に
あ

っ
て
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
相
談
室
が
、
各
財
務
局
に
あ
っ
て
は
担
当
課
室
が
、
第
一
義
的
な
受
付
窓
口
と
な
る

が
、
申
出
人
に
対
し
て
は
、
当
局
は
個
別
取
引
に
関
し
て
あ
っ
せ
ん
等
を
行
う
立
場
に
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
に
基
づ
き
相
談
・
苦
情
等
へ
の
対
応
を
行
う
機
関
と
し
て
、
指
定
Ａ

Ｄ
Ｒ
機
関
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
９
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
を
紹
介
す
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
寄
せ
ら
れ
た
相
談
・
苦
情
等
の
う
ち
、
申
出
人
が
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
側
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て

承
諾
し
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
監
督
部
局
に
お
い
て
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
へ
の
情
報
提
供

を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 

 （
２
）
情
報
の
蓄
積

 

各
財
務
局
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
関
す
る
相
談
・
苦
情
等
の
う
ち
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業

者
に
対
す
る
監
督
上
、
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
記
録
す
る
も
の
と
し
、
特
に

有
力
な
情
報
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
監
督
局
総
務
課
●
●
室
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
３
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
相
談
室
と
の
連
携

 

監
督
部
局
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
相
談
室
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
・
苦
情
等
の
監
督
事
務
へ
の
適
切

な
反
映
を
図
る
た
め
、
以
下
の
対
応
を
と
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
相
談
室
か
ら
回
付
さ
れ
る
相
談
・
苦
情
等
の
分
析

 

②
 
相
談
室
と
の
情
報
交
換
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1
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ノ
ー

ア
ク

シ
ョ

ン
レ

タ
ー

制
度

に
お

け
る

事
務

手
続

き
を

規
定

す
る

も
の

で
あ

り
、

制
度

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
必

ず

「
 
融
庁
に
お
け
る
法
令
適
用
事
前
確
認
手
続
に
関
す
る
細
則
」
を
参
照
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
１
）
照
会
窓
口

 
照
会
窓
口
は
、
 
融
庁
監
督
局
総
務
課
と
す
る
。

 
な
お
、
照
会

窓
口
た
る
 
融
庁
監
督
局
総
務
課
は
、
下
記
（
２

）
③
の
記
載
要
領
に
示
す
要
件
を
満
た

し
た
照
会

書
面
が
到
達
し
た
場
合
は
速
や
か
に
受
け
付
け
、
照
会
事
案
に
係
る
法
令
を
所
管
す
る
担
当
課
室
に
回
付
す
る
。

 
財
務
局
所
管
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
財
務
局
に
照
会
す
る
。
財
務
局
が
照
会
を
受
け
た
場
合
に
は
、
 

融
庁
監
督
局
総
務
課
に
対
し
、
照
会
書
面
を
原
則
と
し
て
速
や
か
に
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
り
送
付
す
る
。

 
（
注
）
財
務
局

に
お
い
て
は
、
照
会
書
面
を
 
融
庁
監
督
局
総
務
課
に
送
付
す
る
際
、
原

則
と
し
て
審
査
意
見
を
付

す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
２
）
照
会
書
面
受
領
後
の
流
れ

 
照
会
書
面
を
回
付
さ
れ
た
後
は
、
担
当
課
室
に
お
い
て
、
回
答
を
行
う
事
案
か
否
か
、
特
に
、
以
下
①
な

い
し

③

に
つ
い
て
確
認
し
、
当
制
度
の
利
用
が
で
き
な
い
照
会
の
場
合
に
は
、
照
会
者
に
対
し
そ
の
旨
を
連
絡
す
る
。
ま

た
、

照
会
書
面
の
補
正
及
び
追
加
書
面
の
提
出
等
が
必
要
な
場
合
に
は
、
照
会
者
に
対
し
所
要
の
対
応
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ

し
、
追
加
書
面
は
必
要
最
小
限
と
し
、
照
会
者
の
過
度
な
負
担
と
な
ら
な

い
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す

る
。

 
①
 
照
会
の
対

象
 

民
間
企
業
等
が
、
新
規
の
事
業
や
取
引
を
具
体
的
に
計
画
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
庁
が
本
手
続
の
対
象

と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
た
所
管
の
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
府
令
（
以
下
「
対
象
法
令
（
条
項
）
」
と
い

う
。
）
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
な
照
会
を
行
う
も
の
か
。

 
イ
．
そ
の
事
業
や
取
引
を
行
う
こ
と
が
、
無
許
可
業
務
等
に
な
ら
な
い
か
ど
う
か
。

 
ロ
．
そ
の
事
業
や
取
引
を
行
う
こ
と
が
、
無
届
け
業
務
等
に
な
ら
な
い
か
ど
う
か
。

 
ハ
．
そ
の

事
業
や
取
引
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
務
停
止
や
免
許
取
消
等
（
不
利
益
処
分
）
を
受
け

る
こ

と

が
な
い
か
ど
う
か
。

 
ニ
．
そ
の
事
業
や
取
引
を
行
う
こ
と
に
関
し
、
直
接
に
義
務
を
課
さ
れ
又
は
権
利
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

か
ど
う
か
。

 
②
 
照
会
者
の

範
囲

 
照
会
者
は
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
自
己
の
事
業
活
動
に
係
る
具
体
的
行
為
に
関
し
て
、
対
象
法
令
（
条
項
）
の

適
用
に
係
る
照
会
を
行
う
者
及
び
当
該
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
弁
護
士
等
で
あ
っ
て
、
下
記
③
の
記
載
要
領
を
満

た
し
た
照
会
書
面
を
提
出
し
、
か
つ
、
照
会
内
容
及
び
回
答
内
容
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
か
。

 
1

5
 

 

を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
ａ
．
照
会
の
対
象
と
な
る
法
令
の
条
項
及
び
具
体
的
な
論
点

 
ｂ
．
照
会
に
関
す
る
照
会
者
の
見
解
及
び
根
拠

 
ｃ
．
照
会
及
び
回
答
内
容
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
関
す
る
同
意

 
ハ
．
照
会
窓
口

 
照
会
書
面
の
受
付
窓
口
は
、
照
会
内
容
に
係
る
法
令
を
所
管
す
る
 
融
庁
担
当
課
室
又
は
照
会
者
を
所
管
す

る
財
務
局
担
当
課
室
と
す
る
。
財
務
局
担
当
課
室
が
照
会
書
面
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
 
融
庁
担

当
課
室
に
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
り
照
会
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
ニ
．
回
答

 
ａ
．
 
融
庁
担
当
課
室
長
は
、
照
会
者
か
ら
の
照
会
書
面
が
照
会
窓
口
に
到
達
し
て
か
ら
原
則
と
し
て
２
か

月
以
内
に
、
照
会
者
に
対
し
て
回
答
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
、
２
か
月
以
内
に
回
答
で
き
な
い
場

合
に
は
、
照
会
者
に
対
し
て
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
回
答
時
期
の
目
途
を
伝
え
る
こ
と
と
す

る
。

 
ｂ
．
回
答
書
面
に
は
、
以
下
の
内
容
を
付
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
「
本
回
答
は
、
照
会
対
象
法
令
を
所
管
す
る
立
場
か
ら
、
照
会
書
面
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
み
を
前
提
に
、

照
会
対
象
法
令
に
関
し
、
現
時
点
に
お
け
る
一
般
的
な
見
解
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
個
別
具
体
的
な
事
例

へ
の
適
用
を
判
断
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
も
と
よ
り
捜
査
当
局
の
判
断
や
司
法
判
断
を
拘
束
し
う

る
も
の
で
は
な
い
。
」

 
ｃ
．
本
手
続
き
に
よ
る
回
答
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
 
融
庁
担
当
課
室
は
、
照
会
者
に
対
し
、
そ
の
旨

及

び
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
ホ
．
公
表

 
上
記
ニ
の
回
答
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
 
融
庁
は
、
速
や
か
に
照
会
及
び
回
答
内
容
を
 
融
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
に
掲
載
し
て
、
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
④

 
上

記
③

に
該

当
す

る
も

の
以

外
の

も
の

で
照

会
頻

度
が

高
い

も
の

等
に

つ
い

て
は

、
必

要
に

応
じ

「
応

接
箋

」

を
作
成
し
た
上
で
、
関
係
部
局
に
回
覧
し
、
 
融
庁
担
当
課
室
又
は
財
務
局
担
当
課
室
の
企
画
担
当
係
に
保
存
す

る
も
の
と
す
る
。

 
⑤
 
照
会
者
が
照
会
事
項
に
関
し
、
 
融
庁
か
ら
の
書
面
に
よ
る

回
答
を
希
望
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
Ⅱ
－
３
－
２

（
２
）
に
照
ら
し
法
令
適
用
事
前
確
認
手
続
の
利
用
が
可
能
な
場
合
に
は
、
照
会
者
に
対
し
、
法
令
適
用
事
前
確

認
手
続
を
利
用
す
る
よ
う
伝
え
る
こ
と
と
す
る
。

 
 

Ⅱ
－

３
－
２
 

法
令

適
用
事

前
確

認
手
続

（
ノ

ー
ア
ク

シ
ョ

ン
レ
タ

ー
制

度
）

 
法
令
適
用
事
前
確
認
手
続
（
以
下
「
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
レ
タ
ー
制
度
」
と
い
う
。
）
と
は
、
民
間
企
業
等
が
実
現
し
よ
う

と
す
る
自
己
の
事
業
活
動
に
係
る
具
体
的
行
為
に
関
し
て
、
当
該
行
為
が
特
定
の
法
令
の
規
定
の
適
用
対
象
と
な
る
か
ど

う
か
を
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
規
定
を
所
管
す
る
行
政
機
関
に
確
認
し
、
そ
の
機
関
が
回
答
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
回
答

を
公
表
す
る
制
度
で
あ
り
、
 
融
庁
で
は
、「

法
令
適
用
事
前
確
認
手
続
き
に
関
す
る
細
則
」
を
定
め
て
い
る
。
本
項
は
、
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び
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
以
下

、
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
令

」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
解
釈
並
び
に
当
該
新

事
業
活
動
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
活
動
に
対
す
る
当
該
規
定
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
、
そ
の
確
認
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
（
以
下
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
解
消
制
度
」
と
い
う
。
）
を
規
定
し
て
い
る
。
本
項
は

、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
解
消
制

度
に
お
け
る
事
務
手
続
き
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
制
度
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
必
ず
経
済
産
業
省
策
定
に
係
る
「
産

業
競
争
力
強
化
法
「
企
業
実
証
特
例
制
度
」
及
び
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
解
消
制
度
」
の
利
用
の
手

引
き
」（

平
成

2
6

 
年
１
月

2
0

 
日
経
済
産
業
省
）
（
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
の
手
引
き
」
と
い
う
。
）
を

参
照
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
１
）
照
会
窓
口

 

照
会
窓
口
は
、
 
融
庁
総
合
政
策
局
総
合
政
策
課
と
す
る
。

 

な
お
、
照
会
窓
口
た
る
 
融
庁
総
合
政
策
局
総
合
政
策
課
は
、
下
記
（
２

）
③
の
記
載
要
領
に

示
す
要
件
を
満
た

し
た
照
会
書
及
び
そ
の
写
し
が
到
達
し
た
場
合
は
速
や
か
に
受
け
付
け
、
当
該
照
会
書
に
記
載
さ
れ
た
確
認
の

求
め

に
係
る
法
令
が
他
の
関
係
行
政
機
関
の
長
が
所
管
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
当

該
関
係
行
政
機
関
の

長
に
対
し
、
そ
の
確
認
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 

財
務
局
監
理
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
財
務
局
に
照
会
す
る
。
財
務
局
が
照
会
を
受
け
た
場
合
に
は
、
 
融

庁
総
合
政
策
局
総
合
政
策
課
に
対
し
、
照
会
書
を
速
や
か
に
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
り

送
付
す
る
と
と
も
に
、
照
会
書

及
び
そ
の
写
し
を
郵
送
に
よ
り
送
付
す
る
。

 

（
注
）
財
務
局
に
お
い
て
は
、
照
会

書
及
び
そ
の
写
し
を
 
融
庁
総
合
政
策
局
総
合
政
策
課
に
送
付
す
る
際
、
当
該

照
会
書
に
記
載
さ
れ
た
確
認
の
求
め
の
う
ち
当
庁
が
所
管
す
る
法
令
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
原
則
と
し

て
審

査
意
見
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
２
）
照
会
書
受
領
後
の
流
れ

 

照
会
書
を
受
け
付
け
た
後
は
、
 
融
庁
総
合
政
策
局
総
合
政
策
課
に
お
い
て
、
当
該
照
会
書
を
当
該
照
会
書
に
記

載
さ
れ
た
確
認
の
求
め
に
係
る
法
令
を
所
管
す
る
担
当
課
室
に
速
や
か
に
回
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
担
当
課

室
と

協
議
し
つ
つ
、
回
答
を
行
う
事
案
か
否
か
、
特
に

、
以
下
の
①
か
ら
③
に
つ
い
て
確
認
し
、
当
制
度
の
利
用
が
で
き

な
い
確
認
の
求
め
の
場
合
に
は
、
当
該
照
会
書
を
提
出
し
た
者
（
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
「
提
出
者
」
と
い
う
。
）

に
対
し
そ
の
旨
を
連
絡
す
る
。
ま
た
、
照
会
書
の
補
正
及
び
追
加
書
類
の
提
出
等
が
必
要
な
場
合
に
は
、
提
出

者
に

対
し
所
要
の
対
応
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

た
だ
し
、
追
加
書
類
は
必
要
最
小
限
と
し
、
提
出
者
の
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
当
庁
の
所
管
す
る
法
令
に
関
し
て
、
強
化
法
第
７
条
第
３
項
の
関
係
行
政
機
関
の
長

と
し
て
同
項
の
規
定

に
よ
る
求
め
を
受
け
た
場
合
に
は
、
上
記
の
連
絡
及
び
所
要
の
対
応
の
求
め
は
、
同
項
の
当
該

主
務
大
臣
に
対
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

 

①
 
確
認
の
求
め
の
主
体

 

以
下
の
イ

.及
び
ロ

.を
満
た
す
か
。

 

イ
．
提
出
者
は
、
新
事
業
活
動
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
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③
 
照
会
書
面
の
記
載
要
領

 

照
会
書
面
（
電
子
的
方
法
を
含
む
。
）
は
、
下
記
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
か
。

 

イ
．
将
来
自
ら
が
行
お
う
と
す
る
行
為
に
係
る
個
別
具
体
的
な
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

ロ
．
対
象
法
令
（
条
項
）
の
う
ち
、
適
用
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
い
法
令
の
条
項
が
特
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

 

ハ
．
照
会
及
び
回
答
内
容
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

ニ
．
上
記
ロ
に
お
い
て
特
定
し
た
法
令
の
条
項
の
適
用
に
関
す
る
照
会
者
の
見
解
及
び
そ
の
根
拠
が
明
確
に
記

述
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

④
 
回
答

 

照
会
書
面
を
回
付
さ
れ
た
課
室
の
長
は
、
照
会
者
か
ら
の
照
会
書
面
が
照
会
窓
口
に
到
達
し
て
か
ら
原
則
と
し

て
3

0
 
日
以
内
に
照
会
者
に
対
す
る
回
答
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
各
々
の
定

め
る
期
間
を
回
答
期
間
と
す
る
。
な
お
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
補
正
期
間
を
含
め
、
で
き
る
だ
け
早
く

回
答
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

イ
．
高
度
な
 
融
技
術
等
に
係
る
照
会
で
慎
重
な
判
断
を
要
す
る
場
合

 
原
則

6
0

 
日
以
内

 

ロ
．
担
当
部
局
の
事
務
処
理
能
力
を
超
え
る
多
数
の
照
会
に
よ
り
業
務
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合

 
3

0
 
日
を
超
え
る
合
理
的
な
期
間
内

 

ハ
．
他
府
省
と
の
共
管
法
令
に
係
る
照
会
の
場
合

 
原
則

6
0

 
日
以
内

 

照
会
書
面
の
記
載
に
つ
い
て
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
回
答
期
間

に
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。
ま
た
、

3
0
 
日
以
内
に
回
答
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
照
会
者
に
対
し
て
、
そ

の
理
由
及
び
回
答
時
期
の
見
通
し
を
通
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

⑤
 
照
会
及
び
回
答
に
つ
い
て
の
公
開

 

 
融
庁
は
、
照
会
及
び
回
答
の
内
容
を
、
原
則
と
し
て
回
答
を
行
っ
て
か
ら

3
0
 
日
以
内
に
全
て
 
融
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
公
開
す
る
。

 

た
だ
し
、
照
会
者
が
、
照
会
書
に
、
回
答
か
ら
一
定
期
間
を
超
え
て
公
開
を
希
望
す
る
理
由
及
び
公
開
可
能
と

す
る
時
期
を
付
記
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
が
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
回
答
か
ら

一
定
期
間
を
超
え
て
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
照
会
者
の
希
望
す
る
時
期

ま
で
公
開
を
延
期
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
開
を
延
期
す
る
理
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
公
開
す
る
旨
を
照
会

者
に
通
知
し
た
上
で
、
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
照
会
及
び
回
答
内
容
の
う
ち
、
行
政
機
関
の
保
有
す

る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第
５
条
各
号
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
を
除
い
て

公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

Ⅱ
－
３
－
３
 
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
解
消
制
度

 
産
業
競
争
力
強
化
法
（
以
下
「
強
化
法
」
と
い
う
。
）
第
７
条
第
１
項
は
、
新
事
業
活
動
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
実
施
し
よ
う
と
す
る
新
事
業
活
動
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
活
動
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
律
及
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2
0

 

 

い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
記
載
で
は
な
く
、「
○
○
法
に
基
づ
き
○
○
が
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
ど

う
か
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
○
○
法
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
な
く
て
も
、
新
事
業
活
動
に
お
い
て
、
○
○
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
確
認
し
た
い
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
確
認
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
、
で
き
る
限
り
具
体

的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

（
３
）
回
答

 
①
 
照
会
書
を
回
付
さ
れ
た
課
室
は
、
 
融
庁
総
合
政
策
局
総
合
政
策
課
に
お
い
て
回
答
を
行
う
事
案
と
判
断
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
提
出
者
か
ら
の
照
会
書
及
び
そ
の
写
し
が
照
会
窓
口
に
到
達
し
て
か
ら
原
則
と
し
て
１
か
月

以
内
に
提
出
者
に
対
し
強
化
法
施
行
規
則
様
式
第
六
に
よ
る
回
答
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
ま
た
、
照
会
書
を
回
付
さ
れ
た
課
室
は
、
当
該
照
会
書
に
記
載
さ
れ
た
確
認
の
求
め
に
係
る
法
令
の
規
定
の
解

釈
及
び
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
の
検
討
の
状
況
に
照
ら
し
、
上
記
期
間
内
に
回
答
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
回
答
書
を
交
付
す
る
ま
で
の
間
１
か
月
を
超
え

な
い
期
間
ご
と
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
提
出
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
②
 
 
融
庁
長
官
が
、
他
の
関
係
行
政
機
関
の
長
か
ら
強
化
法
第
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け
た
場
合

に
お
い
て
は
、
照
会
書
を
回
付
さ
れ
た
課
室
は
、
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
主
務
大
臣
が
照
会
書
及
び

そ
の
写
し
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
１
か
月
以
内
に
当
該
求
め
に
係
る
法
令
の
規
定
の
解
釈
及
び

適
用
の
有
無
に
つ
い
て
強
化
法
施
行
規
則
様
式
第
六
に
よ
る
回
答
書
に
記
載
し
、
 
融
庁
総
合
政
策
局
総
合
政
策

課
を
通
じ
て
こ
れ
を
当
該
主
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に
係
る
法
令
の
規
定
の
解
釈
及
び
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
の
検
討
の

状
況
に
照
ら
し
、
上
記
期
間
内
に
回
答
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
回
答
書
を
交
付
す
る
ま
で
の
間
１
か
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

由
を
、
 
融
庁
総
合
政
策
局
総
合
政
策
課
を
通
じ
て
当
該
主
務
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
③
 
 
融
庁
長
官
が
、
他
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
強
化
法
第
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
求
め
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
関
係
行
政
機
関
の
長
か
ら
強
化
法
施
行
規
則
様
式
第
六
に
よ
る
回
答
書
の
送
付
を
受
け
た
と

き
に
は
、
 
融
庁
総
合
政
策
局
総
合
政
策
課
又
は
当
該
確
認
の
求
め
と
同
一
事
案
に
つ
い
て
照
会
書
を
回
付
さ
れ

た
課
室
を
通
じ
て
、
提
出
者
に
当
該
回
答
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
ま
た
、
当
該
関
係
行
政
機
関
の
長
か
ら
、
原
則
と
し
て
１
か
月
以
内
に
回
答
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

旨
及
び
そ
の
理
由
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
提
出
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
注
）「

新
事
業
活
動
」
と
は
、
新
商
品
の
開
発
又
は
生
産
、
新
た
な
役
務
の
開
発
又
は
提
供
、
商
品
の
新
た
な
生

産
又

は
販

売
の

方
式

の
導

入
、

役
務

の
新

た
な

提
供

の
方

式
の

導
入

そ
の

他
の

新
た

な
事

業
活

動
の

う
ち
、

当
該
新
た
な
事
業
活
動
を
通
じ
て
、
生
産
性
（
資
源
生
産
性
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
又
は
鉱
物
資
源
の
使
用

（
エ

ネ
ル

ギ
ー

と
し

て
の

使
用

を
除

く
。
）

が
新

た
な

事
業

活
動

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
者

の
経

済
活

動
に

貢
献

す
る

程
度

を
い

う
。
）

を
含

む
。
）

の
向

上
又

は
新

た
な

需
要

の
開

拓
が

見
込

ま
れ

る
も

の
で

あ
っ

て
、

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
い
う
（
強
化
法
第
２
条
第
３
項
、
同
法
施
行

規
則
第
２
条
）
。

 
ロ
．
提
出
者
が
、
当
庁
所
管
の
事
業
に
係
る
新
事
業
活
動
を
実

施
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

 
融
庁
長
官
が
、
強
化
法
第
７
条
第
３
項
の
関
係
行
政
機
関
の
長
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け
た

場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
②
 
照
会
の
対
象

 
提
出
者
が
、
そ
の
実
施
し
よ
う
と
す
る
新
事
業
活
動
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
活
動
に
関
す
る
規
制
に
つ
い

て
規
定
す
る
当
庁
が
所
管
す
る
法
令
の
規
定
の
解
釈
並
び
に
当
該
規
定
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
、
そ
の
確
認
を

求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
照
会
を
行
う
も
の
か
。

 
イ
．
そ
の
事
業
や
取
引
を
行
う
こ
と
が
、
無
許
可
営
業
等
に
な
ら
な
い
か
。

 
ロ
．
そ
の
事
業
や
取
引
を
行
う
こ
と
が
、
無
届
け
営
業
等
に
な
ら
な
い
か
。

 
ハ
．
そ
の
事
業
や
取
引
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
務
停
止
や
免
許
取
消
等
（
不
利
益
処
分
）
を
受
け
る
こ
と

が

な
い
か
。

 
二
．
そ
の
事
業
や
取
引
を
行
う
こ
と
に
関
し
、
直
接
に
義
務
を
課
さ
れ
又
は
権
利
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
。
 

③
 
照
会
書
の
記
載
要
領

 
強
化
法
施
行
規
則
様
式
第
五
に
従
い
、
ま
た
利
用
の
手
引
き
を
踏
ま
え
、
以
下
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。
 

イ
．
新
事
業
活
動
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
活
動
の
目
標

 
ロ
．
新
事
業
活
動
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
活
動
の
内
容

 
ハ
．
新
事
業
活
動
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
活
動
の
実
施
時
期

 
二
．
解
釈
及
び
適
用
の
有
無
の
確
認
を
求
め
る
法
令
の
条
項
等

 
ホ
．
具
体
的
な
確
認
事
項

 
（
参
考
）
利
用
の
手
引
き

 
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
解
消
制
度

 
提
出
書
類

 
５
．
具
体
的
な
確
認
事
項

 
現
在
、
規
制
の
根
拠
と
な
る
法
令
が
ど
の
よ
う
な
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
ど
の
部
分
の
解
釈
が

明
ら
か
で
な
い
の
か
、
新
事
業
活
動
が
規
制
の
対
象
と
な
る
の
か
否
か
が
判
断
で
き
な
い
ポ
イ
ン
ト
や
、
そ
れ

に
よ
っ
て
新
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
が
難
し
い
理
由
に
加
え

、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
自
己
の
見
解
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

 
規
制
所
管
省
庁
か
ら
明
確
か
つ
わ
か
り
や
す
い
回
答
を
得

る
た
め
、
例
え
ば
、「

○
○
規
制
が
支
障
と
な
っ
て

46

金融サービス仲介業



2
2

 

 

ハ
．
申
請
者
が
行
政
指
導
等
に
従
わ
な
い
意
思
を
表
明
し
た
場
合
に
は
、
行
政
指
導
等
を
中
止
し
、
申
請
に
対

し
、

速
や
か
に
適
切
な
対
応
を
し
て
い
る
か
。

 

 

（
３
）
許
認
可
等
の
権
限
に
関
連
す
る
行
政
指
導
等
（
行
政
手
続
法
第

3
4

 
条
）

 

許
認

可
等

を
す

る
権

限
又

は
許

認
可

等
に

基
づ

く
処

分
を

す
る

権
限

を
行

使
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

又
は

行
使
す
る
意
思
が
な
い
場
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
権
限
を
行
使
し
得
る
旨
を
殊
更
に
示
す
こ
と
に
よ
り
相
手
方

に
当
該
行
政
指
導
等
に
従
う
事
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
な
い
か
。

 

例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

①
 
許
認
可
等

の
拒
否
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
で
き
る
旨
を
示
し
て
一
定
の
作
為
又

は

不
作
為
を
求
め
て
い
な
い
か
。

 

②
 
行
政
指
導

等
に
従
わ
な
け
れ
ば
す
ぐ
に
で
も
権
限
を
行
使
す
る
こ

と
を
示
唆
し
た
り
、
何
ら
か
の
不
利
益
な

取

扱
い
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
な
ど
、
相
手
方
が
行
政
指
導
等
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
仕
向

け

て
は
い
な
い
か
。

 

 

（
４
）
行
政
指
導
等
の
方
式
（
行
政
手
続
法
第

3
5

 
条
）

 

①
 
行
政
指
導

等
を
行
う
際
に
は
、
相
手
方
に
対
し
、
行
政
指
導
等
の
趣
旨
及
び
内
容
並
び
に
責

任
者
を
明
確
に
示

し
て
い
る
か
。

 

例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

イ
．
相
手
方
に
対
し
て
求
め
る
作
為
又
は
不
作
為
の
内
容
を
明
確
に
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
当
該
行
政
指
導
等
を
ど
の
担
当
者
の
責
任
に
お
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
か
。

 

ハ
．
個
別
の
法
律
に
根
拠
を
有
す
る
行
政
指
導
等
を
行
う
際
に
は
、
そ
の
根
拠
条
項
を
示
し
て
い
る
か
。

 

ニ
．
個
別
の
法
律
に
根
拠
を
有
さ
な
い
行
政
指
導
等
を
行
う
際
に
は
、
当
該
行
政
指
導
等
の
必
要
性
に
つ
い
て
理

解
を
得
る
た
め
、
そ
の
趣
旨
を
伝
え
て
い
る
か
。

 

②
 
行
政
指
導

等
に
つ
い
て
、
相
手
方
か
ら
、
行
政
指
導
等
の
趣
旨
及
び
内
容
並
び
に
責
任
者
を
記
載
し
た
書
面
の

交
付
を
求
め
ら
れ
た
時
は
、
行
政
上
特
別
の
支
障
が
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
交
付
し
て
い
る
か
（
た
だ

し
、
行
政
手
続
法
第

3
5
条
第
４
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

 

イ
．
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
交
付
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 

ロ
．
書
面
交

付
を
拒
み
う
る
「
行
政
上
の
特
別
の
支
障
」
が
あ
る
場
合
と
は
、
書
面
が
作
成
者
の
意
図
と
無
関

係

に
利
用
、
解
釈
さ
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
行
政
目
的
が
達
成
で
き
な
く
な
る
場
合
な
ど
、
そ
の
行
政
指
導
等
の
趣

旨
及

び
内

容
並

び
に

責
任

者
を

書
面

で
示

す
こ

と
が

行
政

運
営

上
著

し
い

支
障

を
生

じ
さ

せ
る

場
合

を
い

う
。
 

ハ
．
単
に
処
理
件
数
が
大
量
で
あ
る
だ
け
の
場
合
や
単
に
迅
速
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、

「
行
政
上
特
別
の
支
障
」
が
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 

2
1

 

 

Ⅱ
－
４
 
行
政
指
導
等
を
行
う
際
の
留
意
点

 
Ⅱ
－
４
－
１
 
行
政
指
導
等
を
行
う
際
の
留
意
点
等

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
て
、
行
政
指
導
等
（
行
政
指
導
等
と
は
行
政
手
続
法
第
２
条
第
６
号
に
い
う
行
政
指

導
に
加
え
、
行
政
指
導
と
の
区
別
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
情
報
提
供
、
相
談
、
助
言
等
の
行
為
を
含
む
。
）
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
行
政
手
続
法
等
の
法
令
等
に
沿
っ
て
適
正
に
行
う
も
の
と
す
る
。
特
に
行
政
指
導
等
を
行
う
際
に
は
、
以

下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

 

（
１
）
一
般
原
則
（
行
政
手
続
法
第

3
2
 
条
）

 

①
 
行
政
指
導
等
の
内
容
が
あ
く
ま
で
も
相
手
方
の
任
意
の
協
力
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
て
い
る
か
。

 

例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

イ
．
行
政
指
導
等
の
内
容
及
び
運
用
の
実
態
、
担
当
者
の
対
応
等
に
つ
い
て
、
相
手
方
の
理
解
を
得
て
い
る
か
。
 

ロ
．
相
手
方
が
行
政
指
導
等
に
協
力
で
き
な
い
と
の
意
思
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
指

導
等
を
継
続
し
て
い
な
い
か
。

 

②
 
相
手
方
が
行
政
指
導
等
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
い
な
い
か
。

 

イ
．
行
政
指
導
等
に
従
わ
な
い
事
実
を
法
律
の
根
拠
な
く
公
表
す
る
こ
と
も
、
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
経
済
的
な

損
失
を
与
え
る
な
ど
相
手
方
に
対
す
る
社
会
的
制
裁
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
「
不
利
益
な

取
扱
い
」
に
当
た
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

ロ
．
行
政
指
導
等
を
行
う
段
階
に
お
い
て
は
処
分
権
限
を
行
使
す
る
か
否
か
は
明
確
で
な
く
て
も
、
行
政
指
導
等

を
行
っ
た
後
の
状
況
に
よ
っ
て
は
処
分
権
限
行
使
の
要
件
に
該
当
し
、
当
該
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
あ
り
う

る
場
合
に
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
行
政
指
導
等
を
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

 

 

（
２
）
申
請
に
関
連
す
る
行
政
指
導
等
（
行
政
手
続
法
第

3
3

 
条
）

 

申
請
者
が
当
該
行
政
指
導
等
に
従
う
意
思
が
な
い
旨
を
表
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
行
政
指
導
等
を
継
続

す
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
申
請
者
の
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
な
い
か
。

 

①
 
申
請
者
が
、
明
示
的
に
行
政
指
導
等
に
従
わ
な
い
旨
の
意
思
表
示
を
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
行
政
指

導
等
の
経
緯
や
周
囲
の
客
観
情
勢
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
行
政
指
導
等
の
相
手
方
に
拒
否
の
意
思
表
示
が
な
い
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
。

 

②
 
申
請
者
が
行
政
指
導
等
に
対
応
し
て
い
る
場
合
で
も
、
申
請
に
対
す
る
判
断
・
応
答
が
留
保
さ
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
も
任
意
に
同
意
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

③
 
例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

イ
．
申
請
者
が
行
政
指
導
等
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
さ
せ
、
申
請
者
の
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ

と
を
し
て
い
な
い
か
。

 

ロ
．
申
請
者
が
行
政
指
導
等
に
従
わ
な
い
旨
の
意
思
表
明
を
明
確
に
は
行
っ
て
い
な
い
場
合
、
行
政
指
導
等
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
申
請
に
対
す
る
審
査
・
応
答
を
留
保
し
て
い
な
い
か
。
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2
4

 

 

Ⅱ
－
５
 
行
政
処
分
等
を
行
う
際
の
留
意
点

 
Ⅱ
－
５
－
１
 
行
政
処
分
（
不
利
益
処
分
）
に
関
す
る
基
本
的
な
事
務
の
流
れ
に
つ
い
て

 
Ⅱ
－
５
－
１
－
１
 
行
政
処
分

 
監
督
部
局
が
行
う
主
要
な
不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法
第

2
条
第

4
号
に
い
う
不
利
益
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
し
て
は
、
①
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
、
②
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項

に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
、
③
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
に
基
づ
く
登
録
取
消
し
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
発
動

に
関
す
る
基
本
的
な
事
務
の
流
れ
を
例
示
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

 

（
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
く
報
告
徴
求

 

①
 
オ
ン
サ
イ
ト
の
立
入
検
査
や
、
オ
フ
サ
イ
ト
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
事
故
等
届
出
書
な
ど
）
を
通

じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
リ
ス
ク
管
理
態
勢
、
法
令
等
順
守
態
勢
、
経
営
管
理
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
態
勢

等
に
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
当

該
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
認
識
、
発
生
原
因
分
析
、
改
善
・
対
応
策
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
、

報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

②
 
報
告
を
検
証
し
た
結
果
、
さ
ら
に
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス

提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
追
加
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

 

（
２
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
た
改
善
・
対
応
策
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

 

①
 
上
記
報
告
を
検
証
し
た
結
果
、
業
務
の
健
全
性
・
適
切
性
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
発
生
し
て
お
ら
ず
、
か

つ
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
自
主
的
な
改
善
へ
の
取
組
み
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
お
い
て
は
、
任

意
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通
じ
て
上
記
（
１
）
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
改
善
・
対
応
策
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う

こ
と
と
す
る
。

 

②
 
必
要
が
あ
れ
ば
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
定
期
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
報
告
を

求
め
る
。

 

 

（
３
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令

 

上
記
（
１
）
の
報
告
（
追
加
報
告
を
含
む
。
）
を
検
証
し
た
結
果
、
例
え
ば
、
業
務
の
健
全
性
・
適
切
性
の
観
点
か

ら
重
大
な
問
題
が
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
自
主
的
な
取
組
み
で
は
業
務
改
善
が
図
ら

れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
に
基
づ
き
、
業
務
改
善
計
画
の

提
出
と
そ
の
実
行
を
命
じ
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

 

 

（
４
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令

 

業
務
の
改
善
に
一
定
期
間
を
要
し
、
そ
の
間
、
当
該
業
務
改
善
に
専
念
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
改
善
期
間
を
勘
案
し
た
一
定
の
期
限
を
付
し

て
全
部
又
は
一
部
の
業
務
の
停
止
を
命
じ
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

 

2
3

 

 

Ⅱ
－
４
－
２
 
面
談
等
を
行
う
際
の
留
意
点

 
職
員
が
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
役
職
員
等
と
面
談
等
（
面
談
、
電
話
、
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
る
や
り
と
り
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
に
際
し
て
は
、
下
記
の
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 
①
 
面
談
等
に
参
加
す
る
職
員
は
、
常
に
綱
紀
及
び
品
位
を
保
持
し
、
穏
健
冷
静
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
か
。

 
②
 
面
談
等
の
目
的
、
相
手
方
の
氏
名
・
所
属
等
を
確
認
し
て
い
る
か
。

 
③
 
面
談
等
の
方
法
、
面
談
等
を
行
う
場
所
、
時
間
帯
、
参
加
し
て
い
る
職
員
及
び
相
手
方
が
、
面
談
等
の
目
的
・
内

容
か
ら
み
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。

 
④
 
面
談
等
の
内
容
・
結
果
に
つ
い
て
双
方
の
認
識
が
一
致
す
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
確
認
し
て
い
る
か
。
特
に
、
面

談
等
の
内
容
・
結
果
が
守
秘
義
務
の
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
が
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
明
確
と
な
っ
て

い
る
か
。

 
⑤
 
面
談
等
の
内
容
が
上
司
の
判
断
を
仰
ぐ
必
要
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
状
況
に
応
じ
あ
ら
か
じ
め
上
司
の
判
断
を

仰
ぎ
、
又
は
事
後
に
速
や
か
に
報
告
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
同
様
の
事
案
に
つ
い
て
複
数
の
相
手
方
と
個
別
に
面
談

等
を
行
う
場
合
に
は
、
行
政
の
対
応
の
統
一
性
・
透
明
性
に
配
慮
し
て
い
る
か
。

 
 

Ⅱ
－
４
－
３
 
連
絡
・
相
談
手
続

 
面
談
等
を
通
じ
て
行
政
指
導
等
を
行
う
に
際
し
、
行
政
手
続
法
に
照
ら
し
、
行
政
指
導
等
の
適
切
性
に
つ
い
て
判
断
に

迷
っ
た
場
合
等
に
は
、
 
融
庁
担
当
課
室
に
連
絡
し
、
必
要
に
応
じ
そ
の
対
応
を
協
議
す
る
こ
と
と
す
る
。
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2
6

 

 

③
 
軽
減
事
由

 

以
上
の
他
に
、
行
政
に
よ
る
対
応
に
先
行
し
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
自
身
が
自
主
的
に
利
用
者
保
護
の
た

め
に
所
要
の
対
応
に
取
り
組
ん
で
い
る
、
と
い
っ
た
軽
減
事
由
が
あ
る
か
。

 

 

（
６
）
標
準
処
理
期
間

 

上
記
（
３
）
か
ら
（
５
）
の
行
政
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
上
記
（
１
）
の
報
告
書
を
受
理
し
た
と
き

か
ら
、
原
則
と
し
て
概
ね
１
か
月
（
処
分
が
財
務
局
を
経
由
し
て
 
融
庁
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
又
は
処
分
が
財

務
局
に
お
い
て
行
わ
れ
る
が
 
融
庁
と
の
調
整
を
要
す
る
場
合
又
は
処
分
が
他
省
庁
と
の
共
管
法
令
に
基
づ
く
場

合
は
概
ね
２
か
月
）
以
内
を
目
途
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
注
１
）
「
報
告
書
を
受
理
し
た
と
き
」
の
判
断
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

①
 
複
数
回
に
わ
た
っ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
き
報
告
を
求
め
る
場
合
（
直
近
の

報
告
書
を
受
理
し
た
と
き
か
ら
上
記
の
期
間
内
に
報
告
を
求
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
最
後
の
報
告
書
を

受
理
し
た
と
き
を
指
す
も
の
と
す
る
。

 

②
 
提
出
さ
れ
た
報
告
書
に
関
し
、
資
料
の
訂
正
、
追
加
提
出
等
（
軽
微
な
も
の
は
除
く
。
）
を
求
め
る
場
合
に

は
、
当
該
資
料
の
訂
正
、
追
加
提
出
等
が
行
わ
れ
た
と
き
を
指
す
も
の
と
す
る
。

 

（
注
２
）
弁
明
・
聴
聞
等
に
要
す
る
期
間
は
、
標
準
処
理
期
間
に
は
含
ま
れ
な
い
。

 

（
注
３
）
標
準
処
理
期
間
は
、
処
分
を
検
討
す
る
基
礎
と
な
る
情
報
ご
と
に
適
用
す
る
。

 

（
注
４
）
複
数
の
当
事
者
に
わ
た
る
事
案
の
場
合
に
は
、
当
該
当
事
者
か
ら
必
要
な
報
告
書
を
全
て
受
理
し
た
と
き

か
ら
、
標
準
処
理
期
間
を
起
算
す
る
。

 

 

Ⅱ
－
５
－
１
－
２
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
の
履
行
状
況
の
報
告
義
務
の
解

除
 

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
き
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
命
令
に
基
づ
く
 

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
改
善
に
向
け
た
取
組
み
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
改
善
努
力
を
促
す
た
め
、
原
則
と

し
て
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
提
出
す
る
業
務
改
善
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

が
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
き
業
務
改
善
命
令
を
発
出
し
て
い
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

に
対
し
て
、
当
該
業
者
の
提
出
し
た
業
務
改
善
計
画
の
履
行
状
況
に
つ
い
て
、
期
限
を
定
め
て
報
告
を
求
め
て
い
る

場
合
に
は
、
期
限
の
到
来
に
よ
り
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
報
告
義
務
は
解
除
さ
れ
る
。

 

（
２
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
き
業
務
改
善
命
令
を
発
出
し
て
い
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

に
対
し
て
、
当
該
業
者
の
提
出
し
た
業
務
改
善
計
画
の
履
行
状
況
に
つ
い
て
、
期
限
を
定
め
る
こ
と
な
く
継
続
的
に

報
告
を
求
め
て
い
る
場
合
に
は
、
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
要
因
と
な
っ
た
問
題
に
関
し
て
、
業
務
改
善
計
画
に

沿
っ
て
十
分
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
当
該
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
義
務
を
解
除

す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
当
該
報
告
等
に
よ
り
把
握
し
た
改
善
へ
の
取
組
状
況
に
基
づ
き
、
解
除
の
是
非
を
判

断
す
る
も
の
と
す
る
。

 

2
5

 

 

 

（
５
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
に
基
づ
く
登
録
の
取
消
し
等

 

上
記
（
１
）
の
報
告
（
追
加
報
告
を
含
む
。
）
を
検
証
し
た
結
果
、
重
大
な
法
令
等
の
違
反
又
は
公
益
を
害
す
る
行

為
が
多
数
認
め
ら
れ
る
等
に
よ
り
、
今
後
の
業
務
の
継
続
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
に
基
づ
く
登
録
の
取
消
し
等
を
検
討
す
る
。

 

 な
お
、（

３
）
か
ら
（
５
）
の
行
政
処
分
を
検
討
す
る
際
に
は
、
以
下
の
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
要
因
を
勘
案
す
る
と

と
も
に
、
そ
れ
以
外
に
考
慮
す
べ
き
要
素
が
な
い
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

①
 
当
該
行
為
の
重
大
性
・
悪
質
性

 

ア
．
公
益
侵
害
の
程
度

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
例
え
ば
、
顧
客
の
財
務
内
容
の
適
切
な
開
示
と
い
う
観
点
か
ら
著
し
く
不
適
切

な
商
品
を
提
供
し
、
 
融
市
場
に
対
す
る
信
頼
性
を
損
な
う
な
ど
公
益
を
著
し
く
侵
害
し
て
い
な
い
か
。

 

イ
．
利
用
者
被
害
の
程
度

 

広
範
囲
に
わ
た
っ
て
多
数
の
利
用
者
が
被
害
を
受
け
た
か
ど
う
か
。
個
々
の
利
用
者
が
受
け
た
被
害
が
ど
の
程

度
深
刻
か
。

 

ウ
．
行
為
自
体
の
悪
質
性

 

例
え
ば
、
利
用
者
か
ら
多
数
の
苦
情
を
受
け
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
同
様
の
商
品
を
販
売
し

続
け
る
行
為
を
行
う
な
ど
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
行
為
が
悪
質
で
あ
っ
た
か
。

 

エ
．
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
期
間
や
反
復
性

 

当
該
行
為
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
、
短
期
間
の
も
の
だ
っ
た
の
か
。
反
復
・
継
続
し
て
行
わ
れ

た
も
の
か
、
一
回
限
り
の
も
の
か
。
ま
た
、
過
去
に
同
様
の
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

 

オ
．
故
意
性
の
有
無

 

当
該
行
為
が
違
法
・
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
故
意
に
行
わ
れ
た
の
か
、
過
失
に
よ
る
も
の
か
。

 

カ
．
組
織
性
の
有
無

 

当
該
行
為
が
現
場
の
営
業
担
当
者
個
人
の
判
断
で
行
わ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
管
理
者
も
関
わ
っ
て
い
た
の

か
。
さ
ら
に
経
営
陣
の
関
与
が
あ
っ
た
の
か
。

 

キ
．
隠
蔽
の
有
無

 

問
題
を
認
識
し
た
後
に
隠
蔽
行
為
は
な
か
っ
た
か
。
隠
蔽
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
組
織
的
な
も
の
で
あ
っ

た
か
。

 

ク
．
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
与
の
有
無

 

反
社
会
的
勢
力
と
の
関
与
は
な
か
っ
た
か
。
関
与
が
あ
る
場
合
に
は
、
ど
の
程
度
か
。

 

②
 
当
該
行
為
の
背
景
と
な
っ
た
経
営
管
理
態
勢
及
び
業
務
運
営
態
勢
の
適
切
性

 

ア
．
代
表
取
締
役
や
取
締
役
会
の
法
令
等
遵
守
に
関
す
る
認
識
や
取
組
み
は
十
分
か
。

 

イ
．
内
部
監
査
部
門
の
体
制
は
十
分
か
、
ま
た
適
切
に
機
能
し
て
い
る
か
。

 

ウ
．
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
や
リ
ス
ク
管
理
部
門
の
体
制
は
十
分
か
、
ま
た
適
切
に
機
能
し
て
い
る
か
。

 

エ
．
業
務
担
当
者
の
法
令
等
遵
守
に
関
す
る
認
識
は
十
分
か
、
ま
た
、
社
内
教
育
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
か
。
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2
8

 

 

知
を
行
う
前
に
、
行
お

う
と
す
る
不
利
益
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
及
び
そ
の

重
大
性
等
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
の
機
会

を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
注
１
）
監
督
当
局
の
幹
部
の
例
：
 
融
庁
・
財
務
局
の
担
当
課
室
長

 

（
注
２
）
 
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
の
意
見
交
換
の
機
会
の
設
定
の
求
め
は
、
監

督
当
局
が
当
該
不
利
益
処
分
の
原

因
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
書
等
を
受
理
し
た

と

き
か
ら
、
聴
聞
の
通
知
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
通
知
を
行
う
ま
で
の
間
に
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

 

 Ⅱ
－

５
－
４
 

関
係

当
局
・

海
外

監
督
当

局
等

へ
の
連

絡
 

報
告
徴
求
命
令
、
業

務
改
善
命
令
若
し
く
は
業
務
停
止
命
令
を
発
出
す
る
又

は
登
録
を
取
り
消
す
等
の
不
利
益
処
分
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
当
局
・
海
外
監
督
当
局
等
へ
の
連
絡
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅱ
－

５
－
５
 

不
利

益
処
分

の
公

表
に
関

す
る

考
え
方

 
業
務
改
善
命
令
等
の
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
は
、
他
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
予

測
可
能
性
を
高
め
、
同

様
の
事
案
の
発
生
を
抑
制
す
る
観
点
か
ら
、
財
務
の
健
全
性
に
関
す
る
不
利
益
処
分
等
、
公
表
に
よ
り
対
象
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
の
経
営
改
善
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
及
び
処
分
の
内

容
等
を
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

2
7

 

 

 

Ⅱ
－
５
－
２
 
行
政
手
続
法
等
と
の
関
係
等

 
（
１
）
行
政
手
続
法
と
の
関
係

 

行
政
手
続
法
第

1
3
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
聴
聞
を
行
い
、
同

項
第
２
号
に
該
当
す
る
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
弁
明
の
機
会
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
留
意
す
る
。

 

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
不
利
益
処
分
を
す
る
場
合
に
は
同
法
第

1
4
条
に
基
づ
き
、
処
分
の
理
由
を
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
不
利
益
処
分
を
書
面
で
す
る
と
き
は
、
処
分
の
理
由
も
書
面
に
よ
り
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
）
に
留
意
す
る
。

 

ま
た
、
申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
拒
否
す
る
処
分
を
す
る
場
合
に
は
同
法
第
８
条
に
基
づ
き
、
処
分

の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
許
認
可
等
を
拒
否
す
る
処
分
を
書
面
で
す
る
と
き
は
、
処
分
の
理
由
も

書
面
に
よ
り
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
）
に
留
意
す
る
。

 

そ
の
際
、
単
に
根
拠
規
定
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
な
る
事
実
関
係
に
基
づ
き
、
い
か
な
る
法
令
・
基
準
を

適
用
し
て
処
分
が
な
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
等
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 

（
２
）
行
政
不
服
審
査
法
と
の
関
係

 

不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
処
分
を
す
る
場
合
に
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第

8
2

 
条
に
基
づ
き
、
不
服
申

立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
等

 
を
書
面
で
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 

（
３
）
行
政
事
件
訴
訟
法
と
の
関
係

 

取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
処
分
を
す
る
場
合
に
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第

4
6
条
に
基
づ
き
、
取
消

訴
訟
の
提
起
に
関
す
る
事
項
を
書
面
で
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 

Ⅱ
－
５
－
３
 
意
見
交
換
制
度

 
不
利
益
処
分
が
行
わ
れ
る
場
合
、
行
政
手
続
法
に
基
づ
く
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
き
と
は
別
に
、
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
監
督
当
局
と
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
の
間
で
、
複
数
の
レ
ベ
ル
に
お
け

る
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
で
、
行
お
う
と
す
る
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
及
び
そ
の
重
大
性
等
に
つ
い
て
の
認
識
の
共
有

を
図
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
徴
求
に
係
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
の
過
程
に
お
い
て
、
自

ら
に
対
し
て
不
利
益
処
分
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
認
識
し
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
、
監
督
当
局
の
幹
部

（
注
１
）
と
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
幹
部
と
の
間
の
意
見
交
換
の
機
会
の
設
定
を
求
め
ら
れ
た
場
合
（
注
２
）

で
あ
っ
て
、
監
督
当
局
が
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
て
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
伴
う
不
利
益
処
分

を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
緊
急
に
処
分
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
聴
聞
の
通
知
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
通
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3
0

 

 

に
お
い
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
各
原
則
の
適
用
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意

す

る
こ
と
と
す
る
。

 

上
記
を
踏
ま
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
に
と
っ
て
重
大
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
経
営
陣
が
、
そ
の
機

能
を
適
切
に
発
揮
し
、
与
え
ら
れ
た
責
務
を
全
う
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
例
え
ば
以
下
の
点
に
留
意
し
て
検
証
す

る
こ
と
と
す
る
。

 

①
 
経
営
陣

 

イ
．
経
営
陣
は
、
業

務
推
進
や
利
益
拡
大
と
い
っ
た
業
績
面
に
係
る
事
柄
の
み
な
ら
ず
、
法
令
等
遵
守
や
適
切
な

業
務
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
内
部
管
理
部
門
及
び
内
部
監
査
部
門
の
機
能
強
化
（
役
職
員
に
対
す
る
十
分
な

権
限
や
地
位
の
付
与
、
独
立
性
の
担
保
、
十
分
な
人
材
の
質
及
び
量
の
両
面
か
ら
の
確
保

を
含
む
）
な
ど
、
内

部
管
理
態
勢
の
確
立
・
整
備
に
係
る
事
柄
を
経
営
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
実
践
の
た

め
の
具
体
的
方
針
の
策
定
及
び
徹
底
に
、
誠
実
に
か
つ
率
先
垂
範
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
か
。

 

（
注
）
本

監
督
指
針
で
い
う
「
内
部
管
理
部
門
」
と
は
、
法
令
及
び
社
内
規
則
等
を
遵
守
し
た
業
務
運
営
を

確

保
す
る
た
め
の
内
部
事
務
管
理
部
署
、
法
務
部
署
、
リ
ス
ク
管
理
部
署
等
を
い
う
。

 

ロ
．
経
営
陣

は
、
内
部
監
査
の
重
要
性
を
認
識
し
、
内
部
監
査
の
目
的
を
適
切
に
設
定
す
る

と
と
も
に
、
内
部

監

査
部
門
の
機
能
が
十
分
発
揮
で
き
る
機
能
を
構
築
（
内
部
監
査
部
門
の
独
立
性
の
確
保

を
含

む
。
）
し
、
定
期
的

に
そ
の
機
能
状
況
を
確
認
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
被
監
査
部
門
等
に
お
け
る
リ
ス
ク
管
理
の
状
況
等
を
踏
ま
え

た
上
で
、
監
査
方
針
、
重
点
項
目
等
の
内
部
監
査
計
画
の
基
本
事
項
を
承
認
し
て
い
る
か

。
さ
ら
に
、
内
部

監

査
の
結
果
等
に
つ
い
て
は
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

ハ
．
経
営
陣

は
、
断
固
た
る
態
度
で
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
を
遮
断
し
排
除
し
て
い
く
こ
と
が
、
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
に
対
す
る
公
共
の
信
頼
を
維
持
し
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
健
全
性
及
び
適
切
性
の

確
保

の
た

め
不

可
欠

で
あ

る
こ

と
を

十
分

認
識

し
、
「

企
業

が
反

社
会

的
勢

力
に

よ
る

被
害

を
防

止
す

る
た

め

の
指
針
に
つ
い
て
」
（
平
成

1
9
年

６
月

1
9
日

犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
。
以
下
「
政
府

指
針
」
と

い
う
。
）
の
内
容
を
踏
ま
え
て
取
締
役
会
で
決
定
さ
れ
た
基
本
方
針
を
社
内
外
に
宣
言
し
て
い
る
か
。

 

②
 
内
部
管
理

部
門

 

内
部
管
理
に
お
い
て
、
業
務
運
営
全
般
に
関
し
、
法
令
及
び
社
内
規
則
等
に
則
っ
た
適
正
な
業
務
を
遂
行
す
る

た
め
の
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
検
証
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
重
大
な
問
題
等
を

確
認
し
た
場
合
、
経

営

陣
に
対
し
適
切
に
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

 

③
 
内
部
監
査

部
門

 

内
部
監
査
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
目
標
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
被
監
査
部

門
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
、
業
務
執
行
状
況
や
内
部
管
理
・
内
部
統
制
の

適
切
性
、
有
効
性
、
合
理
性
等
を
検
証
・

評
価
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
経
営
陣
に
対
し
て
助
言
・
勧
告
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

の
自
律
的
な
企
業
運
営
を
確
保
し
て
い
く
上
で
、
最
も
重
要
な
企
業
活
動
の
一
つ
で
あ
る

。
こ
の
よ
う
な
重
要
性

に
鑑
み
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
内
部
監
査
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
例
え
ば
以
下
の
点
に

留
意
し
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

2
9

 

 

Ⅲ
 
監
督
上
の
評
価
項
目
と
諸
手
続
（
共
通
編
）

 
Ⅲ
－
１
 
経
営
管
理

 
国
民
経
済
が
健
全
な
発
展
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
自
ら
が
法
令
等
遵
守
態
勢
の
整
備

等
に
努
め
、
顧
客
保
護
に
欠
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
経
営
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
日
常
の
監
督
事
務
に
お
い
て
は
、

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
執
行
に
対
す
る
経
営
陣
の
監
督
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
、
経
営
陣
に
対
す
る
監
視

統
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
管

理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

 

な
お
、
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業

者
に
対
し
て
は
専
業
規
定
が
な
く
、
業
態
や
規
模
等
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
の
業
務
運
営
の
実
態
を
踏
ま
え
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
１
）
主
な
着
眼
点

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
管
理
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
全
役
職
員

が
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
担
い
手
と
し
て
重
大
な
社
会
的
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
認

識
し
た
上
で
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
役
割
を
十
分
理
解
し
、
そ
の
業
務
運
営
に
参
画
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
特
に
、
経
営
陣
（
代
表
者
、
取
締
役
会
の
ほ
か
代
表
者
等
で
構
成
さ
れ
る
経
営
に
関
す
る
事
項
を
決
定

す
る
組
織
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
率
先
し
て
法
令
等
遵
守
態
勢
、
説
明
態
勢
、
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
管
理
態

勢
の
整
備
等
に
努
め
る
な
ど
、
顧
客
の
保
護
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
経
営
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
経
営
陣
が
健
全
な
業
務
運
営
の
実
現
に
配
慮
し
、
指
揮
・
監

督
機
能
を
適
切
に
発
揮
し
て
、
与
え
ら
れ
た
責
務
を
全
う
し
て
い
る
か
、
法
令
等
遵
守
を
重
視
す
る
企
業
風
土
を
醸

成
す
る
責
任
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
観
点
等
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

ま
た
、
上
場
会
社
は
、
平
成

2
6
年
の
会
社
法
改
正
及
び
 
融
商
品
取
引
所
の
規
程
に
お
い
て
、
社
外
取
締
役
の

確
保
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
同
規
程
に
お
い
て
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
を
尊
重
し

て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充
実
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
非
上
場
会
社
に
比
べ
、

よ
り
高
い
水
準
の
経
営
管
理
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
上
場
会
社
で
あ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
管
理
態
勢
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
お
い

て
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
各
原
則
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
水
準
の
経
営
管
理
態
勢
を
構

築
す
る
に
当
た
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
則
っ
て
、
適
切
に
取
組
み
を
進
め
て
い
る
か
に
留
意

し
、
そ
の
機
能
が
適
切
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

な
お
、
親
会
社
が
上
場
会
社
で
あ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
営
管
理
の
検
証
に
必
要
な

範
囲
内
で
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
へ
の
取
組
状
況
を
含
め
親
会
社
の
経
営
管
理
態
勢
を
確
認
す
る

も
の
と
す
る
。

 

（
注
）
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
、
い
わ
ゆ
る
「
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
原
則
主

義
）
、
及
び
「
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
」
（
原
則
を
実
施
す
る
か
、
実
施
し
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
理
由
を
説
明
す
る
か
）
の
手
法
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
各
上
場
市
場
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ハ
．
被
監
査
部
門
は
、
外
部
監
査
に
お
け
る
指
摘
事
項
を
一
定
期
間
内
に
改
善
し
て
い
る
か
。
ま
た
内
部
監
査
部

門
は
、
そ
の
改
善
状
況
を
適
切
に
把
握
・
検
証
し
て
い
る
か
。

 

 

（
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
9
条
第
３
項
第
２
号
に
定
義
す
る
「
事
故
等
」
を
い
う
。

以
下
同
じ
）
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
管
理
の
有
効
性
等
に
関
す
る
課
題
に

関
し
て
は
、
原
因
及
び
改
善
策
等
に
つ
い
て
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法

第
3

5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的

な
業
務
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又

は
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規

定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反

行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、

必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
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1

 

 

イ
．
内
部
監
査
部
門
は
、
被
監
査
部
門
に
対
し
て
十
分
な
牽
制

機
能
が
働
く
よ
う
被
監
査
部
門
か
ら
独
立
し
、
か

つ
実
効
性
あ
る
内
部
監
査
が
実
施
で
き
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
か
。

 
ロ
．
内
部
監
査
部
門
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
全
て
の
業
務
を
監
査
対
象
と
し
て
、
被
監
査
部
門
に
お
け

る
リ
ス
ク
の
管
理
状
況
及
び
リ
ス
ク
の
種
類
等
を
把
握
し
た
上
で
、
内
部
監
査
計
画
を
立
案
し
て
い
る
か
。

 
ハ
．
内
部
監
査
部
門
は
、
内
部
監
査
計
画
に
基
づ
き
、
被
監
査
部
門
に
対
し
て
効
率
的
か
つ
実
効
性
あ
る
内
部
監

査
を
実
施
し
て
い
る
か
。

 
ニ
．
内
部
監
査
部
門
は
、
内
部
監
査
に
お
い
て
把
握
・
指
摘
し
た
重
要
な
事
項
を
遅
滞
な
く
経
営
陣
に
報
告
し
て

い
る
か
。

 
ホ
．
内
部
監
査
部
門
は
、
内
部
監
査
に
お
け
る
指
摘
事
項
に
関
す
る
被
監
査
部
門
の
改
善
状
況
を
適
切
に
管
理
し
、

そ
の
後
の
内
部
監
査
計
画
に
反
映
し
て
い
る
か
。

 
 

な
お
、
他
に
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
い
な
い
個
人
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
、
又

は
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の
業

務
に

従
事

す
る

者
が

１
名

な
い

し
少

人
数

で
か

つ
当

該
者

が
常

務
に

従
事

す
る

唯
一
の
役
員
と
し
て
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
法
人
形
態
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
は
、
内
部
監
査
に

代
わ
る
措
置
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
イ
．
外
部
監
査
を
利
用
す
る
場
合
は
、
外
部
監
査
人
に
対
し
て
、
監
査
目
的
を
明
確
に
指
示
し
、
監
査
結
果
を

業

務
改
善
に
活
用
す
る
た
め
の
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
ロ
．
自
己
の
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
に
関
す
る
業
務
の
検
証
を
行
う
場
合
に
は
、
以
下
の
点
を
踏
ま
え
、
業

務
の
適
切
性
を
確
保
す
る
た
め
に
十
分
な
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
ａ
．
自
己
検
証
を
実
施
す
る
た
め
に
十
分
な
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
。

 
ｂ
．
自
己
検
証
を
実
施
す
る
に
際
し
、
自
社
の
社
内
規
則
等
を
参
考
に
自
己
検
証
項
目
を
設
定
し
て
い
る

か
。

 
ｃ
．
自
己
検
証
を
実
施
す
る
頻
度
が
少
な
く
と
も
月
１
回
以
上
と
な
っ
て
い
る
か
。

 
ｄ
．
実
施
し
た
自
己
検
証
を
記
録
し
、
少
な
く
と
も
３
年
間
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
。

 
④
 
外
部
監
査
を
利
用
す
る
場
合
の
留
意
事
項

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
内
部
監
査
部
門
の
態
勢
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
が
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
規
模
等
を
踏
ま
え
、
外
部
監
査
を
導
入
す
る
方
が
監
査
の
実
効
性
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
内
部
監
査
に
代
え
外
部
監
査
を
利
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
企
業
収
益
の
獲
得
及
び

リ
ス
ク
管
理
、
あ
る
い
は
内
部
管
理
態
勢
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
外
部
監
査
は
、
 
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
自
ら
の
内
部
監
査
と
同
様
に
、
そ
の
有
効
な
活
用
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
も
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
以
下
の
点
に
留
意
し
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
イ
．
外
部
監
査
人
に
対
し
て
、
監
査
目
的
を
明
確
に
指
示
し
、
監
査
結
果
を
業
務
改
善
に
活
用
す
る
た
め
の
態
勢

を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
ロ
．
外
部
監
査
に
お
い
て
把
握
・
指
摘
さ
れ
た
重
要
な
事
項
は
、
遅
滞
な
く
取
締
役
会
又
は
監
査
役
会
に
報
告
さ

れ
て
い
る
か
。
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3
4

 

 

護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ

く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認

め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発

出

も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－

２
－
１

－
２

 
事
故
等

に
対

す
る
監

督
上

の
対
応

 
役
職
員
等
の
事
故
等
に
対
す
る
監
督
上
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
厳
正
に
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
事
故
等
の

発
覚
の
第
一
報

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
事
故
等
が
発
覚
し
、
第
一
報
が
あ
っ
た
場
合
は
、
以
下
の
点
を
確
認
す
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
第
一
報
が
な
く
届

出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
も
、
同

様
の
取
扱
い
と
す
る
。

 

イ
．
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
程
等
に
則
り
内
部
管
理
部
門
、
内
部
監
査
部
門
へ
迅
速
な
報
告
及
び
取
締
役
会
等
へ

の
報
告
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
刑
罰
法
令
に
抵
触
し
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
警
察
等
関
係
機
関
等
へ
通
報
し
て
い
る
か

。
 

ハ
．
当
該
事
故
等
の
発
生
部
署
と
は
独
立
し
た
部
署
に
お
い
て
当
該
事
故
等
の
調
査
・
解
明
を
実
施
し
て
い
る
か
。
 

②
 
業
務
の
適

切
性
の
検
証

 

事
故
等
と
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
適
切
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
着
眼
点
に
基
づ
き
検
証

を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 

イ
．
当
該
事
故
等
へ
の
役
員
の
関
与
は
な
い
か
、
組
織
的
な
関
与
は
な
い
か
。

 

ロ
．
当
該
事
故
等
の
内
容
が
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
等
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
る
か
、
顧
客
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
。

 

ハ
．
内
部
牽
制
機
能
が
適
切
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ニ
．
再
発
防

止
の
た
め
の
改
善
策
の
策
定
や
自
浄
機
能
が
十
分
か
、
責
任
の
所
在
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
か
。
例

え
ば
、
事

故
等
の
発
生
の
原
因
を
分
析
の
上
、
経
営
陣
の
積
極
的
な
関
与
の
下
で
再
発
防
止
策
を
策
定
し
、
営

業
部
門
等
に
こ
れ
ら
の
措
置
を
周
知
し
て
い
る
か
。

 

ホ
．
当
該
事
故
等
の
発
覚
後
の
対
応
が
適
切
か
。

 

ヘ
．
当
該
事
故
等
に
よ
る
損
失
の
全
部
又
は
一
部
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
財
産
上
の
利
益
の
提
供
を
行
う
場
合
に
、

提
供

す
る

財
産

上
の

利
益

及
び

そ
の

算
定

根
拠

の
記

録
簿

を
整

備
し

て
い

る
か

。
ま

た
、

そ
の

実
行

状
況

を
、

営
業
部
門
か
ら
独
立
し
た
内
部
管
理
部
門
等
に
お
い
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 

3
3

 

 

Ⅲ
－
２
 
業
務
の
適
切
性

 
Ⅲ
－
２
－
１
 
法
令
等
遵
守

 
Ⅲ
－
２
－
１
－
１
 
法
令
等
遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
態
勢

 
（
１
）
法
令
等
遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
態
勢
の
整
備

 

我
が
国
 
融
・
経
済
の
発
展
の
た
め
に
は
、
 
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
が
適
切
な
方
法
で
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
す
る
利
用
者
の
信
頼
は
、
そ
の
た
め
の
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
法
令
や
業
務
上
の
諸
規
則
を
厳
格
に
遵
守
し
、
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
運
営
に
努
め
る
こ
と

が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
容
に
応
じ
て
、
例
え
ば
以

下
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

①
 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
経
営
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
実
践
に
係
る
基
本
的
な
方

針
、
さ
ら
に
具
体
的
な
実
践
計
画
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
や
行
動
規
範
（
倫
理
規
程
、
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
等
が
策
定
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
方
針
等
は
役
職
員
に
対
し
て
そ
の

存
在
及
び
内
容
に
つ
い
て
周
知
徹
底
が
図
ら
れ
、
十
分
に
理
解
さ
れ
る
と
と
も
に
日
常
の
業
務
運
営
に
お
い
て
実

践
さ
れ
て
い
る
か
。

 

②
 
実
践
計
画
や
行
動
規
範
は
、
定
期
的
又
は
必
要
に
応
じ
随
時
に
、
評
価
及
び
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
行
わ
れ
て
い

る
か
。
ま
た
、
内
容
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

 

③
 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
関
連
の
情
報
が
、
営
業
を
行
う
部
門
（
主
と
し
て
収
益
を
あ
げ
る
た
め
の
業
務
を
行
う
全

て
の
部
門
を
い
う
。
以
下
「
営
業
部
門
」
と
い
う
。
）
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
担
当
部
署
／
担
当
者
、
経
営
陣
の
間

で
、
的
確
に
連
絡
・
報
告
さ
れ
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

④
 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
研
修
・
教
育
体
制
が
確
立
・
充
実
さ
れ
、
役
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識

の
醸
成
・
向
上
に
努
め
て
い
る
か
。
ま
た
、
研
修
の
評
価
及
び
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
適
宜
行
わ
れ
、
内
容
の
見
直

し
を
行
う
な
ど
、
実
効
性
の
確
保
に
努
め
て
い
る
か
。

 

⑤
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
内
部
管
理
態
勢
を
強
化
し
、
適
正
な
業
務
の
遂
行
に
資
す
る
た
め
、
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
法
令
諸
規
則
等
の
遵
守
状
況
を
管
理
す
る
業
務
を
担
う
者
の
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ

る
態
勢
と
な
っ
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
内
部
管
理
部
門
の
独
立
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
営
業
部
門
に
対
す
る

牽
制
機
能
を
十
分
発
揮
す
る
た
め
の
権
限
を
付
与
す
る
等
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
内
部
管
理
責
任
者
等
の
機
能
の

発
揮
状
況
に
つ
い
て
、
内
部
監
査
部
門
に
よ
り
、
そ
の
評
価
及
び
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

 

 

（
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
法
令
等
遵
守
態
勢
上

の
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改

善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
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3
6

 

 

自
主
的
な
業
務
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の

確
保

又
は

顧
客

保
護

の
観

点
か

ら
重

大
な

問
題

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

 
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

3
7

条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令

等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務

停

止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－

２
－
１
－

４
 

反
社
会

的
勢

力
に
よ

る
被

害
の
防

止
 

（
１
）
意
義

 

反
社
会
的
勢
力
を
社
会
か
ら
排
除
し
て
い
く
こ
と
は
、
社
会
の
秩
序
や
安
全
を
確
保
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
課

題
で
あ
り
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
を
遮
断
す
る
た
め
の
取
組
み
を
推
進
し
て
い
く
こ
と

は
、
企
業
に
と
っ
て
社

会
的
責
任
を
果
た
す
観
点
か
ら
必
要
か
つ
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
公
共
性
を
有
し
、
経
済
的
に
重
要
な
機
能

を
営
む
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
自
身
や
役
職
員
の
み
な
ら
ず
、
顧
客
等

の
様
々
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
反
社
会
的
勢
力
を
 
融
取
引
か
ら
排
除

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

も
と
よ
り
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
し
て
業
務
の
適
切
性
及
び
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
反
社
会
的
勢

力
に
対
し
て
屈
す
る
こ
と
な
く
法
令
等
に
則
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に

お
い
て
は
、「

企
業
が
反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
指
針
に
つ
い

て
」（

平
成

1
9
年
６
月

1
9
日

犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
）
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
平
素
よ
り
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
遮
断
に
向
け
た

態
勢
整
備
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

 

特
に
、
近
時
反
社
会
的
勢
力
の
資
 
獲
得
活
動
が
巧
妙
化
し
て
お
り
、
関
係
企
業
を
使
い
通

常
の
経
済
取
引
を
装

っ
て
巧
み
に
取
引
関
係
を
構
築
し
、
後
々
ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
ケ

ー
ス
に
適
切
に
対
処

す
る
に
は
経
営
陣
の
断
固
た
る
対
応
、
具
体
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

 

な
お
、
役
職
員
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
る
等
不
測
の
事
態
が
危
惧
さ
れ
る
こ
と
を
口
実
に
問
題
解
決
に
向
け
た

具
体

的
な
取
組
み
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
や
役
職
員
自
身
等
へ
の
最
終
的
な
被

害
を

大
き
く
し
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
参
考
）「

企
業
が
反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
指
針
に
つ
い
て
」（

平
成

1
9
年
６
月

1
9
日
犯

罪
対
策
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
）

 

①
 
反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
基
本
原
則

 

○
 
組
織
と
し
て
の
対
応

 

○
 
外
部
専
門
機
関
と
の
連
携

 

○
 
取
引
を
含
め
た
一
切
の
関
係
遮
断

 

○
 
有
事
に
お
け
る
民
事
と
刑
事
の
法
的
対
応

 

○
 
裏
取
引
や
資
 
提
供
の
禁
止

 

②
 
反
社
会
的
勢
力
の
と
ら
え
方

 

暴
力
、
威
力
と
詐
欺
的
手
法
を
駆
使
し
て
経
済
的
利
益
を
追
求
す
る
集
団
又
は
個
人
で
あ
る
「
反

社
会

3
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（
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

か
ら

の
報

告
や

届
出

書
の

提
出

等
に

よ
り

事
故

等
が

あ
っ

た
こ

と
を

把
握

し
た

場
合

に
は
、
事
実
関
係
、
発
生
原
因
分
析
、
改
善
・
対
応
策
等
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ

て

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切

な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供

法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪

質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－

２
－
１
－

３
 

組
織
犯

罪
等

へ
の
対

応
 

（
１
）
主
な
着
眼
点

 

 
融
機
関
が
、
組
織
的
犯
罪
、
資
 
洗
浄
（
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
）
、
テ
ロ
資
 
供
与
に
利
用
さ
れ
、
犯
罪

収
益
等
の
拡
大
に
貢
献
す
る
こ
と
等
を
防
ぐ
に
は
、
 
融
機
関
自
身
が
全
社
的
に
高
度
で
強
固
な
法
令
等
遵
守
態
勢

を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
犯
収
法
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
取
引
時
確
認
、
取
引
記
録
等
の
保
存
、
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
等
の
措
置
（
犯
収
法
第

1
1
条
に
基
づ
く

取
引
時
確
認
等
の
措
置
を
い
う
。
以
下
「
取
引
時
確
認
等
の
措
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
内
部
管
理
態
勢
を
構
築
す

る
こ
と
は
、
組
織
犯
罪
に
よ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
濫
用
を
防
止
し
、
我
が
国
 
融
・
資
本
市
場
に
対
す
る
信
頼
を
確

保
す
る
た
め
に
も
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

 

 
融

機
関

が
顧

客
と

の
間

で
行

う
取

引
を

媒
介

す
る

こ
と

で
顧

客
接

点
と

な
る

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
つ

い
て
も
、
 
融
機
関
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
が
、
組
織
的
犯
罪
、
資
 
洗
浄
（
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
）
、
テ

ロ
資

 
供
与
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
担
い
得
る
立
場
に
あ
る
。

 

こ
の
よ
う
な
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
立
場
や
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営

を
確
保
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
と
の
法
目
的
に
も
鑑
み
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お

け
る
組
織
犯
罪
等
へ
の
対
応
の
た
め
の
態
勢
整
備
の
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
規

模
・
特
性
も
考
慮
し
つ
つ
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
、
組
織
犯
罪
等
の
遂
行
を
容
易
に
す
る
行
為
や
組

織
犯
罪
等
を
助
長
又
は
組
織
犯
罪
等
に
加
担
す
る
行
為
の
ほ
か
、
 
融
機
関
に
よ
る
取
引
時
確
認
等
の
措
置
の
履
行

を
阻
害
す
る
行
為
（
 
融
機
関
と
の
間
で
取
り
決
め
た
義
務
の
不
履
行
を
含
む
。
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
に
留
意
す
る
。

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
組
織
犯
罪
等
へ
の
対

応
に
係
る
態
勢
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス

提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る

54
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平
素
よ
り
警
察
と
の
パ
イ
プ
を
強
化
し
、
組
織
的
な
連
絡
体
制
と
問
題
発
生
時
の
協
力
体
制
を
構
築
す
る
こ
と

に
よ
り
、
脅
迫
・
暴
力
行
為
の
危
険
性
が
高
く
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
直
ち
に
警
察
に
通
報
す
る
体
制
と
な

っ
て
い
る
か
。

 
ハ
．
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
が
判
明
し
た
場
合
及
び
反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
不
当
要
求
が
な
さ
れ
た
場
合
等
に

お
い
て
、
当
該
情
報
を
反
社
会
的
勢
力
対
応
部
署
へ
迅
速
か
つ
適
切
に
報
告
・
相
談
す
る
体
制
と
な
っ
て
い
る

か
。
ま
た
、
反
社
会
的
勢
力
対
応
部
署
は
、
当
該
情
報
を
迅
速
か
つ
適
切
に
経
営
陣
に
対
し
報
告
す
る
体
制
と

な
っ
て
い
る
か
。
さ
ら
に
、
反
社
会
的
勢
力
対
応
部
署
に
お
い
て
実
際
に
反
社
会
的
勢
力
に
対
応
す
る
担
当
者

の
安
全
を
確
保
し
担
当
部
署
を
支
援
す
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
か
。

 
③
 
適
切
な
事
前
審
査
の
実
施

 
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
反
社
会
的
勢
力
に
関
す
る
情
報
等
を
活
用
し
た
適
切
な

事
前
審
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
契
約
書
や
取
引
約
款
へ
の
暴
力
団
排
除
条
項
の
導
入
を
徹
底
す
る
な
ど
、
反

社
会
的
勢
力
が
取
引
先
と
な
る
こ
と
を
防
止
し
て
い
る
か
。

 
④
 
適
切
な
事
後
検
証
の
実
施

 
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
遮
断
を
徹
底
す
る
観
点
か
ら
、
既
存
の
契
約
の
適
切
な
事
後
検
証
を
行
う
た
め
の
態

勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 
⑤
 
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
解
消
に
向
け
た
取
組
み

 
イ
．
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
が
判
明
し
た
旨
の
情
報
が
反
社
会
的
勢
力
対
応
部
署
を
経
由
し
て
迅
速
か
つ
適
切

に
取
締
役
等
の
経
営
陣
に
報
告
さ
れ
、
経
営
陣
の
適
切
な
指
示
・
関
与
の
も
と
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

か
。

 
ロ
．
平
素
か
ら
警
察
・
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
・
弁
護
士
等
の
外
部
専
門
機
関
と
緊
密
に
連
携
し
つ
つ
、

反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
の
解
消
を
推
進
し
て
い
る
か
。

 
ハ
．
事
後
検
証
の
実
施
等
に
よ
り
、
取
引
開
始
後
に
取
引
の
相
手
方
が
反
社
会
的
勢
力
で
あ
る
と
判
明
し
た
場
合

に
は
、
関
係
の
遮
断
を
図
る
な
ど
、
反
社
会
的
勢
力
へ
の
利
益
供
与
に
な
ら
な
い
よ
う
配
意
し
て
い
る
か
。

 
ニ
．
い
か
な
る
理
由
で
あ
れ
、
反
社
会
的
勢
力
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
資
 
提
供
や
不
適
切
・
異

例
な
取
引
を
行
わ
な
い
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
⑥
 
反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
不
当
要
求
へ
の
対
処

 
イ
．
反
社
会
的
勢
力
に
よ
り
不
当
要
求
が
な
さ
れ
た
旨
の
情
報
が
反
社
会
的
勢
力
対
応
部
署
を
経
由
し
て
迅
速
か

つ
適
切
に
取
締
役
等
の
経
営
陣
に
報
告
さ
れ
、
経
営
陣
の
適
切
な
指
示
・
関
与
の
も
と
対
応
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
か
。

 
ロ
．
反
社
会
的
勢
力
か
ら
の
不
当
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
積
極
的
に
警
察
・
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
・

弁
護
士
等
の
外
部
専
門
機
関
に
相
談
す
る
と
と
も
に
、
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
等
が
示
し
て
い
る
不
当

要
求
対
応
要
領
等
を
踏
ま
え
た
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 
特
に
、
脅
迫
・
暴
力
行
為
の
危
険
性
が
高
く
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
直
ち
に
警
察
に
通
報
を
行
う
こ
と
と

3
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的
勢

力
」

を
と

ら
え

る
に

際
し

て
は

、
暴

力
団

、
暴

力
団

関
係

企
業

、
総

会
屋

、
社

会
運

動
標

榜
ゴ

ロ
、

政
治
活
動
標
榜
ゴ
ロ
、
特
殊
知
能
暴
力
集
団
等
と
い
っ
た
属
性
要
件
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、
暴
力
的
な

要
求
行
為
、
法
的
な
責
任
を
超
え
た
不
当
な
要
求
と
い
っ
た
行
為
要
件
に
も
着
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
（
平
成

2
3
年

1
2
月

2
2
日
付
警
察
庁
次
長
通
達
「
組
織
犯
罪
対
策
要
綱
」
参
照
）
。

 

 

（
２
）
主
な
着
眼
点

 

反
社
会
的
勢
力
と
は
一
切
の
関
係
を
も
た
ず
、
反
社
会
的
勢
力
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
関
係
を
有
し
て
し
ま
っ

た
場
合
に
は
、
相
手
方
が
反
社
会
的
勢
力
で
あ
る
と
判
明
し
た
時
点
で
可
能
な
限
り
速
や
か
に
関
係
を
解
消
す
る
た

め
の

態
勢

整
備

及
び

反
社

会
的

勢
力

に
よ

る
不

当
要

求
に

適
切

に
対

応
す

る
た

め
の

態
勢

整
備

の
検

証
に

つ
い

て

は
、
個
々
の
取
引
状
況
等
を
考
慮
し
つ
つ
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
点
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
、
 

融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
顧
客
が
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
（
顧
客
が
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
行
為
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法

第
1
1
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
媒
介
、
同
条
第
３
項
に
規
定
す

る
媒
介
、
同
条
第
４
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び

同
条

第
５

項
に

規
定

す
る

媒
介

を
い

う
。
）

に
よ

り
締

結
す

る
契

約
（

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
締

結
す

る
も

の

を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
 
融
機
関
と
の
間
の
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
遮
断
に

関
す
る
役
割
分
担
を
適
切
に
踏
ま
え
、
機
械
的
・
画
一
的
な
取
扱
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
組
織
と
し
て
の
対
応

 

反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
の
遮
断
に
組
織
的
に
対
応
す
る
必
要
性
・
重
要
性
を
踏
ま
え
、
担
当
者
や
担
当
部
署

だ
け
に
任
せ
る
こ
と
な
く
取
締
役
等
の
経
営
陣
が
適
切
に
関
与
し
、
組
織
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
単
体
の
み
な
ら
ず
、
グ
ル
ー
プ
一
体
と
な
っ
て
、
反
社
会
的
勢
力
の
排
除
に
取

り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

②
 
反
社
会
的
勢
力
対
応
部
署
に
よ
る
一
元
的
な
管
理
態
勢
の
構
築

 

反
社

会
的

勢
力

と
の

関
係

を
遮

断
す

る
た

め
の

対
応

を
総

括
す

る
部

署
（

以
下

「
反

社
会

的
勢

力
対

応
部

署
」

と
い
う
。
）
を
整
備
し
、
反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
一
元
的
な
管
理
態
勢
が
構
築
さ
れ
、
機

能
し
て
い
る
か
。

 

特
に
、
一
元
的
な
管
理
態
勢
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
十
分
留
意
し
て
い
る
か
。

 

イ
．
反
社
会
的
勢
力
対
応
部
署
に
お
い
て
反
社
会
的
勢
力
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
収
集
・
分
析
す
る
と
と
も

に
、
当
該
情
報
を
一
元
的
に
管
理
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
、
適
切
に
更
新
（
情
報
の
追
加
、
削
除
、
変

更
等
）
す
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
当
該
情
報
の
収
集
・
分
析
等
に
際
し
て
は
、
グ
ル
ー
プ
内
で

情

報
の
共
有
に
努
め
、
自
主
規
制
機
関
等
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
を
適
切
に
活
用
し
て
い
る
か
。
さ
ら
に
、
反
社

会
的

勢
力

に
関

す
る

情
報

を
取

引
先

の
審
査

や
当

該
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

お
け

る
株

主
の

属
性

判
断

等
を
行
う
際
に
、
活
用
す
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
反
社
会
的
勢
力
対
応
部
署
に
お
い
て
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
や
継
続
的
な
研
修
活
動
、
警
察
・
暴
力
追
放

運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
・
弁
護
士
等
の
外
部
専
門
機
関
と
の
平
素
か
ら
の
緊
密
な
連
携
体
制
の
構
築
を
行
う
な
ど
、

反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
を
遮
断
す
る
た
め
の
取
組
み
の
実
効
性
を
確
保
す
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
か
。
特
に
、
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4
0

 

 

な
取
引
の
防
止
が
求
め
ら
れ
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
顧
客
に
関
す
る
情
報
及
び
法
人
関
係
情
報
（
以
下
「
顧
客
等
に
関
す

る
情
報
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
管
理
し
得
る
態
勢
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
例

え
ば
以
下
の
点
に
留
意
し
て
検

証
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 

（
１
）
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
管
理
態
勢
に
係
る
留
意
事
項

 
①
 
経
営
陣
は

、
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
管
理
の
適
切
性
を
確
保
す
る
必
要
性
及

び
重
要
性
を
認
識
し
、
適
切
性
を

確
保
す
る
た
め
の
組
織
体
制
の
確
立
（
部
門
間
に
お
け
る
適
切
な
牽
制
の
確
保
を
含
む
。
）
、
社
内
規
程
の
策
定
等
、

内
部
管
理
態
勢
の
整
備
を
図
っ
て
い
る
か
。

 
②
 
顧
客
等
に

関
す
る
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
取
扱
基
準
を
定
め

た
上
で
、
研
修
等
に
よ
り
役
職
員

に
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。
特
に
、
当
該
情
報
の
他
者
へ
の
伝
達
に
つ
い
て
は
、
上
記

の
法
令
、
保
護
法

ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
、
 
融
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
実
務
指
針
の
規
定
等
に
従
い
手
続
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
な
検
討

を
行
っ
た
上
で
取
扱
基
準
を
定
め
て
い
る
か
。

 
③
 
顧
客
等
に

関
す
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
管
理
の
徹
底
（
ア
ク
セ
ス
権
限
を
付
与
さ
れ
た
本
人
以
外
が
使
用
す

る

こ
と

の
防

止
等

）
、

内
部

関
係

者
に

よ
る

顧
客

等
に

関
す

る
情

報
の

持
ち

出
し

の
防

止
に

係
る

対
策

、
外

部
か

ら

の
不
正
ア
ク
セ
ス
の
防
御
等
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
の
堅
牢
化
な
ど
の
対
策
を
含
め
、
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
の
管

理
状
況
を
適
時
・
適
切
に
検
証
で
き
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
か
。

 
ま
た
、
特

定
職
員
に
集
中
す
る
権
限
等
の
分
散
や
、
幅
広
い
権
限
等
を
有
す
る
職
員
へ
の
管
理
・
牽
制
の
強
化

を
図
る
等
、
顧

客
等
に
関
す
る
情
報
を
利
用
し
た
不
正
行
為
を
防
止
す

る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
図
っ
て
い
る
か
。
 

④
 
顧
客
等
に

関
す
る
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
（
注
）
す
る
場
合
に
講
じ
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
－
２
－
１

０
（
１
）
を
参
照
の
こ
と
。

 
（
注
）「

委
託
」
と
は
、
契
約
の
形
態
や
種
類
を
問
わ
ず
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
他
の
者
に
顧
客
等
に
関
す

る
情
報
の
取
扱
い
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
一
切
を
含
む
。
ま
た
、
形

式

上
、
委
託
契
約
が
結
ば
れ
て
い
な
く
と
も
そ
の
実
態
に
お
い
て
委
託
と
同
視
し
得
る
場
合
や
当
該
委
託
さ

れ

た
業
務
等
が
海
外
で
行
わ
れ
る
場
合
も
含
む
。

 
⑤
 
顧
客
等
に

関
す
る
情
報
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
適
切
に
責
任
部

署
へ
報
告
さ
れ
、
二
次
被
害
等
の

発
生
防
止
の
観
点
か
ら
、
対
象
と
な
っ
た
顧
客
等
へ
の
説
明
、
当
局
へ
の
報
告
及
び
公
表
が
迅
速
か
つ
適
切
に
行

わ
れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 
ま
た
、
情

報
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
原
因
を
分
析
し
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。
さ

ら
に
は
、
他
社
に
お
け
る
漏
え
い
事
故
等
を
踏
ま
え
、
類
似
事
例
の
再
発
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
検
討

を

行
っ
て
い
る
か
。

 
⑥
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
複
数
の
 
融
機
関
か
ら
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
受
託
し
て
い
る
場
合
は
、
一

の
 

融
機

関
の

た
め

の
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
で

得
た

顧
客

情
報

が
顧

客
の

同
意

な
く

そ
の

他
の

 
融
機

関

の
た
め
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
流
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
顧
客
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
た

め
の

方
法
や
態
勢
（
例
え
ば
、
組
織
・
担
当
者
の
分
離
、
設
備
上
・
シ
ス
テ
ム
上
の
情
報
障
壁
の
設
置
、
情
報
の
遮
断

3
9

 

 

し
て
い
る
か
。

 

ハ
．
反
社
会
的
勢
力
か
ら
の
不
当
要
求
に
対
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
事
上
の
法
的
対
抗
手
段
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

積
極
的
に
被
害
届
を
提
出
す
る
な
ど
、
刑
事
事
件
化
も
躊
躇
し
な
い
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

ニ
．
反
社
会
的
勢
力
か
ら
の
不
当
要
求
が
、
事
業
活
動
上
の
不
祥
事
や
役
職
員
の
不
祥
事
を
理
由
と
す
る
場
合
に

は
、
反
社
会
的
勢
力
対
応
部
署
の
要
請
を
受
け
て
、
不
祥
事
案
を
担
当
す
る
部
署
が
速
や
か
に
事
実
関
係
を
調

査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

⑦
 
株
主
情
報
の
管
理

 

定
期
的
に
自
社
株
の
取
引
状
況
や
株
主
の
属
性
情
報
等
を
確
認
す
る
な
ど
、
株
主
情
報
の
管
理
を
適
切
に
行
っ

て
い
る
か
。

 

 （
３
）
監
督
手
法
・
対
応

 

検
査
結
果
や
日
常
の
監
督
事
務
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
反
社
会
的
勢
力
と
の
関

係
を
遮
断
す
る
た
め
の
態
勢
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 

融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お

け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
、
反
社
会
的
勢
力
へ
の
資
 
提
供
や
反
社
会
的
勢
力

と
の
不
適
切
な
取
引
関
係
を
認
識
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
関
係
解
消
に
向
け
た
適
切
な
対
応
が
図
ら
れ
な
い
な

ど
内
部
管
理
態
勢
が
極
め
て
脆
弱
で
あ
り
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保

護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ

く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
認
め

ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
厳
正
な
処
分
に
つ
い
て
、
必

要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－
２
－
２
 
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
管
理
態
勢

 
顧
客
に
関
す
る
情
報
は
、
 
融
取
引
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
適
切
な
管
理
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
極
め
て

重
要
で
あ
る
。

 

そ
の
う
ち
特
に
、
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
仲
介
業
等
府
令
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
通
則
編
）
、

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
外
国
に
あ
る
第
三
者
へ
の
提
供
編
）
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
第
三
者
提
供
時
の
確
認
・
記
録
義
務
編
）

及
び
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
匿
名
加
工
情
報
編
）（
以
下
、
合
わ
せ
て
「
保
護
法
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
、
 
融
分
野
に

お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
「
 
融
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
並
び
に
 
融
分
野
に

お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
安
全
管
理
措
置
等
に
つ
い
て
の
実
務
指
針
（
以
下
「
実
務
指
針
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
適
切
な
取
扱
い
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

 

ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
法
人
関
係
情
報
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
1
8
条
第
３
号
に
掲
げ
る
法
人
関
係
情
報

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
入
手
し
得
る
立
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
厳
格
な
管
理
と
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
等
の
不
公
正
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4
2

 

 

⒜
 
労
働
組
合
へ
の
加
盟
に
関
す
る
情
報

 

⒝
 
民
族
に
関
す
る
情
報

 

⒞
 
性
生
活
に
関
す
る
情
報

 

⒟
 
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
２
条
第
４
号
に
定
め
る
事
項
に
関
す
る
情
報

 

⒠
 
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
２
条
第
５
号
に
定
め
る
事
項
に
関
す
る
情
報

 

⒡
 
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
に
関
す
る
情
報

 

⒢
 
社
会
的
身
分
に
関
す
る
情
報

 

③
 
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
（
カ
ー
ド
番
号
、
有
効
期
限
等
）
を
含
む
個
人
情
報
（
以
下
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

情
報
等
」
と
い
う
。
）
は
、
情
報
が
漏
え
い
し
た
場
合
、
不
正
使
用
に
よ
る
な
り
す
ま
し
購
入
な
ど
二
次
被
害
が
発

生
す
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
上
記
①
・
②
に
加
え
、
特
に
以
下
の
措
置
を
講
じ

て
い
る
か
。

 

イ
．
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
等
に
つ
い
て
、
利
用
目
的
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
た
適
切
な
保
存
期
間
を
設
定

し
、
保
存
場
所
を
限
定
し
、
保
存
期
間
経
過
後
適
切
か
つ
速
や
か
に
廃
棄
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
業
務
上
必
要
と
す
る
場
合
を
除
き
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
等
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
画
面
に
表
示
す
る
際
に

は
、
カ
ー
ド
番
号
を
全
て
表
示
さ
せ
な
い
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

ハ
．
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
等
を
保
護
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
及
び
シ
ス
テ
ム
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
に
つ

い
て
、
定
期
的
又
は
随
時
に
点
検
・
立
入
検
査
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

④
 
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
者
提
供
に
関
し
て
、
 
融
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第

1
1

 
条
等
を
遵
守
す
る
た
め
の
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。
特
に
、
そ
の
業
務
の
性
質
や
方
法
に
応
じ
て
、
以
下
の
点
に
も
留
意
し
つ
つ
、
個
人
で
あ

る
顧
客
か
ら
適
切
な
同
意
の
取
得
が
図
ら
れ
て
い
る
か
。

 

イ
．
 
融
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
３
条
を
踏
ま
え
、
個
人
で
あ
る
顧
客
か
ら

P
C
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
非
対

面
に
よ
る
方
法
で
第
三
者
提
供
の
同
意
を
取
得
す
る
場
合
、
同
意
文
言
や
文
字
の
大
き
さ
、
画
面
仕
様
そ
の
他

同
意
の
取
得
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
者
提
供
先
、
当
該
提
供
先
に
提
供
さ
れ
る
情
報
の
内
容
及

び
当
該
提
供
先
に
お
け
る
利
用
目
的
に
つ
い
て
、
個
人
で
あ
る
顧
客
が
明
確
に
認
識
で
き
る
よ
う
な
仕
様
と
し

て
い
る
か
。

 

ロ
．
過
去
に
個
人
で
あ
る
顧
客
か
ら
第
三
者
提
供
の
同
意
を
取
得
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
三
者
提
供
先

や
情
報
の
内
容
が
異
な
る
場
合
、
又
は
あ
ら
か
じ
め
特
定
さ
れ
た
第
三
者
提
供
先
に
お
け
る
利
用
目
的
の
達
成

に
必
要
な
範
囲
を
超
え
た
提
供
と
な
る
場
合
に
は
、
改
め
て
個
人
で
あ
る
顧
客
の
同
意
を
取
得
し
て
い
る
か
。
 

ハ
．
第
三
者
提
供
先
が
複
数
に
及
ぶ
場
合
や
、
第
三
者
提
供
先
に
よ
り
情
報
の
利
用
目
的
が
異
な
る
場
合
、
個
人

で
あ
る
顧
客
に
お
い
て
個
人
デ
ー
タ
の
提
供
先
が
複
数
に
及
ぶ
こ
と
や
各
提
供
先
に
お
け
る
利
用
目
的
が
認

識
で
き
る
よ
う
、
同
意
の
対
象
と
な
る
第
三
者
提
供
先
の
範
囲
や
同
意
の
取
得
方
法
、
時
機
等
を
適
切
に
検
討

し
て
い
る
か
。

 

ニ
．
第
三
者
提
供
の
同
意
の
取
得
に
当
た
っ
て
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
や
個
人
で
あ
る
顧
客
と
の
利
益
相
反
等
の

弊
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
留
意
し
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
個
人
で
あ
る
顧
客
が
、
第
三
者
提
供
先
や

第
三
者
提
供
先
に
お
け
る
利
用
目
的
、
提
供
さ
れ
る
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
、
過
剰
な
範
囲
の
同
意
を
強
い
ら

れ
る
等
し
て
い
な
い
か
。

 

4
1

 

 

に
関
す
る
社
内
規
則
の
制
定
及
び
研
修
等
社
員
教
育
の
徹
底
等
の
顧
客
情
報
管
理
体
制
）
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い

る
か
。

 

ま
た
、
上
記
の
流
用
に
係
る
顧
客
の
同
意
を
得
る
場
合
に
お
い
て
は
、
下
記
（
２
）
④
に
準
じ
て
適
切
な
同
意

の
取
得
が
図
ら
れ
て
い
る
か
。

 

⑦
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
等

（
仲
介
業
等
府
令
第

2
0
条
第
２
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
非
公
開
 
融
情
報
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
非
公
開
保

険
情
報
、
第

1
1
1
条
第
１
項
第

2
4
号
に
規
定
す
る
非
公
開
融
資
等
情
報
を
含
む
。
）
を
他
の
種
別
の
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
や
兼
業
業
務
に
利
用
す
る
場
合
、
及
び
兼
業
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
等

を
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
令
及
び
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
の
自
主

規
制
規
則
等
に
基
づ
き
当
該
利
用
に
係
る
顧
客
の
同
意
を
得
る
場
合
に
お
い
て
は
、
下
記
（
２
）
④
に
準
じ
て
適

切
な
同
意
の
取
得
が
図
ら
れ
て
い
る
か
。

 

⑧
 
独
立
し
た
内
部
監
査
部
門
等
に
お
い
て
、
定
期
的
又
は
随
時
に
、
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
管
理
に
係
る
幅
広
い

業
務
を
対
象
に
し
た
監
査
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

ま
た
、
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
管
理
に
係
る
監
査
に
従
事
す
る
職
員
の
専
門
性
を
高
め
る
た
め
、
研
修
の
実
施

等
の
方
策
を
適
切
に
講
じ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
個
人
情
報
管
理
に
係
る
留
意
事
項

 

①
 
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

3
6
条
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
安
全
管
理
、

従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の

漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
と
し
て
以
下
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
か
。

 

（
安
全
管
理
に
つ
い
て
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
）

 

イ
．
 
融
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
８
条
の
規
定
に
基
づ
く
措
置

 

ロ
．
実
務
指
針
Ⅰ
及
び
別
添
２
の
規
定
に
基
づ
く
措
置

 

（
従
業
者
の
監
督
に
つ
い
て
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
）

 

ハ
．
 
融
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
９
条
の
規
定
に
基
づ
く
措
置

 

ニ
．
実
務
指
針
Ⅱ
の
規
定
に
基
づ
く
措
置

 

（
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
）

 

ホ
．
 
融
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第

1
0

 
条
の
規
定
に
基
づ
く
措
置

 

ヘ
．
実
務
指
針
Ⅲ
の
規
定
に
基
づ
く
措
置

 

②
 
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ

の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
注
）
を
、
仲
介
業
等
府
令
第

3
8
条
の
規
定
に
基
づ
き
 
融
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

第
５
条
第
１
項
各
号
に
列
挙
す
る
場
合
を
除
き
、
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
か
。

 

（
注
）
そ
の
他
特
別
の
非
公
開
情
報
と
は
、
以
下
の
情
報
を
い
う
。
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4
4

 

 

（
注
）
例
え
ば
、
途
上
与
信
を
行
う
た
め
に
取
得
し
た
信
用
情
報
を
勧
誘
に
二
次
利
用
し
た
場
合
や
信
用
情

報
を
内
部
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
取
り
込
み
当
該
内
部
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
勧
誘
に
利
用
し
た
場
合
等
（
債

権
の
保
全
を
目
的
と
し
た
利
用
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
も
、
返
済
能
力
の

調
査
以
外
の
目
的
に
よ
る
使

用
に
該
当
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

ｃ
．
信
用

情
報
の
提
供
依
頼
及
び
使
用
等
に
関
し
て
、
貸
付
け
の
契
約
の
申
込
状
況
、
信
用
情
報
の
提
供
依
頼

の
目
的
、
資
 
需
要
者
等
か
ら
の
同
意
及
び
使
用
状
況
等
に
つ
い

て
事
後
的
に
確
認
で
き
る
態
勢
が
整
備
さ

れ
て
い
る
か
。

 

ｄ
．
役
職

員
の
異
動
、
退
職
又
は
営
業
所
等
の
統
廃
合
等
の
際
な
ど
、
関
係
者
に
よ
る
信
用
情
報
の
漏
え
い
等

の
防
止
な
ど
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

ｅ
．
信
用

情
報
の
提
供
依
頼
及
び
使
用
等
に
関
し
て
、
特
定
役
職
員
に
集
中
す
る
権
限
等
の
分
散
や
、
幅
広
い

権
限
等
を
有
す
る
役
職
員
へ
の
管
理
・
牽
制
の
強
化
を
図
る
等
、
信
用
情
報
の
目
的
外
使
用
等
を
防
止
す
る

た
め
の
適
切
な
措
置
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

③
 
内
部
管
理

部
門
等
に
よ
る
実
効
性
確
保
の
た
め
の
措
置

 

信
用
情
報
の
使
用
等
に
関
し
て
、
内
部
管
理
部
門
に
お
け
る
定
期
的
な
点
検
や
内
部
監

査
を
通
じ
、
そ
の
実
施

状
況
を
把
握
・
検
証
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
当
該
検
証
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
に
応
じ
て
実
施
方
法
等
の

見

直
し
を
行
う
な
ど
、
信
用
情
報
の
適
正
な
使
用
等
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
５
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
顧
客
等
に
関
す
る
情

報
管
理
態
勢
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提

供
法

3
5

 
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主

的
な
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は

顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7

 
条
の
規
定

に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行

為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
 
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等

の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－

２
－
３
 

顧
客

の
誤
認

防
止

等
 

（
１
）
意
義

 

顧
客
に
対
す
る
利
便
性
の
向
上
や
事
務
の
合
理
化
の
観
点
か
ら
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
そ
の
営
業
所
を

他
の

 
融

機
関

の
店
舗

と
同
一

の
建
物

内
に
設

置
す

る
場

合
や

自
ら

の
サ
イ
ト

と
 

融
機

関
の

サ
イ
ト

と
を
連
携

す
る
な
ど
の
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
際
、
顧
客
に
対
す
る
弊
害
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
Ⅵ
－
１
－
４
－
１
－
１
（
３
）
、
Ⅵ
－
１
－
４
－
１
－
３
（
１
）
も
参
照
の
こ

と
。

 

 

4
3

 

 

 （
３
）
法
人
関
係
情
報
を
利
用
し
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
等
の
不
公
正
な
取
引
の
防
止
に
係
る
留
意
事
項

 

①
 
役
職
員
及
び
そ
の
関
係
者
に
よ
る
、
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
社
内
規
則
を
整
備
し
、
必
要

に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
等
、
適
切
な
内
部
管
理
態
勢
を
構
築
し
て
い
る
か
。

 

②
 
役
職
員
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
等
の
不
公
正
な
取
引
の
防
止
に
向
け
、
職
業
倫
理
の
強
化
、
関
係
法
令
や

社
内
規
則
の
周
知
徹
底
等
、
法
令
等
遵
守
意
識
の
強
化
に
向
け
た
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

③
 
法
人
関
係
情
報
を
入
手
し
得
る
立
場
に
あ
る
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
役
職
員
及
び
そ
の
関
係
者
に
よ
る

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
の
実
態
把
握
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
方
法
の
見
直
し
を
行
う
等
、
適

切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

 （
４
）
信
用
情
報
の
目
的
外
使
用
等
の
防
止

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
又
は
そ
の
役
職
員
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

3
7
条
の
規
定
に
よ
り
、
信
用
情
報
に
関
す

る
機
関
（
資
 
需
要
者
の
借
入
 
返
済
能
力
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
す
る
当
該

情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
っ
て
個
人
で
あ
る
資
 
需
要
者
の
借
入
 
返

済
能
力
に
関
す
る
も
の
を
、
資
 
需
要
者
の
返
済
能
力
等
調
査
以
外
の
目
的
で
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

 

当
該
信
用
情
報
の
提
供
を
受
け
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留

意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
法
令
等
を
踏
ま
え
た
社
内
規
則
等
の
整
備

 

社
内
規
則
等
に
お
い
て
、
法
令
及
び
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
の
自
主
規
制
規
則
等
を
踏
ま
え
、
信
用

情
報
の
目
的
外
使
用
等
を
防
止
す
る
た
め
の
社
内
体
制
や
方
法
等
を
具
体
的
に
定
め
て
い
る
か
。

 

②
 
法
令
等
を
踏
ま
え
た
信
用
情
報
の
目
的
外
使
用
等
の
防
止
に
係
る
態
勢
の
構
築

 

イ
．
経
営
陣
は
、
信
用
情
報
の
目
的
外
使
用
等
が
重
大
な
法
令
違
反
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
自
ら
率
先
し

て
信
用
情
報
の
目
的
外
使
用
等
の
防
止
に
係
る
態
勢
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
。

 

ロ
．
役
職
員
が
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
、
信
用
情
報
の
適
正
な
使
用
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
社
内
研
修
等
に
よ
り

周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

ハ
．
社
内
規
則
等
に
則
り
、
信
用
情
報
の
目
的
外
使
用
等
を
防
止
す
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
検
証
に
当

た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

ａ
．
信
用
情
報
に
関
す
る
機
関
へ
の
信
用
情
報
の
提
供
依
頼
に
係
る
ア
ク
セ
ス
管
理
の
徹
底
（
ア
ク
セ
ス
権
限

を
付
与
さ
れ
た
本
人
以
外
が
使
用
す
る
こ
と
の
防
止
等
）
を
図
り
、
使
用
目
的
を
返
済
能
力
等
調
査
に
限
定

し
て
提
供
依
頼
を
行
う
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ｂ
．
信
用
情
報
に
関
す
る
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
信
用
情
報
を
使
用
す
る
役
職
員
が
特
定
さ
れ
、
返
済
能
力

等
調
査
に
限
定
し
て
使
用
す
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
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4
6

 

 

Ⅲ
－
２
－
５
 
誠
実
・
公
正
義
務
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
4
条
関
係
）

 

（
１
）
主
な
着
眼
点

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
顧
客
に
対
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
そ
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
自
ら
果
た
す
べ
き
役

割
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
当
事
者
と
な
る
 
融
機
関
と
の
間
の
委
託
関
係
・
資
本
的
関
係
・

人
的
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
顧
客
に
対
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
行
動
し
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
誠
実
・
公
正
義
務
上

の
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改

善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保

護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ

く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認

め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出

も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－
２
－
６
 
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
に
係
る
適
合
性
原
則

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
準
用
 
融
商
品
取
引
法
第

4
0
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
（
 

融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第
３
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結
に
つ
い
て
、
顧
客
の

知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
、
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締
結
す
る
目
的
や
リ
ス
ク
管
理
判
断
能
力
等
に
応
じ
た
取
引

内
容
や
取
引
条
件
に
留
意
し
、
顧
客
属
性
等
に
則
し
た
適
正
な
勧
誘
の
履
行
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
顧
客
に
対
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
遂
行
す
る
必
要
が
あ
る
（
 
融
サ

ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
4
条
）
。

 

そ
の
た
め
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
の
媒
介
の
前
提
と
し
て
、
提
供
す
る
 

融
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
適
切
に
把
握
す
る
た
め
の
態
勢
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
顧
客
の
属
性
等
及
び
取
引
実

態
を
的
確
に
把
握
し
得
る
顧
客
管
理
態
勢
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
顧
客

の
属
性
等
に
適
合
す
る
こ
と
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討
・
評
価
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上

で
、
顧
客
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
合
理
的
な
理
由
を
欠
く
媒
介
行
為
や
、
不
適
当
又
は
不
誠
実
な
媒
介
行
為
が
行
わ
れ
な

い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

以
上
を
踏
ま
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
よ
る
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
（
特
定
保
険
契
約
（
保
険
業
法
第

3
0

0

条
の
２
）
を
除
く
。
Ⅲ
－
２
－
６
に
お
い
て
同
様
。
）
の
締
結
の
媒
介
に
係
る
適
合
性
原
則
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

 
以
下

の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
の
媒
介
の
方
法
と
し
て
は
、

営
業
店
に
来
訪
し
た
顧
客
へ
の
勧
誘
、
電
話
に
よ
る
顧
客
へ
の
勧
誘
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
勧
誘
等
の
様
々
な

方
法
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
勧
誘
の
方
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

4
5

 

 

（
２
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
を
他
の
 
融
機
関
の
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
若
し
く

は
事
務
所
又
は
そ
の
代
理
店
等
（
顧
客
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
 
融
機
関
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
者

（
例
え
ば
、
保
険
仲
立
人
）
を
含
む
。
以
下
Ⅲ
－
２
－
３
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
同
一
建
物
、
同
一
フ
ロ
ア

に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
顧
客
の
誤
認
防
止
、
顧
客
情
報
の
保
護
及
び
防
犯
上
の
観
点
か
ら
、
以
下
の
点
に
つ
い

て
、
顧
客
に
対
し
て
十
分
に
説
明
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
設
備
を
共
用
す
る
場
合
に
当
該
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
自
ら
の
情
報
管
理
規
定
が
遵
守
で
き
る
よ
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

イ
 
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
当
該
 
融
機
関
又
は
そ
の
代
理
店
等
は
、
別
法
人
で
あ
る
こ
と
。

 

ロ
 
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
提
供
す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
は
、
当
該
 
融
機
関
又
は
そ
の
代
理
店
等
が

提
供
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 

②
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
自
ら
の
サ
イ
ト
と
 
融
機
関
の
サ
イ
ト
と
を
連
携
す
る
場
合
に
は
、
顧
客
の
誤

認
防
止
の
観
点
か
ら
、
例
え
ば
、
予
め
 
融
機
関
の
サ
イ
ト
に
遷
移
す
る
こ
と
を
顧
客
に
明
示
し
た
後
に
 
融
機

関
の
サ
イ
ト
に
遷
移
す
る
こ
と
等
を
含
め
た
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
サ
イ
ト
が
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
の
サ
イ
ト
で
あ
る
か
 
融
機
関
の
サ
イ
ト
で
あ
る
か
に
つ
い
て
顧
客
が
明
確
に
認
識
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
る
か
。

 

 

（
３
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
顧
客
の
誤
認
防
止
等

に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法

3
5

 

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善

状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護

の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く

業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め

ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8

 
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も

含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－
２
－
４
 
名
義
貸
し
の
禁
止

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
1
条
に
規
定
す
る
「
自
己
の
名
義
」
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
例
え
ば
、

当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
略
称
等
の
使
用
を
許
可
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
「
自
己
の
名
義
」
に
該
当
し
得
る

こ
と
に
留
意
す
る
。
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4
8

 

 

ｂ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
事
後
的
に
販
売
・
勧
誘
の
適
切
性
を
検
証
す
る
た
め
、
ａ
の
情
報
を
活
用
で

き
る
た
め
の
体
制

 

③
 
特
定
 
融

サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
媒
介
に
際
し
て
の
合
理
的
な
理

由
に
つ
い
て
の
検
討
・
評
価

 

イ
．
顧
客
に
対
す
る
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
媒
介
に
先
立
ち
、
そ
の
対
象
と
な
る
個
別
の
 
融
サ
ー
ビ

ス
や
当
該
顧
客
と
の
一
連
の
取
引
の
頻
度
・
 
額
が
、
把
握
し
た
顧
客
属
性
や
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締

結
す
る
目
的
に
適
う
も
の
で
あ
る
こ
と
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
・
評
価
を
行
っ
て
い
る
か
。
 

ロ
．
そ
の
検
討
・
評
価
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
特
性

等
に
応
じ
、
あ

ら
か
じ
め
、
 
融
サ

ー

ビ
ス
の
組
成
者
等
と
も
連
携
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
考
慮
要
素
や
手
続
を
も
っ
て
行
う
か
の
方
法
を
定
め
て
い

る
か
。

 

④
 
不
適
当
又

は
不
誠
実
な
媒
介
行
為

 

顧
客
に
対
す
る
不
適
当
又
は
不
誠
実
な
媒
介
行
為
と
し
て
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契

約
の
締
結
媒
介
行
為
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
。

 

イ
．
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
利
益
を
追
求
す
る
結
果
と
し
て
、
顧
客
と
の

一
連
の
取
引
の
経
過
を
み
た
と
き

に
、
顧
客
属

性
や
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
適

合
し
な
い
高
頻
度
の
 
融
商
品
の
売
買
を

勧
誘
し
、
顧
客
に
過
度
の
手
数
料
を
負
担
さ
せ
る
行
為
（
合
理
的
な
理
由
を
欠
く
高
頻
度
か
否
か
の
判
断
に
当

た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
顧
客
の
年
間
の
平
均
投
資
残
高
に
対
す
る
支
払
手
数
料
の
累
計
額
の
割
合
、
当
該
顧
客

の
過
去
の
取
引
頻
度
等
に
つ
い
て
、
通
常
の
投
資
行
動
か
ら
著
し
く
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
か
等
に
留
意
す

る
も
の
と
す
る
。
）

 

ロ
．
顧
客
に
対
し
、
顧
客
属
性
や
本
来
の
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を

締
結
す
る
目
的
に
適
合
し
な
い
 
融
サ
ー

ビ
ス
を
勧
誘
す
る
た
め
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
に
適
合
す
る
よ
う
な

特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締
結
す
る
目

的
へ
の
変
更
を
、
当
該
顧
客
に
そ
の
変
更
の
意
味
や
理
由
を
正
確
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
な
く
求
め
る
行
為

 

ハ
．
顧
客
属
性
や
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締
結
す
る
目
的
を
踏
ま
え
る
と
複
数
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
が
顧
客
に

適
合
す
る
可
能
性
の
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
合
理
的
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
手
数
料
の
高
い
特
定

 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
を
媒
介
す
る
行
為

 

⑤
 
内
部
管
理

部
門
に
よ
る
検
証

 

内
部
管
理
部
門
に
お
い
て
は
、
上
記
①
②
③
④
の
検
証
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
態
勢
の
見
直
し

を
行
う
等
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
し
て
い
る
か
。

 

⑥
 
一
般
投
資

家
の
申
出
に
よ
る
特
定
投
資
家
へ
の
移
行

 

準
用
 
融
商
品
取
引
法
第

3
4
条

の
３
第
１
項
及
び
同
法
第

3
4
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
一
般
投

資
家
」
で
あ
る
顧
客
よ
り
「
特
定
投
資
家
」
へ
の
移
行
の
申
出
を
受
け
た
際
に
は
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産

の
状
況
、
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
「
特
定
投
資
家
」
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が

ふ
さ
わ
し
い
か
否
か
を
考
慮
し
た
上
で
、
承
諾
の
可
否
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
か
。

 

 

4
7

 

 

こ
と
も
併
せ
て
留
意
す
る
。

 

（
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
の
適
切
な
把
握

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
媒
介
す
る
個
別
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
リ
ス
ク
、
リ
タ
ー
ン
、
コ
ス

ト
等
と
い
っ
た
顧
客
が
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
を
行
う
上
で
必
要
な
情
報
を
十
分
に
分
析
・
特
定
し
て

い
る
か
。
そ
の
上
で
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
特
性
等
に
応
じ
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
の
組
成
者
等
と
も
連
携
し
つ
つ
、

研
修
の
実
施
、
顧
客
へ
の
説
明
書
類
の
整
備
な
ど
を
通
じ
、
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
媒
介
に
携
わ
る
役

職
員
が
当
該
情
報
を
正
確
に
理
解
し
、
適
切
に
顧
客
に
説
明
で
き
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

②
 
顧
客
の
属
性
等
及
び
取
引
実
態
の
的
確
な
把
握
並
び
に
顧
客
情
報
の
管
理
の
徹
底

 

顧
客
の
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締
結
す
る
目
的
、
取
引
経
験
等
の
顧
客
属
性
等
や
顧
客
の
取
引
実
態
を
適

時
適
切
に
把
握
す
る
た
め
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
特
性
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
等
に
応
じ
て
適
切

な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
、
以
下
の
点
に
留
意
し
て
検
証
す
る
も
の
と
す
る
。

 

イ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
あ
た
り
、
例
え
ば
以
下
の
情
報

を
顧
客
か
ら
収
集
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
既
に
取
引
関
係
の
あ
る
顧
客
に
対
す

る
新
た
な
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
際
し
て
、
当
該
情
報
（
ａ
を
除
く
。
）
が
変
化
し
た
こ
と

を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
顧
客
に
確
認
を
取
っ
た
上
で
、
登
録
情
報
の
変
更
を
行
う
な
ど
適
切
な
顧
客
情
報
の

管
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
。

 

ａ
．
生
年
月
日
（
顧
客
が
自
然
人
の
場
合
に
限
る
。
）

 

ｂ
．
職
業
（
顧
客
が
自
然
人
の
場
合
に
限
る
。
）

 

ｃ
．
資
産
、
収
入
等
の
財
産
の
状
況

 

ｄ
．
過
去
の
特
定
預
 
等
契
約
（
銀
行
法
第

5
2
条
の

4
4
第
２
項
に
規
定
す
る
「
特
定
預
 
等
」
を
い
う
。
）
、

特
定
保
険
契
約
（
保
険
業
法
第

3
0

0
条
の
２
に
規
定
す
る
「
特
定
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）
、
 
融
商
品
取
引

契
約
（
 
融
商
品
取
引
法
第

3
4
条
に
規
定
す
る
「
 
融
商
品
取
引
契
約
」
を
い
う
。
）
の
締
結
及
び
そ
の
他

投
資
性
 
融
商
品
の
購
入
経
験
の
有
無
及
び
そ
の
種
類

 

ｅ
．
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締
結
す
る
動
機
・
目
的
、
そ
の
他
顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
情
報

 

ロ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
特
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
あ
た
り
、
顧
客
か
ら
収
集
し
た

イ
の
情
報
の
内
容
に
則
し
て
適
切
な
勧
誘
を
行
っ
て
お
り
、
当
該
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な

い
か
。

 

ハ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
準
用
 
融
商
品
取
引
法
第

3
7
条
の

3
の
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
に

関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
内
容
に
つ
い
て
イ
の
情
報
の
内
容
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理

解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
っ
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

ニ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
事
後
的
に
販
売
・
勧
誘
の
適
切
性
を
検
証
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
顧
客

か
ら
収
集
し
た
イ
の
情
報
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
体
制
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ａ
．
顧
客
か
ら
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
収
集
し
た
イ
の
情
報
を
適
切
に
保
管
す
る
た
め
の
体
制
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5
0

 

 

た
、
技
術
革
新
の
進

展
に
よ
り
、
今
後
、
事
業
者
間
の
連
携
は
増
え
、
連
携
に
伴
う
リ
ス
ク
も
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る

と

考
え
ら
れ
る
。

 

以
上
を
踏
ま
え
、
連
携
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
提
供
す
る
連
携
サ
ー
ビ

ス
に
伴
う
リ
ス
ク
特
性
を
踏
ま
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
利
用
者
や
連
携
先
の
利
用
者
（
以
下
、
Ⅲ
－
２
－
８
に
お

い
て
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
の
利
益
の
保
護
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
の
観
点
か
ら
、
当

該
リ
ス
ク
に
応
じ
た
管
理
態
勢
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
連
携
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業

者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－

２
－
８
－

１
 

主
な
着

眼
点

 
（
１
）
内
部
管
理
態
勢
の
整
備

 

①
 
経
営
陣
は

、
連
携
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
時
及
び
そ
の
内
容
・
方
法
の
変
更
時
に
お
い
て
、
内
部

管
理
部
門
に
連
携

サ
ー
ビ
ス
全
体
に
つ
き
利
用
者
等
の
利
益
の
保
護
に
係
る
問
題
点
を
含
め
内
在
す
る
リ
ス
ク
を
特
定
さ
せ
、
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
、
適
時
に
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

②
 
内
部
管
理

部
門
は
、
連
携
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
発
生
が
見
込
ま
れ
る
犯
罪
の

類
型
に
基
づ
き
、
関
連
す
る
犯
罪

の
発
生
状
況
や
手
口
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
分
析
を
行
い
、
今
後
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
犯
罪
手
口
も
考
慮
し
た

上
で

、
連

携
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

レ
ベ

ル
並

び
に

組
織

犯
罪

等
の

対
策

の
向

上
を

図
っ

て
い

る
か

。

ま
た
、
そ
の
内
容
を
定
期
的
か
つ
適
時
に
取
締
役
会
に
報
告
し
て
い
る
か
。

 

③
 
内
部
監
査

部
門
は
、
定
期
的
か
つ
適
時
に
、
連
携
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル
並
び
に
組
織
犯
罪

等
の
対
策
に
つ
い
て
監
査
を
行
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
監
査
結
果
を
取
締
役
会
に
報
告
し
て
い
る
か
。

 

④
 
経
営
陣
は

、
上
記
の
よ
う
な
、
リ
ス
ク
分
析
、
リ
ス
ク
軽
減
策
の
策
定
・
実
施
、
当
該
軽
減
策
の
評
価
・
見
直

し
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
が
機
能
す
る
環
境
を
作
り
出
し
て
い
る
か

。
 

 

（
２
）
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

 

①
 

不
正

取
引

を
防

止
す

る
観

点
か

ら
、

連
携

サ
ー

ビ
ス

の
導

入
時

及
び

そ
の

内
容

・
方

法
の

変
更

時
に

お
い

て
、

連
携
先
と
協
力
し
、
連
携
サ
ー
ビ
ス
全
体
の
リ
ス
ク
評
価
を
実
施
し
て
い
る
か
。

 

②
 
連
携
先
と
の
役
割
分
担
・
責
任
を
明
確
化
し
て
い
る
か
。

 

③
 
リ
ス
ク
評
価
を
踏
ま
え
、
連
携
先
と
協
力
し
、
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
適
切
か
つ
有
効
な
不
正
防
止
策
を
講
じ
て

い
る
か
。

 

例
え
ば
、
連
携
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
に
際
し
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
利
用
者
に
対

し
て
公
的
個
人
認
証

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
実

効
的

な
本

人
確

認
を

行
う

な
ど

、
適

切
か

つ
有

効
な

不
正

防
止

策
を

講
じ

て
い

る
か

。
 

ま
た
、
連
携
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
 
融
機
関
に
お
い
て
、
例
え
ば
固

定
式
の

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
に

よ
る

本
人

認
証

に
加

え
て

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

ト
ー

ク
ン

や
ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

ト
ー

ク
ン

に
よ

る
可

変
式

パ
ス

ワ
ー

ド
を

用

い
る
方
法
、
公
的
個
人
認
証
等
の
電
子
証
明
書
を
用
い
る
方
法
が
導
入
さ
れ
て
い

る
な
ど
、
実
効
的
な
多
要
素
認

証
等
の
認
証
方
式
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
。

 

4
9

 

 

（
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
適
合
性
の
原
則
等
に
関
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
者
の
態
勢
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提

供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自

主
的
な
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又

は
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規

定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反

行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令

等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－

２
－
７
 

複
数

の
 
融

機
関

の
同
種

の
内

容
の
 

融
サ

ー
ビ
ス

契
約

を
取
り

扱
う

場
合
の

顧
客

に
対
す

る
説

明
（

 

融
サ

ー
ビ
ス
提

供
法

第
2

5
条

第
１

項
、
仲

介
業

等
府
令

第
3

3
条

）
 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
複
数
の
 
融
機
関
の
同
種
の
内
容
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
以

下
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
事
前
に
、
顧
客
に
対
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
そ
の
説
明
方
法
に

つ

い
て
は
、
で
き
る
限
り
顧
客
が
理
解
し
や
す
い
方
法
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

①
 
顧
客
が
 
融
機
関
に
支
払
う
べ
き
手
数
料
（
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
手
数
料
と

同
種

の
も

の
と

し
て

 
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

に
関

し
て

顧
客

が
支

払
う

べ
き

対
価

を
含

む
。
）

の
額

と
同

種
の

契
約

に
つ

き
他
の
 
融
機
関
に
支
払
う
べ
き
手
数
料
の
額
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
旨

 

②
 
顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
と
同
種
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
取
り
扱
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
旨

 

③
 
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
上
記
②
の
同
種
の
契
約
の
内
容
そ
の
他
顧
客
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報

 

④
 
最
終
的
に
顧
客
の
取
引
の
相
手
方
と
な
る
 
融
機
関
の
商
号

 

 

Ⅲ
－

２
－
８
 

他
の

事
業
者

の
提

供
す
る

サ
ー

ビ
ス
と

の
連

携
 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
の
中
に
は
、
銀
行
・
保
険
会
社
（
保
険
業

法
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
「
保
険
会
社
」
、
同

条
第
７
項
に
規
定
す
る
「
外
国
保
険
会
社
等
」
、
同
法
第

2
1

9
 
条
第
１

 
項
に
規
定
す
る
「
引
受
社
員
」
及
び
同
法
第

2
2

3
 

条
第
１

 
項
に
規
定
す
る
「
免
許
特
定
法
人
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
少
額
短
期
保
険
業
者
（
保
険
業
法
第
２
条

第

1
8
項
に
規
定
す
る
「
少
額
短
期
保
険
業
者
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）（

以
下
、
保
険
会
社
と
少
額
短
期
保
険
業
者
を
総
称

し
て
「
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
・
 
融
商
品
取
引
業
者
・
登
録
 
融
機
関
・
貸
 
業
者
等
の
他
の
事
業
者
の
提
供
す

る

サ
ー
ビ
ス
と
連
携
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
連
携
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
。

 

こ
の
よ
う
な
連
携
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
利
用
者
に
と
っ
て
は
利
便
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス

と
な
り
得
る
一
方
、
例
え
ば
、
送
 
サ
ー
ビ
ス
（
為
替
取
引
）
と
連
携
す
る
場
合
に
お
い
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業

の

利
用
者
が
、
連
携
を
行
う
預
貯
 
口
座
（
以
下
「
連
携
口
座
」
と
い
う
。
）
の
預
貯
 
者
に
な
り
す
ま
し
、
不
正
取
引
を
行

う
な
ど
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
み
で
完
結
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
は
異
な
る
リ
ス
ク
が
介
在
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
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5
2

 

 

Ⅲ
－
２
－
８
－
２
 
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
連
携
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

関
す
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改
善
状

況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の
観
点

か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命

令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合

に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を

検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－
２
－
９
 
苦
情
等
へ
の
対
処
（
 
融

A
D

R
制
度
へ
の
対
応
も
含
む
）

 

（
１
）
相
談
・
苦
情
・
紛
争
等
（
苦
情
等
）
対
処
の
必
要
性

 

 
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
は
、
リ
ス
ク
を
内
在
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
専
門
性
・
不
可
視
性
等
と
も
あ
い
ま
っ
て

ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
 
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
・
提
供
に
関
し

て
は
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
し
顧
客
保
護
を
図
る
観
点
か
ら
情
報
提
供
等
の
事
前
の
措
置
を
十
分
に
講
じ
る
こ

と
に
加
え
、
苦
情
等
へ
の
事
後
的
な
対
処
が
重
要
と
な
る
。

 

近
年
、
 
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
に
よ
り
ト
ラ
ブ
ル
の
可
能
性
も
高
ま
っ
て
お
り
、
顧
客
保
護
を
図
り
、

顧
客
か
ら
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
苦
情
等
へ
の
事
後
的
な
対
処
が
さ
ら
に
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
、
簡
易
・
迅
速
に
 
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
を
行
う

た
め
の
枠
組
み
と
し
て
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、（
注
）
参
照
）
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
 
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
は
、
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
も
踏
ま
え
つ
つ
、
適
切
に
苦
情
等
に
対
処
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

（
注
）
Ａ
Ｄ
Ｒ
（

A
lt
e

rn
a

ti
v
e

 D
is

p
u

te
 R

e
s
o

lu
ti
o

n
）

 

訴
訟
に
代
わ
る
、
あ
っ
せ
ん
・
調
停
・
仲
裁
等
の
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
く
紛
争
の
解
決
方
法
で
あ
り
、
事
案
の

性
質
や
当
事
者
の
事
情
等
に
応
じ
た
迅
速
・
簡
便
・
柔
軟
な
紛
争
解
決
が
期
待
さ
れ
る
。

 

 

（
２
）
対
象
範
囲

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
に
関
す
る
申
出
と
し
て
は
、
相
談
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
苦
情
・
紛
争
な
ど
の
顧

客
か
ら
の
不
満
の
表
明
な
ど
、
様
々
な
態
様
の
も
の
が
あ
り
う
る
。
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
は
、
こ
れ
ら
の
様
々

な
態
様
の
申
出
に
対
し
て
適
切
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
か
か
る
対
処
を
可
能
と
す
る
た
め
の
適
切

な
内
部
管
理
態
勢
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

加
え
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
は
、
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
に
お
い
て
、
苦
情
と
紛
争
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

適
切
な
態
勢
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

 

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
苦
情
・
紛
争
の
区
別
は
相
対
的
で
相
互
に
連
続
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
 
融
Ａ

Ｄ
Ｒ
制
度
に
お
い
て
は
、
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
お
い
て
苦
情
処
理
手
続
と
紛
争
解
決
手
続
の
連
携
の
確
保
が
求
め
ら

5
1

 

 

④
 
犯
罪
手
口
の
高
度
化
・
巧
妙
化
を
含
め
た
環
境
変
化
や
自
社
又
は
他
の
事
業
者
に
お
け
る
事
件
の
発
生
状
況
を

踏
ま
え
、
定
期
的
か
つ
適
時
に
リ
ス
ク
を
認
識
・
評
価
し
、
不
正
防
止
策
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

⑤
 
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
、
利
用
者
等
の
利
益
の
保
護
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
の

観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
解
決
ま
で
の
間
、
連
携
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
サ
ー
ビ
ス
の

全
部
又
は
一
部
の
一
時
的
停
止
そ
の
他
の
適
切
な
対
応
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

 

（
３
）
利
用
者
等
へ
の
通
知

 

利
用
者
等
が
早
期
の
被
害
認
識
を
可
能
と
す
る
た
め
、
連
携
サ
ー
ビ
ス
等
と
の
連
携
に
際
し
、
連
携
先
と
協
力
し
、

あ
ら
か
じ
め
連
携
先
に
登
録
さ
れ
て
い
る
連
絡
先
に
通
知
す
る
な
ど
、
利
用
者
等
が
連
携
事
実
及
び
連
携
内
容
を
適

時
に
確
認
す
る
手
段
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

な
お
、
上
記
の
連
絡
の
方
法
に
よ
り
上
記
手
段
を
講
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
連
絡
先
の
認
証
が
堅
牢
で
あ
る
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 

（
４
）
不
正
取
引
の
検
知
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

 

連
携
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
不
正
取
引
の
防
止
の
観
点
か
ら
、
連
携
先
と
協
力
し
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
事

項
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

・
犯
罪
手
口
の
高
度
化
・
巧
妙
化
を
含
め
た
環
境
変
化
や
自
社
又
は
他
の
事
業
者
に
お
け
る
事
件
の
発
生
状
況
を
踏

ま
え
た
適
切
な
シ
ナ
リ
オ
・
閾
値
を
設
定
す
る
こ
と
で
不
正
が
疑
わ
れ
る
取
引
を
検
知
す
る
こ
と

 

・
上
記
に
基
づ
き
検
知
し
た
取
引
に
つ
い
て
連
携
先
と
の
間
で
適
時
に
情
報
を
共
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
サ
ー
ビ
ス

の
一
時
的
な
利
用
停
止
そ
の
他
の
措
置
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
調
査
を
実
施
す
る
こ
と

 

・
被
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
速
や
か
に
連
絡
す
る
こ
と

 

・
不
正
が
確
認
さ
れ
た

ID
の
停
止
等
を
実
施
す
る
こ
と

 

 

（
５
）
利
用
者
等
か
ら
の
相
談
対
応

 

①
 
利
用
者
等
か
ら
の
連
携
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
相
談
等
（
以
下
「
相
談
等
」
と
い
う
。
）
の
事
例
の
蓄
積
と
分
析
を

行
い
、
リ
ス
ク
の
早
期
検
知
・
改
善
を
行
う
た
め
の
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

②
 
連
携
先
に
関
す
る
相
談
等
も
含
め
、
真
摯
な
対
応
を
行
う
た
め
の
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
連
携
先

と
の
具
体
的
な
協
力
方
法
と
責
任
関
係
を
明
確
化
し
て
い
る
か
。

 

③
 
連
携
先
と
相
互
に
相
手
方
に
相
談
す
る
よ
う
促
す
な
ど
の
不
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
い
な
い
か
検
証
し
、
不
適

切
な
対
応
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
連
携
先
と
と
も
に
、
発
生
原
因
の
究
明
、
改
善
措
置
、
再
発
防
止
策
等
を

的
確
に
講
じ
て
い
る
か
。
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5
4

 

 

か
。
特
に

、
苦
情
等
対
処
に
お
け
る
主
管
部
署
及
び
担
当
者
が
、
個
々
の
職
員
が
抱

え
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
等

の
把
握
に
努
め
、
速
や
か
に
関
係
部
署
に
報
告
を
行
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ハ
．
苦
情
等

の
解
決
に
向
け
た
進
捗
管
理
を
適
切
に
行
い
、
長
期
未
済
案
件
の
発
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
未

済
案
件
の
速
や
か
な
解
消
を
行
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ニ
．
苦
情
等

の
発
生
状
況
に
応
じ
、
受
付
窓
口
に
お
け
る
対
応
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
顧
客
利
便
に
配
慮
し

た
ア
ク
セ
ス
時
間
・
ア
ク
セ
ス
手
段
（
例
え
ば
、
電
話
、
郵
便

、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
、
チ
ャ
ッ
ト

機

能
等
）
を
設
定
す
る
等
、
広
く
苦
情
等
を
受
け
付
け
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
受
付
窓

口
、

申
出
の
方
式
等
に
つ
い
て
広
く
公
開
す
る
と
と
も
に
、
顧
客
の
多
様
性
に
配
慮
し
つ
つ
分
か
り
や
す
く
周
知
す

る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ホ
．
苦
情
等
対
処
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
保
護
法
、
保
護
法
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
、
 

融

分
野

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

及
び

実
務

指
針

の
規

定
に

基
づ

く
適

切
な

取
扱

い
を

確
保

す
る

た
め

の
態

勢
を

整
備

し

て
い
る
か
（
Ⅲ
－
２
－
２
参
照
）
）
。

 

ヘ
．
業
務
の
外
部
委
託
先
が
行
う
委
託
業
務
に
関
す
る
苦
情
等
に
つ
い
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
自
身
へ
の

直
接
の
連
絡
体
制
を
設
け
る
な
ど
、
迅
速
か
つ
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
態
勢
を
整
備

し
て
い
る
か
（
Ⅲ
－
２

－
１
２
（
２
）
参
照
）
。

 

ト
．
苦
情
等
対
処
に
当
た
っ
て
は
、
損
失
補
填
等
の
禁
止
（
準
用
 
融
商
品
取
引
法
第

3
9
条
）
規
定
と
の
関

係

を
踏
ま
え
、
適
切
な
対
応
を
と
る
た
め
の
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

チ
．
反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
苦
情
等
を
装
っ
た
圧
力
を
通
常
の
苦
情
等
と
区
別
し
、
断
固
た
る
対
応
を

と
る
た
め
、

関
係
部
署
へ
の
速
や
か
な
連
絡
や
（
必
要
に
応
じ
て
）
警
察
等
関
係
機
関
と
の
連
携
等
を
適
切
に
行
え
る
態

勢

を
整
備
し
て
い
る
か
（
Ⅲ
－
２
－
１
－
４
参
照
）
。

 

④
 
顧
客
へ
の

対
応

 

イ
．
苦
情
等

へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
単
に
処
理
手
続
の
問
題
と
捉
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
後
的
な
説
明
態
勢
の

問
題
と
し
て
位
置
付
け
、
苦
情
等
の
内
容
に
応
じ
顧
客
か
ら
事
情
を
十
分
に
ヒ
ア
リ
ン

グ
し
つ
つ
、
可
能
な
限

り
顧
客
の
理
解
と
納
得
を
得
て
解
決
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
苦
情
等

を
申
し
出
た
顧
客
に
対
し
、
申
出
時
か
ら
処
理
後
ま
で
、
顧
客
特
性
に
も
配
慮

し
つ
つ
、
苦
情
等

対

処
の
手
続
の
進
行
に
応
じ
た
適
切
な
説
明
（
例
え
ば
、
苦
情
等
対
処
手
続
の
説
明
、
申
出
を
受
理
し
た
旨
の
通

知
、
進
捗
状
況
の
説
明
、
結
果
の
説
明
等
）
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ハ
．
申
出
の
あ
っ
た
苦
情
等
に
つ
い
て
、
自
ら
対
処
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
苦
情
等
の

内
容
や
顧
客
の
要
望
等
に

応
じ
て
適
切
な
外
部
機
関
等
を
顧
客
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
標
準
的
な
手
続
の
概
要
等
の
情
報
を
提
供

す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

な
お
、
複
数
あ
る
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
の
手
段
は
任
意
に
選
択
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
外
部
機
関
等
の
紹

介
に
当
た
っ
て
は
、
顧
客
の
選
択
を
不
当
に
制
約
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る

必
要

が
あ
る
。

 

ニ
．
外
部
機

関
等
に

お
い
て
、
苦
情
等
対
処
に
関
す
る
手
続
が
係
属
し
て
い
る
間
に
あ
っ
て
も
、
当
該
手
続
の
他

方
当
事
者
で
あ
る
顧
客
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
、
適
切
な
対
応
（
一
般
的
な
資
料
の
提
供
や
説
明
な
ど
顧
客
に

対
し
て
通
常
に
行
う
対
応
等
）
を
行
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

5
3

 

 

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
は
、
顧
客
か
ら
の
申
出
を
形
式
的
に
「
苦
情
」「

紛

争
」
に
切
り
分
け
て
個
別
事
案
に
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
相
対
性
・
連
続
性
を
勘
案
し
、
適
切
に
対
処

し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

  
 

Ⅲ
－

２
－
９
－

１
 

苦
情
等

対
処

に
関
す

る
内

部
管
理

態
勢

の
確
立

 
（
１
）
意
義

 
苦
情
等
へ
の
迅
速
・
公
平
か
つ
適
切
な
対
処
は
、
顧
客
に
対
す
る
説
明
責
任
を
事
後
的
に
補
完
す
る
意
味
合
い
を

持
つ
重
要
な
活
動
の
一
つ
で
も
あ
り
、
 
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
へ
の
顧
客
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
重
要
な
も
の

で
あ
る
。
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
措
置
・
対
応
を
含
め
、
顧
客

か

ら
申
出
が
あ
っ
た
苦
情
等
に
対
し
、
自
ら
迅
速
・
公
平
か
つ
適
切
に
対
処
す
べ
く
内
部
管
理
態
勢
を
整
備
す
る
必
要

が
あ
る
。

  
（
２
）
主
な
着
眼
点

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
苦
情
等
対
処
に
関
す
る
内
部
管
理
態
勢
を
整
備
す
る
に
当
た
り
、
業
務
の
規
模
・

特
性
に
応
じ
て
、
適
切
か
つ
実
効
性
あ
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
を
検
証
す
る
。
そ
の
際
、
機
械
的
・
画
一
的
な

運
用
に
陥
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
①
 
経
営
陣
の
役
割

 
取
締
役
会
は
、
苦
情
等
対
処
機
能
に
関
す
る
全
社
的
な
内
部
管
理
態
勢
の
確
立
に
つ
い
て
、
適
切
に
機
能
を
発

揮
し
て
い
る
か
。

 
②
 
社
内
規
則
等

 
イ
．
社
内
規
則
等
に
お
い
て
、
苦
情
等
に
対
し
迅
速
・
公
平
か
つ
適
切
な
対
応
・
処
理
を
可
能
と
す
る
よ
う
、
苦

情
等
に
係
る
担
当
部
署
、
そ
の
責
任
・
権
限
及
び
苦
情
等
の
処
理
手
続
（
事
務
処
理
ミ
ス
が
あ
っ
た
場
合
等
の

対
応
も
含
む
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
顧
客
の
意
見
等
を
業
務
運
営
に
反
映
す
る
よ
う
、
業
務
改
善
に
関
す
る

手
続
を
定
め
て
い
る
か
。

 
ロ
．
苦
情
等
対
処
に
関
し
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
よ
う
、
研
修
そ
の
他
の
方
策
（
マ
ニ
ュ

ア
ル
等
の
配
布
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
社
内
に
周
知
・
徹
底
を
す
る
等
の
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
特
に
、
顧
客
か
ら
の
苦
情
等
が
多
発
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ま
ず
社
内
規
則
（
苦
情
等
対
処
に
関
す
る
も
の

に
限
ら
な
い
。
）
等
の
営
業
店
に
対
す
る
周
知
・
徹
底
状
況
を
確
認
し
、
実
施
態
勢
面
の
原
因
と
問
題
点
を
検
証

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 
③
 
苦
情
等
対
処
の
実
施
態
勢

 
イ
．
苦
情
等
へ
の
対
処
に
関
し
、
適
切
に
担
当
者
を
配
置
し
て
い
る
か
。

 
ロ
．
顧
客
か
ら
の
苦
情
等
に
つ
い
て
、
関
係
部
署
が
連
携
の
上
、
速
や
か
に
処
理
を
行
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
る

63

日本取引所金融商品取引法研究　第22号 (2022.3)



5
6

 

 

 

（
２
）
主
な
着
眼
点

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
へ
の
対
応
に
当
た
り
、
業
務
の
規

模
・
特
性
に
応
じ
て
適
切
か

つ
実
効
性
あ
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
を
検
証
す
る
。
そ
の
際
、
機
械
的
・
画
一
的
な
運
用
に
陥
ら
な
い
よ
う
配

慮
し
つ
つ
、
例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

な
お

、
「

Ⅲ
－

２
－

９
－

１
 

苦
情

等
対

処
に

関
す

る
内

部
管

理
態

勢
の

確
立

」
に

お
け

る
留

意
点

も
参

照
す

る

こ
と
。

 

①
 
総
論

 

イ
．
手
続
実
施
基
本
契
約

 

ａ
．
紛
争
解
決
等
業
務
の
種
別
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第

1
3
項
に
規
定
す
る

紛
争
解
決
等
業
務
の

種
別
を
い
う
。
）
ご
と
に
存
在
す
る
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
と
の
間
で
、
速
や
か
に
手
続
実
施
基
本
契
約
を

締
結
し

て
い
る
か
。

 

ｂ
．
例
え
ば
、
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
指
定
取
消
し
や
新
た
な
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
指
定
な

ど
の
異
動
が
あ
っ
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、
顧
客
利
便
の
観
点
か
ら
最
善
の
策
を
選
択
し
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置
（
新
た
な

苦
情

処
理
措
置
・
紛
争
解
決
措
置
の
実
施
、
手
続
実
施
基
本
契
約
の
締
結
な
ど
）
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
顧
客

へ

周
知
す
る
等
の
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

ｃ
．
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
と
締
結
し
た
手
続
実
施
基
本
契
約
の
内
容
を
誠
実
に
履
行
す
る
態
勢
を
整
備
し
て

い
る

か
。

 

ロ
．
公
表
・
周
知
・
顧
客
へ
の
対
応

 

ａ
．
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
で
あ
る
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
名

称
又
は
商
号
、
及
び
連
絡
先
を

適
切
に
公
表
し
て
い
る
か
。

 

公
表
の
方
法
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
、
ポ
ス
タ
ー

の
店
頭
掲
示
、
パ
ン
フ

レ
ッ

ト
の
作
成
・
配
布
又
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
の
広
報
活
動
等
、
業
務
の
規
模
・
特

性
に
応
じ
た
措
置
を

と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
仮
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
閲
覧
で
き
な
い

顧
客

も
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
顧
客
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

公
表
す
る
際
は
、
顧
客
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
て
い
る
か
（
例
え
ば
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ

で
公
表
す
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
容
易
に
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
の
利
用
に
関
す
る
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ

ス
で

き
る
よ
う
な
表
示
が
望
ま
し
い
。
）
。

 

ｂ
．
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
に
関
し
、
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

ま
た
、
顧
客
か
ら
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
真
摯
な
対
応
を
と
る
と
と
も
に
、
当
事
者
間

の
話

合
い
で
は
顧
客
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
場
合
や
、
損
害
賠
償
 
額
の
確
定
が

困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
改
め

て
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

ｃ
．
手
続
実
施
基
本
契
約
も
踏
ま
え
つ
つ
、
顧
客
に
対
し
、
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
よ
る
標
準
的
な
手
続
の

フ
ロ

ー
や
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
利
用
の
効
果
（
時
効
の
完
成
猶
予
等
）
等
必
要
な
情
報
の
周
知
を
行
う
態
勢

を
整

備
し
て
い
る
か
。

 

5
5

 

 

⑤
 
情
報
共
有
・
業
務
改
善
等

 

イ
．
苦
情
等
及
び
そ
の
対
処
結
果
等
が
類
型
化
の
上
で
内
部
管
理
部
門
や
営
業
部
門
に
報
告
さ
れ
る
と
と
も
に
、

重
要
案
件
は
速
や
か
に
監
査
部
門
や
経
営
陣
に
報
告
さ
れ
る
な
ど
、
事
案
に
応
じ
必
要
な
関
係
者
間
で
情
報
共

有
が
図
ら
れ
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
苦
情
等
の
内
容
及
び
対
処
結
果
に
つ
い
て
、
自
ら
対
処
し
た
も
の
に
加
え
、
外
部
機
関
等
が
介
在
し
て
対
処

し
た
も
の
を
含
め
、
適
切
か
つ
正
確
に
記
録
・
保
存
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
苦
情
等
の
内
容
及
び
対

処
結
果
に
つ
い
て
、
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
よ
り
提
供
さ
れ
た
情
報
等
も
活
用
し
つ
つ
、
分
析
し
、
そ
の
分
析
結
果

を
継
続
的
に
顧
客
対
応
・
事
務
処
理
に
つ
い
て
の
態
勢
の
改
善
や
苦
情
等
の
再
発
防
止
策
・
未
然
防
止
策
の
策

定
等
に
活
用
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ハ
．
勧
誘
態
勢
や
事
務
処
理
の
改
善
や
再
発
防
止
等
の
策
定
等
に
取
り
組
ん
だ
後
に
販
売
、
契
約
し
た
商
品
、
取

引
に
関
す
る
苦
情
等
の
状
況
を
確
認
し
、
当
該
取
組
み
の
効
果
を
確
認
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ニ
．
苦
情
等
対
処
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
監
査
等
の
内
部
牽
制
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
る
よ
う
態
勢
を
整

備
し
て
い
る
か
。

 

ホ
．
苦
情
等
対
処
の
結
果
を
業
務
運
営
に
反
映
さ
せ
る
際
、
業
務
改
善
・
再
発
防
止
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
の
判
断
並
び
に
苦
情
等
対
処
態
勢
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
及
び
継
続
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
、
経
営
陣

が
指
揮
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

⑥
 
外
部
機
関
等
と
の
関
係
 

 

イ
．
苦
情
等
の
迅
速
な
解
決
を
図
る
べ
く
、
外
部
機
関
等
に
対
し
適
切
に
協
力
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。
 

ロ
．
外
部
機
関
等
に
対
し
て
、
自
ら
紛
争
解
決
手
続
の
申
立
て
を
行
う
際
、
自
ら
の
手
続
を
十
分
に
尽
く
さ
ず
に

安
易
に
申
立
て
を
行
う
の
で
は
な
く
、
顧
客
か
ら
の
苦
情
等
の
申
出
に
対
し
、
十
分
な
対
応
を
行
い
、
か
つ
申

立
て
の
必
要
性
に
つ
き
社
内
で
適
切
な
検
討
を
経
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

 

Ⅲ
－
２
－
９
－
２
 
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
へ
の
対
応

 
Ⅲ
－
２
－
９
－
２
－
１
 
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
存
在
す
る
場
合

 
（
１
）
意
義

 

顧
客
保
護
の
充
実
及
び
 
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
へ
の
顧
客
の
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
者
と
顧
客
と
の
実
質
的
な
平
等
を
確
保
し
、
中
立
・
公
正
か
つ
実
効
的
に
苦
情
等
の
解
決
を
図
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
に
お
い
て
、
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
よ
っ
て
、
専
門
家
等
関
与
の
も
と
、
第

三
者
的
立
場
か
ら
の
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

 

な
お
、
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
に
お
い
て
は
、
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
主
に
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
と
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
と
の
間
の
手
続
実
施
基
本
契
約
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第

1
4
項
に
規
定
す

る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
い
う
。
）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
は
、
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
に
お
い
て
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
を
行
う
趣
旨
を
踏

ま
え
つ
つ
、
手
続
実
施
基
本
契
約
で
規
定
さ
れ
る
義
務
等
に
関
し
、
適
切
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
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5
8

 

 

下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
な
お
、
「
Ⅲ
－
２
－
９
－
１
 
苦
情
等
対
処
に
関
す
る
内
部
管
理
態
勢
の
確
立
」
に
お
け
る
留
意
点
も
参
照
す
る

こ
と
。

 
①
 
総
論

 
イ
．
苦
情
処
理
措
置
・
紛
争
解
決
措
置
の
選
択

 
ａ
．
登
録
を
受
け
た
業
務
の
種
別
（
預
 
等
媒
介
業
務
、
保
険
媒
介
業
務
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
務
又
は
貸
 

業
貸
付
媒
介
業
務
の
別
を
い
う
。
）
ご
と
に
、
業
務
の
内
容
、
苦
情
等
の
発
生
状
況
及
び
営
業
地
域
等
を
踏
ま

え
て
、
法
令
で
規
定
さ
れ
て
い
る
以
下
の
各
事
項
の
う
ち
の
一
つ
又
は
複
数
を
苦
情
処
理
措
置
・
紛
争
解
決

措
置
と
し
て
適
切
に
選
択
し
て
い
る
か
。
な
お
、
そ
の
際
は
、
例
え
ば
、
顧
客
が
苦
情
・
紛
争
を
申
し
出
る

に
当
た
り
、
顧
客
に
と
っ
て
地
理
的
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
な
ど
、
顧
客
の
利
便
の
向
上

に
資
す
る
よ
う
な
取
組
み
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 
（
ａ
）
苦
情
処
理
措
置

 
ⅰ
）
苦
情
処
理
に
従
事
す
る
従
業
員
へ
の
助
言
・
指
導
を
一
定
の
経
験
を
有
す
る
消
費
生
活
専
門
相
談

員
等
に
行
わ
せ
る
こ
と

 
ⅱ
）
自
社
で
業
務
運
営
体
制
・
社
内
規
則
を
整
備
し
、
公
表
等
す
る
こ
と

 
ⅲ
）
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
を
利
用
す
る
こ
と

 
ⅳ
）
 
融
商
品
取
引
業
協
会
若
し
く
は
認
定
投
資
者
保
護
団
体
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
以
外
の
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
行
う
場
合
）
、
又
は
貸
 
業
協
会
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
を
行
う
場
合
）
を

利
用
す
る
こ
と

 
ⅴ
）
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と

 
ⅵ
）
他
の
業
態
の
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
を
利
用
す
る
こ
と

 
ⅶ
）
苦
情
処
理
業
務
を
公
正
か
つ
適
確
に
遂
行
で
き
る
法
人
を
利
用
す
る
こ
と

 
（
ｂ
）
紛
争
解
決
措
置

 
ⅰ
）
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
認
証
紛
争
解
決
手
続
を
利
用
す

る
こ
と

 
ⅱ
）
 
融
商
品
取
引
業
協
会
若
し
く
は
認
定
投
資
者
保
護
団
体
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
以
外
の
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
行
う
場
合
）
、
又
は
貸
 
業
協
会
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
を
行
う
場
合
）
を

利
用
す
る
こ
と

 
ⅲ
）
弁
護
士
会
を
利
用
す
る
こ
と

 
ⅳ
）
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と

 
ⅴ
）
他
の
業
態
の
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
を
利
用
す
る
こ
と

 
ⅵ
）
紛
争
解
決
業
務
を
公
正
か
つ
適
確
に
遂
行
で
き
る
法
人
を
利
用
す
る
こ
と

 
ｂ
．
苦
情
・
紛
争
の
処
理
状
況
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
継
続
的
に
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
苦
情
処
理
措
置
・

紛
争
解
決
措
置
に
つ
い
て
、
検
討
及
び
見
直
し
を
行
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
ｃ
．
「
苦
情
処
理
業
務
・
紛
争
解
決
業
務
を
公
正
か
つ
適
確
に
遂
行
で
き
る
法
人
」（
（
ａ
）
ⅶ
・
（
ｂ
）
ⅵ
）
を

5
7

 

 

ｄ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
を
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
媒
介
す
る
場
合
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
を
組

成
・
販
売
す
る
 
融
機
関
と
当
該
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
媒
介
し
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
い
っ
た
、
業
態

の
異
な
る
複
数
の
業
者
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
顧
客
の
問
題
意
識
を
把
握
し
た
上
で
、
問
題
の
発

生
原
因
に
応
じ
た
適
切
な
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
を
紹
介
す
る
な
ど
、
丁
寧
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

②
 
苦
情
処
理
手
続
・
紛
争
解
決
手
続
に
つ
い
て
の
留
意
事
項

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
手
続
実
施
基
本
契
約
に
よ
り
手
続
応
諾
・
資
料
提
出
・
特
別
調
停
案
尊
重
等
の
各

義
務
を
負
担
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

イ
．
共
通
事
項

 

ａ
．

指
定

Ａ
Ｄ

Ｒ
機

関
か

ら
手

続
応

諾
・

資
料

提
出

等
の

求
め

が
あ

っ
た

場
合

、
正

当
な

理
由

が
な

い
限

り
、

速
や
か
に
こ
れ
に
応
じ
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ｂ
．
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
か
ら
の
手
続
応
諾
・
資
料
提
出
等
の
求
め
に
対
し
拒
絶
す
る
場
合
、
苦
情
・
紛
争
の

原

因
と
な
っ
た
部
署
の
み
が
安
易
に
判
断
し
拒
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
組
織
と
し
て
適
切
に
検
討
を
実
施
す
る

態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。
ま
た

、
可
能
な
限
り
、
そ
の
判
断
の
理
由
（
正
当
な
理
由
）
に
つ
い
て
説
明
す

る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
紛
争
解
決
手
続
へ
の
対
応

 

ａ
．
紛
争
解
決
委
員
か
ら
和
解
案
の
受
諾
勧
告
又
は
特
別
調
停
案
の
提
示
が
さ
れ
た
場
合
、
速
や
か
に
受
諾
の

可
否
を
判
断
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ｂ
．
和
解
案
又
は
特
別
調
停
案
を
受
諾
し
た
場
合
、
担
当
部

署
に
お
い
て
速
や
か
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
履
行
状
況
等
を
監
査
部
門
等
が
事
後
検
証
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ｃ
．
和
解
案
又
は
特
別
調
停
案
の
受
諾
を
拒
絶
す
る
場
合
、
業
務
規
程
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

5
1
条
第

１
項

第
７

号
に

規
定

す
る

業
務

規
程

を
い

う
。
）

等
を

踏
ま

え
、

速
や

か
に

そ
の

理
由

を
説

明
す

る
と

と
も

に
、
訴
訟
提
起
等
の
必
要
な
対
応
を
行
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

 

Ⅲ
－

２
－
９
－

２
－

２
 
指

定
Ａ

Ｄ
Ｒ
機

関
が

存
在
し

な
い

場
合

 
（
１
）
意
義

 

 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
に
お
い
て
は
、
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
代
わ
り
に
苦
情
処
理
措

置
・
紛
争
解
決
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
法
令
上
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
措
置
を
適
切
に
実
施
し
、
 
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
・
紛
争
を
簡
易
・
迅
速
に
解
決
す
る
こ
と

に

よ
り
、
顧
客
保
護
の
充
実
を
確
保
し
、
 
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
へ
の
顧
客
の
信
頼
性
の
向
上
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

 

 

（
２
）
主
な
着
眼
点

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
苦
情
処
理
措
置
・
紛
争
解
決
措

置
を
講
じ
る
場
合
、
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
の
趣
旨
を

踏
ま
え
、
顧
客
か
ら
の
苦
情
・
紛
争
の
申
出
に
関
し
、
業
務
の
規
模
・
特
性
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
態
勢
を

整

備
し
て
い
る
か
を
検
証
す
る
。
そ
の
際
、
機
械
的
・
画
一
的
な
運
用
に
陥
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
例
え
ば
、
以
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ｂ
．
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
に
関
し
、
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
。

 
ま
た
、
顧
客
か
ら
の
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
真
摯
な
対
応
を
と
る
と
と
も
に
、
当
事
者
間
の

話
合
い
で
は
顧
客
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
場
合
や
、
損
害
賠
償
 
額
の
確
定
が
困
難

で
あ
る
場
合
に
は
、
改

め
て
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
。

 
ｃ
．
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
の
申
立
て
が
、
地
理
又
は
苦
情
・
紛
争

内
容
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
顧
客
に

紹

介
し
た
外
部
機
関
の
取
扱
範
囲
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
他
の
外
部
機
関
等
（
苦
情
処
理
措
置
・
紛
争

解
決

措
置

と
し

て
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

利
用

し
て

い
る

外
部

機
関

に
限

ら
な

い
。
）

に
よ

る
取

扱
い

が
ふ
さ
わ
し
い
と
き
は
、
他
の
外
部
機
関
等
を
顧
客
に
紹
介
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
ｄ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
お
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
を
組
成
・
販
売
す
る
 
融
機

関
と

当
該
 
融
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
契
約
を
媒
介
し
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
い
っ
た
、
業
態
の
異
な
る
複
数
の
業
者
が
関

係
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
顧
客
の
問
題
意
識
を
把
握
し
た
上
で
、
問
題
の
発
生
原
因
に
応
じ
た
適
切
な
外

部
機
関
を
紹
介
す
る
な
ど
、
丁
寧
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
か
。

 
ロ
．
手
続
へ
の
対
応

 
ａ
．
外
部

機
関
か

ら
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
の
手
続
へ
の
応
諾
、
事
実
関
係

の
調
査
又
は
関
係
資
料
の
提
出
等

を
要
請
さ
れ
た
場
合
、
当
該
外
部
機
関
の
規
則
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
速
や
か
に
こ
れ
に
応
じ
る
態
勢
を

整
備

し
て
い
る
か
。

 
ｂ
．
苦
情

処
理
・
紛
争
解
決
の
手
続
へ
の
応
諾
、
事
実
関
係
の
調
査
又
は
関
係
資
料
の
提
供
等
の
要
請
を
拒
絶

す
る
場
合
、
苦
情
・
紛
争
の
原
因
と
な
っ
た
部
署
の
み
が
安
易
に
判
断
し
拒
絶
す

る
の
で
は
な
く
、
苦
情
・

紛
争
内
容
、
事

実
・
資
料
の
性
質
及
び
外
部
機
関
の
規
則
等
を
踏
ま
え
て
、
組
織
と
し
て
適
切
に
検
討
を
実

施
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
当
該
外
部
機
関
の
規
則
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
可
能
な
限
り
拒
絶

の
理
由
に
つ
い
て
説
明
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
ｃ
．
紛
争
解
決
の

手
続
を
開
始
し
た
外
部
機
関
か
ら
和
解
案
、
あ
っ
せ
ん
案
等
の
解
決
案
（
以
下
、
ｄ
及

び
ｅ

に
お
い
て
「
解
決
案

」
と
い
う
。
）
が
提
示
さ
れ
た
場
合
、
当
該
外
部
機
関
の
規
則
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
速
や

か
に
受
諾
の
可
否
を
判
断
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
ｄ
．
解
決

案
を
受

諾
し
た
場
合
、
担
当
部
署
に
お
い
て
速
や
か
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
履
行
状
況
等
を

監
査
部
門
等
が
事
後
検
証
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
ｅ
．
解
決

案
の
受

諾
を
拒
絶
す
る
場
合
、
当
該
外
部
機
関
の
規
則
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
速
や
か
に
そ
の
理
由
を

説
明
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
対
応
を
行
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 
 

Ⅲ
－

２
－
９
－

３
 

各
種
書

面
へ

の
記
載

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
各
種
書
面
（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
等
）
に
お
い
て
 
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
へ
の
対
応
内
容

を
記
載
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
書
面
に
は
、
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
苦
情
処

理
措
置
・
紛
争
解
決
措
置
の
内
容
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
外
部
機
関
を
利

用
し
て
い
る
場
合
、
当
該
外
部
機
関
（
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
に
係
る
業
務
の
一
部
を
他
の
機
関
に
委
託
し
て
い
る
場
合

、

当
該
他
の
機
関
も
含
む
。
）
の
名
称
及
び
連
絡
先
な
ど
、
実
態
に
即
し
て
適
切
な
事
項
を
記
載
す
べ
き
こ
と
に
留
意
す

る
。

 
5
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利
用
す
る
場
合
、
当
該
法
人
が
苦
情
処
理
業
務
・
紛
争
解
決
業
務
を
公
正
か
つ
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る

経
理
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
で
あ
る
こ
と
（
仲
介
業
等
府
令
第

4
7
条
第
１
項
第
６
号
、
同

条
第
２
項
第
５
号
）
に
つ
い
て
、
相
当
の
資
料
等
に
基
づ
い
て
、
合
理
的
に
判
断
し
て
い
る
か
。

 

ｄ
．
外
部
機
関
を
利
用
す
る
場
合
、
必
ず
し
も
当
該
外
部
機
関
と
の
間
に
お
い
て
業
務
委
託
契
約
等
の
締
結
ま

で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
標
準
的
な
手
続
の
フ
ロ
ー
や
、
費
用
負
担
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
予
め

取
決
め
を
行
っ
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

ｅ
．
外
部
機
関
の
手
続
を
利
用
す
る
際
に
費
用
が
発
生
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
顧
客
の
費
用
負
担
が
過
大
と
な

ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
等
、
苦
情
処
理
と
紛
争
解
決
の
申
立
て
の
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を

講
じ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
運
用

 

苦
情
処
理
措
置
・
紛
争
解
決
措
置
の
適
用
範
囲
を
過
度
に
限
定
的
な
も
の
と
す
る
な
ど
、
不
適
切
な
運
用
を

行
っ
て
い
な
い
か
。
な
お
、
苦
情
処
理
措
置
と
紛
争
解
決
措
置
と
の
間
で
適
切
な
連
携
を
確
保
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
（
Ⅲ
－
２
－
９
（
２
）
参
照
）
。

 

②
 
苦
情
処
理
措
置
（
自
社
で
態
勢
整
備
を
行
う
場
合
）
に
つ
い
て
の
留
意
事
項

 

イ
．
消
費
生
活
専
門
相
談
員
等
に
よ
る
従
業
員
へ
の
助
言
・
指
導
態
勢
を
整
備
す
る
場
合

 

ａ
．
定
期
的
に
消
費
生
活
専
門
相
談
員
等
に
よ
る
研
修
を
実
施
す
る
等
、
苦
情
処
理
に
従
事
す
る
従
業
員
の
ス

キ
ル
を
向
上
さ
せ
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ｂ
．
消
費
生
活
専
門
相
談
員
等
と
の
連
絡
体
制
を
築
く
等
、
個
別
事
案
の
処
理
に
関
し
、
必
要
に
応
じ
、
消
費

生
活
専
門
相
談
員
等
の
専
門
知
識
・
経
験
を
活
用
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
自
社
で
業
務
運
営
体
制
・
社
内
規
則
を
整
備
す
る
場
合

 

ａ
．
苦
情
の
発
生
状
況
に
応
じ
、
業
務
運
営
体
制
及
び
社
内
規
則
を
適
切
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
当
該
体
制
・

規
則
に
基
づ
き
、
公
正
か
つ
適
確
に
苦
情
処
理
を
行
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ｂ
．
苦
情
の
申
出
先
を
顧
客
に
適
切
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
苦
情
処
理
に
係
る
業
務
運
営
体
制
及
び
社
内
規

則
を
適
切
に
公
表
し
て
い
る
か
。

 

周
知
・
公
表
の
内
容
と
し
て
、
必
ず
し
も
社
内
規
則
の
全
文
を
公
表
す
る
必
要
は
な
い
も
の
の
、
顧
客
が
、

苦
情
処
理
が
適
切
な
手
続
に
則
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
自
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
苦
情

処
理
に
お
け
る
連
絡
先
及
び
標
準
的
な
業
務
フ
ロ
ー
等
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

れ
に
関
連
す
る
部
分
を
公
表
し
て
い
る
か
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

な
お
、
周
知
･
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
、
Ⅲ
－
２
－
９
－
２
－
１
（
２
）
①
ロ
を
参
照
の
こ
と
。

 

③
 
苦
情
処
理
措
置
（
外
部
機
関
を
利
用
す
る
場
合
）
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
留
意
事
項

 

イ
．
周
知
・
公
表
等

 

ａ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
外
部
機
関
を
利
用
し
て
い
る
場
合
、
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
、
例
え
ば
、
顧

客
が
苦
情
・
紛
争
を
申
し
出
る
に
当
た
り
、
外
部
機
関
を
利
用
で
き
る
こ
と
や
、
外
部
機
関
の
名
称
及
び
連

絡
先
、
そ
の
利
用
方
法
等
、
外
部
機
関
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
顧
客
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、

周
知
・
公
表
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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2

 

 

同
視
し
得
る
場
合
や
当
該
外
部
委
託
さ
れ
た
業
務
等
が
海
外
で
行
わ
れ
る
場
合
も
含
む
。

 

⑤
 
委
託
業
務
に
関
し
て
契
約
ど
お
り
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
顧

客
利
便
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

⑥
 
委
託
先
に
お
け
る
目
的
外
使
用
の
禁
止
も
含
め
て
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
管
理
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
委
託
先

に
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

⑦
 
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該

情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
と
し
て
、
 
融
分
野
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
第

1
0

 
条
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
及
び
実
務
指
針
Ⅲ
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

⑧
 
外
部
委
託
先
の
管
理
に
つ
い
て
、
責
任
部
署
を
明
確
化
し
、
外
部
委
託
先
に
お
け
る
業
務
の
実
施
状
況
を
定
期

的
又
は
必
要
に
応
じ
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
等
、
外
部
委
託
先
に
お
い
て
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
管
理
が
適
切
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
。

 

⑨
 
外
部
委
託
先
に
お
い
て
漏
え
い
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ
、
速
や
か
に
委
託
元
に

報
告
さ
れ
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
。

 

⑩
 
外
部
委
託
先
に
よ
る
顧
客
等
に
関
す
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
限
に
つ
い
て
、
委
託
業
務
の
内
容
に
応
じ
て
必

要
な
範
囲
内
に
制
限
し
て
い
る
か
。

 

そ
の
上
で
、
外
部
委
託
先
に
お
い
て
ア
ク
セ
ス
権
限
が
付
与
さ
れ
る
役
職
員
及
び
そ
の
権
限
の
範
囲
が
特
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
。

 

さ
ら
に
、
ア
ク
セ
ス
権
限
を
付
与
さ
れ
た
本
人
以
外
が
当
該
権
限
を
使
用
す
る
こ
と
等
を
防
止
す
る
た
め
、
外

部
委
託
先
に
お
い
て
定
期
的
又
は
随
時
に
、
利
用
状
況
の
確
認
（
権
限
が
付
与
さ
れ
た
本
人
と
実
際
の
利
用
者
と

の
突
合
を
含
む
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
等
、
ア
ク
セ
ス
管
理
の
徹
底
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
。

 

⑪
 
二
段
階
以
上
の
委
託
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
外
部
委
託
先
が
再
委
託
先
等
の
事
業
者
に
対
し
て
十
分
な
監
督

を
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
再
委
託
先
等
の
事
業
者
に
対
し
て
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
自
身
に
よ
る
直
接
の
監
督
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

⑫
 
委
託
業
務
に
関
す
る
苦
情
等
に
つ
い
て
、
顧
客
か
ら
委
託
元
で
あ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
へ
の
直
接
の
連

絡
体
制
を
設
け
る
な
ど
適
切
な
苦
情
相
談
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
外
部
委
託
管
理
態
勢

に
係
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
又
は
そ
の
業
務
委
託
先
に
対
し
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め

る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応

を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ

ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の

6
1

 

 

 

Ⅲ
－
２
－
９
－
４
 
行
政
上
の
対
応

 
日
常
の
監
督
事
務
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
苦
情
等
対
処
態
勢
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
、

深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報

告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま

た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う

も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

ま
た
、
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
手
続
応
諾
の
求
め
に
応
じ
な
い

場
合
等
で
あ
っ
て
も
、
一
義
的
に
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
指
定
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
と
の
手
続
実
施
基
本
契
約
に
係
る
不

履
行
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
対
応
を
注
視
す
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
一
般
に
顧
客
と
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
の
間
で
生
じ
る
個
別
の
紛
争
は
、
私
法
上
の
契
約
に
係
る
問
題
で

あ
り
、
基
本
的
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
や
司
法
の
場
を
含
め
、
当
事
者
間
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

 

 

Ⅲ
－
２
－
１
０
 
外
部
委
託

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
事
務
の
外
部
委
託
を
行
う
場
合
で
も
、
当
該
委
託
事
務
に
係
る
最
終
的
な
責
任
を
免
れ
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
顧
客
保
護
及
び
経
営
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
容
に
応

じ
て
、
例
え
ば
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
以
下
の
点
は
あ
く
ま
で
一
般
的
な
着
眼
点
で
あ
り
、
委
託

事
務
の
内
容
等
に
応
じ
、
追
加
的
に
検
証
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
外
部
委
託
の
対
象
と
す
る
事
務
、
委
託
先
の
選
定
基
準
及
び
外
部
委
託
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
た
と
き
の
対
応
な

ど
を
規
定
し
た
社
内
規
則
等
を
定
め
、
役
職
員
が
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
適
切
な
取
扱
い
を
行
う
よ
う
、
社
内
研

修
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

②
 
外
部
委
託
し
て
い
る
事
務
の
リ
ス
ク
管
理
が
十
分
に
行
え
る
よ
う
な
態
勢
を
構
築
し
て
い
る
か
。

 

③
 
委
託
先
に
お
け
る
法
令
等
遵
守
態
勢
の
整
備
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示
を
行
う
な
ど
、
適
切
な
措
置
が
確
保
さ

れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
外
部
委
託
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
査
や
報
告
、
記
録
の
提
出
な
ど
監
督
当
局
に
対
す

る
義
務
の
履
行
等
を
妨
げ
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

④
 
委
託
契
約
に
よ
っ
て
も
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
顧
客
と
の
間
の
権
利
義
務
関
係
に
変
更
が
な
く
、
顧

客
に
対
し
て
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
自
身
が
業
務
を
行
っ
た
も
の
と
同
様
の
権
利
が
確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

（
注
）
外
部
委
託
に
は
、
形
式
上
、
外
部
委
託
契
約
が
結
ば
れ
て
い
な
く
と
も
そ
の
実
態
に
お
い
て
外
部
委
託
と
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4

 

 

れ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
事
務
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
、
事
務
リ
ス
ク
軽
減
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
講
じ

て
い
る
か
。

 

ハ
．
事
務
リ

ス
ク
の
管
理
部
門
は
、
例
え
ば
営
業
部
門
か
ら
独
立
す
る
な
ど
、
十
分
に

牽
制
機
能
が
発
揮
さ
れ
る

よ
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
事
務
に
係
る
諸
規
程
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
当
該
諸
規

程
は
必
要
に
応
じ
て
適
切
に
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

 

ニ
．

内
部

監
査

部
門

は
、

事
務

リ
ス

ク
管

理
態

勢
を

監
査

す
る

た
め

、
内

部
監

査
を

適
切

に
実

施
し

て
い

る
か

。

ま
た
、
事
務
リ
ス
ク
の
管
理
部
門
は
、
営
業
部
店
に
お
け
る
事
務
管
理
態
勢
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
措
置
を
講
じ
て

い
る
か
。
両
部
門
は
、
適
宜
連
携
を
図
り
営
業
部
店
の
事
務
水
準
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
事
務
の
外
部
委
託
に
つ
い
て

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
事
務
の
外
部
委
託
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
Ⅲ
－
２
－
１
０
を
参
照
す
る
。

 

 （
３
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
事
務
リ
ス
ク
管
理
態

勢
な
い
し
事
務
の
外
部
委
託
管
理
態
勢
に
係
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
又
は
そ
の
業
務
委
託

先
に
対
し
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を
把
握
す

る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら

重

大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命

令

を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場

合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要

な

対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－

２
－
１
３

 
シ

ス
テ
ム

リ
ス

ク
管
理

態
勢

 
Ⅲ

－
２

－
１
３

－
１

 
意
義

 
（
１
）
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
ミ
ス
や
脆
弱
性
等
に
よ
る
ダ
ウ
ン
又
は
誤
作

動
等
に
伴
い
、
利

用
者
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
並
び
に
 
融
機
関

が
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

が
不

正
に

使
用

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

利
用

者
及

び
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
並

び
に

 
融

機
関

が
損

失
を

被
る

リ

ス
ク
を
い
う
が
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
は
新
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
拡
大
等
に
伴
い
、
シ
ス

テ
ム

上
の

諸
課
題
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
仮
に
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に

お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
障

害
や
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
案
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
障
害
等
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
は
、
利
用
者
の
社

会
経
済
生
活
、
企
業
等
の
経
済
活
動
に
お
い
て
利
便
性
が
損
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
利
用
者
保
護
上
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
問
題
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
と
っ
て
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
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と
す
る
。

 

（
注

）
ヒ

ア
リ

ン
グ

は
、

委
託

者
で

あ
る

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

を
通

じ
て

事
実

関
係

等
を

把
握

す
る

こ
と

を
基

本
と
す
る
が
、
事
案
の
緊
急
性
や
重
大
性
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
、
外
部
委
託
先
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
並

行
し
て
行
う
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

ま
た
、
外
部
委
託
先
に
対
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
に
際
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
委
託
者
で
あ
る
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
同
席
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－

２
－
１
１

 
障

害
者
へ

の
対

応
 

（
１
）
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5

 
年
法
律
第

6
5
 
号
。
以
下
「
障
害
者
差
別

解
消
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
事
業
者
に
は
、
障
害
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
及
び
合
理
的
配
慮

の
努
力
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

 
ま

た
、

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

を
含

む
 

融
庁

所
管

事
業

者
に

つ
い

て
は

、
「

 
融

庁
所

管
事

業
分

野
に

お
け

る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
対
応
指
針
」（

平
成

2
8

 
年
告
示
第
３
号
。
以
下
「
障
害
者
差

別
解
消
対
応
指
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
具
体
的

な
取
扱
い
が
示
さ
れ
て
い
る
。

 

障
害
者
へ
の
対
応
に
当
た
っ
て
、
顧
客
保
護
及
び
利
用
者
利
便
の
観
点
も
含
め
、
障
害
者
差
別
解
消
法
及
び
障
害
者

差
別
解
消
対
応
指
針
に
則
り
適
切
な
対
応
を
行
う
、
対
応
状
況
を
把
握
・
検
証
し
対
応
方
法
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
、

内
部
管
理
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
に
留
意
し
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
障
害
者
か
ら
の
苦
情
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
障
害

者
へ
の
対
応
に
係
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
内
部
管
理
態
勢
の
整
備
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
内
部
管
理
態
勢
の
整
備
状
況
に
疑
義
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
報
告
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
含
む
。
）
を

求

め
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。
当
該
整
備
状
況
に
問
題
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
改
善
を
促
す
こ
と
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－

２
－
１
２

 
事

務
リ
ス

ク
管

理
態
勢

 
（
１
）
事
務
リ
ス
ク
管
理

 

事
務
リ
ス
ク
と
は
、
役
職
員
が
正
確
な
事
務
を
怠
る
、
あ
る
い
は
事
故
等
を
起
こ
す
こ
と
等
に
よ
り
顧
客
や
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
で
あ
る
。
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
事
務
リ
ス
ク
に
係
る
内
部
管

理
態
勢
を
適
切
に
整
備
し
、
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
よ
り
、
信
頼
性
の
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
例
え
ば
以
下
の
点
に
留
意
し
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

①
 
主
な
着
眼
点

 

イ
．
全
て
の
業
務
に
事
務
リ
ス
ク
が
所
在
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
適
切
な
事
務
リ
ス
ク
管
理
態
勢
が
整
備
さ

68
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等
に
応
じ
て
、
不
断
に
見
直
し
を
実
施
し
て
い
る
か
。

 

③
 
経
営
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
シ
ス
テ
ム
障
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
速
や
か
に
経
営
上
責
任
を
負
う
立
場

の
者
に
対
し
て
報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
、
速
や
か
に
問
題
の
解
決
を
図
る
態
勢
を
構
築
で
き
る
よ
う

検
討
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

 

（
３
）
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
の
特
定
・
分
析
・
評
価
等

 

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
担
当
部
署
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
に
よ
る
大
量
取
引
の
発
生
や
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡

充
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
影
響
の
複
雑
化
・
広
範
化
な
ど
を
踏
ま
え
、
定
期
的
に
又
は
適
時
（
新
規
サ
ー
ビ
ス

（
利
用
者
へ
の
影
響
の
大
き
い
変
更
や
、
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
の
大
規
模
な
販
売
促
進
活
動
を
行
う

場
合
を
含
む
。
）
の
提
供
時
を
含
む
が
、
こ
れ
に
限
ら
れ
な
い
）
に
リ
ス
ク
を
特
定
・
分
析
・
評
価
し
て
い
る
か
。

 

ま
た
、
当
該
リ
ス
ク
に
対
し
て
十
分
な
対
応
策
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

 

（
４
）
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理

 

①
 
情
報
資
産
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
方
針
の
策
定
、
組
織
体
制
の
整
備
、
社
内
規
程
の
策
定
、
内
部
管
理
態

勢
の
整
備
を
図
り
、
定
期
的
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
他
社
に
お
け
る
不
正
事
案
等
も
参
考
に
、
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
態
勢
の

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
継
続
的
な
改
善
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

②
 
情
報
の
機
密
性
、
完
全
性
、
可
用
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
情
報
資
産
の
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
遂
行
の
責

任
者
を
定
め
、
そ
の
役
割
・
責
任
を
明
確
に
し
た
上
で
、
管
理
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
同
責
任
者
は
、
シ
ス
テ
ム
、

デ
ー
タ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
上
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
統
括
し
て
い
る
か
。

 

③
 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
不
正
使
用
防
止
対
策
、
不
正
ア
ク
セ
ス
防
止
対
策
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
等

の
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
侵
入
防
止
対
策
等
を
実
施
し
て
い
る
か
。

 

④
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
責
任
を
負
う
べ
き
利
用
者
の
重
要
情
報
を
網
羅
的
に
洗
い
出
し
、
把
握
、
管
理
し

て
い
る
か
。
利
用
者
の
重
要
情
報
の
洗
い
出
し
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
業
務
、
シ
ス
テ
ム
、
及
び
外
部

委
託
先
を
対
象
範
囲
と
し
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
洗
い
出
し
の
対
象
範
囲
と
す
る
こ
と
も
検
討
し

て
い
る
か
。

 

・
通
常
の
業
務
で
は
使
用
し
な
い
シ
ス
テ
ム
領
域
に
格
納
さ
れ
た
デ
ー
タ

 

・
障
害
解
析
の
た
め
に
シ
ス
テ
ム
か
ら
出
力
さ
れ
た
障
害
解
析
用
デ
ー
タ

 

⑤
 
洗
い
出
し
た
利
用
者
の
重
要
情
報
に
つ
い
て
、
重
要
度
判
定
や
リ
ス
ク
評
価
を
実
施
し
て
い
る
か
。

 

 
 
 
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
要
度
や
リ
ス
ク
に
応
じ
、
以
下
の
よ
う
な
情
報
管
理
ル
ー
ル
を
策
定
し
て
い
る
か
。

 

•
 
情
報
の
暗
号
化
、
マ
ス
キ
ン
グ
の
ル
ー
ル

 

•
 
情
報
を
利
用
す
る
際
の
利
用
ル
ー
ル

 

•
 
記
録
媒
体
等
の
取
扱
い
ル
ー
ル

 
等

 

⑥
 
洗
い
出
し
た
利
用
者
の
重
要
情
報
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
不
正
ア
ク
セ
ス
、
不
正
情
報
取
得
、
情
報
漏
え

い
等
を
牽
制
、
防
止
す
る
仕
組
み
を
導
入
し
て
い
る
か
。
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理
態
勢
の
充
実
強
化
は
重
要
で
あ
る
。

 

（
２
）
た
だ
し
、
以
下
の
着
眼
点
に
記
述
さ
れ
て
い
る
字
義
ど
お
り
の
対
応
が
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
な
さ

れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
も
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
規
模
・
業
務
の
特
性
等
や
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
の
シ
ス
テ
ム
の
み
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
利
用
者
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
シ
ス
テ

ム
を
経
由
せ
ず
と
も
、
直
接
的
に
 
融
機
関
の
シ
ス
テ
ム
等
を
利
用
す
れ
ば
利
用
者
の
目
的
が
達
成
可
能
で
あ
る
場

合
も
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
特
段
の
問
題
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
直
ち
に
改
善

を
求
め
る
必
要
は
な
い
。

 

（
注
）
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
案
と
は
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
や
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
悪
用
に
よ
り
、
サ

イ
バ
ー
空
間
を
経
由
し
て
行
わ
れ
る
不
正
侵
入
、
情
報
の
窃
取
、
改
ざ
ん
や
破
壊
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
作
動

停
止
や
誤
作
動
、
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
や

D
D

o
S
攻
撃
等
の
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
イ
バ
ー
攻
撃
」
に
よ
り

、

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
脅
か
さ
れ
る
事
案
を
い
う
。

 

 

Ⅲ
－

２
－
１
３

－
２

 
主
な

着
眼

点
 

シ
ス

テ
ム

リ
ス

ク
管

理
態

勢
の

検
証

に
つ

い
て

は
、

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
規

模
・

業
務

の
特

性
等

に
応

じ
て

、

例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
し
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
１
）
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
に
対
す
る
認
識
等

 

①
 
経
営
陣
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
が
十
分
認
識
さ
れ
、
全
社
的
な
リ
ス
ク
管
理
の
基
本
方
針
が
策
定
さ
れ

て
い
る
か
。

 

②
 

経
営

陣
は

、
シ

ス
テ

ム
障

害
等

の
未

然
防

止
、

発
生

時
の

被
害

拡
大

防
止

及
び

迅
速

な
復

旧
対

応
に

つ
い

て
、

経
営
上
の
重
大
な
課
題
と
認
識
し
、
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

③
 
経
営
陣
は
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
十
分
な
知
識
・
経

験
を
有
し
業
務
を
適
切
に
遂
行
で
き
る
者
を
、
シ
ス
テ
ム
を
統
括
管
理
す
る
役
員
と
し
て
定
め
て
い
る
か
。

 

④
 
経
営
陣
は
、
シ
ス
テ
ム
障
害
等
発
生
の
危
機
時
に
お
い
て
、
果
た
す
べ
き
責
任
や
と
る
べ
き
対
応
に
つ
い
て
具

体
的
に
定
め
て
い
る
か
。

 

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
自
ら
が
指
揮
を
執
る
訓
練
を
行
う
等
し
て
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
し
て
い
る
か
。

 

 

（
２
）
適
切
な
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
確
立

 

①
 
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
の
基
本
方
針
が
定
め
ら
れ
、
管
理
態
勢
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
。
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管

理
の

基
本

方
針

に
は

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ポ

リ
シ

ー
（

組
織

の
情

報
資

産
を

適
切

に
保

護
す

る
た

め
の

基
本

方
針

）

及
び
外
部
委
託
先
に
関
す
る
方
針
が
含
ま
れ
て
い
る
か
。

 

②
 
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
整
備
・
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
第
三
者
が
示
す
評
価
や

基
準
な
ど
、
客
観
的
な
水
準
が
判
定
で
き
る
も
の
を
根
拠
と
し
て
整
備
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク

管
理
態
勢
の
見
直
し
に
関
し
て
は
、
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
把
握
・
分
析
、
リ
ス
ク
管
理
の
実
施
結
果
や
技
術
進
展
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•
 
内
部
対
策
（
例
え
ば
、
特
権

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
適
切
な
管
理
、
不
要
な

ID
の
削
除
、
特
定
コ
マ
ン
ド
の
実

行
監
視
 
等
）

 

•
 
出
口
対
策
（
例
え
ば
、
通
信
ロ
グ
・
イ
ベ
ン
ト
ロ
グ
等
の
取
得
と
分
析
、
不
適
切
な
通
信
の
検
知
・
遮
断
 
等
）

 

④
 
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。
 

•
 
攻
撃
元
の

IP
ア
ド
レ
ス
の
特
定
と
遮
断

 

•
 
D

D
o

S
攻
撃
に
対
し
て
自
動
的
に
ア
ク
セ
ス
を
分
散
さ
せ
る
機
能

 

•
 
シ
ス
テ
ム
の
全
部
又
は
一
部
の
一
時
的
停
止

 
等

 

⑤
 
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
に
つ
い
て
、

O
S
の
最
新
化
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
パ
ッ
チ
の
適
用
な
ど
必
要
な
対
策
を
適
時

に
講
じ
て
い
る
か
。

 

⑥
 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
侵
入
検
査
や
脆
弱
性
診
断
等
を
活
用
す
る
な
ど
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
水
準
の
定
期
的
な
評
価
を
実
施
し
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

⑦
 
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
想
定
し
た
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
（
緊
急
時
対
応
計
画
）
を
策
定
し
、
訓
練
や
見

直
し
を
実
施
し
、
高
度
化
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

 

（
６
）
シ
ス
テ
ム
企
画
・
開
発
・
運
用
管
理

 

①
 
現
行
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み
及
び
開
発
技
術
の
継
承
を
含
め
、
事
業
継
続
の
た
め
に
必
要
な
人
材
の
確
保
及
び
技

術
的
対
応
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
、
実
施
し
て
い
る
か
。

 

②
 
提
供
す
る
新
サ
ー
ビ
ス
、
 
融
機
関
の

A
P

I
仕
様
変
更
及
び
認
証
方
式
の
変
更
等
に
つ
い
て
、
利
用
者
側
の
動

作
環
境
を
踏
ま
え
た
テ
ス
ト
シ
ナ
リ
オ
を
設
定
し
、
検
証
し
て
い
る
か
。

 
 

  

（
７
）
シ
ス
テ
ム
監
査

 

①
 
シ
ス
テ
ム
部
門
か
ら
独
立
し
た
内
部
監
査
部
門
に
お
い
て
、
定
期
的
な
シ
ス
テ
ム
監
査
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

②
 
シ
ス
テ
ム
関
係
に
精
通
し
た
要
員
に
よ
る
内
部
監
査
や
、
シ
ス
テ
ム
監
査
人
等
に
よ
る
外
部
監
査
の
活
用
を
行

っ
て
い
る
か
。

 

③
 
監
査
の
対
象
は
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
に
関
す
る
業
務
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
か
。

 

④
 
シ
ス
テ
ム
監
査
の
結
果
は
、
適
切
に
経
営
陣
に
報
告
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 

（
８
）
外
部
委
託
管
理

 

①
 
外
部
委
託
先
の
選
定
に
当
た
り
、
選
定
基
準
に
基
づ
き
評
価
、
検
討
の
上
、
選
定
し
て
い
る
か
。

 

②
 
外
部
委
託
契
約
に
お
い
て
、
外
部
委
託
先
と
の
役
割
分
担
・
責
任
、
監
査
権
限
、
再
委
託
手
続
き
、
提
供
さ
れ

る
サ
ー
ビ
ス
水
準
等
を
定
め
て
い
る
か
。
ま
た
、
外
部
委
託
先
の
全
社
員
が
遵
守
す
べ
き
ル
ー
ル
や
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
要
件
を
外
部
委
託
先
へ
提
示
し
、
契
約
書
等
に
明
記
し
て
い
る
か
。

 

③
 
シ
ス
テ
ム
に
係
る
外
部
委
託
業
務
（
二
段
階
以
上
の
委
託
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク
管
理
が
適
切
に
行
わ
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•
 
社
員
の
権
限
に
応
じ
て
必
要
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
た
ア
ク
セ
ス
権
限
の
付
与

 

•
 
ア
ク
セ
ス
記
録
の
保
存
、
検
証

 

•
 
開
発
担
当
者
と
運
用
担
当
者
の
分
離
、
管
理
者
と
担
当
者
の
分
離
等
の
相
互
牽
制
体
制
 
等

 

⑦
 
機
密
情
報
に
つ
い
て
、
暗
号
化
や
マ
ス
キ
ン
グ
等
の
管
理
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
か
。
ま
た
、
暗
号
化
プ
ロ
グ

ラ
ム
、
暗
号
鍵
、
暗
号
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
書
等
の
管
理
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
か
。
ま
た
、
情
報

の
重
要
度
に
応
じ
て
管
理
ル
ー
ル
を
設
定
し
て
い
る
か
。

 

 
 
 
な
お
、「
機
密
情
報
」
と
は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
、
ト
ー
ク
ン
等
、
漏
え
い
に
よ
り
利
用
者
に
損
失
が
発
生
す
る
可
能

性
の
あ
る
情
報
を
い
う
。

 

⑧
 
機
密
情
報
の
保
有
・
廃
棄
、
ア
ク
セ
ス
制
限
、
外
部
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
、
業
務
上
の
必
要
性
を
十
分
に
検

討
し
、
よ
り
厳
格
な
取
扱
い
を
し
て
い
る
か
。

 

⑨
 
情
報
資
産
に
つ
い
て
、
管
理
ル
ー
ル
等
に
基
づ
い
て
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
し
、
管
理
態
勢
を
継
続
的
に
見
直
し
て
い
る
か
。

 

⑩
 
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
意
識
の
向
上
を
図
る
た
め
、
全
社
員
に
対
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
教
育
（
外
部
委
託
先
に
お
け
る

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
教
育
の
実
施
状
況
の
確
認
等
を
含
む
）
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

⑪
 
第
三
者
機
関
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
選
定
に
際
し
て
、
そ
の
特
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
安
全
性
に
つ
い
て
適
切
な
評
価
を
実
施
し
て
い
る
か
。

 

⑫
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
い
て
、
利
用
者
保
護
の
た
め
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た

適
切
な
認
証
機
能
を
備
え
て
い
る
か
。

 

⑬
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
者
提
供
を
行
う
場
合
に
講
じ
る
べ
き
措
置

に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
－
２
－
２
（
２
）
④
を
参
照
の
こ
と
。

 

 

（
５
）
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理

 

①
 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
経
営
上
責
任
を
負
う
立
場
の
者
は
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
高
度
化
・
巧
妙

化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
重
要
性
を
認
識
し
必
要
な
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。
 

②
 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
組
織
体
制
の
整
備
、
社
内
規
程
の
策
定
の
ほ
か
、
以
下
の
よ
う
な
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
態
勢
の
整
備
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

•
 
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
対
す
る
監
視
体
制

 

•
 
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
受
け
た
際
の
報
告
及
び
広
報
体
制

 

•
 
組
織
内

C
S

IR
T
（

C
o

m
p

u
te

r 
S

e
c
u

ri
ty

 I
n

c
id

e
n

t 
R

e
s
p

o
n

s
e

 T
e

a
m
）
等
の
緊
急
時
対
応
及
び
早
期
警
戒
の

た
め
の
体
制

 

•
 
情
報
共
有
機
関
等
を
通
じ
た
情
報
収
集
・
共
有
体
制
 
等

 

③
 
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
備
え
、
入
口
対
策
、
内
部
対
策
、
出
口
対
策
と
い
っ
た
多
段
階
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
を
組
み
合
わ
せ
た
多
層
防
御
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

•
 
入
口
対
策
（
例
え
ば
、
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
の
設
置
、
抗
ウ
ィ
ル
ス
ソ
フ
ト
の
導
入
、
不
正
侵
入
検
知
シ
ス
テ

ム
・
不
正
侵
入
防
止
シ
ス
テ
ム
の
導
入
 
等
）
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み
を
適
切
に
利
用
し
て
リ
ス
ク
低
減
を
図
る
な
ど
、
利
用
者
の
被
害
を
最
小
化
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
・
シ
ス
テ

ム
的
な
仕
組
み
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
か
。

 

⑥
 
シ
ス
テ
ム
障
害
等
が
発
生
し
た
場
合
、
速
や
か
に
当
局
に
報
告
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 

（
１
１
）
電
子
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
係
る
留
意
事
項

 

上
記
（
１
）
～
（
１
０
）
に
加
え
て
、
電
子
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い

て
は
、
電
子
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
の
遂
行
に
係
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
単
一
障
害
点
（

S
in

g
le

 

P
o

in
t 
o

f 
F

a
ilu

re
（

S
P

O
F
）
）
を
排
除
し
、
シ
ス
テ
ム
障
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
速
や
か
に
業
務
を
継
続
で
き

る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
（
上
記
（
２
）
③
も
参
照
）
。
な
お
、
当
該
態
勢
整
備
に
お
い
て
は
、
電
子
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
の
シ
ス
テ
ム
の
み
が
停
止
し
た
場
合
に
は
、
顧
客
が
当
該
電
子
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
シ
ス
テ
ム

を
経
由
せ
ず
と
も
、
直
接
的
に
 
融
機
関
の
シ
ス
テ
ム
等
を
利
用
す
れ
ば
顧
客
の
目
的
が
達
成
可
能
で
あ
る
場
合
も

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
 
融
機
関
へ
の
報
告
を
含
む
 
融
機
関
と
の
連
携
態
勢
や
顧
客
に
対
す
る
周
知
等
の
情
報
提

供
態
勢
も
踏
ま
え
て
検
証
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－
２
－
１
３
－
３
 
監
督
手
法
・
対
応

 
（
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
に
係
る
障
害
発
生
時

 

①
 
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
発
生
を
認
識
次
第
、
直
ち
に
、
そ
の
事
実
を
当
局
宛
て
に
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
復
旧
時
、
原
因
解
明
時
に
は
改
め
て
そ
の
旨
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
復
旧
原
因
の
解

明
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
１
か
月
以
内
に
現
状
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 

特
に
、
社
会
的
に
影
響
の
大
き
い
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
場
合
や
障
害
の
原
因
解
明
に
時
間
を
要
し
て
い
る
場
合

等
に
は
、
直
ち
に
、
障
害
の
事
実
関
係
等
に
つ
い
て
の
一
般
広
報
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
お
け
る
利
用
者
対
応

等
も
含
め
た
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
の
発
動
状
況
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
と
と
も
に
、
迅
速
な
原
因
解

明
と
復
旧
を
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
財
務
局
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
場
合
は
直
ち
に
監
督
局
総
務
課
●
●
室
に
連

絡
す
る
こ
と
。

 

（
注
）
報
告
す
べ
き
シ
ス
テ
ム
障
害
等

 

そ
の
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
（
外
部
委
託
先
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
に

関
連
し
て
シ
ス
テ
ム
連
携
し
て
い
る
 
融
機
関
、
利
用
し
て
い
る
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
を
含

む
。
）
が
現
に
使
用
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
・
機
器
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
共
）
に
発
生
し
た
障
害

で
あ
っ
て
、
そ
の
機
能
に
遅
延
、
停
止
等
が
生
じ
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。

 

た
だ
し
、
一
部
の
シ
ス
テ
ム
・
機
器
に
こ
れ
ら
の
影
響
が
生
じ
て
も
、
他
の
シ
ス
テ
ム
・
機
器
が
速
や
か

に
交
替
す
る
こ
と
で
実
質
的
に
は
こ
れ
ら
の
影
響
が
生
じ
な
い
場
合
を
除
く
。

 

な
お
、
障
害
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
予
告
が
な
さ
れ
、
又
は
サ
イ
バ

ー
攻
撃
が
検
知
さ
れ
る
等
に
よ
り
、
利
用
者
や
業
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
、
又
は
及
ぼ
す
可
能
性
が
高
い
と
認
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れ
て
い
る
か
。

 
 
 
特
に
外
部
委
託
先
が
複
数
の
場
合
、
管
理
業
務
が
複
雑
化
す
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
高
度
な
リ
ス
ク
管
理
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
た
体
制
と
な
っ
て
い
る
か
。

 
 
 
シ
ス
テ
ム
関
連
事
務
を
外
部
委
託
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
シ
ス
テ
ム
に
係
る
外
部
委
託
に
準
じ
て
、
適
切
な

リ
ス
ク
管
理
を
行
っ
て
い
る
か
。

 
④
 
外
部
委
託
業
務
（
二
段
階
以
上
の
委
託
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
委
託
元
と
し
て
委
託
業
務
が
適
切
に
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
い
る
か
。

 
ま
た
、
外
部
委
託
先
に
お
け
る
顧
客
デ
ー
タ
の
運
用
状
況
を
、
委
託
元
が
監
視
、
追
跡
で
き
る
態
勢
と
な
っ
て

い
る
か
。

 
 

（
９
）
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン

 
①
 
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
、
緊
急
時
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
。

 
②
 
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
災
害
に
よ
る
緊
急
事
態
を
想
定
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
内
部
又
は
外
部
に
起
因
す
る
シ
ス
テ
ム
障
害
等
も
想
定
し
て
い
る
か
。

 
③
 
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
は
、
他
の
 
融
機
関
や
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
障
害

等
の
事
例
を
踏
ま
え
る
な
ど
、
想
定
シ
ナ
リ
オ
の
見
直
し
を
適
宜
行
っ
て
い
る
か
。

 
 

（
１
０
）
被
害
拡
大
防
止
措
置

 
①
 
シ
ス
テ
ム
障
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
利
用
者
に
対
し
無
用
の
混
乱
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
、
利
用
者
の
被

害
拡
大
防
止
策
を
含
め
適
切
な
措
置
を
検
討
し
て
い
る
か
。
特
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
シ
ス
テ
ム
の
み

が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
利
用
者
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
シ
ス
テ
ム
を
経
由
せ
ず
と
も
、

直
接
的
に
 
融
機
関
の
シ
ス
テ
ム
等
を
利
用
す
れ
ば
契
約
に
関
し
て
必
要
な
顧
客
の
注
文
の
内
容
そ
の
他
の
情

報
を
伝
達
可
能
な
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
切
に
そ
う
し
た
案
内
・
利
用
者
か
ら
の
相
談
・
照
会
対
応
が
で
き

て
い
る
か
。

 
 
 
な
お
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
に
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
対
応
策
の
検
討
又
は
利
用
者
へ
の
適
時
適
切

な
注
意
喚
起
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
ク
ラ
ウ
ド
事
業
者
と
の
障
害
発
生
時
の
連
絡
体
制
等
の
構
築
に
努

め
て
い
る
か
。

 
②
 
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
発
生
に
備
え
、
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
た
上
で
、
必
要
な
対
応
を
行
う
態
勢
を
検
討

し
て
い
る
か
。

 
③
 
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
発
生
に
備
え
、
外
部
委
託
先
を
含
め
た
報
告
態
勢
、
指
揮
・
命
令
系
統
が
明
確
に
な
っ
て

い
る
か
。

 
④
 
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
発
生
原
因
の
究
明
、
復
旧
ま
で
の
影
響
調
査
、
改
善
措
置
、
再
発
防
止
策
等
を
的
確
に
検

討
し
て
い
る
か
。

 
⑤
 
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
影
響
を
極
小
化
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
部
分
的
障
害
の
影
響
が
波
及
す
る
経
路
や
迂
回

不
能
な
単
一
障
害
点
の
把
握
な
ど
、
影
響
波
及
の
観
点
か
ら
リ
ス
ク
評
価
を
行
い
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
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2

 

 

他
の
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
同
種
の
外
部
委
託
を
行
っ
て
い
る
場
合
な
ど
）
に
は
、
当
該
外
部
委
託
先
に
対

し
て
、
事
実

関
係
や
発
生
原
因
分
析
及
び
改
善
・
対
応
策
等
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
２
項
に
基
づ
く
報

告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
注
）
外
部

委
託
先
に
対
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
に
際
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
委
託
者
で
あ
る
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
同
席
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－

２
－
１
４

 
危

機
管
理

態
勢

 
近
年
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
抱
え
る
リ
ス
ク
は
多
様
化
・
複
雑
化
し
て
お
り
、
情
報
化
の
進
展
な
ど
も
相
俟
っ

て
、
通
常
の
リ
ス
ク
管
理
だ
け
で
は
対
処
で
き
な
い
よ
う
な
危
機
が
発
生
す
る
可
能
性
は
否
定
で

き
ず
、
危
機
管
理
の
重

要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

 

こ
う

し
た

多
様

な
リ

ス
ク

が
顕

在
化

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
業

務
の

公
共

性
に

鑑
み

、

そ
の
機
能
を
極
力
維
持
す
る
こ
と
で
、
社
会
に
お
け
る
無
用
の
混
乱
を
抑
止
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
を
踏

ま
え
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
業
容
に
応
じ
、
例
え
ば
以
下
の

点

に
留
意
し
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 

（
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
平
時
に
お

け
る
対
応

 

イ
．
何
が
危

機
で
あ
る
か
を
認
識
し
、
可
能
な
限
り
そ
の
回
避
・
予
防
に
努
め
る
（
不
可
避
な
も
の
は
予
防
策

を

講
じ
る
。
）
よ
う
、
平
時
よ
り
、
定
期
的
な
点
検
・
訓
練
を
行
う
な
ど
未
然
防
止
に
向
け
た
取
組
み
に
努
め
て
い

る
か
。

 

ロ
．
危
機
管

理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
は

自
社
の
業
務
の
実
態
や
自

社
を
取
り
巻
く
リ
ス
ク
環
境
等
に
応
じ
、
常
時
見
直
し
を
行
う
な
ど
実
効
性
が
維
持
さ
れ
る
態
勢
と
な
っ
て
い

る
か
。
な

お
、
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
客
観
的
な
水
準
が

判
定
さ
れ
る
も
の
を
根
拠

と
し
て
設
計
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

（
参
考
）
想
定
さ
れ
る
危
機
の
事
例

 

・
 
自
然
災
害
（
地
震
、
風
水
害
、
異
常
気
象
、
伝
染
病
等
）

 

・
 
テ
ロ
・
戦
争
（
国
外
に
お
い
て
遭
遇
す
る
場
合
を
含
む
。
）

 

・
 
事
故
（
大
規
模
停
電
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
事
故
等
）

 

・
 
風
評
（
口
コ
ミ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
電
子
メ
ー
ル
、
憶
測
記
事
等
）

 

・
 
対
企
業
犯
罪
（
脅
迫
、
反
社
会
的
勢
力
の
介
入
、
デ
ー
タ
盗
難
、
役
職
員
の
誘
拐
等
）

 

・
 
業
務
上
の
ト
ラ
ブ
ル
（
苦
情
・
相
談
対
応
、
デ
ー
タ
入
力
ミ
ス
等
）

 

・
 
人
事
上
の
ト
ラ
ブ
ル
（
役
職
員
の
事
故
･
犯
罪
､
内
紛
､
セ

ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
）

 

・
 
労
務
上
の
ト
ラ
ブ
ル
（
内
部
告
発
、
過
労
死
、
職
業
病
、
人
材
流
出
等
）

 

ハ
．
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、
危
機
発
生
の
初
期
段
階
に
お
け
る
的
確
な
状
況
把
握
に
よ
る
客
観
的
な
状
況

7
1

 

 

め
ら
れ
る
時
は
、
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
特
性
に
応
じ
て
対
応
す

る
も
の
と
す
る
。
）
。

 

②
 
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
き
追
加
の
報
告
を
求
め
、
重
大
な
問
題
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
に
基
づ
き
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対

応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融

サ

ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す

る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
２
）
シ
ス
テ
ム
の
更
新
時
等

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
重
要
な
シ
ス
テ
ム
の
更
新
等
を
行
う
時
は
、
必
要
に
応
じ
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法

第
3

5
条
第
１
項
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
、
計
画
及
び
進
捗
状
況
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
適
切
性
・
実

効
性
等
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

 

 

（
３
）
外
部
委
託
先
へ
の
対
応

 

シ
ス
テ
ム
に
係
る
外
部
委
託
業
務
に
つ
い
て
、
外
部
委
託
先
に
お
け
る
適
切
な
業
務
運
営
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
な

ど
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
以
下
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

①
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
管
理
態
勢
に
問
題
が
認
め
ら
れ
る
場
合

 

上
記
（
１
）
の
当
局
宛
報
告
等
に
よ
り
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
外
部
委
託
先
に
係
る
管
理
態
勢

に
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
き

報
告
を
求
め
、
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
に
基
づ
き
業

務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め

ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出

も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

②
 
外
部
委
託
先
の
業
務
運
営
態
勢
等
に
問
題
が
認
め
ら
れ
る
場
合

 

委
託
者
で
あ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
通
じ
て
、
事
実
関
係
等
の
把
握
等
に
努
め
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法

第
3

5
条
第
１
項
に
基
づ
き
報
告
を
求
め
、
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提

供
法
第

3
7
条
に
基
づ
き
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質

な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
案
の
緊
急
性
や
重

大
性
等
が
高
い
場
合
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
て
確
認
す
る
だ
け
で
は
十
分
な
実
態
把
握
等
が
期
待
で

き
な
い
場
合
な
ど
に
は
、
外
部
委
託
先
に
対
し
て
、
直
接
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
な
ど
事
実
関
係
の
把
握
等
に
努

め
る
こ
と
と
す
る
が
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
例
え
ば
、
当
該
外
部
委
託
先
に
対
し
て
多
数
の
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善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る

等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め

、

必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－

２
－
１

５
 

 
融
サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
が

受
領
す

る
手

数
料
等

の
開

示
等

 
仲
介
業
等
府
令
第

3
3
条
第
２
項
第
３
号
に
基
づ
く
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
顧
客
か
ら
支
払

い
を
受
け
る
手
数
料

等
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
5
条
第
２
項
に
基
づ
く
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
が
受
領
す
る

手
数
料
等
の
額
等
の
開
示
に
係
る
監
督
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
関
係
法
令
に
関
す
る
解
釈
・
運
用
及
び
手
続
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
仲
介
業
等
府
令
第

3
3
条
第
２
項
第
３
号
に
基
づ
く
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
顧
客

か
ら
支
払
い
を
受
け
る
手

数
料
等
の
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
（
こ
れ
ら
を
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
）
に
つ
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
に
つ

き
顧
客
が
支
払
う
対
価
（
例
え
ば
、
保

険
料
や
有
価
証
券
の
価
格
等
を
い
う
。
）
と
明
確
に
区
別
し
て
情
報
提
供
が
な
さ
れ
て
い
る
か

。
 

（
２
）
仲
介
業
等
府
令
第

3
4

 
条
第
１
号
に
規
定
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
関
し

て

取
引
関
係
に
あ
る
主
な
相
手
方
 
融
機
関
と
は
、
直
近
の
複
数
事
業
年
度
（
直
近
の
複
数
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

は
、
直
近
の
単
一
事
業
年
度
）
に
お
い
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
行
っ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
相
手
方
 
融

機
関
の
う
ち
、
業
務
の
種
別
毎
に
、
収
受
し
た
手
数
料
等
の
額
の
大
き
い
上
位
４
社
程
度
を
い
う
。

 

 
な
お
、
開
業

初
年
度
（
直
近
の
単
一
事
業
年
度
も
な
い
場
合
）
に
あ
っ
て
は
、
客
観
的
な
資
料
に
基
づ
き
合
理

的

に
算
出
し
た
手
数
料
等
の
額
を
基
礎
と
し
て
、
収
受
し
た
手
数
料
等
の
額
の
大
き
い
上
位
４
社
程
度
と
し
て
い
る
こ

と
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。

 

（
３
）
仲
介
業
等
府
令
第

3
4

 
条
第
１
号
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
事
業
年
度
毎

及

び
業
務
の
種
別
毎
に
、
相
手
方
 
融
機
関
別
に
開
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－

２
－
１
６

 
協

会
未
加

入
業

者
に
関

す
る

監
督
上

の
留

意
点

 
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
に
加
入
し
な
い
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
Ⅲ
－
２
－
１
６

に
お
い
て
「
協
会
未
加

入
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
協
会
未
加

入
業
者
は
、
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
の
定
款
そ
の
他
の
規
則
（
以
下
「
協
会
規
則
」
と

い

う
。
）
に
準
ず
る
内
容
の
社
内
規
則
を
適
切
に
整
備
し
て
い
る
か
。

 

②
 
社
内
規
則

の
適
正
な
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
の
態
勢
整
備
（
役
職
員
へ
の
周

知
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
等
や

そ
の
遵
守
状
況
の
検
証
な
ど
）
が
図
ら
れ
て
い
る
か
。

 

③
 
協
会
規
則

に
改
正
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
直
ち
に
社
内
規
則
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し

て

い
る
か
。

 

7
3

 

 

判
断
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
や
情
報
発
信
の
重
要
性
な
ど
、
初
期
対
応
の
重
要
性
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
か
。
 

ニ
．
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、
危
機
発
生
時
に
お
け
る
責
任
体
制
が
明
確
化
さ
れ
、
危
機
発
生
時
の
組
織
内

及
び
関
係
者
（
関
係
当
局
を
含
む
。
）
へ
の
報
告
・
連
絡
体
制
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
海
外
へ
の
影

響
可
能
性
及
び
危
機
の
レ
ベ
ル
・
類
型
に
応
じ
た
海
外
監
督
当
局
そ
の
他
関
係
機
関
へ
の
連
絡
体
制
が
整
備
さ

れ
て
い
る
か
。
危
機
発
生
時
の
体
制
整
備
は
、
危
機
の
レ
ベ
ル
・
類
型
に
応
じ
て
組
織
全
体
を
統
括
す
る
対
策

本
部
の
下
、
部
門
別
・
営
業
店
別
に
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

ホ
．
日
頃
か
ら
き
め
細
か
な
情
報
発
信
及
び
情
報
収
集
に
努
め
て
い
る
か
。

 

②
 
危
機
発
生
時
に
お
け
る
対
応

 

イ
．
危
機
的
状
況
の
発
生
又
は
そ
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
事
態
が
沈
静
化
す
る
ま
で
の
間
、
当
該

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
危
機
対
応
の
状
況
（
危
機
管
理
態
勢
の
整
備
状
況
、
関
係
者
へ
の
連
絡
状

況
、
情
報
発
信
の
状
況
）
が
危
機
の
レ
ベ
ル
・
類
型
に
応
じ
て
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
定

期
的
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
又
は
現
地
の
状
況
等
を
確
認
す
る
な
ど
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
 

融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
徴
求
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 

ロ
．
上
記
の
場
合
に
は
、
速
や
か
に
 
融
庁
担
当
課
室
に
報
告
す
る
な
ど
、
関
係
部
局
間
に
お
け
る
連
携
を
密
接

に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

③
 
事
態
の
沈
静
化
後
に
お
け
る
対
応

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
危
機
的
状
況
が
沈
静
化
し
た
後
、
危
機
発
生
時
の
対
応
状
況
を
検
証
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
て
、
事
案
の
概
要
と
 
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
の
対
応
状
況
、
発
生
原
因
分
析
及
び
再
発
防
止
に
向
け
た
取
組
み
に
つ
い
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提

供
法
第

3
5

 
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
徴
求
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 

④
 
風
評
に
対
す
る
危
機
管
理
態
勢

 

イ
．
風
評
リ
ス
ク
へ
の
対
応
に
係
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
風
評
発
生
時
に
お
け
る
本
部
各
部
及

び
営
業
店
の
対
応
方
法
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
か
。
な
お
、
他
社
や
取
引
先
に
関
す
る
風
評
が
発
生
し

た
場
合
の
対
応
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

ロ
．
風
評
が
伝
達
さ
れ
る
媒
体
（
例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
憶
測
記
事
等
）
に
応
じ
て
、
定
期
的
に
風
評
の

チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

 

（
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
危
機
管
理
態
勢
上
の
課

題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を

把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の
観
点

か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
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7
6

 

 

い
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
も

検

討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
２
）
破
産
等
手
続
開
始
の
申
立
て
の
情
報
を
把
握
し
た
場
合

 

①
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5

 
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
徴
求
命
令
を
通
じ
て
、
当
該
事
案
に
係
る

事

実
関
係
の
ほ
か
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
財
務
の
状
況
、
顧
客
と
の
取
引
の
状
況
（
当
該
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
の
媒
介
に
係
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
件
数
・
内
容
や
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
顧
客
か
ら

支
払

い
を

受
け

た
手

数
料

の
額

等
）
、

顧
客

へ
の

対
応

状
況

及
び

業
務

の
継

続
に

関
す

る
方

針
等

を
速

や
か

に
把

握
す
る
も
の
と
す
る
。

 

②
 
上
記
①
の

報
告
の
内
容
に
つ
い
て
の
履
行
状
況
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
業
務
の

継
続
に
関
す
る
方
針
の
精
査
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定

に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
も
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
３
）
親
会
社
等
に
よ
る
破
産
等
手
続
開
始
の
申
立
て
の
情
報
を
把
握
し
た
場
合

 

破
産
等
手
続
開
始
の
申
立
て
に
よ
り
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
経
営
に
重
大
な
影
響
を
与
え
得
る
者
（
以
下
Ⅲ

－
２
－
１
７
に
お
い
て
「
親
会

社
等
」
と
い
う
。
）
が
破
産
等
手
続
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
は

、
当
該
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5

 
条
第
１
項
に
基
づ
く
報
告
徴
求
命
令
を
通
じ
て
、
当

該

親
会
社
等
の
直
近
の
状
況
を
踏
ま
え
た
財
務
の
状
況
、
親
会
社
等
と
の
間
の
取
引
関
係
、
顧
客
と
の
取
引
の
状
況
（
当

該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
媒
介
に
係
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
件
数
・
内
容
や
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

が
顧
客
か
ら
支
払
い
を
受
け
た
手
数
料
の
額
等
）
及
び
業
務
の
継
続
に
関
す
る
方
針
等
を
速
や
か
に
把
握
す
る
も
の

と
す
る
。

 

 

（
４
）
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
さ
れ
た
場
合

 

①
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
6

 
条
第
３
項
第
６
号
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
、

必

要
に
応
じ
、
速
や
か
な
対
応
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 

②
 
顧
客
保
護

の
観
点
か
ら
必
要
な
場
合
に
は
、
破
産
管
財
人
と
の
連

携
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
５
）
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
を
確
知
で
き
な
い
場
合

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
法
人
を
代
表
す

る
役
員
の
所
在
）
を
確
知
で
き
な
い
と
き
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8

 
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当

該

事
実
を
公
告
し
、
当
該
公
告
の
日
か
ら

3
0

 
日
を
経
過
し
て
も
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら

申
出
が
な
い
と

き
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
登
録
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

 

 

7
5

 

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

協
会
未
加
入
業
者
の
社
内
規
則
の
策
定
・
改
正
・
遵
守
状
況
等
に
関
し
て
問
題
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
深
度

あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る

こ
と
を
通
じ
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の
健

全
か

つ
適

切
な

運
営

の
確

保
又

は
顧

客
保

護
の

観
点

か
ら

重
大

な
問

題
が

あ
る

と
認

め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を

行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
報
告
徴
求
の
結
果
、
協
会
規
則
に
準
ず
る
内
容
の
社
内
規
則
を
作
成
し
て
い
る
と
認

め
ら

れ
な

い
場

合
又

は
当

該
社

内
規

則
を

遵
守

す
る

た
め

の
体

制
を

整
備

し
て

い
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検

討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－

２
－
１
７

 
継

続
性
の

問
題

に
係
る

情
報

に
接
し

た
場

合
の
対

応
に

つ
い
て

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
個
人
で
あ
っ
て
も
参
入
が
可
能
で
あ
る
ほ
か
、
財
務
上
の
規
制
も
保
証
 
規
制
の
み
で

あ
り
、
純
財
産
額
規
制
や
自
己
資
本
規
制
比
率
に
係
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
監

督
部
局
が
そ
の
財
務
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
に
至
る
段
階
ま
で
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
破
産
等
手
続

開
始
の
申
立
て
を
行
う
お
そ
れ
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
債
務
超
過
状
態
に

あ
り
、
支
払
い
不
能
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
の
対
応
の
必
要
性
に

つ
い
て
十
分
に
検
証
す
る
た
め
、
事
実
確
認
等
に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

 

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
監
督
当
局
に
お
い
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
債
務
超
過
等
に
よ
り
支
払
い
不
能
に
陥
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
把
握
し
た
場
合
や
、
破
産
等
手
続
開
始
の
申
立
て
に
至
る
お
そ
れ
を
把
握
し
た
場
合
等
に
は
、
Ⅲ

－
３
－
２
に
加
え
て
以
下
の
よ
う
な
対
応
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
顧
客
保
護
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
財
務
局
に
お
い
て
は
、
個
別
事
案
ご
と
に
実
態
に
即
し
た
対
応
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
 
融
庁
に
対
し
、

当
該
個
別
事
案
に
係
る
事
実
関
係
及
び
対
応
方
針
を
速
や
か
に
連
絡
し
、
対
応
方
策
に
つ
い
て
調
整
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

 

（
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
財
務
上
の
問
題
を
把
握
し
た
場
合
の
対
応

 

①
 
対
象
業
者
の
財
務
の
状
況
、
顧
客
と
の
取
引
の
状
況
（
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
媒
介
に
係
る
 
融
サ

ー
ビ

ス
契

約
の

件
数

・
内

容
や

当
該

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
顧

客
か

ら
支

払
い

を
受

け
た

手
数

料
の

額
等

）

を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
、
事
実
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
支
払
い
不
能
に
陥
る
お
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
の
方
策
の
策

定
を
促
す
。

 

②
 
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
結
果
、
顧
客
保
護
上
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
事
実
関
係
及
び
当
該

状
況
の
解
消
策
等
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
徴

求
命
令
を
発
出
す
る
。

 

③
 
報
告
の
受
領
後
は
、
解
消
策
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
と
と
も
に
、
改
善
が
見
ら
れ
な
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7
8

 

 

Ⅲ
－
３
 
諸
手
続

 － 登録
・
届
出
・
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
関
係
等
（
共
通
編
）

 
Ⅲ
－
３
－
１
 
登
録

 
Ⅲ
－
３
－
１
－
１
 
登
録
の
審
査
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
の
申
請
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 
 （
１
）
登
録
申
請
書
・
変
更
登
録
申
請
書
の
提
出
先

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
申
請
者
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
登
録
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と

き
は
、
そ
の
提
出
先
が
当
該
申
請
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
国
内
に
営
業
所
又
は

事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
と
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 
ま
た
、
変
更
登
録
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
提
出
先
が
、
財
務
局
監
理
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

に
つ
い
て
は
当
該
申
請
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を

有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
と
な
っ
て
い
る
か
、
本
庁
監
理
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
つ
い
て

は
 
融
庁
長
官
と
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 
 （
２
）
登
録
ま
で
の
留
意
事
項
等

 
①
 
登
録
申
請
者
に
対
し
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
る
ま
で
は
一
切
の
業
務
を
行
わ
な

い
よ
う
に
注
意
喚
起
す
る
も
の
と
す
る
。

 
②
 
登
録
申
請
者
が
 
融
庁
所
管
の
法
令
に
か
か
わ
る
他
の
事
業
を
行
っ
て
お
り
、
当
該
事
業
に
係
る
行
政
処
分
が

行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
よ
り

そ
の
改
善
措
置
の
状
況
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

 
な
お
、
当
該
行
政
処
分
が
法
令
等
遵
守
態
勢
に
係
る
場
合
に
は
、
Ⅲ
－
２
－
１
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
３
）
登
録
番
号
の
取
扱
い

 
①
 
登
録
番
号
は
、
財
務
局
長
ご
と
に
一
連
番
号
を
付
す
も
の
と
し
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿
に
記
載
す

る
登
録
番
号
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
例
）
○
○
財
務
局
長
（
 
サ
）
第
○
○
号

 
②
 
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
場
合
の
登
録
番
号
は
欠
番
と
し
、
補
充
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

 
③
 
登
録
番
号
を
別
紙
様
式
Ⅲ
－
２
に
よ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
番
号
台
帳
に
よ
り
管
理
す
る
も
の
と

す
る
。

 
 （
４
）
登
録
申
請
者
へ
の
通
知

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿
に
登
録
し
た
場
合
は
、
別
紙
様
式
Ⅲ
－
３
に
よ
る
登
録
済
通
知
書
を
登
録
申
請

7
7

 

 

（
６
）
そ
の
他
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
又
は
親
会
社
等
の
継
続
性
の
問
題
に
発
展
す
る
可
能
性
の
あ
る
情
報
を
入
手
し

た
場
合

 

①
 
任
意
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
じ
て
、
当
該
情
報
に
関
す
る
事
実
関
係
の
ほ
か
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の

財
務
の
状
況
、
顧
客
と
の
取
引
の
状
況
（
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
媒
介
に
係
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の

件
数
・
内
容
や
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
顧
客
か
ら
支
払
い
を
受
け
た
手
数
料
の
額
等
）
及
び
業
務
の
継

続
に
関
す
る
方
針
等
を
速
や
か
に
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

 

②
 
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
上
記
①
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
応
じ
な
い
場
合
や
、
上
記
①
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通

じ
て
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
業
務
の
継
続
に
懸
念
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
報

告
徴

求
命

令
を

通
じ

て
、

そ
の

事
実

関
係

を
速

や
か

に
把

握
す

る
も

の
と

す

る
。
ま
た
、
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
必
要
な
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業

務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
も
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－

２
－
１

８
 

み
な
し
電

子
決

済
等
代

行
業

者
に
関

す
る

監
督
指

針
の

準
用

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
決
済
等
代
行
業
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
主
要
行
等

向
け
の
総
合
的
な
監
督
指
針
（
以
下
「
主
要
行
等
監
督
指
針
」
と
い
う
）
Ⅸ
－
１
か
ら
Ⅸ
－
５
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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0

 

 

（
８
）
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
に
加
入
す
る
予
定
が
な
い
業
者
に
係
る
留
意
事
項

 

登
録
申
請
時
に
お
い
て
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
に
加
入
す
る
予
定
が
な
い
業
者
に
対
し
て
は
、
以
下
の

事
項
を
通
知
し
、
適
切
な
対
応
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

①
 
登
録
後
に

、
協
会
規
則
に
準
ず
る
内
容
の
社
内
規
則
を
作
成
し
て
い
な
い
又
は
当
該
社
内
規
則
を
遵
守
す
る

た

め
の
体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
場
合
は
Ⅲ
－
２
－
１
６
に
準
じ
た
監
督
上
の
対
応
が
と
ら
れ
る
こ
と
。

 

②
 
協
会
規
則

に
改
正
等
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
れ
に
応
じ
て
社
内
規
則

の
見
直
し
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
上
記

①

に
該
当
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。

 

 Ⅲ
－

３
－
１
－

２
 

登
録
申

請
書

の
記
載

事
項

 
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
等
の
確
認
に
際
し
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 （
１
）
「
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
」
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
3

 
条
第
１
項
第
１
号
）

 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
が
商
号
登
記
を
し
て
い
る
と
き
に
は
そ
の

商
号
を
、
屋
号
を
使
用

し
て
い
る
と
き
に
は
そ
の
屋
号
を
、
「
商
号
又
は
名
称
」
と
し
て
記
載
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

 （
２
）
「
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
」
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
3
条

第
１
項
第
３
号
）

 

登
録
申
請
書
に
記
載
す
る
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
た

め
に
開
設
す
る
一
定
の
施
設
を
指
し
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
に
関
す
る
営
業
以
外
の
用
に
供
す
る
施
設
は
除
く
も

の
と
す
る
。

 

 

（
３
）
常
務
に
従
事
し
て
い
る
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
0
条
第
１
号
、
第
２
号
）

 

常
務
に
従
事
し
て
い
る
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称
は
、
例
え
ば
「
（
株
）
○
○
」
等
と
略
さ
ず
に
、「

株
式
会
社

○
○
」
又
は
「
○
○
株
式
会
社
」
な
ど
の
正
式
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

 （
４
）
「
他
に
事
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
」
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
3

 
条
第
１
項
第
７
号
）

 

他
に
営
む
事
業
の
種
類
は
、
現
に
営
む
事
業
が
属
す
る
「
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す

る
分
類
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
五
号
）
」
に
定
め

る
日
本
標
準
産
業
分
類
（
以
下
「
日

本

標
準
産
業
分
類
」
と

い
う
。
）
に
掲
げ
る
中
分
類
（
大
分
類
Ｊ
－
 
融
業
，
保
険
業
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
細
分

類
）
に
則
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

 

7
9

 

 

者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
５
）
登
録
後
の
取
扱
い

 

登
録
申
請
者
は
、
登
録
後
遅
滞
な
く
保
証
 
の
供
託
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
2
条
第

3
項
の
契
約
の
締
結

を
含
む
。
）
を
行
い
開
業
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
６
）
登
録
の
拒
否

 

①
 
登
録
を
拒
否
す
る
場
合
は
、
拒
否
の
理
由
並
び
に
 
融
庁
長
官
に
対
す
る
審
査
請
求
及
び
国
を
相
手
方
と
す
る

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

で
き

る
旨

等
を

記
載

し
た

別
紙

様
式

Ⅲ
－

４
に

よ
る

登
録

拒
否

通
知

書
を

登
録

申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

②
 
登
録
拒
否
通
知
書
に
は
、
拒
否
の
理
由
及
び
拒
否
の
理
由
に
該
当
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
各
号

の
う

ち
の

該
当

す
る

号
又

は
登

録
申

請
書

及
び

添
付

書
類

の
う

ち
重

要
な

事
項

に
つ

い
て

の
虚

偽
の

記
載

の
あ

る
箇
所
若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載
の
欠
け
て
い
る
箇
所
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
７
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿

 

①
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿
は
、
登
録
申
請
書
の
写
し
の
第
２
面
か
ら
第
９
面
ま
で
に
よ
り
作
成
す
る
も

の
と
す
る
。

 

②
 
登
録
申
請
書
記
載
事
項
に
係
る
変
更
届
出
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
書
に
添
付
さ
れ
る
登
録
申

請
書
の
変
更
面
と
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿
の
当
該
面
を
差
し
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

③
 

本
庁

監
理

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

か
ら

登
録

申
請

書
記

載
事

項
に

係
る

変
更

届
出

書
の

提
出

が
あ

っ
た

場

合
に
は
、
本
庁
は
１
か
月
分
を
取
り
ま
と
め
て
翌
月

2
0
日
ま
で
に
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
登
録
を

行
っ
た
財
務
局
に
対
し
て
登
録
申
請
書
の
変
更
面
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

④
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿
の
縦
覧
日
は
、
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
第
１
条
に
規
定
す
る
行
政

機
関
の
休
日
以
外
の
日
と
し
、
縦
覧
時
間
は
、
財
務
局
長
が
指
定
す
る
時
間
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
 
融
サ
ー

ビ

ス
仲
介
業
者
登
録
簿
の
整
理
そ
の
他
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
縦
覧
日
又
は
縦
覧
時
間
を
変
更
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

⑤
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿
の
縦
覧
者
に
は
、
別
紙
様
式
Ⅲ
－
５
に
よ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録

簿
縦
覧
表
に
所
定
の
事
項
を
記
入
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

⑥
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿
は
、
財
務
局
長
が
指
定
す
る
縦
覧
場
所
以
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
。

 

⑦
 
縦
覧
者
が
次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
縦
覧
を
停
止
又
は
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

イ
．
上
記
④
か
ら
⑥
ま
で
又
は
当
局
の
指
示
に
従
わ
な
い
者

 

ロ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
登
録
簿
を
汚
損
若
し
く
は
破
損
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

 

ハ
．
他
の
縦
覧
者
等
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
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8
2

 

 

（
３
）「

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
の
内
容
及
び
方
法
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
記
載
し
た
書
類
」（

 
融
サ

ー

ビ
ス
提
供
法
第

 
1

3
 
条
第
２
項
第

３
号
）

 

①
 
仲
介
業
等

府
令
第

1
1
条
第
１
号
に
規
定
す
る
、
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
は
、
次

の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い

る
か
否
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

 

イ
．
業
務
区
域

 

ロ
．
業
務
の

形
態
（
対
面
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
た
電
子
計
算
機
利
用
、
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
の

 

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
行
う
使
用
人
の
有
無
等
）

 

ハ
．
営
業
所
の
形
態
（
有
人
の
営
業
所
、
無
人
の
営
業
所
）

 

ニ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
実
施
体
制

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
実
施
体
制
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
、
適
宜
、
当
該
実
施
体
制

に
関
す
る
体
制
図
及
び
組
織
図
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

 （
４
）
「
履
歴
書
」
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
2
条
第
１
号
イ
）
、
「
役
員
の
履
歴
書
」
（
同
条
第
２
号
イ
）

 

①
 
「
履
歴
書
」
（
申
請
者
が
個
人
の
場
合
）
又
は
「
役
員
の
履
歴
書
」
（
申
請
者
が
法
人
の
場
合
）
の
現
住
所
が

住

民
票
の
抄
本
記
載
の
住
所
と
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、「

履
歴
書
」
又
は
「
役

員
の
履
歴
書
」
に
、
両
住
所
が
併
記
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

②
 
「
履
歴
書
」
又
は
「
役
員
の
履
歴
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
が
、
住
民
票
の
抄

本
記

載
の

氏
名

に
用

 
い

ら
れ

て
い

る
漢

字
に

統
一

さ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
（

例
え

ば
、

住
民

票
の

抄
本

で

用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
が
旧
漢
字
の
場
合
は
、「

履
歴
書
」
又
は
「
役
員
の
履
歴
書
」
で
も
旧
漢
字
を
用
い

る
こ

と

と
す
る
。
）
。

 

 （
５
）
「
住
民
票
の
抄
本
」
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
2
条
第
１
号
ロ
、
同
条
第
２
号
ロ
）

 

「
住
民
票
の
抄
本
」
は
、
次
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
住
所

 

②
 
氏
名

 

③
 
生
年
月
日

 

 

（
６
）
「
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
」
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
2
条
第
１
号
ロ
、
同
条
第
２
号
ロ
）

 

①
 
仲
介
業
等

府
令
第

1
2
 
条
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
「
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
」
と
は
以

下
の
書
類
を
、
同
条
第
２

号
ロ
に
規
定
す
る
「
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
」
と
は
、
以
下
の
書
類
又
は
役
員
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
商

業
登
記
簿
謄
本
・
抄
本
等
を
い
う
。

 

（
ア
）
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

 

（
イ
）
印
鑑
登
録
証
明
書

 

（
ウ
）
有
効
期
限
内
の
以
下
の
書
類
の
写
し

 

8
1

 

 

（
５

）
「

他
に

行
っ

て
い

る
事

業
が

公
益

に
反

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
」
（

 
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

１
５

条
第

１
号

ヨ
）
 

兼
業
業
務
の
内
容
が
公
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
は
、
例
え
ば
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
兼
業
業

務
が

、
違

法
事

業
で

あ
る

場
合

の
み

な
ら

ず
社

会
的

に
不

当
と

認
め

ら
れ

る
事

業
で

あ
る

場
合

も
含

み
、

例
え

ば
、

暴
力
団
を
は
じ
め
と
す
る
反
社
会
的
勢
力
と
関
係
す
る
事
業
や
、
そ
の
事
業
内
容
が
社
会
的
に
批
判
を
受
け
、
又
は

受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
な
ど
を
指
す
が
、
そ
の
判
断
は
、
当
該
兼
業
業
務
の
性
質
及
び
態
様
、
取
引
の
相
手
方

並
び
に
社
会
に
与
え
る
影
響
な
ど
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－

３
－
１
－

３
 

添
付
書

類
 

添
付
書
類
の
確
認
に
際
し
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
１
）
第

1
5
条
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
3
条
第
２
項
第
１
号
、
第
４

号
か
ら
第
７
号
）

 

以
下

の
書

面
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

以
下

の
こ

と
を

誓
約

す
る

旨
の

ほ
か

、
「

当
該

誓
約

が
虚

偽
の

誓
約

で
あ

る
こ

と

が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
法
第

3
8
条
第
１
項
第
６
号
に
掲
げ
る

事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
」
旨
が

記
載
さ
れ
た
も
の
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
「
第

1
5
 
条
第
１
号
イ
か
ら
カ
ま
で
、
第
２
号
又
は
第
３
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書

面
」
 

 

第
1

5
 
条
第
１
号
イ
か
ら
カ
ま
で
、
第
２
号
又
は
第
３
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

 

②
 
「
第

1
5
 
条
第
４
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
」

 

第
1

5
 
条
第
４
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

 

③
 
「
第

1
5
 
条
第
５
号
イ
、
ロ
、
ハ
（
（
２
）
を
除
く
。
）
、
ニ
（
同
号
ハ
（
２
）
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又

は
ホ

（
同
号
ハ
（
２
）
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
」

 

第
1

5
 
条
第
５
号
イ
、
ロ
、
ハ
（
（
２
）
を
除
く
。
）
、
ニ
（
同
号
ハ
（
２
）
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
ホ
（
同

号
ハ
（
２
）
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

 

④
 
「
第

1
5
 
条
第
６
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
」

 

第
1

5
 
条
第
６
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

 

⑤
 
「
第

1
5
 
条
第
７
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

 

第
1

5
 
条
第
７
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

 

 

（
２
）
「
定
款
」
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
3
条
第
２
項
第
２
号
）

 

定
款
の
目
的
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
（
自
ら
が
行
う
業
務
の
種
別
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
業
務
が
定

め
ら
れ
て
い
る
か
。
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8
4

 

 

 
融

機
関

が
申

請
者

に
対

し
て

当
該

伝
達

を
行

う
た

め
の

ト
ー

ク
ン

そ
の

他
の

情
報

を
付

与
し

て
行

う
も

の
と

な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

③
 
仲
介
業
等

府
令
第

1
2
条
第
８
号
に
規
定
す
る
、
業
務
を
遂
行
す
る
体
制
に
は
、
電
子
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業

務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
、
役
職
名
及
び
略
歴
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

 （
１
０
）
官
公
署
の
証
明
書

 

登
録
申
請
の
添
付
書
類
で
必
要
な
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
は
、
申
請
の
日
前
３
か
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 Ⅲ
－

３
－
２
 

届
出

 
Ⅲ

－
３

－
２
－

１
 

届
出
に

係
る

一
般
的

な
留

意
事
項

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
に
定
め
る
各
種
届
出
等
の
受
理
又
は
処
理
に
関
し
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
点
に
留
意
し
て
取
り

扱
う
こ
と
と
す
る
。

 

 （
１
）
届
出
書
の
提
出
先

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
提
出
先
が
財
務
局
監
理
 
融
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
者
に
つ
い
て
は
当
該
申
請
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
国
内
に
営
業
所
又
は

事
務

所
を

有
し

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
関

東
財

務
局

長
）
、

本
庁

監
理

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
つ

い
て

は
 

融

庁
長
官
と
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

 

（
２
）
届
出
が
あ
っ
た
場
合
の
留
意
事
項

 

一
般
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
6
 
条
第
３
項
等
法
令
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
届
出
の
内
容

を
十
分
精
査
し
、
当
該
届
出
が
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
か
、
業
務
運
営
の
適
切
性
、
健
全
性
に
問
題
が

生
じ
る
こ
と
と
な
ら
な
い
か
等
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
確
認
の
結
果
、
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
く
報
告
徴
求
や
 
融
サ
ー
ビ
ス

提
供
法
第

3
7
条
に
基
づ
く

業
務
改
善
命
令
等
の
措
置
を
適
切
に
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。

 

 

Ⅲ
－

３
－
２
－

２
 

変
更
の

届
出

 
（
１
）
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
の
呼
称
変
更

 

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

3
7

 
年
法
律
第

1
1

9
 
号
）
等
に
基
づ
き
、
 
融
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
者
の
住
所
又

は
事
務
所
の
所
在
地
の
呼
称
が
変
更
さ
れ
た
場
合
は
、
届
出
を
省
略
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。

 

 

8
3

 

 

個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
、
福
祉
手

帳
（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
身
体
障
害

者

手
帳
、
療
育
手
帳
等
）
、
年
 
手
帳
、
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
又
は
特

別
永
住
者
証
明
書

 

（
注

）
 

定
款

は
、

原
本

と
相

違
な

い
旨

の
記

載
が

あ
る

も
の

で
あ

れ
ば

、
原

本
の

写
し

で
差

し
支

え
な

い
。
 

②
 
国
内
に
在
留
す
る
外
国
人
が
提
出
し
た
在
留
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
、
及
び
、
国
内

に
居

住
し

な
い

外
国

人
が

提
出

し
た

本
国

の
住

民
票

に
相

当
す

る
書

面
の

写
し

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

書
面

は
、

 

仲
介
業
等
府
令
第

1
2
条
第
１
号
及
び
第
２
号
の
「
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
」
に
該
当
す
る
。

 

 （
７
）「

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
」（

仲
介

業
等
府
令
第

1
2
条
第
３
号
）

 

「
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
」
に
は
、

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
知
識
・
経
験
等
を
有
す
る
者
及
び
当
該
者
の
配
置
予
定
先

が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

な
お
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
知
識
・
経
験
等
を
有
す
る
者
と
し
て
は
、
当
該

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
行
う
業
務
の
種
別
に
応
じ
て
、
Ⅴ
－
２
－
２
（
２
）
①
イ
及
び
ロ
、
Ⅵ
－
２
－
１
－

２

（
１
）
、
Ⅶ
－
２
－
１
（
２
）
イ
及
び
ロ
、
Ⅷ
－
３
－
１
－
２
（
２
）
②
ホ
に
掲
げ
る
役
員
、
使
用
人
そ
の
他
の
人
員

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 

そ
の

他
、
「

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

を
適

確
に

遂
行

す
る

に
足

り
る

能
力

を
有

す
る

こ
と

を
明

ら
か

に
す

る
書

面
」
に
関
し
て
は
、
Ⅴ
－
２
－
２
（
２
）
、
Ⅵ
－
２
－
１
－
１
（
２
）
、
Ⅵ
－
２
－
１
－
２
（
１
）
、
Ⅶ
－
２
－
１
（
２
）

イ
及
び
ロ
、
Ⅷ
－
３
－
１
－
２
（
２
）
②
も
参
照
す
る
。

 

 （
８
）
「
兼
業
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
」
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
2
条
第
４
号
）

 

「
兼

業
業

務
の

内
容

を
記

載
し

た
書

面
」

に
は

、
日

本
標

準
産

業
分

類
に

掲
げ

る
中

分
類

（
 
大

分
類

Ｊ
－

 
融

業
，

保
険

業
 
に

属
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

細
分

類
）

に
則

っ
て

兼
業

業
務

の
分

類
が

記
載

さ
れ

て
い

る
か

を
確

認

す
る
。

 

 （
９
）「

電
子
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類
」（

仲
介
業
等
府
令

第
1

2
条
第
８
号
）

 

①
 
仲
介
業
等
府
令
第

1
2
条
第
８
号
に
規
定
す
る
、
電
子
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
の
内
容
に
は
、
仲
介
業
等
府

令
第

9
条
に
規
定
す
る
顧
客
の
注
文
の
内
容
の
 
融
機
関
に
対
す
る
伝
達
の
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認

す
る
。

 

②
 
上
記
①
の
伝
達
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
 
融
機
関
か
ら
付
与
さ
れ
た

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
等
（
当
該
 
融

機
関
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
等
の
情
報
を
い
う
。
）
を
申
請
者
が
顧
客
か
ら

預
か
り
、
当
該

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
利
用
し
て
伝
達
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
顧
客
か
ら
の
申
出
に
基
づ
き
、
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③
 
帳
簿
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
該
当
す
る
事
項
に
直
接
合
致
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
準
ず

る
も
の
を
記
載
し
、
該
当
す
る
事
項
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
記
載
を
要
し
な
い
。

 
④
 
媒
介
に
係
る
取
引
記
録
、
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
又
は
私
募
の
取
扱
い
に
係
る
取
引
記
録
及
び
投
資

顧
問
契
約
又
は
投
資
一
任
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
係
る
取
引
記
録
の
作
成
に
当
た
り
、
取
引
を
行
う
際
に
取
引
契

約
書
を
取
り
交
わ
す
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
帳
簿
書
類
の
記
載
事
項
が
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
取
引
契
約
書

を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
帳
簿
書
類
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
取
引
契
約
書
は
別
つ
づ
り
と
す
る
。

 
⑤
 
帳
簿
書
類
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
お
い
て
統
一
し
た
取
扱
い
を
し
て
い

る
コ
ー
ド
又
は
略
号
そ
の
他
の
記
号
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
⑥
 
帳
簿
書
類
の
記
載
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
た
取
引
契
約
書
と
契
約
番
号
等
に
よ

り
関
連
付
け
が
さ
れ
て
お
り
、
併
せ
て
管
理
・
保
存
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
当
該
帳
簿

書
類
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
⑦
 
帳
簿
書
類
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
 
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
が
帳
簿
書
類
の
作
成
を
委
託
し
て
い
る
会
社
に
お
い
て
作
成
時
か
ら
集
中
保
管
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

 
イ
．
顧
客
の
照
会
に
対
し
、
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

 
ロ
．
帳
簿
書
類
の
閲
覧
が
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
合
理
的
期
間
内
に
可
能
な

体
制
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

 
ハ
．
内
部
監
査
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

 
⑧
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
当
該
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
関
し
て
取
引
関
係
に
あ
る
 
融
機
関
の
シ
ス
テ
ム
や
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
利
用
し
て
作
成
す

る
こ
と
又
は
当
該
 
融
機
関
に
そ
の
作
成
に
係
る
シ
ス
テ
ム
や
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
構
築
を
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
作
成
及
び
保
存
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 
⑨
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
、
社
内
規
則
等
に
、
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法
を
具
体
的
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

 
 Ⅲ
－
３
－
５
 
事
業
報
告
書

 
（
１
）
事
業
報
告
書
の
提
出
先

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
提
出
す
る
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
仲
介
業
等
府
令
別
紙
様
式
第
７
号
を
使
用
し

て
作
成
し
た
も
の
を
、
財
務
局
監
理
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
つ
い
て
は
当
該
申
請
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事

務
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
、
本

庁
監
理
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
つ
い
て
は
 
融
庁
長
官
に
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
２
）
事
業
報
告
書
に
係
る
留
意
点

 
仲
介
業
等
府
令
別
紙
様
式
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
報
告
書
を
処
理
す
る
場
合
に
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
も

8
5

 

 

（
２
）
法
人
で
あ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
組
織
変
更

 

法
人
で
あ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
法
律
上
の
組
織
変
更
を
行
う
場
合
は
、
変
更
届
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

（
３
）
変
更
届
出
の
内
容
が
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
変
更
で
、
か
つ

、
他
の
管
轄
財
務
局

の
管
轄
区
域
へ
の
変
更
で
あ
る
場
合
は
、
現
に
登
録
し
て
い
る
管
轄
財
務
局
は
、
新
た
に
管
轄
財
務
局
に
な
る
財
務

局
に

当
該

届
出

書
及

び
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
登

録
簿

の
う

ち
当

該
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

係
る

部
分

そ

の
他
の
書
類
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
上
記
の
書
類
の
送
付
を
受
け
た
財
務
局
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
係
る
事
項
を
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
者
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－

３
－
２
－

３
 

廃
業
等

の
届

出
に
係

る
留

意
事
項

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
か
ら
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
6
条
第
３
項
第
３
号
か
ら
第
７
号
の
規
定
に
基
づ
く
届

出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
対
し
て
必
要
に
応
じ
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
な
ど

に
よ
り
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
取
消
し
の
事
由
の
存
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
確

認
を
行
う
こ
と
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅲ
－

３
－
３
 

登
録

等
実
績

報
告

 
毎
月
末
の
登
録
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
月
末
の
翌
月

1
5
日
ま
で
に
監
督
局
総
務
課
●
●
室
あ
て
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。

 

 Ⅲ
－

３
－
４
 

業
務

に
関
す

る
帳

簿
書
類

関
係

 
仲
介
業
等
府
令
第

1
3

8
条
に
定
め
る
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
（
以
下
「
帳
簿
書
類
」
と
い
う
。
）
は
、
 
融
サ
ー
ビ

ス
仲
介
業
者
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
を
正
確
に
反
映
さ
せ
、
業
務
の
適
切
性
や
財
務
の
健
全
性
を
検
証
す
る
こ
と
な
ど

に
よ
っ
て
、
顧
客
保
護
に
資
す
る
た
め
法
令
に
そ
の
作
成
及
び
保
存
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
帳
簿
書
類

の
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
以
下
の
点
に
留
意
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 

（
１
）
基
本
的
留
意
事
項

 

①
 
帳
簿
書
類
に
つ
い
て
、
一
の
帳
簿
書
類
が
合
理
的
な
範
囲
に
お
い
て
、
他
の
帳
簿
書
類
を
兼
ね
る
こ
と
、
又
は

そ
の
一
部
を
別
帳
と
す
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
帳
簿
書
類
の
種
類
に

応
じ
た
記
載
事
項
が
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。

 

②
 
Ⅲ
－
３
－
４
に
お
い
て
、
外
国
法
人
に
つ
い
て
は
、
本
店
と
あ
る
の
は
そ
の
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
又

は
事
務
所
と
、
支
店
と
あ
る
の
は
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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Ⅳ
 
保
証
 
・
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
賠
償
責
任
保
険
契
約

 
Ⅳ
－
１
 
保
証
 

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
保
証
 
に
係
る
事
務
は
、
以
下
の
関
係
法
令
に
関
す
る
解
釈
・
運
用
及
び
手
続
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅳ
－
１
－
１
 
保
証
 
の
供
託
等
の
届
出

 
（
１
）
仲
介
業
等
府
令
第

2
6
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
供
託
に
係
る
届
出
を
行
う
場
合
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
者
は
別
紙
様
式
Ⅳ
－
１
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
 
供
託
届
出
書
に
同
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
書
面
を
添

付
し
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
所
管
す
る
 
融
庁
長
官
又
は
財
務
局
長
（
以
下
「
財
務
局
長
等
」
と
い
う
）

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
仲
介
業
等
府
令
第

2
6
条
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
り
保
証
委
託
契
約
の
締
結
に
係
る
届
出
を
行
う
場
合
、
 

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
別
紙
様
式
Ⅳ
－
２
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
委
託
契
約
締
結
届
出
書
に
同
条
第
２
項
第
３

号
に
規
定
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
財
務
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
３
）
仲
介
業
等
府
令
第

2
6
条
第
４
項
及
び
同
第

2
7
条
第
３
項
並
び
に
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
保
証
 
規
則
（
以
下

「
保
証
 
規
則
」
と
い
う
。
）
第

1
3
条
第
５
項
に
規
定
す
る
保
管
証
書
は
、
別
紙
様
式
Ⅳ
－
３
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅳ
－
１
－
２
 
保
証
 
の
取
戻
し

 
（
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
2
条
第

1
1
項
に
規
定
す
る
時
期
及
び
額
の
指
定
は
、
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

に
係
る
以
下
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

①
 
保
証
 
規
則
第

1
2
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
示
に
よ
る
権
利
の
申
出
の
状
況

 

②
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
関
し
て
生
じ
た
債
務
（
係
争
中
等
の
も
の
を
含
む
。
）
の
有
無
等

 

③
 
当
該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
締
結
の
媒
介
を
行
っ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
う
ち
残
存
す
る
も
の
の
状

況
 

（
２
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
2

 
条
第

1
1
項
に
規
定
す
る
時
期
の
指
定
は
、
原
則
と
し
て
当
該
指
定
を
行
っ
た
日

か
ら
５
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
こ
と
と
し
、
同
条
第

1
0
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
保
証
 
の
取
戻
し
の
承

認
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
関
し
て
当

該
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
に
生
じ
た
債
務
の
弁
済
の
確
保
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
３
）
保
証
 
規
則
第

1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
 
の
取
戻
し
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
以
下
に
掲
げ

る
書
面
を
財
務
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
保
証
 
規
則
第

1
2
条
第
１
項
に
規
定
す
る
保
証
 
規
則
別
紙
様
式
第
３
号
に
よ
り
作
成
し
た
承
認
申
請
書

 

②
 
当
該
保
証
 
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

 

③
 
（
１
）
の
②
及
び
③
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

 

（
４
）
仲
介
業
等
府
令
第

2
6
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
者
は
別
紙
様
式
Ⅳ
－
４
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
 
取
戻
届
出
書
に
同
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
書
面
を
添

8
7

 

 

の
と
す
る
。

 

・
 
「
従
業
者
に
対
す
る
研
修
の
実
施
状
況
」
欄
に
つ
い
て
は
、
当
局
の
検
査
に
お
い
て
不
適
切
な
取
扱
い
等
の
指

摘
を
受
け
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
や
業
務
改
善
命
令
等
の
処
分
を
受
け
て
い
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者

の
場
合
、
研
修
の
実
施
目
的
・
重
点
事
項
等
が
、
当
局
の
指
摘
等
の
内
容
に
照
ら
し
、
合
理
的
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
か
検
証
す
る
も
の
と
す
る
。

 

  

Ⅲ
－
３
－
６
 
電
子
申
請
可
能
な
申
請
書
等
を
提
出
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

 
 
融
庁
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
掲
載
す
る
電
子
政
府
の
総
合
窓
口
（
以
下
「

e
-G

o
v
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
申

請
書
等
の
提
出
が
可
能
な
手
続
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

e
-G

o
v
 
を
利
用
し
て
提
出
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。
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9
0

 

 

Ⅳ
－
１
－
６
 
保
証
 
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
の
種
類
等

 
登
録
申
請
者
等
に
対
し
て
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
2
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
債
に
よ
り
保
証
 
を
供
託

し
て
い
る
場
合
、
国
債
ニ
関
ス
ル
法
律
（
明
治

3
9
年
法
律
第

3
4
号
）
に
よ
り
一
定
期
間
経
過
後
に
消
滅
時
効
が
完
成

し
、
供
託
が
無
効
と
な
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
周
知
す
る
。

 

 
 

8
9

 

 

付
し
て
、
財
務
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
５
）
保
証
 
規
則
第

1
2
条
第
２
項
に
基
づ
く
保
証
 
取
戻
し
公
告
は
、
別
紙
様
式
Ⅳ
－
５
に
よ
り
行
う
。

 

 Ⅳ
－

１
－
３
 

保
証

 
の
全

部
又

は
一
部

に
代

わ
る
契

約
の

解
除
又

は
変

更
 

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
施
行
令
第

2
7
条
第

2
号
の
規
定
に
よ
る
保
証
委
託
契
約
の
解
除
又
は
変
更
は
、
以
下
の
と
お

り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

 （
１
）
保
証
委
託
契
約
を
解
除
し
又
は
そ
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
保
証
委
託

契
約
の
規
定
に
基
づ
き
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
以
下
、
Ⅳ
－
１
－
３
（
３

）
に
お
い
て

同
じ
。
）
は
別
紙
様
式
Ⅳ
－
６
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
委
託
契
約
解
除
（
変
更
）
承
認
申
請
書
に
当
該
契
約
の

解
除
又

は
そ
の
内
容
の
変
更
に
伴
い
必
要
と
な
る
べ
き
手
当
の
有
無
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
財
務
局
長
等
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
財
務
局
長
等
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
施
行
令
第

2
7
条
第
２
号
の
規
定
に
よ
る
保
証
委
託
契
約
の
解
除
又
は

変
更
の
承
認
を
し
た
場
合
に
は
、
別
紙
様
式
Ⅳ
－
７
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
委
託
契
約
解
除
承
認
書
又
は
別
紙
様
式

Ⅳ
－
８
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
委
託
契
約
変
更
承
認
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
３
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
施
行
令
第

2
7
条
第
２
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
保
証
委
託
契
約
を
解
除
し
又
は

そ
の
内
容
を
変
更
し
た
場
合
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
別
紙
様
式
Ⅳ
－
９
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
委
託
契
約
解

除
（
変
更
）
届
出
書
に
仲
介
業
等
府
令
第

2
6
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
財
務
局
長
等
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅳ
－

１
－
４
 

保
証

 
の
保

管
替

え
等

 
（
１
）
保
証
 
規
則
第

1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
最
寄
り
の
供
託
所
の
変
更
の
届
出
を
行
う
場
合
、
供
託
者
は
別
紙

様
式
Ⅳ
－

1
0
に
よ
り
作
成
し
た
供
託
所
変
更
届
出
書
を
財
務
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
保
証
 
規
則
第

1
3
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
書
正
本
の
交
付
を
受
け
る
場
合
、
供
託
者
は
別
紙
様
式
Ⅳ
－

1
1
に
よ
り
作
成
し
た
受
領
書
に
当
該
供
託
書
正
本
に
つ
い
て
の
保
管
証
書
を
添
付
し
て
、
財
務
局
長
等
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

 

 Ⅳ
－

１
－
５
 

保
証

 
の
追

加
供

託
命
令

の
通

知
 

財
務
局
長
等
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

3
0
条
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
支
払
委
託
書
の
写
し
を
当
該
支
払
委
託
書
に
係
る

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
交

付
す

る
場

合
は

、
別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
2

に
よ

り
作

成
し

た
通

知
書

に
当

該
支

払
委

託
書

の

写
し
を
添
付
し
て
、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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9
2

 

 

Ⅳ
－
２
－
２
 
賠
責
保
険
契
約
の
解
除
又
は
変
更

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
施
行
令
第

2
9
条
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
賠
責
保
険
契
約
の
解
除
又
は
変
更
は
、
以
下

の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
賠
責
保
険
契
約
を
解
除
し
又
は
そ
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
別
紙
様
式

Ⅳ
－

1
6
に
よ
り
作
成
し
た
承
認
申
請
書
に
当
該
契
約
の
解
除
又
は
そ
の
内
容
の
変
更
に
伴
い
必
要
と
な
る
べ
き
手

当
の
有
無
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
財
務
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
財
務
局
長
等
は
、
賠
責
保
険
契
約
の
解
除
又
は
変
更
の
承
認
を
し
た
場
合
に
は
、
別
紙
様
式
Ⅳ
－

1
7
に
よ
り
作
成

し
た
賠
責
保
険
契
約
解
除
承
認
書
又
は
別
紙
様
式
Ⅳ
－

1
8
に
よ
り
作
成
し
た
賠
責
保
険
契
約
変
更
承
認
書
を
申
請

者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
３
）
財
務
局
長
等
の
承
認
を
受
け
て
賠
責
保
険
契
約
を
解
除
し
又
は
そ
の
内
容
を
変
更
し
た
場
合
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲

介
業
者
は
別
紙
様
式
Ⅳ
－

1
9
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
仲
介
業
等
府
令
第

2
6
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
書

面
を
添
付
し
て
、
財
務
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

9
1

 

 

Ⅳ
－
２
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
賠
償
責
任
保
険
契
約

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
賠
償
責
任
保
険
契
約
に
係
る
事
務
は
、
以
下
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅳ
－
２
－
１
 
保
証
 
の
一
部
に
代
わ
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
賠
償
責
任
保
険
契
約
に
よ
る
保
証
 
の
一
部
の
代

替
 

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
3
条
第
１
項
に
規
定
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
賠
償
責
任
保
険
契
約
（
以
下
「
賠
責

保
険
契
約
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
保
証
 
の
一
部
の
代
替
は
、
以
下
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

 

（
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
3
条
第
１
項
に
規
定
す
る
賠
責
保
険
契
約
を
締
結
し
て
仲
介
業
等
府
令
第

2
6
条
第
１

項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
契
約
の
締
結
に
係
る
届
出
を
行
う
場
合
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
別
紙
様
式
Ⅳ

－
1

3
に
よ
り
作
成
し
た
賠
責
保
険
契
約
締
結
届
出
書
に
同
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
財

務
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
届
出
と
同
時
に
仲
介
業
等
府
令
第

3
2
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
保
証
 
の
一
部
の
代
替
の
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
は
要
し
な
い
も
の
と
す

る
。

 

（
２
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
3
条
第
１
項
に
よ
る
賠
責
保
険
契
約
に
よ
る
保
証
 
の
一
部
の
代
替
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
は
別
紙
様
式
Ⅳ
－

1
4
に
よ
り
作
成
し
た
承
認
申
請
書
に
当
該
賠
責

保
険
契
約
に
よ
る
保
証
 
の
一
部
の
代
替
に
関
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
財
務
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
３
）
令
和
３
年
 
融
庁
告
示
第
●
号
の
内
容

 

①
 
令
和
３
年
 
融
庁
告
示
第
●
号
第
２
条
柱
書
き
に
規
定
す
る
「
顧
客
等
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
」
と
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
営
業
を
開
始
し
て
し
て
か
ら
賠
責
保
険
契
約
を
締
結
す
る
た

め
の
期
間
が
３
年
を
超
え
ず
、
か
つ
、
そ
の
期
間
を
対
象
と
し
て
先
行
担
保
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
を
い
う
。
 

②
 
令
和
３
年
 
融
庁
告
示
第
●
号
第
２
条
第
５
号
に
規
定
す
る
「
顧
客
等
に
対
す
る
債
務
の
有
無
等
」
に
は
、
以

下
に
掲
げ
る
も
の
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。

 

ア
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
不
法
行
為
に
よ
る
顧
客
等
に
対
す
る
債
務

 

イ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
顧
客
等
に
対
す
る
債
務
に
係
る
訴
訟
の
う
ち
、
裁
判
所
に
お
い
て
係
争
中
の
も

の
。

 

ウ
．
財
務
局
長
等
に
寄
せ
ら
れ
た
苦
情
、
事
業
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
苦
情
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
会

員
と
す
る
団
体
に
寄
せ
ら
れ
た
苦
情
の
す
べ
て
を
含
む
苦
情
の
件
数
、
内
容
及
び
解
決
内
容

 

（
４
）
財
務
局
長
等
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
3
条
第
１
項
に
よ
る
賠
責
保
険
契
約
に
よ
る
保
証
 
の
一
部
の
代

替
の
承
認
を
し
た
場
合
に
は
、
別
紙
様
式
Ⅳ
－

1
5
に
よ
り
作
成
し
た
承
認
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
５
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
供
託
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
保
証
 
の
額
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
施
行
令
第

2
9
条
第
２
項
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
賠
責
保
険
契
約
に
お
い

て
同
一
の
行
為
に
起
因
す
る
一
定
の
事
由
に
よ
る
損
失
の
填
補
の
限
度
額
と
し
て
定
め
た
 
額
を
限
度
と
す
る
。
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9
4

 

 

に
規
定
す
る
「
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
法
第

1
1
条
第
２
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
こ
と

を
条
件
と
し
て
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
す
る
行
為
」
に
も
該
当
し
得
る
。
）
。

 

①
 
顧
客
に
対
し
、
預
 
等
媒
介
業
務
と
し
て
媒
介
す
る
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
（
そ
の
他
 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
。
以
下
②
か
ら
④
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締

結
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
兼
業
業
務
に
係
る
取
引
を
取
り
や
め
る
旨
又
は
兼
業
業
務
に
関
し
不
利
な
取
扱
い
を

す
る
旨
を
示
唆
し
、
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
事
実
上
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
。
 

②
 
顧
客
に
対
す
る
兼
業
業
務
の
取
引
を
行
う
に
当
た
り
、
預
 
等
媒
介
業
務
と
し
て
媒
介
す
る
預
 
の
受
入
れ
を

内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
を
要
請
し
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
事
実
上
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
。

 

③
 
顧
客
に
対
し
、
預
 
等
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
と
し
て
行
う
業
務
の
競
争
者
と
取
引
す
る
場
合
に
は
兼
業
業
務

の
取
引
を
取
り
や
め
る
旨
又
は
兼
業
業
務
に
関
し
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
旨
を
示
唆
し
、
自
己
の
競
争
者
（
銀
行

及
び
銀
行
代
理
業
者
を
含
む
。
④
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

を
妨
害
す
る
こ
と
。

 

④
 
顧
客
に
対
す
る
兼
業
業
務
の
取
引
を
行
う
に
当
た
り
、
自
己
の
競
争
者
と
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約

を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
請
し
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
事
実
上
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
。

 

 （
３
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
9
条
で
準
用
す
る
銀
行
法
（
以
下
「
準
用
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第

5
2
条
の

4
5
、
仲

介
業
等
府
令
第

5
5
条
各
号
に
規
定
す
る
禁
止
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
態
勢
整
備
に
関
し
て
は
、
以
下
の
点
に
留

意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

①
 
禁
止
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
責
任
を
有
す
る
部
署
又
は
担
当
者
を
配
置
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら

の
部
署
又
は
担
当
者
に
よ
っ
て
禁
止
行
為
の
防
止
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
た
め
の
内

部
管
理
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

②
 
禁
止
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
研
修
の
実
施
等
の
体
制
、
顧
客
か
ら
の
苦
情
に
対
応
す
る
た
め
の
体
制

等
に
関
す
る
社
内
規
則
の
策
定
及
び
社
内
周
知
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

 

③
 
禁
止
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
預
 
等
媒
介
業
務
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識
及
び
実
務
経
験
を
有
す
る

者
に
よ
る
定
期
的
か
つ
必
要
に
応
じ
て
適
宜
研
修
を
実
施
し
て
い
る
か
。

 

④
 
禁
止
行
為
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
受
付
窓
口
の
明
示
、
苦
情
処
理
担
当
部
署
の
設
置
、
苦
情
案
件
処
理
手
順

等
の
策
定
等
の
苦
情
対
応
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
４
）
正
常
な
取
引
慣
行
に
反
す
る
不
適
切
な
取
引
に
繋
が
る
媒
介
の
防
止

 

上
記
（
１
）
か
ら
（
３
）
の
ほ
か
、
過
度
な
協
力
預
 
、
過
当
な
歩
積
両
建
預
 
等
の
受
入
れ
、
他
 
融
機
関
へ

の
過
度
な
預
 
紹
介
、
顧
客
の
印
鑑
等
の
預
か
り
等
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
優
越
的
な
地
位
の
濫
用
や
顧
客
の

実
際
の
資
 
需
要
に
基
づ
か
な
い
決
算
期
を
跨
っ
た
短
期
間
の
与
信
取
引
の
依
頼
な
ど
正
常
な
取
引
慣
行
に
反
す

る
不
適
切
な
取
引
に
繋
が
る
よ
う
な
媒
介
を
ど
の
よ
う
に
防
止
し
て
い
る
か
に
留
意
す
る
。
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Ⅴ
 
監
督
上
の
評
価
項
目
と
諸
手
続
（
預
 
等
媒
介
業
務
）

 
Ⅴ
－
１
 
業
務
の
適
切
性
（
預
 
等
媒
介
業
務
）

 
Ⅴ
－
１
－
１
 
預
 
等
媒
介
業
者
の
禁
止
行
為
、
不
適
切
な
取
引
等

 
（
１
）
預
 
等
媒
介
業
者
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
す
る
行
為
（
仲
介
業
等
府
令
第

5
5
条
第
３

号
）

 

預
 
等
媒
介
業
者
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
「
 
融
機
関
の
業

態
区
分
の
緩
和
及
び
業
務
範
囲
の
拡
大
に
伴
う
不
公
正
な
取
引
方
法
に
つ
い
て
」
（
平
成

1
6
年

1
2
月
１
日
：
公
正

取
引
委
員
会
）
も
参
考
と
す
る
が
、
例
え
ば
次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
預
 
等
媒
介
業
者
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的

地
位
を
不
当
に
利
用
す
る
行
為
に
該
当
し
得
る
（
な
お
、
こ
の
う
ち
①
及
び
②
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

5
5
条
第
２

号
に
規
定
す
る
「
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業
者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し

て
、
法
第

1
1
条
第
２
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
行
為
」
に
も
該
当
し
得
る
。
）
。

 

①
 
顧
客
に
対
し
、
自
己
が
兼
業
業
務
と
し
て
行
う
業
務
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
（
預
 
等
媒
介
業
務
以
外

の
種
別
の
も
の
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
自
己
と
取
引
し
な
い
場
合
に
は
資
 
の
貸
付
け
を
内
容
と
す
る
契
約
（
そ

の
他
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
含
む
。
以
下
②
か
ら
④
に
お
い
て
同
じ
。
）

媒
介
を
取
り
や
め
る
旨
又
は
資
 
の
貸
付
け
を
内
容
と
す
る
契
約
の
媒
介
に
関
し
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
旨
を

示
唆
し
、
兼
業
業
務
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
（
預
 
等
媒
介
業
務
以
外
の
種
別
の
も
の
を
い
う
。
）
で
取
り

扱
う
商
品
を
購
入
す
る
こ
と
を
事
実
上
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
。

 

②
 
顧
客
に
対
す
る
資
 
の
貸
付
け
を
内
容
と
す
る
契
約
の
媒
介
に
当
た
り
、
兼
業
業
務
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介

業
務
（
預
 
等
媒
介
業
務
以
外
の
種
別
の
も
の
を
い
う
。
）
で
取
り
扱
う
商
品
の
購
入
を
要
請
し
、
こ
れ
に
従
う
こ

と
を
事
実
上
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
。

 

③
 
顧
客
に
対
し
、
自
己
が
兼
業
業
務
と
し
て
行
う
業
務
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
（
預
 
等
媒
介
業
務
以
外

の
種
別
の
も
の
を
い
う
。
）
の
競
争
者
と
取
引
す
る
場
合
に
は
資
 
の
貸
付
け
を
内
容
と
す
る
契
約
の
媒
介
を
取

り
や
め
る
旨
又
は
資
 
の
貸
付
け
を
内
容
と
す
る
契
約
の
媒
介
に
関
し
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
旨
を
示
唆
し
、
自

己
の
兼
業
業
務
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
（
預
 
等
媒
介
業
務
以
外
の
種
別
の
も
の
を
い
う
。
）
に
お
け
る

競
争
者
か
ら
の
商
品
の
購
入
を
妨
害
す
る
こ
と
。

 

④
 
顧
客
に
対
す
る
資
 
の
貸
付
け
を
内
容
と
す
る
契
約
の
媒
介
を
行
う
に
当
た
り
、
自
己
の
兼
業
業
務
又
は
 
融

サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
（
預
 
等
媒
介
業
務
以
外
の
種
別
の
も
の
を
い
う
。
）
に
お
け
る
競
争
者
か
ら
商
品
の
購
入

を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
請
し
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
事
実
上
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
。

 

 （
２
）
兼
業
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
す
る
行
為
（
仲
介
業
等
府
令
第

5
5
条
第
５
号
）

 

兼
業
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
「
 
融
機
関
の
業
態
区
分

の
緩
和
及
び
業
務
範
囲
の
拡
大
に
伴
う
不
公
正
な
取
引
方
法
に
つ
い
て
」
（
平
成

1
6
年

1
2
月
１
日
：
公
正
取
引
委

員
会
（
再
掲
）
）
も
参
考
と
す
る
が
、
例
え
ば
、
以
下
に
掲
げ
る
行
為
は
、
兼
業
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越
的
地

位
を
不
当
に
利
用
す
る
行
為
に
該
当
し
得
る
（
な
お
、
こ
の
う
ち
①
及
び
②
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

5
5
条
第
４
号

83
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引
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
応
じ
た
態
勢
整
備
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

 

さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
等
の
異
な
る
取
引
方
法
に
応
じ
た
態
勢
整
備
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
に
応
じ
た
説
明
態
勢
が
社
内
規
則
等
で
明
確
に

定
め
ら
れ
て
い
る
か
。
特
に
、
中
小
企
業
や
個
人
に
つ
い
て
は
実
態
に
即
し
た
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

③
 
法
令
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
社
内
の
実
施
態
勢
の
構
築

 

イ
．
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
よ
う
、
研
修
そ
の
他
の
方
策
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
配
布
を
含

む
。
）
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
説
明
態
勢
等
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
検
査
・
監
査
等
の
内
部
牽
制
機
能
は
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
契
約
時
点
等
に
お
け
る
説
明

 

以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
社
内
規
則
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則

に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
検
証
す
る
。
そ
の
際
、
預
 
等
媒
介

業
者
と
顧
客
が
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
銀
行
等
と
の
間
の
顧
客
に
対
す
る
情
報
の
提
供
及
び
説
明
に
関
す
る

役
割
分
担
を
適
切
に
踏
ま
え
、
機
械
的
・
画
一
的
な
取
扱
い
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス
ク
等
に
係
る
説
明

 

契
約
の
意
思
形
成
の
た
め
に
、
顧
客
の
十
分
な
理
解
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
必
要
な
情
報
を
的
確
に
提

供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

な
お
、
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

イ
．
住
宅
ロ
ー
ン
契
約
の
媒
介
に
際
し
て
は
、
利
用
者
に
適
切
な
情
報
提
供
と
リ
ス
ク
等
に
関
す
る
説
明
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
か
。
特
に
、
 
利
変
動
型
又
は
一
定
期
間
固
定
 
利
型
の
住
宅
ロ
ー
ン
に
係
る
 
利
変
動
リ

ス
ク
等
に
つ
い
て
、
十
分
な
説
明
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
住
宅
ロ
ー
ン
の
説
明
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、「
住
宅
ロ
ー
ン
利
用
者
に
対
す
る
 
利
変
動
リ
ス
ク
等
に
関

す
る
説
明
に
つ
い
て
」（
平
成

1
6
年

1
2
月

2
1
日
全
国
銀
行
協
会
申
し
合
わ
せ
）
に
沿
っ
た
対
応
が
な
さ
れ
る

態
勢
と
な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
適
用
 
利
が
将
来
上
昇
し
た
場
合
の
返
済
額
の
目
安
を
提
示
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
時
点
の
経
済
情
勢
に
お
い
て
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
前
提
に
基
づ
く
試
算
を
示
す
こ
と
と
し
て
い
る
か
。
 

ハ
．
個
人
保
証
契
約
に
つ
い
て
は
、
保
証
債
務
を
負
担
す
る
と
い
う
意
思
を
形
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
保
証

債
務
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
が
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
を
受
容
す
る
意
思
を
形
成
す
る
に
足
る

説
明
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

例
え
ば
、
保
証
契
約
の
形
式
的
な
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
証
の
法
的
効
果
と
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
最
悪
の

シ
ナ
リ
オ
即
ち
実
際
に
保
証
債
務
を
履
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
を

 
想
定
し
た
説
明
を
行
う
こ
と
と
し
て
い

る
か
。

 

ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
保
証
人
か
ら
説
明
を
受
け
た
旨
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

二
．
経
営
者
等
と
銀
行
等
と
の
間
の
保
証
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
、
主
債
務
者
と
保
証
人
に
対
し
て
丁
寧
か
つ
具
体
的
に
説
明

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
。
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Ⅴ
－
１
－
２
 
利
用
者
保
護
の
た
め
の
情
報
提
供
・
相
談
機
能
等

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
6
条
、
準
用
銀
行
法
第

5
2
条
の

4
4
第
２
項
及
び
仲
介
業
等
府
令
第

4
8
条
か
ら
第

5
5
条

を
踏
ま
え
、
預
 
等
媒
介
業
者
に
お
け
る
利
用
者
保
護
の
た
め
の
情
報
提
供
・
相
談
機
能
等
に
関
す
る
監
督
は
、
以
下
の

点
に
留
意
す
る
。

 

 Ⅴ
－
１
－
２
－
１
 
与
信
取
引
等
（
貸
付
契
約
及
び
こ
れ
に
伴
う
担
保
・
保
証
契
約
）
に
関
す
る
顧
客
へ
の
説
明
態
勢

 
Ⅴ
－
１
－
２
－
１
－
１
 
意
義

 
（
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
6
条
及
び
仲
介
業
等
府
令
第

3
5
条
は
、
預
 
等
媒
介
業
者
に
対
し
、
そ
の
営
む
業
務

の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項

の
顧
客
に
対
す
る
説
明
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス
ク
の
説
明
並
び
に
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
含

む
。
）
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員

に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

 

ま
た
、
預
 
等
媒
介
業
者
は
そ
の
預
 
等
媒
介
業
務
に
関
し
、
顧
客
に
対
し
虚
偽
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為
、
不
確

実
な
事
項
に
つ
い
て
断
定
的
判
断
を
提
供
し
、
又
は
確
実
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
行

為
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
準
用
銀
行
法
第

5
2
条
の

4
5
、
仲
介
業
等
府
令
第

5
5
条
）
。
こ
れ
ら
の

行
為
は
、
そ
も
そ
も
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
6
条
で
定
め
る
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
が
確
保
さ
れ
る
た

め
の
措
置
に
違
反
す
る
行
為
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 

 （
２
）
以
下
は
、
広
く
貸
し
手
の
責
任
に
お
い
て
整
備
す
べ
き
与
信
取
引
等
（
貸
付
契
約
及
び
こ
れ
に
伴
う
担
保
・
保
証

契
約
）
に
関
す
る
説
明
態
勢
及
び
そ
れ
を
補
完
す
る
相
談
苦
情
処
理
機
能
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
中
小
企
業
向
け
取

引
、
個
人
向
け
貸
付
（
住
宅
ロ
ー
ン
を
含
む
。
）
を
念
頭
に
お
い
て
、
当
局
が
預
 
等
媒
介
業
者
の
内
部
管
理
態
勢
の

検
証
を
行
う
際
の
着
眼
点
を
類
型
化
し
て
例
示
し
て
い
る
。

 

（
注
）
以
下
は
、
説
明
義
務
・
説
明
責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
の
徹
底
を
中
心
に
顧
客
と
の
情
報
共
有
の
拡

大
と
相
互
理
解
の
向
上
に
向
け
た
取
組
み
ま
で
幅
広
い
領
域
を
対
象
と
し
て
い
る

 

 Ⅴ
－
１
－
２
－
１
－
２
 
主
な
着
眼
点

 
（
１
）
全
社
的
な
内
部
管
理
態
勢
の
確
立

 

①
 
顧
客
へ
の
説
明
態
勢
及
び
相
談
苦
情
処
理
機
能
に
関
す
る
全
社
的
な
内
部
管
理
態
勢
の
確
立
に
関
し
、
経
営
陣

が
適
切
に
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
か
。

 

②
 
法
令
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
社
内
規
則
等
の
作
成

 

イ
．
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
た
説
明
態
勢
が
社
内
規
則
等
で
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

 

与
信
取
引
に
は
、
例
え
ば
、
手
形
割
引
、
貸
付
 
（
手
形
貸
付
、
証
書
貸
付
、
当
座
貸
越
）
等
の
多
様
な
取

84

金融サービス仲介業
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の
状
況
を
踏
ま
え
た
契
約
締
結
の
客
観
的
合
理
的
理
由

 
ハ
．
保
証
契
約

 
保
証
人
の
立
場
及
び
財
産
の
状
況
、
主
債
務
者
や
他
の
保
証
人
と
の
関
係
等
を
踏
ま
え
、
当
該
保
証
人
と
銀

行
等
と
の
間
で
保
証
契
約
を
締
結
す
る
客
観
的
合
理
的
理
由

 
ａ
．
根
保
証
契
約
に
つ
い
て
は
、
設
定
す
る
極
度
額
及
び
元
本
確
定
期
日
に
つ
い
て
、
主
債
務
者
と
の
取
引
状

況
や
今
後
の
取
引
見
通
し
、
保
証
人
の
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
た
契
約

 締結の客
観
的
合
理
的
理
由

 
ｂ
．
経
営
者
以
外
の
第
三
者
と
の
間
で
個
人
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、「
経
営
者
以
外
の
第
三
者

の
個
人
連
帯
保
証
を
求
め
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
融
資
慣
行
を
確
立
」
す
る
と
の
観
点
に
照
ら
し
、
必
要

に
応
じ
、「
信
用
保
証
協
会
に
お
け
る
第
三
者
保
証
人
徴
求
の
原
則
禁
止
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
考
え
方
に
も

留
意
し
つ
つ
、
当
該
第
三
者
と
銀
行
等
と
の
間
で
保
証
契
約
を
締
結
す
る
客
観
的
合
理
的
理
由
。

 
ｃ
．
経
営
者
等
に
保
証
を
求
め
る
場
合
に
は
、

 「経営者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
当
該

経
営
者

 等と銀行
等
と
の
間
で
保
証
契
約
を
締
結
す
る
客
観
的
合
理
的
理
由

 
③
 
契
約
の
意
思
確
認

 
イ
．
契
約
の
内
容
を
説
明
し
、
借
入
意
思
・
担
保
提
供
意
思
・
保
証
意
思
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
行
員

又
は
預
 
等
媒
介
業
者
の
役
職
員
の
面
前
で
、
契
約
者
本
人
（
注
）
か
ら
契
約
書
に
自
署
・
押
印
を
受
け
る
こ

と
を
原
則
と
と
し
て
い
る
か
。
特
に
、
保
証
意
思
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
契
約
者
本
人
の
経
営
へ
の
関
与
の

度
合
い
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 
（
注
）
い
わ
ゆ
る
「
オ
ー
ナ
ー
経
営
」
の
中
小
企
業
等
と
の
重
要
な
契
約
に
当
た
っ
て
は
、
形
式
的
な
権
限
者

の
確
認
を
得
る
だ
け
で
は
不
十
分
な
場
合
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
ロ
．
上
記
イ
の
契
約
者
の
借
入
意
思
・
担
保
提
供
意
思
・
保
証
意
思
の
確
認
に
係
る
対
応
に
つ
い
て
は
、
顧
客
保

護
及
び
法
令
等
遵
守
の
観
点
か
ら
十
分
な
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
社
内
規
則
等
に
お
い
て
明
確
に
取
扱
い
方
法

を
定
め
、
遵
守
の
た
め
の
実
効
性
の
高
い
内
部
牽
制
機
能
が
確
立
さ
れ
て
い
る
か
。

 
ハ
．
銀
行
等
が
貸
付
の
決
定
を
す
る
前
に
、
顧
客
に
対
し
「
融
資
は
確
実
」
と
誤
認
さ
せ
る
不
適
切
な
説
明
を
行

わ
な
い
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 
 

（
３
）
貸
付
け
に
関
す
る
基
本
的
な
経
営
の
方
針
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
ポ
リ
シ
ー
等
）
と
の
整
合
性

 
与
信
取
引
面
に
お
け
る
説
明
態
勢
に
つ
い
て
は
、
各
銀
行
等
の
貸
付
け
に
関
す
る
基
本
的
な
経
営
の
方
針
（
ク
レ

ジ
ッ
ト
ポ
リ
シ
ー
等
）
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
も
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
そ
の
際
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
健
全
な
融
資
慣
行
の
確
立
と
担
保
・
保
証
に
過
度
に
依
存
し
な
い
融
資
の
促
進

の
観
点
に
留
意
す
る
。

 
預
 
等
媒
介
業
者
は
、
健
全
な
融
資
慣
行
は
で
き
る
限
り
担
保
・
保
証
に
頼
る
こ
と
な
く
、
貸
付
け
は
、
借
り
手

の
経
営
状
況
、
資
 
使
途
、
回
収
可
能
性
等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
。

ま
た
、
銀
行
等
が
「
事
業
か
ら
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
重
視
し
、
担
保
・
保
証
に
過
度
に
依
存
し
な
い
融
資
の
促

進
を
図
る
」
、「
経
営
者
保
証
に
依
存
し
な
い
融
資
の
一
層
の
促
進
を
図
る
」
主
要
行
等
監
督
指
針
Ⅲ
－
９
－
２
参
照
）
、

「
経
営
者
以
外
の
第
三
者
の
個
人
連
帯
保
証
を
求
め
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
融
資
慣
行
を
確
立
す
る
」
（
主
要
行
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ａ
．
保
証
契
約
の
必
要
性

 
ｂ
．
原
則
と
し
て
、
保
証
履
行
時
の
履
行
請
求
は
、
一
律
に
保
証
 
額
全
額
に
対
し
て
行
う
も
の
で
は
な
く
、

保
証
履
行
時
の
保
証
人
の
資
産
状
況
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
履
行
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
る
こ
と

 
ｃ
．
経
営
者
保
証
の
必
要
性
が
解
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
保
証
契
約
の
変
更
・
解
除
等
の
見
直
し
の
可
能
性

が
あ
る
こ
と

 
ホ
．
連
帯
保
証
契
約
に
つ
い
て
は
、
補
充
性
や
分
別
の
利
益
が

な
い
こ
と
な
ど
、
通
常
の
保
証
契
約
と
は
異
な
る

性
質
を
有
す
る
こ
と
を
、
相
手
方
の
知
識
、
経
験
等
に
応
じ
て
説
明
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 
（
注
１
）「

補
充
性
」
と
は
、
主
た
る
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
そ
の
債
務
を
履
行
す
れ

ば
よ
い
と
い
う
性
質
を
い
う
。

 
（
注
２
）「

分
別
の
利
益
」
と
は
、
複
数
人
の
保
証
人
が
存
在
す
る
場
合
、
各
保
証
人
は
債
務
額
を
全
保
証
人
に

均
分
し
た
部
分
（
負
担
部
分
）
に
つ
い
て
の
み
保
証
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
性
質
を
い
う
。

 
ヘ
．
経
営
者
以
外
の
第
三
者
と
銀
行
等
と
の
間
で
個
人
連
帯
保
証
契
約
の
締
結
を
媒
介
す
る
場
合
に
は
、
契
約
者

本
人
の
経
営
へ
の
関
与
の
度
合
い
に
留
意
し
、
原
則
と
し
て
、
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
場
合
で
あ

っ
て

も
保

証
債

務
を

履
行

せ
ざ

る
を

得
な

い
事

態
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

の
特

段
の

説
明

を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
か

。
併

せ
て

、
保

証
人

か
ら

説
明

を
受

け
た

旨
の

確
認

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

か
。
 

（
注
）
契
約
者
本
人
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
発
的
に
連
帯
保
証
契
約
の

申
し
出
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
銀
行
等
又
は
預
 
等
媒
介
業
者
か
ら
特
段
の
説
明
を
受
け
た
上
で
契
約
者

本
人
が
自
発
的
な
意
思
に
基
づ
き
申
し
出
を
行
っ
た
旨
が
記
載
さ
れ
、
自
署
・
押
印
さ
れ
た
書
面
の
提
出

を
受
け
る
な
ど
に
よ
り
【
書
面
・
押
印
・
対
面
の
見
直
し
に
係
る
監
督
指
針
の
改
正
に
合
わ
せ
て
今
後
改

正
の
想
定
（
Ｐ
）
】
、
当
該
契
約
に
つ
い
て
 
融
機
関
か
ら
要
求
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て

い
る
か
に
留
意
す
る
。

 
ト
．
信
用
保
証
協
会
の
保
証
付
き
融
資
に
つ
い
て
は
、
利
用
す
る
保
証
制
度
の
内
容
や
信
用
保
証
料
の
料
率
な
ど

に
つ
い
て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
等
に
応
じ
た
適
切
な
説
明
を

 行うこと
と
し
て
い
る
か
。

 
②
 
契
約
締
結
の
客
観
的
合
理
的
理
由
の
説
明

 
顧
客
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
事
後
の
紛
争
等
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
媒
介
を
行
う
契
約
締
結

の
客
観
的
合
理
的
理
由
に
つ
い
て
も
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
等

に
応
じ
、
そ
の
理
解
と
納
得
を
得
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
説
明
を
行
う
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 
な
お
、
以
下
の
イ
．
か
ら
ハ
．
の
検
証
に
関
し
て
は
、
各
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
顧
客
か
ら
求
め
ら
れ

れ

ば
説
明
す
る
態
勢

 （ハ．の
検
証
に
あ
っ
て
は
、
保
証
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
説
明
す
る
態
勢
）

 が整備さ
れ
て
い
る
か
に
留
意
す
る
。

 
イ
．
貸
付
契
約

 
貸

付
 

額
、

 
利

、
返

済
条

件
、

期
限

の
利

益
の

喪
失

事
由

、
財

務
制

限
条

項
等

の
契

約
内

容
に

つ
い

て
、

顧
客
の
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
た
契
約
締
結
の
客
観
的
合
理
的
理
由

 
ロ
．
担
保
設
定
契
約

 
極
度
額
等
の
契
約
内
容
に
つ
い
て
、
債
務
者
と
の
取
引
状
況
や
今
後
の
取
引
見
通
し
、
担
保
提
供
者
の
財
産
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1
0

0
 

 

特
に
仲
介
業
等
府
令
第

5
0
条
第
１
項
に
定
め
る
 
融
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預
 
等
と
の
誤
認
を

防
止
す
る
た

め
に
適
切
な
説
明
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
預
 
等
媒
介
業
者
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応

じ
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
社
内
規
則
等
を
整
備
し
、
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ

い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
6
条
及

び
仲
介
業
等
府
令
第

3
5
条
）
。

 

リ
ス
ク
商
品
の
販
売
に
当
た
っ
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
の
み
な
ら
ず
 
融
商
品
取
引
法
な
ど
の
関

係
法
令
の
規

定
も
踏
ま
え
た
上
で
、
上
記
の
体
制
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

 

特
に
、
 
利
、
通
貨
の
価
格
、
 
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
そ
の

元
本
に
損
失

が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
預
 
又
は
定
期
積
 
等
（
以
下
「
特
定
預
 
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
 
融

商
品
取
引
法

の
行
為
規
制
が
準
用
さ
れ
、
契
約
締
結
前
の
書
面
交
付
義
務
、
広
告
等
の
規
制
等
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
1
条
第
２
項
、
仲
介
業
等
府
令
第

4
8
条
、
第

6
6
条
か
ら
第

9
0
条
、

第
9

2
条
、
第

9
3
条
、
第

1
0

0
条
、
第

1
0

6
条
、
第

1
1

0
条
）

 

 Ⅴ
－

１
－
２
－

２
－

２
 
主

な
着

眼
点

 
こ

う
し

た
観

点
か

ら
、

以
下

の
よ

う
な

態
勢

が
整

備
さ

れ
て

い
る

か
に

つ
い

て
も

検
証

す
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

際
、

預
 

等
媒

介
業

者
と

顧
客

が
契

約
を

締
結

し
よ

う
と

す
る

銀
行

等
と

の
間

の
顧

客
に

対
す

る
情

報
の

提
供

及
び

説
明

に

関
す
る
役
割
分
担
を
適
切
に
踏
ま
え
、
機
械
的
・
画
一
的
な
取
扱
い
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る

。
 

 （
１
）
全
社
的
な
内
部
管
理
態
勢
の
確
立

 

①
 
顧
客
へ
の
説
明
態
勢
に
関
す
る
全
社
的
な
内
部
管
理
態
勢
の
確
立
に
関
し
、
取
締

役
会
が
適
切
に
機
能
を
発
揮

し
て
い
る
か
。

 

②
 
法
令
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
社
内
規
則
等
の
作
成

 

イ
．
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
た
説
明
態
勢
が
社
内
規
則
等
で
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

 

特
に
、
特
定
預
 
等
の
リ
ス
ク
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
応
じ
た
態
勢
整
備
が
な

さ
れ
て
い
る
か
。

 

さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
等
の
異
な
る
取
引
方
法
に
応
じ
た
態
勢
整
備
が
な
さ
れ
て
い
る

か
。

 

ロ
．
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
に
応
じ
た
説
明
態
勢
が
社
内

規
則
等
で
明
確
に

定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

 

③
 
法
令
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
社
内
の
実
施
態
勢
の
構
築

 

イ
．
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
よ
う
、
研
修
そ
の
他
の
方
策
（
マ
ニ
ュ
ア

ル
等
の
配
布
を
含

む
。
）
が
整
備
さ
れ
て

い
る
か
。

 

ロ
．
説
明
態
勢
等
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
検
査
・
監
査
等
の
内
部
牽
制
機
能
は
十
分
発
揮
さ
れ
て
い

る
か

。
 

ハ
．
説
明
態
勢
等
の
実
効
性
の
検
証
を
踏
ま
え
て
、
 
融
商
品
販
売
態
勢
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
か

。
 

④
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
等
を
踏
ま
え
た
対
応

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
6
条

並
び
に
仲
介
業
等
府
令
第

3
3
条

及
び
第

5
0
条

等
の
観
点

か
ら
、
 
融
商
品

9
9

 

 

等
監
督
指
針
Ⅲ
－
１
０
参
照
）
と
の
観
点
か
ら
、
預
 
等
媒
介
業

者
に
お
い
て
、
銀
行
等
が
定
め
る
経
営
の
方
針
を

実
際
の
説
明
態
勢
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
４
）
苦
情
等
処
理
機
能
の
充
実
・
強
化

 

①
 
苦
情
等
の
事
例
の
蓄
積
と
分
析
を
行
い
、
契
約
締
結
の
媒
介
に
お
け
る
説
明
態
勢
の
改
善
を
図
る
取
組
み
や
苦

情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
る
商
品
、
取
引
の
媒
介
を
継
続
す
る
か
ど
う
か
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

 
 
 
ま
た
、
説
明
態
勢
の
改
善
に
取
り
組
ん
だ
後
に
媒
介
し
た
商
品
、
取
引
に
関
す
る
苦
情
相
談
等
を
確
認
し
、
当

該
取
組
み
の
効
果
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

な
お

、
検

証
に

当
た

っ
て

は
、

特
に

、
Ⅲ

－
２

－
９

－
１

（
苦

情
等

対
処

に
関

す
る

内
部

管
理

態
勢

の
確

立
）

に
関
す
る
苦
情
等
の
取
扱
体
制
の
実
効
性
に
留
意
す
る
。

 

②
 
優
越
的
地
位
の
濫
用
が
疑
わ
れ
る
等
の
重
大
な
苦
情
等
の
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
検
証
の
客
観
性
・
適
切
性
を

確
保
す
る
観
点
か
ら
、
苦
情
等
の
発
生
原
因
と
な
っ
た
営
業
店
担
当
者
等
の
報
告
等
の
み
を
判
断
の
根
拠
と
せ
ず
、

必
要
に
応
じ
、
本
部
等
の
検
証
部
署
の
担
当
者
が
苦
情
者
等
に
直
接
確
認
す
る
な
ど
の
措
置
を
適
切
に
講
じ
る
態

勢
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

③
 
反
社
会
的
勢
力
と
の
絶
縁
等
民
事
介
入
暴
力
に
対
す
る
適
切
な
対
応
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 Ⅴ
－

１
－
２
－

１
－

３
 
監

督
手

法
・
対

応
 

顧
客
へ
の
説
明
態
勢
及
び
そ
れ
を
補
完
す
る
相
談
苦
情
処
理
機
能
が
構
築
さ
れ
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
顧
客
保

護
及
び
利
用
者
利
便
の
観
点
も
含
め
、
預
 
等
媒
介
業
者
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
運
営
の
基
本
に
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
、

関
係
す
る
内
部
管
理
態
勢
は
高
い
実
効
性
が
求
め
ら
れ
る
。

 

当
局
と
し
て
は
、
日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
預
 
等
媒
介
業
者
の
こ
れ
ら
の
内
部

管
理
態
勢
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供

法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
預
 
等
媒
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改

善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の

観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
例
え
ば
、
法
令
の
趣
旨
に
反
し
重
要
な
社
内
規
則
等
の
作
成
自
体

を
怠
っ
て
い
た
こ
と
や
顧
客
に
対
し
虚
偽
の
説
明
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
な
ど
）
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ

ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・

悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く

業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅴ
－

１
－
２
－

２
 

預
 
・

リ
ス
ク
商
品

等
の
販
売
・

説
明

態
勢

 
Ⅴ

－
１

－
２
－

２
－

１
 
意
義

 
預
 
等
媒
介
業
者
は
、
預
 
等
媒
介
業
務
を
行
う
に
際
し
預
 
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
お
り
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
5
条
、
準
用
銀
行
法
第

5
2
条
の

4
4
条
第
２
項
、
仲
介
業
等
府
令
第

4
9
条
）
、
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1
0

2
 

 

係
法
令
に
基
づ
く
報
告
徴
求
等
に
併
せ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
に
基
づ
く
報
告
を

求
め
る
こ
と

を
通
じ
て
、
着
実
な
改
善
を
促
す
も
の
と
す
る
。

 

ま
た
、
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
等
に

併
せ
て
法
第

3
7
条
に
基
づ
き
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
２
）
さ
ら
に
、
検
証
の
結
果
、
経
営
と
し
て
Ⅴ
－
１
－
２
－
２
－
１
の
法
令
の
趣
旨
に
反
し

重
要
な
社
内
規
則
等
の
作

成
自

体
を

怠
っ

て
い

た
こ

と
や

顧
客

に
対

し
虚

偽
の

説
明

を
行

っ
て

い
た

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

な
ど

重
大

な

法
令
違
反
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
に
基
づ
く
行
政
処
分
（
例
え
ば

、
社
内
規
則

等
の
作
成
等
の
十
分
な
体
制
整
備
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
業
務
の
一
部
停
止
）
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に

留
意
す
る
。

 

 Ⅴ
－

１
－
２
－

３
 

そ
の
他

の
説

明
態
勢

に
係

る
留
意

事
項

 
預
 
等
媒
介
業
者
に
お
け
る
利
用
者
保
護
の
た
め
の
情
報
提
供
・
相
談
機
能
等
に
関
す
る
監
督

は
、
Ⅴ
－

１
－
２
－
１

及
び
Ⅴ
－
１
－
２
－
２
の
ほ
か
、
以
下
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
に
留
意
す
る
。

 

（
１
）
優
越
的
地
位
の
濫
用
と
誤
認
さ
れ
か
ね
な
い
説
明
を
防
止
す
る
た
め
の
態
勢

 

預
 
等
媒
介
業
者
が
他
業
を
兼
業
す
る
場
合
に
は
、
預
 
等
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
及
び
兼
業
業
務

に
係
る
業
務

を
行
う
に
際
し
て
、
特
に
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
優
越
的
地
位
の
濫
用
と
誤
認
さ
れ
か
ね
な
い
説
明
を
防
止
す

る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
が
、
例
え
ば
、
Ⅴ
－
１
－
１
（

１
）
及
び
Ⅴ
－
２
－
３

－

２
（

４
）

に
掲

げ
る

行
為

は
、

優
越

的
地

位
の

濫
用

に
該

当
す

る
行

為
と

な
り

得
る

点
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

 （
２
）
預
 
等
と
の
誤
認
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
（
仲
介
業
等
府
令
第

5
0
条
）

 

預
 
等
媒
介
業
者
が
 
融
商
品
の
販
売
の
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
預
 
等
と
の
誤
認
防
止
の
た
め
の
態
勢

整
備

が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
。

 

 （
３
）
顧
客
情
報
管
理

 

①
 
顧
客
情
報
管
理
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
Ⅲ
－
２
－
２
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
が
、
預
 
等
媒
介
業
者
が

他
業

を
兼
業
す
る
場
合
に
は
、
預
 
等
媒
介
業
務
で
得
た
顧
客
情
報
が
顧
客
の
同
意
な
く
兼
業
業
務
に
流
用
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
顧
客
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
の
方
法
や
体
制
（
例
え
ば
、
組
織
・
担
当
者
の
分
離
、
設

備
上
・
シ
ス
テ
ム
上
の
情
報
障
壁
の
設
置
、
情
報
の
遮
断
に
関
す
る
社
内
規
則
の
制
定
及
び
研
修
等
社
員
教

育
の

徹
底
等
）
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
留
意
す
る
。

 

②
 
特
に
、
非
公
開
 
融
情
報
及
び
非
公
開
情
報
（
な
お
、
顧
客
の
属
性
に
関
す
る
情

報
（
氏
名
、
住
所
、
電
話
番

号
、
性
別

、
生
年
月
日
及
び
職
業
）
は
個
人
情
報
で
あ
る
が
、
非
公
開
 
融
情
報
及
び
非
公
開
情
報
に
含
ま
れ

な

い
。
）
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
前
の
同
意
（
仲
介
業
等
府
令
第

5
5
条
第
７
号
）
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
以
下

の
よ

1
0

1
 

 

の
販
売
に
際
し
て
の
顧
客
へ
の
説
明
方
法
及
び
内
容
が
適
切
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス

提
供
法
上
の
勧
誘
方
針
の
策
定
・
公
表
義
務
の
趣
旨
に
鑑
み
、
適
正
な
勧
誘
の
確
保
に
向
け
た
説
明
態
勢
の
整
備

に
努
め
て
い
る
か
。

 

⑤
 
不
公
正
取
引
と
の
誤
認
防
止

 

優
越
的
な
地
位
の
濫
用
の
防
止
の
た
め
の
態
勢
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
顧
客
が
「
当
該
取
引
が
融
資
に
影
響
を

与
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
懸
念
を
有
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
優
越
的
な
地
位
の
濫
用
と

誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
説
明
を
防
止
す
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
預
 
等
の
受
入
れ
（
特
定
預
 
等
の
受
入
れ
を
除
く
。
）

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

2
6
条
及
び
仲
介
業
等
府
令
第

4
9
条
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
預
 
等
の
受
入
れ
の

媒
介
に
際
し
、
預
 
者
等
に
対
す
る
情
報
提
供
や
預
 
者
等
の
求
め
に
応
じ
た
商
品
情
報
の
説
明
を
適
切
に
行
う
た

め
の
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

・
 
変
動
 
利
預
 
で
 
利
設
定
の
基
準
や
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
等
及
び
 
利
情

報
の
適
切
な
提
供
を
行
う
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
３
）
特
定
預
 
等
の
受
入
れ

 

特
定
預
 
等
に
つ
い
て
は
、
 
融
商
品
取
引
法
の
行
為
規
制
が
準
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
監
督
上
の
着
眼

点
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
－
２
－
６
、
Ⅶ
－
１
－
３
、
Ⅶ
－
１
－
４
（
１
）
①
、
Ⅶ
－
１
－
４
（
１
）
②
、
Ⅶ
－
１
－
４

（
１
）
③
、
Ⅶ
－
１
－
４
（
１
）
④
、
Ⅶ
－
１
－
４
」
（
１
）
⑤
等
を
参
照
す
る
も
の
と
す
る
。

 

特
に
、
通
貨
の
価
格
の
変
動
に
よ
り
そ
の
元
本
に
つ
い
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
の
詳
細
な
説
明

を
行
う
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

例
え
ば
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
説
明
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

イ
．
中
途
解
約
時
に
、
違
約
 
等
に
よ
り
元
本
欠
損
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
約
 
等
の
計

算
方

法
（

説
明

時
の

経
済

情
勢

に
お

い
て

合
理

的
と

考
え

ら
れ

る
前

提
で

の
違

約
 

等
の

試
算

額
を

含
む

。
）
。
 

ロ
．
外
貨
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
特
定
預
 
等
で
あ
っ
て
、
元
本
欠
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
。

 

 Ⅴ
－

１
－
２
－

２
－

３
 
監

督
手

法
・
対

応
 

（
１
）
リ
ス
ク
商
品
等
の
販
売
・
説
明
態
勢
等
に
つ
い
て
は
、
 
融
商
品
取
引
法
な
ど
の
関
係
法
令
等
に
定
め
ら
れ
て
い

る
規
制
に
沿
っ
た
業
務
運
営
を
通
じ
確
保
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
検
査
結
果
通
知
の
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
、
事
故
等
届
出
書
の
受
理
、
相
談
・
苦
情
等
の
分
析
な
ど
を
端
緒
と
し
て
、
関
係
法
令
等
に
定
め
ら
れ
て
い

る

規
制
に
沿
っ
た
業
務
運
営
の
確
保
、
適
切
な
リ
ス
ク
商
品
等
の
販
売
・
説
明
態
勢
等
の
有
効
性
等
に
疑
義
が
生
じ
た

場
合
、
顧
客
を
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
示
を
行
う
な
ど
禁

止
行
為
に
該
当
す
る
疑
義
が
あ
る
場
合
に
は
、
原

因
及
び
改
善
策
等
に
つ
い
て
関
係
法
令
等
に
照
ら
し
つ
つ
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
必
要
な
場
合
に
は
、
関
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1
0

4
 

 

Ⅴ
－
２
 
諸
手
続
（
預
 
等
媒
介
業
務
）

 
Ⅴ
－
２
－
１
 
登
録
申
請
に
係
る
事
務
処
理

 
Ⅴ
－
２
－
１
－
１
 
登
録
申
請
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

 
Ⅴ
－
２
－
１
－
１
－
１
 
登
録
の
要
否

 
（
１
）
登
録
の
要
否
の
判
断
基
準
等

 

登
録
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
預
 
等
の
受
入
れ
、
資
 
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
、
若
し
く
は
為
替
取
引
を
内

容
と
す
る
契
約
（
以
下
「
預
 
等
の
受
入
れ
等
を
内
容
と
す
る
契
約
」
と
い
う
。
）
の
成
立
に
向
け
た
一
連
の
行
為
に

お
け
る
当
該
行
為
の
位
置
付
け
を
踏
ま
え
た
上
で
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
連
の
行
為
の
一
部
の
み
を

取
り
出
し
て
、
直
ち
に
登
録
が
不
要
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 （
２
）
登
録
が
必
要
で
あ
る
場
合

 

例
え
ば
、
以
下
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
行
為
で
も
業
務
と
し
て
行
う
者
は
、
原
則
と
し
て
、
 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

 
1

2
 
条
に
規
定
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

①
 
預
 
等
の
受
入
れ
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
勧
誘

 

②
 
預
 
等
の
受
入
れ
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
勧
誘
を
目
的
と
し
た
商
品
説
明

 

③
 
預
 
等
の
受
入
れ
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
に
向
け
た
条
件
交
渉

 

 （
３
）
登
録
が
不
要
で
あ
る
場
合

 

①
 
顧
客
の
た
め
に
、
預
 
等
の
受
入
れ
又
は
為
替
取
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
媒
介
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
 

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
は
不
要
で
あ
る
。

 

た
だ
し
、
例
え
ば
、
銀
行
と
当
該
者
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
契
約
上
又
は
ス
キ
ー
ム
上
は
顧
客
の
た
め
に
行
為

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
当
該
者
が
実
務
上
、
そ
の
契
約
若
し
く
は
ス
キ
ー
ム
に
定
め
ら
れ
た
範
囲

を
超
え
て
又
は
こ
れ
に
反
し
、
実
質
的
に
銀
行
の
た
め
に
媒
介
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
登
録
が
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
注
１
）「
資
 
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
」
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
関
し
て
は
、
顧
客
の
た
め

に
行
う
者
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
登
録
が
必
要
で
あ
る
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

 

（
注
２
）「
顧
客
の
た
め
に
」
と
は
、
顧
客
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
顧
客
の
利
便
の
た
め
に
、
顧
客
の
側
に
立
っ

て
助
力
す
る
こ
と
を
い
う
。

 

②
 
媒
介
に
至
ら
な
い
行
為
を
銀
行
又
は
顧
客
か
ら
受
託
し
て
行
う
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
を

得
る
必
要
は
な
い
。

 

例
え
ば
、
以
下
の
イ
．
か
ら
ニ
．
に
掲
げ
る
行
為
の
事
務
処
理
の
一
部
の
み
を
銀
行
か
ら
受
託
し
て
行
う
に
過

ぎ
な
い
者
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
が
不
要
で
あ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

イ
．
商
品
案
内
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
契
約
申
込
書
等
の
単
な
る
配
布
・
交
付

 

1
0

3
 

 

う
な
適
切
な
方
法
に
よ
り
事
前
に
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
す

る
こ
と
と
す
る
。

 
イ
．
対
面
の
場
合

 
事
前
に
、
書
面
に
よ
る
説
明
を
行
い
、
契
約
申
込
み
ま
で
に
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
る
方
法

 
ロ
．
郵
便
に
よ
る
場
合

 
事
前
に
、
説
明
し
た
書
面
を
送
付
し
、
銀
行
等
へ
の
提
供
の
前
に
、
同
意
し
た
旨
の
返
信
を
得
る
方
法

 
ハ
．
電
話
に
よ
る
場
合

 
事
前
に
、
口
頭
に
よ
る
説
明
を
行
い
、
そ
の
後
速
や
か
に
当
該
提
供
に
つ
い
て
説
明
し
た
書
面
を
送
付
（
電

話
で
の
同
意
取
得
後
対
面
に
て
顧
客
と
応
接
す
る
場
合
に
は
交
付
で
も
可
と
す
る
。
）
し
、
契
約
申
込
み
ま
で
に

書
面
に
よ
る
同
意
を
得
る
方
法

 
ニ
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
場
合

 
事
前
に
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
説
明
を
行
い
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
同
意
を
得
る
方
法

 
 

 

88

金融サービス仲介業



1
0

6
 

 

購
入
資
 
、
自
動
車
購
入
資
 
、
教
育
費
な
ど
）
が
、
使
途
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い

て

は
そ
の
旨
が
、
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
預
 
等
媒
介
業
務
の
一
部
又
は
全
部
を
第
三
者
に
再
委
託
す
る
場

合
に
お
い
て

は
、
そ
の
旨
及
び
預
 
等
媒
介
業
務
受
託
者
の
名
称

 

ハ
．
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
実
施
体
制

 

（
注
）
上
記
ハ
の
「
実
施
体
制
」
に
は
、
準
用
銀
行
法
第

5
2
条
の

4
5
各
号
に
掲
げ
る
行

為
そ
の
他
 
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
（
預
 
等
媒
介
業
務
に
限
る
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
営
む
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
行
為

を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ら
に
掲
げ
る
体
制
を
含
む

も
の
と
す
る
。

 

ａ
．
電

気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
預
 
等
媒
介
業
務
を
営
む
場
合
 
顧

客

が
当
該
預
 
等
媒
介
業
者
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制

 

ｂ
．
兼
業
業
務
（
預
 
等
媒
介
業
務
及
び
預
 
等
媒
介
業
務
に
付
随
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を

い
う
。
以

下
同

じ
。
）

を
営

む
場

合
 

預
 

等
媒

介
業

務
に

関
し

て
取

得
し

た
顧

客
に

関
す

る
情

報
の

適
正

な

取
扱
い
の
た
め
の
体
制

 

 （
２
）「

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書

面
」（

仲
介

業
等
府
令
第

1
2
条
第
３

号
）

 

①
 
「
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
書
面
」
に
つ

い
て
は
、
Ⅲ
－
３
－
１
－
３
（
７
）
を
参
照
す
る
ほ
か
、
以
下
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

イ
．
そ
の
営
む
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
者
及
び
そ
の
知
識
を
有

す
る
者
が
当

該
知
識
を
習
得
し
た
方
法
（
当
該
知
識
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
書
面
を

含
む
。
）
並
び
に
当
該
者
の
配
置
予
定
先

 

（
注
１
）
そ
の
営
む
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
と
は
、
当
該
業
務
を
健
全

か
つ
適
切
に

運
営
す
る
上
で
必
要
と
な
る
知
識
の
こ
と
を
い
い
、
例
え
ば
、
そ
の
営
む
預
 
等
媒
介
業
務

の
業
務
の
実

務
に
関
す
る
知
識
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
、
銀
行
法
、
個
人
情
報
保
護
法
、
犯
収
法
、
外
為
法
等
の

法

令
に
関
す
る
知
識
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

 

（
注
２
）
そ
の
営
む
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
者
は
、「

そ
の
営
む
預
 
等

媒

介
業
務
の
業
務
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
を
確
保
す
る
業
務
に
係
る
責
任
者
」
又
は
、「

法
令
等
の
遵
守
の

確

保
を
統
括
管
理
す
る
業
務
に
係
る
統
括
責
任
者
」
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

（
注
３
）
そ
の
営
む
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
者
は
、
上
記
（
注
１

）
に
記

載
の
法
令
等
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
知
識
が
必
要
と
な
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
知
識
も
必
要
と
な
る
こ
と

に
留
意
す
る
。

 

ａ
．「

そ
の
営
む
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
を
確
保
す
る
業
務
に
係
る
責
任
者
」
に

配
置
さ
れ
る
場
合

 

民
法
、
商
法
、
会
社
法

、
刑
法
等
の
基
本
法
に
つ
き
、
当
該
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
関
連
す
る

1
0

5
 

 

（
注
）
こ
の
と
き
、
銀
行
名
や
同
銀
行
の
連
絡
先
等
を
伝
え
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
配
布
又
は
交
付
す

る
書
類
の
記
載
方
法
等
の
説
明
を
す
る
場
合
に
は
、
媒
介
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
 

ま
た
、
銀
行
等
か
ら
提
供
を
受
け
た
商
品
案
内
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
単
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
転
載
す

る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
加
工
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
掲
載
し
た
り
、
例
え
ば
、
自
ら
が
推
奨
す
る
商

品
の

コ
ン

テ
ン

ツ
を

上
位

に
表

示
さ

れ
る

よ
う

な
デ

ザ
イ

ン
や

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

の
仕

組
み

を
設

け
る

こ

と
等
を
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
媒
介
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

ロ
．
契
約
申
込
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
等
の
受
領
・
回
収

 

（
注
）
こ
の
と
き
、
単
な
る
契
約
申
込
書
の
受
領
・
回
収
又

は
契
約
申
込
書
の
誤
記
・
記
載
漏
れ
・
必
要
書

類

の
添
付
漏
れ
の
指
摘
を
超
え
て
、
契
約
申
込
書
の
記
載

内
容
の
確
認
等
ま
で
行
う
場
合
は
、
媒
介
に
当
た

る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

ハ
．
 
融
商
品
説
明
会
に
お
け
る
一
般
的
な
銀
行
等
の
取
扱
商
品
の
仕
組
み
・
活
用
法
等
に
つ
い
て
の
説
明

 

ニ
．
勧
誘
行
為
を
せ
ず
、
単
に
顧
客
を
銀
行
等
に
紹
介
す
る
業
務

 

（
注
）
上
記
「
紹
介
」
に
は
、
以
下
の
行
為
を
含
む
。

 

ａ
．
当
該
業
者
の
店
舗
に
、
銀
行
等
が
自
ら
を
紹
介
す
る
宣
伝
媒
体
を
据
え
置
く
こ
と
又
は
掲
示
す
る
こ

と
。

 

ｂ
．
当
該
業
者
と
銀
行
等
の
関
係
又
は
当
該
銀
行
等
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
こ
と
。

 

ｃ
．
銀
行
等
の
サ
イ
ト
へ
の
単
な
る
リ
ン
ク
の
設
定
の

み
を
行
い
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
に
至
る

交
渉
や
手
続
は
当
該
銀
行
等
と
顧
客
と
の
間
で
行
い
、
当
該
契
約
締
結
に
当
た
り
当
該
業
者
は
関
与
を

も
た
な
い
こ
と
。

 

③
 
銀
行
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
営
業
所
又
は
事
務
所
内
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
み
を
設
置
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
Ａ

Ｔ
Ｍ
が
銀
行
法
施
行
規
則
第

3
5
条
第
１
項
第
４
号
の
「
無
人
の
設
備
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
の
登
録
は
不
要
で
あ
る
。

 

 

Ⅴ
－

２
－
２
 

添
付

書
類

 
（
１
）「

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
の
内
容
及
び
方
法
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
記
載
し
た
書
類
」（

 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

1
3
条
第
２
項
第
３
号
）

 

①
 
預
 
等
媒
介
業
者
に
関
し
て
は
、
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
次
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す

る
も
の
と
す
る
。

 

イ
．
取
り
扱
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
２
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
種
類
（
預
 
の
種
類
並
び
に

貸
付
先
の
種
類
及
び
貸
付
け
に
係
る
資
 
の
使
途
を
含
む
。
）

 

（
注

）
上

記
イ

の
「

契
約

の
種

類
」

は
、

以
下

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
り

記
載

さ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
。
 

ａ
．「

預
 
の
種
類
」
と
し
て
、
例
え
ば

、
円
貨
・
外
貨
の
区
分
毎
の
当
座
預
 
・
普
通
預
 
・
貯
蓄
預
 
・

通
知
預
 
・
定
期
預
 
の
別
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ｂ
．
「
貸
付
先
の
種
類
」
と
し
て
、
例
え
ば
、
消
費
者
・
事
業
者
の
別
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ｃ
．「

貸
付
け
に
係
る
資
 
の
使
途
」
と
し
て
、
特
定
の
使
途
が
あ
る
場
合
は
当
該
使
途
（
生
活
費
、
住
宅
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②
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
行
為
 
資
 
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ

と
の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
を
的
確
に

遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

 

ロ
．
申
請
者
が
法
人
（
二
以
上
の
事
務
所
で
預
 
等
媒
介
業
務
を
営
む
個
人
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
営

む
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
を
確
保
す
る
業
務
に
係
る
責
任
者
（
当
該
預
 
等
媒
介
業

務
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
を
営
む
営
業

所
又
は
事
務
所
（
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
以
外
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
従
た
る
営

業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
他
の
従
た
る
営
業
所
等
に
お
け
る
当
該
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
を
管
理
す
る
部
署
を

置
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
署
を
置
い
た
従
た
る
営
業
所
等
）
ご
と
に
、
当
該
責
任
者
を
指
揮
し
法
令

等
の
遵
守
の
確
保
を
統
括
管
理
す
る
業
務
に
係
る
統
括
責
任
者
（
当
該
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
関
す
る
十

分
な
知
識
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
に
（
従
た
る
営
業
所
等
に
お
い
て
預
 
等

媒
介
業
務
を
営
ま
な
い
場
合
を
除
く
。
）
、
そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
預
 
等

媒
介
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
責
任
者
又
は
統
括
責
任
者
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以
上
は
、

次
の
①
又
は
②
に
掲
げ
る
特
別
預
 
等
媒
介
行
為
の
内
容
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
①
又
は
②
に
定
め
る
者
で
あ

る
こ
と
。

 

①
 
当
座
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
 
当
座
預
 
業
務
若
し
く
は
資
 
の
貸
付
け

業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、

当
座
預
 
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

 

②
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
行
為
 
資
 
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と

の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
を
的
確
に
遂

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

 

 （
２
）
資
 
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

 

①
 
上
記
（
２
）
の
「
資
 
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
」
と
は
、
例
え
ば
、
 
融
機
関
や
貸
 
業

者
等
に
お
い
て
融
資
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
の
こ
と
を
い
う
。
な
お
、「
資
 
の
貸
付
け
業
務
」
と
は
単

に
書
類
の
取
次
ぎ
等
の
み
を
行
う
こ
と
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
申
請
者
が
預
 
等
媒
介
業
務
と
し
て
取
り
扱
う

貸
付
け
業
務
に
応
じ
た
内
容
で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

②
 
上
記
（
２
）
の
「
資
 
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
者
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
、
財
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
投
資
銀
行
業
務
担
当
者

 
、

商
工
会
議
所
等
の
経
営
相
談
員
等
な
ど
と
し
て
企
業
財
務
の
分
析
等
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
は
こ
れ
に

該
当
す
る
と
判
断
で
き
る
場
合
が
あ
る
こ
と

 
、
申
請
者
が
預
 
等
媒
介
業
務
と
し
て
取
り
扱
う
貸
付
け
業
務
に

応
じ
た
知
識
及
び
経
験
に
つ
い
て
資
格
・
業
務
経
歴
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

③
 
資
 
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
も
、
当
該
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に

留
意
す
る
。
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部
分
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
知
識

 

ｂ
．
「
法
令
等
の
遵
守
の
確
保
を
統
括
管
理
す
る
業
務
に
係
る
統
括
責
任
者
」
に
配
置
さ
れ
る
場
合

 

民
法
、
商
法
、
会
社
法

、
刑
法
等
の
基
本
法
に
つ
き
、
当
該
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
関
連
す
る

部
分
の
み
な
ら
ず
広
く
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
か
か
わ
る
事
項
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
知
識

 

（
注
４
）
申
請
者
が
個
人
（
二
以
上
の
事
業
所
で
預
 
等
媒
介
業
務
を
営
む
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る

と
き

は
、

上
記

（
注

１
）

及
び

（
注

３
）

に
記

載
す

る
知

識
を

有
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
。
 

ロ
．
そ
の
営
む
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
携
っ
た
経
験
を
有

す
る
者
の
経
歴
（
当
該
経
験
を
有
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
書
面
を
含
む
。
）
及
び
当
該
者
の
配
置
予
定
先

 

②
 
そ
の
営
む
預
 
等
媒
介
業
務
の
業
務
に
携
っ
た
経
験
を
有
す
る
者
の
経
歴
は
、
勤
務
先
会
社
名
、
部
署
、
役
職
、

配
属
年
月
日
、
在
籍
期
間
、
担
当
業
務
等
、
当
該
者
の
経
験
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
記
載
が
な
さ
れ

て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

 

 Ⅴ
－

２
－
３
 

登
録

審
査
に

当
た

っ
て
の

留
意

点
 

Ⅴ
－

２
－
３
－

１
 

業
務
遂

行
能

力
に
関

す
る

審
査

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
第
１
号
タ
の
「
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
」
の
審

査
は
、
登
録
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
ほ
か
、
適
宜
、
そ
の
他
の
書
類
又
は
資
料
を
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に

応

じ
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
追
加
資
料
の
提
出
な
ど
申
請
者
の
協
力
を
得
て
実

施
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 （
１
）
当
座
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
 

融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
２
項
第
２
号
に

掲
げ
る
行
為
を
行
う
場
合
の
留
意
事
項

 

イ
．
申
請
者
が
個
人
（
二
以
上
の
事
務
所
で
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
を
営
む
者
を
除
く
。
）
で
あ
り
、
特
別
預
 
等

媒
介
行
為
（
当
座
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締

結
の
媒
介
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条

第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
行
為
（
銀
行
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預
 
等
又
は
国
債
を
担
保
と
し
て
行
う
貸

付
契

約
に

係
る

も
の

及
び

事
業

以
外

の
用

に
供

す
る

資
 

に
係

る
定

型
的

な
貸

付
契

約
で

あ
っ

て
そ

の
契

約

の
締
結
に
係
る
審
査
に
関
与
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場

合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
①
又
は
②
に
掲
げ
る
特
別
預
 
等
媒
介
行
為
の
内
容
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
①
又
は
②

に
定
め
る
者
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
。

 

（
注
）「

定
型
的
な
貸
付
契
約
」
と
は
、
契
約
締
結
の
可
否
や
契
約
条
件
の
設
定
の
手
続
き
等
が
定
型
化
さ
れ
て

い
る
た
め
に
、
融
資
担
当
者
の
裁
量
の
余
地
の
乏
し
い

貸
付
を
い
う
。

 

Ⅴ
－
２
－
３
－
２
（
１
）
の
「
規
格
化
さ
れ
た
貸
付
商
品
」
に
係
る
貸
付
契
約
は
、
こ
の
「
定
型
的
な

貸
付
契
約
」
に
含
ま
れ
る
。

 

①
 

当
座

預
 

の
受

入
れ

を
内

容
と

す
る

契
約

の
締

結
の

媒
介

 
当

座
預

 
業

務
若

し
く

は
資

 
の

貸
付

け

業
務

に
従

事
し

た
こ

と
の

あ
る

者
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

で
あ

っ
て
、

当
座
預
 
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認

め
ら
れ
る
者
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1
1

0
 

 

業
務
に
限
る
。
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

1
6
条
第
１
号
イ
、
第
２
号
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

を
整
理
す
る
と
別
紙
２
の
と
お
り
と
な
る
（
た
だ
し
、
他
業
の
兼
業
に
関

す
る
審
査
を
行
う
場
合
に

は
、
必
ず
し
も
別
紙

２
を
機
械
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
即
し
て
、
当

該
申
請
者
が
兼
業
を
行
う

こ
と
に
よ
り
預
 
等
媒
介
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
か
に
つ
い
て
、
十
分
に
検
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。
）
。

 

 （
１
）
「
規
格
化
さ
れ
た
貸
付
商
品
」
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
6
条
第
１
号
イ
、
第
２
号
ロ
）

 

「
規
格
化
さ
れ
た
貸
付
商
品
」
と
は
、
資
 
需
要
者
に
関
す
る
財
務
情
報
の
機
械
的
処
理
の

み
に
よ
り
、
貸
付
の

可
否

及
び

貸
付

条
件

が
設

定
さ

れ
る

こ
と

が
あ

ら
か

じ
め

決
め

ら
れ

て
い

る
貸

付
商

品
を

い
う

が
、

こ
こ

で
い

う

「
財
務
情
報
」
と
は

、
財
務
諸
表
の
各
勘
定
科
目
な
ど
、
資
 
需
要
者
の
財
務
に
関
連
す
る
デ
ー
タ
で
、
融
資
担
当

者
の
裁
量
の
働
く
余
地
の
な
い
も
の
を
指
す
。

 

 （
２

）
「

貸
付

資
 

で
購

入
す

る
物

品
又

は
物

件
を

担
保

と
し

て
行

う
貸

付
契

約
に

係
る

も
の

」
（

仲
介

業
等

府
令

第
1

6

条
第
２
号
イ
）

 

「
貸
付
資
 
で
購
入
す
る
物
品
又
は
物
件
を
担
保
と
し
て
行
う
貸
付
契
約
」
に
は
、
例
え
ば
、
住
宅
ロ
ー
ン
（

貸

付
資
 
で
購
入
す
る
住
宅
に
抵
当
権
を
設
定
）
や
自
動
車
ロ
ー
ン
（
貸
付
資
 
で
購
入
す
る
自
動
車
に

譲
渡
担
保
権

を
設
定
、
又
は
所
有
権
を
留
保
す
る
等
）
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

 

 （
３
）
「
主
た
る
兼
業
業
務
の
内
容
」
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
6
条
第
１
号
、
第
２
号
）

 

預
 
等
媒
介
業
者
の
行
う
兼
業
業
務
が
「
主
た
る
」
兼
業
業
務
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
当
該
業
務
に
係
る
費
用
・

売
上

・
収

益
、

従
事

す
る

人
員

の
役

職
･
人

数
及

び
当

該
業

務
に

要
す

る
時

間
な

ど
当

該
兼

業
業

務
の

規
模

を
総

合

的
に
勘
案
し
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
４
）
「
兼
業
業
務
に
よ
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
」
す
る
行
為
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
6
条
第
１
号
ロ
）
 

「
兼

業
業

務
に

よ
る

取
引

上
の

優
越

的
地

位
を

不
当

に
利

用
」

す
る

行
為

に
つ

い
て

は
、
「

 
融

機
関

の
業

態
区

分
の

緩
和

及
び

業
務

範
囲
の

拡
大

に
伴
う

不
公

正
な
取

引
方

法
に
つ

い
て

」
（

平
成

 
1

6
 
年

 
1

2
 
月

１
日

：
公
正

取

引
委
員
会
（
再
掲

）
）
も
参
考
と
す
る
が
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
兼
業
業
務
に
よ
る
取
引
上
の
優
越
的
地

位
を
不
当
に
利
用
す
る
行
為
に
該
当
し
得
る
。

 

①
 
顧
客
に
対
し
、
預
 
等
媒
介
業
務
と
し
て
媒
介
す
る
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る

契
約
（
そ
の
他
 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
。
以
下
②
か
ら
④
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締

結
に

応
じ

な
い

場
合

に
は

兼
業

業
務

に
 
係

る
取

引
を

取
り

や
め

る
旨

又
は

兼
業

業
務

に
関

し
不

利
な

取
扱

い
を

す
る

旨
を

示
唆

し
、

預
 

の
受

入
れ

を
内

容
と

す
る

契
約

を
締

結
す

る
こ

と
を

事
実

上
余

儀
な

く
さ

せ
る

こ
と

。
 

②
 
顧
客
に
対
す
る
兼
業
業
務
の
取
引
を
行
う
に
当
た
り
、
預
 
等
媒
介
業
務
と
し
て
媒
介
す
る
預
 
の
受
入
れ
を

1
0

9
 

 

 （
３
）
社
内
規
則
に
係
る
主
な
留
意
点
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
第
１
号
ソ
、
仲
介
業
等
府
令
第

3
5
条
）

 

預
 
等
媒
介
業
者
は
、
そ
の
行
う
預
 
等
媒
介
業
務
の
内
容
及

び
方
法
に
応
じ
、
当
該
預
 
等
媒
介
業
務
に
関
す

る
社
内
規
則
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
登
録
の
審
査
に
お
い
て
社
内
規
則
の
内
容
を
確
認
す
る
に
際
し
て
は
、
例

え
ば
、
以
下
の
①
か
ら
⑥
に
つ
き
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

①
 
契
約
の
締
結
の
勧
誘
及
び
契
約
の
内
容
の
明
確
化
の
方
法

 

社
内
規
則
に
、
顧
客
へ
の
勧
誘
、
契
約
の
内
容
の
明
確
化
及
び
説
明
並
び
に
契
約
締
結
時
の
書
面
交
付
の
方
法

が
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
法
令
等
を
遵
守
し
た
適
切
な
業
務
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
そ
れ

ら
法
令
等
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
適
切
に
検
証
す
る
方
法
等
が
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

 

②
 
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法

 

社
内
規
則
に
、
仲
介
業
等
府
令
第

1
3

8
条
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法
が
具
体
的
に
定
め
ら

れ
て
い
る
か
。

 

③
 
研
修
の
実
施
方
法

 

社
内
規
則
に
、
法
令
等
を
遵
守
し
、
 
融
商
品
の
適
切
な
勧
誘
、
説
明
及
び
書
面
交
付
を
顧
客
に
行
え
る
よ
う

営
業

の
担

当
者

等
に

適
切

に
研

修
等

を
実

施
で

き
る

体
制

整
備

に
関

す
る

規
定

が
具

体
的

に
定

め
ら

れ
て

い
る

か
。

 

④
 
内
部
管
理
態
勢
の
整
備

 

社
内
規
則
に
、
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
の
具
体
的
な
運
営
方
法
及
び
社
内
に
お
け
る
責
任
体
制
が
明
確
に
記

載
さ
れ
て
い
る
か
。

 

⑤
 
顧
客
情
報
の
管
理

 

イ
．

社
内

規
則

に
、

顧
客

情
報

を
適

正
に

管
理

す
る

た
め

の
方

法
や

体
制

（
例

え
ば

、
組

織
・

担
当

者
の

分
離

、

設
備
上
・
シ
ス
テ
ム
上
の
情
報
障
壁
の
設
置
、
情
報
の
遮
断
等
）
そ
の
他
Ⅲ
－
２
－
２
に
準
じ
た
取
扱
い
に
つ

い
て
、
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
社
内
規
則
に
、
非
公
開
 
融
情
報
及
び
非
公
開
情
報
（
仲
介
業
等
府
令
第

3
8
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
取
扱
い
に
関
し
、
事
前
に
顧
客
の
同
意
を
得
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
定
め
ら
れ

て
い
る
か
。

 

⑥
 
社
内
規
則
の
周
知
方
法

 

社
内
規
則
の
内
容
を
預
 
等
媒
介
業
務
に
携
わ
る
全
役
職
員
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

 Ⅴ
－

２
－
３
－

２
 

他
業
の

兼
業

に
関
す

る
審

査
 

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
第
４
号
の
他
業
の
兼
業
に
関
す
る
審
査
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

1
6
条
に
掲
げ
る
事
項

に
配
慮
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
主
な
留
意
点
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
（
１
）
か
ら
（
４
）
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

審
査
は
、
登
録
申
請
書
、
添
付
書
類
の
ほ
か
、
適
宜
、
そ
の
他
の
書
類
又
は
資
料
を
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、
必
要

に

応
じ
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
追
加
資
料
の
提
出
な
ど
申
請
者
の
協
力
を
得
て
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

な
お
、
主
た
る
兼
業
業
務
の
内
容
と
預
 
等
媒
介
業
務
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
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1
1

2
 

 

Ⅴ
－
３
 
監
督
に
係
る
事
務
処
理

 
Ⅴ
－
３
－
１
 
監
督
部
局
間
の
連
携

 
（
１
）
監
督
部
局
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
預
 
等
媒
介
業
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
、
特
に
、
い
わ
ゆ
る

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
形
式
な
ど
に
よ
り
多
数
又
は
広
範
囲
に
業
務
を
展
開
す
る
場
合
は
、
当
該
委
託
を
す
る
 
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
に
よ
り
適
切
な
指
導
監
督
が
な
さ
れ
て
い
る
か
等
の
観
点
か
ら
、
よ
り
密
接
に
連
携
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

 
な
お
、
預
 
等
媒
介
業
務
の
再
委
託
を
行
う
こ
と
に
よ
り
多
数
又
は
広
範
囲
に
業
務
を
展
開
す
る
意
向
を
把
握
し

た
場
合
、
速
や
か
に
 
融
庁
に
連
絡
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
（
２
）
情
報
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
方
法
を
問
わ
ず
、
速
や
か
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

1
1

1
 

 

内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
を
要
請
し
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
事
実
上
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
。

 
③
 
顧
客
に
対
し
、
預
 
等
媒
介
業
務
の
競
争
者
と
取
引
す
る
場
合
に
は
兼
業
業
務
の
取
引
を
取
り
や
め
る
旨
又
は

兼
業
業
務
に
関
し
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
旨
を
示
唆
し
、
自
己
の
競
争
者
（
銀
行
及
び
銀
行
代
理
業
者
を
含
む
。

④
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
妨
害
す
る
こ
と
。

 
④
 
顧
客
に
対
す
る
兼
業
業
務
の
取
引
を
行
う
に
当
た
り
、
自
己
の
競
争
者
と
預
 
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約

を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
請
し
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
事
実
上
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
。
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1
1

4
 

 

の
が
考
え
ら
れ
る
。

 
（
注
２
）
た
だ
し
、
例
え
ば
、
以
下
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
保
険
媒
介
業
務
に
該
当
し
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要

が
あ
る
。

 
ア
．
業

と
し
て
特
定
の
保
険
会
社
等
の
商
品
（
群

）
の
み
を
見
込
み
客
に
対
し
て
積
極
的
に
紹
介
し
て

、
保

険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
な
ど
か
ら
報
酬
を
得
る
行
為

 
イ
．
比
較
サ
イ
ト
等
の
商
品
情
報
の
提
供
を
主
た
る
目
的
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
者
が
、
保
険
会
社

等
又
は
保
険
媒
介
業
者
な
ど
か
ら
報
酬
を
得
て
、
具
体
的
な
保
険
商
品
の
推
奨
・
説
明
を
行
う
行
為

 
 （

注
３
）
例
え
ば
、
以
下

の
行
為
の
み
を
行
う
場
合
に
は
、
上
記
の
要
件
に
照
ら
し
て
、
基
本
的
に
保
険
媒
介
業
務
・

保
険
媒
介
業
務
関
連
行
為
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
ア
．
保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
の
指
示
を
受
け
て
行
う
商
品
案
内
チ
ラ
シ
の
単
な
る
配
布

 
イ
．
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
行
う
、
事
務
的
な
連
絡
の
受
付
や
事
務
手
続
き
等

に
つ
い
て
の

説
明

 
ウ
．
 
融
商
品
説
明
会
に
お
け
る
、
一
般
的
な
保
険
商
品
の
仕
組
み
、
活
用
法
等
に
つ
い
て
の
説
明

 
エ
．
保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
の
広
告
を
掲
載
す
る
行
為

 
 ①

 
保
険
媒
介

業
務
関
連
行
為
従
事
者
に
お
い
て
、
保
険
募
集
（
保
険
媒
介
業
者
が
取
り
扱
う
こ
と
で
き
な
い
保

険

契
約

の
締

結
の

媒
介

行
為

を
含

む
。
）

若
し

く
は

保
険

媒
介

業
務

又
は

特
別

利
益

の
提

供
等

の
保

険
募

集
規

制
及

び
保
険
媒
介
業
務
規
制
の
潜
脱
に
つ
な
が
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
。

 
②

 
保

険
媒

介
業

務
関

連
行

為
従

事
者

が
運

営
す

る
比

較
サ

イ
ト

等
の

商
品

情
報

の
提

供
を

主
た

る
目

的
と

し
た

サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
誤
っ
た
商
品
説
明
や
特
定
商
品
の
不
適
切
な
評
価
な
ど
、
保
険
媒
介
業
者
が
保
険
媒
介

業

務
を
行
う
際
に
顧
客
の
正
し
い
商
品
理
解
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
か
。

 
③
 
保
険
媒
介

業
務
関
連
行
為
従
事
者
に
お
い
て
、
個
人
情
報
の
第
三
者
へ
の
提
供
に
係
る
顧
客
同
意
の
取
得
な

ど

の
手
続
が
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
き
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

 
ま
た
、
保
険
媒
介
業
務
関
連
行
為
従
事
者
へ
の
支
払
手
数
料
の
設
定
に
つ
い
て
、
慎
重
な
対
応
を

行
っ
て
い
る

か
。

 
（
注
）
例
え

ば
、
保
険
媒
介
業
者
が
、
高
額
な
紹
介
料
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
を
払
っ
て
保
険
媒
介
業
務
関
連

行
為
従
事
者
か
ら
見
込
み
客
の
紹
介
を
受
け
る
場
合
、
一
般
的
に
そ
の
よ
う
な
報
酬
体
系
は
保
険
媒
介
業
務

関
連
行
為
従
事
者
が
本
来
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
具
体
的
な
保
険
商
品
の
推
奨
・
説
明
を
行
う
蓋
然
性
を

高

め
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 
 （
３
）
保
険
媒
介
人
の
採
用
・
届
出

 
①
 
保
険
媒
介

業
者
に
お
い
て
保
険
媒
介
業
務
に
従
事
す
る
役
員
又
は
使
用
人
（
以
下
「
保

険
媒
介
人
」
と
い
う
。
）

の
採
用
に
当
た
っ
て
、
そ
の
適
確
性
を
審
査
し
て
い
る
か
。

 
ま
た
、
そ
の
審
査
に
当
た
っ
て
の
審
査
基
準
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 
1

1
3

 

 

Ⅵ
 
監
督
上
の
評
価
項
目
と
諸
手
続
（
保
険
媒
介
業
務
）

 
Ⅵ
－
１
 
業
務
の
適
切
性
（
保
険
媒
介
業
務
）

 
Ⅵ
－
１
－
１
 
保
険
媒
介
業
務
管
理
態
勢

 
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
以
下
、
Ⅵ
に
お
い
て
「
保
険
媒
介
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
保
険
契

約
者
等
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
正
な
保
険
媒
介
業
務
管
理
態
勢
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

こ
の
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
措
置
等
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
行
す
る
と
と
も
に
、
内
部
監
査
部
門
に
よ
る
監
査
等
を
通

じ
て
、
事
後
的
に
適
切
性
等
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
善
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

 

Ⅵ
－
１
－
１
－
１
 
適
正
な
保
険
媒
介
業
務
管
理
態
勢
の
確
立

 
（
１
）
保
険
媒
介
業
務
の
意
義

 

①
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
３
項
に
規
定
す
る
保
険
媒
介
業
務
と
は
、
以
下
の
ア
．
か
ら
ウ
．
の
行
為

を
い
う
。

 

ア
．
保
険
契
約
の
締
結
の
勧
誘

 

イ
．
保
険
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
目
的
と
し
た
保
険
商
品
の
内
容
説
明

 

ウ
．
そ
の
他
の
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介

 

②
 
な
お
、
上
記
ウ
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
一
連
の
行
為
の
中
で
、
当
該
行
為
の
位
置
付
け
を
踏
ま
え

た
上
で
、
以
下
の
ア
．
及
び
イ
．
の
要
件
に
照
ら
し
て
、
総
合
的
に
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

 

ア
．
保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
な
ど
か
ら
の
報
酬
を
受
け
取
る
場
合
や
、
保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業

者
と
資
本
関
係
等
を
有
す
る
場
合
な
ど
、
保
険
会
社
等
が
行
う
保
険
募
集
又
は
保
険
媒
介
業
者
が
行
う
保
険
媒

介
業
務
と
一
体
性
・
連
続
性
を
推
測
さ
せ
る
事
情
が
あ
る
こ
と
。

 

イ
．
具
体
的
な
保
険
商
品
の
推
奨
・
説
明
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 （
２
）
「
保
険
媒
介
業
務
関
連
行
為
」
に
つ
い
て

 

保
険
契
約
の
契
約
成
立
に
向
け
た
契
約
見
込
客
の
発
掘
以
降
の
広
い
意
味
で
の
保
険
媒
介
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
の

う
ち
上
記
（
１
）
に
照
ら
し
て
保
険
媒
介
業
務
に
該
当
し
な
い
行
為
（
以
下
「
保
険
媒
介
業
務
関
連
行
為
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
保
険
媒
介
業
務
規
制
が
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

 

し
か
し
、
保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
は
、
保
険
媒
介
業
務
関
連
行
為
を
第
三
者
に
委
託
し
、
又
は
そ
れ
に
準
じ
る

関
係
に
基
づ
い
て
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
媒
介
業
務
関
連
行
為
を
受
託
し
た
第
三
者
（
以
下
「
保
険
媒
介

業
務
関
連
行
為
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
不
適
切
な
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
、
例
え
ば
、
以
下
の
①
か
ら
③
の
点
に
留

意
し
て
い
る
か
。

 

（
注
１
）
保
険
媒
介
業
務
関
連
行
為
と
は
、
例
え
ば
、
保
険
商
品
の
推
奨
・
説
明
を
行
わ
ず
契
約
見
込
客
の
情
報
を

保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
に
提
供
す
る
だ
け
の
行
為
や
、
比
較
サ
イ
ト
等
の
商
品
情
報
の
提
供
を
主
た

る
目
的
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
か
ら
の
情
報
を
転
載
す
る
に
留
ま
る
も
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営
業
所
等
の
拠
点
の
保
険
媒
介
業
務
に
関
す
る
業
務
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
点
を
含
め
て
、
監
査

等
を
適
切
に
実
施
し
、
営
業
所
等
の
拠
点
の
保
険
媒
介
業
務
の
実
態
や
内
部
事
務
管
理
の
状
況
等
を
把
握
し
て

い
る
か
。

 

ま
た
、
監
査
等
に
お
い
て
内
部
事
務
管
理
が
不
適
切
な
営
業
所
等
の
拠
点
に
対
し
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る

と
と
も
に
、
改
善
が
図
ら
れ
る
よ
う
指
導
・
検
証
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ア
．
営
業
所
等
の
拠
点
に
対
す
る
監
査
の
周
期
は
、
営
業
所
等
の
拠
点
の
業
務
の
品
質
を
確
保
す
る
上
で
有
効

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

イ
．
監
査
等
を
実
施
す
る
営
業
所
等
の
拠
点
の
選
定
及
び
監
査
等
の
項
目
は
、
日
常
の
管
理
を
行
う
中
で
把
握

し
た
情
報
や
管
理
指
標
の
異
常
値
等
に
着
目
し
、
適
時
適
切
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

ウ
．
監
査
等
の
手
法
と
し
て
、
無
予
告
で
の
訪
問
に
よ
る
監
査
等
を
実
施
で
き
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。
 

 Ⅵ
－
１
－
１
－
２
 
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
上
の
留
意
点

 
保
険
媒
介
業
者
の
行
う
保
険
媒
介
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
運
営
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
保
険
契
約
の
締
結
の

媒
介
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
保
険
媒
介
業
者
と
顧
客
が
契
約
を
締
結
し
よ
う
と

す
る
保
険
会
社
等
と
の
間
の
顧
客
に
対
す
る
情
報
の
提
供
及
び
説
明
に
関
す
る
役
割
分
担
を
適
切
に
踏
ま
え
、
機
械
的
・

画
一
的
な
取
扱
い
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
不
当
な
乗
換
媒
介
の
防
止
等

 

複
数
の
保
険
会
社
等
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
る
保
険
媒
介
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
険
会
社
等
間
の
不
当
な
乗

換
媒
介
の
防
止
、
顧
客
情
報
の
管
理
等
に
つ
い
て
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
0
条
で
準
用
す
る
保
険
業
法
（
以
下
「
準
用
保
険
業
法
」
と
い
う
。
）
第

2
9

4
条
第
１

項
及
び
第
２
項
関
係
（
情
報
提
供
義
務
）

 

①
 
保
険
媒
介
業
者
は
、
保
険
媒
介
業
務
に
関
し
、
保
険
契
約
の
種
類
及
び
性
質
等
を
踏
ま
え
、
保
険
契
約
の
内
容

そ
の
他
保
険
契
約
者
等
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
の
提
供
を
適
正
に
行
っ
て
い
る
か
。

 

②
 
書
面
の
交
付
又
は
こ
れ
に
代
替
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
情
報
の
提
供
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
顧
客
が
保

険
商
品
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
（
以
下
「
契
約
概
要
」
と
い
う
。
）
と
顧
客
に
対
し
て
注
意
喚
起

す
べ
き
情
報
（
以
下
「
注
意
喚
起
情
報
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
記
載
し
て
い
る
か
。

 

な
お
、
「
契
約
概
要
」
と
「
注
意
喚
起
情
報
」
の
主
な
項
目
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

 

（
注
）「
契
約
概
要
」
と
「
注
意
喚
起
情
報
」
に
つ
い
て
、
同
一
媒
体
を
用
い
て
一
体
で
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、

以
下
の
ア
．
（
ア
）
及
び
イ
．
（
ア
）
に
つ
い
て
省
略
し
た
上
で
、
当
該
情
報
を
「
契
約
情
報
」
と
し
て
表
示

す
る
こ
と
で
足
り
る
。

 

ア
．
「
契
約
概
要
」
の
項
目

 

（
ア
）
当
該
情
報
が
「
契
約
概
要
」
で
あ
る
こ
と
。

 

（
イ
）
商
品
の
仕
組
み

 

1
1

5
 

 

な
お
、
保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
、
保
険
媒
介
人
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

 

（
ア
）
保
険
媒
介
人
と
は
、
保
険
媒
介
業
者
か
ら
保
険
媒
介
業
務
に
関
し
、
適
切
な
教
育
・
管
理
・
指
導
を
受
け

て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
。

 

（
イ
）
保
険
媒
介
人
の
う
ち
保
険
媒
介
業
務
に
従
事
す
る
使
用
人
に
つ
い
て
は
、
上
記
（
ア
）
に
加
え
て
、
保
険

媒
介
業
者
の
事
務
所
に
勤
務
し
、
か
つ
、
保
険
媒
介
業
者
の
指
揮
監
督
・
命
令
の
も
と
で
保
険
媒
介
業
務

を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
。

 

（
ウ
）
保
険
媒
介
人
は
、
他
の
保
険
媒
介
業
者
、
保
険
代
理
店
、
保
険
仲
立
人
又
は
保
険
会
社
等
）
に
お
い
て
保

険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
役
員
又
は
使
用
人
に
は
な
れ
な
い
こ
と
。

 

②
 
保
険
媒
介
業
者
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

7
4
条
に
規
定
す
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

 （
４
）
保
険
媒
介
人
の
教
育
・
管
理
・
指
導

 

保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
は
、
保
険
媒
介
業
務
に
関
す
る
法
令
等
の
遵
守
、
保
険
契
約
に
関
す
る
知
識
、
内
部
事

務
管
理
態
勢
の
整
備
（
顧
客
情
報
の
適
正
な
管
理
を
含
む
。
）
等
に
つ
い
て
、
社
内
規
則
等
に
定
め
て
、
保
険
媒
介
人

の
育
成
、
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
な
ど
、
適
切
な
教
育
・
管
理
・
指
導
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

①
 
保
険
媒
介
人
の
教
育
に
つ
い
て

 

保
険
商
品
の
特
性
に
応
じ
て
、
顧
客
が
十
分
に
理
解
で
き
る
よ
う
、
多
様
化
し
た
保
険
商
品
に
関
す
る
十
分
な

知
識
や
保
険
契
約
に
関
す
る
知
識
の
付
与
及
び
適
切
な
保
険
媒
介
業
務
の
遂
行
の
た
め
の
十
分
な
教
育
を
行
っ

て
い
る
か
。

 

②
 
保
険
媒
介
人
の
管
理
・
指
導
に
つ
い
て

 

保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
は
、
保
険
媒
介
人
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
、
不
適
切
な

保
険
媒
介
業
務
の
端
緒
と
な
り
う
る
点
等
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況
を
適
時
把
握
し
、
管
理
・
指
導
す
る
た
め
に
適

正
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
（
ア
）
及
び
（
イ
）
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 

（
ア
）
保
険
媒
介
人
の
挙
績
状
況
、
保
険
契
約
の
継
続
状
況
等
の
常
時
把
握
可
能
な
管
理
を
行
う
。

 

そ
の
際
、
保
険
会
社
等
の
役
職
員
が
実
質
的
な
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
い
、
そ
の
保
険
契
約
を
保

険
媒
介
業
者
の
扱
い
と
す
る
等
の
行
為
又
は
保
険
媒
介
人
の
間
で
の
成
績
を
付
け
替
え
る
等
の
行
為
は
、
重

要
事
項
説
明
等
の
説
明
が
不
十
分
と
な
る
な
ど
の
不
適
切
な
保
険
媒
介
業
務
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
行
為
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
特
に
留
意
す
る
。

 

（
イ
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
、
い
か
な
る
名
目
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業

に
関
し
て
顧
客
か
ら
 
銭
そ
の
他
の
財
産
の
預
託
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供

法
第

2
7
条
）
、
保
険
媒
介
人
に
よ
る
契
約
者
か
ら
の
保
険
料
領
収
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
、
そ
の
遵
守
の
状
況

が
事
後
で
確
認
で
き
る
体
制
と
す
る
こ
と
な
ど
を
保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
管
理
・
指
導
す
る
体
制
を
構
築

す
る
。

 

③
 
営
業
所
等
の
拠
点
に
対
す
る
監
査
に
つ
い
て
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ｂ
．
補
償
重
複
の
場
合
の
保
険
 
の
支
払
に
係
る
注
意
喚
起

 

ｃ
．
補
償
重
複
の
主
な
事
例

 

（
サ
）
特
に
法
令
等
で
注
意
喚
起
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

 

③
 
情
報
提
供

義
務
の
適
用
除
外
（
仲
介
業
等
府
令
第

5
6
条
）

 

仲
介
業
等
府
令
第

5
6
条
第
３
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
保
険
契
約
と
は
、
例
え
ば
、
世
帯
主
が

家
族
に
対
し

て
保
険
を
か
け
た
上
で
、
保
険
料
は
世
帯
主
が
負
担
す
る
場
合
で
あ
っ
て
保
険
料
を
当
該
法
人
自
身
が
負
担
す
る

場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

 

（
注
）
明
確
に
被
保
険
者
に
保
険
料
負
担
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
物
品
等
の

通
常
販
売
価
格
及
び
市
場
価

格
と

の
比

較
並

び
に

保
険

給
付

の
た

め
に

必
要

な
保

険
料

の
額

が
物

品
等

の
価

格
に

占
め

る
割

合
な

ど
か

ら
、
被
保
険
者
が
負
担
す
る
実
質
的
な
保
険
料
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
留
意

す
る
必
要
が

あ
る
。

 

な
お
、
保
険
法
に
基
づ
き
被
保
険
者
の
同
意
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
被
保
険
者

に
対
し
て
、
当
該
同

意
の
可
否
を
判
断
す
る
に
足
り
る
情
報
が
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 ④
 
情
報
提
供

義
務
に
係
る
体
制
整
備
関
係

 

保
険
媒
介
業
者
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

3
5
条
に
規
定
す
る
措
置
に
関
し
、「

契
約
概
要
」
及
び
「
注
意
喚
起
情

報
」
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
こ
れ
に
代
替
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
行
う

た
め
に
、
以
下
の
よ
う

な
体
制
を
整
備
し
て
い
る
か
。

 

ア
．
当
該
書

面
（
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下

、
Ⅵ
－
１
－
１
－

２

（
２
）
④
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
顧
客
に
対
し
て
、
保
険
媒
介
業
者
に
お
け
る
苦
情
・
相
談
の
受
付
先

を
明
示
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

イ
．
 
「
注
意
喚
起
情
報
」
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
手
続
実
施
基
本
契
約

の
相
手
方
と
な
る
指
定

A
D

R
機

関
の
商
号
又
は
名
称
（
指
定

A
D

R
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争

解
決
措
置
の

内
容
）
を
明
示
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

ウ
．
 
当
該
書
面
に
記
載
等
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
に
留
意
し
た
記
載
等
と
す
る
措
置
を
講
じ
て

い

る
か
。
（
｢
Ⅵ
－
１
－
３
 
適
切
な
表
示
の
確
保
｣
参
照
）

 

（
ア
）
文
字
の
大
き
さ
や
記
載
事
項
の
配
列
等
に
つ
い
て
、
顧
客
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
記
載

と
さ
れ
て
い

る
か
。

 

（
注
）
例
え
ば

、
文
字
の
大
き
さ
を

8
ポ
イ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
、
文
字
の
色
、
記
載
事
項
に
つ
い

て
重
要
度
の
高
い
事
項
か
ら
配
列
す
る
こ
と
、
グ
ラ
フ
や
図
表
の
活
用
な
ど
の
工
夫
す
る
こ
と
等
。
 

（
イ
）
記
載
等
す
る
文
言
の
表
示
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
平
明
性
及
び
明
確
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
。

 

（
注
）
例
え
ば
、
専
門
用
語
に
つ
い
て
顧
客
が
理
解
し
や
す
い
表
示
や
説
明
と
さ

れ
て
い
る
か
。
顧
客

が
商
品
内
容
を
誤
解
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
な
明
確
な
表
示
や
説
明
と
さ
れ
て
い
る
か
。

 

（
ウ

）
顧

客
に

対
し

て
具

体
的

な
数

値
等

を
示

す
必

要
が

あ
る

事
項

（
保

険
期

間
、

保
険

 
額

、
保

険
料

等
）

に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
数
値
が
記
載
等
さ
れ
て
い
る
か
。

 

（
注
）
具
体
的
な
数
値
等
を
記
載
等
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
顧
客
に
誤
解
を
与
え

な
い
よ
う
配

1
1

7
 

 

（
ウ
）
保
障
（
補
償
）
の
内
容

 

（
注
）
保
険
 
等
の
支
払
事
由
、
支
払
事
由
に
該
当
し
な
い
場
合
及
び
免
責
事
由
等
の
保
険
 
等

を
支
払
わ
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
主
な
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

保
険
 
等
を
支
払
わ
な
い
場
合
が
通
例
で
な
い
と
き
は
、
特
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

（
エ
）
付
加
で
き
る
主
な
特
約
及
び
そ
の
概
要

 

（
オ
）
保
険
期
間

 

（
カ
）
引
受
条
件
（
保
険
 
額
等
）

 

（
キ
）
保
険
料
に
関
す
る
事
項

 

（
ク
）
保
険
料
払
込
み
に
関
す
る
事
項
（
保
険
料
払
込
方
法
、
保
険
料
払
込
期
間
）

 

（
ケ
）
配
当
 
に
関
す
る
事
項
（
配
当
 
の
有
無
、
配
当
方
法
、
配
当
額
の
決
定
方
法
）

 

（
コ
）
解
約
返
戻
 
等
の
有
無
及
び
そ
れ
ら
に
関
す
る
事
項

 

イ
．
「
注
意
喚
起
情
報
」
の
項
目

 

（
ア
）
当
該
情
報
が
「
注
意
喚
起
情
報
」
で
あ
る
こ
と
。

 

（
イ
）
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
（
保
険
業
法
第

3
0

9
条
第

1
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回

等
）

 

（
ウ
）
告
知
義
務
等
の
内
容

 

（
注
）
危
険
増
加
に
よ
っ
て
保
険
料
を
増
額
し
て
も
保
険
契
約
が
継
続
で
き
な
い
（
保
険
期
間
の

中
途
で
終
了
す
る
）
場
合
が
あ
る
旨
の
約
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

場
合
で
あ
る
か
、
記
載
す
る
こ
と
。

 

（
エ
）
責
任
開
始
期

 

（
オ
）
支
払
事
由
に
該
当
し
な
い
場
合
及
び
免
責
事
由
等
の
保
険
 
等
を
支
払
わ
な
い
場
合
の
う
ち
主
な

も
の
。

 

（
注
）
通
例
で
な
い
と
き
は
、
特
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

（
カ
）
保
険
料
の
払
込
猶
予
期
間
、
契
約
の
失
効
、
復
活
等

 

（
注
）
保
険
料
の
自
動
振
替
貸
付
制
度
を
備
え
た
保
険
商
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
制
度
の
説
明
を

含
む
。

 

（
キ
）
解
約
と
解
約
返
戻
 
の
有
無

 

（
ク
）
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

 

（
ケ
）
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
と
な
る
指
定

A
D

R
機
関
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
９

項
に
規
定
す
る
「
指
定
紛
争
解
決
機
関
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
商
号
又
は
名
称
（
指
定

A
D

R

機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容
）

 

（
コ
）
補
償
重
複
に
関
す
る
以
下
の
事
項

 

（
注
）
補
償
重
複
と
は
、
複
数
の
損
害
保
険
契
約
の
締
結
に
よ
り
、
同
一
の
被
保
険
利
益
に
つ
い

て
同
種
の
補
償
が
複
数
存
在
し
て
い
る
状
態
を
い
う
。

 

ａ
．
補
償
内
容
が
同
種
の
保
険
契
約
が
他
に
あ
る
場
合
は
、
補
償
重
複
と
な
る
こ
と
が
あ

る
こ
と
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で
、
当
該
書
面
を
顧
客
に
送
付
又
は
こ
れ
に
代
替
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
方
法

 

（
ウ
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
場
合

 

当
該
書
面
の
記
載
内
容
、
記
載
方
法
等
に
準
じ
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
表
示
を

行
っ
た
上
で
、
当
該
書

面
を

読
む

こ
と

が
重

要
で

あ
る

こ
と

を
顧

客
が

十
分

認
識

で
き

る
よ

う
電

磁
的

方
法

に
よ

る
説

明
を

行

う
方
法

 

（
注
１
）
上
記
エ
に
規
定
す
る
内
容
と
同
程
度
と
は
、
例
え
ば

、
郵
便
の
場
合
は
書
面
へ
の
記
載
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
場
合
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
表
示
に
よ
り
、
口
頭
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
説
明

に
代
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 

（
注
２
）
郵
便
に
よ
る
場
合
、
当
該
書
面
を
読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
顧
客
が
十
分

認
識
で
き
る

よ
う
な
書
面
を
併
せ
て
送
付
す
る
こ
と
で
も
足
り
る
。

 

（
注
３
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
場
合
、
当
該
書
面
の
郵
送
等
に
代
え
て
、
印
刷
や
電

磁
的
方
法
に

よ
る
保
存
な
ど
の
手
段
が
考
え
ら
れ
る
。

 

キ
．
顧
客
か
ら
「
契
約
概
要
」
及
び
「
注
意
喚
起
情
報
」
を
記
載
し
た
書
面
等
の
記
載
事
項
を
了
知
し

た
旨
を
十

分
に
確
認
し
、
事
後
に
確
認
状
況
を
検
証
で
き
る
態
勢
に
あ
る
か
。
と
り
わ
け
、
こ

れ
ら
の
書
面
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
の
非
対
面
・
非
接
触
の
方
式
で
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も

、
対
面
の
方
式
で

書
面
を
交
付
し
て
説
明
す
る
場
合
と
同
程
度
に
、
顧
客
が
書
面
の
記
載
事
項
を
了
知
し
た
旨
の
確
認
を
適
切
に

行
っ
て
い
る
か
。

 

（
注
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
非
対
面
・
非
接
触
の
方
式
で
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合

に
顧
客
が
書

面
の
記
載
事
項
を
了
知
し
た
旨
の
確
認
を
す
る
方
法
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
テ
レ
ビ
会
議
シ

ス
テ
ム
を
利

用
し
た
上
で
、
適
宜
、
書
面
の
記
載
事
項
を
画
面
上
に
表
示
し
て
説
明
を
行
う
と
と

も
に
、
顧
客
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
そ
の
了
知
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 

映
像
に
よ
っ
て
顧
客
の
了
知
の
確
認
が
で
き
な
い
方
式
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
電
話
等
で
補
足

を
す
る
こ
と
、
書
面
を
全
て
閲
覧
し
な
い
と
申
込
み
の
ペ
ー
ジ
に
遷
移
で
き
な
い
仕
組
み
と
す
る
こ
と
や
、

当
該

書
面

の
内

容
を

読
ん

で
了

知
し

た
こ

と
に

つ
い

て
の

質
問

及
び

チ
ェ

ッ
ク

ボ
ッ

ク
ス

を
設

け
る

こ

と
等
の
措
置
を
、
顧
客
の
特
性
等
に
応
じ
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
顧
客
の
了
知

の
有
無
を
確

認
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 

 （
３
）
仲
介
業
等
府
令
第

5
6
条
第
１
項
第
４
号
関
係

 

二
以
上
の
保
険
会
社
等
が
引
き
受
け
る
保
険
契
約
を
取
り
扱
う
保
険
媒
介
業
者
（
仲
介
業
等
府
令
第

5
6
条
第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
二

以
上

の
相

手
方

 
融

機
関

が
引

き
受

け
る

保
険

に
係

る
保

険
契

約
を

取
り

扱
う

保
険

媒

介
業
者
を
い
う
。
以
下

、
Ⅵ
－
１
－
１
－
２
（
３

）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、

仲
介
業
等
府
令
第

5
6
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
保
険
契
約
へ
の
加
入
の
提
案
を
行
う
理
由
の
説

明
そ
の
他
二

以
上

の
保

険
会

社
等

が
引

き
受

け
る

保
険

契
約

を
取

り
扱

う
保

険
媒

介
業

者
の

業
務

の
健

全
か

つ
適

切
な

運
営

を

確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 

二
以

上
の

保
険

会
社

等
が

引
き

受
け

る
保

険
契

約
を

取
り

扱
う

保
険

媒
介

業
者

が
取

り
扱

う
商

品
の

中
か

ら
、

1
1

9
 

 

慮
の
上
、
例
え
ば
、
代
表
例
、
顧
客
の
選
択
可
能
な
範
囲
、
他
の
書
面
の
当
該
数
値
等
を
記
載
等

し
た
箇
所
の
参
照
等
の
記
載
を
行
う
こ
と
。

 

（
エ
）
当
該
書
面
等
に
記
載
等
す
る
情
報
量
に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
理
解
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
失
わ
な
い
よ

う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
保
険
商
品
の
特
性
や
複
雑
性
に
合
わ
せ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

 

（
オ
）
当
該
書
面
等
は
他
の
書
面
等
と
は
分
離
・
独
立
し
た
書
面
等
と
す
る
、
又
は
同
一
の
書
面
等
と
す
る
場

合
は
、
他
の
情
報
と
明
確
に
区
別
し
、
重
要
な
情
報
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
記
載
等
さ
れ
て

い
る
か
。

 

エ
．
顧
客
に
当
該
書
面
の
交
付
又
は
そ
の
他
適
切
な
方
法
（
電
磁
的
方
法
を
含
む
）
に
よ
る
提
供
を
行
う
こ
と
に

加
え
て
、
少
な
く
と
も
以
下
の
よ
う
な
情
報
の
提
供
及
び
説
明
が
口
頭
に
よ
り
行
わ
れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て

い
る
か
。

 

（
ア
）
当
該
書
面
等
を
読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。

 

（
イ
）
主
な
免
責
事
由
な
ど
顧
客
に
と
っ
て
特
に
不
利
益
な
情
報
が
記
載
さ
れ
た
部
分
を
読
む
こ
と
が
重
要
で

あ
る
こ
と
。

 

（
ウ
）
特
に
、
乗
換
（
準
用
保
険
業
法
第

3
0

0
条
第

1
項
第

4
号
に
規
定
す
る
既
契
約
を
消
滅
さ
せ
て
新
た
な

保
険
契
約
の
申
込
み
を
さ
せ
、
又
は
新
た
な
保
険
契
約
の
申
込
み
を
さ
せ
て
既
に
成
立
し
て
い
る
保
険
契

約
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
。
）
の
場
合
は
、
顧
客
に
不
利
益
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

 

オ
．
当
該
書
面
の
交
付
又
は
そ
の
他
適
切
な
方
法
（
電
磁
的
方
法
を
含
む
）
に
よ
る
提
供
に
当
た
っ
て
、
契
約
締

結
に
先
立
ち
、
顧
客
が
当
該
書
面
等
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
十
分
な
時
間
が
確
保
さ
れ
る
体
制
が
整
備
さ

れ
て
い
る
か
。

 

（
注
１
）「
注
意
喚
起
情
報
」
を
記
載
し
た
書
面
等
に
つ
い
て
は
、
顧
客
に
対
し
て
効
果
的
な
注
意
喚
起
を
行
う

た
め
、
契
約
の
申
込
時
に
説
明
・
交
付
す
る
こ
と
で
も
足
り
る
。

 

（
注
２
）
顧
客
に
対
す
る
十
分
な
時
間
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
商
品
の
特
性
や
販
売
方
法
を
踏
ま
え
る

一
方
、
顧
客
の
理
解
の
程
度
や
そ
の
利
便
性
が
損
な
わ
れ
な
い
か
に
つ
い
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 

カ
．
電
話
・
郵
便
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
よ
う
な
非
対
面
・
非
接
触
の
方
式
（
テ
レ
ビ
会
議
室
シ
ス
テ
ム
（
映

像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
で
き
る
方
法
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に

よ
る
情
報
の
提
供
及
び
説
明
を
行
う
場
合
は
、
上
記
ア
か
ら
オ
に
規
定
す
る
内
容
と
同
程
度
の
情
報
の
提
供
及

び
説
明
が
行
わ
れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

例
え
ば
、
少
な
く
と
も
以
下
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
顧
客
に
対
し
て
適
切
な
情
報
の
提
供
や
説
明
が
行
わ

れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
ア
）
電
話
に
よ
る
場
合

 

顧
客
に
対
し
て
口
頭
に
て
説
明
す
べ
き
事
項
を
定
め
て
、
当
該
書
面
等
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
と

と
も
に
、
当
該
書
面
等
を
読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
口
頭
に
て
説
明
の
上
、
郵
便
等
の
方
法
又
は

電
磁
的
方
法
に
よ
り
遅
滞
な
く
当
該
書
面
を
交
付
又
は
こ
れ
に
代
替
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す

る
方
法

 

（
イ
）
郵
便
に
よ
る
場
合

 

当
該
書
面
を
読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
顧
客
が
十
分
認
識
で
き
る
よ
う
な
記
載
を
行
っ
た
上
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具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

 

ア
．
保
険
 

額
や
保
険
料
を
含
め
た
当
該
顧
客
向
け
の
個
別
プ
ラ
ン
を
説
明
・
提
案
す
る
に
あ
た
り
、
当
該
顧

客

の
意
向
を
把
握
す
る
。
そ
の
上
で
、
当
該
意
向
に
基
づ
い
た
個
別
プ
ラ
ン
を
提
案
し
、
当
該
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

当
該
意
向
と
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
も
含
め
て
説
明
す
る
。

 

そ
の
後
、
最
終
的
な
顧
客
の
意
向
が
確
定
し
た
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
意
向
と
当
初
把
握
し
た
主

な
顧
客
の
意

向
を
比
較
し
、
両
者
が
相
違
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
相
違
点
を
確
認
す
る
。

 

さ
ら
に
、
契
約
締
結
前
の
段
階
に
お
い
て
、
当
該
意
向
と
契
約
の
申
込
み
を
行
お
う
と
す
る
保
険

契
約
の
内
容

が
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
（
＝
「
意
向
確
認
」
）
す
る
。

 

（
注
１
）
事
前
に
顧
客
の
意
向
を
把
握
す
る
場
合
、
例
え
ば
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等
に
よ
り
把
握
す
る

こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

 

（
注
２
）
顧
客
の
意
向
を
把
握
す
る
こ
と
に
は
、
例
え
ば
、
性
別
や
年
齢
等
の
顧
客
属
性
や
生
活
環
境
等
に
基

づ
き
推
定
す
る
と
い
っ
た
方
法
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
プ
ラ

ン
の
作
成
・
提
案
を

行
う
都
度
、
設
計
書
等
の
交
付
書
類
の
目
立
つ
場
所
に
、
推
定
（
把
握
）
し
た
顧
客
の
意
向
と
個
別

プ
ラ

ン
の
関
係
性
を
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
説
明
す
る
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
意
向
を
推
定
（
把
握
）
し
て
当
該

プ
ラ
ン
を
設
計
し
た
か
の
説
明
を
行
い
、
当
該
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
、
当
該
意
向
と
ど
の
よ
う

に
対
応
し
て

い
る
か
も
含
め
て
説
明
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 

（
注
３
）
自
動
車
等
に
伴
う
補
償
を
望
む
顧
客
に
係
る
意
向
の
把
握
及
び
説
明
・
提
案
に
つ
い
て
は
、
顧
客
自

身
が
必
要
と
す
る
補
償
内
容
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
、
そ
の
た
め
意
向
も
明
確
と
な
る
こ
と
か

ら
、
主
な
意
向
・
情
報
を
把
握
し
た
上
で
、
個
別
プ
ラ
ン
の
作
成
・
提
案
を
行
い
、
主
な
意
向

と
個
別

プ

ラ
ン
の
比
較
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
保
険
媒
介
業
者
が
把
握
し
た
顧
客
の
意
向
と
個
別
プ
ラ
ン
の
関
係

性
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 

イ
．
仲
介
業
等
府
令
第

5
6
条
第
１
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
一
年
間
に
支
払
う
保
険
料
の
額
（
保

険
期
間
が
一

年
未
満
で
あ
っ
て
保
険
期
間
の
更
新
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
、
一
年
間
当
た
り
の
額
に

換
算
し
た
額
）
が
五
千
円
以
下
で
あ
る
保
険
契
約
に
お
け
る
意
向
把
握
に
つ
い
て
は
、
商

品
内
容
・
特
性
に
応

じ
て
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 

②
 
意
向
把
握

・
確
認
の
対
象

 

例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
顧
客
の
意
向
に
関
す
る
情
報
を
把
握
・
確
認
し
て
い
る
か
。

 

ア
．
第
一
分
野
の
保
険
商
品
及
び
第
三
分
野
の
保
険
商
品
に
つ
い
て

 

（
注
）
海
外
旅
行
傷
害
保
険
商
品
及
び
保
険
期
間
が

1
年
以
下
の
傷
害
保
険
商
品
（
契
約
締
結
に
際
し
、
保
険

契
約

者
又

は
被

保
険

者
が

告
知

す
べ

き
重

要
な

事
実

又
は

事
項

に
被

保
険

者
の

現
在

又
は

過
去

に
お

け

る
健
康
状
態
そ
の
他
の
心
身
の
状
況
に
関
す
る
事
実
又
は
事
項
が
含
ま
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
 

（
ア
）
ど
の
よ
う
な
分
野
の
保
障
を
望
ん
で
い
る
か
。

 

（
死
亡
し
た
場
合
の
遺
族
保
障
、
医
療
保
障
、
医
療
保
障
の
う
ち
ガ
ン
な
ど
の
特
定

疾
病
に
備
え

る
た
め
の
保
障
、
傷
害
に
備
え
る
た
め
の
保
障
、
介
護
保
障
、
老
後
生
活

資
 
の
準
備
、
資
産
運

用

な
ど
）

 

1
2

1
 

 

顧
客
の
意
向
に
沿
っ
た
比
較
可
能
な
商
品
（
保
険
媒
介
業
者
の

把
握
し
た
顧
客
の
意
向
に
基
づ
き
、
保
険
の
種
別

や
保
障
（
補
償
）
内
容
な
ど
の
商
品
特
性
等
に
よ
り
、
商
品
の
絞
込
み
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
絞
込
み
後

の

商
品
）
の
概
要
を
明
示
し
、
顧
客
の
求
め
に
応
じ
て
商
品
内
容
を
説
明
し
て
い
る
か
。

 

②
 
顧
客
に
対
し
、
特
定
の
商
品
を
提
示
・
推
奨
す
る
際
に
は
、
当
該
提
示
・
推
奨
理
由
を
分
か
り
や
す
く
説
明

す

る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。
特
に
、
自
ら
の
取
扱
商
品
の
う
ち
顧

客
の
意
向
に
合
致
し
て
い
る
商
品
の
中
か
ら
、
二

以
上
の
保
険
会
社
等
が
引
き
受
け
る
保
険
契
約
を
取
り
扱
う
保
険
媒
介
業
者
の
判
断
に
よ
り
、
さ
ら
に
絞
込
み
を

行
っ
た
上
で
、
商
品
を
提
示
・
推
奨
す
る
場
合
に
は
、
商
品
特
性
や
保
険
料
水
準
な
ど
の
客
観
的
な
基
準
や
理
由

等
に
つ
い
て
、
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

（
注
１
）
形
式
的
に
は
商
品
の
推
奨
理
由
を
客
観
的
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
装
い
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
、
例

え
ば
保
険
媒
介
業
者
の
受
け
取
る
手
数
料
水
準
の
高
い
商
品
に
誘
導
す
る
た
め
に
商
品
の
絞
込
み
や
提
示
・

推
奨
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

 

（
注
２
）
例
え
ば
、
自
ら
が
勧
め
る
商
品
の
優
位
性
を
示
す
た

め
に
他
の
商
品
と
の
比
較
を
行
う
場
合
に
は
、
当

該
他
の
商
品
に
つ
い
て
も
、
そ
の
全
体
像
や
特
性
に
つ
い
て
正
確
に
顧
客
に
示
す
と
と
も
に
自
ら
が
勧
め
る

商
品
の
優
位
性
の
根
拠
を
説
明
す
る
な
ど
、
顧
客
が
保
険
契
約
の
契
約
内
容
に
つ
い
て
、
正
確
な
判
断
を
行

う
に
必
要
な
事
項
を
包
括
的
に
示
す
必
要
が
あ
る
点
に
留
意
す
る
（
準
用
保
険
業
法
第

3
0

0
条
第
１
項
第
６

号
、
Ⅵ
－
１
－
１
－
２
（
１
０
）
②
参
照
）
。

 

③
 
上
記
①
、
②
に
か
か
わ
ら
ず
、
商
品
特
性
や
保
険
料
水
準
な

ど
の
客
観
的
な
基
準
や
理
由
等
に
基
づ
く
こ
と
な

く
、
商
品
を
絞
込
み
又
は
特
定
の
商
品
を
顧
客
に
提
示
・
推
奨
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
基
準
や
理
由
等
（
特
定

の

保
険
会
社
等
と
の
資
本
関
係
や
そ
の
他
の
事
務
手
続
・
経
営
方
針
上
の
理
由
を
含
む
。
）
を
説
明
し
て
い
る
か
。

 

（
注
）
各
保
険
会
社
等
間
に
お
け
る
「
公
平
・
中
立
」
を
掲
げ
る
場
合
に
は
、
商
品
の
絞
込
み
や
提
示
・
推
奨
の

基
準
や
理
由
等
と
し
て
、
特
定
の
保
険
会
社
等
と
の
資
本
関
係
や
手
数
料
の
水
準
そ
の
他
の
事
務
手
続
・
経

営
方
針
な
ど
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

 

④
 
上
記
①
か
ら
③
に
基
づ
き
、
商
品
の
提
示
・
推
奨
や
保
険
媒

介
業
者
の
立
場
の
表
示
等
を
適
切
に
行
う
た
め
の

措
置
に
つ
い
て
、
社
内
規
則
等
に
お
い
て
定
め
た
上
で
、
定
期
的
か
つ
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
・

検
証
す
る
態
勢
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
４
）
準
用
保
険
業
法
第

2
9

4
条
の

2
関
係
（
意
向
の
把
握
・
確
認
義
務
）

 

保
険
媒
介
業
者
は
、
準
用
保
険
業
法
第

2
9

4
条
の

2
の
規
定
に
基
づ
き
、
顧
客
の
意
向
を
把
握
し
、
こ
れ
に
沿
っ

た
保
険
契
約
の
締
結
等
の
提
案
、
当
該
保
険
契
約
の
内
容
の
説
明

及
び
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
に
際
し
て
、
顧

客
の

意
向

と
当

該
保

険
契

約
の

内
容

が
合

致
し

て
い

る
こ

と
を

顧
客

が
確

認
す

る
機

会
の

提
供

を
行

っ
て

い
る

か
。
 

①
 
意
向
把
握
・
確
認
の
方
法

 

意
向
把
握
・
確
認
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
、
自
ら
の
抱
え
る
リ
ス
ク
や
そ
れ
を
踏
ま
え
た
意
向
に
保
険

契
約

の
内

容
が

対
応

し
て

い
る

か
ど

う
か

を
判

断
し

た
上

で
保

険
契

約
を

締
結

す
る

こ
と

を
確

保
す

る
た

め
に

、

取
り
扱
う
商
品
や
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
の
形
態
を
踏
ま
え
、
保
険
媒
介
業
者
の
創
意
工
夫
に
よ
る
方
法
で
行

っ
て
い
る
か
。
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1
2

4
 

 

仲
介
業
等
府
令
第

3
5
条
に
規
定
す
る
措
置
に
関
し
、
保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
、
契
約

の
申
込
み
を
行
お
う
と
す
る
保
険
商
品
が
顧
客
の
意
向
に
合
致
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
顧
客
が
確
認
す
る

機
会
を
確
保
し
、
顧
客
が
保
険
商
品
を
適
切
に
選
択
・
購
入
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
適
切
な
遂
行
を

確
認
で
き
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。
Ⅵ
－
１
－
１
－
２
（
４
）
①
ア
．
又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
を
用
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
以
下
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

（
ア
）
意
向
確
認
書
面
の
作
成
・
交
付

 

契
約
の
申
込
み
を
行
お
う
と
す
る
保
険
商
品
が
顧
客
の
意
向
に
合
致
し
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
を
、
顧

客
が
契
約
締
結
前
に
最
終
的
に
確
認
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
、
顧
客
の
意
向
に
関
し
て
情
報
を
収

集
し
、
保
険
商
品
が
顧
客
の
意
向
に
合
致
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
書
面
等
（
以
下
「
意
向
確
認
書
面
」
と

い
う
。
）
を
作
成
し
、
顧
客
に
交
付
又
は
提
供
す
る
と
と
も
に
、
保
険
会
社
等
に
お
い
て
保
存
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
か
。

 

（
イ
）
意
向
確
認
書
面
の
記
載
事
項

 

意
向
確
認
書
面
に
は
、
以
下
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ａ
．
顧
客
の
意
向
に
関
す
る
情
報

 

ｂ
．
保
険
契
約
の
内
容
が
当
該
意
向
と
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
。

 

ｃ
．
そ
の
他
顧
客
の
意
向
に
関
し
て
特
に
記
載
す
べ
き
事
項

 

例
え
ば
、
特
記
事
項
欄
等
を
設
け
、
以
下
の
よ
う
な
情
報
を
記
載
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 

（
ａ
）
当
該
保
険
契
約
の
内
容
で
は
顧
客
の
意
向
を
全
部
又
は
一
部
満
た
さ
な
い
場
合
は
そ
の
旨

 

（
ｂ
）
特
に
顧
客
か
ら
強
く
要
望
す
る
意
向
が
あ
っ
た
場
合
や
個
別
性
の
強
い
意
向
を
顧
客
が
有

す
る
場
合
は
そ
の
意
向
に
関
す
る
情
報

 

（
ｃ
）
当
該
保
険
契
約
の
内
容
が
顧
客
の
意
向
に
合
致
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
最
低
限
必

要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
そ
の
旨

 

ｄ
．
保
険
媒
介
人
の
氏
名
・
名
称

 

顧
客
に
対
し
て
当
該
書
面
の
作
成
責
任
者
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。

 

な
お
、
保
険
媒
介
人
が
旧
氏
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
、
保
険
媒
介
人

と
し
て
届
出
を
行
っ
て
い
る
氏
名
と
顧
客
に
対
し
て
明
ら
か
に
す
る
氏
名
を
適
切
に
管
理
す
る
態

勢
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
ウ
）
意
向
確
認
書
面
の
記
載
方
法

 

意
向
確
認
書
面
は
顧
客
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
記
載
と
さ
れ
て
い
る
か
。

 

な
お
、
顧
客
の
意
向
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
当
該
書
面
に
予
め
想
定
さ
れ
る
顧
客
の

意
向
に
関
す
る
情
報
の
項
目
を
列
挙
す
る
と
い
っ
た
方
法
も
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
予
め
想
定

で
き
な
い
顧
客
の
意
向
に
関
す
る
情
報
（
上
記
（
イ
）
ｃ
．
）
を
記
載
す
る
た
め
、
特
記
事
項
欄
等
を
設
け

る
も
の
と
す
る
。

 

（
エ
）
意
向
確
認
書
面
の
確
認
・
交
付
時
期

 

意
向
確
認
書
面
に
よ
り
、
保
険
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
に
、
顧
客
が
申
込
み
を
行
お
う
と
し
て
い
る
保

険
契
約
の
内
容
が
顧
客
の
意
向
と
合
致
し
て
い
る
か
否
か
の
確
認
を
行
う
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

1
2

3
 

 

（
イ
）
貯
蓄
部
分
を
必
要
と
し
て
い
る
か
。

 

（
ウ
）
保
障
期
間
、
保
険
料
、
保
険
 
額
に
関
す
る
範

囲
の
希
望
、
優
先
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
は
そ

の

旨
 

イ
．
第
二
分
野
の
保
険
商
品
に
つ
い
て

 

（
注
）
上
記
イ
に
該
当
す
る
保
険
商
品
は
、
第
二
分
野
の
保

険
商
品
の
ほ
か
、
海
外
旅
行
傷
害
保
険
商
品
及
び

保
険
期
間
が

1
年
以
下
の
傷
害
保
険
商
品
（
契
約
締
結
に
際
し
、
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
が
告
知
す

べ
き

重
要

な
事

実
又

は
事

項
に

被
保

険
者

の
現

在
又

は
過

去
に

お
け

る
健

康
状

態
そ

の
他

の
心

身
の

状

況
に
関
す
る
事
実
又
は
事
項
が
含
ま
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。

 

（
ア
）
ど
の
よ
う
な
分
野
の
補
償
を
望
ん
で
い
る
か
。

 

（
海
外
旅
行
傷
害
保
険
や
傷
害
保
険
な
ど
の
保
険
の
種
類
）

 

（
イ
）
顧
客
が
求
め
る
主
な
補
償
内
容

 

（
注
）
意
向
の
把
握
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
情
報
が
考
え
ら
れ
る
。

 

・
 
海
外
旅
行
傷
害
保
険
に
つ
い
て
は
、
補
償
の
内
容
・
範
囲
、
渡
航
者
、
渡
航
先
、
渡
航
期

間
な
ど

 

・
 
保
険
期
間
が
１
年
以
下
の
傷
害
保
険
に
つ
い
て
は
、
補
償
の
内
容
・
範
囲
な
ど

 

（
ウ
）
補
償
期
間
、
保
険
料
、
保
険
 
額
に
関
す
る
範

囲
の
希
望
、
優
先
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
は
そ

の

旨
 

③
 
意
向
把
握
・
確
認
義
務
の
適
用
除
外
（
仲
介
業
等
府
令
第

5
7
条
関
係
）

 

既
存
契
約
の
更
新
や
一
部
変
更
の
場
合
に
お
い
て
、
実
質
的
な
変
更
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
変
更
部
分
に

つ
い
て
適
切
に
意
向
把
握
・
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

④
 
意
向
把
握
・
確
認
義
務
に
係
る
体
制
整
備
関
係

 

保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
は
、
準
用
保
険
業
法
第

2
9

4
条
の

2
に
規
定
す
る
措
置
に
関
し
、
契
約
の
申

込
み
を

行
お

う
と

す
る

保
険

商
品

が
顧

客
の

意
向

に
合

致
し

た
内

容
で

あ
る

こ
と

を
顧

客
が

確
認

す
る

機
会

を
確

保
し

、

顧
客
が
保
険
商
品
を
適
切
に
選
択
・
購
入
す
る
こ
と
を
可
能
と

す
る
た
め
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
等
を
社
内
規
則
等
で

定
め
る
と
と
も
に
、
所
属
す
る
保
険
媒
介
人
に
対
し
て
適
切
な
教
育
・
管
理
・
指
導
を
実
施
す
る
ほ
か
、
以
下
の

よ
う
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ア
．
意
向
把
握
に
係
る
体
制
整
備

 

保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
の
い
ず
れ
か
、
又
は
双
方
に
お
い
て
、
意
向
把
握
に
係
る
業
務
の
適
切
な

遂
行
を
確
認
で
き
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
適

切
な
方
法
に
よ
り
、
保
険
媒
介
業
務
の
プ
ロ
セ
ス

に
応
じ
て
、
意
向
把
握
に
用
い
た
帳
票
等
（
例
え
ば
、
ア
ン

ケ
ー
ト
や
設
計
書
等
）
で
あ
っ
て
、
Ⅵ
－
１
－

１

－
２
（
４
）
①
ア
．
に
規
定
す
る
顧
客
の
最
終
的
な
意
向
と
比
較
し
た
顧
客
の
意
向
に
係
る
も
の
及
び
最
終
的

な
意
向
に
係
る
も
の
を
保
存
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

（
注
）
顧
客
の
意
向
に
関
す
る
情
報
の
収
集
や
提
供
等
に
際
し
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
利

用
目
的
の
明
示
や
第
三
者
提
供
に
係
る
同
意
等
）
や
銀
行
等
の
窓
口
販
売
に
お
け
る
弊
害
防
止
措
置
な
ど

の
関
係
法
令
等
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

イ
．
意
向
確
認
に
係
る
体
制
整
備
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1
2

6
 

 

し
を
行
う
こ
と
等
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

（
コ
）
顧
客
が
保
険
契
約
の
内
容
等
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
等
が
明
ら
か
な
場
合
の
対
応

 

顧
客
が
保
険
契
約
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
理
解
し
て
い
な
い
又
は
誤
解
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
場
合
は
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
説
明
及
び
誤
解
の
解
消
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
。

 

（
サ
）
取
り
扱
え
る
保
険
会
社
等
の
範
囲
の
説
明
等

 

保
険
媒
介
業
者
が
取
り
扱
え
る
保
険
会
社
等
の
範
囲
（
例
え
ば
、
専
属
か
乗
合
か
、
乗
合
の
場
合
に
は

取
り
扱
え
る
保
険
会
社
等
の
数
等
の
情
報
等
）
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
顧
客
が
告
知
を
行
お
う
と
す
る

際
に
は
、
告
知
受
領
権
が
無
い
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
説
明
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
５
）
団
体
保
険
の
加
入
勧
奨
に
係
る
体
制
整
備
関
係

 

保
険
契
約
者
と
被
保
険
者
と
の
間
の
密
接
性
、
両
者
の
当
該
団
体
保
険
に
係
る
利
害
関
係
及
び
団
体
の
構
成
員
と

な
る
た
め
の
要
件
等
に
照
ら
し
、
保
険
契
約
者
と
被
保
険
者
と
の
間
に
一
定
程
度
の
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い

団
体
を
被
保
険
者
団
体
と
す
る
保
険
に
つ
い
て
は
、
当
該
団
体
保
険
の
締
結
媒
介
を
行
っ
た
保
険
媒
介
業
者
が
加
入

勧
奨
に
お
け
る
情
報
提
供
及
び
意
向
把
握
・
確
認
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て

い
る
か
。

 

①
 
加
入
勧
奨
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
準
用
保
険
業
法
第

3
0

0
条
第
１
項
に
規
定
す
る
禁
止
行
為
の
防
止
な
ど
、

保
険
媒
介
業
務
規
制
に
準
じ
た
取
扱
い
が
求
め
ら
れ
、
募
集
規
制
の
潜
脱
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
な
適
切
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

②
 
電
話
に
よ
る
加
入
勧
奨
を
行
う
場
合
に
は
、
Ⅵ
－
１
－
２
－
１
－
１
（
４
）
を
踏
ま
え
た
適
切
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
か
。

 

（
６
）
顧
客
の
意
向
に
基
づ
か
な
い
補
償
重
複
に
係
る
対
応

 

保
険
媒
介
業
者
は
、
補
償
重
複
の
う
ち
、
顧
客
の
意
向
に
基
づ
か
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
発
生
防
止
や
解
消

を
図
る
観
点
か
ら
、
新
規
契
約
や
契
約
の
更
新
・
更
改
（
以
下
「
新
規
契
約
等
」
と
い
う
。
）
に
当
た
っ
て
、
顧
客
に

対
し
、
補
償
重
複
に
係
る
説
明
等
が
十
分
か
つ
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
以
下
の
取
組
み
を
行
っ

て
い
る
か
。

 

①
 
社
内
規
則
等
に
お
い
て
、
補
償
重
複
に
係
る
説
明
の
確
実
な
実
施
方
法
等
、
補
償
重
複
に
係
る
対
応
を
実
施
す

る
た
め
の
必
要
事
項
を
適
切
に
定
め
て
い
る
か
。

 

②
 
保
険
媒
介
人
に
対
し
て
、
補
償
重
複
に
関
す
る
適
切
な
教
育
・
管
理
・
指
導
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

③
 
自
社
で
取
り
扱
う
保
険
商
品
（
特
約
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
組
み
合
わ
せ
て
契
約
し
た
場
合
に
補
償
重
複
と
な
る

保
険
商
品
の
組
合
せ
の
一
覧
を
作
成
し
て
い
る
か
。

 

ま
た
、
新
た
な
保
険
商
品
の
販
売
開
始
時
等
、
必
要
に
応
じ
て
一
覧
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

④
 
新
規
契
約
等
に
お
け
る
商
品
説
明
に
当
た
っ
て
は
、
顧
客
に
対
し
、
当
該
保
険
商
品
と
組
み
合
わ
せ
て
契
約
し

た
場
合
に
、
補
償
重
複
と
な
る
保
険
に
既
に
加
入
し
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
。

 

ま
た
、
補
償
重
複
に
該
当
す
る
保
険
に
既
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
は
、
保
険
料
と
保
険
 
の
関
係
に
つ
い
て

明
示
的
に
説
明
し
た
上
で
、
顧
客
の
意
向
の
有
無
を
確
認
し
、
当
該
顧
客
の
意
向
を
踏
ま
え
た
適
切
な
内
容
の
補

1
2

5
 

 

ま
た
、
顧
客
が
確
認
し
た
意
向
確
認
書
面
は
、
顧
客
の
確
認
後
、
遅
滞
な
く
顧
客
へ
交
付
又
は
提
供
す

る
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

な
お
、
顧
客
が
即
時
の
契
約
締
結
を
求
め
て
い
る
場
合
や
電
話
に
よ
る
募
集
の
場
合
な
ど
当
該
書
面
の

即
時
の
交
付
又
は
提
供
が
困
難
な
場
合
は
、
顧
客
の
利
便
性
を
考
慮
し
、
意
向
確
認
書
面
に
記
載
す
べ
き

内
容
を
口
頭
に
て
確
認
の
上
、
意
向
確
認
書
面
を
事
後
に
遅
滞
な
く
交
付
又
は
提
供
す
る
こ
と
で
も
足
り

る
。

 

（
オ
）
意
向
確
認
書
面
の
記
載
内
容
の
確
認
・
修
正

 

意
向
確
認
書
面
の
記
載
内
容
の
う
ち
、
特
に
顧
客
の
意
向
に
関
す
る
情
報
（
上
記

(イ
)ａ
及
び
ｃ
）
に

つ
い
て
は
、
顧
客
に
対
し
て
事
実
に
反
す
る
記
載
が
な
い
か
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
顧
客
か
ら
当
該
部

分
の
記
載
の
修
正
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
速
や
か
に
対
応
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
。

 

（
カ
）
保
険
契
約
の
内
容
に
関
す
る
意
向
の
確
認

 

顧
客
が
申
込
み
を
行
お
う
と
す
る
保
険
契
約
の
内
容
の
う
ち
、
顧
客
が
自
ら
の
意
向
に
合
致
し
て
い
る

か
の
確
認
を
特
に
必
要
と
す
る
事
項
（
主
契
約
や
特
約
ご
と
の
具
体
的
な
保
障
（
補
償
）
内
容
、
保
険
料

（
保
険
料
払
込
方
法
、
保
険
料
払
込
期
間
を
含
む
。
）
及
び
保
険
 
額
、
保
障
（
補
償
）
期
間
、
配
当
の
有

無
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
意
向
確
認
書
面
に
確
認
の
た
め
の
設
問
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
り
、
顧
客
に

対
し
て
再
確
認
を
促
す
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

 

（
キ
）
意
向
確
認
書
面
の
媒
体
等

 

意
向
確
認
書
面
に
つ
い
て
は
、
顧
客
に
お
け
る
保
存
の
必
要
性
を
考
慮
し
た
媒
体
と
さ
れ
て
い
る
か
。
 

な
お
、
必
ず
し
も
独
立
し
た
書
面
等
と
す
る
必
要
は
な
い
が
（
申
込
書
と
一
体
で
作
成
す
る
こ
と
も
可

能
と
考
え
ら
れ
る
。
）
、
他
の
書
面
等
と
同
一
の
書
面
等
と
す
る
場
合
に
は
、
意
向
確
認
書
面
に
該
当
す
る

部
分
を
明
確
に
区
別
し
て
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

 

ま
た
、
当
該
意
向
確
認
書
面
は
保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
と
顧
客
の
双
方
が
確
認
す
る
た
め
に

交
付
さ
れ
る
書
面
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
会
社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
も
書
面
等
を
事
後

的
に
確
認
で
き
る
方
法
に
よ
り
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
。

 

（
注
）
電
子
メ
ー
ル
等
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
交
付
を
行
う
場
合
は
、
顧
客
の
了
解
を
得
て
い
る
こ
と

及
び
印
刷
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 

（
ク
）
顧
客
が
意
向
確
認
書
面
の
作
成
及
び
交
付
を
希
望
し
な
い
場
合
の
対
応

 

顧
客
が
意
向
確
認
書
面
の
作
成
及
び
交
付
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、
顧
客
に
対
し
て
、
当
該
書
面
の
役

割
（
契
約
の
申
込
み
を
行
お
う
と
す
る
保
険
契
約
の
内
容
が
顧
客
の
意
向
に
合
致
す
る
か
否
か
を
保
険
会

社
等
又
は
保
険
媒
介
業
者
及
び
顧
客
の
双
方
が
確
認
す
る
た
め
の
書
面
で
あ
る
こ
と
等
）
を
書
面
等
に
よ

り
説
明
す
る
と
と
も
に
、
事
後
に
顧
客
が
意
向
確
認
書
面
の
作
成
及
び
交
付
を
希
望
し
な
か
っ
た
こ
と
が

検
証
で
き
る
態
勢
に
あ
る
か
。

 

（
ケ
）
意
向
確
認
書
面
の
記
載
事
項
等
の
検
証
等

 

意
向
確
認
書
面
の
作
成
及
び
交
付
に
つ
い
て
は
、
保
険
商
品
の
特
性
や
販
売
方
法
の
状
況
の
変
化
に
応

じ
て
、
ま
た
顧
客
等
か
ら
の
苦
情
・
相
談
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
記
載
事
項
や
記
載
方
法
、
収

集
す
べ
き
顧
客
の
意
向
に
関
す
る
情
報
及
び
そ
の
収
集
方
法
等
に
つ
い
て
検
証
の
上
、
必
要
に
応
じ
見
直
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場
合
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
不
利
益
と
な
る
事
実
を
告
げ
て
い
る
か
。

 

ま
た
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
顧
客
が
不
利
益
と
な
る
事
実
を
了
知
し
た
旨
を
十
分
確
認
し
て
い
る
か
。

 

 （
９
）
準
用
保
険
業
法
第

3
0

0
条
第
１
項
第
５
号
関
係

 

①
 
保
険
媒
介
業
者
が
、
保
険
媒
介
業
務
に
関
し
、
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
に
対
し
て
、
各
種
の
サ
ー
ビ
ス
や

物
品
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
、「
特
別
利
益
の
提
供
」
に
該
当
し
な
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

ア
．
当
該
サ
ー
ビ
ス
等
の
経
済
的
価
値
及
び
内
容
が
、
社
会
相
当
性
を
超
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
。

 

イ
．
当
該
サ
ー
ビ
ス
等
が
、
換
 
性
の
程
度
と
使
途
の
範
囲
等
に
照
ら
し
て
、
実
質
的
に
保
険
料
の
割
引
･
割
戻
し

に
該
当
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
。

 

ウ
．
当
該
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
が
、
保
険
契
約
者
間
の
公
平
性
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
。
 

（
注
１
）
保
険
媒
介
業
者
が
、
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
に
対
し
、
保
険
契
約
の
締
結
に
よ
り
ポ
イ
ン
ト
を

付
与
し
、
当
該
ポ
イ
ン
ト
に
応
じ
た
生
活
関
連
の
割
引
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
ポ
イ

ン
ト
に
応
じ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
は
、
保
険
料
の
割
引
･
割
戻
し
そ
の
他
特
別
の
利
益
の

提
供
に
該
当
し
、
保
険
業
法
第
４
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
い
て
行
う
場
合
を
除
き
、
禁
止

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

（
注
２
）
保
険
媒
介
業
者
が
、
保
険
媒
介
業
務
の
対
価
と
し
て
顧
客
か
ら
受
領
す
る
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬
の

割
引
等
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
保
険
業
法
第
４
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ

い
て
行
う
場
合
を
除
き
、
保
険
料
の
割
引
・
割
戻
し
そ
の
他
特
別
の
利
益
の
提
供
に
該
当
し
得
る
こ
と
に

留
意
す
る
。

 

②
 
団
体
扱
や
集
団
扱
で
の
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
あ
た
り
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
険
会
社
等
と
の
役

割
分
担
に
応
じ
て
適
切
な
確
認
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

ア
．
対
象
と
な
る
団
体
や
集
団
が
、
事
業
方
法
書
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

 

イ
．
団
体
や
集
団
の
定
足
数
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

 

ウ
．
契
約
者
又
は
被
保
険
者
が
、
事
業
方
法
書
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

 

エ
．
団
体
割
引
率
等
の
割
引
率
の
適
用
が
適
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 （
１
０
）
準
用
保
険
業
法
第

3
0

0
条
第
１
項
第
６
号
関
係

 

①
 
保
険
契
約
に
関
す
る
表
示
（
告
げ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
、
顧
客
の
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る

よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。
商
品
の
特
性
に
応
じ
た
表
示
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

な
お
、
表
示
に
は
以
下
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
（
以
下
、
Ⅵ
－
１
－
１
－

２
（
１
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

 

ア
．
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ご
契
約
の
し
お
り
等
保
険
媒
介
業
務
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
文
書
及
び
図
面

 

イ
．
ポ
ス
タ
ー
、
看
板
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
に
よ
る
広
告

 

ウ
．
新
聞
紙
、
雑
誌
そ
の
他
の
出
版
物
、
放
送
、
映
写
、
演
劇
又
は
電
光
に
よ
る
広
告
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償
を
提
供
し
て
い
る
か
。

 

⑤
 
補
償
重
複
に
係
る
顧
客
に
対
す
る
確
認
・
説
明
の
実
態
を
把
握
・
検
証
で
き
る
態
勢
を
構
築
し
て
い
る
か
。

 

 （
７
）
準
用
保
険
業
法
第

2
9

5
条
関
係
（
自
己
契
約
の
禁
止
）

 

①
 
自
己
契
約

 

ア
．
保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
自
己
契
約
の
状
況
を
把
握
・
検
証
で
き
る
態
勢
を
構
築
し
て
い
る
か
。

 

イ
．
自
己
契
約
に
係
る
保
険
料
の
計
算
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
と
お
り
取
り
扱
う
。

 

（
ア
）
自
己
物
件
と
他
人
物
件
が
混
同
す
る
保
険
契
約
の
場
合
で
、
自
己
契
約
に
該
当
す
る
保
険
料
が
明
確
に

区
分
さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
全
額
を
自
己
契
約
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

 

（
イ
）
保
険
期
間
の
途
中
で
、
自
己
物
件
が
他
人
物
件
に
、
他
人
物
件
が
自
己
物
件
に
変
更
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
自
己
契
約
に
係
る
保
険
料
は
期
間
按
分
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

②
 
特
定
契
約

 

保
険
媒
介
業
者
が
、
自
ら
と
人
的
又
は
資
本
的
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と

す
る
保
険
契
約
（
以
下
「
特
定
契
約
」
と
い
う
。
）
の
保
険
媒
介
業
務
を
主
た
る
目
的
（
取
扱
保
険
料
に
占
め
る
特

定
契
約
の
保
険
料
の
割
合
が
５
割
を
超
え
る
こ
と
）
と
す
る
こ
と
は
、
準
用
保
険
業
法
第

2
9
5
条
の
趣
旨
に
照
ら

し
問
題
が
あ
る
た
め
、
以
下
に
留
意
し
つ
つ
、
自
己
契
約
と
同
様
に
状
況
を
把
握
・
検
証
で
き
る
態
勢
を
構
築
し
、

も
っ
て
保
険
媒
介
業
務
の
公
正
を
確
保
し
、
保
険
媒
介
業
者
の
自
立
化
の
促
進
に
努
め
て
い
る
か
。

 

ア
．
以
下
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
特
定
者
」
と
い
う
。
）
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
を
特
定

契
約
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
。

 

（
ア
）
保
険
媒
介
業
者
本
人
と
生
計
を
共
に
す
る
親
族
（
姻
族
を
含
む
。
）
及
び
生
計
を
共
に
し
な
い

2
親
等

以
内
の
親
族
（
姻
族
を
含
ま
ず
。
）

 

（
イ
）
法
人
で
あ
る
保
険
媒
介
業
者
へ
の
出
資
比
率
が

3
0
％
を
超
え
る
も
の

 

（
注
）
出
資
比
率
の
算
定
方
法

 

 
 
出
資
者
で
あ
る
個
人
と
生
計
を
共
に
す
る
親
族
（
姻
族
を
含
ま
ず
。
）
の
出
資
額
を
合
算
し
た
額
で

算
出
し
て

3
0
％
を
超
え
た
と
き
の
当
該
個
人

 

イ
．
保
険
媒
介
業
者
が
特
定
契
約
の
保
険
媒
介
業
務
を
主
た
る
目
的
と
す
る
保
険
媒
介
業
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
場
合
に
は
、
至
っ
た
事
由
及
び
是
正
計
画
を
付
し
て
、
判
定
を
行
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
 
融
庁
又

は
財
務
局
へ
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

 

③
 
自
己
契
約
又
は
特
定
契
約
に
係
る
収
入
保
険
料
の
割
合
が

3
0
％
を
超
え
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
改
善
す
る

よ
う
し
て
い
る
か
。

 

 （
８
）
準
用
保
険
業
法
第

3
0

0
条
第
１
項
第
４
号
関
係

 

一
定
 
額
の
 
銭
を
い
わ
ゆ
る
解
約
控
除
等
と
し
て
保
険
契
約
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、

特
別
配
当
請
求
権
そ
の
他
の
一
定
期
間
の
契
約
継
続
を
条
件
に
発
生
す
る
配
当
に
係
る
請
求
権
を
失
う
こ
と
と
な

る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
被
保
険
者
の
健
康
状
態
の
悪
化
等
の
た
め
新
た
な
保
険
契
約
を
締
結
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
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オ
．
現
に
提
供
さ
れ
て
い
な
い
保
険
契
約
の
契
約
内
容
と
比
較
し
て
表
示
す
る
こ
と
。

 
カ
．
他
の
保
険
契
約
の
契
約
内
容
に
関
し
て
、
具
体
的
な
情
報
を
提
供
す
る
目
的
で
は
な
く
、
当
該
保
険
契
約
を

誹
謗
・
中
傷
す
る
目
的
で
、
そ
の
短
所
を
不
当
に
強
調
し
て
表
示
す
る
こ
と
。

 
③
 
一
の
保
険
会
社
等
の
商
品
に
つ
い
て
他
の
保
険
会
社
等
の
商
品
等
と
の
比
較
表
示
を
行
う
場
合
に
は
、
（
ⅰ
）

書
面
等
を
用
い
て
、
以
下
の
事
項
を
含
め
た
表
示
が
行
わ
れ
、
か
つ
、（
ⅱ
）
他
の
保
険
会
社
等
の
商
品
の
特
性
等

に
つ
い
て
不
正
確
な
も
の
と
な
ら
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 
（
注
１
）
上
記
（
ⅰ
）
に
つ
い
て
は
、
上
記
②
イ
（
注
１
）
又
は
（
注
２
）
の
要
件
を
充
足
し
た
場
合
に
は
、
当

該
要
件
を
充
足
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
（
注
２
）
保
障
（
補
償
）
内
容
や
特
約
の
内
容
に
関
し
て
、
比
較
す
る
全
商
品
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
存
在
す
る
と
認

め
ら
れ
る
事
由
や
、
比
較
の
対
象
と
し
た
保
険
種
類
で
あ
れ
ば
通
常
支
払
わ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
事
由

に
つ
い
て
は
、
記
載
内
容
か
ら
省
略
し
た
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
「
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
」
を
生
ぜ
し
め
る

も
の
で
は
な
い
。

 
（
ア
）
保
険
期
間

 
（
イ
）
保
障
（
補
償
）
内
容
（
保
険
 
を
支
払
う
場
合
、
主
な
免
責
事
由
等
）

 
（
ウ
）
引
受
条
件
（
保
険
 
額
等
）

 
（
エ
）
各
種
特
約
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

 
（
オ
）
保
険
料
率
・
保
険
料
（
な
る
べ
く
同
一
の
条
件
で
の
事
例
設
定
を
行
い
、
算
出
条
件
を
併
記
す
る
。
）

 
（
カ
）
保
険
料
払
込
方
法

 
（
キ
）
払
込
保
険
料
と
満
期
返
戻
 
と
の
関
係

 
（
ク
）
そ
の
他
保
険
契
約
者
等
の
保
護
の
観
点
か
ら
重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の

 
④
 
保
険
料
に
関
す
る
比
較
表
示
を
行
う
場
合
は
、
保
険
料
に
関
し
て
顧
客
が
過
度
に
注
目
す
る
よ
う
誘
導
し
た
り
、

保
障
（
補
償
）
内
容
等
の
他
の
重
要
な
要
素
を
看
過
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て

い
る
か
。

 
ま
た
、
顧
客
が
保
険
料
の
み
に
注
目
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
保
険
料
だ
け
で
は
な
く
保
障
（
補
償
）
内
容
等

の
他
の
要
素
も
考
慮
に
入
れ
た
上
で
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
注
意
喚
起
を
促
す
文
言
を
併
せ

て
記
載
す
る
こ
と
等
、
比
較
表
の
構
成
や
記
載
方
法
等
に
つ
い
て
、
顧
客
の
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
工
夫
が
さ
れ

て
い
る
か
。

 
（
注
１
）
契
約
条
件
や
保
障
（
補
償
）
内
容
の
概
要
等
、
保
険
料
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
前
提
条
件
を
併
せ
て

記
載
す
る
こ
と
が
適
切
な
表
示
と
し
て
最
低
限
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

 
（
注
２
）
顧
客
の
年
齢
や
性
別
等
の
前
提
条
件
に
応
じ
、
適
用
さ
れ
る
保
険
料
の
相
違
が
顕
著
で
あ
る
場
合
に
は
、

前
提
条
件
の
相
違
に
よ
り
保
険
料
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
実
際
に
適
用
さ
れ
る
保
険
料
に
つ
い
て
保

険
会
社
等
に
問
い
合
わ
せ
た
上
で
商
品
選
択
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
注
意
喚
起
を
促
す
文
言
を

併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

 
⑤
 
比
較
表
示
を
行
う
主
体
が
ど
の
よ
う
な
者
か
（
保
険
会
社
等
、
保
険
媒
介
業
者
）
、
比
較
の
対
象
と
な
っ
た
保
険

商
品
を
提
供
す
る
保
険
会
社
等
や
保
険
媒
介
業
者
と
の
間
に
、
提
供
す
る
比
較
情
報
の
中
立
性
･
公
正
性
を
損
な

い
得
る
よ
う
な
特
別
の
利
害
関
係
（
例
え
ば
、
強
い
資
本
関
係
が
存
在
す
る
等
）
を
有
し
て
い
な
い
か
、
ど
の
よ

1
2

9
 

 

エ
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
広
告

 

オ
．
そ
の
他
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
媒
体

 

②
 
比
較
表
示
に
関
し
、
準
用
保
険
業
法
第

3
0

0
条
第
１
項
第
６
号
に
抵
触
す
る
行
為
に
は
以
下
の
事
項
が
考
え
ら

れ
る
。

 

ア
．
客
観
的
事
実
に
基
づ
か
な
い
事
項
又
は
数
値
を
表
示
す
る
こ
と
。

 

イ
．
保
険
契
約
の
契
約
内
容
に
つ
い
て
、
正
確
な
判
断
を
行
う
に
必
要
な
事
項
を
包
括
的
に
示
さ
ず
一
部
の
み
を

表
示
す
る
こ
と
。

 

（
注
１
）「

契
約
概
要
」
を
用
い
た
比
較
表
示
（
そ
れ
ぞ
れ
の
「
契
約
概
要
」
を
並
べ
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合

や
、「

契
約
概
要
」
の
記
載
内
容
の
全
部
を
表
形
式
に
ま

と
め
表
示
す
る
場
合
等
）
を
行
う
場
合
は
、
保
険

契
約
の
契
約
内
容
に
つ
い
て
、
正
確
な
判
断
を
行
う
に
必
要
な
事
項
を
包
括
的
に
示
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

 

（
注
２
）
比
較
表
示
（
そ
の
記
載
内
容
を
表
形
式
に
ま
と
め
表
示
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
行
う
に
際
し
、
以
下

の
各
要
件
が
全
て
充
足
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
保
険

契
約
の
契
約
内
容
に
つ
い
て
、
正
確
な
判
断
を
行

う
に
必
要
な
事
項
を
包
括
的
に
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 

（
ア
）
比
較
表
示
の
対
象
と
し
た
全
て
の
保
険
商
品
に
つ
い
て
、
比
較
表
示
を
受
け
た
顧
客
が
「
契
約
概

要
」
を
入
手
し
た
い
と
希
望
し
た
時
に
、
そ
の
「
契
約
概
要
」
を
速
や
か
に
入
手
で
き
る
よ
う
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 

例
え
ば
、
ａ
．
比
較
表
示
の
対
象
と
し
た
全
て
の
保
険
商
品
に
つ
い
て
、
比
較
表
示
と
同
時
に
「
契

約
概
要
」
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
、
又
は
、
ｂ

．
比

較
表
示
の
対
象
と
し
た
全
て
の
保
険
商
品
に
つ
い

て
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

上
に

「
契

約
概

要
」

を
表

示
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
、

あ
る
い
は
顧
客
か
ら
の
要
望
が
あ
れ
ば
遅
滞
な
く
郵
送
等
で
要
望
の
あ
っ
た
「
契
約
概
要
」
を
交
付

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
体
制
を
整
備
し
た
上
で
、
こ
れ
を
顧
客
に
周
知
す
る
こ
と
等
が
考
え

ら
れ
る
。

 

（
イ
）
比
較
表
示
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
な
注
意
喚
起
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

ａ
．
比
較
表
に
は
、
保
険
商
品
の
内
容
の
全
て
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
参

考
情
報
と
し
て
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 

ｂ
．
比
較
表
に
記
載
さ
れ
た
保
険
商
品
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
必
ず
「
契
約
概
要
」
や
パ
ン
フ
レ

ッ

ト
に
お
い
て
全
般
的
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 

ウ
．
保
険
契
約
の
契
約
内
容
に
つ
い
て
、
長
所
の
み
を
こ
と
さ

ら
に
強
調
し
た
り
、
長
所
を
示
す
際
に
そ
れ
と
不

離
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
を
併
せ
て
示
さ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
あ
た
か
も
全
体
が
優
良
で
あ
る
か
の
よ
う
に

表
示
す
る
こ
と
。

 

エ
．

社
会

通
念

上
又

は
取

引
通

念
上

同
等

の
保

険
種

類
と

し
て

認
識

さ
れ

な
い

保
険

契
約

間
の

比
較

に
つ

い
て

、

あ
た
か
も
同
等
の
保
険
種
類
と
の
比
較
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。

 

（
注
）
例
え
ば
、
保
険
期
間
の
相
違
が
あ
る
保
険
商
品
の
比

較
を
行
う
場
合
、
有
配
当
保
険
と
無
配
当
保
険
の

比
較
を
行
う
場
合
等
に
は
、
商
品
内
容
の
相
違
を
明
確
に
記
載
す
る
等
、
顧
客
が
同
等
の
保
険
商
品
と
誤

解
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
し
た
記
載
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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1
3

2
 

 

ア
．
顧
客
に
対
し
、
威
圧
的
な
態
度
や
乱
暴
な
言
葉
等
を
も
っ
て
著
し
く
困
惑
さ
せ
る
こ
と
。

 

イ
．
勧
誘
に
対
す
る
拒
絶
の
意
思
を
明
ら
か
に
し
た
顧
客
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
生
活
の
平
穏
を
害
す
る

よ
う
な
時
間
帯
に
執
拗
に
訪
問
し
又
は
電
話
を
か
け
る
等
の
社
会
的
批
判
を
招
く
よ
う
な
方
法
に
よ
り
保
険

媒
介
業
務
を
行
う
こ
と
。

 

 （
１
３
）
仲
介
業
等
府
令
第

6
2
条
第
１
項
第
４
号
関
係

 

①
 
保
険
会
社
等
の
信
用
又
は
支
払
能
力
等
を
表
示
す
る
場
合
の
適
正
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

②
 
保
険
会
社
等
の
信
用
又
は
支
払
能
力
等
の
表
示
に
関
し
、
仲
介
業
等
府
令
第

6
2
条
第
１
項
第
４
号
に
抵
触
す

る
行
為
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
行
為
が
考
え
ら
れ
る
。

 

ア
．
保
険
業
法
第

1
1

0
条
に
規
定
す
る
業
務
報
告
書
及
び
中
間
業
務
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
数
値
、
若
し
く
は
保

険
業
法
第

1
1
1
条
に
規
定
す
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
さ
れ
た
数
値
又
は
信
用
あ

る
格
付
業
者
の
格
付
（
以
下
、「
客
観
的
数
値
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
用
い
て
、
保
険
会
社
等
の
資
力
、

信
用
又
は
支
払
能
力
等
に
関
す
る
事
項
を
表
示
す
る
こ
と
。

 

イ
．
使
用
し
た
客
観
的
数
値
等
の
出
所
、
付
さ
れ
た
時
点
、
手
法
等
を
示
さ
ず
、
ま
た
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
、

十
分
な
説
明
を
行
わ
ず
又
は
虚
偽
の
説
明
を
行
う
こ
と
。

 

ウ
．
表
示
さ
れ
た
客
観
的
数
値
等
が
優
良
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
保
険
会
社
等
の
保
険
契
約
の
支
払
い
が

保
証
さ
れ
て
い
る
と
誤
認
さ
せ
る
こ
と
。

 

エ
．
一
部
の
数
値
の
み
を
取
り
出
し
て
全
体
が
優
良
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。

 

オ
．
他
の
保
険
会
社
等
を
誹
謗
・
中
傷
す
る
目
的
で
、
当
該
保
険
会
社
等
の
信
用
又
は
支
払
能
力
等
に
関
し
て
そ

の
劣
後
性
を
不
当
に
強
調
し
て
表
示
す
る
こ
と
。

 

カ
．
保
険
契
約
者
保
護
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
行
う
資
 
援
助
等
事
業
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
の
表

示
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
機
構
の
行
う
資
 
援
助
が
、
一
定
の
条
件
、
限
度
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
保
険
契
約
が
完
全
に
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
表
示
し
な
い
こ
と
。

 

 （
１
４
）
仲
介
業
等
府
令
第

6
2
条
第
１
項
第
５
号
関
係

 

共
同
保
険
契
約
や
保
険
会
社
等
間
の
保
険
商
品
の
提
携
販
売
等
一
の
契
約
者
が
複
数
の
保
険
会
社
等
と
の
間

で
一
又
は
複
数
の
保
険
契
約
を
同
時
に
締
結
（
契
約
の
更
改
及
び
更
新
を
含
む
。
）
す
る
場
合
な
ど
に
お
い
て
、
保

険
契
約
者
が
保
険
の
種
類
や
引
受
保
険
会
社
等
に
つ
い
て
誤
解
し
な
い
よ
う
、
契
約
当
事
者
た
る
そ
れ
ぞ
れ
の
保

険
会
社
等
と
保
険
契
約
者
と
の
間
の
契
約
関
係
が
明
確
と
な
る
こ
と
を
は
じ
め
、
保
険
媒
介
業
務
に
関
し
て
適
切

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

 （
１
５
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
第
７
号
関
係

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8

 
条
第
１
項
第
７
号
で
規
定
す
る
「
そ
の
他
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
関
し
著

し
く
不
適
当
な
行
為
」
に
抵
触
す
る
行
為
を
排
除
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

1
3

1
 

 

う
な
情
報
を
根
拠
と
し
て
比
較
情
報
を
提
供
す
る
の
か
等
に
つ
い
て
、
比
較
表
示
を
行
う
際
に
顧
客
に
対
し
て
明

示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

 （
１
１
）
準
用
保
険
業
法
第

3
0

0
条
第
１
項
第
７
号
関
係

 

①
 
準
用
保
険
業
法
第

3
0
0
条
第
１
項
第
７
号
に
抵
触
す
る
行
為
を
排
除
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

②
 
予
想
配
当
表
示
に
つ
い
て

 

ア
．
予
想
配
当
表
示
に
関
し
、
準
用
保
険
業
法
第

3
0
0
条
第
１
項
第
７
号
に
抵
触
す
る
行
為
に
は
、
以
下
の
よ
う

な
行
為
が
考
え
ら
れ
る
。

 

（
ア
）
実
際
の
配
当
額
は
、
表
示
さ
れ
た
予
想
配
当
額
か
ら
変
動
し
、
０
（
ゼ
ロ
）
と
な
る
年
度
も
あ
り
得
る

旨
を
予
想
配
当
と
併
記
し
て
表
示
し
な
い
こ
と
。

 

（
イ
）
表
示
さ
れ
た
予
想
配
当
額
が
将
来
の
受
領
額
の
目
安
と
し
て
一
定
の
条
件
の
も
と
で
の
計
算
例
を
示
す

も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旨
及
び
当
該
一
定
の
条
件
の
内
容
を
表
示
し
な
い
こ
と
。

 

（
ウ
）
配
当
の
仕
組
み
（
配
当
は
支
払
時
期
の
前
年
度
決
算
に
よ
り
確
定
す
る
旨
等
）
、
支
払
方
法
（
積
立
配
当

方
式
、
保
険
料
相
殺
方
式
、
保
険
 
買
増
方
式
、
現
 
支
払
方
式
等
の
別
）
及
び
予
想
配
当
の
前
提
又
は

条
件
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
表
示
し
な
い
こ
と
。

 

（
エ
）
損
害
保
険
契
約
に
係
る
予
想
配
当
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
提
又
は
条
件
の
異
な
っ
た
複
数
の
予
想
配
当

額
を
表
示
し
な
い
こ
と
。

 

（
オ
）
合
理
的
か
つ
客
観
的
な
推
測
の
範
囲
を
明
ら
か
に
超
え
る
高
額
の
予
想
配
当
額
を
表
示
す
る
こ
と
。

 

（
カ
）
特
別
配
当
（
ミ
ュ
ー
配
当
）
を
表
示
す
る
場
合
に
、
普
通
配
当
と
区
別
し
な
い
で
表
示
す
る
こ
と
。

 

イ
．
生
命
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
予
想
配
当
表
示
を
行
う
場
合
に
は
配
当
率
が
生
命
保
険
会
社
の
直
近
決
算
の
実

績
配
当
率
（
確
定
す
る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
直
前
の
実
績
配
当
率
又
は
合
理
的
か
つ
客
観
的
な
も
の
で
、
保
守

的
に
算
出
さ
れ
た
配
当
率
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
推
移
す
る
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
配
当
額
を
表
示
し
、
さ

ら
に
、
少
な
く
と
も
合
理
的
な
一
時
点
に
お
い
て
は
、
利
差
配
当
（
ラ
ム
ダ
配
当
を
含
む
。
）
率
（
配
当
を
積
み

立
て
る
場
合
は
、
積
立
配
当
利
率
も
含
む
。
）
が
、
直
近
決
算
の
実
績
配
当
の
利
差
配
当
率
か
ら
上
方
に
は
１
％

以
内
、
下
方
に
は
上
方
へ
の
幅
以
上
（
た
だ
し
、
実
績
配
当
率
を
下
回
る
利
差
配
当
率
の
下
限
は
０
％
）
の
範

囲
内
で
推
移
す
る
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
配
当
額
も
併
せ
て
表
示
し
て
い
る
か
。

 

ウ
．
イ
．
の
場
合
に
お
い
て
、
予
想
配
当
に
つ
い
て
ア
．
の
要
件
を
満
た
し
た
書
面
等
が
保
険
契
約
者
等
に
提
示

さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
１
２
）
準
用
保
険
業
法
第

3
0

0
条
第
１
項
第
９
号
及
び
仲
介
業
等
府
令
第

6
2
条
第
１
項
第
２
号
関
係

 

①
 
「
業
務
上
の
地
位
等
を
不
当
に
利
用
」
と
は
、
例
え
ば
、
職
務
上
の
上
下
関
係
等
に
基
づ
い
て
有
す
る
影
響
力

を
も
っ
て
、
顧
客
の
意
思
を
拘
束
す
る
目
的
で
利
益
又
は
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
を
い
う
が
、

こ
の
よ
う
な
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
か
。

 

②
 
保
険
媒
介
業
者
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

6
2
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
以
下
に
掲
げ
る
行

為
等
を
行
っ
て
い
な
い
か
。
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1
3

4
 

 

説
明
を
行
い
、
同
意
を
得
た
旨
を
記
録
し
、
そ
の
後
速
や
か
に
当
該
利
用
に
つ
い
て
説
明
し
た
書
面
の
送
付
又
は

電
磁
的
記
録
の
提
供
（
電
話
で
の
同
意
取
得
後
対
面
に
て
顧
客
と
応
接
す
る
場
合
に
は
そ
の
場
で
の
書
面
交
付
又

は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
表
示
で
も
可
と
す
る
。
）
を
行
い
、
契
約
申
込
み
ま
で
に
書
面
等
の
適
切
な
方
法
に
よ
る

同
意
を
得
る
方
法

 

④
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
場
合

 

非
公
開
 
融
情
報
の
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
へ
の
利
用
に
つ
い
て
、
当
該
業
務
に
先
立
っ
て
電
磁
的
方
法

に
よ
る
説
明
を
行
い
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
同
意
を
得
る
方
法

 

（
注
）
顧
客
の
属
性
に
関
す
る
情
報
（
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
職
業
）
は
非
公
開
 

融
情
報
又
は
非
公
開
保
険
情
報
に
含
ま
れ
な
い
。

 

 （
２
）
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
で
あ
る
銀
行
等
が
、
非
公
開
保
険
情
報
（
仲
介
業
等
府
令
第

2
0

条
第

2
項
第

1
号
ロ
に
規
定
す
る
非
公
開
保
険
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
資
 
の
貸
付
け
等
の
保
険
媒
介
業

務
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
に
利
用
す
る
場
合
に
は
、
非
公
開
保
険
情
報
の
利
用
に
つ
い
て
顧
客
の
同
意
を
取
得
す

る
際
に
、
当
該
同
意
の
有
効
期
間
及
び
そ
の
撤
回
の
方
法
、
非
公
開
保
険
情
報
を
利
用
す
る
業
務
の
方
式
（
対
面
、

郵
便
等
の
別
）
、
利
用
す
る
非
公
開
保
険
情
報
の
範
囲
（
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
に
お
い
て
知
り
得
た
家
族
構

成
等
の
情
報
）
を
顧
客
に
具
体
的
に
明
示
す
る
と
と
も
に
、
例
え
ば
、（
１
）
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
準
じ

た
適
切
な
方
法
に
よ
り
事
前
に
顧
客
の
同
意
を
得
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

 Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
２
 
銀
行
等
の
保
険
媒
介
業
務
指
針

 
保
険
媒
介
業
務
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
に
銀
行
等
が
定
め
る
保
険
媒
介
業
務
指
針
に
は
、
以
下
の
事
項
が
定
め
ら
れ

て
い
る
か
。

 

ま
た
、
保
険
媒
介
業
務
指
針
の
内
容
に
つ
い
て
、
顧
客
に
周
知
す
る
た
め
、
保
険
媒
介
業
務
指
針
の
書
面
に
よ
る
交
付

又
は
説
明
、
店
頭
掲
示
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活
用
等
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

 

（
１
）
顧
客
に
対
し
、
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
契
約
の
引
受
保
険
会
社
等
の
商
号
や
名
称
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、

保
険
契
約
を
引
き
受
け
る
の
は
保
険
会
社
等
で
あ
る
こ
と
、
保
険
 
等
の
支
払
い
は
保
険
会
社
等
が
行
う
こ
と
そ
の

他
の
保
険
契
約
に
係
る
リ
ス
ク
の
所
在
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
こ
と
。

 

（
２
）
複
数
の
保
険
契
約
の
中
か
ら
顧
客
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
る
選
択
を
可
能
と
す
る
た
め
の
情
報
の
提
供
を
行
う
こ

と
。

 

（
３
）
銀
行
等
が
法
令
に
違
反
し
て
保
険
媒
介
業
務
に
つ
き
顧
客
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
当
該
銀
行
等
に
保
険
媒

介
業
者
と
し
て
の
販
売
責
任
が
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
。

 

（
４
）
銀
行
等
に
お
け
る
苦
情
・
相
談
の
受
付
先
及
び
銀
行
等
と
保
険
会
社
等
の
間
の
委
託
契
約
等
に
基
づ
き
保
険
契
約

締
結
後
に
銀
行
等
が
行
う
業
務
内
容
を
顧
客
に
明
示
す
る
と
と
も
に
、
保
険
媒
介
業
務
を
行
っ
た
保
険
契
約
に
係
る

顧
客
か
ら
の
、
例
え
ば
、
委
託
契
約
等
に
則
し
て
、
保
険
 
等
の
支
払
手
続
き
に
関
す
る
照
会
等
を
含
む
苦
情
・
相

談
に
適
切
に
対
応
す
る
等
契
約
締
結
後
に
お
い
て
も
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
顧
客
対
応
を
行
う
こ
と
。

 

1
3

3
 

 

 （
１
６
）
そ
の
他

 

①
 
保
険
媒
介
業
務
に
関
し
て
、
挙
績
を
指
向
す
る
あ
ま
り
、
 
融
機
関
へ
の
過
度
の
預
 
協
力
に
よ
る
見
込
み
客

の
獲
得
、
保
険
料
ロ
ー
ン
を
不
正
に
利
用
し
た
保
険
媒
介
業
務
の
ほ
か
、
作
成
契
約
、
超
過
保
険
契
約
等
の
不
適

正
な
行
為
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

②
 
保
険
媒
介
業
者
が
、
他
の
保
険
媒
介
業
者
と
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
形
式
な
ど
に
よ
り
多
数
又
は
広
範
囲

に
業
務
を
展
開
す
る
場
合
は
、
両
者
が
異
な
る
主
体
で
あ
る
こ
と
や
、
両
者
が
取
り
扱
う
保
険
商
品
の
品
揃
え
が

顧
客
に
宣
伝
し
て
い
る
も
の
と
異
な
る
場
合
に
お
け
る
品
揃
え
の
相
違
点
を
説
明
す
る
な
ど
、
当
該
他
の
保
険
媒

介
業
者
が
当
該
保
険
媒
介
業
者
と
同
一
の
事
業
を
行
う
も
の
と
顧
客
が
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

 Ⅵ
－
１
－
１
－
３
 
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
銀
行
等
に
係
る
保
険
媒
介
業
務
管
理
態
勢

 
Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
１
 
非
公
開
 
融
情
報
・
非
公
開
保
険
情
報
の
取
扱
い

 
（
１
）
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
で
あ
る
銀
行
等
が
、
非
公
開
 
融
情
報
（
仲
介
業
等
府
令
第

2
0

条
第
２
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
非
公
開
 
融
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
に
利

用
す
る
場
合
に
は
、
非
公
開
 
融
情
報
の
利
用
に
つ
い
て
顧
客
の
同
意
を
取
得
す
る
際
に
、
当
該
同
意
の
有
効
期
間

及
び
そ
の
撤
回
の
方
法
、
非
公
開
 
融
情
報
を
利
用
す
る
保
険
媒
介
業
務
の
方
式
（
対
面
、
郵
便
等
の
別
）
、
利
用
す

る
非
公
開
 
融
情
報
の
範
囲
（
定
期
預
 
の
満
期
日
、
預
 
口
座
へ
の
入
出
 
に
係
る
情
報
、
そ
の
他
 
融
資
産
の

運
用
に
係
る
情
報
等
）
を
顧
客
に
具
体
的
に
明
示
す
る
と
と
も
に
、
例
え
ば
、
以
下
の
方
法
の
よ
う
な
適
切
な
方
法

に
よ
り
事
前
に
顧
客
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
必
要
な

措
置
（
注
）
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

（
注
）
例
え
ば
、
非
公
開
 
融
情
報
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
事
前
に
同
意
を
と
ら
な
け
れ
ば
商
品
説
明
を

行
え
な
い
、
さ
ら
に
書
面
に
よ
る
同
意
が
な
け
れ
ば
契
約
申
し
込
み
を
行
え
な
い
よ
う
な
事
務
手
続
き
を
整
備

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 

①
 
対
面
の
場
合

 

非
公
開
 
融
情
報
の
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
へ
の
利
用
に
つ
い
て
、
当
該
業
務
に
先
立
っ
て
書
面
又
は
電

磁
的
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
説
明
を
行
い
、
同
意
を
得
た
旨
を
記
録
し
、
契
約
申
込
み
ま
で
に
書
面

又
は
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
同
意
を
得
る
方
法

 

②
 
郵
便
に
よ
る
場
合

 

非
公
開
 
融
情
報
の
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
へ
の
利
用
に
つ
い
て
、
当
該
業
務
に
先
立
っ
て
説
明
し
た
書

面
の
送
付
又
は
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
行
い
、
保
険
申
込
書
の
送
付
等
保
険
媒
介
業
務
の
前
に
、
同
意
し
た
旨
の

返
信
を
得
る
方
法

 

③
 
電
話
に
よ
る
場
合

 

非
公
開
 
融
情
報
の
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
へ
の
利
用
に
つ
い
て
、
当
該
業
務
に
先
立
っ
て
口
頭
に
よ
る
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1
3

6
 

 

な
い
限
り
、
実
質
的
に
当
該
法
人
等
に
対
す
る
保
険
媒
介
業
務
と
み
な
さ
れ
る
。

 

（
２
）
銀
行
等
は
、
保
険
会
社
等

か
ら
保
険
媒
介
業
務
の
委
託
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
銀
行
等
の

そ
の
他
の
業

務
（
他
の
保
険
会
社
等
か
ら
受
託
し
た
業
務
を
含
む
。
）
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
例

え
ば
、
当
該
保
険

会
社
等
の
業
務
又
は
財
務
の
健
全
性
や
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
で
あ
る

銀
行
等
に
対
す
る
販
売
管
理
態
勢
の
整
備
状
況
、
当
該
銀
行
等
が
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
保
険
商
品
の

内
容
に
十
分
留
意
し
て
当
該
業
務
の
受
託
の
可
否
を
決
定
し
て
い
る
か
。

 

 Ⅵ
－

１
－
１
－

３
－

４
 
仲

介
業

等
府
令

第
2

0
条

第
３

項
第

１
号
関

係
 

仲
介
業
等
府
令
第

2
0
条
第
３
項
第
１
号
柱
書
に
規
定
す
る
「
保
険
の
目
的
物
の
価
値
の
増
加
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る

事
情
」
に
は
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。

 

（
１
）
保
険
の
目
的
物
の
価
値
の
増
加

 

（
２
）
保
険
の
目
的
物
の
入
替

 

（
３
）
被
保
険
範
囲
の
拡
大

 

（
４
）
団
体
契
約
の
被
保
険
者
数
の
増
加

 

 Ⅵ
－

１
－
１
－

３
－

５
 
仲

介
業

等
府
令

第
6

2
条

第
１

項
第

8
号

関
係

 

住
宅
ロ
ー
ン
の
申
込
み
を
受
け
付
け
て
い
る
顧
客
に
対
し
て
、
住
宅
関
連
債
務
返
済
支
援
保
険
又
は

住
宅
関
連
信
用
生

命
保
険
の
契
約
締
結
の
媒
介
を
行
う
際
に
は
、
当
該
保
険
契
約
の
締
結
が
当
該
住
宅
ロ
ー
ン
の
貸
付
け

の
条
件
で
は
な
い

旨
の

説
明

を
書

面
の

交
付

又
は

こ
れ

に
代

替
す

る
電

磁
的

方
法

に
よ

る
提

供
に

よ
り

行
う

必
要

が
あ

る
こ

と
に

留
意

す

る
こ
と
。

 

 Ⅵ
－

１
－
１
－

３
－

６
 
仲

介
業

等
府
令

第
6

2
条

第
１

項
第

1
0
号

関
係

 

顧
客
に
資
 
需
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
た
め
に
意
図
的
に
貸

付
申
込
み
を
さ
せ
な
い
場

合
に
つ
い
て
は
、
「
顧
客
が
当

該
銀
行
等
に
対
し
資
 
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
場
合
」
と
み
な
さ
れ
る
。

 

 Ⅵ
－

１
－
１
－

３
－

７
 
銀

行
等

の
保
険

媒
介

業
務
に

係
る

法
令
等

遵
守

責
任
者

等
 

銀
行
等
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

2
0
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
を
確
保
す

る
業
務
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
同
号
に
規
定
す
る
法
令
等
の
遵
守
を
確
保
す
る
業
務
に
係
る
責
任
者
（
当

該
責
任

者
を

指
揮

し
保

険
媒

介
業

務
に

係
る

法
令

等
の

遵
守

を
確

保
す

る
業

務
を

統
括

管
理

す
る

統
括

責
任

者
を

含
む

。
）

に
つ

い
て
、
保
険
媒
介
業
務
に
関
す
る
法
令
や
保
険
契
約
に
関
す
る
知
識
等
を
有
す
る
人
材
を
配
置
し
て
い

る
か
。

 

 Ⅵ
－

１
－
１
－

３
－

８
 
銀

行
等

の
保
険

媒
介

業
務
に

係
る

内
部
監

査
 

銀
行
等
は
、
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
当
該
銀
行
等
の
内
部
監

1
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（
５
）
上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
顧
客
に
対
す
る
保
険
媒
介
業
務
時
の
説
明
や
苦
情
・
相
談
に
係
る
顧
客

対
応
等
に
つ
い
て
、
顧
客
と
の
面
談
内
容
等
を
記
録
す
る
な
ど
顧
客
対
応
等
の
適
切
な
履
行
を
管
理
す
る
体
制
を
整

備
す
る
と
と
も
に
、
保
険
媒
介
業
務
時
の
説
明
に
係
る
記
録
等
に
つ
い
て
は
、
保
険
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
保
存
す

る
こ
と
。

 

 Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
３
 
銀
行
等
保
険
媒
介
制
限
先
の
確
認
等

 
（
１
）
銀
行
等
は
、
銀
行
等
保
険
媒
介
制
限
先
（
仲
介
業
等
府
令
第

2
0
条
第
３
項
第
１
号
柱
書
に
規
定
す
る
銀
行
等
保

険
媒
介
制
限
先
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
（
仲
介
業
等
府
令
第

2
0

条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
既
に
締
結
さ
れ
て
い
る
保
険
契
約
（
そ
の
締
結
の
媒
介
を
当

該
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬
を
得
て
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
更
新
又

は
更
改
（
保
険
 
額
そ
の
他
の
給
付
の
内
容
の
拡
充
（
当
該
保
険
契
約
の
目
的
物
の
価
値
の
増
加
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
事
情
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
又
は
保
険
期
間
の
延
長
を
含
む
も
の
を
除
き
、
再
更
改
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）

の
締
結
の
媒
介
を
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬
を
得
て
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
以
下
の
措
置
を
講
じ
て
い
る

か
。

 

①
 
保
険
媒
介
業
務
に
際
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
銀
行
等
保
険
媒
介
制
限
先
等
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
業
務
に
関
す
る
説
明
を
書
面
の
交
付
又
は
こ
れ
に
代
替
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
よ
り

行
っ
た
上
で
、
当
該
顧
客
が
銀
行
等
保
険
媒
介
制
限
先
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
顧
客
の
申
告
に
よ
り
確
認
す

る
た
め
の
措
置

 

②
 
保
険
媒
介
業
務
を
行
っ
た
保
険
契
約
に
係
る
契
約
申
込
書
そ
の
他
の
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
を
引
受
保
険
会

社
等
に
送
付
す
る
時
ま
で
に
、
保
険
媒
介
業
務
の
過
程
で
顧
客
か
ら
得
た
当
該
顧
客
の
勤
務
先
等
の
情
報
を
当
該

銀
行
等
の
貸
付
先
に
関
す
る
情
報
と
照
合
し
、
当
該
顧
客
が
銀
行
等
保
険
媒
介
制
限
先
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
の
措
置

 

③
 
上
記
の
措
置
に
よ
っ
て
、
顧
客
が
銀
行
等
保
険
媒
介
制
限
先
等
に
該
当
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
、
当

該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
媒
介
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬
に
つ
い
て
、
保
険
会
社
等
か
ら
受
領
せ
ず
、
又
は
事
後
的

に
返
還
す
る
た
め
の
態
勢
の
整
備

 

（
注
１
）
①
及
び
②
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
顧
客
に
勤
務
先
等
の
情
報
提
供
等
を
強
制
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意

す
る
こ
と
。
な
お
、
①
及
び
②
の
措
置
に
よ
る
確
認
に
よ
っ
て
も
当
該
顧
客
が
銀
行
等
保
険
媒
介
制
限
先
等
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な

す
。

 

（
注
２
）
上
記
②
の
銀
行
等
の
貸
付
先
に
関
す
る
情
報
と
の
照
合
に
よ
る
確
認
に
つ
い
て
は
、
貸
付
先
に
関
す
る
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
（
少
な
く
と
も
年

1
回
の
更
新
が
必
要
。
既
存
の
も
の
が
存
在
す
る
場
合
は
そ
れ
を
活
用
す
る
こ

と
も
可
。
）
と
照
合
す
る
方
法
や
、
本
部
等
で
融
資
情
報
を
一
元
管
理
し
て
各
支
店
か
ら
の
照
合
依
頼
を
受
け
る

方
法
そ
の
他
の
銀
行
等
の
規
模
や
特
性
を
踏
ま
え
た
方
法
に
よ
る
こ
と
も
で
き
る
。

 

（
注
３
）
 
銀
行
等
が
事
業
に
必
要
な
資
 
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
法
人
等
の
役
員
又
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員

を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
設
立
さ
せ
、
こ
れ
に
対
し
保
険
媒
介
業
務
を
す
る
行
為
は
、
特
段
の
事
情
の

104
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義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
保
険
 
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
）
旨
を
、
改
め
て
、
保
険
 
を
受
け
取

る

べ
き
者
に
説
明
し
て
い
る
か
。

 
 Ⅵ

－
１

－
２
 

顧
客

保
護
等

 
Ⅵ

－
１

－
２
－

１
 

顧
客
に

対
す

る
説
明

責
任

 
保
険
媒
介
業
者
は
、
顧
客
保
護
を
図
る
た
め
、
そ
の
業
務
に
関
し
、
業
務
の
的
確
な
遂

行
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な

運
営
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
こ
の
た
め
、
以
下

の
よ
う
な
措
置
等
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
行
す
る
と
と
も
に
、
内
部
監
査

部
門
に
よ
る
監
査
等
を
通

じ
て
、
事
後
的
に
適
切
性
等
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
善
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 
 Ⅵ

－
１

－
２
－

１
－

１
 
顧

客
保

護
を
図

る
た

め
の
留

意
点

 
（
１
）
顧
客
に
対
し
て
公
正
な
事
務
処
理
を
行
っ
て
い
る
か
。

 
 （
２
）
保
険
契
約
者

と
の
取
引
に
当
た
っ
て
は
、
取
引
の
内
容
等
を
保
険
契
約
者
に
対
し
、
適
切
か
つ
十
分
な
説
明
を
行

っ
て
い
る
か
。

 
 （
３
）
高
齢
者
に
対

す
る
保
険
媒
介
業
務
は
、
適
切
か
つ
十
分
な
説
明
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
社
内

規
則
等
に
高
齢
者
の
定
義
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
や
商
品
の
特
性
等
を
勘
案
し
た

上
で
、
き

め
細
や
か
な

取
組
み
や
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
・
早
期
発
見
に
資
す
る
取
組
み
を
含
め
た
保
険
媒
介
業
務
の
方
法
を
具
体
的
に
定

め
、
実
行
し
て
い
る
か
。

 
そ
の
際
の
取
組
み
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
方
策
を
行
う
な
ど
の
適
切
な
取
組
み
が
な

さ
れ
て
い
る

か
。

 
①
 
保
険
媒
介

業
務
時
に
親
族
等
の
同
席
を
求
め
る
方
法
。

 
②
 
保
険
媒
介

業
務
時
に
複
数
の
保
険
媒
介
人
に
よ
る
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
方
法
。

 
③
 
保
険
契
約

の
申
込
み
の
検
討
に
必
要
な
時
間
的
余
裕
を
確
保
す
る
た
め
、
複
数
回
の
保
険
媒
介
業
務
の
機
会

を

設
け
る
方
法
。

 
④

 
保

険
媒

介
業

務
を

行
っ

た
者

以
外

の
者

が
保

険
契

約
申

込
書

の
受

付
後

に
高

齢
者

へ
電

話
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り
、
高
齢
者
の
意
向
に
沿
っ
た
商
品
内
容
等
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
。

 
ま
た
、
高
齢

者
や
商
品
の
特
性
等
を
勘
案
し
た
上
で
保
険
媒
介
業
務
の
内
容
の
記
録
（
録
音
・
報
告

書
へ
の
記
録

等
）
・
保
存
を
行
う
と
い
っ
た
適
切
な
取
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

 
こ
れ
ら
の
高
齢
者
に
対
す
る
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
取
組
み
に
つ
い
て
、
取
組
み
の
適
切
性
等
の
検
証
等
を
行
っ

て
い
る
か
。

 
 

（
４
）
保
険
媒
介
業
者
が
行
う
電
話
に
よ
る
新
規
の
保
険
媒
介
業
務
（
自
ら
が
保
険
媒
介
業
務
を
行
っ
た
団
体
保
険
に

係
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査
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
当
該
部
門
に
保
険
媒
介
業
務
に
関
す
る
法
令
や
保
険
契
約
に
関
す
る
知
識
等
を
有
す
る

人
材
を
配
置
し
て
い
る
か
。

 

 Ⅵ
－
１
－
１
－
３
－
９
 
公
正
取
引
委
員
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
関
係

 
銀
行
等
は
、「
 
融
機
関
の
業
態
区
分
の
緩
和
及
び
業
務
範
囲
の
拡
大
に
伴
う
不
公
正
な
取
引
方
法
に
つ
い
て
」（
平
成

1
6
年

1
2
月
１
日
公
正
取
引
委
員
会
）
に
お
け
る
「
第
２
部
第
２
．
２
銀
行
等
の
保
険
募
集
業
務
に
係
る
不
公
正
な
取
引

方
法
」
も
参
照
し
た
上
で
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
不
公
正
な
取
引
方
法
に
十
分
留
意
し
た
業
務
運
営
を
行
っ
て
い
る
か
。
 

 Ⅵ
－
１
－
１
－
４
 
直
接
支
払
い
サ
ー
ビ
ス

 
保
険
媒
介
業
者
は
、
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
保
険
 
を
受
け
取
る
べ
き
者
の
選
択
に
よ
り
、
直
接
支
払

い
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
旨
を
表
示
し
、
か
つ
、
提
携
事
業
者
が
提
供
す
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
・
水
準
に
言
及
す

る
場
合
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
、
仲
介
業
等
府
令
第

5
6
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
が
行

わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
保
険
媒
介
業
務
時
に
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
に
対
し
て
以
下
に
掲
げ
る
事
項
の
情
報
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る

か
。

 

①
 
保
険
 
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
提
携
事
業
者
か
ら
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
や
直
接
支
払
い
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
）

 

②
 
提
携
事
業
者
の
選
定
基
準
（
提
携
事
業
者
が
決
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
提
携
事
業
者
の
名
称
も
表
示
す
る
。
）

 

③
 
直
接
支
払
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
保
険
 
が
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
に
満
た
な
い
と
き
は
、

顧
客
が
不
足
分
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
こ
と
（
余
剰
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
余
剰
分
を
保
険
 
と
し
て
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
）

 

④
 
当
初
想
定
し
て
い
た
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
可
能
な
提
携
事
業
者
の
紹
介
が
困
難
と
な
る
場
合
と
し
て
想
定
さ

れ
る
ケ
ー
ス

 

 （
２
）
保
険
契
約
者
、
被
保
険
者
、
保
険
 
を
受
け
取
る
べ
き
者
又
は
提
携
事
業
者
か
ら
紹
介
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬
を

得
て
い
な
い
か
。

 

 （
３
）
提
携
事
業
者
と
の
同
意
の
も
と
で
提
供
す
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
・
水
準
や
保
険
 
を
受
け
取
る
べ
き
者
が
直

接
支
払
い
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
連
絡
・
支
払
方
法
な
ど
の
手
続
き
を
定
め
て
い
る
か
。

 

 （
４
）
提
携
事
業
者
が
提
供
す
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
認
や
、
問
題
が
発
見
さ
れ
た
場
合
の
提
携
事
業
者
の
入
れ
替

え
な
ど
、
保
険
媒
介
業
務
時
に
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
に
説
明
し
た
内
容
・
水
準
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
る
提
携
事
業
者
を
紹
介
で
き
る
状
態
を
維
持
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

 （
５
）
保
険
事
故
発
生
時
に
、
提
携
事
業
者
か
ら
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
や
直
接
支
払
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
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1
4

0
 

 

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

ア
．
給
付
事
由
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
契
約
後
一
定
の
不
担
保
期
間
が
あ
る
場
合

 

イ
．
保
険
 
（
給
付
 
）
額
等
が
被
保
険
者
の
年
齢
、
契
約
後
の
年
数
、
入
院
日
数
、
対
象
疾
病
等
の
条
件
に
よ

り
減
額
又
は
消
滅
す
る
場
合

 

ウ
．
 
先
進
医
療
に
よ
る
治
療
を
給
付
事
由
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
行
為
、
医
療
機
関
及
び
適
応
症
等
に
よ

っ
て
は
、
給
付
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
場
合

 

ま
た
、
保
険
商
品
の
保
障
内
容
に
関
す
る
優
良
性
と
直
接
関
係
の
な
い
情
報
を
表
示
し

、
あ
た
か

も
優
良
で
あ

る
か
の
ご
と
き
表
示
を
な
し
て
い
る
場
合
に
は
、
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
の
誤
解
を
与
え
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

②
 
保
険
商
品

の
取
引
条
件
の
有
利
性
を
示
す
際
に
、
制
限
条
件
等
を
併
せ
て
わ
か
り
や
す
く
示
さ
な
い
こ
と
な

ど

に
よ
り
、
契
約
者
等
に
著
し
く
有
利
と
の
誤
解
を
与
え
る
表
示
と
な
っ
て
い
な
い
か
。

 

例
え
ば
、
保
険
料
の
表
示
に
関
し
て
、
主
た
る
契
約
者
層
と
は
考
え
ら
れ
な
い
若
年
層
等
の
保
険

料
を
用
例
と

し
、
そ
の
適
用
年
齢
等
の
条
件
表
示
を
著
し
く
小
さ
く
表
示
し
て
い
る
た
め
、
契
約
者
等
が
見
落
と

す
よ
う
な
表

示
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
他
の
年
齢
層
等
の
契
約
者
等
に
つ
い
て
も
当
該
保
険
料
が

適
用
さ
れ
、
実
際
の
も

の
よ
り
も
著
し
く
安
い
と
の
誤
解
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

ま
た
、
保
険
商
品
の
取
引
条
件
に
関
す
る
有
利
性
と
直
接
関
係
の
な
い
情
報
を
表
示
し

、
あ
た
か

も
有
利
で
あ

る
か
の
ご
と
き
表
示
を
な
し
て
い
る
場
合
に
は
、
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
有
利
で
あ
る
と
の
誤
解
を
与
え
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

③
 
保
険
商
品

・
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
表
示
が
客
観
的
事
実
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

例
え
ば
、
業
界
に
お
け
る
最
上
級
そ
の
他
の
序
列
を
直
接
に
意
味
す
る
用
語
、
唯
一
性
を
直
接
に

意
味
す
る
用

語
又
は
相
対
的
な
優
位
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
用
語
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
主
張
す
る
内
容
が
客
観
的

に
実
証
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ま
た
、
客
観
的
な
事
実
に
つ
い
て
表
示
す
る
際
に
、
そ
の
一
部
の
み
を
表
示
あ
る
い
は
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り

、

以
下
の
例
示
の
よ
う
な
契
約
者
等
に
誤
っ
た
事
実
認
識
を
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
示
と
な
っ
て
い
な
い
か
。

 

ア
．
医
療
費
の
自
己
負
担
額
に
つ
い
て
、
高
額
療
養
費
制
度
に
基
づ
く
給
付
を
反
映
し
て
い
な
い
額

を
表
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
過
大
に
認
識
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
。

 

イ
．
テ
レ
ビ

C
M

等
に
お
い
て
、
十
分
な
視
認
性
を
確
保
せ
ず
に
重
要
な
事
項
を
画
面
上
に
注
記
し
て
表
示
し
た

も
の
に
な
っ
て
い
な
い
か
。

 

④
 
保
険
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
表
示
に
業
界
に
お
け
る
最
上
級
そ
の
他
の
序
列
を
直
接
に
意

味
す
る
用
語
、

唯
一

性
を

直
接

に
意

味
す

る
用

語
又

は
相

対
的

な
優

位
性

が
あ

る
こ

と
を

意
味

す
る

用
語

を
使

用
す

る
場

合
は

、

そ
の
主
張
す
る
内
容
の
根
拠
に
つ
い
て
も
明
確
に
表
示
し
て
い
る
か
。

 

例
え
ば
、
「
最
高
」
「
最
低
」
「
日
本
一
」
「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
、
「
当
社
だ

け
」
「
業
界
初
」
「
他
社

に
な
い
」
、
「
ワ

イ
ド
」「

最
低
水
準
」「

割
安
」
等
の
用
語
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
用
語
の
根
拠
と
な
っ
た
調
査
方
法
、
出
典

又
は
前
提
条
件
を
表
示
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

⑤
 

銀
行

等
で

販
売

す
る

保
険

商
品

に
つ

い
て

表
示

を
行

う
場

合
（

銀
行

等
が

行
う

表
示

を
含

む
。
）

に
は

、
例

え

ば
、
定
期
預
 
な
ど
銀
行
等
の
商
品
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
当
該
商
品
が
保
険
会
社
等

1
3

9
 

 

る
保

険
契

約
に

加
入

す
る

こ
と

を
勧

誘
す

る
行

為
そ

の
他

の
当

該
保

険
契

約
に

加
入

さ
せ

る
た

め
の

行
為

を
含

む
。
）

は
、
非
対
面
で
、
顧
客
の
予
期
し
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
わ
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
特
に
苦
情
等
が
発
生
し
や
す
い
と

い
っ
た
特
性
等
に
鑑
み
、
当
該
行
為
を
反
復
継
続
的
に
行
う
保
険
媒
介
業
者
は
、
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
・
早
期
発

見
に
資
す
る
取
組
み
を
含
め
た
保
険
媒
介
業
務
の
方
法
を
具
体
的
に
定
め
、
実
行
す
る
と
と
も
に
、
保
険
媒
介
人
に

対
し
て
、
適
切
な
教
育
・
管
理
・
指
導
を
行
っ
て
い
る
か
。

 
ま

た
、

こ
れ

ら
の

取
組

み
に

つ
い

て
、

適
切

性
の

検
証

等
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
見

直
し

を
行

っ
て

い
る

か
。
 

そ
の
際
の
取
組
み
と
し
て
は
、
以
下
の
措
置
を
含
め
た
適
切
な
取
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

 
①
 
説
明
す
べ
き
内
容
を
定
め
た
ト
ー
ク
ス
ク
リ
プ
ト
等
を
整
備
の
上
、
徹
底
し
て
い
る
こ
と
。

 
②
 
顧
客
か
ら
、
今
後
の
電
話
を
拒
否
す
る
旨
の
意
向
が
あ
っ
た
場
合
、
今
後
の
電
話
を
行
わ
な
い
よ
う
徹
底
し

て
い
る
こ
と
。

 
③
 
通
話
内
容
を
記
録
・
保
存
し
て
い
る
こ
と
。

 
④
 
苦
情
等
の
原
因
分
析
及
び
再
発
防
止
策
の
策
定
及
び
周
知
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

 
⑤
 
保
険
媒
介
業
務
を
行
っ
た
者
以
外
の
者
に
よ
る
通
話
内
容
の
確
認
（
成
約
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
を
含
む
。
）

及
び
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
対
応
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

 
 （
５
）
顧
客
情
報
は
法
的
に
許
さ
れ
る
場
合
及
び
顧
客
自
身
の
同
意
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
第
三
者
に
開
示
し
て
い
な
い

か
。

 
 Ⅵ

－
１

－
３
 

適
切

な
表
示

の
確

保
 

（
１
）
情
報
開
示
の
趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
て
適
切
に
開
示
を
行
う
体
制
を
確
立
し
て
い
る
か
。

 
 （
２
）
保
険
媒
介
業
務
用
の
資
料
等
（
広
告
も
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
表
示
媒
体
や
商
品
の
特
性
に
応
じ
た
適
正
な
表
示
を

確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 
 （
３
）
適
正
な
表
示
を
確
保
す
る
た
め
の
社
内
規
則
等
が
適
切
に
策
定
さ
れ
て
い
る
か
。

 
（
注
）
社
内
規
則
等
は
、
以
下
の
事
項
等
を
踏
ま
え
、
保
険
期
間
、
保
障
内
容
、
引
受
条
件
及
び
保
険
料
率
・
保
険

料
等
が
適
切
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
留
意
し
て
策
定
さ
れ
て
い
る
か
。

 
①
 
保
険
商
品
の
保
障
内
容
に
関
す
る
優
良
性
を
示
す
際
に
、
そ
れ
と
不
離
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
を
併
せ
て
わ

か
り
や
す
く
示
さ
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
契
約
者
等
に
著
し
く
優
良
と
の
誤
解
を
与
え
る
表
示
と
な
っ
て
い
な

い
か
。

 
例
え
ば
、
保
険
商
品
の
保
障
内
容
に
以
下
の
例
示
の
よ
う
な

一
定
の
制
限
条
件
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
条
件
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
又
は
著
し
く
小
さ
な
文
字
で
表
示
さ
れ
て
い
る
、
著
し
く
短
い
時
間
で
表
示

さ
れ
て
い
る
、
参
照
先
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
な
く
保
障
内
容
を
強
調
し
た
表
示
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
表
示
さ
れ

て
い
る
等
に
よ
り
当
該
条
件
表
示
を
契
約
者
等
が
見
落
と
す
よ
う
な
表
示
方
法
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

保
険
商
品
の
内
容
が
、
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
の
誤
解
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
留
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い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
い
を
行
っ
て
い
な
い
か
。

 
②
 
保
険
募
集

人
及
び
保
険
仲
立
人
が
、
保
険
媒
介
業
者
又
は
そ
の
保
険
媒
介
人
に
対
し
て
保
険
契
約
の
締
結
の

媒

介
を
委
託
し
、
又
は
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
関
す
る
手
数
料
等
の
支
払
い
を
行
っ
て
い
な
い
か
。

 
 （
２
）
共
同
の
行
為

 
①
 
顧
客
か
ら

の
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
媒
介
業
者
又
は
そ
の
保
険
媒
介
人
が
、
保
険
会
社

等
、

保
険
募
集
人
又
は
他
の
保
険
媒
介
業
者
（
保
険
会
社
等
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行

う
場
合
に
限

る
）
と
、
同
一
契
約
の
共
同
取
扱
い
を
行
っ
て
い
な
い
か
。

 
②
 
顧
客
か
ら

の
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
媒
介
業
者
又
は
そ
の
保
険
媒
介
人
が
、
原
則
と
し

て
、

保
険
会
社
等
、
保
険
募
集
人
又
は
他
の
保
険
媒
介
業
者
（
保
険
会
社
等
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を

行
う
場
合
に
限
る
）
に
当
該
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
事
務
の
一
部
の
引
継
ぎ
又
は
代
行
を
さ
せ
て
い
な
い
か
。

 
③
 
保
険
会
社

等
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
媒
介
業
者
又
は
そ
の
保
険
媒
介
人
が
、
保

険

仲
立
人
又
は
他
の
保
険
媒
介
業
者
（
顧
客
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
）
と
、
同

一
契
約
の
共
同
取
扱
い
を
行
っ
て
い
な
い
か
。

 
④
 
保
険
会
社

等
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
媒
介
業
者
又
は
そ
の
保
険
媒
介
人
が
、
原

則

と
し
て
、
保
険
仲
立
人
又
は
他
の
保
険
媒
介
業
者
（
顧
客
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を

行
う
場
合
に

限
る
）
に
当
該
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
事
務
の
一
部
の
引
継
ぎ
又
は
代
行
を
さ
せ
て
い
な
い
か
。

 
 （
３
）
店
舗
共
用

 
顧

客
か

ら
の

委
託

を
受

け
て

保
険

媒
介

業
務

を
行

う
保

険
媒

介
業

者
が

そ
の

保
険

媒
介

業
務

を
行

う
事

務
所

を
、

保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
の
保
険
募
集
、
若
し
く
は
他
の
保
険
媒
介
業
者
の
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
事
務
所
と

同
一
建
物
内
に
設
置
し
て
い
な
い
か
。
た
だ
し
、
専
有
部
分
が
独
立
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
入
口
か
ら
各
々
の
事

務
所
ま
で
共
用
部
分
を
も
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
、
顧
客
に
混
同
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
手
当
て
が
な
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
問
題
な
い
も
の
と
み
な
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
Ⅲ
－
２
－
３
も
参

照

す
る
こ
と
。
）
。

 
 （
４
）
情
報
提
供

 
保
険
媒
介
業
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
自
己
が
顧
客
か
ら
得
た
非
公
開
情

報
の
保
険
募
集
人
、
保

険
仲
立
人
又
は
他
の
保
険
媒
介
業
者
へ
の
提
供
を
行
っ
て
い
な
い
か
。
ま
た
、
保
険
媒
介
業
者
又
は
そ

の
役
員
若
し

く
は
使
用
人
が
、
保
険
募
集
人
、
保
険
仲
立
人
又
は
他
の
保
険
媒
介
業
者
が
顧
客
か
ら
得
た
非
公
開
情

報
の
提
供
を

受
け
て
い
な
い
か
。
た
だ
し
、
当
該
情
報
の
提
供
に
つ
き
事
前
に
当
該
顧
客
の
個
別
の
同
意
が

あ
る
場
合
に
は
、
基

本
的
に
問
題
な
い
も
の
と
み
な
す
。

 
 Ⅵ

－
１

－
４
－

１
－

２
 
関

係
募

集
人
等

と
の

関
係

 
保

険
媒

介
業

者
（

顧
客

か
ら

の
委

託
を

受
け

て
保

険
媒

介
業

務
を

行
う

者
に

限
る

。
）

に
自

己
と

一
定

の
資

本
関

係
の

1
4

1
 

 

の
保
険
商
品
で
あ
る
こ
と
を
適
切
に
表
示
し
て
い
る
か
。

 

 （
４
）
表
示
媒
体
や
表
示
内
容
に
応
じ
、「
契
約
概
要
」
、「
注
意
喚
起
情
報
」
を
記
載
し
た
書
面
等
を
読
む
こ
と
の
重
要
性

を
喚
起
す
る
た
め
の
表
示
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

 （
５
）
適
正
な
表
示
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
担
当
部
門
に
よ
る
リ
ー
ガ
ル
チ
ェ
ッ
ク
等
を
含
め
た
十
分

な
審
査
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

な
お
、
審
査
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

①
 
保
険
媒
介
業
務
用
の
資
料
等
に
つ
い
て
、
本
社
で
集
中
管
理
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
表
示
内
容
に
係
る
審

査
を
漏
れ
な
く
行
っ
て
い
る
か
。

 

②
 
約
款
、「
契
約
概
要
」
、「
注
意
喚
起
情
報
」
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ご
契
約
の
し
お
り
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

表
示
内
容
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

③
 
保
険
媒
介
業
務
用
の
資
料
等
に
お
け
る
積
立
利
率
等
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
公
然
性
や
客
観
性
を
高
め
る
な
ど

の
観
点
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

④
 
契
約
者
等
か
ら
の
苦
情
等
に
お
い
て
表
示
上
の
問
題
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て

分
析
し
、
問
題
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
改
善
の
た
め
の
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
か
。

 

 （
６
）
商
品
性
の
説
明
（
比
較
広
告
等
を
含
む
。
）
に
係
る
準
用
保
険
業
法
第

3
0
0
条
第
１
項
第
６
号
及
び
同
第
７
号
に

つ
い
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 
保
険
契
約
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
「
Ⅵ
－
１
－
１
－
２
（
１
０
）
」
に
準
じ
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
 

②
 
予
想
配
当
表
示
に
つ
い
て
は
、
「
Ⅵ
－
１
－
１
－
２
（
１
１
）
」
に
準
じ
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅵ
－
１
－
４
 
そ
の
他

 
Ⅵ
－
１
－
４
－
１
 
他
の
保
険
募
集
人
等
と
の
関
係

 
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
と
保
険
募
集
人
（
保
険
業
法
第
２
条
第

2
3
項
に
規
定
す
る
「
保
険

募
集
人
」
を
い
う
。
）
及
び
保
険
仲
立
人
（
保
険
業
法
第
２
条
第

2
5
項
に
規
定
す
る
「
保
険
仲
立
人
」
を
い
う
。
）
と
の
兼

営
等
禁
止
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
３
項
）
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
誠
実
義
務
（
 
融
サ
ー
ビ
ス

提
供
法
第

2
4
条
）
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
保
険
媒
介
業
者
の
適
切
な
業
務
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項

に
特
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅵ
－
１
－
４
－
１
－
１
 
他
の
保
険
募
集
人
等
と
の
関
係

 
（
１
）
保
険
媒
介
業
務
の
委
託

 

①
 
保
険
媒
介
業
者
又
は
そ
の
保
険
媒
介
人
が
、
第
三
者
に
対
し
て
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
委
託
し
、
又
は
保

険
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
関
す
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
（
以
下
、
Ⅵ
－
１
－
４
－
１
－
１
（
１
）
に
お
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1
4

4
 

 

顧
客
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
点
に
留
意
す
る
。

 

 Ⅵ
－
１
－
４
－
２
 
結
約
書

 
準
用
保
険
業
法
第

2
9

8
条
に
規
定
す
る
結
約
書
の
ひ
な
型
は
、
別
紙
様
式
Ⅵ
－
１
に
定
め
る
。

 

 Ⅵ
－
１
－
５
 
監
督
手
法
・
対
応

 
日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
保
険
媒
介
業
務
の
適
切
性
に
関
す
る
保
険
媒
介
業
者
の

態
勢
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
保
険
媒
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を
把
握
す
る

こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問

題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る

等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ

ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の

と
す
る
。

 

 
 

1
4

3
 

 

あ
る
保
険
募
集
人
（
当
該
保
険
媒
介
業
者
の
議
決
権
を
実
質

2
5
％
以
上
保
有
又
は
当
該
保
険
媒
介
業
者
が
実
質

2
5
％
以

上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
保
険
募
集
人
を
い
う
。
）
又
は
他
の
保
険
媒
介
業
者
（
当
該
保
険
媒
介
業
者
の
議
決
権
を

実
質

2
5
％
以
上
保
有
又
は
当
該
保
険
媒
介
業
者
が
実
質

2
5
％
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
他
の
保
険
媒
介
業
者
で

あ
っ
て
、
保
険
会
社
等
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
こ
と
が
あ
る
者
に
限
る
。
）
が
存
在
す
る
場
合
に

お
い
て
（
以
下
、
こ
れ
ら
の
者
を
「
関
係
募
集
人
等
」
と
い
う
。
）
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
共
用
に
関
し
て
、
当
該
保
険
媒

介
業
者
と
関
係
募
集
人
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
端
末
か
ら
他
方
の
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
で
き
な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
設
計

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

 Ⅵ
－
１
－
４
－
１
－
３
 
保
険
会
社
等
と
の
関
係

 
顧
客
か
ら
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
媒
介
業
者
は
、
保
険
会
社
等
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
保
険
契
約

の
締
結
の
媒
介
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
険
会
社
等
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
特
に
以
下
の
点
に

留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
１
）
店
舗
共
用

 

保
険
媒
介
業
務
を
行
う
事
務
所
を
保
険
会
社
等
の
事
務
所
と
同
一
建
物
内
に
設
置
し
て
い
な
い
か
。
た
だ
し
、
専

有
部
分
が
独
立
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
入
口
か
ら
各
々
の
事
務
所
ま
で
共
用
部
分
を
も
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
こ

と
等
、
顧
客
に
混
同
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
手
当
て
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
問
題
な
い
も
の
と
み

な
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
Ⅲ
－
２
－
３
も
参
照
す
る
こ
と
。
）
。

 

 

（
２
）
便
宜
供
与

 

顧
客
か
ら
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
媒
介
業
者
が
、
保
険
会
社
等
か
ら
通
常
の
条
件
に
照
ら
し

て
著
し
く
異
な
る
条
件
で
融
資
を
受
け
、
又
は
何
ら
の
名
義
に
よ
っ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
 
銭
、
物
品
、
役
務
の

提
供
等
の
便
宜
供
与
を
要
請
若
し
く
は
受
領
し
て
い
な
い
か
。

 

 （
３
）
人
事
交
流

 

顧
客
か
ら
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
媒
介
業
者
が
そ
の
保
険
媒
介
人
と
し
て
、
保
険
会
社
等
か

ら
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
の
出
向
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
か
。

 

（
注
）
保
険
会
社
等
か
ら
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
媒
介
業
者
に
つ
い
て
も
、
保
険
会
社
等
の
役

員
又
は
使
用
人
が
、
保
険
媒
介
業
者
の
役
員
又
は
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
使
用
人
に
な
れ
な
い
こ
と

に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
第
５
号
、
第

3
8
条
第
１
項
第
３
号
）
。

 

 （
４
）
立
場
の
表
示

 

保
険
会
社
等
か
ら
委
託
を
受
け
て
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
保
険
媒
介
業
者
に
お
い
て
は
、
保
険
会
社
の
た
め
に
保

険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
立
場
を
誤
解
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
行
っ
て
い
な
い
か
。

 

（
注
）
単
に
「
公
平
・
中
立
」
と
の
表
示
を
行
っ
た
場
合
に
は
、「
保
険
会
社
等
と
顧
客
と
の
間
で
中
立
で
あ
る
」
と
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1
4

6
 

 

（
３
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

7
4
条
の
適
用
に
お
い
て
、
保
険
媒
介
業
者
登
録
と
同
時
に
届
出
を
行
う

場
合
は
登
録

日
を
も
っ
て
届
出
日
と
し
、
登
録
日
と
異
な
る
場
合
は
財
務
局
長
等
に
提
出
し
た
日
（
届
出
書
郵
送
の

場
合
に
お
い

て
は
発
送
日
の
翌
日
）
を
も
っ
て
届
出
日
と
す
る
。

 

 Ⅵ
－

２
－
２
－

１
 

役
員
又

は
使

用
人
の

届
出

書
の
記

載
要

領
 

仲
介
業
等
府
令
別
紙
様
式
第
９
号
に
規
定
す
る
役
員
又
は
使
用
人
の
届
出
書
の
記
載
要
領
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
「
年
月
日
」

 

保
険
媒
介
業
者
登
録
と
同
時
の
場
合
は
登
録
申
請
書
の
日
付
を
記
載
す
る
。
登
録
日
と
異
な
る
場
合
は
財
務
局
長

等
に
提
出
し
た
日
と
し
、
届
出
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
発
送
日
の
翌
日
と
す
る
。

 

 （
２
）
「
登
録
番
号
」

 

保
険
媒
介
業
者
登
録
と
同
時
の
場
合
は
、
記
載
不
要
と
す
る
。

 

 （
３
）
「
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
」

 

法
人
は
商
号
又
は
名
称
を
「
商
号
又
は
名
称
」
欄
に
記
載
し
、
個
人
は
氏
名
を
「
氏
名
」
欄
に
記
載
す
る
。

 

 （
４
）
「
氏
名
」

 

届
出
事
由
が
生
じ
た
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。

 

 （
５
）
「
生
年
月
日
」

 

届
出
事
由
が
生
じ
た
者
の
生
年
月
日
を
記
載
す
る
。

 

 （
６
）
「
事
由
発
生
年
月
日
」

 

届
出
事
由
が
「
新
規
」
の
場
合
は
登
録
日
、「

追
加
」
の
場
合
は
財
務
局
等
へ
の
届
出
日
、「

廃
止

」
又
は
「
改
姓

」

の
場
合
は
事
由
発
生
日
を
記
載
す
る
。

 

 （
７
）
「
事
由
」

 

該
当
す
る
事
由
に
○
印
を
付
す
。

 

 （
８
）
「
備
考
」

 

①
 
改
氏
名
の

場
合
は
、
旧
氏
名
を
記
載
す
る
。

 

②
 

当
該

役
員

・
使

用
人

の
所

属
事

務
所

の
名

称
及

び
取

り
扱

う
こ

と
の

で
き

る
保

険
契

約
の

種
類

を
記

載
す

る
。
 

 Ⅵ
－

２
－
２
－

２
 

役
員
又

は
使

用
人
の

届
出

書
の
添

付
書

類
 

仲
介

業
等

府
令

別
紙

様
式

第
９

号
に

規
定

す
る

役
員

又
は

使
用

人
の

届
出

書
の

届
出

事
由

が
「

新
規

」
又

は
「

追
加

」

1
4

5
 

 

Ⅵ
－
２
 
諸
手
続
（
保
険
媒
介
業
務
）

 
Ⅵ
－
２
－
１
 
登
録

 
Ⅵ
－
２
－
１
－
１
 
登
録
申
請
・
添
付
書
類
の
記
載
要
領
等

 
（
１
）
同
一
人
は
２
以
上
の
商
号
又
は
名
称
を
使
用
し
て
、
２
以
上
の
登
録
の
申
請
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

 

 （
２
）
仲
介
業
等
府
令
第

1
2
条
第
３
号
に
規
定
す
る
「
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
」
と
は
、
Ⅵ
－
２

－
１
－
２
（
１
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
険
媒
介
業
務
に
係
る
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
が

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し
と
す
る
。
そ
の
他
、
Ⅲ
－
３
－
１
－
３
（
７
）
を
参
照
す
る
。

 

 （
３
）
保
険
媒
介
業
者
に
関
し
て
は
、
「
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
の
内
容
及
び
方
法
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

を
記
載
し
た
書
類
」（
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

 
1

3
 
条
第
２
項
第
３
号
）
の
「
業
務
の
内
容
及
び
方
法
」（
仲
介
業

等
府
令
第

1
1
条
第
１
号
）
に
取
り
扱
う
保
険
の
種
類
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
な

お
、
取
り
扱
う
保
険
契
約
の
種
類
と
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

 

①
 
生
命
保
険
会
社
（
外
国
生
命
保
険
会
社
等
及
び
保
険
業
法
第

2
1

9
 
条
第
４
項
の
免
許
を
受
け
た
特
定
法
人
の

引
受
社
員
を
含
む
。
）
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契
約
（
以
下
「
生
命
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

 

②
 
損
害
保
険
会
社
（
外
国
損
害
保
険
会
社
等
及
び
保
険
業
法
第

2
1

9
 
条
第
５
項
の
免
許
を
受
け
た
特
定
法
人
の

引
受
社
員
を
含
む
。
）
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契
約
（
こ
れ
ら
以
外
の
外
国
保
険
業
者
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契

約
で
、
保
険
業
法
施
行
令
第

3
9

 
条
の
２

 
に
規
定
す
る
保
険
契
約
を
含
む
。
以
下
「
損
害
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

 

③
 
少
額
短
期
保
険
業
者
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契
約
（
以
下
「
少
額
短
期
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

 

 Ⅵ
－
２
－
１
－
２
 
登
録
の
拒
否

 
（
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
第
１
号
タ
に
規
定
す
る
「
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足

り
る
能
力
」
は
、
登
録
申
請
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
険
媒
介
業
務
に
従
事
す
る
全
て
の
役
員
及
び
使
用

人
、
登
録
申
請
者
が
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
個
人
及
び
保
険
媒
介
業
務
に
従
事
す
る
全
て
の
使
用
人
の
そ

れ
ぞ
れ
が
、
取
り
扱
う
保
険
種
類
に
応
じ
て
、
保
険
媒
介
業
務
に
関
す
る
法
令
、
保
険
契
約
に
関
す
る
知
識
及
び
保

険
媒
介
業
務
の
業
務
遂
行
能
力
等
に
関
す
る
試
験
の
合
否
等
に
よ
り
、
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
２
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
第
５
号
ハ
（
２
）
の
著
し
く
不
適
当
な
行
為
と
は
、
保
険
契
約
者
の
無
知
に
不

当
に
乗
ず
る
こ
と
な
ど
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
に
欠
け
る
行
為
と
す
る
。

 

 

Ⅵ
－
２
－
２
 
保
険
媒
介
業
務
に
従
事
す
る
役
員
又
は
使
用
人
の
届
出
の
取
扱
い

 
（
１
）
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

7
4
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
要
す
る
役
員
又
は
使
用
人
と
は
、
Ⅵ
－
１
－
１
－
１
（
３
）

①
（
ア
）
か
ら
（
ウ
）
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

（
２
）
役
員
又
は
使
用
人
の
氏
名
又
は
勤
務
す
る
事
務
所
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
は
、
届
出
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。
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4

8
 

 

Ⅶ
 
監
督
上
の
評
価
項
目
と
諸
手
続
（
有
価
証
券
等
仲
介
業
務
）

 
Ⅶ
－
１
 
業
務
の
適
切
性
（
有
価
証
券
等
仲
介
業
務
）

 
Ⅶ
－
１
－
１
 
法
令
等
遵
守
態
勢

 
有
価
証
券
等
仲
介
業
務
を
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
本
Ⅶ
に
お
い
て
、
「
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
個
人
投
資
家
、
機
関
投
資
家
、
有
価
証
券
の
発
行
体
で
あ
る
企
業
等
が
、
 
融
商
品
市
場
に
ア
ク
セ
ス
す
る
際
に
、

市
場
仲
介
者
と
し
て
機
能
し
、
円
滑
な
取
引
を
可
能
と
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
業
務
に
は
高
い
公
共
性

が
付
随
し
て
お
り
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
は
、
適
正
な
顧
客
保
護
を
図
り
つ
つ
、
信
頼
性
の
高
い
業
務
を
遂
行
す
る
こ

と
に
よ
り
、
市
場
仲
介
機
能
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
は
、

市
場
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
も
、
高
い
自
己
規
律
の
下
で
健
全
か
つ
適
切
に
業
務
を
運
営
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
Ⅲ
－
２
－
１
に
お
け
る
態

勢
整
備
の
着
眼
点
及
び
監
督
手
法
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
市
場
仲
介
機
能
等
の
適
切
な

発
揮
の
観
点
か
ら
策
定
さ
れ
た
自
主
規
制
規
則
の
遵
守
状
況
も
含
め
た
幅
広
い
検
証
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
 Ⅶ
－
１
－
２
 
営
業
員
管
理
態
勢

 
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
は
、
顧
客
属
性
等
に
則
し
た
適
正
な
勧
誘
の
履
行
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
営
業
員
の
勧
誘
実

態
等
の
把
握
及
び
法
令
等
遵
守
の
徹
底
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
徹
底
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
特
に
留
意
す
る
も

の
と
す
る
。

 
 （
１
）
主
な
着
眼
点

 
①
 
営
業
員
の
勧
誘
実
態
等
の
把
握
及
び
そ
の
適
正
化

 
イ
．
勧
誘
実
態
の
把
握
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
各
営
業
部
門
に
お
け
る
管
理
責
任
者
等
は
、
必
要
に
応
じ
て
顧
客

と
の
直
接
面
談
や
顧
客
と
の
間
の
勧
誘
の
や
り
と
り
に
係
る
記
録
の
確
認
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
実
態

の
把
握
に
努
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 
ロ
．
内
部
管
理
部
門
に
お
い
て
は
、
上
記
イ
の
勧
誘
実
態
等
の
把
握
に
係
る
具
体
的
な
方
法
を
定
め
、
当
該
方
法

を
役
職
員
に
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
状
況
を
把
握
･
検
証
し
、
当
該
方
法
の
見
直
し

等
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
態
勢
を
構
築
し
て
い
る
か
。

 
 ②
 
役
職
員
の
法
令
等
遵
守
意
識
の
徹
底

 
イ
．
役
職
員
の
法
令
等
遵
守
意
識
の
徹
底
に
つ
い
て
、
研
修
の
目
的
及
び
対
象
者
等
を
考
慮
し
た
事
例
研
修
及
び

外
部
研
修
等
を
実
施
し
、
役
職
員
の
法
令
等
遵
守
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
か
。

 
ロ
．
内
部
管
理
部
門
に
お
い
て
は
、
各
種
研
修
の
内
容
及
び
実
施
状
況
を
把
握
・
検
証
し
、
内
容
等
を
見
直
し
す

る
等
、
そ
の
実
効
性
を
高
め
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 
1

4
7

 

 

に
該
当
す
る
場
合
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

1
2
条
第
３
号
に
規
定
す
る
「
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
」

を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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特
に
、
 
利
や
相
場
等
の
指
標
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お

そ
れ
の
あ
る

場
合
の
当
該
指
標
、
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
・
そ
の
理
由
、
及
び
元
本
超
過
損
が
生
ず

る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
の
、
そ
の
直
接
の
原
因
、
元
本
超
過
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
・
そ
の
理
由
は
、
広
告
上
の

文

字
又
は
数
字
の
中
で
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
取
引
の
長
所
に
係
る
表
示
の
み
を
強
調
し
、
短
所
に
係
る
表
示
が
目
立
ち
に
く
い
表
示
を
行
っ
て
い
な
い
か

。
 

ハ
．
当
該
広
告
等
を
画
面
上
に
表
示
し
て
行
う
場
合
に
、
表
示
す
べ
き
事
項
の
全
て
を
判
読
す
る
た

め
に
必
要
な

表
示
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
。

 

③
 
誇
大
広
告

に
関
す
る
留
意
事
項

 

イ
．
有
価
証

券
等
の
価
格
、
数
値

、
対
価
の
額
の
動
向
の
断
定
的
な
表
現
や
、
確
実
に
利
益

を
得
ら
れ
る
よ
う
に

誤
解
さ
せ
て
、
投
資
意
欲
を
不
当
に
刺
激
す
る
よ
う
な
表
示
を
し
て
い
な
い
か
。

 

ロ
．
利
回
り
の
保
証
若
し
く
は
損
失
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
負
担
を
行
う
旨
の
表
示
又
は
こ
れ
を

行
っ
て
い
る

と
誤
解
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
し
て
い
な
い
か
。

 

ハ
．
申
込
み

の
期
間
、
対
象
者
数
等
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
こ
れ
ら
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
誤
解
さ
せ

る
よ
う
な
表
示
を
行
っ
て
い
な
い
か
。

 

ニ
．
登
録
を
行
っ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
、
 
融
庁
長
官
、
そ
の
他
の

公
的
機
関
が
、
有
価

証

券
等
仲
介
業
者
を
推
薦
し
、
又
は
そ
の
広
告
等
の
内
容
を
保
証
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
せ
る
よ
う
な
表

示
を
し
て
い
な
い
か
。

 

ホ
．
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
、
屋
外
広
告
物
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
そ
の
他
の

法
令
に
違
反

す
る
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
示
を
し
て
い
な
い
か
。

 

へ
．
社
会
的
に
過
剰
宣
伝
で
あ
る
と
の
批
判
を
浴
び
る
よ
う
な
表
示
を
し
て
い
な
い
か
。

 

④
 
顧
客
を
集

め
て
の
勧
誘

 

イ
．
セ
ミ
ナ
ー
等
（
講
演
会
、
学
習
会

、
説
明
会
等
の
名
目
の
如
何
を
問
わ
な
い
。
以
下
同

じ
。
）
を
開
催
し
て
、

一
般
顧
客
等
を
集
め
、
当
該
一
般
顧
客
等
に
対
し
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
の
勧

誘
（
勧
誘

を
目
的
と
し

た
具
体
的
商
品
の
説
明
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
セ
ミ
ナ
ー
等
に
係
る
広
告
等
及
び
送

付
す
る
案
内

状
等
に
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
を
勧
誘
す
る
目
的
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
上
記
イ

の
「
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
締
結
を
勧
誘
す
る
目
的
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
明
示
」
す
る
こ
と

に
は
、
セ
ミ
ナ
ー
等
の
名
称
が
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
表
し
て

い
る
こ
と
の
み
で
は
足
り
ず
、
勧
誘
す
る
目
的
が
あ
る
旨
を
明
確
に
表
示
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

 

⑤
 
広
告
等
審

査
体
制

 

準
用
 
融
商
品
取
引
法
第

3
7
条
の
規
定
を
遵
守
す
る
観
点
か
ら
、
広
告
等
の
審
査

を
行
う
広
告
等
審
査
担
当

者
が
配
置
さ
れ
、
審
査
基
準
に
基
づ
い
た
適
正
な
審
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 

1
4

9
 

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
の
営
業
員
管
理
態
勢
上
の

課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を

把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の
観
点

か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改

善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る

等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、

必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅶ
－

１
－
３
 

広
告

等
の
規

制
 

有
価
証
券
等
仲
介
業
者
が
行
う
広
告
等
（
仲
介
業
等
府
令
第

8
3
条
第
１
項
に
規
定
す
る
広
告
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
表
示
は
、
顧
客
へ
の
投
資
勧
誘
の
導
入
部
分
に
当
た
り
、
明
瞭
か
つ
正
確
な
表
示
に
よ
る
情
報
提
供
が
、
適
正
な
投
資

勧
誘
の
履
行
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
最
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
徹
底
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
特
に
留
意
す
る
も

の
と
す
る
。

 

（
注
）
な
お
、
広
告
等
に
は
、
勧
誘
資
料
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
郵
便

、
信
書
便
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電

子
メ
ー
ル
、
ビ
ラ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
よ
る
多
数
の
者
に
対
す

る
情
報
提
供
が
含
ま
れ
る
が
、
実
際
に
広
告
等
に

該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
投
資
者
と
の
電
子
メ
ー
ル
等
の
や
り
取
り
、
イ
メ
ー
ジ
Ｃ
Ｍ
、
ロ
ゴ
等
を
記
載
し
た

粗
品
の
提
供
な
ど
の
外
形
で
は
な
く
、
実
態
を
み
て
個
別
具
体
的

に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
顧
客
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
事
項
に
関
す
る
留
意
事
項

 

イ
．
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
（
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
手
数
料
と
同

種

の
も

の
と

し
て

特
定

 
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

に
関

し
て

顧
客

が
支

払
う

べ
き

対
価

を
含

む
。
）

が
無

料
又

は
実

際

の
も
の
よ
り
も
著
し
く
低
額
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
せ

る
よ
う
な
表
示
を
し
て
い
な
い
か
。

 

ロ
．
元
本
欠
損

が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

を
明
確
に
表
示
し
て
い
る
か
。

 

②
 
明
瞭
か
つ
正
確
な
表
示

 

広
告
等
に
お
い
て
準
用
 
融
商
品
取
引
法
第

3
7
条
に
規
定
す
る
項
目
を
表
示
す
る
場
合
に
、
仲
介
業
等
府
令

第
8

3
条
第
１
項
に
規
定
す
る
明
瞭
か
つ
正
確
な
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
具
体

的
に
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

イ
．
当
該
広
告
等
に
表
示
さ
れ
る
他
の
事
項
に
係
る
文
字
と
比
較
し
て
、
使
用
す
る
文
字
の
大
き
さ
、
形
状
及
び

色
彩
に
お
い
て
、
不
当
に
目
立
ち
に
く
い
表
示
を
行
っ
て
い

な
い
か
。
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特
に
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
記
載
順
に
関
す
る
規
定
の
趣
旨
等
を
踏
ま
え

、
顧
客
判

断
に
影
響
を

及
ぼ

す
重

要
な

事
項

を
先

に
説

明
す

る
な

ど
、

顧
客

が
理

解
を

す
る

意
欲

を
失

わ
な

い
よ

う
努

め
て

い
る

か
。
 

ホ
．
当
該
 
融

サ
ー
ビ
ス
契
約
に
関
し
て
誤
解
を
与
え
る
説
明
を
し
て
い
な
い
か
。
特
に
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者

又
は

 
融

商
品

取
引

業
者

若
し

く
は

登
録

 
融

機
関

に
よ

っ
て

元
本

が
保

証
さ

れ
て

い
る

と
の

誤
解

を
与

え
る

お
そ
れ
の
あ
る
説
明
を
し
て
い
な
い
か
。

 

へ
．
市
場
動
向
の
急
変
や
市
場
に
重
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
事
象
の
発
生
が
、
投
資
信
託
の
基
準

価
額
に
重
大

な
影
響
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
に
対
し
て
適
時
適
切
な
情
報
提
供
に
努
め
、
顧
客
の
投
資
判
断
を
き
め

細
か
く
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
か
。

 

ト
．
第
三
者
が
作
成
し
た
相
場
予
測
等
を
記
載
し
た
資
料
（
新
聞
記
事
、
ア
ナ
リ
ス
ト
レ
ポ
ー
ト
等
を
含
む
。
）
を
用

い
て
勧
誘
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
場
予
測
等
の
内
容
が
偏
っ
た
も
の
の
み
を
恣
意
的
に
利
用
し
て
い
な

い
か
。

 

チ
．
そ
の
他
、
顧
客
に
不
当
な
負
担
と
な
る
、
あ
る
い
は
経
済
合
理
性
に
欠
け
る
商
品
や
取
引
の
勧
誘
、
又
は
投

資

判
断
上
の
重
要
な
事
項
の
説
明
不
足
は
な
い
か
。

 

③
 
約
定
内
容

等
の
説
明

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
約
定
後
に
、
約
定
内
容
（
約
定
日
時
、
約
定
 
額
又
は
約
定
数
値

等
）
に
つ
い
て
顧

客

か
ら
提
示
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
、
契
約
締
結
時
の
書
面
交
付
や
 
融
商
品
取
引
業
者
又
は
登
録
 
融
機
関
の
連

絡
先
の
提
示
等
に
よ
り
、
当
該
情
報
を
顧
客
に
対
し
て
適
切
に
提
示
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

④
 
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
説
明
の
方
法

 

仲
介
業
等
府
令
第

1
1
1
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
「
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び

程
度
に
よ
る
説
明
」
に
つ
い
て
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
務
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行

う
場
合
に
お
い
て
は
、

顧
客
が
そ
の
操
作
す
る
電
子
計
算
機
の
画
面
上
に
表
示
さ
れ
る
説
明
事
項
を
読
み
、
そ
の
内
容
を
理
解
し
た
上
で

画
面
上
の
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
等
の
方
法
で
、
顧
客
が
理
解
し
た
旨
を
確
認
す
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
説
明

を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 

⑤
 
高
齢
顧
客

へ
の
勧
誘
に
係
る
留
意
事
項

 

高
齢
顧
客
は
、
過
去
の
投
資
経
験
が
十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
身
体
的
な
衰
え
に
加
え

、
短
期
的
に
投
資
判

断
能
力
が
変
化
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
顧
客
に
対
す
る
投
資
勧
誘
に
お
い
て

は
、
適
合

性
の
原
則
に

基
づ
い
て
、
慎
重
な
勧
誘
・
販
売
態
勢
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
問
題
の
あ
る

勧
誘
・
販
売
を
早
期
に
発
見
す

る

た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
態
勢
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
商
品
販
売
後

に
お
い
て
も
、
丁
寧
に
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
の
点
に
留
意
し
て
監
督
す
る
も
の
と
す
る
。

 

イ
．
高
齢
顧
客
に
対
す
る
勧
誘
・
販
売
に
関
す
る
社
内
規
則
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
社
内

規
則
の
遵
守
状
況
を

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す

る
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。
な
お
、
当
該
態
勢
の
整
備

に
当
た
っ
て
は
、
認
定
 
融

サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
協
会

の
自
主
規
制
規
則
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
主
規
制
規
則
も
踏
ま
え
て
い
る
か
。

 

ロ
．
商
品
の
販
売
後
に
お
い
て
も
、
高
齢
顧
客
の
立
場
に
立
っ
て
、
き
め
細
か

く
相
談
に
の
り
、
投
資
判
断

を
サ

ポ
ー
ト
す
る
な
ど
丁
寧
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る
か
。
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（
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た

、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
の
広
告
等
に
関
す
る
課

題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
改
善
状
況
を
把

握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧
客
保
護
の
観
点
か

ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善

命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等

の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必

要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

Ⅶ
－

１
－
４
 

顧
客

に
対
す

る
勧

誘
・
説

明
態

勢
 

一
般
顧
客
の
中
に
は
、
投
資
知
識
や
経
験
等
が
十
分
で
は
な
い
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
が

判
断
材
料
と
な
る
情
報
を
正
確
か
つ
公
平
に
顧
客
等
へ
開
示
す
る
な
ど

、
説
明
責
任
が
履
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
顧
客
に
対
す
る
説
明
等
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
有
価
証
券
等
仲
介

業

者
と

顧
客

が
契

約
を

締
結

し
よ

う
と

す
る

 
融

商
品

取
引

業
者

又
は

登
録

 
融

機
関

と
の

間
の

顧
客

に
対

す
る

情
報

の

提
供
及
び
説
明
に
関
す
る
役
割
分
担
を
適
切
に
踏
ま
え
、
機
械
的
・
画
一
的
な
取
扱
い
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の

と
す
る
。

 

（
注
）
な
お
、「

説
明
等
」
に
は
、
セ
ミ
ナ
ー
等
の
開
催
に
よ
り
顧
客
を
集
め
、
実
質
的
に
勧
誘
を
行
う
よ
う
な
場
合
の
当

該
セ
ミ
ナ
ー
等
に
お
け
る
説
明
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

 

 （
１
）
勧
誘
・
説
明
態
勢
に
関
す
る
主
な
着
眼
点

 

①
 
適
合
性
原
則
を
踏
ま
え
た
説
明
態
勢
の
整
備

 

契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
の
際
等
に
お
い
て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験

、
財
産
の
状
況
、
及
び
取
引
の
目
的

に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及

び
程
度
を
適
切
に
選
択
し
、
適
合
性
原
則
を
踏
ま

え
た
適
切
な
説
明
が
な
さ
れ
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

②
 
適
切
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
説
明
等
の
実
施

 

イ
．
取
引
を
行
う
メ
リ
ッ
ト
の
み
を
強
調
し
、
取
引
に
よ
る
損
失
の
発
生
や
リ
ス
ク
等
の
デ
メ
リ
ッ
ト
の
説
明
が

不
足
し
て
い
な
い
か
。

 

ロ
．
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
等
に
虚
偽
や
断
定
的
な
判
断
の
表
示
と

な
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
か
。

 

ハ
．
商
品
や
取
引
を
説
明
す
る
際
の
説
明
内
容
は
客
観
的
な
も
の
か
、
恣
意
的
、
主
観
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
な

い
か
。

 

ニ
．
商
品
や
取
引
の
内
容
（
基
本
的
な
商
品
性
、
及
び
リ
ス
ク
の
内
容
、
種
類
や
変
動
要
因
等
）
を
十
分
理
解

さ

せ
る
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
か
。
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あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

ニ
．
償
還
乗
換
優
遇
制
度
に
関
す
る
事
項

 

ホ
．
そ
の
他
投
資
信
託
等
の
性
格
、
顧
客
の
ニ
ー
ズ
等
を
勘
案
し
、
顧
客
の
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

 

⑧
 
債
券
の
売
出
し
等
の
際
の
重
要
事
象
の
説
明
に
係
る
留
意
事
項

 

イ
．
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
が
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
４
項
第
３
号
（
私
募
の
取
扱
い
を
除
く
。
）

の
行
為
に
よ
り
債
券
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
1

8
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。
本
⑧
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
個
人
で
あ
る
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
取
得
さ
せ
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
際
に
、

次
に
掲
げ
る
事
象
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

1
1

8
条
第
１

項
第
５
号
に
規
定
す
る
「
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
取
得
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
期
間
中
に
生
じ
た
投
資
判
断

に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
事
象
に
つ
い
て
、
個
人
で
あ
る
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
説
明
を
行

っ
て
い
な
い
状
況
」
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

 

ａ
．
当
該
債
券
の
利
回
り
が
、
当
該
債
券
と
同
じ
発
行
体
が
既
に
発
行
し
て
い
る
類
似
の
債
券
の
利
回
り
と
比

較
し
て
、
顧
客
に
と
っ
て
著
し
く
不
利
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨

 

ロ
．
上
記
イ
ａ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

 

ａ
．「
当
該
債
券
」
と
は
、
個
人
向
け
社
債
等
（
日
本
証
券
業
協
会
「
個
人
向
け
社
債
等
の
店
頭
気
配
情
報
の
発

表
等
に
関
す
る
規
則
」
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
個
人
向
け
社
債
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る

債
券
を
い
う
こ
と
。

 

ｂ
．「
類
似
の
債
券
」
と
は
、
個
人
向
け
社
債
等
で
あ
っ
て
、
当
該
債
券
（
新
発
債
）
の
償
還
日
に
６
か
月
を
加

え
た
期
間
内
に
償
還
日
が
到
来
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
債
券
（
新
発
債
）
の
償
還
日
に
最
も
償
還
日
の
近

い
銘
柄
（
複
数
銘
柄
が
存
在
す
る
場
合
は
、
直
近
に
発
行
が
行
わ
れ
た
銘
柄
と
す
る
。
）
を
い
う
こ
と
。

 

ｃ
．「
顧
客
に
と
っ
て
著
し
く
不
利
な
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
募
集
（
売
出
）
時
点
の
 
利
水
準
そ
の
他
の
事
情

を
勘
案
し
、
例
え
ば
、
以
下
の
値
（
α
）
を
基
に
判
断
す
る
こ
と
。

 

α
＝
Ｘ
（
類
似
の
債
券
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ス
プ
レ
ッ
ド
相
当
分
）
－
Ｙ
（
当
該
債
券
（
新
発
債
）
の

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ス
プ
レ
ッ
ド
相
当
分
）

 

Ｘ
＝
（
類
似
の
債
券
に
係
る
「
個
人
向
け
社
債
等
の
店
頭
気
配
情
報
発
表
制
度
」
上
の
報
告
値
（
募

集
を
行
う
日
の
前
日
付
で
発
表
さ
れ
た
値
）
の
平
均
値
（
注
）
）
－
（
類
似
の
債
券
と
償
還
日
が
最
も
近

い
国
債
の
日
本
証
券
業
協
会
発
表
の
公
社
債
売
買
参
考
統
計
値
の
平
均
値
単
利
（
募
集
を
行
う
日
の
同

日
付
で
発
表
さ
れ
た
値
）
）

 

Ｙ
＝
（
当
該
債
券
（
新
発
債
）
の
応
募
者
利
回
り
（
単
利
）
）
－
（
当
該
債
券
（
新
発
債
）
と
償
還
日

が
最
も
近
い
国
債
の
公
社
債
売
買
参
考
統
計
値
の
平
均
値
単
利

(条
件
決
定
日
の
翌
日
付
で
発
表
さ
れ

た
値

)）
 

（
注
）「
類
似
の
債
券
に
係
る
「
個
人
向
け
社
債
等
の
店
頭
気
配
情
報
発
表
制
度
」
上
の
報
告
値
の
平
均

値
」
は
、
「
個
人
向
け
社
債
等
の
店
頭
気
配
情
報
発
表
制
度
」
に
基
づ
き
日
本
証
券
業
協
会
に
報

告
・
発
表
さ
れ
る
、
当
該
類
似
の
債
券
に
係
る
各
報
告
会
員
の
報
告
値
（
単
利
）
を
単
純
平
均
し

た
も
の
と
す
る
。
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⑥
 
投
資
信
託
の
勧
誘
に
係
る
留
意
事
項

 

投
資
信
託
は
、
専
門
知
識
や
経
験
等
が
十
分
で
は
な
い
一
般
顧
客
を
含
め
て
幅
広
い
顧
客
層
に
対
し
て
勧
誘
・

販
売
が
行
わ
れ
る
商
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
顧
客
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、
財
産
の
状
況
、
投
資
目
的
等
を
踏
ま
え

た
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
こ
れ
に
見
合
っ
た
商
品
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
意
向
に
応

じ
て
適
切
な
勧
誘
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

 

以
上
の
観
点
を
踏
ま
え
、
投
資
信
託
の
勧
誘
に
関
し
、
以
下
の
点
に
留
意
し
て
監
督
す
る
も
の
と
す
る
。

 

イ
．
投
資
信
託
の
勧
誘
を
行
う
際
、
販
売
手
数
料
等
の
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
負

担
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
か
。

 

ａ
．
勧
誘
を
行
う
投
資
信
託
の
販
売
手
数
料
の
料
率
及
び
購
入
代
 
に
応
じ
た
販
売
手
数
料
の
 
額
（
勧
誘
時

点
で
確
定
で
き
な
い
場
合
は
概
算
額
）

 

ｂ
．
販
売
手
数
料
は
、
投
資
信
託
の
保
有
期
間
が
長
期
に
及
ぶ
ほ
ど
１
年
当
た
り
の
負
担
率
が
逓
減
し
て
い
く

こ
と
（
保
有
期
間
別
（
１
年
、
３
年
、
５
年
）
の
１
年
当
た
り
の
負
担
率
の
状
況
を
例
示
す
る
等
）
。

 

ｃ
．
勧
誘
す
る
投
資
信
託
の
購
入
後
、
顧
客
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
費
用
（
信
託
報
酬
（
フ
ァ
ン
ド
・
オ
ブ
・

フ
ァ
ン
ズ
方
式
で
の
運
用
を
行
う
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
投
資
対
象
と
す
る
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
管
理
費
用

を
含
め
た
実
質
的
な
負
担
率
）
、
信
託
財
産
留
保
額
等
）

 

ロ
．
投
資
信
託
の
分
配
 
に
関
し
て
、
分
配
 
の
一
部
又
は
全
て
が
元
本
の
一
部
払
戻
し
に
相
当
す
る
場
合
が
あ

る
こ
と
を
、
顧
客
に
分
か
り
易
く
説
明
し
て
い
る
か
。

 

⑦
 
投
資
信
託
の
乗
換
え
に
関
す
る
重
要
事
項
の
説
明
に
係
る
留
意
事
項

 

 
投
資
信
託
の
短
期
乗
換
え
勧
誘
は
、
顧
客
に
と
っ
て
は
販
売
手
数
料
の
負
担
が
増
加
す
る
ほ
か
、
運
用
面
に
お

い
て
も
設
定
後
短
期
間
で
解
約
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
な
運
用
が
行
え
ず
、
運
用
成
果
の
低
下
を
招

く
な
ど
、
必
ず
し
も
顧
客
の
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
資
産
形
成
に
は
つ
な
が
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、

顧
客
の
投
資
意
向
や
市
場
動
向
等
に
鑑
み
、
投
資
信
託
の
乗
換
え
に
合
理
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
顧
客
に
対
し
、
当
該
乗
換
え
に
係
る
投
資
信
託
の
特
性
や
当
該
乗
換
え
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
等
を

丁
寧
に
説
明
し
、
顧
客
が
こ
う
し
た
点
を
十
分
理
解
し
た
上
で
取
引
の
必
要
性
の
有
無
を
判
断
で
き
る
よ
う
に
す

る
必
要
が
あ
る
。

 

 
こ
う
し
た
点
を
念
頭
に
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
が
、
乗
換
え
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
を

行
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
説
明
の
実
績
に
つ
い
て
社
内
記
録
の
作
成
及
び
保
存
並
び
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を

行
う
等
の
社
内
管
理
体
制
を
構
築
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
仲
介
業
等
府
令
第

1
1
8
条
第
１
項
第
４

号
の
規
定
「
投
資
信
託
受
益
証
券
等
の
乗
換
え
を
勧
誘
す
る
に
際
し
、
顧
客
に
対
し
て
、
当
該
乗
換
え
に
関
す
る

重
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
状
況
」
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

 

イ
．
投
資
信
託
又
は
投
資
法
人
（
以
下
「
投
資
信
託
等
」
と
い
う
。
）
の
形
態
及
び
状
況
（
名
称
、
性
格
等
）

 

ロ
．
解
約
す
る
投
資
信
託
等
の
状
況
（
概
算
損
益
等
）

 

ハ
．
乗
換
え
に
係
る
費
用
（
解
約
手
数
料
、
販
売
手
数
料
等
）

 

（
注
）
解
約
手
数
料
、
販
売
手
数
料
等
に
つ
い
て
は
、
各
料
率
並
び
に
解
約
代
 
及
び
購
入
代
 
に
応
じ
た
各

手
数
料
の
 
額
（
乗
換
え
勧
誘
時
点
で
確
定
で
き
な
い
場
合
は
概
算
額
）
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
必
要
が
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な
お
、
顧
客
の
安
定
的
な
資
産
形
成
に
資
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
個
別
の
商
品

の
特
性
だ
け

で
な
く
、
顧
客
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
に
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
ハ
．
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
事
項

 
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
未
成
年
者
向
け
の
制
度
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
ジ
ュ
ニ
ア

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
が
、
親

権
者
等
に
よ
っ
て
仮
名
口
座
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
例
え
ば
、
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
開
設
時
に
、
当
該
口
座

内
の
資
 
が
口
座
開
設
者

本
人
の
資
 
で
あ
り
、
本
人
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
旨
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
い
っ
た

、
適
切
な

口
座
管
理
が

な
さ
れ
て
い
る
か
。

 
⑩
 
特
定
資
産

以
外
の
資
産
を
投
資
対
象
の
一
部
と
す
る
投
資
信
託
等
の
販
売
に
係
る
留
意
事
項

 
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
、
投
資
信
託
や
投
資
法
人
は
、
主
と
し
て
特

定
資
産
に
対

す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
国
民
の
長
期
・
安
定
的
な
資
産
形
成
手
段
と

し
て
特
別
の
制
度
的
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
投
資
信
託
・
投
資
法
人
制
度
の
趣
旨
に

照
ら
す
と
、
以
下
の
よ
う
な
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
商
品
の
販
売
が
行
わ
れ

て
い
な
い
か
に
つ
い
て
留
意
し
て
監
督
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
イ
．
特
定
資
産
以
外
の
資
産
（
以
下
本
⑩
に
お
い
て
「
非
特
定
資
産
」
と
い
う
。
）
や
非
特
定
資
産
を
投
資
対
象

と

す
る
フ
ァ
ン
ド
出
資
持
分
等
、
実
質
的
に
非
特
定
資
産
と
同
等
の
性
格
を
有
す
る
特
定

資
産
（
以

下
本
⑩
に
お

い
て
「
非
特
定
資
産
等
」
と
い
う
。
）
が
投
資
目
的
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
商
品
（
た
だ
し
、
非
特
定
資
産
等
が
、

民
間
資
 
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
「
公
共
施
設
等
」
等

、

公
共
的
な
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）

 
ロ
．
フ
ァ
ン
ド
の
投
資
目
的
以
外
の
資
産
へ
の
投
資
に
当
た
り
、
本
来
の
投
資
目
的
で
あ
る
特
定
資

産
の
リ
ス
ク

に
比
べ
て
、
価
格
変
動
や
流
動
性
等
の
リ
ス
ク
が
高
い
非
特
定
資
産
等
に
投
資
す
る
よ
う
な
商
品

 
 

な
お
、
フ
ァ
ン
ド
の
投
資
目
的
以
外
の
資
産
へ
の
投
資
に
当
た
り
、
価
格
変
動
や
流
動
性
等
の
リ

ス
ク
の
低
い

非
特
定
資
産
等
に
投
資
す
る
よ
う
な
商
品
で
あ
っ
て
も
、
投
資
信
託
・
投
資
法
人
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
以

下
の
よ
う
な
販
売
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
、
特
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 
ａ
．
非
特
定
資
産
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
名
称
が
付
さ
れ
た
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
。

 
ｂ
．
非
特
定
資
産
へ
の
投
資
を
強
調
し
た
勧
誘
を
行
い
販
売
す
る
こ
と
。

 
ｃ
．
投
資
家
が
非
特
定
資
産
等
の
保
有
リ
ス
ク
を
負
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
な
リ
ス
ク
説
明
や

顧
客
の
理
解

度
を
確
認
し
な
い
ま
ま
、
理
解
度
が
不
十
分
な
顧
客
に
対
し
販
売
す
る
こ
と
。

 
⑪
 
営
業
員
の

業
務
上
の
評
価
に
係
る
留
意
事
項

 
顧
客
の
中
長
期
的
な
資
産
形
成
を
支
援
す
る
勧
誘
・
販
売
態
勢
を
構
築
す
る
観
点
か
ら

、
営
業
員

に
対
す
る
業

務
上

の
評

価
が

投
資

信
託

の
販

売
手

数
料

等
の

収
入

面
に

偏
重

す
る

も
の

と
な

っ
て

い
る

か
留

意
し

て
監

督
す

る
も
の
と
す
る
。
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ハ
．
仲
介
業
等
府
令
第

1
1

8
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
説
明
に
つ
い
て
は
、
委
託
契
約
に
お
い
て
、
「
取
得

さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
」
を
証
券
会
社
等
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
証
券
会
社
等
が
説
明
を
行

う
こ
と
と
な
る
。

 

⑨
 
少
額
投
資
非
課
税
制
度
を
利
用
す
る
取
引
の
勧
誘
に
係
る
留
意
事
項

 

家
計
の
安
定
的
な
資
産
形
成
を
支
援
す
る
仕
組
み
と
し
て
、
平
成

2
6
年
１
月
よ
り
、
成
人
を
対
象
と
し
た
少

額
投
資
非
課
税
制
度
（
以
下
「
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
と
い
う
。
）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
以
降
、
平
成

2
8
年
４
月
よ

り
、
未
成
年
者
を
対
象
と
し
た
少
額
投
資
非
課
税
制
度
（
以
下
「
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
と
い
う
。
）
が
導
入
さ
れ
、

ま
た
、
平
成

3
0
年
１
月
よ
り
、
成
人
を
対
象
と
し
つ
つ
、
積
立
投
資
に
特
化
し
た
少
額
投
資
非
課
税
制
度
（
以

下
「
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
と
い
い
、
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
及
び
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
総
称

し
て
以
下
「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
」
と
い
う
。
）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

 

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
は
、
年
間
の
投
資
上
限
額
の
範
囲
内
で
購
入
し
た
 
融
商
品
に
つ
い
て
、
所
定
の
非
課
税
期
間

を
通
じ
て
、
そ
の
収
益
を
非
課
税
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
 
融
商
品
に
対
す
る
投
資
を
通
じ
た
資
産
形

成
を
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
者
を
中
心
に
、
当
該
方
法
に
よ
る
資
産
形
成
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
が
、
そ
の
趣
旨
に
則
り
適
切
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度

を
利
用
す
る
取
引
の
勧
誘
等
に
関
し
、
「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
口
座
開
設
及
び
勧
誘
並
び
に
販
売
時
等
に
お
け
る
留

意
事
項
に
つ
い
て
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」（
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
推
進
・
連
絡
協
議
会
）（
以
下
本
⑨
に
お
い
て
「
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
監
督
す
る
も
の
と
す
る
。

 

イ
．
顧
客
に
対
す
る
説
明
態
勢
の
整
備

 

ａ
．
顧
客
の
 
融
リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
へ
の
取
組
み

 

 
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
は
、
初
め
て
投
資
を
行
う
者
や
若
年
層
な
ど
、
投
資
知
識
・
経
験
の
浅
い
顧
客
に
よ
る
利

用
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
顧
客
に
対
し
て
は
、
単
に
法
令
上
の
適
合
性
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
顧
客
の
 
融
（
投
資
）
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
を
図
り
、
自
ら
の
資
産
形
成
に
取
り
組
ん
で

も
ら
う
こ
と
が
顧
客
・
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
相
互
の
利
益
に
つ
な
が
る
と
の
観
点
に
立
っ
て
、
中
長
期
投

資
や
分
散
投
資
の
効
果
等
の
説
明
と
い
っ
た
投
資
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報
を
、
適
切
に
提
供
す
る
よ
う
努

め
て
い
る
か
。

 

ｂ
．
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
に
関
す
る
説
明

 

 
一
般
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
及
び
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
係
る
非
課
税
口
座
並
び
に
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
係
る
未

成
年
者
口
座
（
以
下
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
」
と
い
う
。
）
開
設
の
勧
誘
・
申
込
み
の
受
付
時

等
に
、
適
合
性
原
則
等
を
踏
ま
え
た
説
明
が
さ
れ
て
い
る
か
。
例
え
ば
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
説
明
す
べ
き
と

さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
必
要
に
応
じ
て
、
顧
客
に
誤
解
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
正
確
に
、
分
か
り
や
す

く
説
明
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
制
度
設
計
・
趣
旨
等
を
踏
ま
え
た
 
融
商
品
の
提
供

 

 
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
が
家
計
の
安
定
的
な
資
産
形
成
を
後
押
し
す
る
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
趣
旨
や
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
制
度
を
利
用
す
る
顧
客
の
目
的
等
を
考
慮
し
つ
つ
、
適
合
性
原
則
等
を
踏
ま
え
て
真
に
顧
客
の
安
定
的
な
資

産
形
成
に
資
す
る
よ
う
な
 
融
商
品
を
中
心
と
し
た
商
品
提
供
を
行
っ
て
い
る
か
。
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1
5

8
 

 

に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

1
5

7
 

 

（
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
の
顧
客
に
対
す
る
勧
誘
・

説
明
態
勢
等
に
係
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
着
眼
点
に
基
づ
き
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供

法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的

な
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
又
は
顧

客
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に

基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為

が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の

発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅶ
－

１
－
５
 

顧
客

に
よ
る

不
公

正
取
引

の
防

止
 

（
１
）
顧
客
に
よ
る
不
公
正
取
引
の
防
止
に
係
る
留
意
事
項

 

有
価
証
券
等
仲
介
業
者
は
、
実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
相
場
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら

有
価
証
券
の
売
買
取
引
等
の
受
託
等
を
す
る
行
為
や
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら

顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
等
の
受
託
を
す
る
行
為
な
ど
を
適
切
に
防
止
す
る
こ
と
で
、
投
資
者
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク

機
能
を
発
揮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
顧
客
の
不
公
正
取

引
を
防
止
す
る
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
点
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。（

特
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
に
つ
い
て
は
、
そ
の
非
対
面
性
に
鑑
み
て
細
心
の
注
意
を
払

う
こ
と
。
）

 

①
 

顧
客

の
売

買
商

品
、

取
引

手
法

・
形

態
等

の
売

買
動

向
を

把
握

す
る

た
め

の
具

体
的

な
取

扱
方

法
を

策
定

し
、

当
該
取
扱
方
法
に
基
づ
き
、
適
時
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
行
う
な
ど
に
よ
り
顧
客
の
売
買
動
機
等
の
的
確
な
把
握

を
行
っ
て
い
る
か
。

 

②
 
内
部
管
理
部
門
に
お
い
て
は
、
当
該
取
扱
方
法
に
つ
い
て
、
役
職
員
に
周
知
・
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
必

要

に
応
じ
見
直
し
を
行
う
等
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
し
て
い
る
か
。

 

③
 
相
場
操
縦
的
行
為
や
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
等
を
未
然
に
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
投
資
事
業
組
合
等
と
の
取
引
や

海
外
か
ら
の
注
文
の
媒
介
に
つ
い
て
、
原
始
委
託
者
や
最
終
投
資
家
を
特
定
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
か
。

 

④
 
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
が
、
顧
客
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
っ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
場
合
や
仮
名
口
座
を
利

用
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
識
し
た
場
合
に
は
、
証
券
会
社
等
に
報
告
し
て
い
る
か
。

 

 

（
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

検
査

結
果

や
日

常
の

監
督

事
務

等
を

通
じ

て
把

握
さ

れ
た

顧
客

の
不

公
正

取
引

防
止

に
関

す
る

課
題

に
つ

い
て

は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改
善
状
況
を
把
握
す
る

こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
観
点
か
ら
重
大

な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融

サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
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1
6

0
 

 

（
２
）
「
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
し
な
い
者
」

 

 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
第
１
号
タ
に
規
定
す
る
登
録
拒
否
事
由
で
あ
る
「
 

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
を
適

確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
し
な
い
者
」
に
当
た
る
か
否
か
の
審
査
に
当
た
っ
て
は

、
登
録
申

請
書
及
び
同

添
付
書
類
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
次
の
点
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お

、
Ⅲ
－
３
－
１
－
３
（
７

）
も
参
照

す

る
。

 

イ
．

 
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

を
行

う
者

（
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
を

行
う

役
員

、
内

部
管

理
等

の
責

任
者

等
）

が
、
そ
の
行

な
う
業
務
に
関
す
る
外
務
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
り
、
法
令
、
諸
規
則
等
に
つ
き
一
定
以

上
の
知
識
を
有
し
て
い
る
か
。

 

ロ
．
申
請
者
が
法
人
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
行
う
使
用
人
の
あ
る
個
人
で
あ
る
場

合
、
そ
の

行
う
業
務
の

内
容
及
び
規
模
に
応
じ
て
、
行
お
う
と
す
る
業
務
の
適
確
な
遂
行
に
必
要
な
人
員
が
配
置

さ
れ
、
内
部
管
理
等
の

責
任
者
が
適
正
に
配
置
さ
れ
る
組
織
体
制
、
人
員
構
成
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

ハ
．
申
請
者
が
法
人
又
は
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
を
行
う
使
用
人
の
あ
る
個
人
で
あ
る
場

合
、
そ
の

行
う
業
務
の

内
容
及
び
規
模
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
体
制
整
備
が
図
ら
れ
て
い
る
か
（
下
記
ａ
及
び
ｂ

に
つ
い
て
は
、
 
融

サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
４
項
第
１
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
 
融
商
品
取
引
業
者
又
は
登
録
 

融
機
関
（
当

該
有

価
証

券
等

仲
介

業
者

が
有

価
証

券
等

仲
介

業
務

の
委

託
を

受
け

て
い

る
者

に
限

る
。
）

に
帳

票
作

成
事

務
等

を
依
頼
し
、
有
価
証
券
等
仲
介
業
者
が
管
理
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
）
。

 

ａ
．
帳
簿
書
類
・
報
告
書
等
の
作
成
、
管
理

 

ｂ
．
顧
客
管
理

 

ｃ
．
電
算
シ
ス
テ
ム
管
理

 

ｄ
．
苦
情
・
ト
ラ
ブ
ル
処
理

 

ｅ
．
内
部
監
査

 

 Ⅶ
－

２
－
２
 

外
務

員
登
録

 
（
１
）
登
録
対
象
と
な
る
外
務
員
の
範
囲

 

有
価
証
券
等
仲
介
業
者
の
店
内
業
務
（
店
頭
業
務
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
役
員
又
は
使
用
人
の
う
ち
、
 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

7
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
外
務
員
登
録
原
簿
に
登
録
を
必
要
と
す
る
者
は
、
以
下
の

い
ず
れ
か
の

業
務
を
行
う
者
と
す
る
。

 

①
 
勧
誘
を
目

的
と
し
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
内
容
説
明

 

②
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
勧
誘

 

③
 
勧
誘
を
目

的
と
し
た
情
報
の
提
供
等
（
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
業
務
に
関
す
る
こ
と
及
び
顧
客
の
依
頼
に
基
づ
く

客

観
的
情
報
の
提
供
を
除
く
。
）

 

④
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

7
5
条
第

1
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
者

 

 

1
5

9
 

 

Ⅶ
－
２
 
諸
手
続
（
有
価
証
券
等
仲
介
業
務
）

 
Ⅶ
－
２
－
１
 
登
録

 
（
１
）
登
録
の
要
否
の
判
断
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

 
登
録
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
に
係
る
一
連
の
行
為
に
お
け
る
当
該
行
為
の
位
置
付
け
を
踏

ま
え
た
上
で
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
連
の
行
為
の
一
部
の
み
を
取
り
出
し
て
、
直
ち
に
登
録
が
不
要

で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

 
例
え
ば
、
以
下
の
行
為
の
み
を
行
う
場
合
に
は
、
上
記
の
要
件
に
照
ら
し
て
、
基
本
的
に
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業

の
登
録
を
得
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る

 
イ
．
以
下
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の
事
務
処
理
の
一
部
の
み
を
 
融
商
品
取
引
業
者
や
登
録
 
融
機
関
か
ら

受
託
し
て
行
う
に
過
ぎ
な
い
者
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
が
不
要
で
あ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ａ
．
商
品
案
内
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
契
約
申
込
書
等
の
単
な
る
配
布
・
交
付
・
掲
載

 
（
注
）
こ
の
と
き
、
単
に
 
融
商
品
取
引
業
者
や
登
録
 
融
機
関
の
商
号
や
連
絡
先
等
を
伝
え
る
こ
と
は
差
し

支
え
な
い
が
、
配
布
又
は
交
付
す
る
書
類
の
記
載
方
法
等
の
説
明
を
す
る
場
合
に
は
、
媒
介
に
当
た
る
こ

と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 
ま
た
、
 
融
商
品
取
引
業
者
や
登
録
 
融
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
た
商
品
案
内
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
単

に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
転
載
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
加
工
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
掲
載
し
た
り
、

例
え
ば
、
自
ら
が
推
奨
す
る
商
品
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
上
位
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
や
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム
の
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
等
を
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
媒
介
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に

留
意
す
る
。

 
ｂ
．
契
約
申
込
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
等
の
受
領
・
回
収
（
記
載
内
容
の
確
認
等
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）

 
（
注
）
こ
の
と
き
、
単
な
る
契
約
申
込
書
の
受
領
・
回
収
又
は
契
約
申
込
書
の
誤
記
・
記
載
漏
れ
・
必
要
書

類
の
添
付
漏
れ
の
指
摘
を
超
え
て
、
契
約
申
込
書
の
記
載
内
容
の
確
認
等
ま
で
行
う
場
合
は
、
媒
介
に

当
た
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 
ｃ
．
 
融
商
品
説
明
会
等
に
お
け
る
 
融
商
品
の
仕
組
み
・
活
用
法
等
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
説
明

 
ｄ
．
勧
誘
行
為
を
せ
ず
、
単
に
顧
客
を
 
融
商
品
取
引
業
者
に
紹
介
す
る
業
務

 
ロ
．
上
記
イ
ｄ
の
「
紹
介
」
に
は
、
以
下
の
行
為
を
含
む
。

 
ａ
．
当
該
業
者
の
店
舗
に
、
 
融
商
品
取
引
業
者
が
自
ら
を
紹
介
す
る
宣
伝
媒
体
を
据
え
置
く
こ
と
又
は
掲
示
す

る
こ
と
。

 
ｂ
．
当
該
業
者
と
 
融
商
品
取
引
業
者
の
関
係
又
は
当
該
 
融
商
品
取
引
業
者
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行

う
こ
と
。

 
ｃ
．
 
融
機
関
の
サ
イ
ト
へ
の
単
な
る
リ
ン
ク
の
設
定
の
み
を
行
い
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
契
約
締
結
に
至
る
交
渉
や

手
続
は
当
該
 
融
機
関
と
顧
客
と
の
間
で
行
い
、
契
約
締
結
に
当
た
り
当
該
業
者
は
関
与
を
も
た
な
い
こ
と
。
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1
6

2
 

 

Ⅷ
 
監
督
上
の
評
価
項
目
と
諸
手
続
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
）

 
Ⅷ
－
１
 
業
務
の
適
切
性
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
）

 
Ⅷ
－
１
－
１
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
禁
止
行
為
等

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
2
条
で
準
用
す
る
貸
 
業
法
（
以
下
「
準
用
貸
 
業
法
」
と
い
う
。
）
第

1
2
条
の
６
（
禁

止
行
為
）
に
係
る
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
を
行
う
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
以
下
、
Ⅷ
に
お
い
て
「
貸
 
業
貸
付
媒
介

業
者
」
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
資
 
需
要
者
等
に
虚
偽
を
告
げ
る
こ
と
や
不
確
実
な
事
項
に
つ
い
て
断
定
的
判
断
を
提
供
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
な
ど
、
準
用
貸
 
業
法
第

1
2
条
の
６
の
禁
止
行
為
に
関
し
規
定
し
た
社
内
規
則
等
を
定
め
、
役
職
員
が
社

内
規
則
等
に
基
づ
き
適
切
な
取
扱
い
を
行
う
よ
う
、
社
内
研
修
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

②
 
内
部
管
理
部
門
に
お
い
て
、
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
、
適
正
な
業
務
が
行
わ
れ
て
い
る
か
検
証
す
る
態
勢
が
整

備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
留
意
事
項

 

①
 
準
用
貸
 
業
法
第

1
2
条
の
６
第
１
号
に
規
定
す
る
「
貸
付
け
の
契
約
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
（
 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

1
1
条
第
５
項
に
規
定
す
る
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
の
内
容
の
う
ち
重
要
な
事
項
を
告
げ
な
い
」
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
事
実
関
係
に

則
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
規
定
に
該
当
す
る
お

そ
れ
が
大
き
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
同
号
か
ら
第

3
号
に
規
定
す
る
「
告
げ
る
」
又
は
「
告

げ
な
い
」
行
為
と
は
必
ず
し
も
口
頭
に
よ
る
も
の
に
限
ら
れ
な
い
。

 

イ
．
資
 
需
要
者
等
か
ら
貸
付
け
の
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
問
合
せ
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
内
容
に

つ
い
て
回
答
せ
ず
、
資
 
需
要
者
等
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
。

 

ロ
．
資
 
需
要
者
等
が
貸
付
け
の
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
る
こ
と
又
は
そ
の
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を

認
識
し
つ
つ
正
確
な
内
容
を
告
げ
ず
、
資
 
需
要
者
等
の
適
正
な
判
断
を
妨
げ
る
こ
と
。

 

（
注
）
上
記
①
に
お
け
る
「
貸
付
け
の
契
約
」
と
は
、
以
下
の
契
約
を
い
う
。

 

ａ
．
貸
 
業
者
と
顧
客
と
の
間
に
お
け
る
資
 
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
（
以
下

Ⅷ
に
お
い
て
「
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
」
と
い
う
。
）

 

ｂ
．
上
記
ａ
に
係
る
保
証
契
約

 

ｃ
．
資
 
の
貸
付
等
を
内
容
と
す
る
契
約
に
係
る
媒
介
契
約

 

ｄ
．
上
記
ｃ
に
係
る
保
証
契
約

 

②
 
準
用
貸
 
業
法
第

1
2
条
の
６
第
４
号
の
規
定
は
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
が
業
務
を
運
営
す
る
に
当
た
り
不

適
切
な
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
り
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

は
、
個
別
の
事
実
関
係
に
則
し
て
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
を
害
す
る
程
度
や
業
務
の
不
適
切
性
の
程
度
を
総
合

的
に
勘
案
し
て
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
例
え
ば
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
が
次
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
場
合

1
6

1
 

 

（
２
）
届
出
事
項

 

有
価
証
券
等
仲
介
業
者
内
の
人
事
異
動
に
伴
い
一
時
的
に
外
務
員
と
し
て
の
業
務
を
行
わ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、

準
用
 
融
商
品
取
引
法
第

6
4
条
の
４
第
４
号
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
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1
6

4
 

 

を
含
む
資
 
の
貸
付
け
等
内
容
と
す
る
契
約
（
消
費
者
契
約
に
限
る
。
）
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
こ
と
。

 

 （
３
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
貸
 
業
貸
付
媒

介
業
者
の
業
務
に
関
す
る
課
題
に

つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改
善
状
況
を
把

握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場

合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応

を
行
う
も
の

と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅷ
－

１
－
２
 

契
約

に
係
る

説
明

態
勢

 
資

 
の

貸
付

け
等

を
内

容
と

す
る

契
約

に
係

る
説

明
態

勢
に

関
す

る
貸

 
業

貸
付

媒
介

業
者

の
監

督
に

当
た

っ
て

は
、

例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意

す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
と
貸
 
業
者
と
の
間
に
お
け
る
顧
客

に
対
す
る
情
報
の
提
供
及
び
説
明
に
関
す
る
役
割
分
担
を
適
切
に
踏
ま
え
、
機
械
的
・
画
一
的
な
取
扱
い
と
な
ら
な

い
よ

う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
法
令
等
を
踏
ま
え
た
社
内
規
則
等
の
整
備

 

資
 
需
要
者
等
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
た
説
明
態
勢
に
関
し
、
具
体
的
か
つ
客
観
的

な
基

準
を
定
め
た
社
内
規
則
等
を
整
備
し
、
役
職
員
が
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
適
正
な
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容

と
す

る
契
約
に
係
る
説
明
を
行
う
よ
う
、
社
内
研
修
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か

。
 

ま
た
、
資
 

の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
に
係
る
説
明
を
行
っ
た
際
の
状
況
に
係
る
記
録
の
方
法
を
定

め

る
な
ど
、
事
後
検
証
が
可
能
と
な
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 

（
注
）「

資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
に
係
る
説
明
」
と
は
、
資
 

の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契

約
の

締
結
の
勧
誘
時
、
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
手
続
時
等
、
取
引
関
係
の
見
直
し

時
等

に
お
け
る
説
明
を
い
う
。

 

②
 
法
令
等
を
踏
ま
え
た
契
約
に
係
る
説
明
等
の
対
応
を
行
う
態
勢
の
構
築

 

社
内

規
則

等
に

則
り

、
資
 

の
貸

付
け
等

を
内

容
と
す

る
契

約
に
係

る
説

明
が
的

確
に

実
施
さ

れ
て

い
る

か
。

例
え
ば
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

 

イ
．
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
勧
誘
時

 

ａ
．
資
 
需
要
者
等
に
対
す
る
勧
誘
状
況
等
に
つ
い
て
、
事
後
に
検
証
が
可
能
な
適
切
な
方
法
に
よ
り
記
録
（

勧

誘
者
リ
ス
ト
（
勧
誘

者
リ
ス
ト
等
、
勧
誘
を
行
う
基
と
な
っ
た
資
料
を
含
む
。
）
を
整
備
し
、
特

に
、
被
勧
誘

者
か
ら
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
な
い
旨
の
意
思
（
当
該
勧
誘
を
引
き
続
き
受
け
る

こ
と
を
希
望
し
な
い
旨
の
意
思
を
含
む
。
）
の
表
示
の
有
無
に
つ
い
て
、
明
確
に
記
録
さ
れ
て

い
る

か
。

 

1
6

3
 

 

は
、
当
該
規
定
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、「

不
正
な
」
行
為
と
は
違

法
な
行
為
、「

不
当
な
」
行
為
と
は
客
観
的
に
見
て
、
実
質
的
に
妥
当
性
を
欠
く
又
は
適
当
で
な
い
行
為
で
、
不
正

（
違
法
）
な
程
度
に
ま
で
達
し
て
い
な
い
行
為
を
い
う
。

 

イ
．
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
又
は
当
該
契
約
の
変
更
の
媒
介
に
際
し
て
、
次
に
掲

げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

 

 
ａ
．
白
紙
委
任
状
及
び
こ
れ
に
類
す
る
書
面
を
徴
求
す
る
こ
と
。

 

 
ｂ
．
白
地
手
形
及
び
白
地
小
切
手
を
徴
求
す
る
こ
と
。

 

 
ｃ
．
印
鑑
、
預
貯
 
通
帳
・
証
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
、

年
 
受
給
証
等
の
債
務
者
の
社
会
生
活
上
必
要
な
証
明
書
等
を
徴
求
す
る
こ
と
。

 

 
ｄ
．
貸
付
 
額
に
比
し
、
合
理
的
理
由
が
な
い
の
に
、
過
大
な
担
保
又
は
保
証
人
を
徴
求
す
る
こ
と
。

 

 
ｅ
．
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
担
保
と
し
て
徴
求
す
る
こ
と
。

 

ｆ
．
資
 
需
要
者
等
に
対
し
、
借
入
申
込
書
等
に
年
収
、
資
 
使
途
、
家
計
状
況
等
の
重
要
な
事
項
に
つ
い

て

虚
偽
の
内
容
を
記
入
す
る
な
ど
虚
偽
申
告
を
勧
め
る
こ
と
。

 

ロ
．
人
の
 
融
機
関
等
の
口
座
に
無
断
で
 
銭
を
振
り
込
み
、
当
該
 
銭
の
返
済
に
加
え
て
、
当
該
 
銭
に
係
る

利
息
そ
の
他
の
一
切
の
 
銭
の
支
払
を
要
求
す
る
こ
と
。
な
お
、
一
切
の
 
銭
の
支
払
と
は
、
礼
 
、
割
引
料
、

手
数
料
、
調
査
料
そ
の
他
何
ら
の
名
義
を
も
っ
て
す
る
か
を
問
わ
な
い
。

 

ハ
．
顧
客
の
債
務
整
理
に
際
し
て
、
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
と
異
な
っ
た
 
額
な
ど
を
基
に
残
存
債
務
の

額
を
水
増
し
し
、
和
解
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

 

ニ
．
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
が
、
架
空
名
義
若
し
く
は
借
名
で
 
融
機
関
等
に
口
座
を
開
設
し
又
は
 
融
機
関
等

の
口
座
を
譲
り
受
け
、
債
務
の
弁
済
に
際
し
て
当
該
口
座
に
振
込
み
を
行
う
よ
う
要
求
す
る
こ
と
。

 

ホ
．
資
 
需
要
者
等
が
身
体
的
・
精
神
的
な
障
害
等
に
よ
り
契
約
の
内
容
が
理
解
困
難
な
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、

資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
こ
と
。

 

ヘ
．
資
 
需
要
者
等
が
障
害
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
家
族
や
介
助
者
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支

援
す
る
者
が
存
在
す
る
場
合
に
、
当
該
支
援
者
を
通
じ
て
資
 
需
要
者
等
に
契
約
内
容
を
理
解
し
て
も
ら
う
等

の
努
力
を
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
障
害
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の

締
結
の
媒
介
を
拒
否
す
る
こ
と
。

 

ト
．
資
 
逼
迫
状
況
に
あ
る
資
 
需
要
者
等
の
弱
み
に
つ
け
込
み
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

 

ａ
．
資
 
需
要
者
等
に
一
方
的
に
不
利
と
な
る
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
を
強
要
す
る
こ

と
。

 

ｂ
．
今
後
の
貸
付
け
に
関
し
て
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
旨
を
示
唆
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
株
式
、
出
資
又
は
社

債
の
引
受
け
を
強
要
す
る
こ
と
。

 

ｃ
．
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
締
結
の
媒
介
と
併
せ
て
自
己
又
は
関
連
会
社
等
の
商
品
又
は
サ
ー

ビ
ス
の
購
入
を
強
制
す
る
こ
と
。

 

チ
．
確
定
判
決
に
お
い
て
消
費
者
契
約
法
（
平
成

1
2
年
法
律
第

6
1
号
）
第
８
条
か
ら
第

1
0
条

ま
で
の
規
定
に

該
当
し
無
効
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
当
該
判
決
確
定
の
事
実
が
消
費
者
庁
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ

ー
又
は
同
法
に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
っ
て
公
表

さ
れ
て
い
る
条
項
と
、
内
容
が
同
一
で
あ
る
条
項
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＊
 
保
証
人
は
、
主
た
る
債
務
者
が
債
務
を
履
行
で
き
な
い
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
額
に
遅
延

損
害
 
を
付
し
た
額
（
特
約
に
よ
り
主
た
る
債
務
者
が
一
部
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
残
債
務
の

一
括
返
済
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
場
合
は
当
該
 
額
）
の
う
ち
そ
の
保
証
の
範
囲
内

の
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

 

 
 
ま
た
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
の
遂
行
に
伴
い
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
第
三
者

が
貸
 
業
者
と
保
証
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
契
約
締
結
後
、
貸
 
業
法
又
は
準
用
貸
 

業
法
第

1
9
条
の
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
た
る
債
務
者
の
弁
済
状
況
に
つ
い
て
当
該
被
保
証

債
務
の
債
権
者
で
あ
る
貸
 
業
者
又
は
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
が
保
存
す
る
帳
簿
に
よ
り
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

 

＊
 
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
の
遂
行
に
伴
い
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
第
三
者
が
貸

 
業
者
と
根
保
証
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
契
約
締
結
後
、
保
証
人
の
要
請
が
あ
れ
ば
、

当
該
被
保
証
債
務
の
債
権
者
で
あ
る
貸
 
業
者
か
ら
定
期
的
又
は
必
要
に
応
じ
て
随
時
、
被
保

証
債
務
の
残
高
・
返
済
状
況
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

 

＊
 
保
証
人
は
、
保
証
債
務
を
履
行
で
き
な
い
場
合
に
は
、
強
制
執
行
に
よ
り
、
財
産
を
差
押
え

ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

 

＊
 
連
帯
保
証
人
は
、
民
法
（
明
治

2
9
年
法
律
第

8
9
号
）
第

4
5

2
条
に
規
定
す
る
催
告
の
抗
弁

及
び
同
法
第

4
5

3
条
に
規
定
す
る
検
索
の
抗
弁
が
主
張
で
き
な
い
こ
と
や
分
別
の
利
益
が
な

い
こ
と
な
ど
、
通
常
の
保
証
人
と
は
異
な
る
こ
と
。

 

 
 
（
注
）「
分
別
の
利
益
」
と
は
、
複
数
人
の
保
証
人
が
存
在
す
る
場
合
、
各
保
証
人
は
債
務
額
を

全
保
証
人
に
均
分
し
た
部
分
（
負
担
部
分
）
に
つ
い
て
の
み
保
証
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う

性
質
を
い
う
。

 

・
 
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
の
遂
行
に
伴
い
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
等
の
経
営
者
等
（
以
下
「
経
営
者

等
」
と
い
う
。
）
が
貸
 
業
者
と
の
間
で
保
証
契
約
を
締
結
す
る
場
合
、「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
、
主
債
務
者
と
保
証
人
に
対
し
て
丁
寧
か
つ
具
体
的
に
説
明

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
（
貸
 
業
者
向
け
の
総
合
的
な
監
督
指
針
Ⅱ
－
２
－
１
３
－
３
（
２
）
参
照
）
。
 

 
（
ⅰ
）
保
証
契
約
の
必
要
性

 

 
（
ⅱ
）
原
則
と
し
て
、
保
証
履
行
時
の
履
行
請
求
は
、
一
律
に
保
証
 
額
全
額
に
対
し
て
行
う
も
の
で
は

な
く
、
保
証
履
行
時
の
保
証
人
の
資
産
状
況
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
履
行
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
る
こ

と
 

 
（
ⅲ
）
経
営
者
保
証
の
必
要
性
が
解
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
保
証
契
約
の
変
更
・
解
除
等
の
見
直
し
の
可

能
性
が
あ
る
こ
と

 

・
 
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
の
遂
行
に
伴
い
貸
 
業
者
が
物
的
担
保
を
徴
求
す
る
場
合
、
物
的
担
保
を
提
供

す
る
者
が
当
該
担
保
契
約
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
う
る
よ
う
説
明
を
尽
く
す
（
例
え
ば
、
物
的
担
保
権

が
行
使
さ
れ
う
る
場
合
等
、
物
上
保
証
の
法
的
効
果
と
リ
ス
ク
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
特
に
、
物
的
担

保
契
約
の
形
式
的
な
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
最
良
の
シ
ナ
リ
オ
だ
け
で
な
く
、
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
即
ち
実

際
に
物
的
担
保
権
が
行
使
さ
れ
う
る
事
態
を
想
定
し
た
説
明
を
行
う
）
な
ど
、
物
的
担
保
契
約
の
内
容
を

1
6

5
 

 

（
注
１
）
勧
誘
者
リ
ス
ト
の
整
備
に
お
い
て
は
、
Ⅲ
－
２
－
２
（
４
）
に
記
載
し
た
、
信
用
情
報
の
目

的

外
利
用
に
該
当
し
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

 
（
注
２
）「

勧
誘
」
と
は
、
電
話
や
戸
別
訪
問
に
限
ら
ず
、
電
子
メ
ー
ル
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
に
よ
る
も

の
を
含
む
。

 
ｂ
．
資
 
需
要
者
等
に
勧
誘
を
行
っ
た
際
、
再
勧
誘
を
希
望

し
な
い
旨
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
場
合
は
、
再
勧

誘
を

希
望

し
な

い
期

間
、

商
品

の
範

囲
に

つ
い

て
資

 
需

要
者

等
に

確
認

し
、

適
切

に
記

録
し

て
い

る
か
。
 

な
お
、
資
 
需
要
者
等
か
ら
、
再
勧
誘
を
希
望
し
な
い

期
間
、
商
品
の
範
囲
に
つ
い
て
確
認
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
勧
誘
を
行
っ
た
資
 
需
要
者
等
の
属
性
や
貸
付
商
品
の
特
性
等
に
応
じ
て
再
勧
誘
を
希
望
し
な

い
期
間
等
を
個
別
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
当
該
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
が
行
う
一
切

の
勧
誘
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
概
ね
３
ヶ
月
間
、
再
勧
誘
を
希
望
し
な
い
と
推
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

 
ロ
．
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
手
続
時
等

 
 
ａ
．
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
手
続
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
契
約
内
容
を
口
頭
で

十
分
に
説
明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
。
口
頭
で
十
分
な
説
明
が
で
き
な
い
場
合
は
、
例
え
ば
顧
客
等
（
資

 
需
要
者
で
あ
る
顧
客
又
は
保
証
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
の
電
話
に
よ
る
問
合

せ
窓
口
の
設
置
や
説
明
内
容
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
の
補
完
的
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 
 

 
 

貸
 

業
貸

付
媒

介
業

者
が

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
等

の
口

頭
で

の
説

明
が

困
難

で
あ

る
手

段
を

通
じ

て
資

 

の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
手
続
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
顧
客
等
が
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
表
示
さ
れ
る
説
明
事
項
を
読
み
、
そ
の
内
容
を
理
解
し
た
上
で
画
面
上
の
ボ
タ
ン
を

ク
リ
ッ
ク
す
る
方
法
等
で
、
顧
客
等
が
理
解
し
た
旨
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
口
頭
に
よ
る
説
明
の
代
替

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 
 
ｂ
．
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
締
結
の
意
思
形
成
の
た
め
に
、
資
 
需
要
者
等
の
十
分
な
理
解
を

得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
必
要
な
情
報
（
商
品
又
は
取
引

の
内
容
及
び
リ
ス
ク
等
）
を
的
確
に
提
供
す
る
こ

と
と
し
、
特
に
以
下
の
点
に
留
意
し
て
い
る
か
。

 
・
 
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
の
遂
行
に
伴
い
保
証
人
（
貸
 
業
者
と
顧
客
と
の
間
の
資
 
の
貸
付
け
等
を
内

容
と
す
る
契
約
に
係
る
保
証
契
約
の
保
証
人
を
い
う
。
以
下
Ⅷ
－
１
－
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
ろ
う
と

す
る
者
に
保
証
契
約
（
貸
 
業
者
と
顧
客
と
の
間
の
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
に
係
る
保
証

契
約
を
い
う
。
以
下
Ⅷ
－
１
－
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
説
明
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
保
証
契
約

の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
う
る
よ
う
説
明
を
尽
く
す
（

例
え
ば
、
保
証
契
約
の
形
式
的
な
内
容
に
と
ど
ま

ら
ず
、
保
証
人
の
法
的
効
果
と
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
最

良
の
シ
ナ
リ
オ
だ
け
で
な
く
、
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ

即
ち

実
際

に
保

証
債

務
を

履
行

せ
ざ

る
を

得
な

い
事

態
を

想
定

し
た

説
明

（
注

）
を

行
う

）
と

と
も

に
、

保
証
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
が
、
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
持
っ
て
あ
ら
か
じ
め
保
証
契
約
の
内
容
及
び
こ

れ
に

伴
う

危
険

性
に

つ
い

て
十

分
理

解
し

た
上

で
契

約
を

締
結

す
る

こ
と

が
可

能
な

態
勢

と
な

っ
て

い

る
か
。

 
（
注
）
個
別
の
契
約
内
容
に
即
し
、
相
手
方
の
理
解
力

に
応
じ
た
説
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、

以
下
の
点
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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利
息
、
保
証
料
等
に
係
る
制
限
等
に
関
す
る
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
点

に

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
法
令
等
を

踏
ま
え
た
社
内
規
則
等
の
整
備

 

社
内
規
則
等
に
お
い
て
、
法
令
及
び
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
の
自
主
規
制
規
則
等
を
踏
ま
え
、
利
息

、

保
証
料
等
に
係
る
制
限
等
を
具
体
的
に
定
め
て
い
る
か
。

 

②
 
法
令
等
を

踏
ま
え
た
利
息
、
保
証
料
等
の
制
限
等
に
係
る
実
施
態
勢
の
構
築

 

イ
．
役
職
員

が
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
、
利
息

、
保
証
料
等
の
制
限
等
に
係
る
取
扱
い
を
適
切
に
行
う
よ
う

、
社

内
研
修
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
と
き
、
以
下
の
点

に
留
意
し
て
、
契
約
内
容

の
確
認
等
を
行
う
態
勢
の
整
備
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ａ
．
準
用
貸
 
業
法
第

1
2
条
の
８
第
２
項
に
規
定
す
る
「
み
な
し
利
息
」
に
つ
い
て
も
利
息
に
含
め
て
資
 

の

貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
っ
て
い
る
か
。
 

ｂ
．
準
用

貸
 
業
法
第

1
2
条
の
８
第
２
項
に
規
定
す
る
「
契
約
の
締
結
及
び
債
務
の
弁
済
の
費
用
」
、
 
融
サ

ー
ビ
ス
提
供
法
施
行
令
第

3
6
条
に
規
定
す
る
「
利
息
と
み
な
さ
れ
な
い
費
用
」
及
び
第

3
7
条
に
規
定
す
る

「
利
用
料
」
は
、
実
費
相
当
額
（
法
令
上
の
上
限
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
範
囲
内
）
と
な
っ
て
い
る
か
。
 

ｃ
．
債
務
履
行
担
保
措
置
に
係
る
契
約
を
、
債
務
履
行
担
保
措
置
を
業
と
し
て
営
む
者
と
締
結
す

る
こ
と
を
資

 
等
の
貸
付
け
を
内
容
と
す
る
契
約
の
条
件
と
す
る
も
の
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
場
合
、
当
該
債
務
履
行
担

保
措
置
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
 
銭
の
額
と
利
息
を
合
算
し
た
 
額
が
、
利
息
制
限
法
に
規
定
す
る
 

額
を
超
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。
 

ｄ
．
同
一
の
債
権
者
に
よ
る
同
一
の
債
務
者
に
対
す
る
追
加
的
な
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す

る
契
約
に
係

る
媒
介
を
行
う
場
合
の
利
率
に
つ
い
て
は
、
利
息
制
限
法
の
上
限
利
率
が
、
同
法
第
５

条
に
基
づ
き
、
当
該

債
権

者
の

当
該

債
務

者
に

対
す

る
貸

付
残

高
に

応
じ

て
変

化
す

る
こ

と
を

踏
ま

え
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

か
。
 

ｅ
．
保
証
業
者
と
保
証
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
保
証
契
約
を
締
結
す
る
ま

で
に
、
当
該
保
証
業
者
へ
の
照
会
そ
の

他
の

方
法
に
よ
り
、
当
該
保
証
業
者
と
当
該

資
 
の
貸
付
け
等
を
内

容
と

す
る

契
約

に
係

る
媒

介
契

約
の

相
手

方
又

は
相

手
方

と
な

ろ
う

と
す

る
者

と
の

間
に

お
け

る
保

証
料

に
係
る

契
約
の
締
結
の
有
無
及
び
当
該
保
証
料
の
額
を
確
認

し
て

い
る
か
。

 

ま
た

、
確
認
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
保
存
し
て
い
る

か
。

 

ｆ
．
仲
介
業
等
府
令
第

1
2

5
条

に
規
定
す
る
保
証
料
に
係
る
契
約
を
、
保
証
業
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ

と
を

資
 

の
貸

付
け

等
を

内
容

と
す

る
契

約
に

係
る

契
約

の
締

結
の

条
件

と
す

る
も

の
の

締
結

の
媒

介
を

行
わ

な
い
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

ｇ
．
保
証
業
者
と
根
保
証
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
際
に
、
当
該
根
保
証
契
約
が
仲
介
業

等
府
令
第

1
2

6
条

に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
根
保
証
契
約
を
締
結
の
媒
介
を
行
わ

な
い
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。
 

ｈ
．
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
は
、
自
ら
の
媒
介
に
よ
り
締
結
さ
れ

た
資

 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
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十
分
理
解
し
た
上
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

・
 
い
わ
ゆ
る
「
お
ま
と
め
ロ
ー
ン
」
を
目
的
と
す
る
契
約
の
手
続
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
資
 
需
要

者
等
に
対
し
、
完
全
施
行
前
の
貸
 
業
法
第

4
3
条
第
１
項
の
み
な
し
弁
済
の
適
用
に
関
す
る
説
明
を
行

う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
貸
 
業
協
会
や
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
適
切
な
相
談
窓
口
を
紹
介
し
て

い
る
か
。

 

ハ
．
取
引
関
係
の
見
直
し
時
等

 

ａ
．
準
用
貸
 
業
法
第

1
7
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
に
規
定
す
る
「
重
要
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
」
を
変
更
す
る
場
合
そ
の
他
債
務
者
等
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
契
約
の
見
直
し
を
行
う
場
合

 

資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
変
更
箇
所
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
取

引
関
係
や
、
債
務
者
等
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
、
債
務
者
等
の
理
解
と
納
得
を
得
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
説
明
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

ｂ
．
顧
客
の
要
望
を
謝
絶
し
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
に
至
ら
な
い
場
合

 

こ
れ
ま
で
の
取
引
関
係
や
、
資
 
需
要
者
等
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
に
応
じ
可
能
な
範
囲
で
、

謝
絶
の
理
由
等
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

③
 
内
部
管
理
部
門
等
に
よ
る
実
効
性
確
保
の
た
め
の
措
置

 

資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
に
係
る
説
明
に
関
し
て
、
定
期
的
な
内
部
管
理
部
門
に
お
け
る
当
該
説

明
を
行
っ
た
際
の
状
況
に
関
す
る
記
録
等
の
確
認
や
担
当
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
等
及
び
内
部
監
査
に

加
え
、
必
要
に
応
じ
、
例
え
ば
、
録
音
テ
ー
プ
の
確
認
や
資
 
需
要
者
等
と
直
接
面
談
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
に
係
る
説
明
の
実
施
状
況
を
把
握
・
検
証
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
当
該
検

証
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
に
応
じ
て
実
施
方
法
等
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
、
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す

る
契
約
に
係
る
説
明
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
勧
誘
・
説
明
態
勢
等
に

関
す
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改

善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応

を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ

ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の

と
す
る
。

 

 Ⅷ
－
１
－
３
 
利
息
、
保
証
料
等
に
係
る
制
限
等

 
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
は
、
利
息
制
限
法
（
昭
和

2
9
年
法
律
第

1
0
0
号
）
に
規
定
す
る
 
額
を
超
え
る
利
息
の
契
約

の
締
結
の
媒
介
や
そ
の
受
領
、
又
は
そ
の
支
払
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
１
）
主
な
着
眼
点

 

 
不
適
切
な
広
告
の
防
止
な
ど
、
広
告
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
を
規
定
し
た
社
内
規
則
等
を
定
め
、
担
当
役
職
員

が
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
適
切
な
取
扱
い
を
行
う
よ
う
、
社
内
研
修
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
留
意
事
項

 

①
 
準
用
貸
 
業
法
第

1
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
貸
付
け
の
条
件
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
」
と
は
、
準
用
貸
 

業
法
第

1
5
条
第
１
項
第
２
号
、
仲
介
業
等
府
令
第

1
2

9
条
第
１
項
に
掲
げ
る
事
項
（
媒
介
手
数
料
の
計
算
の
方

法
に
限
る
。
）
又
は
貸
付
限
度
額
、
そ
の
他
の
貸
付
け
の
条
件
の
具
体
的
内
容
を
１
つ
で
も
表
示
し
た
広
告
を
す
る

こ
と
を
い
う
。

 

②
 
準
用
貸
 
業
法
第

1
5
条
第
２
項
に
規
定
す
る
「
広
告
」
と
は
、
個
別
の
具
体
的
内
容
に
応
じ
て
判
断
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
あ
る
事
項
を
随
時
又
は
継
続
し
て
広
く
宣
伝
す
る
た
め
、
一
般
の
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
い
い
、

例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

 

イ
．
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
。

 

ロ
．
ラ
ジ
オ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
。

 

ハ
．
新
聞
紙
、
雑
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
へ
の
掲
載
。

 

ニ
．
看
板
、
立
て
看
板
、
は
り
紙
、
は
り
札
等
へ
の
表
示
。

 

ホ
．
広
告
塔
、
広
告
板
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
へ
の
表
示
。

 

ヘ
．
チ
ラ
シ
、
カ
タ
ロ
グ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
。

 

ト
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
示
。

 

③
 
仲
介
業
等
府
令
第

1
2
9
条
第
４
項
に
規
定
す
る
「
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
勧
誘
」
と
は
、
個

別
の
具
体
的
内
容
に
応
じ
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
特
定
の
名
あ
て
人
に
対
し
て
、
同
様
の
内
容
の
も
の
を

送
付
す
る
こ
と
を
い
い
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

 

イ
．
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
、
チ
ラ
シ
、
カ
タ
ロ
グ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
送
付
。

 

ロ
．
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
。

 

④
 
準
用
貸
 
業
法
第

1
6
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
「
借
入
れ
が
容
易
で
あ
る
こ
と
を
過
度
に
強
調
す
る
こ

と
に
よ
り
、
資
 
需
要
者
等
の
借
入
意
欲
を
そ
そ
る
よ
う
な
表
示
又
は
説
明
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
個
別
 

具
体
的
な
事
実
関
係
に
即
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
表
示
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

イ
．
貸
付
審
査
を
全
く
行
わ
ず
に
貸
付
け
が
実
行
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
表
現
。

 

ロ
．
債
務
整
理
を
行
っ
た
者
や
破
産
免
責
を
受
け
た
者
に
も
容
易
に
貸
付
け
を
行
う
旨
の
表
現
。

 

ハ
．
他
社
借
入
件
数
、
借
入
 
額
に
つ
い
て
考
慮
し
な
い
貸
付
け
を
行
う
旨
の
表
現
。

 

⑤
 
Ⅷ
－
３
－
２
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
に
加
入
し
な
い
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
か
ら

提
出
さ
れ
た
広
告
に
関
す
る
資
料
等
に
つ
い
て
は
、
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
の
自
主
規
制
規
則
を
勘
案

し
た
検
証
を
行
い
、
不
適
切
な
広
告
を
確
認
し
た
場
合
は
、
協
会
員
と
の
衡
平
性
を
確
保
し
つ
つ
、
資
 
需
要
者

等
の
利
益
の
保
護
等
の
観
点
か
ら
速
や
か
に
適
切
な
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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債
務
者
か
ら
当
該
媒
介
の
手
数
料
を
受
領
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契

約
の
更
新
（
仲
介
業
等
府
令
第

1
2

7
条
の
規
定
を
含
む
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
す
る
新
た
な
手

数
料
を
受
領
し
、
又
は
そ
の
支
払
い
の
要
求
を
し
な
い
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

 

③
 
内
部
管
理
部
門
等
に
よ
る
実
効
性
確
保
の
た
め
の
措
置

 

利
息
、
保
証
料
等
に
係
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
関
し
て
、
内
部
管
理
部
門
に
お
け
る
定
期
的
な
点
検
や
内

部
監
査
を
通
じ
、
そ
の
状
況
を
把
握
・
検
証
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
当
該
検
証
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
態
勢

の

見
直
し
を
行
う
な
ど
、
適
正
な
利
息
、
保
証
料
等
に
係
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る

か
。

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
利
息
・
保
証
料
等
に
係

る
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 

融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者

に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改
善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か

ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条

の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善

命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等

の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必

要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

な
お
、
準
用
貸
 
業
法
第

1
2
条

の
８
第
１
項
、
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
出
資
の
受
入
れ
、
預
り

 
及
び
 
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
9
年
法
律
第

1
9
5
号
、
以
下
「
出
資
法
」
と
い
う
。
）
の
上
限
 

利
を
下
回
る
 
利
帯
で
あ
っ
て
も
、
利
息
制
限
法
の
上
限
 
利
を
上
回
る
利
息
の
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
受
領
又
は

支
払
の
要
求
を
し
た
場
合
、
行
政
処
分
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 Ⅷ
－

１
－
４
 

媒
介

手
数
料

に
係

る
制
限

等
 

貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
は
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
に
関
し
て
受
け

る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
（
以
下
Ⅷ
－
１

－
４
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
、
出
資
法
第
４
条
に
規
定
す
る
 
額
を
超
え
る
手
数
料
等
の
契
約
を

し
、
又
は
そ
の
受
領
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
に
関
し
て
受
け
る
手
数
料
等
を
当
該
貸
 

業
貸
付
媒
介
業
者
が
行
う
他
の
業
務
に
関
す
る
手
数
料
等
と
合
わ
せ
て
受
領
す
る
場
合
に
お
い
て
、
出
資
法
の
当
該
規
制

が
潜
脱
さ
れ
て
い
な
い
か
に
留
意
す
る
。

 

そ
の
他
、
手
数
料
等
に
係
る
制
限
等
に
関
す
る
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
Ⅷ
－
１
－
３
を
参
照
す

る
。

 

 

Ⅷ
－

１
－
５
 

広
告

規
制

 
広
告
規
制
に
関
す
る
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て

は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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に
は
、
当
該
承
諾
を
行
っ
た
債
務
者
等
に
対
し
、
承
諾
を
受
け
た
旨
を
書
面
又
は
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
通

知
し
て
い
る
か
。

 

 
 
ま
た
、
債
務
者
等
か
ら
、
当
該
書
面
で
の
交
付
の
承
諾
を
撤
回
し
た
い
旨
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該

書
面
以
外
の
方
法
に
よ
る
書
面
交
付
の
適
用
開
始
の
時
期
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

 

 

⑤
 
書
面
の
交
付
に
代
え
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
一
定
期
間
に
お
け
る
貸
付
け
及
び
弁
済
そ

の
他
の
取
引
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
若
し
く
は
撤
回
の
意
思
表
示
を
受
け

る
場
合
に
は
、
債
務
者
等
の
承
諾
等
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
留
意
事
項

 

①
 
準
用
貸
 
業
法
第

1
6
条
の
２
の
契
約
締
結
前
の
書
面
と
し
て
、
申
込
書
一
体
型
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
契
約
締

結
前
の
書
面
と
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
記
載
事
項
が
法
令
の
要
件
（
貸
付
け
の
 
額
、
貸
付

け
の
利
率
、
極
度
額
等
）
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

②
 
契
約
締
結
前
の
書
面
交
付
後
、
契
約
締
結
前
に
法
令
で
定
め
ら
れ
た
記
載
事
項
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
再
度
、
当
該
契
約
の
相
手
方
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
契
約
締
結
前
の
書
面
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 （
３
）
監
督
手
法

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
書
面
交
付
に
関
す
る
課

題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改
善
状
況

を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う

も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供

法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 Ⅷ
－
１
－
７
 
帳
簿
の
備
付
け
等

 
帳
簿
の
備
付
け
等
に
関
す
る
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
帳
簿
の
作
成
及
び
備
付
け
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
社
内
規
則
等
を
定
め
、
役
職
員
が
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
適

切
な
取
扱
い
を
行
う
よ
う
、
社
内
研
修
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

②
 
貸
付
媒
介
業
務
に
係
る
媒
介
手
数
料
の
債
務
者
以
外
の
者
（
当
該
媒
介
手
数
料
債
権
を
対
象
と
す
る
保
証
契
約

の
保
証
人
を
含
む
。
）
か
ら
返
済
 
を
受
領
し
た
場
合
、
当
該
返
済
者
と
債
務
者
と
の
関
係
や
当
該
返
済
者
が
返

済
す
る
に
至
っ
た
経
緯
等
に
つ
い
て
、
交
渉
経
過
の
記
録
等
に
正
確
に
記
載
さ
れ
、
担
当
者
以
外
の
第
三
者
が
そ

の
内
容
を
容
易
に
把
握
で
き
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
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（
３
）
監
督
手
法

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
広
告
等
に
関
す
る
課
題

に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改
善
状
況
を

把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条

の
規
定
に
基
づ
く

業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行
う
も

の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法

第
3

8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

 

Ⅷ
－

１
－
６
 

書
面

の
交
付

義
務

 
 
書
面
交
付
義
務
に
関
す
る
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
資
 
需
要
者
等
に
対
す
る
書
面
交
付
に
関
し
て
規
定
し
た
社
内
規
則
等
を
定
め
、
役
職
員
が
社
内
規
則
等
に
基

づ
き
適
切
な
取
扱
い
を
行
う
よ
う
、
社
内
研
修
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

（
注
）
「
資
 
需
要
者
等
に
対
す
る
書
面
交
付
」
に
は
、
次
の
書
面
交
付
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

・
 
準
用
貸
 
業
法
第

1
6
条
の
２
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
契
約
締
結
前
の
書
面
を
資
 
の
貸
付

け
等

を
内

容
と

す
る

契
約

に
係

る
媒

介
契

約
の

締
結

又
は

資
 

の
貸

付
け

等
を

内
容

と
す

る
契

約
の

成

立
ま
で
に
当
該
契
約
の
相
手
方
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
交
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
準
用
貸
 
業
法
第

1
6
条

の
２

第
３

項
に

規
定

す
る

契
約

締
結

前
の

書
面

を
保

証
契

約
を

締
結

す
る

ま
で

に
当

該
保

証
契

約
の

保

証
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

 

・
 
取
引
関
係
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
準
用
貸
 
業
法
第

1
7
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
に
規
定
す
る
「
重

要
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
」
を
変
更
し
た
際
は
、
準
用
貸
 
業
法
第

1
7
条
に
規
定
す

る
書
面
を
契
約
の
相
手
方
お
よ
び
保
証
人
が
い
る
場
合
に
は
当
該
保
証
人
に
交
付
す
る
こ
と
。

 

②
 
内
部
管
理
部
門
等
に
お
い
て
、
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
、
適

正
な
書
面
の
交
付
が
行
わ
れ
て
い
る
か
検
証
を
行

う
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

③
 
書
面
の
記
載
内
容
は
、
資
 
需
要
者
等
に
と
っ
て
明
確
で
わ
か
り
易
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
記
載

内
容
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
見
直
す
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 
 
極
度
方
式
基
本
契
約
に
基
づ
く
個
々
の
貸
付
け
に
係
る
準
用
貸
 
業
法
第

1
7
条
書
面
の
各
記
載
事
項
に
つ
い

て
は
、
契
約
書
と
同
一
文
言
で
の
記
載
に
な
っ
て
い
な
い
場
合

、
必
要
な
事
項
が
明
確
か
つ
わ
か
り
易
く
記
載
さ

れ
て
い
る
か
。

 

④
 
一
定
期
間
に
お
け
る
貸
付
け
及
び
弁
済
そ
の
他
の
取
引
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
に
際
し
て
は
、
当
該

書
面
が
交
付
さ
れ
る
旨
及
び
個
別
書
面
の
記
載
事
項
が
簡
素
化
さ
れ
る
旨
を
示
し
た
上
で
、
あ
ら
か
じ
め
書
面
又

は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
承
諾
を
得
て
い
る
か
。
な
お
、
債
務
者
等
か
ら
電
磁
的
方
法
に
よ
り
承
諾
を
受
け
た
場
合

122

金融サービス仲介業



1
7

4
 

 

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

②
 
帳
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
必
要
な
物
的
設
備
を
確
保
し
、
閲
覧
又
は
謄
写
の
方
法
等
が
帳
簿
の
閲
覧
等
の
請
求

者
に
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
帳
簿
の
閲
覧
等
の
請
求
者
か
ら
帳
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
関
す
る

問
合
せ
等
が
あ
っ
た
場
合
、
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
で
き
る
態
勢
と
な
っ
て
い
る
か
。

 

③
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
、
対
面
以
外
の
方
法
で
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
に
つ
い
て

は
、
帳
簿
の
閲
覧
等
の
請
求
者
が
遠
隔
地
に
居
住
す
る
な
ど
来
店
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
際
し
て
、
帳
簿
の
複
写

請
求
や
複
写
物
の
郵
送
請
求
に
配
慮
し
て
い
る
か
。

 

帳
簿
の
複
写
や
複
写
物
の
郵
送
に
係
る
実
費
を
徴
収
す
る
場
合
、
当
該
 
額
は
適
正
か
つ
適
切
な
 
額
と
な
っ

て
い
る
か
。
ま
た
、
帳
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求
者
か
ら
当
該
実
費
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場

合
、
そ
の
内
容
を
説
明
す
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

④
 
内
部
管
理
部
門
に
お
い
て
、
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
、
帳
簿
の
閲
覧
等
の
請
求
者
に
対
し
適
切
な
帳
簿
閲
覧
又

は
謄
写
が
行
わ
れ
て
い
る
か
検
証
す
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
帳
簿
の
閲
覧
、
謄
写
に

関
す
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改

善
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応

を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ

ス
提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の

と
す
る
。

 

 Ⅷ
－
１
－
９
 
取
立
行
為
規
制

 
 
取
立
行
為
に
関
す
る
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
債
務
者
等
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
に
係
る
媒
介
手
数
料
の
債
務
者
及
び
当
該
媒
介
手
数
料
債
権
を
対
象
と
す

る
保
証
契
約
の
保
証
人
を
い
う
。
以
下
Ⅷ
－
１
－
９
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
取
立
て
・
督
促
に
つ
い
て
は
、

客
観
的
な
基
準
及
び
手
順
等
を
規
定
し
た
社
内
規
則
等
を
定
め
、
役
職
員
が
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
適
切
な
取
扱

い
を
行
う
よ
う
、
社
内
研
修
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。

 

②
 
内
部
管
理
部
門
に
お
い
て
は
、
交
渉
経
過
の
記
録
等
の
確
認
や
担
当
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
等
に
加
え
、

必
要
に
応
じ
、
例
え
ば
、
録
音
テ
ー
プ
の
確
認
や
資
 
需
要
者
等
と
直
接
面
談
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
取
立
て
・

督
促
の
実
態
を
把
握
し
、
検
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
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③
 
内
部
管
理
部
門
に
お
い
て
は
、
交
渉
経
過
の
記
録
等
の
確
認
や
担
当
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
等
に
加
え
、

必
要
に
応
じ
、
例
え
ば
、
録
音
テ
ー
プ
の
確
認
や
資
 
需
要
者
等
と
直
接
面
談
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
正
確
な

帳
簿
の
作
成
及
び
保
存
が
履
行
さ
れ
る
た
め
の
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 

（
注
）
仲
介
業
等
府
令
第

1
3

9
条
第
５
項
第
８
号
に
規
定
す
る
「
交
渉
の
経
過
の
記
録
」
と
は
、
債
権
の
回
収
に

関
す
る
記
録
、
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
（
保
証
契
約
を
含
む
。
）
の
条
件
の
変
更
（
当
該
条
件

の
変
更
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
記
録
等
、
資
 
の
貸
付
け
等
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締

結
以
降
に
お
け
る
当
該
契
約
に
基
づ
く
債
権
に
関
す
る
交
渉
の
経
過
の
記
録
で
あ
り
、
当
該
記
載
事
項
は
以

下
の
事
項
と
す
る
。

 

イ
．
交
渉
の
相
手
方
（
債
務
者
、
保
証
人
等
の
別
）
。

 

ロ
．
交
渉
日
時
、
場
所
及
び
手
法
（
電
話
、
訪
問
、
電
子
メ
ー
ル
及
び
書
面
発
送
等
の
別
）
。

 

ハ
．
交
渉
担
当
者
（
同
席
者
等
を
含
む
）
。

 

ニ
．
交
渉
内
容
（
催
告
書
等
の
書
面
の
内
容
を
含
む
）
。

 

 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
帳
簿
の
備
付
け
等
に
関

す
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改
善

状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を

行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス

提
供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な
対
応
を
検
討
す
る
も
の
と

す
る
。

 

 Ⅷ
－
１
－
８
 
帳
簿
の
閲
覧
、
謄
写

 
帳
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
関
す
る
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。

 

 （
１
）
主
な
着
眼
点

 

①
 
債
務
者
等
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
に
係
る
媒
介
手
数
料
の
債
務
者
及
び
当
該
媒
介
手
数
料
債
権
を
対
象
と
す

る
保
証
契
約
の
保
証
人
を
い
う
。
以
下
Ⅷ
－
１
－
８
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
債
務
者
等
で
あ
っ
た
者
（
以
下
「
帳

簿
の
閲
覧
等
の
請
求
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
帳
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
を
求
め
ら
れ
た
際
の
対
応
に
つ
い
て
、
帳
簿
の

閲
覧
等
の
請
求
者
が
本
人
又
は
正
当
な
委
任
を
受
け
た
代
理
人
等
で
あ
る
か
確
認
し
た
上
で
、
過
度
の
負
担
を
課

す
こ
と
な
く
迅
速
に
帳
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
応
じ
る
よ
う
社
内
規
則
等
を
定
め
て
い
る
か
。

 

な
お
、
本
人
又
は
正
当
な
委
任
を
受
け
た
代
理
人
等
で
あ
る
か
の
確
認
及
び
閲
覧
又
は
謄
写
の
方
法
に
関
し
、

正
当
な
理
由
な
く
過
度
な
負
担
を
課
す
場
合
は
、
帳
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
拒
否
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
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外
に
お
い
て
は
、
債
務
者
等
の
自
宅
に
電
話
を
か
け
家
族
が
こ
れ
を
受
け
た
場
合
に
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
で
あ

る
こ
と
を
名
乗
り
、
郵
送
物
の
送
付
に
当
た
り
差
出
人
と
し
て
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と

し
て
も
、
直
ち
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

⑤
 
準
用
貸
 

業
法
第

2
1
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
」
と
は
、

ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
の
使
用
に
よ
り
弁
済
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
等
が
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

⑥
 
準
用
貸
 

業
法
第

2
1
条
第
１
項
第
９
号
に
規
定
す
る
「
司
法
書
士
若
し
く
は
司
法
書
士
法
人
」

に
委
託
し
た

場
合
と
は
、
司
法
書
士
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
9

7
号
）
第
３
条
第
１
項
第
６
号
及
び
第
７
号
に

規
定
す
る
業

務
（
簡
裁
訴
訟
代
理
関
係
業
務
）
に
関
す
る
権
限
を
同
法
第
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
司
法
書
士
に
委
任
し
た
場

合
を
い
う
。

 

⑦
 
準
用
貸
 
業
法
第

2
1
条
第
２
項
に
規
定
す
る
支
払
を
催
告
す
る
た
め
の
書
面
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
電
磁

的
記

録
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 

イ
．
準
用
貸
 

業
法

第
2

1
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
「
住
所
」
及
び
「
電
話
番
号
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
当
該
債
権
を
管
理
す
る
部
門
又
は
営
業
所
等
に
係
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

ロ
．
準
用
貸
 
業
法
第

2
1
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
当
該
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
送
付
す
る
者

の
氏

名
」
に
つ
い
て
は

、
当
該
債
権
を
管
理
す
る
部
門
又
は
営
業
所
等
に
お
い
て
、
当
該
債
権
を

管
理

す
る
者
の
氏

名
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 （
３
）
監
督
手
法
・
対
応

 

日
常
の
監
督
事
務
や
、
事
故
等
届
出
等
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
取
立

行
為
に
関
す
る

課
題
に
つ
い
て
は
、
深
度
あ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
必
要
に
応
じ
て
 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条

第

１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
に
お
け
る
自
主
的
な
業
務
改
善
状

況
を
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た

、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
7
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
発
出
す
る
等
の
対
応
を
行

う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
重
大
・
悪
質
な
法
令
等
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提

供
法
第

3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
停
止
命
令
等
の
発
出
も
含
め
、
必
要
な

対
応
を
検
討
す
る
も
の
と
す

る
。
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（
２
）
留
意
事
項

 

①
 
準
用
貸
 
業
法
第

2
1
条
第
１
項
各
号
の
規
定
は
、「
人
の
私
生
活
若
し
く
は
業
務
の
平
穏
を
害
す
る
よ
う
な
言

動
」
の
例
示
で
あ
り
、
個
々
の
取
立
て
行
為
が
同
項
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
個
別
の
事
実
関
係
に
即
し
て
判

断
す
る
必
要
が
あ
る
。
当
該
規
定
に
定
め
る
事
例
の
ほ
か
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
例
は
、「
人
の
私
生
活
若
し

く
は
業
務
の
平
穏
を
害
す
る
よ
う
な
言
動
」
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
。

 

イ
．
反
復
継
続
し
て
、
電
話
を
か
け
、
電
報
を
送
達
し
、
電
子
メ
ー
ル
若
し
く
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
等
を
用
い

て
送
信
し
又
は
債
務
者
、
保
証
人
等
の
居
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
。

 

ロ
．
保
険
 
に
よ
る
債
務
の
弁
済
を
強
要
又
は
示
唆
す
る
こ
と
。

 

②
 
準
用
貸
 
業
法
第

2
1
条
第
１
項
第
１
号
、
第
３
号
及
び
第
９
号
に
規
定
す
る
「
正
当
な
理
由
」
と
は
、
個
別

の
事
実
関
係
に
即
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
該
当
す
る
可
能
性
が
高

い
。

 

イ
．
準
用
貸
 
業
法
第

2
1
条
第
１
項
第
１
号

 

ａ
．
債
務
者
等
の
自
発
的
な
承
諾
が
あ
る
場
合
。

 

ｂ
．
債
務
者
等
と
連
絡
を
と
る
た
め
の
合
理
的
方
法
が
他
に
な
い
場
合
。

 

ロ
．
準
用
貸
 
業
法
第

2
1
条
第
１
項
第
３
号

 

ａ
．
債
務
者
等
の
自
発
的
な
承
諾
が
あ
る
場
合
。

 

ｂ
．
債
務
者
等
と
連
絡
を
と
る
た
め
の
合
理
的
方
法
が
他
に
な
い
場
合
。

 

ｃ
．
債
務
者
等
の
連
絡
先
が
不
明
な
場
合
に
、
債
務
者
等
の
連
絡
先
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
債
務
者

等
以
外
の
者
に
電
話
連
絡
を
す
る
場
合
。
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
債
務
者
等
以
外
の
者
か
ら
電
話

連
絡
を
し
な
い
よ
う
求
め
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
電
話
連
絡
を
す
る
こ
と
は
「
人
の
私
生
活
若
し

く
は
業
務
の
平
穏
を
害
す
る
よ
う
な
言
動
」
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
。

 

ハ
．
準
用
貸
 
業
法
第

2
1
条
第
１
項
第
９
号

 

ａ
．
弁
護
士
若
し
く
は
弁
護
士
法
人
又
は
司
法
書
士
若
し
く
は
司
法
書
士
法
人
（
以
下
「
弁
護
士
等
」
と
い
う
。
）

か
ら
の
承
諾
が
あ
る
場
合
。

 

ｂ
．
弁
護
士
等
又
は
債
務
者
等
か
ら
弁
護
士
等
に
対
す
る
委
任
が
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
。

 

③
 
準
用
貸
 
業
法
第

2
1
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
そ
の
申
出
が
社
会
通
念
に
照
ら
し
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
正
当
な
理
由
」
と
は
、
個
別
の
事
実
関
係
に
即
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
例

え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
。

 

イ
．
債
務
者
等
か
ら
の
弁
済
や
連
絡
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
期
日
の
申
し
出
が
な
い
場
合
。

 

ロ
．
直
近
に
お
い
て
債
務
者
等
か
ら
弁
済
や
連
絡
に
関
す
る
申
し
出
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
場
合
。

 

ハ
．
通
常
の
返
済
約
定
を
著
し
く
逸
脱
し
た
申
出
が
な
さ
れ
た
場
合
。

 

ニ
．
申
出
に
係
る
返
済
猶
予
期
間
中
に
債
務
者
等
が
申
出
内
容
に
反
し
て
他
社
へ
の
弁
済
行
為
等
を
行
っ
た
場
合
。
 

ホ
．
申
出
に
係
る
返
済
猶
予
期
間
中
に
債
務
者
等
が
支
払
停
止
、
所
在
不
明
等
と
な
り
、
債
務
者
等
か
ら
弁
済
を

受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
場
合
。

 

④
 
準
用
貸
 
業
法
第

2
1
条
第
１
項
第
５
号
は
、
債
務
者
等
に
心
理
的
圧
迫
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
弁
済
を
強
要

す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
あ
り
、
債
務
者
等
か
ら
家
族
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
要
請
を
受
け
て
い
る
場
合
以
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1
7

8
 

 

Ⅷ
－
３
 
諸
手
続
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
）

 
Ⅷ
－
３
－
１
 
登
録
の
申
請
、
届
出
書
等
の
受
理

 
Ⅷ
－
３
－
１
－
１
 
登
録
の
要
否

 
（
１
）
登
録
の
要
否
の
判
断
基
準
等

 

登
録
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
資
 
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
成
立
に
向
け
た
一
連
の
行

為
に
お
け
る
当
該
行
為
の
位
置
付
け
を
踏
ま
え
た
上
で
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
連
の
行
為
の
一
部
の

み
を
取
り
出
し
て
、
直
ち
に
登
録
が
不
要
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

 （
２
）
登
録
が
必
要
で
あ
る
場
合

 

例
え
ば
、
以
下
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
行
為
で
も
業
務
と
し
て
行
う
者
は
、
原
則
と
し
て
、
 
融
サ
ー

ビ
ス
提
供
法
第

1
2
条
に
規
定
す
る
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

①
 
資
 
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
勧
誘

 

②
 
資
 
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
勧
誘
を
目
的
と
し
た
商
品
説
明

 

③
 
資
 
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
に
向
け
た
条
件
交
渉

 

 （
３
）
登
録
が
不
要
で
あ
る
場
合

 

媒
介
に
至
ら
な
い
行
為
を
貸
 
業
者
か
ら
受
託
し
て
行
う
場
合
に
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
を
得
る
必

要
は
な
い
。

 

例
え
ば
、
以
下
の
イ
か
ら
ニ
に
掲
げ
る
行
為
の
事
務
処
理
の
一
部
の
み
を
貸
 
業
者
か
ら
受
託
し
て
行
う
に
過
ぎ

な
い
者
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
が
不
要
で
あ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

イ
．
商
品
案
内
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
契
約
申
込
書
等
の
単
な
る
配
布
・
交
付

 

（
注
）
こ
の
と
き
、
貸
 
業
者
名
や
そ
の
連
絡
先
等
を
伝
え
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
配
布
又
は
交
付
す
る

書
類
の
記
載
方
法
等
の
説
明
を
す
る
場
合
に
は
、
媒
介
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

ま
た
、
貸
 
業
者
か
ら
提
供
を
受
け
た
商
品
案
内
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
単
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
転
載
す

る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
が
、
加
工
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
掲
載
し
た
り
、
例
え
ば
、
自
ら
が
推
奨
す
る
商
品

の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
上
位
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
等

を
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
媒
介
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

ロ
．
契
約
申
込
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
等
の
受
領
・
回
収

 

（
注
）
こ
の
と
き
、
単
な
る
契
約
申
込
書
の
受
領
・
回
収
又
は
契
約
申
込
書
の
誤
記
・
記
載
漏
れ
・
必
要
書
類
の

添
付
漏
れ
の
指
摘
を
超
え
て
、
契
約
申
込
書
の
記
載
内
容
の
確
認
等
ま
で
行
う
場
合
は
、
媒
介
に
当
た
る
こ

と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 

ハ
．
住
宅
ロ
ー
ン
等
の
説
明
会
に
お
け
る
一
般
的
な
住
宅
ロ
ー
ン
商
品
等
の
仕
組
み
・
活
用
法
等
に
つ
い
て
の
説
明

 

ニ
．
勧
誘
行
為
を
せ
ず
、
単
に
顧
客
を
貸
 
業
者
に
紹
介
す
る
業
務

 

（
注
）
上
記
「
紹
介
」
に
は
、
以
下
の
行
為
を
含
む
。

 

ａ
．
当
該
業
者
の
店
舗
に
、
貸
 
業
者
が
自
ら
を
紹
介
す
る
宣
伝
媒
体
を
据
え
置
く
こ
と
又
は
掲
示
す
る
こ

1
7

7
 

 

Ⅷ
－
２
 
業
務
の
透
明
性
の
確
保

 
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
業
務
方
法
の
変
更
や
事
故
等
の
発
生
等
に
つ
い
て
は
、
資
 
需
要
者
等
に
対
し
重
大
な
影
響

を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
は
、
資
 
需
要
者
等
の
視
点
に
立
っ
た
正
確
か
つ
公
正
な
情
報
を
資

 
需
要
者
等
に
迅
速
に
伝
達
す
る
必
要
が
あ
り
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
が
業
務
の
透
明
性
を
確
保
し
、
説
明
責
任
を
果

た
す
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
信
頼
性
が
高
ま
る
こ
と
と
な
る
。

 
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
 （
１
）
主
な
着
眼
点

 
①
 
業
務
方
法
の
変
更
（
営
業
所
等
の
閉
鎖
の
決
定
等
）
や
事
故
等
の
発
生
等
に
お
い
て
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益

の
保
護
に
影
響
を
も
た
ら
す
と
判
断
し
た
場
合
の
情
報
開
示
の
方
法
等
を
規
定
し
た
社
内
規
則
等
を
定
め
、
役
職

員
が
社
内
規
則
等
に
基
づ
き
適
切
な
取
扱
い
を
行
う
よ
う
、
社
内
研
修
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
か
。 

②
 
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
に
影
響
を
も
た
ら
す
情
報
が
迅
速
か
つ
適
切
に
公
表
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、

公
表
す
る
情
報
は
、
資
 
需
要
者
等
に
必
要
な
情
報
が
わ
か
り
易
く
表
示
さ
れ
、
ま
た
、
資
 
需
要
者
等
か
ら
の

問
合
せ
に
対
し
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 
 （
２
）
監
督
手
法
・
対
応

 
情
報
開
示
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
で
規
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
が
自
己
責
任
原
則
に
則

り
、
経
営
判
断
に
基
づ
き
行
う
も
の
で
あ
り
、
上
記
着
眼
点
の
対
応
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
直
ち

に
監
督
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
な
い
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
資
 
需
要
者
等
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
資
 
需
要
者
等
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
可
能
性

が
あ
る
情
報
に
つ
い
て
、
故
意
に
情
報
開
示
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
等
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
適
切
性
の
観
点
か
ら

検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。
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1
8

0
 

 

に
機
能
す
る
内
部
管
理
部
門
の
態
勢
（
業
容
に
応
じ
て
、
内
部
監
査
態
勢
）
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

 
ハ
．
営
業
所
等
に
個
人
情
報
の
保
管
の
た
め
の
適
切
な
設
備
、
資
 
需
要
者
等
か
ら
の
苦
情
対
応
及

び
帳
簿
の
閲

覧
の
た
め
の
場
所
等
が
確
保
さ
れ
る
な
ど
、
当
該
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
規
模
･
特
性
等
に
応
じ
て
、
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
運
営
を
行
う
た
め
の
必
要
か
つ
十
分
な
設
備
が
整
っ
て
い
る
か
。

 
ニ
．
申
請
者
が
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
を
含
む
。
）
の
場
合
、
法
人
の

定
款
又
は
寄
付
行
為
等
に
法

人

の
目
的
と
し
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
（
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る

）
を
営
む

こ
と
が
含
ま

れ
て
い
る
か
。

 
ホ
．
常
務
に
従
事
す
る
役
員
の
う
ち
に
貸
付
け
の
業
務
に
３
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
又

は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
あ
る
か
（
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
申
請
者

が
貸

付
け

の
業

務
に

３
年

以
上

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

者
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認

め
ら
れ
る
者
で
あ
る
か
。
）
。
ま
た
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
務
を
営
む
営
業
所
等
ご
と
に
貸
付
け
の

業
務
に
１
年

以
上

従
事

し
た

者
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

が
常

勤
の

役
員

又
は

使
用

人

と
し
て
１
人
以
上
在
籍
し
て
い
る
か
。

 
（
注
１
）「

常
務
に
従
事
」
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
通
常
の
業
務
執
行
の
内
容
及
び

態
様
を
基
本
的
に
把
握
で
き
る
だ
け
の
実
態
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
で
判
断
さ
れ
る
。
必
ず
し
も
「
常
勤

」

ま
で
は
求
め
ら
れ
な
い
が
、
例
え
ば
取
締
役
会
の
開
催
日
だ
け
出
勤
し
て
い
る
程
度
で
は
常
務
に
従
事
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
（
注
２
）「

常
勤
」
に
つ
い
て
は
、
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
営
業
時
間
内
に
そ
の
営
業
所
等
に
常

時
駐
在
す
る

こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
当
該
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
営
業
の
実
態
及
び
社
会
通
念
に
照

ら
し
、
相
応
の
勤
務
実
態
が
必
要
で
あ
る
。

 
（
注
３
）
常

務
に
従
事
す
る
役
員
の
う
ち
に
貸
付
け
の
業
務
に
３
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
審
査
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に

応
じ
て
、
３
年
以
上
従
事
し
た
経
験
が
あ
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
客
観

的
に
明
ら
か
に
で
き
る
資
料
等
の
提
出
を
受
け
、
検
証
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 ③

 
申

請
者

が
パ

チ
ン

コ
そ

の
他

設
備

を
設

け
て

客
の

射
幸

心
を

そ
そ

る
お

そ
れ

の
あ

る
遊

技
を

さ
せ

る
営

業
を

兼
業
し
て
い
る
場
合
は
、
以
下
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 
イ
．
兼
業
す
る
業
務
を
営
む
当
該
営
業
所
の
同
一
敷
地
内
に
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
店
舗
を
設
置

し
て
い
な
い

こ
と
。

 
ロ
．
兼
業
す
る
業
務
を
営
む
当
該
営
業
所
の
利
用
者
を
対
象
と
し
た
貸
付
け
の
勧
誘
又
は
広
告
を
行

わ
な
い
こ
と
。
 

 ④
 
登
録
申
請

時
に
お
い
て
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
に
加
入
す
る
予
定
が
な
い
者
に
対
し
て
は
、
以
下

の

事
項
を
通
知
し
て
周
知
す
る
と
と
も
に
適
切
な
対
応
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
イ
．
協
会
規
則
を
考
慮
し
た
社
内
規
則
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 
ロ
．
協
会
規
則
に
改
正
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
直
ち
に
社
内
規
則
の
見
直
し
を
行

う
必
要
が
あ

る
こ
と
。

 
1

7
9

 

 

と
。

 

ｂ
．
当
該
業
者
と
貸
 
業
者
の
関
係
又
は
当
該
貸
 
業
者
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
こ
と
。

 

ｃ
．
貸
 
業
者
の
サ
イ
ト
へ
の
単
な
る
リ
ン
ク
の
設
定
の

み
を
行
い
、
資
 
の
貸
付
を
内
容
と
す
る
契
約
の

締
結
に
至
る
交
渉
や
手
続
は
当
該
貸
 
業
者
と
顧
客
と
の
間
で
行
い
、
契
約
締
結
に
当
た
り
当
該
業
者
は

関
与
を
も
た
な
い
こ
と
。

 

 

Ⅷ
－

３
－
１
－

２
 

登
録
申

請
等

に
係
る

事
務

処
理

 
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
の
申
請
並
び
に
変
更
及
び
登
録
簿
の
閲
覧
等
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お

り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

 （
１
）
登
録
申
請
書
、
届
出
書
の
受
理

 

登
録
申
請
書
及
び
変
更
の
届
出
の
受
理
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、
不
適
切
な
場
合
に
は
そ
の
是
正

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

イ
．
資
 
需
要
者
等
に
公
的
機
関
又
は
 
融
機
関
の
ご
と
き
誤
解

を
与
え
、
取
引
の
公
正
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

商
号
又
は
名
称
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

 

ロ
．
２
以
上
の
商
号
又
は
名
称
を
使
用
し
て
、
２
以
上
の
登
録
の
申
請
を
し
て
い
な
い
こ
と
。

 
 

 （
２
）
登
録
の
申
請
の
審
査

 

①
 
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
運
営
を
行
う
こ
と
に
疑
義
が
あ
る
場
所
を
営
業
所
等
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
や
、
他
人

に
成
り
す
ま
す
又
は
他
人
の
名
義
を
借
り
て
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
登
録
を
行
う
な
ど
、
登
録
行
政
庁
を
欺
き
 

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
は
、
虚
偽
記
載
又
は
不
正
な
手
段
に
よ
る
登
録
と
な
る
た
め
、
特
に
、

新
規
の
登
録
申
請
に
当
た
り
、
登
録
申
請
者
（
法
人
の
役
員
を
含
む
。
）
や
重
要
な
使
用
人
を
財
務
局
に
招
聘
し
て

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
又
は
営
業
所
等
の
現
地
調
査
を
行
う
な
ど
、
不
適
切
な
登
録
申
請
を
排
除
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

 

 

②
 
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

1
5
条
第
１
号
タ
に
規
定
す
る
「
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足

り
る
能
力
を
有
し
な
い
者
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
登
録
申
請
書
及
び
同
添
付
書
類
を
も
と

に
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
実
地
調
査
等
に
よ
り
検
証
し
、
特
に
以

下
の
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
Ⅲ
－

３
－
１
－
３
（
７
）
も
参
照
す
る
。

 

イ
．
申
請
者
の
社
内
規
則
等
は
認
定
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
協
会
の
自
主
規
制
規
則
と
同
等
の
社
内
規
則
等
と
な

っ
て
い
る
か
。

 

ロ
．
社
内
規
則
等
並
び
に
本
監
督
指
針
Ⅲ
－
１
、
Ⅲ
－
２
及
び
Ⅷ
－
１
に
掲
げ
た
主
な
留
意
事
項
に
つ
い
て
、
当

該
貸
 
業
貸
付
媒
介
業
者
の
規
模
・
特
性
等
か
ら
み
て
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る

か
。

 

特
に
、
組
織
態
勢
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
等
遵
守
の
た
め
の
態
勢
を
含
め
、
相
互
牽
制
機
能
が
有
効
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別

紙
１
）
 

 

立
入

検
査

の
基

本
的

手
続

 

 本
基

本
手

続
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

過
程

に
お

い
て

、
金

融
庁

及
び

金
融

庁
長

官
か

ら
委

任
を

受
け
て
財
務
局
 

福
岡

財
務

支
局

及
び

沖
縄

総
合

事
務

局
を

含
む

。
以
下
同

じ
。
）
が

実
施
す

る
法

令
に
基
づ
く
立
入

検
査
 

以
下
、「

立
入
検
査

」
と
い

う
。
）
に

係
る
基
本

的
な
手
続

を
示
し
た

も
の

で
あ
る
。
 

立
入
検
査
は
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
を

実
施
す
る

上
で
の
一

手
段
で
あ

る
。
他
方

で
、
立
入
検

査
は
被

検
査

金
融

機
関

 
立

入
検

査
を

受
検

す
る

預
金

取
扱

等
金

融
機

関
、

保
険

会
社

等
の

金
融

機
関

を

い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
大

き
な

負
担

等
を

も
た

ら
す

お
そ

れ
が

あ
り

、
被

検
査
金
融

機
関
の
理

解

と
協
力
が
あ
っ
て

実
施
で

き
る
も
の

で
あ
る
。

 

そ
の
た
め
、
検

査
官
及

び
被
検
査

金
融
機
関

双
方
が
、
立

入
検
査

の
実
施
手

続
を
理
解

し
、
適
正

な
プ
ロ
セ
ス
に
則

っ
て
、

円
滑
か
つ

効
果
的
な

立
入
検
査

を
実
施
す

る
こ
と
が

重
要
で
あ

る
。
 

し
た

が
っ

て
、

本
基

本
手

続
に

つ
い

て
被

検
査

金
融

機
関

に
説

明
す

る
と

と
も

に
、

規
定

外
の

取
扱
い
を
行
う
際

に
は
、

随
時
、
被

検
査
金
融

機
関
へ
説

明
す
る
等

の
配
慮
が

必
要
で
あ

る
。
 

上
記
を
踏
ま
え

、
立
入

検
査
は
、

原
則
と
し

て
、
以
下

の
手
続
に

基
づ
き
実

施
す
る
。

 

 １
．
立
入
検
査
開

始
前
 

 
１
）
予
告
 

立
入
検
査

の
効

率
性

の
観

点
か

ら
、
原
則
と

し
て

、
被

検
査

金
融

機
関

に
対

し
て

立
入
開

始
前
に
予
告

を
行

う
。

 

た
だ
し
、
実
効

性
の

あ
る
実
態

把
握
の
確

保
の
観
点

か
ら
、
必
要
と
認

め
る

場
合

に
は
、

無
予
告
で
立

入
検

査
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
２
）
予
告
か

ら
立
入

検
査
開
始

ま
で
の
期

間
 

予
告
を

行
う
場

合
、
検
査

通
知
書
の

交
付
等
に

よ
り
被
検

査
金
融
機

関
に
通
知

す
る
。
 

そ
の
後
、
被
検

査
金

融
機
関
と

調
整
の
上

、
検

査
班
及

び
被

検
査

金
融

機
関

双
方

の
準
備

が
可

能
と

な
る

立
入

開
始

予
定

日
を

別
途

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
立

入
検

査
開

始
ま

で
に

立
入
を
行
う

検
査

官
名

を
伝

達
す

る
 
検

査
途

中
で

変
更

が
あ

れ
ば

、
そ
の

都
度

、
伝
達
す

る
。
）
。

 

な
お
、
当
該

通
知

後
、
自

然
災

害
の

発
生
等

や
む
を
得

な
い
事
情

に
よ
り
、
検

査
の
実
施

が
困
難
に
な

っ
た

と
認

め
ら

れ
、
立
入
開
始

を
変
更
又

は
中
止
す

る
場
合
に

は
、
速

や
か
に

被
検
査
金
融

機
関

に
連

絡
す

る
。

 

 
３
）
事
前
に

資
料
等

を
求
め
る

際
の
留
意

事
項
 

主
任
検
査

官
は

、
予
告

後
、
立

入
開

始
前

に
、
被

検
査
金

融
機
関
に

対
し
て
、
事
前

に
求

め
る
資
料
等

の
記

載
内

容
等

を
説

明
し

、
提

出
期
限
等
を

示
し

て
資

料
等

を
求

め
る

。
事
前

に
資
料
等
を

求
め

る
に

当
た

っ
て

は
、
以
下

に
定
め
る

点
に
十
分

留
意
す
る

と
と
も

に
、
日

常
的

な
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
等

で
徴

求
し

た
資

料
等

の
活

用
に

努
め

、
当

該
事

前
に

求
め

る
資

1
8

1
 

 

 Ⅷ
－
３
－
２
 
非
協
会
員
に
対
す
る
広
告
の
写
し
等
の
徴
収

 
 
 
非
協
会
員
に
対
し
て
は
、
 
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
第

3
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
年
の
四
半
期
毎
に
、
前

四
半
期
に
出
稿
し
た
広
告
等
（
Ⅷ
－
１
－
５
（
２
）
②
の
「
広
告
」
及
び
③
の
「
勧
誘
」
を
い
う
。
）
の
写
し
又
は
そ
の

内
容
が
わ
か
る
も
の
を
遅
滞
な
く
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

 

   

127

日本取引所金融商品取引法研究　第22号 (2022.3)



  
3

  
 

  

す
る
な
ど
、
両
者
で
十
分
な
意
見
交
換
を
行
う
。
 

 
３
）
資
料
等
を
求
め
る
際
の
留
意
事
項
 

検
査
官
は
、
被
検
査
金
融
機
関
の
業
務
の
的
確
な
実
態
把
握
及
び
そ
の
適
切
性
の
検
証

を
行
う
観
点
か
ら
、
主
任
検
査
官
の
承
認
の
下
で
、
随
時
、
資
料
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

な
お
、
資
料
等
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
被
検
査
金
融
機
関
の
負
担
へ
の
配
慮
や
、
効

率
的
・
効
果
的
な
立
入
検
査
の
実
施
の
観
点
か
ら
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。
 

①
 
資
料
等
の
必
要
性
や
重
複
を
十
分
検
討
の
上
、
必
要
な
限
度
と
す
る
。
 

②
 
原
則
、
被
検
査
金
融
機
関
の
既
存
資
料
等
を
活
用
す
る
が
、
既
存
資
料
等
以
外
の
資

料
の
提
出
を
求
め
る
場
合
に
は
、
必
要
と
す
る
記
載
内
容
等
を
満
た
す
限
り
、
そ
の
様

式
を
問
わ
な
い
。
 

③
 
資
料
等
の
提
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
検
査
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
限
り
、
電
子
媒

体
に
よ
る
提
出
、
検
査
会
場
へ
の
備
え
置
き
に
よ
る
提
出
等
を
認
め
る
。
 

④
 
提
出
期
限
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
被
検
査
金
融
機
関
の
対
応
能
力
や
事
務
負
担
に

配
慮
す
る
。
 

 
４
）
検
証
 

検
査
官
は
、
立
入
中
に
お
け
る
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。
 

①
 
被
検
査
金
融
機
関
と
の
間
に
お
け
る
対
話
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、

相
手
の
説
明
及
び
意
見
を
よ
く
聞
く
と
と
も
に
、
当
方
の
考
え
方
を
伝
え
る
場
合
に
は
、

監
督
指
針
の
ほ
か
、
分
野
別
の
「
考
え
方
と
進
め
方
」
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
根
拠
等
も
添

え
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

②
 
被
検
査
金
融
機
関
に
対
し
て
問
題
点
の
指
摘
や
課
題
の
共
有
を
行
い
、
そ
れ
に
対
す

る
被
検
査
金
融
機
関
の
認
識
の
確
認
を
行
う
場
合
は
、
認
識
の
明
確
化
を
図
る
た
め
、

原
則
と
し
て
書
面
を
利
用
す
る
。
 

③
 
被
検
査
金
融
機
関
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
等
経
営
判
断
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

社
外
取
締
役
等
を
含
め
、
幅
広
い
役
職
員
と
対
話
を
行
う
な
ど
、
慎
重
な
実
態
把
握
に

努
め
る
ほ
か
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
指
摘
や
課
題
の
共
有
を
行
う
場
合
は
、
極
め
て
慎

重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
 

 
５
）
実
地
調
査
 

被
検
査
金
融
機
関
の
実
態
把
握
や
そ
の
業
務
の
適
切
性
の
検
証
を
効
果
的
に
行
う
た
め

に
、
必
要
に
応
じ
て
、
検
査
官
が
、
被
検
査
金
融
機
関
の
役
職
員
が
現
に
業
務
を
行
っ
て
い

る
施
設
、
資
料
保
管
場
所
等
に
直
接
赴
き
、
原
資
料
等
を
適
宜
抽
出
・
閲
覧
等
を
行
い
つ
つ
、

業
務
運
営
に
つ
い
て
調
査
 
以
下
、
「
実
地
調
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
。
 

実
地
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
立
入
検
査
が
被
検
査
金
融
機
関
の
協
力
の
下
、
実
施

さ
れ
る
こ
と
に
留
意
し
、
被
検
査
金
融
機
関
の
物
件
を
閲
覧
し
、
又
は
、
提
出
を
受
け
る
際

に
は
、
そ
の
承
諾
を
得
る
と
と
も
に
、
以
下
の
要
領
で
行
う
。
 

①
 
実
地
調
査
は
、
立
入
検
査
の
効
果
的
な
実
施
の
観
点
か
ら
、
検
査
上
の
必
要
性
、
事
務

量
、
前
回
検
査
結
果
等
を
勘
案
の
上
、
予
告
を
行
う
か
又
は
無
予
告
で
行
う
か
を
判
断

す
る
。
予
告
す
る
場
合
は
、
事
前
に
対
象
場
所
や
日
程
等
を
被
検
査
金
融
機
関
に
通
知

  
2

  
 

  

料
等
は
必
要
な
も
の
に
限
定
す
る
。
 

①
 
原
則
、
被
検
査
金
融
機
関
の
既
存
資
料
等
を
活
用
す
る
。
 

②
 
提
出
を
求
め
る
資
料
等
に
つ
い
て
は
、
主
任
検
査
官
が
、
予
め
、
口
頭
又
は
書
面
に
よ

り
提
示
す
る
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
被
検
査
金
融
機
関
よ
り
提
出
さ
れ
る
資
料
等
は
、
必

要
と
す
る
記
載
内
容
等
を
満
た
す
限
り
受
領
す
る
。
 

③
 
検
査
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
限
り
、
電
子
媒
体
に
よ
る
資
料
等
の
提
出
、
検
査
会

場
に
お
け
る
資
料
等
の
備
え
置
き
等
の
対
応
を
認
め
る
。
 

④
 
提
出
期
限
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
被
検
査
金
融
機
関
の
対
応
能
力
や
事
務
負
担
 

に
配
慮
す
る
。
 

 
４
）
被
検
査
金
融
機
関
に
対
す
る
重
要
事
項
の
事
前
説
明
等
 

主
任
検
査
官
は
、
立
入
開
始
前
に
 
無
予
告
の
場
合
は
、
立
入
開
始
後
、
速
や
か
に
）
、

以
下
の
対
応
を
行
う
。
な
お
、
そ
の
際
、
必
要
に
応
じ
て
、
被
検
査
金
融
機
関
の
承
諾
を
得

て
、
被
検
査
金
融
機
関
の
施
設
内
で
説
明
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

①
 
被
検
査
金
融
機
関
に
対
し
て
、
別
紙
１
－
２
に
定
め
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
説
明
を

行
い
、
立
入
初
日
ま
で
に
 
無
予
告
の
場
合
は
、
立
入
開
始
後
、
速
や
か
に
）
、
代
表
権

を
有
す
る
役
員
よ
り
承
諾
を
得
る
。
 

②
 
立
入
検
査
の
円
滑
な
実
施
の
観
点
か
ら
、
必
要
な
庶
務
事
項
等
に
つ
い
て
被
検
査
金

融
機
関
と
協
議
す
る
。
 

③
 
必
要
に
応
じ
て
、
被
検
査
金
融
機
関
よ
り
、
検
証
対
象
と
し
て
い
る
分
野
等
に
つ
い

て
説
明
を
受
け
る
。
 

 ２
．
立
入
検
査
中
 

 
１
）
検
査
命
令
書
等
の
提
示
 

主
任
検
査
官
は
、
無
予
告
で
実
施
す
る
立
入
検
査
の
開
始
に
際
し
て
は
、
被
検
査
金
融
機

関
の
役
員
そ
の
他
の
責
任
者
に
対
し
て
、
検
査
命
令
書
及
び
金
融
庁
等
の
職
員
が
立
入
検

査
の
際
に
携
帯
す
べ
き
身
分
証
明
書
を
提
示
し
て
、
立
入
検
査
を
行
う
旨
を
告
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
立
入
を
行
う
検
査
官
名
を
伝
達
す
る
(
立
入
途
中
で
変
更
が
あ
れ

ば
、
そ
の
都
度
、
伝
達
す
る
。
)
。
 

ま
た
、
予
告
・
無
予
告
を
問
わ
ず
、
立
入
中
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
金

融
庁
等
の
職
員
が
立
入
検
査
の
際
に
携
帯
す
べ
き
身
分
証
明
書
を
提
示
す
る
。
 

 
２
）
外
部
監
査
人
 
会
計
監
査
人
）
と
の
意
見
交
換
 

 
 
 
 
外
部
監
査
人
 
会
計
監
査
人
）
と
の
意
見
交
換
は
、
主
任
検
査
官
の
判
断
又
は
外
部
監
査

人
の
要
請
に
応
じ
、
被
検
査
金
融
機
関
及
び
外
部
監
査
人
の
同
意
を
得
た
上
で
、
以
下
の

点
に
留
意
し
て
実
施
す
る
。
 

①
 
意
見
交
換
の
実
施
に
先
立
ち
、
当
該
意
見
交
換
の
場
に
お
け
る
外
部
監
査
人
と
被
検

査
金
融
機
関
と
の
間
で
の
守
秘
義
務
が
解
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

②
 
意
見
交
換
に
当
た
っ
て
は
、
被
検
査
金
融
機
関
に
対
す
る
外
部
監
査
の
状
況
及
び
経

営
実
態
に
関
す
る
外
部
監
査
人
の
認
識
等
の
確
認
や
、
検
査
班
が
把
握
し
た
問
題
点
、

そ
の
判
断
根
拠
等
を
外
部
監
査
人
に
伝
え
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
見
解
を
直
接
確
認
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７
）
立
入
検

査
の
中

断
 

以
下
の

場
合
等

に
お
い
て

は
、
立
入

検
査
を
中

断
す
る
こ

と
が
で
き

る
。
 

①
 

被
検

査
金

融
機

関
側

の
作

業
に

長
期

間
を

要
し

た
り

、
一

旦
帰

庁
し

検
証

・
分

析
す

る
な

ど
、

立
入

中
断

が
効

率
的

な
立

入
検

査
の

実
施

の
観

点
か

ら
適

切
と

認
め

ら
れ

る

場
合

 

②
 

自
然

災
害

、
大

規
模

な
シ

ス
テ

ム
ダ

ウ
ン

等
の

重
大

な
事

由
の

発
生

に
よ

り
、

立
入

検
査

の
継

続
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場
合

 

 
８
）
そ
の
他

の
留
意

事
項
 

①
 
主
任

検
査

官
は

、
立

入
中

、
被
検

査
金

融
機
関

と
の
間
で

、
定
期
的

に
以
下
の

点
に
つ

い
て

、
情

報
・

意
見

交
換

を
行

う
。

 

イ
．
立

入
検
査

の
進
捗
状

況
 

ロ
．
被

検
査
金

融
機
関
の

検
査
対
応

の
状
況
 

ハ
．
検

査
実
施

に
関
す
る

要
望
事
項

 

な
お
、
主
任

検
査

官
は

、
被

検
査
金

融
機

関
の

求
め
に
応

じ
、
立
入

終
了

を
見

込
む
こ
と

が
可
能
な
段

階
で

、
そ

の
立

入
終

了
見

込
み

を
示

す
こ

と
が

で
き

る
。

 

②
 

同
一

金
融

グ
ル

ー
プ

内
の

複
数

の
金

融
機

関
に

対
し

て
同

時
期

に
立

入
検

査
を

実
施

す
る

場
合

や
同

一
テ

ー
マ

に
つ

い
て

複
数

の
金

融
機

関
に

対
し

て
横

断
的

な
立

入
検

査

を
実

施
す

る
場

合
に

は
、

各
検

査
班

は
、

相
互

に
必

要
な

連
携

を
図

る
な

ど
、

立
入

検

査
の

効
率

的
・

効
果

的
な

実
施

に
努

め
る

。
 

③
 

被
検

査
金

融
機

関
か

ら
の

申
出

に
よ

る
立

入
検

査
へ

の
第

三
者

立
会

い
に

つ
い

て
は

、

特
段

の
事

情
が

あ
る

と
主

任
検

査
官

が
判

断
す
る

場
合
を
除

き
、
こ
れ

を
認
め
な

い
。
 

④
 

被
検

査
金

融
機

関
の

役
職

員
等

に
対

し
、

質
問

を
行

う
場

合
又

は
資

料
等

を
求

め
る

場
合

に
は

、
原

則
と

し
て

、
被
検
査

金
融
機
関

の
就
業
時

間
内
に
行

う
。
た

だ
し
、
や
む

を
得

ず
就

業
時

間
外

に
行

う
必

要
が

あ
る

と
主

任
検

査
官

が
判

断
し

た
場

合
で

あ
っ

て
、

相
手

方
の

了
解

を
得

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で
は

な
い
。
 

 ３
．
立
入
検
査
終

了
後
 

 
１
）
検
査
結

果
通
知

書
等
の
交

付
 

主
任
検

査
官

は
、
立
入

検
査

を
通

じ
把

握
し

た
事

項
、
問
題

点
・
課
題

を
と

り
ま

と
め

た

検
査
報
告
書

を
作

成
す

る
。

 

検
査
担

当
局

長
 

財
務

局
に

お
い

て
は

、
財
務

局
長
、
福

岡
財
務
支

局
長
及
び

沖
縄
総
合

事
務
局
長
）
は

、
本
報

告
書

そ
の

他
立

入
検
査

に
お
け
る

検
査
内
容

を
審
査
し

、
立

入
検
査

を
通
じ
把
握

さ
れ

た
事

項
、
問

題
点
・
課
題

の
軽

重
に

応
じ

て
 

意
見

申
出

に
関
す

る
審
理

結
果
が
あ
る

場
合

に
は

そ
の

結
論

等
を

十
分

に
踏

ま
え

）
、
検

査
結

果
通

知
書

等
を

作
成

し
、

被
検
査
金
融

機
関

に
交

付
す

る
。 

な
お
、
被

検
査
金
融

機
関
を
子

会
社
と
す

る
金
融
持

株

会
社

が
あ

る
場

合
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

当
該

持
株

会
社

に
対

し
て

被
検

査
金

融
機

関
の

検
査
結
果
通

知
書

 
写

）
を

交
付

す
る

。
）

 

そ
の

際
、

被
検

査
金

融
機

関
に

対
し

て
、

検
査

結
果

通
知

書
等

の
内

容
に

つ
い

て
は

後

日
、
照
会
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

旨
を

説
明

す
る

。
 

  
4

  
 

  

す
る
。
 

②
 
主
任
検
査
官
は
、
実
地
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
を
検
査
官
に
周
知

徹
底
す
る
。
 

イ
．
実
地
調
査
の
実
施
が
、
極
力
、
被
検
査
金
融
機
関
の
営
業
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う

に
配
慮
す
る
。
 

ロ
．
役
職
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
個
人
所
有
物
な
ど
、
業
務
に
係
る
物
件
以
外

の
物
件
に
つ
い
て
、
閲
覧
を
求
め
な
い
。
業
務
に
係
る
物
件
か
そ
れ
以
外
の
物
件
か
の

判
断
が
困
難
な
場
合
は
、
相
手
方
の
承
諾
を
得
た
上
で
、
そ
の
判
断
に
必
要
な
限
度
で

確
認
を
行
い
、
判
断
す
る
。
 

ハ
．
調
査
は
複
数
の
検
査
官
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
被
検
査
金
融
機
関
の
責
任
者

等
一
人
以
上
を
立
ち
会
わ
せ
る
。
 

③
 
実
地
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
と
す
る
施
設
等
に
置
か
れ
て
い
る
全
て
の

業
務
に
係
る
物
件
の
中
か
ら
、
立
入
検
査
に
必
要
な
原
資
料
等
を
適
宜
抽
出
し
た
上
で
、

閲
覧
を
求
め
る
。
 

④
 
上
記
③
に
お
い
て
閲
覧
を
求
め
た
原
資
料
等
を
、
実
地
調
査
を
行
う
施
設
等
以
外
に

持
ち
出
す
等
の
場
合
に
は
、
管
理
簿
な
ど
で
適
切
に
管
理
す
る
。
 

 
６
）
立
入
検
査
終
了
手
続
 
エ
グ
ジ
ッ
ト
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）
 

主
任
検
査
官
等
 
主
任
検
査
官
又
は
検
査
担
当
課
室
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
立
入

検
査
中
の
適
宜
の
時
期
に
、
把
握
し
た
事
項
や
問
題
点
・
課
題
を
整
理
し
関
係
部
局
の
幹

部
等
に
報
告
を
行
い
、
当
局
と
し
て
の
認
識
共
有
を
図
る
。
 

そ
の
上
で
、
主
任
検
査
官
等
は
、
立
入
終
了
に
当
た
り
、
被
検
査
金
融
機
関
の
役
員
と
の

間
で
以
下
の
対
応
を
行
う
。
 

①
 
上
記
 
４
）
に
即
し
て
行
わ
れ
た
書
面
等
を
含
め
、
被
検
査
金
融
機
関
と
の
間
で
の
対

話
の
内
容
を
確
認
す
る
。
 

②
 
特
に
、
立
入
の
過
程
で
把
握
し
た
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
両
者
の
間

で
認
識
の
相
違
が
な
い
こ
と
の
確
認
を
十
分
行
う
。
 

③
 
ま
た
、
主
任
検
査
官
等
は
、
立
入
を
通
じ
て
把
握
し
た
問
題
点
・
課
題
に
つ
い
て
伝
達

し
、
こ
れ
に
対
す
る
被
検
査
金
融
機
関
の
認
識
を
聴
取
し
、
そ
の
時
点
で
の
主
任
検
査

官
等
と
被
検
査
金
融
機
関
と
の
間
の
認
識
の
一
致
及
び
相
違
を
確
認
す
る
。
な
お
、
こ

の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
前
述
 
４
）
②
の
書
面
を
利
用
す
る
な
ど
、
明
確

化
を
図
る
。
 

④
 
立
入
検
査
に
お
け
る
最
終
的
な
見
解
は
、
原
則
と
し
て
検
査
結
果
通
知
等
に
よ
り
示

さ
れ
る
旨
を
被
検
査
金
融
機
関
に
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
必
要
が
あ

れ
ば
再
度
立
入
検
査
を
行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
 

 
注
）
立
入
検
査
は
、
検
査
実
施
日
 
予
告
を
行
う
立
入
検
査
の
場
合
は
予
告
日
、
無
予
告

で
行
う
立
入
検
査
の
場
合
は
立
入
開
始
日
）
よ
り
開
始
し
、
原
則
、
検
査
結
果
通
知
等

を
も
っ
て
終
了
と
す
る
。
な
お
、
検
査
結
果
通
知
等
を
発
出
し
な
い
場
合
は
、
別
途
、

主
任
検
査
官
等
よ
り
検
査
結
果
の
伝
達
方
法
と
立
入
検
査
の
終
了
時
期
に
つ
い
て
被

検
査
金
融
機
関
へ
連
絡
す
る
。
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注
）
主
任

文
書

管
理

者
等

と
は
、
金
融

庁
行

政
文

書
管
理

規
則
で
定

め
る
主
任

文
書
管
理

者
、
文

書
管

理
者
 

財
務

局
に

お
い

て
は
、
財
務

局
文

書
管

理
規

則
等

で
定

め
る

文
書

管
理
者

）
を
い
う

。
 

 
４
）
検
査

関
係

情
報

の
取

扱
い

 

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

の
過
程
の

情
報
は
、
当

局
か
ら

の
質
問
、
指
摘

、
要

請
や

金
融

機
関

の
経

営
内
容
や

対
話

の
過

程
等
を
内

容
と
し
て

お
り
、
適

正
に
管
理

さ
れ
る
必

要
が
あ
る

。
 

そ
の

中
で

も
特

に
、

法
令

に
基

づ
く

行
政

調
査

手
続

で
あ

る
立

入
検

査
に

関
す

る
情

報

 
以
下
「

検
査

関
係

情
報

）
」 

注
１

）
と

い
う
。
）
は

、
当

局
の

問
題

意
識

や
金

融
機

関
や

取
引

先
の

極
め

て
機

微
な

情
報

が
含

ま
れ

て
お

り
、

こ
れ

が
当

局
の

関
知

し
な

い
と

こ
ろ

で
、
第
三
者

へ
開

示
さ

れ
た

場
合

に
は

、
将
来

の
立

入
検

査
に

お
い

て
、
正

確
な

事
実

の
把

握
や
対
話

を
困

難
に

す
る
な
ど

、
立

入
検
査
の

実
効
性
を

損
ね
る
お

そ
れ
が
あ

る
ほ
か
、
対

象
金

融
機

関
及

び
取

引
先

の
正

当
な

利
益

等
を

害
し

、
ひ

い
て

は
金

融
情

勢
全

般
に

不
測

の
影
響
を

与
え

、
金
融

シ
ス

テ
ム

全
体

の
安
定
性

が
確
保
で

き
な
く
な

る
お
そ
れ

が
あ
る
。
 

こ
の
た

め
、
主
任

検
査
官

は
、
検
査

関
係
情
報

に
つ
い
て

、
当

局
の

事
前

の
承

諾
な

く
、

第
三
者
 
注

２
）
に

は
開

示
し

て
は

な
ら

な
い

旨
を
説
明

し
、
立

入
初

日
ま

で
に
 

無
予

告

の
場
合
は

、
立

入
開

始
後
、
速

や
か
に
）

こ
の
旨
の

承
諾
を
得

る
。
 

 
注
１

）
こ

こ
で

い
う
「
検

査
関

係
情

報
」
と
は

、
検
査
結

果
通
知
等

の
当
局
よ

り
還
元
さ

れ
た
立

入
検

査
の

結
果

だ
け

で
は

な
く

、
立

入
検

査
等
 

立
入

検
査

と
同

時
に

実
施

さ
れ

た
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

含
む

。
）

を
実

施
し

た
際

の
当

局
か

ら
の

質
問

、
指

摘
、

要
請
や

、
当

局
か
ら

の
指
示
で

作
成
・
提

出
し

た
資

料
、
そ
の
他

当
局
と
被

検
査
金

融
機

関
の

役
職

員
等

と
の

間
の

や
り

と
り

の
内

容
の

ほ
か

立
入

検
査

が
あ

っ
た

事

実
等
を

い
う

。
な
お

、
当
局

に
提
出

し
た

資
料

で
あ

っ
て

も
、
立

入
検
査
と

は
無

関

係
に
金

融
機

関
に

お
い

て
作

成
し

た
も

の
は

含
ま

れ
な

い
 

 
注
２

）
こ

こ
で

い
う
「
第

三
者

」
に

は
、
被

検
査

金
融

機
関

の
経

営
全

般
を

管
理

す
る

立

場
に

あ
る

銀
行

法
第

２
条

に
規

定
す

る
銀

行
又

は
銀

行
持

株
会

社
、

あ
る

い
は

保

険
業
法

第
２

条
に

規
定

す
る

保
険

会
社

又
は

保
険

持
株

会
社

は
含

ま
れ

な
い

。
 

 
 
 
 
ま

た
、
被
検

査
金

融
機

関
が

銀
行

又
は

保
険
会
社

の
場
合
は

、
上
記

に
加

え
、
被

検
査

金
融

機
関

の
経

営
全

般
を

管
理

す
る

立
場

に
あ

る
親

会
社

及
び

海
外

本
店

等

 
外
資

系
金

融
機

関
の

場
合

）
も

「
第

三
者

」
に

は
含

ま
れ

な
い

。
 

 
 
 
 
た

だ
し

、
上
記

の
「

第
三

者
」
に
含

ま
れ

な
い

持
株

会
社

等
は

、
事

前
に
所
定

の

様
式
の

「
承

諾
書

」
を

当
局

に
提

出
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

な
お
、
当

該
「

承
諾

書
」
は
、
被

検
査

金
融

機
関

の
持

株
会

社
等

が
交

代
す

る
等

、

経
営

管
理

体
制

等
に

変
更

が
無

い
限

り
、

再
度

の
提

出
は

要
し

な
い

。
 

 

５
．
そ
の
他
 

 
１
）
共
管

金
融

機
関

に
対

す
る

取
扱

い
 

 
 

 
 

共
管

金
融

機
関

に
対

す
る

検
査

権
限

を
有

す
る

他
の

省
庁

、
都

道
府

県
の

検
査

実
施

部

門
、
預
金

保
険

機
構

及
び

証
券

取
引

等
監

視
委

員
会
 
以

下
「

他
省
庁

等
」
と

い
う
。
）
と

同
時
に
検

査
を

実
施

す
る
際
に

は
、
本
基
本
手

続
の
趣
旨

を
踏
ま
え

つ
つ
、
他
省

庁
等

と
協

  
6

  
 

  

な
お
、
検
査
結
果
通
知
書
等
の
交
付
は
、
迅
速
な
審
査
の
上
、
立
入
終
了
後
、
出
来
る
限

り
早
期
に
行
う
。
 

な
お
、
書
面
で
通
知
す
る
ま
で
も
な
い
軽
微
な
問
題
点
・
課
題
に
つ
い
て
は
エ
グ
ジ
ッ
ト

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の
「
講
評
」
に
と
ど
め
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
等
の
継
続
的
な
対
話
を
行
っ

て
い
く
課
題
に
つ
い
て
は
「
当
局
所
見
」
又
は
「
検
査
結
果
通
知
」
、
重
要
な
問
題
点
・
課

題
に
つ
い
て
は
「
検
査
結
果
通
知
」
と
し
て
書
面
を
交
付
す
る
。
な
お
、
通
年
で
実
施
し
た

立
入
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
た
事
象
の
軽
重
に
よ
り
、「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
レ

タ
ー
」
と
「
検
査
結
果
通
知
」
を
使
い
分
け
る
。
 

 
２
）
検
査
結
果
に
基
づ
く
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 

立
入
検
査
は
金
融
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
一
手
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
、
検
査
官
と
継
続

的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
担
当
す
る
職
員
が
異
な
る
場
合
に
は
、
両
者
が
十
分
に
情
報
共
有
・

連
携
し
つ
つ
、
検
査
結
果
通
知
に
基
づ
く
法
令
上
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
場
合
に
と

ど
ま
ら
ず
、
立
入
検
査
を
通
じ
把
握
さ
れ
た
事
項
や
問
題
点
・
課
題
に
関
し
て
、
継
続
的
な

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
。
 

 ４
．
情
報
管
理
 

 
１
）
個
別
検
査
内
容
の
不
開
示
理
由
 

検
査
官
等
職
員
が
、
外
部
か
ら
、
個
別
の
被
検
査
金
融
機
関
に
対
す
る
立
入
検
査
等
の

内
容
等
 
立
入
検
査
が
あ
っ
た
事
実
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
照
会
を
受
け
た
際
は
、
原
則
と

し
て
以
下
の
理
由
か
ら
不
開
示
と
す
る
。
 

①
 
被
検
査
金
融
機
関
や
そ
の
取
引
先
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
や
そ
の
正
当
な
利
益
を

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

②
 
将
来
の
検
査
一
般
に
お
い
て
、
正
確
な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
す
る
な
ど
、
検
査
の

実
効
性
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

③
 
被
検
査
金
融
機
関
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
み
な
ら
ず
、
金
融
情
勢
全
般
に
不
測

の
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
安
定
性
が
確
保
さ
れ
な
い

お
そ
れ
が
あ
る
。
 

 
２
）
立
入
検
査
等
情
報
管
理
上
の
留
意
点
 

検
査
官
等
職
員
は
、
立
入
検
査
等
に
関
す
る
情
報
を
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の
法
令
、
一
般
的
な
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
定
等
に
即

し
て
、
適
切
に
管
理
す
る
。
そ
の
際
、
特
に
、
以
下
の
点
に
配
慮
す
る
。
 

①
 
立
入
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

②
 
立
入
検
査
等
に
関
す
る
情
報
を
検
査
・
監
督
の
目
的
以
外
に
は
使
用
 
た
だ
し
、
法
令

上
の
正
当
行
為
に
該
当
す
る
際
の
使
用
を
除
く
。
）
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

③
 
と
り
わ
け
、
被
検
査
金
融
機
関
の
秘
密
事
項
及
び
顧
客
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
に
係
る

情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
細
心
の
注
意
を
払
う
。
 

 
３
）
主
任
文
書
管
理
者
等
に
よ
る
実
態
把
握
等
 

主
任
文
書
管
理
者
等
及
び
主
任
検
査
官
は
、
各
職
員
が
上
記
の
点
を
含
め
、
適
切
に
情
報

を
管
理
し
て
い
る
か
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
。
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別

紙
１
－
２

）
 

 

重
要

事
項

一
覧

 

 

「
立
入
検
査
の

基
本
的
手

続
 

以
下

、「
本
基

本
手

続
」
と
い

う
。
）
」
の
「

１
． 

４
）
①
」
に
定

め
る
重
要
事
項
を

以
下
の
と

お
り

定
め

る
。

 

 

１
．
基
本
的
な
説

明
事
項
 

 
１
）
立
入
検

査
の
根
拠

 
法

令
根

拠
、

検
査

命
令

書
等

）
 

 
２
）
立
入
開

始
日
、
検

査
官

名
簿

、
主

な
検

証
範

囲
 

検
査

基
準

日
も
含
む

）
 

 

２
．
立
入
検
査
開

始
ま
で
に

 
無

予
告

の
場

合
は

、
立

入
開

始
後

、
速

や
か
に
）

調
整
す
る

事
項
 

 
１
）
事
前
に
提

出
を
求
め

る
資
料
等

の
記
載

内
容

、
提
出

期
限

、
提

出
方

法
、
資

料
作

成
に

当

た
っ
て
の

留
意

事
項

等
 

 
２
）
円
滑
な

立
入
検
査

を
実

施
す

る
観

点
か

ら
金

融
機

関
側

に
準

備
を
要
請

す
る
事
項

 

 
３
）
検
査
通

知
後
に
お

け
る

自
然

災
害

発
生

等
の

場
合

の
対

応
 

 
４
）
被
検
査

金
融
機
関

か
ら

の
要

望
 

 
５

）
立

入
検

査
期

間
中

の
被

検
査

金
融

機
関

と
の

意
思

疎
通

の
方

法
 

本
基

本
手

続
に

お
け

る
「
２
．
 
３

）
 
４

）
 

５
）

並
び

に
 

８
）

の
①

、
④

」
等

を
参

照
の

こ
と

）
 

 ３
．
立
入
検
査
に

お
け
る
留

意
事

項
 

役
職

員
に

周
知

を
依

頼
す

る
事

項
）
 

 
１
）
本
基
本

手
続
の
内

容
 

 
２
）
検
査
関

係
情
報
、
検
査

結
果

通
知

書
等

の
内

容
の

取
扱

い
上

の
注

意
 

本
基
本
手

続
に
お

け
る
「
４

．
 

４
）
」
を

参
照

の
こ

と
）

 

 
３
）
立
入
検

査
状
況
の

経
営

陣
へ

の
的

確
な

報
告

 

 
４
）
そ
の
他

主
任
検
査

官
が

適
切

と
判

断
す

る
留

意
事

項
 

 ４
．
各
種
制
度
に

関
す
る
説

明
事

項
 

外
部

監
査

人
と

の
意

見
交

換
 

外
部

監
査

人
の

金
融

機
関

に
対

す
る

守
秘

義
務

解
除

の
合

意

に
係
る
依
頼
を

含
む

）
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議
の
上
、
別
途
の
対
応
が
可
能
で
あ
る
。
 

 
２
）
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
と
の
連
携
 

被
検
査
金
融
機
関
が
、
複
数
の
業
態
の
金
融
機
関
を
含
む
金
融
関
連
グ
ル
ー
プ
に
属
し

て
い
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
グ
ル
ー
プ
全
体
の
統
合
的
な
リ
ス
ク
管
理
の
状
況

を
的
確
か
つ
効
率
的
に
検
証
す
る
観
点
等
か
ら
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
と
の
間
で
、
同

時
検
査
の
実
施
も
含
め
必
要
な
連
携
を
行
う
。
 

 
３
）
日
本
銀
行
等
と
の
連
携
 

立
入
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
日
本
銀
行
等
が
実
施
す
る
考
査
等
と
の
間
で
、
適

切
な
連
携
の
確
保
に
十
分
考
慮
す
る
。
 

 
４
）
立
入
検
査
の
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
場
合
の
対
応
 

本
基
本
手
続
に
お
い
て
示
し
た
基
本
的
な
手
続
等
は
、
被
検
査
金
融
機
関
の
理
解
と
協

力
を
前
提
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
た
う
え
で
、
な
お
適
正
な
検

査
に
著
し
く
支
障
を
及
ぼ
す
場
合
に
お
い
て
は
、
役
員
等
へ
の
改
善
を
求
め
る
な
ど
、
別
途

の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
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 別紙２） 

主たる兼業業務と預金等媒介業務との関係 
 

 

金融サービス仲介業者の預金等媒介業務の内容 

預金 為替取引 
資金の貸付け・手形の割引 

消費向け 事業向け 

媒介 媒介 

媒介 媒介 

預金等担保貸付 

規格化された貸付

商品で、かつ、 

貸付資金で購入 

する物件等を担保

として行う貸付 

左記以外の貸付 預金等担保貸付 
規格化された貸付

商品 
左記以外の貸付 

金融サービス仲介業 

専業業者 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
の
主
た
る
兼
業
業
務
の
内
容 

保険会社 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

一般事業者 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

〇 

 与信審査は×） 

ただし、上限 

1,000万円 

× 

貸付等を主たる業務

とする者 

・貸金業者 

・クレジット業者 

・保証業者 

〇 〇 〇 
〇 

 与信審査は×） 
× 〇 × × 

 

 定義等 ＊ 貸付資金で購入する物件等を担保として行う貸付…該当例：住宅ローン・自動車ローンなど。 

＊ 規格化された貸付商品…資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品。 

 考え方 ①金融サービス仲介業専業業者、保険会社については制限なし。 

②預金、為替取引については制限なし。 

③預金担保等貸付については制限なし。 

④一般事業者が行う消費向け貸付については制限なし。ただし、必要に応じ銀行が与信審査を実施する必要あり。 

⑤兼業業者 保険会社を除く）が事業向け貸付の媒介を行うことは原則不可。 預金等担保貸付のほか）一般事業者が行う規格化された貸付商品 上限 1,000万円）の媒介 与信審査を除く）のみ可。 

⑥貸付等を主たる兼業とする者が貸付の媒介を行うことは原則不可。 預金等担保貸付のほか）規格化された貸付商品で、かつ貸付資金で購入する物件等を担保として行う貸付の媒介 与信審査を除く）のみ可。 

 

 銀行が必要に応じ与信審査を実施する必要あり。） 

〇…預金等媒介業務

として行えるもの 

 

×…預金等媒介業務

として行えないもの 
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別

紙
様

式
Ⅱ

－
１

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

連
絡

箋
 

属
性
 

 

日
時

・
場

所
 

 
 

 
年

 
月

 
日

 
 

）
 

 
 
 

 
 

 
［

電
話

・
来

局
・
そ

の
他

 
 

 
 

］
 

照
会

者
 

 
応

接
者
 

 

照
会

内
容
 

 

回
答

案
 

 

処
理
 

 

  

 
別

紙
様

式
Ⅱ

－
２

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

応
接

箋
 

属
性
 

 

日
時

・
場

所
 

 
 

 
年

 
月

 
日

 
 

）
 

 
 
 

 
 

 
［

電
話

・
来

局
・
そ

の
他

 
 

 
 

］
 

照
会

者
 

 
応

接
者
 

 

照
会

内
容
 

 

回
答
 

 

備
考
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 （記載要領）  １
．
第
１
報
に
つ
い
て
は
、
障
害
等
の
全
容
が
判
明
す
る
前
の
断
片
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の

と
す
る
。

 
第
２
報
以
降
に
つ
い
て
は
、
第
１
報
後
の
状
況
の
変
化
の
都
度
適
時
に
そ
の
状
況
を
記
載
す
る
。

 
な
お
、
「
連
絡
日
時
」
に
は
、
各
報
告
を
行
っ
た
時
点
で
の
日
時
を
記
載
す
る
。

 
 ２
．
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
や
原
因
等
が
多
岐
に
亘
る
場
合
、
ま
た
は
補
足
説
明
資
料
等
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

本
様
式
に
そ
の
旨
記
載
し
た
上
で
、
別
紙
に
記
載
し
添
付
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
（
様
式
任
意
）
。

 
 ３
．
「
障
害
の
発
生
日
時
・
場
所
」
欄
に
お
け
る
「
発
生
場
所
」
に
つ
い
て
は
、
障
害
が
発
生
し
て
い
る
シ
ス
テ

ム
の
設
置
場
所
（
市
町
村
名
ま
で
）
及
び
店
舗
等
の
名
称
を
記
載
す
る
。

  ４
．
「
障
害
原
因
」
欄
に
お
け
る
「
障
害
分
類
」
に
つ
い
て
は
、
報
告
時
点
に
お
い
て
障
害
分
類
表
で
示
し
た
原

因
の
中
で
分
類
可
能
な
も
の
を
記
載
す
る
。

 
な
お
、
障
害
の
原
因
が
多
岐
に
亘
る
場
合
は
、
該
当
し
得
る
も
の
を
複
数
記
載
す
る
こ
と
を
可
と
す
る
。

 
ま
た
、
「
災
害
」
を
起
因
と
す
る
シ
ス
テ
ム
障
害
に
つ
い
て
は
、
通
信
障
害
に
よ
る
遠
隔
地
で
の
通
信
ス

ル
ー
プ
ッ
ト
低
下
等
の
よ
う
に
被
災
地
以
外
で
発
生
し
た
も
の
に
限
り
、
本
様
式
に
記
載
す
る
（
被
災
地
で
発

生
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
障
害
は
本
様
式
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
。
）

  ５
．
「
対
象
シ
ス
テ
ム
」
欄
に
お
け
る
「
シ
ス
テ
ム
名
称
」
に
つ
い
て
は
、
障
害
が
発
生
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の

名
称
、
ま
た
は
当
該
シ
ス
テ
ム
が
担
っ
て
い
る
業
務
名
（
勘
定
系
、
対
外
接
続
系
等
）
を
記
載
す
る
。

 
 ６
．
「
被
害
状
況
等
」
欄
に
お
け
る
「
事
象
分
類
」
に
つ
い
て
は
、
障
害
分
類
表
で
示
し
た
「
事
象
の
分
類
」
の

中
か
ら
選
択
し
記
載
す
る
。

 
「
被
害
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
被
害
（
利
用
者
へ
の
影
響
等
）
が
確
認
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

じ
そ
の
状
況
を
記
載
す
る
。

 
ま
た
、
「
相
手
方
金
融
機
関
等
へ
の
影
響
」
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
金
融
機
関
や
他
の
事
業
者
等
へ
の
影
響

が
確
認
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
そ
の
状
況
を
記
載
す
る
。

  ７
．
「
対
処
状
況
」
欄
に
お
け
る
「
復
旧
ま
で
の
対
応
」
に
つ
い
て
は
、
応
急
措
置
や
抜
本
的
対
応
（
代
替
措
置

等
の
状
況
・
方
針
）
、
抜
本
的
対
応
の
準
備
に
要
す
る
時
間
等
を
記
載
す
る
。

 
 ８
．
「
対
処
状
況
」
欄
に
お
け
る
「
そ
の
他
の
連
絡
先
等
」
に
つ
い
て
は
、
警
察
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
係
機
関
、

他
省
庁
等
に
対
し
て
、
既
に
本
障
害
等
を
報
告
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
内
容
を
記
載
す
る
。

 
  

 
別

紙
様

式
Ⅲ

－
１

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）

 

 

 
 
 
 
 
 
財
務
（
支
）
局
長
 
 
殿
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
 

表
 

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

担
当

者
情

報
 

所
属

 
 

氏
名

 
 

電
話

番
号

 
 

E
-
m
a
i
l
 

 

 

今
般

、
以

下
の

よ
う

に
障

害
等

が
発

生
し

た
の

で
、

 
年

 
月

 
日

付
○

○
第

 
号

に
基

づ
き

報
告

し
ま

す
。

 

 

障
害

発
生

等
報

告
書

 

 
 

（
第

 
 

報
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 
連

絡
日

時
：

 
 

年
 

月
 

日
 

時
 

分
 
）

項
 

 
目

 
内

 
 

容
 

障
害

の
発

生
 

日
時

・
場

所
 

発
生

日
時

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

時
 

 
分

頃
 

発
生

場
所

 
 

障
害

の
発

生
し

た

サ
ー

ビ
ス

 

サ
ー

ビ
ス

の
概

要
 

 

サ
ー

ビ
ス

へ
の

影
響

 
 

障
害

原
因

 

障
害

分
類

 
 

原
因

内
容

等
 

□
 
未

確
認

 
 

□
 
確

認
済

 

内
容

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

対
象

シ
ス

テ
ム

 

シ
ス

テ
ム

名
称

 
 

シ
ス

テ
ム

の
概

要
 

 

被
害

状
況

等
 

復
旧

見
込

 

□
 
復

旧
済

み
（

 
日

 
時

頃
）

 

□
 
復

旧
見

込
み

（
 

日
 

時
頃

）
 

□
 
不

明
 

事
象

分
類

 
 

被
害

状
況

 
 

復
旧

ま
で

の
影

響
 

 

法
令

違
反

の
有

無
 

 

相
手

方
金

融
機

関
等

へ
の

影
響

 
 

対
処

状
況

 

復
旧

ま
で

の
対

応
 

 

対
外

説
明

 
 

そ
の

他
の

連
絡

先
等

 
 

事
後

改
善

策
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 ＜
事
象
の
類
型
＞

 

事
象
の
類
型

 
コ
ー
ド

 

番
号

 

事
象
の
分
類

 
説
明

 

未
発
生
の
事
象

 
Ｘ

 
予
兆
・
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト

 
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
予
告
・
予
兆
や
事
象
発
生
に

 

至
ら
な
か
っ
た
ミ
ス
等
の
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
な
ど

 

  

発 生 し た 事 象
 

機
密
性
を

侵
害
す
る

事
象

 

Ａ
 

情
報
の
漏
え
い

 
重
要
情
報
の
流
出
な
ど

 

完
全
性
を

侵
害
す
る

事
象

 

Ｂ
 

処
理
結
果
の
誤
り
、

 

情
報
の
破
壊
・
改
ざ
ん

 

必
要
か
つ
正
確
な
電
算
処
理
結
果
が
得
ら
れ
な
い
事
象

や
、
デ
ー
タ
や

W
e
b
サ
イ
ト
の
改
ざ
ん
、
重
要
情
報
の

破
壊
な
ど

 

可
用
性
を

侵
害
す
る

事
象

 

Ｃ
 

シ
ス
テ
ム
等
の

 

利
用
困
難
、

 

処
理
の
滞
留
・
遅
延

 

シ
ス
テ
ム
の
継
続
利
用
の
不
能
や
、
シ
ス
テ
ム
処
理
・

応
答
の
遅
延
に
よ
る
適
時
の
結
果
取
得
が
不
可
な
ど

 

上
記
に
繋

が
る
、
或

い
は
繋
が

る
懸
念
の

あ
る
事
象

 

Ｄ
－
１

 
マ
ル
ウ
ェ
ア
等
の
感
染

 
ウ
ィ
ル
ス
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
等
の
感
染

 

Ｄ
－
２

 
不
正
コ
ー
ド
等
の
実
行

 
シ
ス
テ
ム
脆
弱
性
等
を
つ
い
た
不
正
コ
ー
ド
等
の
実
行

 

Ｄ
－
３

 
シ
ス
テ
ム
等
へ
の
侵
入

 
サ
イ
バ
ー
攻
撃
等
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
等
へ
の
侵
入

 

Ｄ
－
４

 
そ
の
他

 
Ｄ
－
１
か
ら
Ｄ
－
３
以
外
の
事
象

 

 

 （
障
害
分
類
表
）

 

本
様
式
の
「
障
害
原
因
」
欄
に
お
け
る
「
障
害
分
類
」
並
び
に
「
被
害
状
況
等
」
欄
に
お
け
る
「
事
象
分
類
」

に
は
、
下
記
表
の
コ
ー
ド
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
（
複
数
選
択
可
）

 

報
告
時
点
に
お
い
て
不
明
で
あ
る
場
合
は
、
空
白
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い

 

＜
原
因
の
類
型
＞

原
因
の
類
型

 

 

コ
ー
ド

 

番
号

 

原
因
の
分
類

 
説
明

 

意
図
的
な
原
因

 
１
－
１

 
外
部
か
ら
の

 

不
正
ア
ク
セ
ス

 

外
部
か
ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
、
不
審
メ
ー
ル
受
信
、

 

D
o
S
攻
撃
等
に
よ
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃

 

１
－
２

 
内
部
不
正
行
為

 
内
部
者
に
よ
る
ユ
ー
ザ
ー

I
D
の
偽
装
利
用
、

 

権
限
の
悪
用
等

 

１
－
３

 
そ
の
他
の
意
図
的
要
因

 
上
記
に
該
当
し
な
い
意
図
的
な
原
因

 

偶
発
的
な
原
因

 

 

２
－
１

 
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
障
害

 
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
不
具
合
等

 

２
－
２

 
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
障
害

 
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
等
物
理
的
な
不
具
合
等

 

２
－
３

 
管
理
面
・
人
的
要
因

 
設
定
ミ
ス
、
操
作
ミ
ス
、
外
部
委
託
管
理
上
の
問
題
等

 

２
－
４

 
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
、

 

不
審
な
サ
イ
ト
の
閲
覧

 

事
前
把
握
が
困
難
か
つ
意
図
し
て
い
な
い
現
象
の
発
生

 

２
－
５

 
他
の
分
野
か
ら
の
波
及

 
電
気
通
信
・
電
力
供
給
サ
ー
ビ
ス
等
か
ら
の
波
及

 

２
－
６

 
そ
の
他
の
偶
発
的
な
原
因

 
上
記
に
該
当
し
な
い
偶
発
的
な
原
因

 

環
境
的
な
原
因

 
３

 
災
害
や
疾
病

 
災
害
や
疾
病
に
よ
る
障
害

 

そ
の
他
の
原
因

 
４

 
そ
の
他

 
上
記
の
脅
威
の
類
型
以
外
の
理
由
に
よ
る
障
害
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別

紙
様

式
Ⅲ

－
３

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

文
 

書
 

番
 

号
 

 
年

 
月

 
日
 

 

商
号

又
は

名
称
 

氏
名
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

殿
 

 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

 
印

 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

登
録

に
つ
い

て
 

 

 
 

 
年

 
月

 
日

付
で

申
請

の
あ
っ

た
標

記
の

こ
と

に
つ

い
て
は

、
下

記
の

と
お

り
登

録
し
ま

し
た

の
で
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法
律

第
1
4
条
第

２
項

の
規

定
に
基

づ
き

通
知

し
ま

す
。

 

 

記
 

 

登
録

年
月

日
 

 
 

 
 
年

月
日

 

登
録

番
号
 

 
 
○

○
財

務
 

支
）

局
長

 
金
サ

）
第

 
 

 
号
 

  

 
別

紙
様

式
Ⅲ

－
２

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

登
録

番
号
台

帳
 

 

○
○

財
務

 
支

）
局
 

登
録

番
号
 

登
録

年
月

日
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

名
 

 
金

サ
）

第
 

 
 

号
 

 
 

 
年

 
月

 
日
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
注

）
登

録
を

抹
消

し
た

場
合

は
、
二

重
取

り
消

し
線

を
引

く
も
の

と
す

る
。
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別

紙
様

式
Ⅲ

－
５

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

登
録

簿
縦
覧

表
 

縦
覧

日
 
縦

覧
者

氏
名
 
縦

覧
者

の
住

所
 

電
話

番
号
 
登

録
番

号
 
金

融
サ

ー
ビ

ス
 

仲
介

業
者

名
 

貸
出

時
間
 

返
納

時
間
 

確
認

印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
別

紙
様

式
Ⅲ

－
４

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

文
 

書
 

番
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 

商
号

又
は

名
称
 

氏
名
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

殿
 

 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

 
印

 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

登
録

の
拒
否

に
つ

い
て
 

 

 
 

 
年

 
月

 
日

付
で

申
請

の
あ
っ

た
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
の

登
録

に
つ

い
て

は
、

下
記
の

理
由

に
よ
り

拒
否

し
た

の
で

、
通

知
し

ま
す

。
 

な
お

、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
と

き
は

、
こ

の
処

分
の
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て

３
ヶ

月
以

内
に

金
融

庁
長

官
に
対

し
て

行
政

不
服

審
査

法
 
平

成
2
6
年
法

律
第

6
8
号

）
に
基

づ
く

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

ま
た

、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
訴

訟
に
よ

り
取

消
し

を
求

め
る

と
き
に

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た
こ

と
を

知
っ
た

日
か

ら
６

ヶ
月

以
内

に
国

を
被

告
と

し
て

行
政

事
件

訴
訟

法
 

昭
和

3
7
年

法
律

第
1
3
9
号

）
に

基
づ

く
処

分
の

取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で
き

ま
す

。
 

 

記
 

 

拒
否

の
理

由
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別

紙
様

式
Ⅳ

－
２

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

届
出

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
等

に
あ

っ
て

は
、

代
表

者
の
役

職
氏

名
）
 

 

保
証

委
託

契
約

締
結

届
出

書
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法

律
第

2
2
条

第
３

項
に

規
定

す
る

契
約

を
締

結
し

た
の

で
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

等
に

関
す

る
内

閣
府

令
第

2
6

条
第

１
項

第
４

号
の

規
定

に
よ

り
、

同
条

第
２

項
第

３
号

に
規

定
す

る
書

面
を

添
付

し
て

、
届

け
出

ま
す

。
 

   

 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
１

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

届
出

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

保
証

金
供

託
届

出
書
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法
律

第
2
2
条
第

１
項

、
第

４
項
若

し
く

は
第

８
項

若
し

く
は
第

2
3
条

第
２

項

又
は

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

保
証
金

規
則

第
1
3
条
第

６
項

若
し
く

は
第

1
4
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

供
託

を
し

た
の

で
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

等
に

関
す

る
内

閣
府

令
第

2
6
条

第
１

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

、
同

条
第

２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
書

面
を

添
付
し

て
、

届
け

出
ま

す
。

 

  
記

載
上

の
注

意
）
 

不
要

な
字

句
は

消
し

て
使

用
す

る
こ
と

。
 

  

138

金融サービス仲介業



 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
４

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

届
出

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

保
証

金
取

戻
届

出
書
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法
律

第
2
2
条
第

1
0
項
又

は
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

保
証
金

規
則

第
1
3
条

第
７

項
か

ら
第

９
項

ま
で

若
し

く
は

第
1
4

条
の

規
定

に
よ

り
保

証
金

の
全

部
又

は
一

部
を

取
り

戻
し

た
の

で
、

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
等

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
2
6

条
第

１
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
、

同
条

第
２

項
第

２
号

に

規
定

す
る

書
面

を
添

付
し

て
、

届
け
出

ま
す

。
 

  
記

載
上

の
注

意
）
 

①
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
場
合

は
、

登
録

番
号

を
記

載
す
る

こ
と

。
 

②
 

不
要

な
字

句
は

消
し

て
使

用
す
る

こ
と

。
 

  

 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
３

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

文
 

書
 

番
 

号
 

 

保
管

証
書
 

 

供
託

書
正

本
 

供
託

通
知

書
）

 
 
 

通
 

１
．

供
託

者
名
 

２
．

供
託

所
名

・
供

託
番

号
 

 

上
記

保
管

し
ま

す
。
 

  
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

 
 

 
 
 

 
 

 
印
 

 

139

日本取引所金融商品取引法研究　第22号 (2022.3)



 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
６

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

申
請

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

保
証

委
託

契
約

解
除

 
変

更
）

承
認
申

請
書
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法

律
施

行
令

第
2
7

条
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
関

す
る

法
律

第
2
2
条

第
３

項
に

規
定

す
る

契
約

の
解

除
 

変
更

）
の

承
認

を
受

け
た

い
の

で
下

記
の

と
お

り
申

請
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
．

申
請

の
理

由
 

  ２
．

現
に

供
託

し
て

い
る

保
証

金
の
内

容
 

 
 

供
託

所
名

：
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

①
 

金
銭

の
場

合
 

供
託

番
号
 

供
託

金
額
 

供
託

者
名
 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
②

 
振

替
国

債
以

外
の

有
価

証
券
の

場
合
 

供
託

番
号
 

名
称
 

枚
数
 

券
面

額
 

総
額

面
 

評
価

率
 

評
価

額
 

満
期

償
還

日
 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 

 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
５

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

                        

 
記

載
上

の
注

意
）
 

①
 

１
．

～
３

．
の

事
項

に
つ

い
て
、

届
出

等
の

提
出

が
未

済
に
よ

り
、

縦
覧

事
項

と
現

時
点
で

の
事

実
が

相
違

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

縦
覧

さ
れ
て

い
る

事
項

以
降

の
事

実
に
つ

い
て

全
て

記
載

す
る

。
 

②
 

２
．

住
所

に
つ

い
て

は
、

登
録
簿

第
４

面
上

に
記

載
さ

れ
て
い

る
主

た
る

営
業

所
又

は
事
務

所
の

所
在

地
を

記
載

す
る

。
 

③
 

３
．

氏
名

に
つ

い
て

は
、

法
人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

を
記

載
す

る
。

 

④
 

文
字

は
1
4
ポ
イ

ン
ト

、
数

字
は
原

則
半

角
文

字
と

す
る

。
 

⑤
 

◎
は

一
字

あ
け

、
 

 
部

の
不
要

文
字

は
削

る
。
 

⑥
 

一
行

の
文

字
数

は
2
2
文
字

と
す
る

。
 

  

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

保
証

金
取
戻

し
公

告
 

  
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
保

証
金

規
則

 
令

和
 

 
年

内
閣

府
・

法
務

省
令

第
 

 
 

号
）
第

1
2
条
第

2
項
の
規

定
に

よ
り

次
の

よ
う

に
公

示
す

る
。
 

１
．

供
託

者
の

商
号

又
は

名
称

◎
 

２
．

住
所

◎
 

３
．

氏
名

◎
 

４
．

取
戻

し
を

し
よ

う
と

す
る

保
証
金

の
額
 

，
 
 
 
，

 
 
 
円
 

５
．

上
記

の
者

 
登

録
番

号
〇

〇
財

務
 

支
）

局
長

 
金

サ
）

第
〇

〇
号

）
の

保
証

金
に

つ
き

金
融

サ
ー

ビ
ス

の

提
供

に
関

す
る

法
律
第

2
2
条
第

6
項

の
権

利
を

有
す

る

者
は

、
令

和
〇

年
〇

月
〇

日
ま

で
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
保

証
金

規
則

別
紙

様
式

第
4

号
に

よ
る

申
出

書

に
権

利
を

有
す

る
こ

と
を

証
す

る
書

面
を

添
え

て
〇

〇

財
務

 
支

）
局

〇
〇

部
〇

〇
課

に
提
出

さ
れ

た
い

。
 

６
．

前
号

の
期

間
内

に
申

出
書

の
提

出
が

な
い

と
き

は
、

配
当

手
続

か
ら

除
斥

さ
れ

る
。

 

〇
〇

〇
年

〇
月

〇
日
 

〇
〇

財
務

 
支

）
局

長
 

〇
〇

 
〇
〇
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別

紙
様

式
Ⅳ

－
７

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

文
 

書
 

番
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 商
号

又
は

名
称
 

氏
名
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

殿
 

 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

 
印

 

 

保
証

金
に

代
わ

る
契

約
の

解
除

承
認
に

つ
い

て
 

  
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
で

申
請

の
あ

っ
た

標
記

の
こ

と
に

つ
い

て
は

、
下

記
の

と
お

り
承

認
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
．

解
除

で
き

る
保

証
委

託
契

約
の
内

容
 

契
約

の
相

手
方
 

契
約

年
月

日
 

契
約

期
間
 

契
約

金
額
 

 
 

 
 

   

 
③
 
振
替
国
債
の
場
合
 

供
託
番
号
 

銘
柄
 

金
額
 

評
価
率
 

評
価
額
 

満
期
償
還
日
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 ３
．
現
に
締
結
し
て
い
る
保
証
委
託
契
約
の
内
容
 

①
 
解
除
 
変
更
）
予
定
年
月
日
及
び
解
除
 
変
更
）
し
よ
う
と
す
る
保
証
委
託
契
約
の
内
容
 

 
変
更
後
の
欄
に
つ
い
て
は
、
変
更
予
定
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

解
除
 
変
更
）
予
定
年
月
日
 

 

 

 
変
更
後
 

変
更
前
 

契
約
の
相
手
方
 

 
 

契
約
年
月
日
 

 
 

契
約
期
間
 

 
 

契
約
金
額
 

円
 

円
 

  
②
 
①
以
外
の
保
証
委
託
契
約
 

契
約
の
相
手
方
 

契
約
年
月
日
 

契
約
期
間
 

契
約
金
額
 

 
 

 
円
 

 
 

 
円
 

 ４
．
現
に
締
結
し
て
、
保
証
金
の
一
部
を
代
替
し
て
い
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
内
容
 

契
約
の
相
手
方
 

契
約
年
月
日
 

保
険
期
間
の
 

始
期
及
び
終
期
 

填
補
限
度
額
 

 
１
事
故
／
期
間
中
）
 

 
 

 
 
 
～
 

 
 
 
円
／
 
 
 
円
 

 

免
責
金
額
 

廃
業
後
の
担
保
期
間
 

先
行
行
為
の
担
保
期
間
 

円
 

 
 

  
記
載
上
の
注
意
）
 

①
 
不
要
な
字
句
は
消
し
て
使
用
す
る
こ
と
。
 

②
 
該
当
項
目
の
み
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
。
 

③
 
記
載
し
き
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
に
記
載
し
て
、
そ
の
書
面
を
添
付
す
る

こ
と
。
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別

紙
様

式
Ⅳ

－
９

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

届
出

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

保
証

委
託

契
約

解
除

 
変

更
）

届
出
書
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法

律
第

2
2
条

第
３

項
に

規
定

す
る

契
約

を
解

除
 

変
更

）
し

た
の

で
、

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
等

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
2
6
条

第
１

項
第

４
号

の
規

定
に

よ
り

、
同

条
第

２
項

第
３

号
に

規
定

す

る
書

面
を

添
付

し
て

、
届

け
出

ま
す
。
 

  
記

載
上

の
注

意
）
 

不
要

な
字

句
は

消
し

て
使

用
す

る
こ
と

。
 

  

 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
８

）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

文
 

書
 

番
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 商
号

又
は

名
称
 

氏
名
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

殿
 

 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

 
印

 

 

保
証

金
に

代
わ

る
契

約
の

変
更

承
認
に

つ
い

て
 

  
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
で

申
請

の
あ

っ
た

標
記

の
こ

と
に

つ
い

て
は

、
下

記
の

と
お

り
承

認
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
．

変
更

前
の

保
証

委
託

契
約

の
内
容
 

契
約

の
相

手
方
 

契
約

年
月

日
 

契
約

期
間
 

契
約

金
額
 

 
 

 
 

 ２
．

変
更

後
の

保
証

委
託

契
約

の
内
容
 

契
約

の
相

手
方
 

契
約

年
月

日
 

契
約

期
間
 

契
約

金
額
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別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
1
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 

支
）

局
長
 

金
サ

）
第

 
 

 
 

号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

受
領

書
 

  
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
保

証
金

規
則

第
1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
供

託
書

正
本

の
交

付
を

受
け

た
の

で
、

当

該
供

託
書

正
本

に
つ

い
て

の
保

管
証

書
を

添
付

し
て

提
出

し
ま

す
。

な
お

、
同

条
第

３
項

及
び

第
４

項
の

手
続

き
を

遅
滞

な
く

行
い

ま
す

。
 

  
記

載
上

の
注

意
）
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
場

合
は
、

登
録

番
号

を
記

載
す

る
こ
と

。
 

  

 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
0
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

届
出

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

供
託

所
変

更
届

出
書
 

  
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
保

証
金
規

則
第

1
3
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
届
け

出
ま

す
。
 

 

記
 

 １
．

当
該

届
出

に
係

る
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者
 

商
号

又
は

名
称

：
 

氏
名

：
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

住
所

：
 

 ２
．

主
た

る
営

業
所

又
は

事
務

所
の
所

在
地

の
変

更
前

の
最

寄
り
の

供
託

所
名
 

 ３
．

主
た

る
営

業
所

又
は

事
務

所
の
所

在
地

の
変

更
後

の
最

寄
り
の

供
託

所
名
 

  
記

載
上

の
注

意
）
 

①
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
場
合

は
、

登
録

番
号

を
記

載
す
る

こ
と

。
 

②
 

１
．

に
つ

い
て

は
、

届
出

者
が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
以
外

で
あ

る
場

合
に

の
み

記
載
す

る
こ

と
。
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別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
3
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

届
出

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

賠
責

保
険

契
約

締
結

届
出

書
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法

律
第

2
3
条

第
１

項
に

規
定

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

賠
償

責
任

保
険

契

約
を

締
結

し
た

の
で

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
等

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
2
6
条

第
１

項
第

５
号

の
規

定
に

よ
り

、

同
条

第
２

項
第

３
号

に
規

定
す

る
書
面

を
添

付
し

て
、

届
け

出
ま
す

。
 

  

 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
2
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

文
 

書
 

番
 

号
 

通
知

書
 

  
支

払
委

託
書

の
と

お
り

供
託

物
の

配
当

を
し

た
た

め
、

あ
な

た
の

保
証

金
に

○
○

○
円

の
不

足
を

生
じ

た
の

で
、

速
や

か
に

、
上

記
不

足
額

を
供

託
し
て

く
だ

さ
い

。
 

  
 

 
年

 
 

月
 

 
日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

 
 

 
 
 

 
 

 
印
 

住
所
 

商
号

又
は

名
称
 

氏
名
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

殿
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③
 
振
替
国
債
の
場
合
 

供
託
番
号
 

銘
柄
 

金
額
 

評
価
率
 

評
価
額
 

満
期
償
還
日
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 ３
．
現
に
締
結
し
て
、
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
代
替
し
て
い
る
保
証
委
託
契
約
の
内
容
 

契
約
の
相
手
方
 

契
約
年
月
日
 

契
約
期
間
 

契
約
金
額
 

 
 

 
円
 

 
 

 
円
 

 ４
．
締
結
し
て
保
証
金
の
一
部
の
供
託
を
し
な
い
こ
と
と
し
よ
う
と
す
る
賠
責
保
険
契
約
の
内
容
 

契
約
の
相
手
方
 

契
約
年
月
日
 

保
険
期
間
の
 

始
期
及
び
終
期
 

填
補
限
度
額
 

 
１
事
故
／
期
間
中
）
 

 
 

 
 
 
～
 

 
 
 
円
／
 
 
 
円
 

 

免
責
金
額
 

廃
業
後
の
担
保
期
間
 

先
行
行
為
の
担
保
期
間
 

円
 

 
 

 ５
．
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
2
6
条
に
規
定
す
る
保
証
金
の
額
及
び
供
託
を
し
な
い
こ
と

と
し
よ
う
と
す
る
供
託
物
の
内
容
 

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
2
6
条
に
規
定
す
る
保
証
金
の
額
 

円
 

供
託
物
の
内
容
 
 
 
供
託
所
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

①
 
金
銭
の
場
合
 

供
託
番
号
 

供
託
金
額
 

供
託
者
名
 

 
 
年
度
金
第
 
 
 
 
号
 

円
 
 

 
 
年
度
金
第
 
 
 
 
号
 

円
 
 

 
 
年
度
金
第
 
 
 
 
号
 

円
 
 

 
②
 
振
替
国
債
以
外
の
有
価
証
券
の
場
合
 

供
託
番
号
 

名
称
 

枚
数
 
券
面
額
 
総
額
面
 
評
価
率
 
評
価
額
 
満
期
償
還
日
 

 
年
度
証
第
 
号
 
 

 
円
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
証
第
 
号
 
 

 
円
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
証
第
 
号
 
 

 
円
 

円
 

％
 

円
 
 

 

 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
4
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

申
請

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

賠
責

保
険

契
約

に
よ

り
保

証
金

の
一
部

の
供

託
を

し
な

い
こ

と
と
す

る
承

認
の

申
請

に
つ

い
て
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法

律
第

2
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

保
証

金
の

一
部

の
供

託
を

し
な

い
こ

と
と

す
る

承
認

を
受

け
た

い
の

で
下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。
 

 

記
 

 １
．

申
請

の
理

由
 

  ２
．

現
に

供
託

し
て

い
る

保
証

金
の
内

容
 

 
 

供
託

所
名

：
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

①
 

金
銭

の
場

合
 

供
託

番
号
 

供
託

金
額
 

供
託

者
名
 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
②

 
振

替
国

債
以

外
の

有
価

証
券
の

場
合
 

供
託

番
号
 

名
称
 

枚
数
 

券
面

額
 

総
額

面
 

評
価

率
 

評
価

額
 

満
期

償
還

日
 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

  

145

日本取引所金融商品取引法研究　第22号 (2022.3)



 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
5
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

文
 

書
 

番
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 商
号

又
は

名
称
 

氏
名
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

殿
 

 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

 
印

 

 

賠
責

保
険

契
約

に
よ

り
保

証
金

の
一
部

の
供

託
を

し
な

い
こ

と
と
す

る
承

認
に

つ
い

て
 

  
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
で

申
請

の
あ

っ
た

標
記

の
こ

と
に

つ
い

て
は

、
下

記
の

と
お

り
承

認
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
．

保
証

金
の

一
部

の
供

託
を

し
な
い

こ
と

と
す

る
賠

責
保

険
契
約

の
内

容
 

契
約

の
相

手
方
 

契
約

年
月

日
 

保
険

期
間

の
 

始
期

及
び

終
期
 

填
補

限
度

額
 

 
１

事
故

／
期

間
中

）
 

 
 

 
 

 
～
 

 
 

 
円

／
 

 
 

円
 

 

免
責

金
額
 

廃
業

後
の

担
保

期
間
 

先
行

行
為

の
担

保
期

間
 

円
 

 
 

 ２
．

供
託

を
し

な
い

こ
と

が
で

き
る
保

証
金

の
額

及
び

そ
の

供
託
物

の
内

容
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法
律

施
行

令
第

2
6
条
に
規

定
す
る

保
証

金
の

額
 

円
 

供
託

物
の

内
容

 
 

 
供

託
所

名
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

①
 

金
銭

の
場

合
 

供
託

番
号
 

供
託

金
額
 

供
託

者
名
 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

  

 
③
 
振
替
国
債
の
場
合
 

供
託
番
号
 

銘
柄
 

金
額
 

評
価
率
 

評
価
額
 

満
期
償
還
日
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

  
記
載
上
の
注
意
）
 

①
 
該
当
項
目
の
み
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
。
 

②
 
記
載
し
き
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
に
記
載
し
て
、
そ
の
書
面
を
添
付
す
る

こ
と
。
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別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
6
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

申
請

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

賠
責

保
険

契
約

解
除

 
変

更
）

承
認
申

請
書
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法

律
施

行
令

第
2
9

条
第

１
項

第
４

号
の

規
定

に
よ

り
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法

律
第

2
3

条
第

１
項

に
規

定
す

る
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
賠

償
責

任
保

険
契

約
の

解
除

 
変

更
）

の
承

認
を

受
け

た
い

の
で

下
記

の
と
お

り
申

請
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
．

申
請

の
理

由
 

  ２
．

現
に

供
託

し
て

い
る

保
証

金
の
内

容
 

 
 

供
託

所
名

：
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

①
 

金
銭

の
場

合
 

供
託

番
号
 

供
託

金
額
 

供
託

者
名
 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
 

年
度

金
第

 
 

 
 

号
 

円
 

 

 
②

 
振

替
国

債
以

外
の

有
価

証
券
の

場
合
 

供
託

番
号
 

名
称
 

枚
数
 

券
面

額
 

総
額

面
 

評
価

率
 

評
価

額
 

満
期

償
還

日
 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 

 
②

 
振

替
国

債
以

外
の

有
価

証
券
の

場
合
 

供
託

番
号
 

名
称
 

枚
数
 

券
面

額
 

総
額

面
 

評
価

率
 

評
価

額
 

満
期

償
還

日
 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 
年

度
証

第
 

号
 

 
 

円
 

円
 

％
 

円
 

 

 
③

 
振

替
国

債
の

場
合
 

供
託

番
号
 

銘
柄
 

金
額
 

評
価

率
 

評
価

額
 

満
期

償
還

日
 

 
年

度
国

第
 

号
 

 
円

 
％

 
円

 
 

 
年

度
国

第
 

号
 

 
円

 
％

 
円

 
 

 
年

度
国

第
 

号
 

 
円

 
％

 
円

 
 

 ３
．

承
認

の
条

件
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別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
7
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

文
 

書
 

番
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 商
号

又
は

名
称
 

氏
名
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

殿
 

 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

 
印

 

 

賠
責

保
険

契
約

の
解

除
承

認
に

つ
い
て
 

  
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
で

申
請

の
あ

っ
た

標
記

の
こ

と
に

つ
い

て
は

、
下

記
の

と
お

り
承

認
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
．

解
除

で
き

る
賠

責
保

険
契

約
の
内

容
 

契
約

の
相

手
方
 

契
約

年
月

日
 

保
険

期
間

の
 

始
期

及
び

終
期
 

填
補

限
度

額
 

 
１

事
故

／
期

間
中

）
 

 
 

 
 

 
～
 

 
 

 
円

／
 

 
 

円
 

 

免
責

金
額
 

廃
業

後
の

担
保

期
間
 

先
行

行
為

の
担

保
期

間
 

円
 

 
 

  

 
③
 
振
替
国
債
の
場
合
 

供
託
番
号
 

銘
柄
 

金
額
 

評
価
率
 

評
価
額
 

満
期
償
還
日
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 
年
度
国
第
 
号
 
 

円
 

％
 

円
 
 

 ３
．
現
に
締
結
し
て
い
る
保
証
委
託
契
約
の
内
容
 

契
約
の
相
手
方
 

契
約
年
月
日
 

契
約
期
間
 

契
約
金
額
 

 
 

 
円
 

 
 

 
円
 

 ４
．
現
に
締
結
し
て
、
保
証
金
の
一
部
を
代
替
し
て
い
る
賠
責
保
険
契
約
の
内
容
 

解
除
 
変
更
）
予
定
年
月
日
及
び
解
除
 
変
更
）
し
よ
う
と
す
る
賠
責
保
険
契
約
の
内
容
 

 
変
更
後
の
欄
に
つ
い
て
は
、
変
更
予
定
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

解
除
 
変
更
）
予
定
年
月
日
 

 

 

 
変
更
後
 

変
更
前
 

契
約
の
相
手
方
 

 
 

契
約
年
月
日
 

 
 

保
険
期
間
の
 

始
期
及
び
終
期
 

 
 
 
～
 

 
 
 
～
 

填
補
限
度
額
 

 
１
事
故
／
期
間
中
）
 
 
 
 
円
／
 
 
 
円
 

 
 
 
円
／
 
 
 
円
 

免
責
金
額
 

円
 

円
 

廃
業
後
の
担
保
期
間
 

 
 

先
行
行
為
の
担
保
期
間
 
 

 

  
記
載
上
の
注
意
）
 

①
 
不
要
な
字
句
は
消
し
て
使
用
す
る
こ
と
。
 

②
 
該
当
項
目
の
み
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
。
 

③
 
記
載
し
き
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
に
記
載
し
て
、
そ
の
書
面
を
添
付
す
る

こ
と
。
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別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
9
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

殿
 

届
出

者
 

登
録

番
号

 
○

○
財

務
 
支

）
局

長
 

金
サ

）
第

 
 
 

 
号
 

 
郵

便
番

号
 

 
 

－
 

 
 

 
）
 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

電
話

番
号

 
 

 
）

 
 

 
－

 

商
号

又
は

名
称

 
 

氏
名

 
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

 

賠
責

保
険

契
約

解
除

 
変

更
）

届
出
書
 

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法

律
第

2
3
条

第
１

項
に

規
定

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

賠
償

責
任

保
険

契

約
を

解
除

 
変

更
）

し
た

の
で

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
等

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
2
6
条

第
１

項
第

５
号

の
規

定

に
よ

り
、

同
条

第
２

項
第

３
号

に
規
定

す
る

書
面

を
添

付
し

て
、
届

け
出

ま
す

。
 

  

 
別

紙
様

式
Ⅳ

－
1
8
）
 

 
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）
 

 

文
 

書
 

番
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 商
号

又
は

名
称
 

氏
名
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

殿
 

 

○
○

財
務

 
支

）
局

長
 

 
印

 

 

賠
責

保
険

契
約

の
変

更
承

認
に

つ
い
て
 

  
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
で

申
請

の
あ

っ
た

標
記

の
こ

と
に

つ
い

て
は

、
下

記
の

と
お

り
承

認
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
．

変
更

前
の

賠
責

保
険

契
約

の
内
容
 

契
約

の
相

手
方
 

契
約

年
月

日
 

保
険

期
間

の
 

始
期

及
び

終
期
 

填
補

限
度

額
 

 
１

事
故

／
期

間
中

）
 

 
 

 
 

 
～
 

 
 

 
円

／
 

 
 

円
 

 

免
責

金
額
 

廃
業

後
の

担
保

期
間
 

先
行

行
為

の
担

保
期

間
 

円
 

 
 

 ２
．

変
更

後
の

賠
責

保
険

契
約

の
内
容
 

契
約

の
相

手
方
 

契
約

年
月

日
 

保
険

期
間

の
 

始
期

及
び

終
期
 

填
補

限
度

額
 

 
１

事
故

／
期

間
中

）
 

 
 

 
 

 
～
 

 
 

 
円

／
 

 
 

円
 

 

免
責

金
額
 

廃
業

後
の

担
保

期
間
 

先
行

行
為

の
担

保
期

間
 

円
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メ

ン
ト
の

概
要

及
び

 
メ

ン
ト
に

対
す

る
金

融
庁

の
考

え
方

 

  凡
 

例
   

「
コ

メ
ン

ト
の

概
要

及
び

コ
メ

ン
ト

に
対

す
る

金
融

庁
の

考
え

方
」

に
お

い
て

は
、

以
下

の
略

称
を

用
い

て
い

ま
す

。
 

 正
 

式
 

名
 

称
 

略
 

称
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
者

の
利

便
の

向
上

及
び

保
護

を
図

る
た

め
の

金
融

商
品

の
販

売
等

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す
る

法
律

（
令
和

2
年
法

律
第

5
0
号

）
 

改
正

法
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法
律
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
法
律

施
行

令
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

等
に

関
す
る

内
閣

府
令
 

仲
介

業
者

等
府

令
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

向
け

の
総
合

的
な

監
督

指
針
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
9
条

に
お
い

て
準

用
す

る
銀

行
法

 
準

用
銀
行

法
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

3
0
条

に
お
い

て
準

用
す

る
保

険
業

法
 

準
用

保
険

業
法
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

3
2
条

に
お
い

て
準

用
す

る
貸

金
業

法
 

準
用

貸
金

業
法
 

私
的

独
占

の
禁

止
及

び
公

正
取

引
の
確

保
に

関
す

る
法

律
 

独
占

禁
止

法
 

出
資

の
受

入
れ

、
預

り
金

及
び

金
利
等

の
取

締
り

に
関

す
る

法
律
 

出
資

法
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
 

個
人

情
報

保
護

法
 

犯
罪

に
よ

る
収

益
の

移
転

防
止

に
関
す

る
法

律
 

犯
罪

収
益

移
転

防
止

法
 

資
金

決
済

に
関

す
る

法
律
 

資
金

決
済

法
 

金
融

商
品

取
引

業
等

に
関

す
る

内
閣
府

令
 

金
商

業
等

府
令
 

金
融

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

金
融

分
野

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
 

保
険

会
社

向
け

の
総

合
的

な
監

督
指
針
 

保
険

会
社

監
督

指
針
 

少
額

短
期

保
険

業
者

向
け

の
監

督
指
針
 

少
短

業
者

監
督

指
針
 

金
融

商
品

取
引

業
者

等
向

け
の

総
合
的

な
監

督
指

針
 

金
商

業
者

監
督

指
針
 

貸
金

業
者

向
け

の
総

合
的

な
監

督
指
針
 

貸
金

業
者

監
督

指
針
 

預
金

等
媒

介
業

務
を

行
う

金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
 

預
金

等
媒

介
業

者
 

保
険

媒
介

業
務

を
行

う
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者
 

保
険

媒
介

業
者
 

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
を

行
う

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
 

有
価

証
券

等
仲

介
業

者
 

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

務
を

行
う

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
 

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

者
 

金
融

審
議

会
決

済
法

制
及

び
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

法
制

に
関

す
る
ワ

ー
キ

ン
グ
・
グ

ル
ー
プ

報
告

（
2
0
1
9
年

1
2
月

2
0
日
）

 

決
済

・
仲
介

W
G
報

告
 

   
 

別
紙
様

式
Ⅵ

－
１

）
ひ

な
型

 

 

日
付

：
 

年
月

日
）
 

 

顧
客

 
保

険
契

約
者

）
 

殿
 

引
受

保
険

会
社

 
殿
 

 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
）

 

商
号

又
は

名
称

：
 

氏
名

：
 

捺
印

）
 

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
代

表
者

の
役
職

氏
名

）
 

住
所

又
は

所
在

地
：
 

登
録

番
号

：
 

 

結
約

書
 

N
o
.
 
○
○

○
○

○
）

 

 

当
社

に
よ

る
保

険
契

約
の

締
結

の
媒

介
の

結
果

、
下

記
の

契
約

が
成

立
い

た
し

ま
し

た
の

で
、

こ
こ

に
本

書
の

交

付
を

も
っ

て
そ

の
内

容
・

条
件

を
ご
通

知
申

し
上

げ
ま

す
。

 

つ
き

ま
し

て
は

、
本

書
記

載
事

項
の

全
て

に
つ

い
て

、
貴

社
の

ご
依

頼
内

容
と

合
致

し
て

い
る

か
検

証
の

ほ
ど

お

願
い

申
し

上
げ

ま
す

。
ま

た
、

修
正

す
べ

き
事

項
が

あ
る

場
合

は
、

直
ち

に
、

当
社

ま
で

ご
連

絡
下

さ
る

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。
 

 

－
記

－
 

 

１
．

保
険

契
約

者
及

び
被

保
険

者
並
び

に
保

険
金

額
を

受
け

取
る
べ

き
者

の
商

号
、

名
称

又
は
氏

名
 

２
．

引
受

保
険

者
の

商
号

又
は

名
称
 

３
．

保
険

契
約

締
結

の
年

月
日

 

４
．

保
険

契
約

の
種

類
及

び
そ

の
内
容
 

５
．

保
険

の
目

的
 

６
．

保
険

価
額

を
定

め
た

と
き

は
そ
の

価
額
 

７
．

保
険

金
額

及
び

複
数

の
保

険
者
が

共
同

し
て

引
き

受
け

る
と
き

は
各

保
険

者
の

引
受

割
合
 

８
．

保
険

料
及

び
そ

の
支

払
方

法
 

９
．

保
険

期
間

を
定

め
た

と
き

は
そ
の

始
期

及
び

終
期
 

 

以
上
 

 

上
記

の
と

お
り

の
内

容
で

相
違

あ
り
ま

せ
ん

。
 

 

保
険

契
約

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
印
 

 

引
受

保
険

会
社

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
印
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-
 
2
 
-
 

い
る

。
 

他
方

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
1
1
条
第

2
項
第

2

号
を

受
け

た
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法
施

行
令

第
1
7
条
第

2
項
第

1
号

で
は

「
個

人
（
事

業
と
し

て
又

は
事

業
の

た

め
に

契
約

の
当

事
者

と
な

る
場

合
に

お
け

る
も

の
を

除

く
。
第

2
0
条

第
1
号
に

お
い
て

同
じ
。
）
で

あ
る

顧
客

」

と
あ

り
、
個

人
顧

客
の

み
が
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
か

ら

除
外

さ
れ

て
い

る
。
 

預
金

等
の

受
入

れ
に

つ
い

て
も

、
個

人
顧

客
の

み
を

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

か
ら

除
外

す
る

こ
と

と
し

て
ほ

し

い
。
 

5
 

外
貨

預
金

の
う

ち
取

扱
商

品
に

含
ま
れ

る
も

の
は
、
決

済
・
送

金
に

実
際

に
利

用
で
き

る
と
い

う
機

能
面

の
制

限

だ
け

で
あ

り
、
通

貨
の

種
類
等

で
制
限

さ
れ

る
わ

け
で

は

な
い

と
考

え
て

よ
い

か
。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
条

の
「

引
出

し
若

し
く

は
送

金

又
は

支
払

が
当

該
外

貨
預

金
等

の
表

示
通

貨
で

行
う

こ

と
が

で
き

る
も

の
」
と

は
、
引

出
し
若

し
く

は
送

金
又

は

支
払

の
い

ず
れ

か
が

当
該

外
貨

預
金

等
の

表
示

通
貨

で

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

を
指

す
と

い
う

理
解

で
よ

い

か
。
 

当
該

外
貨

預
金

等
の

表
示

通
貨

で
の

引
出

し
若

し
く

は
送

金
又

は
支

払
と

並
ん

で
、
顧
客

の
選

択
に

よ
り

円
転

し
て

の
引

出
し

若
し

く
は

送
金

又
は

支
払

を
可

能
と

す

る
契

約
内

容
で

あ
っ

た
と

し
て

も
、
同

条
の
「

引
出

し
若

し
く

は
送

金
又

は
支

払
が

当
該

外
貨

預
金

等
の

表
示

通

貨
で

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

」
と

い
う

要
件

を
充

足
す

る
と

考
え

て
よ

い
か

。
 

「
送

金
」
は

仕
向

又
は

被
仕
向

の
い
ず

れ
か

一
方

の
み

で
も

可
能

で
あ

れ
ば

よ
い

か
。

 

「
送

金
」
又
は
「

支
払

」
と
は

、
円
預

金
口

座
で

取
扱

可
能

な
機

能
と

同
範

囲
で

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
か
、
あ
る

い
は

特
定

の
方

法
で

の
み

可
能

で
あ
っ

て
も

よ
い

か
。
 

満
期

到
来

時
に

外
貨

普
通

預
金

口
座
に

入
金

さ
れ
、
当

該
外

貨
普

通
預

金
口

座
に

お
い

て
「
送

金
」
又
は
「
支

払
」

が
可

能
で

あ
れ

ば
、
外

貨
定
期

預
金
も

取
扱

可
能

商
品

に

含
ま

れ
る

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

外
貨

普
通

預
金

か
ら

他
の

外
貨

預
金
（
外

貨
定

期
預

金

な
ど

）
へ

の
振

替
は

、
「

引
出

し
若

し
く

は
送

金
又

は
支

払
」

に
該

当
す

る
か

。
 

「
引

出
し

、
送

金
又

は
支

払
が

外
貨
預

金
等

の
表

示
通

貨
で

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

」
に
該

当
す

る
か

ど
う

か

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し
て

実
質

的
に

判
断

さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
が

、
例
え

ば
、

A
T
M
等
で

の

当
該

表
示

通
貨

に
よ

る
引

出
し

や
、
当

該
表

示
通

貨
建

て

の
送

金
、
デ
ビ

ッ
ト

カ
ー

ド
等

に
よ
る

当
該

表
示

通
貨

建

て
の

支
払

の
い

ず
れ

か
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

外
貨

預

金
等

は
、
こ

れ
に

該
当

し
、
預

金
等
媒

介
業

務
の

対
象

と

な
る

も
の

と
考

え
ま

す
。
ま
た

、「
引

出
し

」
に
は

解
約

時

の
払

戻
し

も
含

ま
れ

る
も

の
と

考
え
ま

す
が

、
例

え
ば

、

通
貨

の
種

類
や

、
顧

客
の

選
択

に
よ
り

円
建

て
で

の
引

出

し
等

が
可

能
で

あ
る

こ
と

、
手

数
料
等

が
円

建
て

で
表

示

さ
れ

る
こ

と
は

、
こ

う
し

た
預

金
等
に

該
当

す
る

か
ど

う

か
の

判
断

に
影

響
を

与
え

る
も

の
で

は
な

い
と

考
え

ま

す
。
 

外
貨

定
期

預
金

に
つ

い
て

は
、
外

貨
普

通
預

金
を

通
じ

て
引

出
し

、
送

金
又

は
支

払
が

当
該
外

貨
定

期
預

金
の

表

示
通

貨
で

行
う

こ
と

が
で

き
る

場
合
に

は
、
預
金

等
媒

介

業
務

の
対

象
と

な
る

も
の

と
考

え
ま
す

。
 

一
方

で
、
例

え
ば
、
被
仕

向
送

金
に
よ

る
外

貨
の

受
入

れ
や

他
の

外
貨

預
金

等
へ

の
振

替
は
で

き
る

も
の

の
、
表

示
通

貨
に

よ
る

引
出

し
等

が
で

き
な
い

も
の

は
、
預
金

等

媒
介

業
務

の
対

象
と

な
ら

な
い

も
の
と

考
え

ま
す

。
 

な
お
、
ご
指

摘
の

よ
う

な
、
送

金
や
支

払
が

特
定

の
方

法
で

の
み

可
能

で
あ

る
場

合
や

、
特
定

の
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ

ー
ド

を
用

い
た

米
ド

ル
建

て
決

済
が

可
能

で
あ

る
場

合

に
つ

い
て

は
、

そ
の

詳
細

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

な

く
、
一

概
に

回
答

す
る

こ
と
は

困
難
で

す
が
、
仮
に

外
貨

預
金

等
の

表
示

通
貨

に
よ

る
利

用
が

著
し

く
限

定
さ

れ

 

-
 
1
 
-
 

●
法

令
関

係
 

N
o
.
 

コ
メ

ン
ト

の
概

要
 

金
融

庁
の

考
え

方
 

 
●

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に
係

る
制
度

整
備
 

 
▼

取
扱
商

品
・

サ
ー

ビ
ス

全
般

 

1
 

こ
の

度
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
施
行

の
件
、
大
歓

迎

で
あ

る
。

た
だ

し
、
1
点
だ
け

、
金
融

庁
が

推
進

し
て

い

る
分

散
投

資
に

つ
い

て
気

に
な

っ
て
い

る
。
 

顧
客

に
対

し
高

度
に

専
門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

を
除

外
す

る
と

の
こ
と

だ
が
、
こ
れ

は
分

散
の

幅
を

狭
め

る
こ

と
に

な
ら

な
い
か

。
具

体
的

に
は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
で

扱
え

る
金
融

商
品

が
、
現

状
で

は
円

建
て

商
品

に
限

定
さ

れ
て

い
る
よ

う
に

思
う
。
カ
ン

ト
リ

ー
リ

ス
ク

を
軽

減
す

る
通

貨
分
散

は
、
ど

の
よ

う
に

確
保

す
る

予
定

か
。

ち
な

み
に

、
東
南

ア
ジ

ア
・

南
米
・

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の

富
裕

層
は
、
必

ず
と
言

っ
て

い
い

ほ
ど

米

ド
ル

建
て

商
品

を
保

有
し

て
い

る
と
思

う
。
一

律
に

外
貨

建
て

は
除

外
で

は
な

く
、
一
定

レ
ベ
ル

の
知

識
を

有
す

る

者
は

取
扱

可
能

に
す

る
な

ど
の

整
備

が
必

要
に

感
じ

ら

れ
る

。
 

顧
客

に
対

し
高

度
に

専
門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る

も
の

と
し

て
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法
施

行
令

第
1
7
条

か

ら
第

2
0
条
ま

で
に

特
段

の
定

め
が
あ

る
も

の
を

除
き

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
外
貨

建
て

の
商

品
・
サ

ー

ビ
ス

を
取

り
扱

う
こ

と
も

可
能

で
す
。
 

2
 

顧
客

に
と

っ
て

商
品

や
そ

の
説

明
が
「

高
度

」
か
ど

う

か
は

相
対

的
か

つ
時

代
に

応
じ

て
変
遷

し
得

る
た

め
、
商

品
・
サ
ー

ビ
ス

の
範
囲

に
つ
い

て
は
、
今
後

の
経
済

実
態

や
顧

客
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

て
柔

軟
に

見
直

さ
れ

る
と

の

理
解

で
よ

い
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

対
象

と
な
る

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
や

相
手

方
金

融
機

関
の

範
囲

に
つ
い

て
は

、
商

品
設

計

の
複

雑
さ

や
日

常
生

活
へ

の
定

着
度
合

い
等

を
は

じ
め

、

顧
客

の
ニ

ー
ズ

や
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

よ
る

顧

客
保

護
の

た
め

の
取

組
を

含
む

業
務

運
営

の
実

態
等

も

踏
ま

え
つ

つ
、
必
要

に
応

じ
て

見
直
し

の
要

否
を

検
討

し

て
い

く
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

3
 

信
託

契
約

代
理

業
に

係
る

媒
介

業
務
、
並
び

に
、
第

二

種
金

融
商

品
取

引
業
、
第
一
種

少
額
電

子
募

集
取

扱
業

者

及
び

第
二

種
少

額
電

子
募

集
取

扱
業

者
の

取
扱

金
融

商

品
の

取
扱

い
に

つ
い

て
も
、
取

扱
い
を

希
望

す
る

意
見

も

あ
る

の
で
、
今
後

の
金

融
サ
ー

ビ
ス
提

供
法

の
実

施
状

況

を
見

直
し

て
改

正
等

さ
れ

る
機

会
に
は
、
上
記

の
類

型
の

取
扱

い
に

つ
い

て
も

検
討

を
お

願
い
し

た
い

。
 

 
▼

預
金
等

媒
介

業
務

に
係

る
取

扱
商
品

・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲

 

4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
1
条

第
2
項

第
1
号

に
は

「
顧

客
に

対
し

高
度

に
専

門
的

な
説

明
を

必
要

と
す

る

も
の

と
し

て
政

令
で

定
め

る
も

の
を
除

く
」
と

あ
り

、
そ

れ
を

受
け

た
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法
施

行
令

第
1
7
条
第

1
項
第

1
号

で
は

「
特

定
預
金

等
契
約

」
と

あ
る

が
、

顧

客
の

属
性

が
規

定
（
限

定
）
さ

れ
て
い

な
い
結
果
、
個
人

顧
客

の
み

な
ら

ず
法
人

顧
客

か
ら

の
預

金
等

の
受
入

れ

も
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

か
ら

除
外

さ
れ

て
し

ま
っ

て

特
定

預
金

等
契

約
に

つ
い

て
は

、
現
行

の
銀

行
法

に
お

い
て

も
、
顧
客

が
法
人
で

あ
る

か
個
人

で
あ

る
か

に
か

か

わ
ら

ず
、
金

融
商

品
取

引
法
の
販
売
・
勧
誘
規

制
等

が
準

用
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

れ
ば
、
日
常

生
活

に
定

着

し
て

い
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

一
定

の
外

貨
預

金
等

を

除
き

、
顧

客
に

対
し

高
度

に
専

門
的
な

説
明

を
必

要
と

す

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
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と
し

て
、
送
金
・
決
済

用
の
外

貨
建
て

預
金

の
取

扱
い

が

認
め

ら
れ

て
い

る
。
 

外
貨

建
て

預
金

に
つ

い
て

は
、
過
去

に
被

害
事

例
を

多

く
出

し
て

い
る

商
品

で
あ

る
と

こ
ろ
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

施
行

令
・
仲

介
業

者
等
府

令
か
ら

は
ど

の
よ

う
な

事

例
に

お
い

て
決

済
目

的
に

該
当

す
る

か
明

ら
か

で
は

な

い
。
 

そ
こ

で
、
送
金
・
決
済

用
の
外

貨
預
金

の
取

扱
い

を
認

め
る

と
し

て
も

、
日
常

生
活
に

係
わ
る

送
金
・
決
済

目
的

に
該

当
す

る
場

合
又

は
運

用
目

的
に

該
当

し
て

取
扱

い

禁
止

と
な

る
場

合
（

上
限

額
・
回

数
・
利
用

状
況
等

）
を

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
規

定
し

て
公

表
す
る

よ
う

求
め

る
。
 

当
該

表
示

通
貨

に
よ

る
引

出
し

や
、
当

該
表

示
通

貨
建

て

の
送

金
、
デ
ビ

ッ
ト

カ
ー

ド
等

に
よ
る

当
該

表
示

通
貨

建

て
の

支
払

の
い

ず
れ

か
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

外
貨

預

金
等

は
、
こ

れ
に

該
当

し
、
預

金
等
媒

介
業

務
の

対
象

と

な
る

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

な
お
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
が
、
預

金
等

媒
介

業

務
の

対
象

と
な

る
外

貨
預

金
等

の
販
売
・
勧

誘
を

行
う

場

合
に

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

3
1
条
第

2
項
に

お

い
て

金
融

商
品

取
引

法
の

所
要

の
販
売
・
勧

誘
規

制
等

を

準
用

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

こ
う
し

た
対

応
に

よ
り

、

顧
客

保
護

及
び

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

健
全

か
つ

適

切
な

運
営

の
確

保
を

図
る

こ
と

と
し
て

い
ま

す
。
 

1
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
7
条
第

2
項
第

1

号
に

お
い

て
、
極

度
方

式
の
貸

付
け
の

う
ち

顧
客

の
預

金

等
又

は
国

債
を

担
保

と
し

て
行

う
契

約
が

除
か

れ
て

い

な
い

が
、
定

期
預

金
担

保
の
極

度
方
式

の
貸

付
け

に
つ

い

て
も

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
で

媒
介

す
る

こ
と

が
で

き

な
い

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。

 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、
当

座
貸
越

し
に
つ

い
て

は
、
日

常

生
活

に
定

着
し

て
お

り
、
必
ず

し
も
顧

客
に

対
し

高
度

に

専
門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る

も
の

と
は

い
え

な
い

も

の
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、
預

金
等

媒
介

業
務

の
対

象

と
な

る
こ

と
が

明
確

に
な

る
よ

う
規

定
を

修
正

し
ま

し

た
。
 

1
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
1
条

第
2
項

第
2
号

で
は

「
顧

客
に

対
し

高
度

に
専

門
的

な
説

明
を

必
要

と
す

る

も
の

と
し

て
政

令
で

定
め

る
も

の
を
除

く
」
も

の
と

さ
れ

て
い

る
が

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提
供

法
施
行

令
第

1
7
条
第

2

項
で

指
定

さ
れ

て
い

る
個

人
向

け
カ

ー
ド

ロ
ー

ン
は

取

扱
い

が
許

容
さ

れ
て

い
る

法
人

向
け

貸
付

け
に

比
し

て

高
度

に
専

門
的

な
説

明
を

要
す

る
も

の
で

は
な

い
と

思

わ
れ

、
今

後
、
取

扱
可

能
と
す

る
方
向

で
の

検
討

を
お

願

い
し

た
い

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

対
象

と
な
る

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲

に
つ

い
て

は
、
商
品

設
計
の

複
雑

さ
や

日
常

生

活
へ

の
定

着
度

合
い

等
を

は
じ

め
、
顧

客
の

ニ
ー

ズ
や

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

よ
る

顧
客

保
護

の
た

め
の

取

組
を

含
む

業
務

運
営

の
実

態
等

も
踏
ま

え
つ

つ
、
必
要

に

応
じ

て
見

直
し

の
要

否
を

検
討

し
て

い
く

べ
き

も
の

と

考
え

ま
す

。
 

な
お

、
い

わ
ゆ

る
消

費
者

向
け

カ
ー
ド

ロ
ー

ン
に

つ
い

て
は

、
返

済
方

法
の

多
様

性
や

安
易
な

借
入

れ
等

を
通

じ

た
多

重
債

務
の

発
生

防
止

が
求

め
ら

れ
て

い
る

現
状

等

を
踏

ま
え

れ
ば

、
顧

客
に

対
し

高
度
に

専
門

的
な

説
明

を

必
要

と
す

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

保
険
媒

介
業

務
に

係
る

取
扱

商
品
・

サ
ー

ビ
ス

の
範

囲
 

1
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
1
条

第
3
項

に
該

当
し

な

い
保

険
商

品
を

媒
介

し
た

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が

当
該

保
険

契
約

の
成

立
後

に
契

約
者

及
び

保
険

会
社

の

承
認

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
、
当
該

保
険

契
約

を
保

険
募

集
人

に
移
管

す
る

こ
と

は
許

容
さ

れ
る

か
教

え
て

ほ
し

い
。
 

ご
質
問

の
趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
1
1
条
第

3
項
の

規
定

に
よ
り

保
険

媒
介

業
務

の

対
象

と
な

る
保

険
契

約
の
締
結

の
媒

介
を

行
う

こ
と

が

で
き

ま
す

。
 

1
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
の

規
制

の
対

象
は

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
対
象

商
品

か
否

か
の

判
断

は
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が
行

う
も

の
で

あ
り
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
保

険
媒

介
業

務
の

対
象

と
な

ら
な

い
保

険
契

約
の
締
結

の
媒

介
を

行
っ

た
場

合

に
は
、
当
該

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
者

が
、
金

融
サ

ー
ビ
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特
定

の
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
を

用
い

た
米

ド
ル

建
て

決
済

が
可

能
で

あ
る

場
合

は
、「

送
金

」
又

は
「

支
払

」
に

該
当

す
る

か
。
 

て
い

る
よ

う
な

預
金

等
が

あ
る

の
で
あ

れ
ば

、
そ

の
取

扱

い
の

可
否

に
つ

い
て

は
、
各
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に

お
い

て
、
規
定

の
趣

旨
や

顧
客

保
護
の

必
要

性
等

を
踏

ま

え
て

適
切

に
判

断
す

べ
き

も
の

と
考
え

ま
す

。
 

6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
条
に
つ

い
て
、
「
そ

の
引

出
し

若
し

く
は

送
金

又
は

支
払

が
当

該
外

貨
預

金
等

の
表

示

通
貨

で
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
」
で
あ

れ
ば

外
貨

普
通

預
金

以
外

も
含

ま
れ

る
と

の
理

解
で
よ

い
か
。
ま
た

、「
引

出
し

」
に

は
解

約
も

含
ま

れ
る

と
い
う

理
解

で
よ

い
か
。
 

7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
条

の
「

引
出

し
若

し
く

は
送

金

又
は

支
払

が
当

該
外

貨
預

金
等

の
表

示
通

貨
で

行
う

こ

と
が

で
き

る
」
と

い
う

の
は
、
表

示
通

貨
に

よ
る
引

出
し

等
が

顧
客

が
選

択
可

能
な

オ
プ

シ
ョ

ン
と

し
て

用
意

さ

れ
て

い
る

外
貨

預
金

で
あ

れ
ば

よ
く
、
必

ず
し

も
円

転
し

て
の

引
出

し
等

が
禁

止
さ

れ
る

わ
け

で
は

な
い

と
い

う

理
解

で
よ

い
か

。
 

8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
条

の
「

引
出

し
若

し
く

は
送

金

又
は

支
払

が
当

該
外

貨
預

金
等

の
表

示
通

貨
で

行
う

こ

と
が

で
き

る
」
に

つ
い

て
、
例

え
ば
ド

ル
預

金
を

ド
ル

の

ま
ま

引
き

出
す

こ
と

が
可

能
で

あ
れ
ば
、
引
出

し
の

た
め

に
ド

ル
又

は
円

で
の

手
数

料
の

支
払

が
必

要
で

あ
っ

て

も
問

題
な

い
と

い
う

理
解

で
よ

い
か
。
 

9
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
条

に
記

載
さ
れ

て
い

る
「
そ

の

引
出

し
若

し
く

は
送

金
又

は
支

払
が

当
該

外
貨

預
金

等

の
表

示
通

貨
で

行
う

こ
と

が
で

き
る
も

の
と

す
る
」
に
つ

い
て
、
一
般

的
な

金
融

機
関
が

行
っ
て

い
る

外
貨

送
金
（

A

銀
行

⇒
B
銀

行
に

米
ド

ル
を
送

金
す
る

）
が

当
該

事
項

の

「
送

金
」

に
該

当
す

る
と

い
う

理
解
で

よ
い

か
。
 

上
記

が
該

当
す

る
場

合
、
逆
説

的
に
は

、
外

貨
送
金

の

取
扱

い
が

な
い

金
融

機
関

の
「

外
貨

預
金
」
は
、
日

常
生

活
に

係
る

取
引

に
用

い
ら

れ
る

預
金

に
は

該
当

し
な

い

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

1
0
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
条

に
つ

い
て
、
日

常
生

活
に

係

る
取

引
に

は
、
海

外
渡

航
時
の

利
用
（

渡
航

先
国
で

当
該

国
通

貨
を

A
T
M
で
引

き
出

す
、
渡
航

先
国

の
店

舗
で

当
該

国
通

貨
の

決
済

を
行

う
）
も
含

ま
れ
る

と
理

解
し

て
よ

い

か
。
 

1
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
7
条

で
は

、
特

定

預
金

等
契

約
に

つ
い

て
原

則
と

し
て

取
扱

商
品

か
ら

除

外
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、
仲
介

業
者
等

府
令
第

4
条
に

お

い
て
、
日
常

生
活

に
係

わ
る
取

引
に
用

い
ら

れ
る

預
金

等

「
引

出
し

、
送

金
又

は
支

払
が

外
貨
預

金
等

の
表

示
通

貨
で

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

」
に
該

当
す

る
か

ど
う

か

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し
て

実
質

的
に

判
断

さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
が

、
例
え

ば
、

A
T
M
等
で

の

152

金融サービス仲介業
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策
を

行
え

ば
、
十

分
に

媒
介
業

務
を
実

施
す

る
余

地
が

あ

る
も

の
と

思
わ

れ
る

。
こ
の
た

め
、
本

項
目

も
今
後

機
会

を
見

つ
け

て
見

直
し

の
検

討
を

お
願
い

し
た

い
。
 

応
じ

て
見

直
し

の
要

否
を

検
討

し
て

い
く

べ
き

も
の

と

考
え

ま
す

。
 

な
お
、
火
災

保
険

に
つ

い
て
は

、
一

般
に

、
顧

客
の

ニ

ー
ズ

や
実

情
等

を
十

分
踏

ま
え

た
上

で
最

適
な

補
償

範

囲
・
水

準
の

提
案
・
設

定
や
、
具
体

的
な

補
償

要
件

を
含

む
商

品
性

に
関

す
る

丁
寧

な
説

明
が

求
め

ら
れ

る
こ

と

等
を

踏
ま

え
れ

ば
、
日
常

生
活

に
定
着

し
て

い
る

と
認

め

ら
れ

る
い

わ
ゆ

る
家

財
保

険
を

除
き
、
顧
客

に
対

し
高

度

に
専

門
的

な
説

明
を

必
要

と
す

る
も
の

と
考

え
ま

す
。
 

2
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
4
号

の
「

法

人
そ

の
他

の
団

体
又

は
個

人
（

事
業

と
し

て
又

は
事

業
の

た
め

に
保

険
契

約
者

と
な

る
場

合
に

お
け

る
も

の
に

限

る
。
）
」
が

保
険

契
約
者

と
な
ら

ず
に
、
被
保

険
者
と

な
る

保
険

契
約

の
締

結
の

媒
介

を
保

険
媒

介
業

者
が

行
う

こ

と
は

、
形

式
的

に
は
同

号
に
非

該
当
と

な
る

も
の

の
、
実

質
的

に
潜

脱
的

な
行

為
と

な
る

と
の
理

解
で

よ
い

か
。
 

ご
指

摘
の

事
例

の
詳

細
が

必
ず

し
も

明
ら

か
で

は
な

く
、

一
概

に
回

答
す

る
こ

と
は

困
難
で

す
が

、
一

般
に

、

実
質

的
に

規
制

を
潜

脱
し

よ
う

と
す
る

行
為

は
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の
健

全
か

つ
適

切
な

運
営

の
確

保
の

観

点
か

ら
不

適
切

と
考

え
ま

す
。

 

2
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8

条
第

4
号

の

「
（

事
業

と
し

て
又

は
事

業
の

た
め

に
保

険
契

約
者

と
な

る
場

合
に

お
け

る
も

の
に

限
る

。
）
」
は
直

前
の

個
人

に
か

か
る

も
の

で
あ

り
、
法

人
そ
の

他
の
団

体
を

保
険

契
約

者

と
す

る
保

険
契

約
は

す
べ

か
ら

く
取

扱
対

象
外

に
な

る

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
ま
た
、
そ

の
解

釈
に

つ
い
て

は
消

費
者

契
約

法
に

準
ず

る
と

の
理

解
で
よ

い
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
法

人
そ

の
他

の
団

体
を

保
険

契
約

者
と

す
る

保
険

契
約

の
締

結
の

媒
介

を
行

う

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
 

ま
た

、「
個
人
（

事
業

と
し

て
又

は
事
業

の
た

め
に

保
険

契
約

者
と

な
る

場
合

に
お

け
る

も
の
に

限
る

。
）
」
は
、
個

人
事

業
主

が
事

業
目

的
で

保
険

契
約

を
締

結
す

る
場

合

を
想

定
し

て
い

ま
す

が
、
そ
の

解
釈
に

つ
い

て
は
、
消
費

者
契

約
法

の
解

釈
が

参
考

に
な

る
も
の

と
考

え
ま

す
。
 

2
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
4
号
に

て

法
人
、
個
人

事
業

主
を

契
約
者

と
す
る

保
険

契
約

は
対

象

外
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、
例
え

ば
サ

ー
ク

ル
な

ど
の

権
利

能
力

な
き

社
団

に
該

当
し

な
い

小
規

模
な

団
体

の

場
合

で
も
、
当
該

団
体

を
契
約

者
と
す

る
こ

と
は

不
可

と

な
り
、
個
人

を
契

約
者

と
す
る

団
体
保

険
の

み
対

象
と

な

る
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
 

法
人

そ
の

他
の

団
体

又
は

個
人

事
業

主
を

保
険

契
約

者
と

す
る

保
険

契
約

は
、
当
該

保
険
契

約
者

の
規

模
等

に

か
か

わ
ら

ず
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供
法

施
行

令
第

1
8
条

第
4
号
に

掲
げ

る
保

険
契

約
に

該
当
し

、
保

険
媒

介
業

務

の
対

象
と

な
ら

な
い

も
の

と
考

え
ま
す

。
 

2
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
4
号
に

つ

い
て
、
法
人

に
関

す
る

保
険
契

約
も
ご

整
理

の
と

お
り

高

度
な

説
明

を
要

す
る

も
の

が
多

い
と

い
う

こ
と

も
理

解

で
き

る
が
、
個
人

向
け

の
保
険

で
も
一

定
の

金
額

以
下

の

も
の

を
広

く
認

め
る

整
理

を
さ

れ
て

い
る

こ
と

と
の

均

衡
を

図
り
、
一
定

の
金

額
、
期

間
、
契
約

の
類

型
等

の
制

限
を

付
し

て
認

め
ら

れ
る

も
の

が
あ

っ
て

も
よ

い
の

で

は
な

い
か

。
現

状
の
整

理
で
は

、
新
規

参
入

の
事
業

者
の

う
ち

、
B
t
o
B
業
態

の
事

業
者
の

保
険
媒

介
へ

の
参

入
が

一

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

対
象

と
な
る

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲

に
つ

い
て

は
、
商
品

設
計
の
複
雑

さ
や

日
常

生

活
へ

の
定

着
度

合
い

等
を

は
じ

め
、
顧

客
の

ニ
ー

ズ
や

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

よ
る

顧
客

保
護

の
た

め
の

取

組
を

含
む

業
務

運
営

の
実

態
等

も
踏
ま

え
つ

つ
、
必
要

に

応
じ

て
見

直
し

の
要

否
を

検
討

し
て

い
く

べ
き

も
の

と

考
え

ま
す

。
 

な
お

、
い

わ
ゆ

る
法

人
契

約
に

よ
る

保
険

に
つ

い
て

は
、
一

般
に
、
法
人

の
事

業
活
動

の
内
容
や

ニ
ー

ズ
が

多
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保
険

会
社

等
が

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
の

違
反

を
問

わ

れ
る

こ
と

は
な

い
と

の
理

解
で

よ
い
か

。
 

ス
提

供
法

の
規

定
に

違
反

し
た

も
の
と

な
り

、
監

督
上

の

処
分

の
対

象
と

な
り

得
る

も
の

と
考
え

ま
す

。
 

な
お
、
例
え

ば
、
保
険

会
社
が

取
扱
商

品
・
サ

ー
ビ

ス

と
し

て
認

め
ら

れ
て

い
な

い
こ

と
を
知

り
な

が
ら

、
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
保

険
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

委

託
し

て
い

た
な

ど
の

特
段

の
事

情
が
あ

る
場

合
に

は
、
当

該
保

険
会

社
に

つ
い

て
も

、
保

険
業
法

等
の

関
連

法
令

に

基
づ

く
監

督
上

の
処

分
の

対
象

と
な

り
得

る
も

の
と

考

え
ま

す
。
 

1
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
2
号

の
「

火

災
に

よ
っ

て
生

ず
る

損
害

を
塡

補
す

る
こ

と
を

約
す

る

保
険

契
約
」
と
は
、
保
険

業
法
施

行
規
則
第

8
3
条

第
3
号

イ
（
資

産
に

関
す

る
火

災
、
落

雷
、
破
裂

、
爆

発
、
風
災

、

ひ
ょ

う
災
、
雪
災

に
よ

る
損
害

及
び
こ

れ
に

関
連

す
る

損

害
を

対
象

と
す

る
保

険
契

約
）
と
同

義
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
 

ど
の

よ
う

な
保

険
契

約
が
「
主

と
し
て

火
災

に
よ

っ
て

生
ず

る
損

害
を

塡
補

す
る

こ
と

を
約
す

る
保

険
契

約
」
に

該
当

す
る

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事
例

ご
と

に
実

態
に

即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も
の

と
考

え
ま

す
が

、

例
え

ば
、

火
災

に
よ

っ
て

生
ず

る
損

害
を

対
象

と
し

つ

つ
、
特
約

等
に

よ
り

付
加

的
に

水
害
や

風
雪

等
に

よ
っ

て

生
ず

る
損

害
に

つ
い

て
も

併
せ

て
対

象
と

す
る

損
害

保

険
契

約
は

、
こ

れ
に

該
当

し
得

る
も
の

と
考

え
ま

す
。
 

1
7
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
2
号

の
「

主

と
し

て
」
と
の

記
載
に

つ
い
て

確
認
し

た
い

。
例
え

ば
火

災
保

険
に

多
様

な
特

約
が

付
帯

さ
れ
て

い
る

場
合

や
、
火

災
リ

ス
ク

は
縮

小
て

ん
補

と
し

て
そ

の
他

リ
ス

ク
は

実

損
て

ん
補

と
す

る
契

約
な

ど
に

つ
い

て
、
「

主
と

し
て

火

災
に

よ
っ

て
」
か

否
か

判
然
と

し
な
い

ケ
ー

ス
も

想
定

さ

れ
る

が
、

ど
の

よ
う

な
解

釈
と

な
る
か

確
認

し
た

い
。
 

1
8
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
2
号
が

一

般
的

な
火

災
保

険
を

対
象

外
と

す
る
趣

旨
の

場
合
、
例
え

ば
引

受
種

目
を

変
え

て
火

災
保

険
と

同
等

の
リ

ス
ク

を

費
用

保
険

と
し

て
引

き
受

け
る

と
い
っ

た
対

応
は
、
制
度

の
潜

脱
と

し
て

許
容

さ
れ

な
い

と
の
理

解
で

よ
い

か
。
 

ど
の

よ
う

な
保

険
契

約
が
「
主

と
し
て

火
災

に
よ

っ
て

生
ず

る
損

害
を

塡
補

す
る

こ
と

を
約
す

る
保

険
契

約
」
に

該
当

す
る

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事
例

ご
と

に
実

態
に

即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も
の

と
考

え
ま

す
が

、

必
ず

し
も

引
受

種
目

の
み

を
も

っ
て

判
断

さ
れ

る
と

は

限
ら

な
い

も
の

と
考

え
ま

す
。

 

1
9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
2
号

の
「

専

ら
動

産
を

保
険

の
目

的
と

す
る

も
の
」
と
は

、
個
人

の
家

財
保

険
の

み
を

保
険

の
対

象
と

す
る

場
合

を
指

し
て

お

り
、
建
物

を
保

険
の
対

象
と
す

る
も
の

は
「

高
度
に

専
門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る

保
険

契
約
」
と
し

て
、
仲

介
対

象
に

含
ま

れ
な

い
と

の
理

解
で

よ
い
か

。
 

建
物

等
の

不
動

産
を

保
険

の
目

的
に

含
む

保
険

契
約

は
、「

専
ら
動

産
を

保
険

の
目
的

と
す
る

も
の
」
に
は

該
当

し
な

い
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

2
0
 

火
災

保
険

に
つ

い
て

も
、
保
険

会
社
が

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
で

商
品

紹
介

等
を

行
っ

て
い

る
も
の

が
あ

る
と

こ
ろ
、

実
際

に
媒

介
を

行
う

事
業

者
と

し
て
も
、
代
理

権
限

を
持

っ
て

契
約

を
締

結
す

る
わ

け
で

な
く
、
か
つ

、
保
険

会
社

と
協

議
の

上
説

明
内

容
を

適
切

な
も

の
に

す
る

等
の

対

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

対
象

と
な
る

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲

に
つ

い
て

は
、
商
品

設
計
の

複
雑

さ
や

日
常

生

活
へ

の
定

着
度

合
い

等
を

は
じ

め
、
顧

客
の

ニ
ー

ズ
や

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

よ
る

顧
客

保
護

の
た

め
の

取

組
を

含
む

業
務

運
営

の
実

態
等

も
踏
ま

え
つ

つ
、
必
要

に

153
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か
。
 

2
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
条
第

1
項

に
つ

い
て

、
行

事
の

実
施

等
に

付
随

さ
れ

る
場

合
に

の
み

限
定

的
に

対
象

と

な
る

も
の

で
あ

り
、
例

え
ば
何

ら
の
行

事
も

伴
わ

ず
、
家

族
に

お
い

て
万

が
一

に
備

え
た

傷
害

保
険

を
明

細
付

き

契
約

と
し

て
加

入
す

る
と

い
っ

た
ケ

ー
ス

は
不

可
と

の

理
解

で
よ

い
か

。
 

ど
の

よ
う

な
保

険
契

約
が

仲
介

業
者
等

府
令
第

5
条
第

1
項

に
規

定
す

る
保

険
契

約
に

該
当

す
る

か
に

つ
い

て

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し
て

実
質

的
に

判
断

さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
が

、
例

え
ば
、
行
事

の
実

施

に
関

連
し

な
い

日
常

生
活

に
お

け
る

傷
害

の
み

を
対

象

と
す

る
よ

う
な

保
険

に
つ

い
て

は
、
同

項
に

規
定

す
る

保

険
契

約
に

は
該

当
し

な
い

も
の

と
考
え

ま
す

。
 

2
9
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
条

第
1
項

に
つ

い
て

、
「
行

事

の
実

施
等
」
の
「
等
」
と
は
具

体
的
に

ど
の

よ
う

な
も

の

か
、
現

時
点

で
想

定
し

て
い
る

も
の
が

あ
れ

ば
教

え
て

ほ

し
い

。
 

例
え

ば
、
催
事

の
開

催
等

、
実
質

的
に
「

行
事

の
実

施
」

と
同

義
の

も
の

と
判

断
さ

れ
る

べ
き
も

の
に

つ
い

て
は

、

「
行

事
の

実
施

等
」

に
含

ま
れ

る
も
の

と
考

え
ま

す
。
 

3
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

で
は

金
融

サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
1
1
条
第

3
項

で
取

扱
商

品
・

サ
ー

ビ

ス
か

ら
除

く
と

し
た
「

当
該
保

険
契
約

に
つ

い
て

顧
客

に

対
し

高
度

に
専

門
的

な
説

明
を

必
要

と
す

る
も

の
と

し

て
政

令
で

定
め

る
も

の
」
を
列

挙
し
て

い
る

が
、
こ

れ
に

関
し

以
下

に
つ

い
て

教
え

て
ほ

し
い
。
 

⑴
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令
第

1
8
条

第
2
号
に

よ
れ

ば
家

財
を

保
険

の
目

的
と

す
る

火
災

保
険

は
保

険
媒

介
業

務
の

対
象

と
解

さ
れ

る
が
間

違
い

な
い

か
。

間
違

い
な

い
場

合
、
保

険
の
目

的
（

建
物

と
家

財
）
で

保
険

媒
介

業
務

の
対

象
と

な
る

か
否

か
を

区
別

し
た

「
高

度
に

専
門

的
な

説
明

」
の

内
容
。
 

⑵
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令
第

1
8
条

第
7
号
イ

に
拘

わ
ら

ず
仲

介
業

者
等

府
令

第
5
条

第
3
項

に
よ

れ

ば
、
い

わ
ゆ

る
1
日
自

動
車
保

険
の
媒

介
は

可
能

だ
と

思
わ

れ
る

が
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
提

供
法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号

イ
で

前
記

以
外

の
自
動

車
保
険

は
保

険
媒

介
業

務
か

ら
除

外
さ

れ
て

し
ま

う
。
同
じ

保
険

商
品

に
も

拘

わ
ら

ず
対

象
か

ら
除

外
さ

れ
る

理
由
と

さ
れ

る
「
高

度

に
専

門
的

な
説

明
」

の
内

容
。

 

⑶
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令
第

1
8
条

第
7
号
ロ

の
「
保

険
期

間
が

被
保

険
者
の

終
身
で

あ
る

保
険

に
係

る
保

険
契

約
」
に

つ
い

て
、
既

に
一
般

に
ネ

ッ
ト

完
結

型
で

販
売

さ
れ

て
い

る
終

身
型

の
保

険
商

品
が

多
数

あ
る

な
か

、
こ

れ
を
「

高
度
に

専
門
的

な
説

明
を

必
要

と
す

る
も

の
」
と

し
て

保
険
媒

介
業
務

の
対

象
か

ら
除

外
す

る
理

由
。
 

保
険

媒
介

業
務

の
対

象
と

な
る

保
険

契
約

の
範

囲
に

つ
い

て
は

、
商

品
設

計
の

複
雑

さ
や
日

常
生

活
へ

の
定

着

度
合

い
等

に
加

え
、「

高
額
・
長

期
の
保

険
契

約
の

締
結

の

仲
介

に
当

た
っ

て
は
、
一
般
に

、
個

々
の

リ
ス

ク
と

顧
客

意
向

の
見

極
め

や
商

品
内

容
等

の
顧

客
へ

の
説

明
を

一

層
丁

寧
に

行
う

こ
と

が
重

要
と

な
る
」
と
の

指
摘

が
あ

る

こ
と

も
踏

ま
え

、
保

険
金

額
の

総
額
や

保
険

期
間

に
も

着

目
し

た
上

で
、
顧
客

に
対

し
高

度
に
専

門
的

な
説

明
を

必

要
と

す
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

か
ど

う
か

の
観

点
か

ら

定
め

て
い

ま
す

。
保

険
期

間
が

被
保
険

者
の

終
身

で
あ

る

保
険

に
つ

い
て

は
、
長
期

の
保

険
契
約

と
な

る
こ

と
を

踏

ま
え

、
保

険
媒

介
業

務
の

対
象

外
と
し

て
い

ま
す

。
 

火
災

保
険

に
つ

い
て

は
、
一
般

に
、
顧
客

の
ニ

ー
ズ

や

実
情

等
を

十
分

踏
ま

え
た

上
で

最
適
な

補
償

範
囲
・
水

準

の
提

案
・
設

定
や
、
具
体

的
な

補
償
要

件
を

含
む

商
品

性

に
関

す
る

丁
寧

な
説

明
が
求

め
ら

れ
る

こ
と

等
を

踏
ま

え
れ

ば
、
日
常

生
活

に
定

着
し

て
い
る

と
認

め
ら

れ
る

い

わ
ゆ

る
家

財
保

険
を

除
き

、
顧

客
に
対

し
高

度
に

専
門

的

な
説

明
を

必
要

と
す

る
も

の
と

考
え
ま

す
。
 

な
お

、
年

間
保

険
料

額
が

5
,
0
0
0
円
以

下
で

あ
る

保
険

契
約

に
つ

い
て

は
、
一

般
に
、
そ
の

内
容

が
比
較
的
単
純

で
顧

客
の

理
解

が
容
易
な

も
の

と
し
て

、
現

行
の

保
険

業

法
施

行
規
則

に
お

い
て

保
険

契
約

者
等

に
対

す
る

情
報

提
供

の
方

法
が
弾
力
化
さ

れ
て

い
る
こ

と
を

踏
ま

え
、
例

外
的

に
保

険
金

額
の

上
限

を
課

さ
な

い
こ

と
と

し
て

い

ま
す

。
 

3
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
は
、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
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律
に

禁
止

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

の
で
、
機

会
を

見
つ

け
て

再
考

を
お

願
い

し
た

い
。
 

種
多

様
で

あ
る

中
で

、
事

業
の

実
態
等

に
的

確
に

対
応

し

た
最

適
な

商
品

の
提

案
や

、
リ

ス
ク
を

含
む

商
品

性
に

関

す
る

丁
寧

な
説

明
が

求
め

ら
れ

る
こ

と
等

を
踏

ま
え

れ

ば
、
顧
客

に
対

し
高

度
に

専
門

的
な
説

明
を

必
要

と
す

る

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

2
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
5
号
で

保

険
契

約
者

等
の

保
護

に
欠

け
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

と

し
て

一
部

の
団

体
保

険
が

例
外

的
に
対

象
と

な
る

が
、
同

条
第

4
号
に

て
法

人
や

個
人
事

業
主
を

契
約

者
と

す
る

も

の
は

対
象

外
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か
ら
、
例
外

的
に

対
象

と
な

る
団

体
保

険
に

つ
い

て
も

、
個

人
を

契
約

者
と

す
る

団
体

保
険

で
あ

る
と

の
理

解
で

よ
い
か

。
例

え
ば
、
個
人

名
に

団
体

名
や

肩
書

が
併

記
さ

れ
て
お

り
、
団

体
性

が
認

め
ら

れ
る

よ
う

な
場

合
は

同
号

に
掲

げ
る

保
険

契
約

に

該
当

し
て

対
象

外
で

あ
る

こ
と

を
確
認

し
た

い
。
 

団
体

保
険

の
例

外
と

し
て

仲
介

業
者
等

府
令
第

5
条
第

1
項

に
規

定
す

る
保

険
契

約
に

該
当
す

る
保

険
契

約
で

あ

っ
て

も
、
法
人

そ
の

他
の

団
体

又
は
個

人
事

業
主

が
保

険

契
約

者
と

な
る

保
険

契
約

に
つ

い
て
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
4
号

に
掲

げ
る

保
険

契
約

に

該
当

し
、

保
険

媒
介

業
務

の
対

象
と
な

り
ま

せ
ん

。
 

ど
の

よ
う

な
保

険
契

約
が

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条
第

4
号
に

掲
げ

る
保
険

契
約

に
該

当
す

る

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に
実

態
に

即
し

て
実

質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え
ま

す
が

、
例

え
ば

、

個
人

名
に

団
体

名
が

併
記

さ
れ

る
な
ど

、
実

質
的

に
団

体

を
保

険
契

約
者

と
し

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
保

険
契

約

に
つ

い
て

は
、
保
険

媒
介

業
務

の
対
象

と
な

ら
な

い
可

能

性
が

あ
る

も
の

と
考

え
ま

す
。

 

2
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
5
号
は

、

団
体

保
険

を
「
顧

客
に

対
し
高

度
に
専

門
的

な
説

明
を

必

要
と

す
る

」
保

険
契
約

と
し
て

、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
が

取
り

扱
え

な
い

保
険

商
品

と
し
て

い
る
。
し
か

し
な

が
ら
、
銀
行

分
野

の
仲

介
業
と

し
て
住

宅
ロ

ー
ン

業
務

が

予
定

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、
団
体

信
用

生
命

保
険

契
約

は
住

宅
ロ

ー
ン

に
と

っ
て

必
須

の
も

の
と

な
っ

て

お
り
、
両
者

は
密

接
不

可
分
の

関
係
に

あ
る
。
そ
の

た
め

、

住
宅

ロ
ー

ン
に

伴
う

団
体

信
用

生
命

保
険

契
約

の
締

結

媒
介

を
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

認
め

る
べ

き
で

は

な
い

か
と

考
え

る
が

、
金

融
庁

の
見
解

を
伺

い
た

い
。
 

銀
行

を
保

険
契

約
者

と
し

住
宅

ロ
ー

ン
の

借
入

者
を

被
保

険
者

と
す

る
い

わ
ゆ

る
団

体
信

用
生

命
保

険
契

約

に
つ

い
て

、
住

宅
ロ

ー
ン

の
借

入
者
に

対
し

て
当

該
保

険

契
約

の
被

保
険

者
と

な
る

こ
と

を
勧
誘

す
る

行
為

は
、
保

険
媒

介
業

務
に

該
当

せ
ず

、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

登

録
を

受
け

る
こ

と
な

く
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

考

え
ま

す
。

 
 

2
7
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
5
号
及

び

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
条
第

1
項

で
、
団
体

保
険

の
う

ち

い
わ

ゆ
る

一
定

の
レ

ジ
ャ

ー
保

険
に

つ
い

て
は

取
扱

不

可
の

商
品

か
ら

除
外

さ
れ

て
い

る
が
、
か

か
る

規
定

に
基

づ
き

取
り

扱
え

る
は

ず
の

商
品

が
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条
第

4
号
で

「
法
人

そ
の

他
の

団
体

を

保
険

契
約

者
と

す
る

保
険

契
約

」
が

取
扱

不
可

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
結
果
的

に
取
扱

不
可

と
な

っ
て

し

ま
う
。
同
号

に
は

、「
第

5
号
の

う
ち
内

閣
府

令
で

除
か

れ

る
も

の
は

除
く

」
と

の
趣

旨
の

追
記

が
必

要
で

は
な

い

い
わ

ゆ
る

法
人

契
約

に
よ

る
保

険
は

保
険

媒
介

業
務

の
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
が
、
例

え
ば
、
団

体
の

代
表

者
や

幹
事

が
保

険
契

約
者

と
な

り
、
個

人
が

被
保

険
者

と
な

る

よ
う

な
、
い
わ

ゆ
る

レ
ジ

ャ
ー

保
険
は

保
険

媒
介

業
務

の

対
象

と
な

り
得

る
も

の
と

考
え

ま
す
。
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ご
と

、
ま

た
は

被
保
険

者
ご
と

に
合
算

し
た

金
額

が
、
こ

れ
ら

の
上

限
額

を
超

え
る

も
の

と
な

る
と

き
は

取
り

扱

う
こ

と
が

で
き

な
い

も
の

と
な

る
の
か

。
 

具
体

的
に

は
、
以

下
の

⑴
か
ら

⑻
ま
で

の
う

ち
、
金

融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
に

掲
げ

る
保

険
契

約
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
、
保
険

媒
介

業
者

が
そ

の
保

険
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い

も
の

と
な

る
の

は
ど

れ
か

。
 

⑴
 
A
を
保

険
契

約
者

兼
被
保

険
者
と

し
、

死
亡

保
険

金

を
1
,
0
0
0
万
円

と
す

る
死

亡
保

険
契
約

2
契

約
に

つ

き
、

A
と

保
険

会
社

X
と
の
契

約
締
結

を
媒

介
す

る
行

為
 

⑵
 
A
を
保

険
契

約
者

兼
被
保

険
者
と

し
、

死
亡

保
険

金

を
1
,
0
0
0
万

円
と

す
る

死
亡
保

険
契
約

に
つ

き
、

A
と

保
険

会
社

X
と

の
契

約
締

結
を

、
同

じ
く

A
を

保
険

契

約
者

兼
被

保
険

者
と

し
、
死
亡

保
険
金
を

1
,
0
0
0
万
円

と
す

る
死

亡
保

険
契

約
に

つ
き

、
A
と

保
険

会
社

Y
と

の
契

約
締

結
を

、
い

ず
れ

も
媒

介
す
る

行
為
 

⑶
 

A
を

保
険

契
約

者
、
B
を
被

保
険
者

と
し
、
死
亡

保
険

金
を

1
,
0
0
0
万

円
と
す

る
死
亡

保
険
契

約
2
契

約
に

つ

き
、

A
と

保
険

会
社

X
と
の
契

約
締
結

を
媒

介
す

る
行

為
 

⑷
 

A
を

保
険

契
約

者
、
B
を
被

保
険
者

と
し
、
死
亡

保
険

金
を

1
,
0
0
0
万
円

と
す

る
死
亡

保
険
契

約
に

つ
き

、
A

と
保

険
会
社

X
と
の

契
約

締
結

を
、
同
じ

く
A
を
保

険

契
約

者
、
B
を
被

保
険

者
と

し
、
死
亡

保
険

金
を

1
,
0
0
0

万
円

と
す

る
死

亡
保

険
契

約
に

つ
き
、
A
と
保

険
会

社

Y
と

の
契

約
締

結
を

、
い

ず
れ

も
媒
介

す
る

行
為
 

⑸
 
A
を
保

険
契

約
者

兼
被
保

険
者
と

し
、

死
亡

保
険

金

を
1
,
0
0
0
万

円
と

す
る

死
亡
保

険
契
約

と
、

A
を

保
険

契
約

者
、
B
を
被

保
険

者
と

し
、
死
亡

保
険

金
を

1
,
0
0
0

万
円

と
す

る
死

亡
保

険
契

約
の

二
つ

の
保

険
契

約
に

つ
き

、
A
と
保

険
会
社

X
と
の

契
約
締

結
を

媒
介

す
る

行
為
 

⑹
 
A
を
保

険
契

約
者

兼
被
保

険
者
と

し
、

死
亡

保
険

金

を
1
,
0
0
0
万

円
と

す
る

死
亡
保

険
契
約

に
つ

き
、

A
と

保
険

会
社

X
と
の

契
約

締
結
を

、
A
を

保
険

契
約

者
、

B
を

被
保

険
者

と
し

、
死

亡
保

険
金
を

1
,
0
0
0
万
円

と

す
る

死
亡

保
険

契
約

に
つ

き
、

A
と
保

険
会
社

Y
と

の

契
約

締
結

を
、

と
も

に
媒

介
す

る
行
為
 

で
は

な
く

、
こ

う
し

た
上

限
に

係
る
規

制
を

潜
脱

す
る

も

の
で

あ
る

か
ど

う
か

は
、
個
別

事
例
ご

と
に

実
態

に
即

し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の
と

考
え

ま
す

が
、
一

般
に

、
保

険
金

額
の

上
限

額
の

定
め
が

な
い

保
険

契
約

の

締
結

の
媒

介
を

含
め

、
実

質
的

に
規
制

を
潜

脱
し

よ
う

と

す
る

行
為

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

の
健

全
か

つ
適

切

な
運

営
の

確
保

の
観

点
か

ら
不

適
切
と

考
え

ま
す

。
 

 

 

-
 
9
 
-
 

が
保

険
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い

「
顧

客
に

対
し

高
度

に
専

門
的

な
説
明

を
必

要
と

す
る
」

保
険

契
約

の
範

囲
を

政
令

に
委

任
し
（

同
法
第

1
1
条

第
3

項
）
、

こ
れ

を
受

け
て

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第

1
8
条
各

号
が

当
該

保
険

契
約
の

範
囲
を

定
め

て
い

る
。
 

同
条
第

7
号
は

、
保
険

金
額
に

応
じ
て
「
顧

客
に
対

し

高
度

に
専

門
的

な
説

明
を

必
要

と
す
る
」
保
険

契
約

の
範

囲
を

定
め

て
い

る
。
「

顧
客

に
対

し
高

度
に

専
門

的
な

説

明
を

必
要

と
す

る
」
保

険
契
約

で
あ
る

か
否

か
は

、
保
険

契
約
・
保
険

商
品

の
内

容
や
特

性
に
基

づ
き

判
断

さ
れ

る

べ
き

内
容

と
考

え
ら

れ
る
。
実

際
、
同
令

で
は
、
特
定

保

険
契

約
（

同
条
第

1
号

）
や
火

災
保
険

契
約

（
同

条
第

2

号
）
、
再
保

険
契

約
（

同
条

第
3
号

）
な

ど
に

つ
い

て
、
保

険
契

約
・
保
険

商
品
の

内
容
や

特
性
に

着
目

し
て
「

顧
客

に
対

し
高

度
に

専
門

的
な

説
明

を
必
要

と
す

る
」
保

険
契

約
で

あ
る

か
否

か
が

整
理

さ
れ

て
い
る
。
そ
う

だ
と

す
る

と
、
保
険

金
額

の
み
に

着
目
し

て
「
顧

客
に

対
し
高

度
に

専
門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る

」
保

険
契

約
で

あ
る

か
否

か
定

め
る

同
条

第
7
号
は

、
同

法
第

1
1
条
第

3
項

の
委

任
の

趣
旨

に
反

す
る

の
で

は
な

い
か
。
 

ま
た

、
保

険
金

額
の
み

に
着
目

す
る
規

制
は

、
他
の

保

険
商

品
に

関
す

る
規

制
と

の
間

で
不

均
衡

が
生

じ
て

い

る
と

考
え

る
が

、
金

融
庁

の
見

解
を
伺

い
た

い
。
 

3
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

対
象

と
な

る
保

険
契

約
の

上
限

保
険

金
額
、
上
限

制
約
を

外
れ
る

年
間

保
険

料
の

上

限
、
各

々
の

根
拠

如
何
。
金
融
サ

ー
ビ
ス

提
供

法
第

1
1
条

第
3
項
の
「

顧
客

に
対

し
高
度

に
専
門

的
な

説
明

を
必

要

と
す

る
」
と

い
う

要
件

と
上
限

保
険
金

額
や

上
限

年
間

保

険
料

と
は

因
果

関
係

が
明

ら
か

で
な
い
。
法
の

委
任

範
囲

を
逸

脱
し

て
い

る
の

で
は

な
い

か
。
保
険

金
額

が
高

い
保

険
で

も
高

度
に

専
門

的
な

説
明

を
要

し
な

い
保

険
も

あ

れ
ば
、
年
間

保
険

料
が

5
,
0
0
0
円

以
下

で
も

高
度

に
専

門

的
な

説
明

を
要

す
る

保
険

も
あ

り
う

る
の

で
は

な
い

か

（
た

と
え

、
現

在
な
く

と
も
、
今

後
開

発
余

地
が
あ

る
）
。
 

3
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
で

定

め
ら

れ
て

い
る

金
額

の
上

限
は

、
個

々
の

保
険

契
約

単
位

で
捉

え
る

も
の

で
あ

る
の

か
、
そ
れ

と
も

保
険

媒
介

業
者

が
一

又
は

複
数

の
保

険
会

社
を

保
険
者

と
し
、
保
険

契
約

者
を

同
一

と
す

る
保

険
契

約
や

被
保

険
者

を
同

一
と

す

る
保

険
契

約
を

取
り

扱
う

場
合

に
お
い

て
、
保

険
契

約
者

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号

イ
⑴

か
ら

⑶
ま

で
に

定
め

る
金

額
は

、
一
の

保
険

契
約

者
に

係

る
一

の
被

保
険

者
に

つ
い

て
、
そ

の
保

険
契

約
に

定
め

ら

れ
た

保
険

期
間

内
に

お
け

る
保

険
金

額
の

上
限

を
定

め

て
い

る
も

の
で

す
。
 

ご
指

摘
の

個
々

の
事

例
の

詳
細

が
必

ず
し

も
明

ら
か
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限
を

設
け

る
方

が
合

理
的

か
つ

整
合
的

と
考

え
る

が
、
金

融
庁

の
見

解
を

伺
い

た
い

。
 

3
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
イ

⑵

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

が
契
約

締
結

の
媒

介
を

行

う
こ

と
が

で
き

る
い

わ
ゆ

る
第

三
分

野
保

険
商

品
に

つ

い
て
、
保
障

さ
れ

る
保

険
金
額

の
上
限
を

6
0
0
万

円
と

し

て
い

る
。
 

一
つ

の
保

険
契

約
が

様
々

な
第

三
分

野
保

険
に

属
す

る
保

険
事

故
を

保
障

対
象

と
す

る
場
合
（
例
：
一
つ

の
保

険
契

約
に

お
い

て
、

疾
病

や
傷

害
を

原
因

と
す

る
入

院

と
、
傷

害
を

原
因

と
す

る
通
院

が
保
障

対
象

に
な

っ
て

い

る
場

合
）
、
同
号

イ
⑵

は
、
第
三

分
野
の

全
保

障
対

象
の

保

険
金

額
の

総
額
が

6
0
0
万

円
以

下
の
場

合
に

限
り
、
保
険

契
約

締
結

の
媒

介
が

可
能

か
。

 

そ
れ

と
も

、
疾

病
を
原

因
と
す

る
入
院

、
傷

害
を
原

因

と
す

る
入

院
、
傷

害
を

原
因
と

す
る
通

院
と

い
っ

た
保

障

対
象

や
特

約
ご

と
に

保
険

金
額

が
6
0
0
万

円
以

下
で

あ
れ

ば
、

保
険

契
約

締
結

の
媒

介
が

可
能
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号

イ
⑴

か
ら

⑶
ま

で
に

定
め

る
金

額
は

、
一
の

保
険

契
約

者
に

係

る
一

の
被

保
険

者
に

つ
い

て
、
そ

の
保

険
契

約
に

定
め

ら

れ
た

保
険

期
間

内
に

お
け

る
保

険
金

額
の

上
限

を
定

め

る
も

の
で

す
。
 

こ
の

金
額

は
、
い
わ

ゆ
る

主
契

約
に
よ

る
も

の
で

あ
る

か
特

約
に

よ
る

も
の

で
あ

る
か

に
か
か

わ
ら

ず
、
一
の

保

険
契

約
に

定
め

ら
れ

た
保

険
期

間
内

に
お

け
る

保
険

金

額
の

総
額

に
よ

り
判

断
さ

れ
る

べ
き
も

の
と

考
え

ま
す

。

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
他

者
と

共
同

し
て

媒
介

を

行
う

場
合

も
同

様
と

考
え

ま
す

。
 

な
お

、
保

険
媒

介
業

務
の

対
象

と
な
る

保
険

契
約

の
範

囲
に

つ
い

て
は

、
商

品
設

計
の

複
雑
さ

や
日

常
生

活
へ

の

定
着

度
合

い
等

に
加

え
、「

高
額
・
長

期
の

保
険

契
約

の
締

結
の

仲
介

に
当

た
っ

て
は
、
一

般
に
、
個

々
の

リ
ス

ク
と

顧
客

意
向

の
見

極
め

や
商

品
内

容
等

の
顧

客
へ

の
説

明

を
一

層
丁

寧
に

行
う

こ
と

が
重

要
と
な

る
」
と
の

指
摘

が

あ
る

こ
と

も
踏

ま
え

、
保

険
金

額
の
総

額
や

保
険

期
間

に

も
着

目
し

た
上

で
、
顧
客

に
対

し
高
度

に
専

門
的

な
説

明

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

か
ど

う
か

の
観

点

か
ら

定
め

て
い

ま
す

。
 

3
7
 

生
命

保
険

会
社

が
提

供
す

る
第

三
分

野
保

険
商

品
の

う
ち

医
療

保
険

は
、
入

院
日
額

○
万
円

、
通

院
1
日

あ
た

り
○

千
円

の
よ

う
に
、
日
額
単

位
で
保

険
金

額
を

設
定

し

て
い

る
。
ま
た

、
就
業

不
能
保

険
も
月

額
○

万
円

と
月

額

単
位

で
保

険
金

額
を

設
定

し
て

い
る
。
こ

の
よ

う
な

商
品

の
場

合
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供
法

施
行
令

第
1
8
条
第

7
号

イ
⑵

は
、
日

額
若

し
く

は
月
額

で
約
定

し
た

保
険

金
額

が

6
0
0
万

円
以

下
で

あ
れ

ば
、
保

険
契
約

締
結

の
媒

介
が

可

能
か

。
 

日
額

若
し

く
は

月
額

単
位

で
保

険
金

額
制

限
を

設
定

す
る

こ
と

が
、
実

際
の

保
険
商

品
に
即

し
た

制
限

に
な

る

と
考

え
る

が
、

金
融

庁
の

見
解

を
伺
い

た
い

。
 

3
8
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
イ

⑵

は
、
保

険
期

間
に

か
か

わ
ら
ず

同
じ
保

険
金

額
制

限
と

し

て
い

る
。
こ

の
点

に
関

し
て
、
保
険

契
約

は
、
自

動
更

新

条
項

を
契

約
内

容
と

す
る

保
険

商
品
が

あ
る

。
例

え
ば
、

保
険

期
間
を

1
年
・
保

険
金
額

6
0
0
万

円
・
自

動
更

新
条

項
が

あ
る

保
険

商
品
が

9
回
自

動
更
新

さ
れ

る
と

、
1
0
年

の
間

に
最

大
で

総
額

6
,
0
0
0

万
円

の
保

険
保

障
と

な
る

が
、

こ
れ

は
当

初
か

ら
保

険
期

間
が

1
0
年
と

す
る

第
三

分
野

保
険

商
品

の
保

険
金

額
上

限
が

6
0
0
万
円

に
な

る
こ

と
と

著
し

く
不

均
衡

が
生

じ
る

こ
と

と
な

る
の

で
な

い

 

-
 
1
1
 
-
 

⑺
 
A
を
保

険
契

約
者

兼
被
保

険
者
と

し
、

死
亡

保
険

金

を
1
,
0
0
0
万

円
と

す
る

死
亡
保

険
契
約

に
つ

き
、

A
と

保
険

会
社

X
と
の

契
約

締
結
を

、
B
を

保
険

契
約

者
、

A
を

被
保

険
者

と
し

、
死

亡
保

険
金
を

1
,
0
0
0
万
円

と

す
る

死
亡

保
険

契
約

に
つ

き
、

B
と
保

険
会
社

X
と

の

契
約

締
結

を
、

と
も

に
媒

介
す

る
行
為
 

⑻
 
A
を
保

険
契

約
者

兼
被
保

険
者
と

し
、

死
亡

保
険

金

を
1
,
0
0
0
万

円
と

す
る

死
亡
保

険
契
約

に
つ

き
、

A
と

保
険

会
社

X
と
の

契
約

締
結
を

、
B
を

保
険

契
約

者
、

A
を

被
保

険
者

と
し

、
死

亡
保

険
金
を

1
,
0
0
0
万
円

と

す
る

死
亡

保
険

契
約

に
つ

き
、

B
と
保

険
会
社

Y
と

の

契
約

締
結

を
、

と
も

に
媒

介
す

る
行
為
 

3
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
イ

の

「
当

該
⑴

か
ら

⑶
ま

で
に

定
め

る
金

額
を

超
え

る
保

険

金
の

支
払

又
は

損
害

の
塡

補
を

約
す
る

も
の
」
の
定

義
を

確
認

し
た

い
。
同

号
イ

で
定
め

ら
れ
る

保
険

金
額

の
上

限

に
つ

い
て

は
、
一

の
保

険
期
間

の
保
険

金
額

の
上

限
（
保

険
期

間
中

の
総

支
払

限
度

額
と

し
て
約

定
す

る
金

額
）
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
ま

た
、
そ

の
よ
う

な
上

限
額

を
設

定

し
な

い
契

約
形

態
に

つ
い

て
は

制
度
の

潜
脱

で
あ

り
、
適

切
で

は
な

い
と

の
認

識
で

よ
い

か
。
 

3
5
 

特
例

地
域

金
融

機
関

や
協

同
組

織
金

融
機

関
の

保
険

募
集

に
係

る
融

資
先

募
集

規
制

で
は
、
保

険
金

額
制

限
が

設
け

ら
れ

て
い

る
（

保
険

業
法

施
行
規

則
第

2
1
2
条

第
4

項
、
第

2
1
2
条

の
2
第

4
項
。
同

内
閣

府
令

第
2
1
2
条
第

5
項

、
第

2
1
2
条

の
2
第

5
項

）
。
具

体
的

に
は

、
「
保

険

事
故

に
係

る
入
院

1
日

」
あ
た

り
の
保

険
金

額
や

、
一
つ

の
「

保
険

事
故

に
係

る
手

術
」

の
保
険

金
額

を
基

準
に
、

保
険

金
額

制
限

が
設

け
ら

れ
て

い
る
（

平
成

1
9
年

金
融

庁
告

示
第

1
2
8
号
）
。
 

こ
れ

に
対

し
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
提

供
法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
イ

⑵
で

は
、
一

つ
の
保

険
契
約

に
お

け
る

保
険

金

額
の

総
額

を
基

準
と

し
て

保
険

金
額

制
限

が
設

け
ら

れ

て
い

る
。
 

両
者

は
、
同

じ
第

三
分

野
保
険

に
関
す

る
保

険
金

額
制

限
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
規

制
手

段
が

異
な

っ
て

お

り
、
整

合
性

が
図

れ
て

い
な
い

の
で
は

な
い

か
と

考
え

ら

れ
る
。
同
号

イ
⑵

も
、
平

成
1
9
年

金
融

庁
告

示
第

1
2
8
号

と
同

様
に
、
入
院

日
額

や
手
術

1
回
あ

た
り

の
保

険
金

額

な
ど
、
保
険

事
故

や
支

払
事
由

ご
と
の

保
険

金
額

に
て

制

特
例

地
域

金
融

機
関

の
保

険
募

集
に

係
る

融
資

先
募

集
規

制
に

つ
い

て
は

、
金

融
機

関
が
保

険
募

集
を

併
せ

て

行
う

場
合

の
弊

害
防

止
の

観
点

か
ら

設
け

ら
れ

て
い

る

一
方

で
、
保
険

媒
介

業
務

の
対

象
と
な

る
保

険
契

約
の

範

囲
に

つ
い

て
は

、
顧

客
に

対
し

高
度
に

専
門

的
な

説
明

を

必
要

と
す

る
も

の
と

認
め

ら
れ

る
か

ど
う

か
の

観
点

か

ら
定

め
る

も
の

で
あ

り
、
そ
れ

ぞ
れ
規

制
の

趣
旨
・
目
的

が
異

な
る

こ
と

か
ら

、
両

者
に

つ
い
て

必
ず

し
も

同
じ

規

制
手

段
を

用
い

る
必

要
は

な
い

も
の
と

考
え

ま
す

。
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-
 
1
4
 
-
 

識
し

て
い

る
が

、
ど

う
か

。
 

取
引

を
行

う
目

的
を

踏
ま

え
た

重
要

な
事

項
の

顧
客

に

対
す

る
説

明
を

行
う

た
め

の
体

制
を
整

備
す

る
な

ど
、
健

全
か

つ
適

切
な

業
務

運
営

を
確

保
す

る
た

め
の

措
置

を

講
じ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

 
▼

有
価
証

券
等

仲
介

業
務

に
係

る
取
扱

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲
 

4
4
 

⑴
 

取
扱

商
品

の
限

定
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
1
条

第
4
項

で
は

、
有

価

証
券

に
関

し
て
「

顧
客

に
対
し

高
度
に

専
門

的
な

説
明

を

必
要

と
す

る
も

の
」
に

つ
い
て

政
令
で

定
め

て
除

外
す

る

と
規

定
す

る
。
た

し
か

に
金
融

サ
ー
ビ

ス
提

供
法

施
行

令

第
1
9
条
に

お
い

て
除

外
事
由

を
規
定

し
制

限
し

て
い

る

も
の

の
、
仲

介
業

者
等

府
令
に

お
い
て

さ
ら

な
る

例
外

規

定
を

設
け

る
こ

と
で
、
顧
客
に

と
っ
て

複
雑

な
商

品
が

取

扱
可

能
と

な
っ

て
い

る
。
こ
れ

ま
で
金

融
庁

で
は

投
資

家

保
護

を
図

り
な

が
ら

投
資

の
リ

ス
ク

を
可

能
な

限
り

軽

減
し

つ
つ

安
定

的
な

資
産

形
成

を
行
う

目
的

で
、
つ

み
た

て
N
I
S
A
制

度
を

設
計

し
て
、

対
象
商

品
を

限
定

し
て

き

た
。
と

こ
ろ

が
今

回
の

政
省
令

案
等
で

は
一

部
デ

リ
バ

テ

ィ
ブ

商
品

や
外

貨
建

て
の

金
融

商
品

が
組

み
入

れ
ら

れ

る
こ

と
に

な
り
、
投
資

リ
ス
ク

が
拡
大

し
て

い
る

と
言

わ

ざ
る

を
得

な
い
。
そ
う

す
る
と

、
本

政
省

令
案

で
は
、
こ

れ
ま

で
の

金
融

庁
の

方
針

及
び

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法

の
趣

旨
と

異
な

り
、
金

融
サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
に

よ
っ

て

顧
客

の
リ

ス
ク

が
拡

大
す

る
た

め
不
適

切
で

あ
る

。
 

そ
こ

で
原

則
と

し
て
、
有
価
証

券
に
つ

い
て

は
個

人
向

け
国

債
、

つ
み

た
て

N
I
S
A
対

象
商
品

に
限

定
す

べ
き

で

あ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
限

定
が

で
き

な
い

と
す
る

の
で

あ
れ

ば
、

少
な

く
と

も
有

価
証

券
に

つ
い

て
は
、
次

の
よ

う
な

制
限

及
び

対
応

を
す

べ
き

で
あ

る
。

 

⑵
 

投
資

信
託
（
金

融
サ

ー
ビ
ス

提
供
法

施
行

令
第

1
9
条

第
1
項
第

1
号

ハ
）

及
び

投
資

証
券
（

同
号

ニ
）
 

①
 

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

を
対

象
と
す

る
商

品
の

禁
止
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
9
条
第

1
項
第

1

号
ハ

⑵
及

び
同

号
ニ

⑵
で

は
、
デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
係

わ
る

権
利

を
信

託
財

産
又

は
投

資
の

対
象

と
す

る
資

産

と
し

て
は

な
ら

な
い

と
規

定
し

て
い
る

も
の

の
、
仲

介
業

者
等

府
令

第
6
条

第
4
項
に
お

い
て
リ

ス
ク

を
減

じ
る

目

的
（

リ
ス

ク
ヘ

ッ
ジ
）
の
場
合

な
ど
取

扱
可

能
と

し
て

い

る
。
 

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
の

対
象

と
な
る

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲

に
つ

い
て

は
、
商
品

設
計
の

複
雑

性
や

日
常

生

活
へ

の
定

着
度

合
い

等
を

踏
ま

え
、
顧

客
に

対
し

高
度

に

専
門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

か

ど
う

か
の

観
点

か
ら

定
め

て
い

ま
す
。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が
有

価
証

券
等

仲
介

業
務

の
対

象
と

な
る

有
価

証
券

の
販
売
・
勧

誘
を

行
う

場

合
に

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

3
1
条
第

2
項
に

お

い
て

金
融

商
品

取
引

法
の

所
要

の
販
売
・
勧

誘
規

制
等

を

準
用

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

こ
う
し

た
対

応
に

よ
り

、

顧
客

保
護

及
び

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

健
全

か
つ

適

切
な

運
営

の
確

保
を

図
る

こ
と

と
し
て

い
ま

す
。
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か
。
 

保
険

金
額

制
限

を
設

け
る

の
で

あ
れ
ば
、
保
険

期
間

も

考
慮

す
べ

き
と

考
え

る
が

、
金

融
庁

の
見

解
を

伺
い

た

い
。
 

3
9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
に

定

め
る
「

保
険

金
額
」
は
、
一
つ

の
保
険

契
約

に
対

し
て

適

用
さ

れ
る

た
め
、
主
契

約
部
分

と
特
約

部
分

と
を

合
算

し

た
金

額
を

指
し

て
い

る
と

の
理

解
で
よ

い
か

。
 

ま
た
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
が
他

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
や

保
険

募
集

人
と

共
同

し
て

媒
介

行
為

を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

も
、
同
号

で
定
め

る
金

額
が

上
限

に

な
る

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

4
0
 

保
険

商
品

で
複

数
の

保
険

金
支

払
（
付

加
特

約
な

ど
）

が
組

み
合

わ
さ

っ
て

い
る

場
合
（
生

命
、
医

療
治

療
、
入

院
、
介

護
者

交
通

費
な

ど
）
、
上

限
保
険

金
額

や
上

限
年

間

保
険

料
の

計
算

方
法

如
何

。
 

4
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
イ

⑴

か
ら

⑶
ま

で
の

い
ず

れ
に

も
上

限
額

が
設

定
さ

れ
て

い

る
が
、
例
え

ば
海

外
旅

行
保
険

の
よ
う

に
年

に
数

回
同

様

の
保

険
契

約
を

締
結

す
る

場
合

に
は
、
個

々
の

契
約

に
つ

い
て

上
限

額
を

下
回

っ
て

い
れ

ば
よ
く
、
複
数

回
加

入
し

た
保

険
の

合
算

額
が

各
条

文
の

上
限

を
下

回
る

と
い

う

解
釈

を
さ

れ
て

い
な

い
と

い
う

こ
と
で

よ
い

か
。
 

4
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
に

係

る
金

額
に

関
し
、
物
保

険
な
ど

保
険
価

額
が

観
念

し
得

る

損
害

保
険

商
品

に
限

っ
て
、
一

般
に
行

わ
れ

る
慣

行
の

あ

る
保

険
金

額
の

復
元

が
な

さ
れ

、
例

外
的

に
上

限
額

を
超

過
す

る
ケ

ー
ス

が
生

じ
得

る
と

考
え

て
差

し
支

え
な

い

か
。
 

一
の

保
険

期
間

内
に

、
保

険
事

故
の
発

生
に

よ
り

保
険

金
が

支
払

わ
れ

た
後

に
保

険
金

額
の
上

限
を

減
額

せ
ず

、

当
初

約
定

し
た

保
険

金
額

を
維

持
す
る

こ
と
（
い

わ
ゆ

る

復
元

）
が

慣
行

と
し

て
行

わ
れ

る
保

険
契

約
に

つ
い

て

は
、
当
初

約
定

し
た

保
険

金
額

の
上
限

が
金

融
サ

ー
ビ

ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号

イ
⑴

か
ら

⑶
ま

で
に

定

め
る

金
額

を
超

え
る

も
の

で
な

い
限
り

、
金

融
サ

ー
ビ

ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号

イ
に

掲
げ

る
保

険
契

約

に
は

該
当

し
な

い
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

4
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
7
号
イ

に

つ
い

て
、
損
害

保
険
契

約
に
お

い
て
は

、
一

の
保
険

契
約

者
に

係
る

一
の

被
保

険
者

に
つ

い
て

2
,
0
0
0
万

円
以

下
の

保
険

金
を

支
払

う
こ

と
を

約
す

る
も

の
は

取
扱

対
象

と

な
っ

て
い

る
が
、
例
え

ば
賠
償

責
任
保

険
な

ど
で

各
リ

ス

ク
に

応
じ

て
本

来
必

要
と

な
る

補
償

額
に

比
し

て
著

し

く
低

い
保

険
金

額
の

商
品

を
媒

介
す

る
な

ど
の

行
為

は

被
害

者
救

済
等

の
観

点
か

ら
適

切
と

は
言

え
な

い
と

認

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
ど

の
よ

う
な

行
為

が
不

適
切

な
も

の
と

な
る

か
に

つ
い

て
は
、
個
別

事
例

ご
と

に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考

え
ま

す
が
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
者

は
、
準

用
保

険
業

法
第

2
9
4
条
の

2
の

規
定

に
よ

り
、
顧

客
の

意
向

を
把

握

し
、
こ
れ

に
沿

っ
た

保
険

契
約

の
提
案

や
説

明
を

行
う

こ

と
が

求
め

ら
れ

る
ほ

か
、

仲
介

業
者
等

府
令

第
3
5
条

の

規
定

に
よ

り
、
顧

客
の

知
識
、
経
験

、
財

産
の

状
況

及
び
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る
有

価
証

券
に

つ
い

て
は
、
原

則
と
し

て
、「

高
度

に
専

門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る
」
商

品
と
し

て
禁

止
す

べ
き

で

あ
る

。
 

例
外

的
に

外
国

発
行

に
係

わ
る

有
価

証
券

に
つ

い
て

投
資

信
託

又
は

投
資

証
券

と
し

て
取

り
扱

え
る

と
し

て

も
、
金

融
庁

が
リ

ス
ク

を
可
能

な
限
り

軽
減

し
つ

つ
安

定

的
な

資
産

形
成

を
行

え
る

商
品

と
し

て
限

定
し

た
つ

み

た
て

N
I
S
A
の

対
象

と
な

る
商
品

の
み
と

す
べ

き
で

あ
る

。
 

ま
た

国
内

向
け

の
投

資
信

託
又

は
投

資
証

券
と

同
様

に
、
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
に
係

わ
る
権

利
を

組
み

入
れ

る

と
し

て
も

、
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
を

作
成
し

、
為

替
リ
ス

ク
ヘ

ッ
ジ

の
た

め
に

用
い

る
場

合
な

ど
に

限
定

列
挙

す
る

よ

う
に

求
め

る
。
 

4
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
9
条
第

1
項
第

1

号
ハ

に
つ

い
て
、
投
資

信
託
で

あ
っ
て

現
物

財
産

を
信

託

財
産

と
す

る
も

の
（
有

価
証
券

を
信
託

財
産

と
し

な
い

も

の
）
は

、
ど

ん
な

複
雑

な
仕
組

み
の
も

の
で

も
公

募
し

て

い
れ

ば
政

令
除

外
の

対
象

と
な

ら
な
い

の
は
、
投
資

家
保

護
に

欠
け

る
の

で
は

な
い

か
。

 

潜
脱

的
な

商
品

が
組

成
さ

れ
る

こ
と
が

懸
念

さ
れ

る
。
 

4
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
9
条
第

1
項
第

1

号
イ

⑴
に

お
い

て
、
取

扱
対
象

と
な
る

社
債

が
「
そ

の
取

得
勧

誘
（
金

融
商

品
取

引
法
第

2
条
第

3
項

に
規

定
す

る

取
得

勧
誘

を
い

う
。
以

下
こ
の

号
に
お

い
て

同
じ

。
）
が

同

項
第

1
号

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す
る

も
の

」
と

し
て
、

新
発

債
の

公
募

が
行

わ
れ

た
も

の
に

限
定

さ
れ

て
い

る

が
、
既

発
債

の
売

買
等

も
含
む

よ
う
、「

そ
の

売
付

け
勧

誘

等
（
金

融
商

品
取

引
法

第
2
条

第
4
項

に
規

定
す

る
売

付

け
勧

誘
等

を
い

う
。
以

下
こ
の

号
に
お

い
て

同
じ

。
）
が

同

項
第

1
号

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す
る

も
の
」
も
追

加
し

て
ほ

し
い
。
債
券

に
つ

い
て
は

既
発
債

の
売

出
し

に
よ

る

販
売

も
行

わ
れ

て
お

り
、
こ
れ

を
新
発

の
公

募
債

と
異

な

る
取

扱
い

と
す

る
理

由
も

見
当

た
ら

な
い

も
の

と
考

え

る
。
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施
行

令
第

1
9
条

第
1
項
第

1

号
ホ

⑴
も

同
様

で
あ

る
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、

社
債

等
の

有
価
証

券
に

つ
い

て
、

そ
の

売
付

け
勧

誘
等

が
多

数
の

者
を

相
手

方
と

し
て

行

う
も

の
に

つ
い

て
も

、
有

価
証

券
等
仲

介
業

務
の

対
象

と

な
る

よ
う

、
規

定
を

修
正

し
ま

し
た
。
 

4
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

1
項

第
1
号
に
「
償

還
期

限
」
と
あ

る
が

、
こ
こ

で
排
除

さ
れ
て

い
る

の
は

永
久

債

そ
の

他
の

償
還

期
限

が
未

確
定

の
債
券

で
あ

り
、
償

還
期

限
が

確
定

し
て

い
る

限
り

、
期

限
の
利

益
喪

失
条

項
、
強

制
的

期
限

前
償

還
条

項
及

び
任

意
期

限
前

償
還

条
項

は

償
還

期
限

に
定

め
の

あ
る

社
債

等
で
あ

れ
ば

、
期

限
の

利
益

喪
失

条
項

等
が

付
さ

れ
て

い
る
場

合
で

あ
っ

て
も

、

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
の

対
象

と
な

り
得

る
も

の
と

考

え
ま

す
。
 

た
だ

し
、
そ

の
有

価
証

券
が
、
償
還

時
に

額
面

金
額

の
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こ
れ

ま
で

投
資

被
害

事
案

で
は

、
リ

ス
ク

ヘ
ッ

ジ
を

目

的
と

し
て

勧
誘

が
行

わ
れ

な
が

ら
、
運
用

目
的

と
さ

れ
る

商
品
、
ひ
い

て
は

投
機

的
な
デ

リ
バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
係

わ

る
商

品
へ

の
投

資
が

行
わ

れ
る

こ
と
が

あ
っ

た
。
ま

た
顧

客
に

お
い

て
組

み
入

れ
ら

れ
て

い
る

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取

引
の

性
質

を
適

切
に

判
断

し
、
ヘ
ッ

ジ
目

的
の

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

で
あ

る
と

確
認

す
る

の
は

困
難
で

あ
る

。
 

そ
こ

で
、
新

た
に

始
め

ら
れ
る

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に
係

る
制

度
で

は
、
投

資
信
託

又
は
投

資
証

券
に

デ
リ

バ

テ
ィ

ブ
取

引
に

係
わ

る
権

利
を

組
み
入

れ
る

と
し

て
も
、

指
針

と
し

て
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
作
成

し
て
、
為
替

ヘ
ッ

ジ
の

た
め

な
ど

ヘ
ッ

ジ
目

的
を

具
体

的
に

列
挙

し
限

定

す
る

こ
と

を
含

め
、
上

記
の
よ

う
な
事

態
が

生
じ

な
い

よ

う
に

す
る

こ
と

を
求

め
る

。
 

②
 

外
貨

建
て

商
品

の
禁

止
 

外
貨

建
て

の
投

資
商

品
に

つ
い

て
は
、
為

替
差

損
や

地

域
リ

ス
ク

な
ど

説
明

事
項

が
多

岐
に
わ

た
り
、
返
還

時
に

取
得

す
る

額
の

予
測

が
困

難
で

あ
る
た

め
、
こ

れ
ま

で
も

多
数

の
投

資
被

害
が

起
き

て
い

る
。
ま
た

外
貨

建
て

商
品

に
つ

い
て

は
、
国

内
で

上
場
さ

れ
て
い

る
株

式
と

比
較

す

れ
ば

日
常

生
活

に
定

着
し

て
い

る
も
の

と
言

え
な

い
。
そ

の
た

め
外

貨
建

て
の

投
資

商
品

に
つ

い
て

は
、
「

高
度

に

専
門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る

も
の
」
に
該

当
し
、
取
扱

商
品

と
す

べ
き

で
は

な
い

。
 

し
た

が
っ

て
、
投
資

信
託
（

E
T
F
を
含

む
）
、
投

資
証

券

（
E
T
N
を
含

む
）

の
投

資
先
商

品
に
関

し
て

は
、

外
貨

建

て
の

商
品

を
除

外
す

べ
き

で
あ

る
。
 

仮
に
、
外
貨

建
て

の
商

品
に
つ

い
て
も

一
部

取
扱

い
を

認
め

る
の

で
あ

れ
ば
、
単
に
為

替
リ
ス

ク
が

あ
る

と
い

う

説
明

だ
け

で
は

顧
客

保
護

と
し

て
不

十
分

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
指

針
と

し
て

の
事

務
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

を
作

成
し
、

顧
客

に
対

す
る

説
明

事
項
・
説

明
の
程

度
、
取

扱
い

が
許

容
さ

れ
る

具
体

的
基

準
及

び
商

品
の

性
質

を
明

確
に

規

定
し

て
公

表
す

る
よ

う
求

め
る

。
 

⑶
 

外
国

発
行

に
係

わ
る

有
価

証
券
（
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

施
行

令
第

1
9
条
第

1
項
第

1
号
ト

）
 

外
国

発
行

に
係

わ
る

有
価

証
券

に
つ
い

て
は
、
国
内

に

お
い

て
発

行
さ

れ
る

有
価

証
券

よ
り
も
、
報
告

書
や

説
明

資
料

等
の

取
得

が
難

し
く
、
ま

た
顧
客

が
説

明
内

容
を

理

解
す

る
の

も
困

難
で

あ
る
。
そ

の
た
め

外
国

発
行

に
係

わ
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利
に

つ
い

て
は

、
そ
れ

ぞ
れ
の

⑴
に
係

る
公

募
・
上

場
の

要
件

を
満

た
さ

な
い

有
価

証
券

が
信

託
財

産
又

は
投

資

対
象

で
あ

っ
て

も
よ

い
と

い
う

こ
と
か

。
 

具
体

的
に

は
、
外

国
の

社
債
を

信
託
財

産
と

す
る

上
場

受
益

証
券

発
行

信
託
（

E
T
N
－
J
D
R
）
に
つ

い
て

は
、
当
該

外
国

の
社

債
が
、
仮
に

金
融
サ

ー
ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第

1
9
条
第

1
項

第
1
号
イ

⑵
の
要

件
を
満

た
せ

ば
、
同
号

イ

⑴
の

公
募

要
件

を
満

た
さ

な
く

て
も
、
同
号

ヘ
⑵
の
「
有

価
証

券
又

は
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
に

係
る

権
利

を
信

託

財
産

と
す

る
も

の
（
内

閣
府
令

で
定
め

る
目

的
に

よ
り

信

託
財

産
と

す
る

も
の

を
除

く
。
）
で

な
い

も
の

」
と
し

て
、

そ
の

他
法

令
に

記
載

の
要

件
を

満
た

せ
ば

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
の

対
象

と
な

る
と

い
う

こ
と
で

よ
い

か
。
 

5
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
9
条
第

1
項
第

1

号
ヘ

⑵
の
「

有
価

証
券
」
は
、
同
号

ハ
⑵

の
規

定
に

よ
り

「
イ

か
ら

リ
ま

で
（
イ

⑴
、
ハ

⑴
、
ニ
⑴

及
び

ホ
⑴

に
係

る
部

分
を

除
く

。
）

に
掲

げ
る

有
価

証
券

を
除

く
」

と
さ

れ
、
同

号
ロ

に
規

定
す

る
株
式

は
金
融

商
品

取
引

所
等

へ

の
上

場
が

要
件

と
な

っ
て

い
る

。
 

現
在
、
有
価

証
券

を
信

託
財
産

と
す
る

上
場

受
益

証
券

発
行

信
託

の
う

ち
、
外

国
株

J
D
R
と
呼

称
さ

れ
る

も
の

の

信
託

財
産

は
、
外

国
株

式
で
あ

り
、
同

号
ト

で
規
定

す
る

「
イ
、
ロ
又

は
ヘ

に
掲

げ
る
有

価
証
券

の
性

質
を

有
す

る

も
の
」
の
う

ち
ロ

に
掲

げ
る
有

価
証
券

の
性

質
を

有
す

る

も
の

で
あ

る
が

、
外

国
市

場
に

上
場
し

て
い

な
い

た
め
、

本
案

に
拠

る
と

対
象

外
に

な
る

。
 

J
D
R
は
、
東
京

証
券

取
引

所
の
上

場
審
査

を
経

て
お

り
、

さ
ら

に
は

金
融

商
品

取
引

法
に

基
づ
く

開
示

に
加

え
て
、

適
時

開
示

が
行

わ
れ

て
い

る
。
実
態

と
し

て
外

国
株

式
等

が
J
D
R
を
用

い
ず

に
直

接
上
場

さ
れ
て

い
る

場
合

と
同

等

の
商

品
性

を
有

す
る

た
め
、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が

取
り

扱
う

に
あ

た
っ

て
も
、
投

資
者
は

常
に

最
新

か
つ

信

頼
性

の
高

い
情

報
を

得
ら

れ
る

商
品
と

な
っ

て
お

り
、
原

資
産

で
あ

る
有

価
証

券
が

非
上

場
又

は
公

募
で

な
い

場

合
で

も
、
上
場

さ
れ
て

い
る
も

の
に
つ

い
て

は
、
投

資
家

保
護

の
点

で
、
上

場
さ

れ
て
い

る
株
式

等
と

比
較

し
て

も

懸
念

は
無

い
も

の
と

思
料

す
る

。
 

同
号

ヘ
に

お
い

て
は

⑴
で

上
場

が
条

件
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
、
更

に
原

資
産

を
保
有

し
た
場

合
と

同
様

な
目

的

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
同

号
ロ
に

規
定
す

る
株

式
に

つ
い

て

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
の

対
象

と
な
る

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲

に
つ

い
て

は
、
商
品

設
計
の

複
雑

性
や

日
常

生

活
へ

の
定

着
度

合
い

等
を

踏
ま

え
、
顧

客
に

対
し

高
度

に

専
門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

か

ど
う

か
の

観
点

か
ら

定
め

て
い

ま
す
。
 

受
益

証
券

発
行

信
託

の
受

益
証

券
に
つ

い
て

は
、
非
上

場
株

を
有

価
証

券
等

仲
介

業
務

の
対

象
外

と
し

て
い

る

こ
と

と
の

整
合

性
等

を
踏

ま
え

、
信
託

財
産

と
な

る
株

券

等
が

金
融

商
品

取
引

所
又

は
こ

れ
に

類
似

す
る

取
引

所

で
外

国
に

所
在

す
る

も
の

に
上

場
さ

れ
て

い
る

な
ど

の

要
件

を
満

た
し

た
も

の
に

限
り

、
有
価

証
券

等
仲

介
業

務

の
対

象
と

し
て

い
ま

す
。
 

 

-
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許
容

さ
れ

る
と

理
解

し
て

よ
い

か
。
 

全
部

又
は

一
部

の
償

還
が

さ
れ

な
い

旨
の

条
件

が
付

さ

れ
た

も
の

で
あ

る
場

合
や

、
金

利
や
通

貨
の

価
格

等
の

指

標
の

変
動

に
よ

り
期

限
前

償
還

を
す

る
旨

の
条

件
が

付

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

場
合

に
は

、
有
価

証
券

等
仲

介
業

務

の
対

象
と

な
ら

な
い

も
の

と
考

え
ま
す

。
 

4
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

1
項

第
1
号
に
「
確

定
金

額
」
と
あ

る
が

、
外
貨

建
て
債

券
に
つ

い
て

は
表

示
通

貨

建
で

金
額

が
確

定
し

て
い

れ
ば

足
り

る
と

の
理

解
で

よ

い
か

。
 

償
還

金
額

が
確

定
し

て
い

る
社

債
等
で

あ
れ

ば
、
表
示

通
貨

が
外

貨
で

あ
っ

て
も

、
有

価
証
券

等
仲

介
業

務
の

対

象
と

な
り

得
る

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

4
9
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

2
項

に
上

場
廃

止
予

定
の

銘
柄

が
規

定
さ

れ
て

い
る

が
、
保
有

し
て

い
た

上
場

銘
柄

が
上

場
廃

止
予

定
と

な
っ

た
場

合
で
も
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

を
通

じ
た

売
却

の
取

引
は

可
能

と
い

う
理

解

で
よ

い
か

。
 

金
融

商
品

取
引

所
等

に
上

場
さ

れ
て

い
る

も
の

で
あ

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
株

券
等

の
有
価

証
券

の
う

ち
、
金

融
商

品
取

引
所

へ
の

上
場

を
廃

止
す

る
こ

と
が

決
定

さ

れ
た

銘
柄

や
上

場
を

廃
止

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

銘
柄

と

し
て

指
定

さ
れ

た
銘

柄
を

顧
客

が
保
有

し
て

い
る

場
合

、

当
該

顧
客

は
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
を

通
じ

て
当

該

有
価

証
券

を
売

却
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

5
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
9
条
第

1
項
第

1

号
ハ

に
お

い
て
、
有
価

証
券
等

仲
介
業

務
と

し
て

取
扱

可

能
な

投
資

信
託

の
性

質
を

定
め

る
条

文
と

し
て

、
「

有
価

証
券
（
イ

か
ら

リ
ま

で
（
イ
⑴

、
ハ
⑴

、
ニ

⑴
及
び

ホ
⑴

に
係

る
部

分
を

除
く

。
）
に

掲
げ

る
有
価

証
券

を
除

く
。
ニ

⑵
及

び
ヘ

⑵
に

お
い

て
同

じ
。
）

又
は

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取

引
（

金
融

商
品

取
引

法
第

2
条

第
2
0
項

に
規

定
す

る
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同

じ
。
）（

こ
れ

に
類

す
る

も
の
と

し
て
内

閣
府

令
で

定
め

る

取
引

を
含

む
。
ニ

⑵
及

び
ヘ
⑵

に
お
い

て
同

じ
。
）
に
係

る

権
利

を
信

託
財

産
と

す
る

も
の
（
内

閣
府

令
で

定
め

る
目

的
に

よ
り

信
託

財
産

と
す

る
も

の
を

除
く

。
）

で
な

い
も

の
」
と
あ

る
が

、
投
資

信
託
及

び
投
資

法
人

に
関

す
る

法

律
の

証
券

投
資

信
託

の
定

義
に

合
わ

せ
る

べ
き

と
考

え

る
が

、
差

を
設

け
て

い
る

理
由

は
何
か

。
 

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
の

対
象

と
な
る

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲

に
つ

い
て

は
、
商
品

設
計
の

複
雑

性
や

日
常

生

活
へ

の
定

着
度

合
い

等
を

踏
ま

え
、
顧

客
に

対
し

高
度

に

専
門

的
な

説
明

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

か

ど
う

か
の

観
点

か
ら

定
め

て
い

ま
す
。
 

5
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
9
条
第

1
項
第

1

号
ハ

⑵
の
「
有

価
証

券
（
イ
か

ら
リ
ま

で
（

イ
⑴

、
ハ
⑴

、

ニ
⑴

及
び

ホ
⑴

に
係

る
部

分
を

除
く

。
）

に
掲

げ
る

有
価

証
券

を
除

く
。
ニ

⑵
及

び
ヘ
⑵

に
お
い

て
同

じ
。
）
」
と
の

文
言

の
解

釈
に

つ
い

て
確

認
し

た
い
。
 

同
号

ト
の

有
価

証
券

で
同

号
イ

に
掲

げ
る

有
価

証
券

の
性

質
を

持
つ

も
の

、
同

号
リ

の
有
価

証
券

で
同

号
イ
・

ハ
・
ニ
・
ホ

に
掲

げ
る

有
価
証

券
に
表

示
さ

れ
る

べ
き

権

受
益

証
券

発
行

信
託

の
受

益
証

券
に
つ

い
て

は
、
そ
の

信
託

財
産

と
な

る
社

債
券

の
取

得
勧

誘
等

が
多

数
の

者

を
対

象
と

し
て

行
う

も
の

で
な

い
場
合

で
あ

っ
て

も
、
有

価
証

券
等

仲
介

業
務

の
対

象
と

な
り

得
る

も
の

と
考

え

ま
す

。
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へ
の

制
約

を
嫌

い
、
文

言
上
は

利
用
を

ヘ
ッ

ジ
目

的
に

限

定
し

て
い

な
い

も
の

の
、
運
用

上
ヘ
ッ

ジ
目

的
の

み
に

利

用
し

て
い

る
と

い
う

ケ
ー

ス
も

あ
る

と
聞

い
た

こ
と

が

あ
る
。
ヘ
ッ

ジ
目

的
に

限
る
旨

が
プ
ロ

ス
な

ど
外

形
か

ら

確
認

で
き

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、
社
内

の
運

用
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
等

で
制

約
が

設
け

ら
れ

て
い

る
場

合
な

ど
は

、

「
当

該
有

価
証

券
の

資
産

又
は

負
債

に
係

る
価

格
変

動

及
び

金
利

変
動

に
よ

り
生

じ
る

リ
ス
ク

を
減

じ
る

目
的
」

に
該

当
す

る
と

判
断

し
て

問
題

な
い
か

。
 

価
格

変
動

及
び

金
利

変
動

に
よ

り
生

じ
る

リ
ス

ク
を

減

じ
る

目
的

で
の

投
資

が
行

わ
れ

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る

も
の

に
つ

い
て

は
、
こ
れ

に
該

当
し
得

る
も

の
と

考
え

ま

す
。
 

5
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

4
項

第
3
号
に

お
い

て
、

「
当

該
有

価
証

券
の

資
産

又
は

負
債

に
つ

い
て

為
替

相

場
の

変
動

に
よ

り
生

じ
る

リ
ス

ク
を
減

じ
る

目
的
」
で
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
を

利
用

し
て

い
る

投
資

信
託

の
金

融
サ

ー

ビ
ス

仲
介

業
に

お
け

る
取

扱
い

が
認
め

ら
れ

て
い

る
。
こ

の
点
、
い
わ

ゆ
る

通
貨

選
択
型

投
資
信

託
は

含
ま

れ
な

い

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
他
方

、
い
わ

ゆ
る

代
替
ヘ

ッ
ジ

と
呼

ば
れ

る
手

法
を

用
い

る
場

合
に
つ

い
て

は
、
合

理
的

な
根

拠
が

あ
る

場
合

に
は

含
ま

れ
る

と
理

解
し

て
よ

い

か
。
 

「
為

替
相

場
の

変
動

に
よ

り
生

じ
る

リ
ス

ク
を

減
じ

る
目

的
」
に

該
当

す
る

か
ど
う

か
は
、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考

え
ま

す
が
、
例
え

ば
、
取

引
対

象
通
貨

と
の

為
替

差
益

や

ヘ
ッ

ジ
プ

レ
ミ

ア
ム

の
獲

得
に

よ
る

収
益

期
待

を
謳

う

よ
う

な
も

の
は

、
基

本
的

に
は

こ
れ
に

該
当

し
な

い
も

の

と
考

え
ま

す
。
 

5
9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
9
条

第
3
項
に

関

し
、
私
募

の
取

扱
い
に

つ
い
て

も
、
同

条
第

1
項
第

1
号

イ
か

ら
リ

ま
で

に
掲

げ
る

有
価

証
券

に
係

る
も

の
を

除

く
こ

と
を

検
討

し
て

ほ
し

い
。
同
条

第
1
項
第

1
号

ハ
又

は
ニ

に
よ

れ
ば
、
外
国

の
金
融

商
品
取

引
所

に
上

場
し

て

い
る

投
資

信
託

で
あ

れ
ば

、
そ

の
他

の
要

件
を

満
た

せ

ば
、
売

買
の

媒
介

の
仲

介
が
で

き
る
旨

が
定

め
ら

れ
て

い

る
。
こ

の
点

、
外

国
籍

投
資

信
託

の
な
か

に
は
、
U
C
I
T
S
で

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

証
券

取
引

所
に

上
場
さ

れ
て

い
な

が
ら
、

プ
ロ

ス
ペ

ク
タ

ス
に

お
い

て
日

本
に

お
け

る
取

扱
い

を

適
格

機
関

投
資

家
私

募
に

限
定

し
て

い
る

フ
ァ

ン
ド

な

ど
が

存
在

す
る

の
で

は
な

い
か

。
そ

う
い

っ
た

フ
ァ

ン
ド

に
つ

い
て

は
、
ワ

ン
デ

イ
シ
ー

ズ
ニ
ン

グ
を

行
え

ば
、
同

条
第

1
項
第

1
号
ハ

又
は

ニ
に

よ
り
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の
対

象
と

す
る

こ
と

が
可

能
に

な
る

か
と

思
わ

れ

る
。
他

方
、
現

在
の

建
付

け
で

は
、
私
募

の
取

扱
い

と
し

て
は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

の
対
象

と
す

る
こ

と
は

で

き
な

い
こ

と
に

な
り

、
バ
ラ
ン

ス
を
欠

く
と

考
え

る
。
な

お
、
ア
イ

ル
ラ

ン
ド
の

証
券
取

引
所
は

、
金

融
庁
長

官
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
、

き
ち

ん
と

し
た
取

引
所

で
あ

る
。
 

適
格

機
関

投
資

家
私

募
を

含
む

私
募

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、
必
ず

し
も
一
般

の
投

資
家
向

け
の

サ
ー

ビ
ス

と

し
て

日
常

生
活

に
定
着

し
て

い
る

と
は

認
め
難

い
現
状

等
を
踏
ま

え
れ

ば
、
顧
客

に
対

し
高
度

に
専
門
的

な
説
明

を
必

要
と

す
る

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

6
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
9
条

第
5
項
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

媒
介

す
る

こ
と

が
で

き

 

-
 
1
9
 
-
 

も
、
同

号
イ
・
ハ
・
ニ
・
ホ
と

同
様
に
、
上
場

の
条

件
を

不
要

と
し

て
ほ

し
い

。
 

5
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
9
条
第

1
項
第

1

号
ヘ

⑵
の

「
（

内
閣

府
令

で
定

め
る

目
的

に
よ

り
信

託
財

産
と

す
る

も
の

を
除

く
。
）
」
は

、
有
価

証
券

と
デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

の
両

方
に

か
か

っ
て

い
る

と
い

う
こ

と
で

よ

い
か

。
 

「
（

内
閣

府
令

で
定

め
る

目
的

に
よ

り
信

託
財

産
と

す

る
も

の
を

除
く

。
）
」
は
、
直
前
の
「

有
価

証
券

」
又

は
「
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
」
の
い

ず
れ

に
も
適

用
さ

れ
得

る
も

の

で
あ

り
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供
法

施
行
令

第
1
9
条

第
1
項

第
1
号
イ

か
ら

リ
ま

で
に

掲
げ

る
有
価

証
券

以
外

の
有

価

証
券

や
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
に

係
る

権
利

を
信

託
財

産

と
す

る
受

益
証

券
発

行
信

託
の

受
益
証

券
で

あ
っ

て
も

、

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

4
項

に
規

定
す

る
目
的

に
よ

る
も

の
で

あ
れ

ば
、
有
価

証
券

等
仲
介

業
務

の
対

象
と

な

り
得

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

5
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

4
項

第
1
号
の
「
当

該
有

価
証

券
」
と

は
、
金

融
サ

ー
ビ
ス

提
供
法

施
行

令
第

1
9
条

第
1
項
第

1
号

ヘ
で

あ
れ

ば
、
受
益

証
券

発
行

信
託

の
受

益
証

券
で

あ
る

と
い

う
こ

と
で

よ
い
か

。
 

「
当

該
有

価
証

券
が

投
資

の
対

象
と

す
る

資
産

」
と

は
、
受

益
証

券
発

行
信

託
の
受

益
証
券

に
つ

い
て

は
、
当

該
受

益
証

券
が

投
資

の
対

象
と

す
る

資
産

を
指

す
も

の

と
考

え
ま

す
。
 

5
5
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

4
項

第
1
号
に
「
当

該
有

価
証

券
が

投
資

の
対

象
と

す
る

資
産
」
と
あ

る
が
、
受
益

証
券

発
行

信
託

の
場

合
、
信
託

の
目
的

が
投

資
運

用
で

な

く
、
有
価

証
券

等
の
管

理
で
あ

る
場
合

も
あ

る
（
信

託
業

法
第

2
条

第
3
項

の
い

わ
ゆ
る

管
理
型

信
託

）
。

そ
の

場

合
で

も
適

用
さ

れ
る

と
い

う
こ

と
で
よ

い
か

。
 

「
当

該
有

価
証

券
が

投
資

の
対

象
と

す
る

資
産

を
保

有
し

た
場

合
と

同
様

の
損

益
を

実
現
す

る
目

的
」
に
該

当

す
る

か
ど

う
か

は
、
い
わ

ゆ
る

管
理
型

信
託

に
よ

る
も

の

で
あ

る
か

ど
う

か
に

か
か

わ
ら

ず
、
個

別
事

例
ご

と
に

実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

5
6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

4
項

第
1
号
の
「
当

該
有

価
証

券
が

投
資

の
対

象
と

す
る

資
産

を
保

有
し

た
場

合

と
同

様
の

損
益

を
実

現
す

る
目

的
」
と

は
、
受

益
証

券
発

行
信

託
が
、
有
価

証
券
（

例
え

ば
上
場

株
式
）
の
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

を
実

現
す

る
こ

と
を

信
託

目
的

と
し

て
い

る

と
き

に
、
当

該
ポ

ー
ト

フ
ォ
リ

オ
と
同

様
の

損
益

を
実

現

す
る

目
的

で
社

債
な

ど
の

有
価

証
券

又
は

デ
リ

バ
テ

ィ

ブ
に

係
る

権
利

を
信

託
財

産
と

す
る

と
い

う
こ

と
で

あ

り
、
換
言

す
れ

ば
、
受

益
証
券

発
行
信

託
の

信
託

目
的

が

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

4
項
第

1
号

に
記

載
の

目
的

と
一

致
す

る
場

合
を

念
頭

に
置

い
て

い
る

と
い

う
こ

と

で
よ

い
か

。
 

「
当

該
有

価
証

券
が

投
資

の
対

象
と

す
る

資
産

を
保

有
し

た
場

合
と

同
様

の
損

益
を

実
現
す

る
目

的
」
に
該

当

す
る

か
ど

う
か

は
、
個
別

事
例

ご
と
に

実
態

に
即

し
て

実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考
え

ま
す

が
、
信
託

目

的
が

こ
れ

と
一

致
し

て
い

る
か

否
か
は

、
重

要
な

考
慮

要

素
の

一
つ

と
な

る
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

5
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
条
第

4
項

第
2
号
に

お
い

て
、

当
該

有
価

証
券

の
資

産
又

は
負

債
に

係
る

価
格

変
動

及

び
金

利
変

動
に

よ
り

生
じ

る
リ

ス
ク

を
減

じ
る

目
的

で

の
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
を

利
用

す
る

投
資

信
託

の
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

お
け

る
取

扱
い

が
認

め
ら

れ
て

い

る
。
こ

の
点
、
外
国

籍
投

資
信

託
の
プ

ロ
ス

で
は
、
運
用

「
価

格
変

動
及

び
金

利
変

動
に

よ
り
生

じ
る

リ
ス

ク
」

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
は

、
個

別
事
例

ご
と

に
実

態
に

即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も
の

と
考

え
ま

す
が

、

価
格

変
動

及
び

金
利

変
動

に
よ

り
生

じ
る

リ
ス

ク
を

減

じ
る

目
的

で
あ

る
こ

と
が

投
資

信
託

約
款

上
必

ず
し

も

明
ら

か
で

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、
運

用
実

態
に

お
い

て

160

金融サービス仲介業



 

-
 
2
2
 
-
 

付
け

の
可

否
」
の

判
断

に
よ
っ

て
可
が

出
た

顧
客

に
対

し

て
、

最
終

的
に

資
金

貸
付

け
の

諾
否
を

判
断

す
る

際
に
、

テ
ロ

資
金

供
与

防
止

や
金

融
機

関
全

体
と

し
て

の
統

合

的
な

リ
ス

ク
管

理
、
機

械
的
処

理
の
対

象
と

な
っ

た
財

務

情
報

の
信

ぴ
ょ

う
性

等
の

観
点

か
ら

非
財

務
情

報
に

基

づ
く

機
械

的
処

理
に

よ
ら

な
い

判
断

を
す

る
こ

と
も

認

め
ら

れ
て

い
る

と
の

理
解

で
よ

い
か
。
 

み
に

よ
り

、
貸

付
け

の
可

否
及

び
貸
付

条
件

が
設

定
さ

れ

る
こ

と
が

あ
ら

か
じ

め
決

め
ら

れ
て

い
る

貸
付

商
品

で

あ
れ

ば
、
貸
付

け
を

行
う

銀
行

等
が
審

査
を

行
う

際
に

財

務
情

報
以

外
の

情
報

を
考

慮
に

入
れ

る
こ

と
が

否
定

さ

れ
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

6
5
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
6
条
第

1
号
イ

に
つ

い
て

、
利

益
相

反
防

止
の

趣
旨

か
ら

規
格

化
さ

れ
た

商
品

で
あ

る

こ
と

は
と

も
か

く
、
上

限
1
,
0
0
0
万
円

は
厳

し
す

ぎ
る

の

で
は

な
い

か
。
貸

金
業

者
の
媒

介
に
係

る
制

限
が

な
い

こ

と
に

も
鑑

み
れ

ば
、
上

限
を
外

し
て
も

よ
い

の
で

は
な

い

か
。
 

優
越

的
地

位
の

濫
用

や
利

益
相

反
取

引
の

防
止

の
ほ

か
、
既
存

の
仲

介
事

業
者

に
対

す
る
規

制
と

の
整

合
性

の

確
保

等
の

観
点

か
ら

、
銀

行
代

理
業
者

に
対

す
る

規
制

と

同
様

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
と

し
て
い

ま
す

。
 

6
6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
6
条
第

1
号
に

つ
い

て
、
 

⑴
 

資
金

需
要

者
の

財
務

情
報

の
機
械

的
処

理
に

は
、
人

工
知

能
等

で
一

定
の

与
信

判
断

の
枠

組
み

を
構

築
し

て
お

り
、
金

融
機

関
に

お
い
て

も
そ
の

枠
組

み
が

当
該

金
融

機
関

の
与

信
判

断
と

し
て

合
理

的
な

も
の

で
あ

る
と

必
要

な
確

認
を

行
っ

て
い

る
よ

う
な

場
合

も
含

ま
れ

得
る

か
。
 

⑵
 

預
金

等
又

は
国

債
を

担
保

と
い
う

箇
所

も
含

め
、
銀

行
法

施
行

規
則

と
同

趣
旨

の
規

定
と
思

わ
れ

る
が
、
預

金
「

等
」
と

し
て

ど
の

よ
う
な

も
の
を

想
定

さ
れ

て
い

る
か

。
 

⑶
 
「

利
益

が
相

反
す

る
取
引

が
行
わ

れ
る

可
能

性
が

あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
」
と
し

て
ど
の

よ
う

な
も

の
を

想
定

さ
れ

て
い

る
か

。
 

⑷
 

審
査

へ
の

関
与

に
は
、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が

審
査

に
必

要
な

資
金

需
要

者
の

情
報

を
金

融
機

関
に

単
純

に
提

供
す

る
こ

と
は

含
ま

れ
な

い
と

い
う

こ
と

で
よ

い
か

。
ま

た
、
審

査
を
行

う
た
め

の
シ

ス
テ

ム
を

構
築

し
て

金
融

機
関

に
販

売
し

た
も
の

の
、
審

査
業

務

の
運

用
の

委
託

は
受

け
て

い
な

い
場
合

を
含

む
か

。
 

⑴
 

「
資

金
需

要
者

に
関

す
る

財
務

情
報

の
機

械
的

処

理
」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か
は

、
処

理
の

内
容

等
に

照

ら
し

て
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す
が

、
人

工
知

能
等

を
用

い
る

こ
と

を
否

定
す

る
も

の
で

は
な

い
と

考
え

ま
す

。
 

⑵
 
「

預
金

等
」
は
、
仲

介
業

者
等
府

令
第

1
条

に
お

い

て
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
条

第
1
項

の
定

義
（
預

金
、
貯

金
、
定

期
積

金
又

は
銀

行
法
第

2
条
第

4
項
に

規
定

す
る

掛
金

）
に

よ
る

も
の

と
定
め

て
い

ま
す

。
 

⑶
 

兼
業

業
務

の
内

容
は

様
々

な
も

の
が

考
え

ら
れ

る

と
こ

ろ
、
「

利
益

が
相

反
す

る
取

引
が

行
わ

れ
る

可
能

性
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

」
に
該

当
す

る
か

ど
う

か
は

、
当

該
兼

業
業

務
の

性
質

や
態
様

等
を

勘
案

し
、

個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
。

 

⑷
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
を

行
う

に
当

た
り

必
要

な

顧
客

の
情

報
を

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
相

手
方

金
融

機
関

に
対

し
て

提
供

す
る

行
為
や

、
相

手
方

金
融

機
関

が
審

査
を

行
う

た
め

の
シ

ス
テ

ム
を

構
築

し
て

提
供

す
る

行
為

は
、
そ
れ

の
み

で
は
審

査
に

関
与

す
る

も
の

で
は

な
い

と
考

え
ま

す
。

 

6
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
6
条
第

1
号
イ

で
示

さ
れ

て
い

る
事

業
性

資
金

の
貸

付
け

を
内

容
と

す
る
契
約

の
締
結

の
媒

介
は

、「
そ

の
他

の
」
と
あ

る
通
り

、「
兼

業
業

務
に

お
け

る
顧

客
と

の
間

の
取

引
関

係
に
照

ら
し

て
、
相

手
方

金
融

機
関

と
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

利
益

が
相

反

相
手

方
金

融
機

関
と

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
利

益
が

相
反

す
る

取
引

が
行

わ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
と

認

め
ら

れ
る

か
ど

う
か

は
、
個
別

事
例
ご

と
に

実
態

に
即

し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の
と

考
え

ま
す

が
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

顧
客

か
ら

の
み

委
託

を
受

け

 

-
 
2
1
 
-
 

「
法

第
1
1
条
第

4
項

第
4
号

に
規
定

す
る

政
令

で
定

め

る
投

資
一

任
契

約
は
、
金
融
商

品
取
引

法
第

2
条
第

8
項

第
1
2
号
ロ

に
規

定
す

る
投
資

一
任
契

約
（

投
資

判
断

に

基
づ

き
投

資
を

行
う

も
の

に
限

る
。
）
と

す
る

。
」
と

定
め

る
。
 

「
投

資
判

断
に

基
づ

き
投

資
を

行
う
も

の
に

限
る
」
の

「
投

資
判

断
」
は
、
同
条

第
4
項

の
「
前

3
項

に
該

当
し

な
い

取
引

及
び

取
扱

い
に

係
る

も
の
を

除
く
。
次
項

に
お

い
て

同
じ

。
」
と

同
様

に
、
第

1
9
条
第

1
項

か
ら

第
3
項

ま
で

に
該

当
し

な
い

取
引

及
び

取
扱

い
に

係
る

投
資

判

断
で

あ
り

、
対

象
と
な

る
プ
ロ

ダ
ク
ト

は
、
第

一
種

金
融

商
品

取
引

業
、
投

資
助

言
業
及

び
投
資

一
任

業
で

同
一

で

あ
る

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

る
投

資
顧

問
契

約
及

び
投

資
一

任
契
約

は
、
有
価

証
券

等

仲
介

業
務

の
対

象
と

な
る

有
価

証
券

の
売

買
等

の
取

引

及
び

取
扱

い
に

係
る

投
資

判
断

に
関

し
助

言
を

行
う

も

の
又

は
当

該
投

資
判

断
に

基
づ

き
投

資
を

行
う

契
約

と

な
り

ま
す

。
 

 
▼

登
録
の

申
請

、
変

更
の

届
出

等
 

6
1
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
2
条
第

4
号
に

規
定

す
る

「
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

付
随

す
る
業

務
」
に

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

広
告

業
務

や
媒

介
し

た
顧

客
に

対

す
る

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
活

動
・
フ

ァ
イ
ナ

ン
シ

ャ
ル

プ
ラ

ン
ニ

ン
グ

業
務

も
含

ま
れ

る
と

の
理
解

で
よ

い
か

。
 

ど
の

よ
う

な
業

務
が
「
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
務

に
付

随
す

る
業

務
」
に

該
当

す
る
か

に
つ
い

て
は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も

の
と

考
え

ま
す

が
、
例

え
ば
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
を

行
う

に
当

た
り

必
要

と
な

る
広

告
に
係

る
業

務
や

、
顧

客

に
対

す
る

事
後

的
な

対
応

に
係

る
業

務
は

こ
れ

に
該

当

し
得

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

6
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
、
相
手

方
金

融
機

関
か

ら

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
6
条
第

1
号
イ

に
規

定
す

る
も

の

で
な

い
旨

の
説

明
を

受
け

て
事

業
性

資
金

の
貸

付
け

を

内
容

と
す

る
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

行
っ

た
に

も
か

か

わ
ら

ず
、
相
手

方
金
融

機
関
が
「

資
金

需
要

者
に
関

す
る

財
務

情
報

の
機

械
的

処
理
」
以

外
の
方

法
を

一
部

組
み

合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
「
貸
付

条
件
」
を
決

定
し
た

場
合

に
、
相

手
方

金
融

機
関

と
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

対

し
て

ど
の

よ
う

な
ペ

ナ
ル

テ
ィ

ー
が
考

え
ら

れ
る

の
か
。
 

貸
付

け
の

可
否

及
び

貸
付

条
件

の
設

定
が

あ
ら

か
じ

め
決

め
ら

れ
て

お
り

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

の
裁

量

の
働

く
余

地
の

な
い

貸
付

商
品

を
取
り

扱
う

場
合

は
、
仲

介
業

者
等

府
令

第
1
6
条

第
1
号

イ
に

掲
げ

る
場

合
に

該

当
し

な
い

も
の

と
考

え
ま

す
。

 

6
3
 

デ
ジ

タ
ル

社
会

の
進

展
に

よ
り

資
金

需
要

者
の

様
々

な
情

報
を

A
I
等

を
用

い
る
方

法
に
よ

り
機

械
的

に
処

理

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
っ

た
こ

と
も
踏

ま
え

れ
ば
、
仲
介

業
者

等
府

令
第

1
6
条

第
1
号

イ
に
規

定
す

る
「

資
金

需

要
者

に
関

す
る

財
務

情
報

の
機

械
的

処
理

」
に

お
い

て

は
、

資
金

需
要

者
の

事
業

計
画

・
資
金

繰
り

表
・

業
種
・

マ
ー

ケ
ッ

ト
シ

ェ
ア
・
行
政
処

分
歴
そ

の
他

の
財

務
情

報

に
付

随
し

又
は

そ
れ

に
準

じ
た

統
計

的
処

理
が

可
能

な

情
報

を
含

め
る

こ
と

も
で

き
る

と
の
理

解
で

よ
い

か
。
 

「
財

務
情

報
」（

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
6
条

第
1
号

イ
）

と
は

、
財

務
諸

表
の

各
勘

定
項

目
等
の

資
金

需
要

者
の

財

務
に

関
連

す
る

デ
ー

タ
を

い
い

、
機
械

的
処

理
が

可
能

な

情
報

で
あ

っ
て

も
そ

の
全

て
が
「
財

務
情

報
」
に

該
当

す

る
わ

け
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

6
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
6
条

第
1
号

イ
に

規
定

す
る
「

貸
資

金
需

要
者

に
関

す
る

財
務

情
報

の
機

械
的

処
理

の

161
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-
 
2
4
 
-
 

ケ
ー

シ
ョ

ン
も

含
ま

れ
る

の
か

。
 

7
2
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
条

に
「

顧
客

の
注

文
の

内
容

の

伝
達

を
受

け
、
次

に
掲

げ
る
者
（

以
下

こ
の

条
及
び

次
節

第
一

款
に

お
い

て
「

相
手

方
金

融
機
関

」
と

い
う

。
）
が
定

め
る

方
式
（

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
者

が
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
務

に
用

い
る

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

と
相

手
方

金
融

機

関
が

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

の
締

結
に

用
い

る
ソ

フ
ト

ウ

ェ
ア

と
の

間
の

通
信

に
係

る
方

式
に
限

る
。
）
に
従

い
、
当

該
注

文
の

内
容

を
当

該
相

手
方

金
融

機
関

に
伝

達
す

る

方
法

と
す

る
。
」
と

あ
る

が
、
こ

の
よ
う

な
規

定
で

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は

必
ず

相
手

方
金

融
機

関
の

定

め
る

方
式

で
な

け
れ

ば
顧

客
の

注
文

内
容

を
伝

達
で

き

な
い

こ
と

に
な

っ
て

し
ま

う
。
同

条
は
「

顧
客

の
注

文
の

内
容

の
伝

達
を

受
け
、
金
融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

又
は

次

に
掲

げ
る

者
（
以

下
こ

の
条
及

び
次
節

第
一

款
に

お
い

て

「
相

手
方

金
融

機
関

」
と

い
う

。
）
が

定
め

る
方

式
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

用

い
る

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

と
相

手
方

金
融

機
関

が
金

融
サ

ー

ビ
ス

契
約

の
締

結
に

用
い

る
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
と

の
間

の

通
信

に
係

る
方

式
に

限
る

。
）
に

従
い
、
当

該
注

文
の

内
容

を
当

該
相

手
方

金
融

機
関

に
伝

達
す

る
方

法
と

す
る

。
」

と
修

正
さ

れ
た

い
。

な
お

、
銀

行
法
第

2
条

第
1
7
項
の

電
子

決
済

等
代

行
業

の
定

義
で

は
、
「

電
子

情
報

処
理

組

織
を

使
用

す
る

方
法

に
よ

り
」
と

さ
れ

て
い

る
が
、
同
項

と
違

い
を

設
け

た
の

は
な

ぜ
か

。
 

電
子

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

を
行

う
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

つ
い

て
は

、
他

の
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
と

比
較

し
て

追
加

的
な

要
件

を
満

た
す

こ
と

を
前

提

に
、
銀
行

法
に

基
づ

く
登

録
を

受
け
る

こ
と

な
く

届
出

に

よ
り

電
子

決
済

等
代

行
業

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
特

例

が
設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
 

す
な

わ
ち
、
本
特

例
は
、
電
子

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
を

行
う

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
、

そ
の

登
録

時

に
、
電
子

決
済

等
代

行
業

を
行

う
に
足

る
だ

け
の

業
務

遂

行
体

制
を

備
え

て
い

る
こ

と
を

前
提
と

し
て

い
ま

す
。
 

こ
の

点
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
が

、
例

え
ば

A
P
I

な
ど

、
相

手
方

金
融

機
関

が
定

め
る
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
と

ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
と

の
間

の
通

信
に

係
る

方
式

に
従

っ
て

顧

客
の

注
文

情
報

を
伝

達
す

る
場

合
に
は

、
相

手
方

金
融

機

関
の

業
務

に
与

え
る

影
響

も
踏

ま
え

て
シ

ス
テ

ム
リ

ス

ク
管

理
体

制
等

に
係

る
追

加
的

な
要

件
を

求
め

る
必

要

が
あ

り
、
そ

う
し

た
要

件
を
満

た
し
て

い
れ

ば
、
電

子
決

済
等

代
行

業
を

健
全

か
つ

適
切

に
運

営
す

る
こ

と
が

で

き
る

体
制

を
備

え
て

い
る

と
考

え
ら
れ

る
こ

と
か

ら
、
電

子
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
の

定
義
に

お
い

て
、
相
手

方

金
融

機
関

が
定

め
る

方
式

に
従

っ
て

顧
客

の
注

文
情

報

を
伝

達
す

る
こ

と
を

条
件

と
す

る
こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
 

な
お

、
相

手
方

金
融

機
関

が
定

め
る
方

式
に

従
っ

て
顧

客
の

注
文

情
報

を
伝

達
す

る
も

の
で
な

い
場

合
に

は
、
電

子
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

は
該
当

し
ま

せ
ん

が
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

そ
の

他
の

方
式

に
よ

り
顧

客

の
注

文
情

報
を

相
手

方
金

融
機

関
に

伝
達

す
る

こ
と

が

妨
げ

ら
れ

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん
。
 

7
3
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
条

に
お

い
て
、
顧

客
の

イ
ン

タ

ー
フ

ェ
ー

ス
部

分
に

限
ら

ず
、
金
融

機
関

と
の

連
携

に
つ

い
て

も
、
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
で
の

通
信
等

に
限

定
さ

れ
て

い

る
趣

旨
は

ど
の

よ
う

な
も

の
か

。
そ
も

そ
も

、
金
融

機
関

側
に

具
体

的
な

情
報

を
連

携
せ

ず
に
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

お
い

て
金

融
機

関
の

具
体
的

な
H
P
の
商

品
を

推
奨

し
た

上
で

、
金

融
機

関
の

H
P
の
商

品
説

明
の

箇
所

に
遷

移
さ

せ
、

但
し

顧
客

情
報

等
は

連
携

し
な

い
場

合

も
、

媒
介

行
為

に
該

当
す

る
場

合
も

あ
る

と
思

わ
れ

る

が
、
こ
の

よ
う

な
場
合

は
、
電

子
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

務
の

定
義

に
当

て
は

ま
ら

な
い

と
考
え

ら
れ

て
い

る
か
。
 

 
▼

保
証
金

の
供

託
 

7
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
2
6
条

に
関

し
、

最

低
額

1
，
0
0
0
万
円

と
前

年
の
報

酬
の

5
％
の

金
額

か
ら

な

る
保

証
金

は
過

大
で

は
な

い
か

。
 

保
証

金
の

額
は

、
 

・
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
つ
い

て
は

仲
介

に
係

る

損
害

賠
償

責
任

を
相

手
方

金
融

機
関

が
負

う
仕

組
み

 

-
 
2
3
 
-
 

す
る

取
引

が
行

わ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る

も
の

」
の

例
示

と
し

て
示

さ
れ

て
い
る

も
の

で
あ

っ
て
、

預
金

等
媒

介
業

者
が

顧
客

か
ら

の
み

委
託

を
受

け
る

場

合
に

は
、
相

手
方

金
融

機
関
と

の
利
益

相
反

は
観

念
で

き

な
い

の
で
、
か
か

る
預

金
等
媒

介
業
者

に
つ

い
て

は
事

業

性
資

金
の

貸
付

け
の

取
扱

い
も

禁
止

さ
れ

る
も

の
で

は

な
い

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。

 

る
こ

と
を

も
っ

て
利

益
が

相
反

す
る

取
引

が
行

わ
れ

る

可
能

性
が

な
い

と
判

断
で

き
る

も
の

で
は

な
い

と
考

え

ま
す

。
 

6
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
6
条
第

2
号
に

つ
い

て
、

預
金

等
媒

介
業

者
が

顧
客

か
ら

の
み

委
託

を
受

け
る

場
合

に

は
、
「

そ
の

業
務

に
つ

い
て

相
手

方
金

融
機

関
と

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

利
益

が
相

反
す

る
取

引
が

行
わ

れ

る
可

能
性

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と
き
」
に
該

当
す

る
と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。
 

6
9
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
6
条
第

1
号
ロ

に
お

け
る

「
取

引
上

の
優

越
的

地
位

を
不

当
に

利
用

し
て

」
、

同
号

ハ
に

お
け

る
「

兼
業

業
務

を
行

う
こ

と
が

顧
客

の
保

護
に

欠

け
、
又

は
相

手
方

金
融

機
関
の

業
務
の

健
全

か
つ

適
切

な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
行

為
が

行
わ

れ
る

お
そ

れ
が

あ

る
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
」
と
し

て
そ
れ

ぞ
れ

ど
の

よ
う

な

状
況

を
想

定
さ

れ
て

い
る

か
。

 

「
兼

業
業

務
に

よ
る

取
引

上
の

優
越

的
地

位
を

不
当

に
利

用
」
す
る

行
為

と
は

、
例

え
ば
、
顧
客

に
対

し
、
兼

業
業

務
に

お
け

る
不

利
益

な
取

扱
い

を
示

唆
し

て
預

金

等
媒

介
業

務
に

係
る

取
引

を
行

う
こ

と
を

事
実

上
余

儀

な
く

さ
せ

る
行

為
や

、
兼

業
業

務
の
取

引
を

行
う

際
に

預

金
等

媒
介

業
務

に
係

る
取

引
を

行
う
こ

と
を

要
請

し
、
こ

れ
に

従
う

こ
と

を
事

実
上

余
儀

な
く

さ
せ

る
行

為
等

が

考
え

ら
れ

ま
す

。
 

ま
た

、
兼

業
業

務
の

内
容

は
様

々
な
も

の
が

考
え

ら
れ

る
と

こ
ろ

、
仲

介
業

者
等

府
令

第
1
6
条
第

１
号

ハ
に

該

当
す

る
か

ど
う

か
は

、
当

該
兼

業
業
務

の
性

質
や

態
様

等

を
勘

案
し

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態
に

即
し

て
実

質
的

に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

7
0
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
9
条
第

3
項
第

2
号

ロ
の
「

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の
適

正
か

つ
確

実
な

遂
行

に
支

障

を
来

す
行

為
」
、「

そ
の

お
そ
れ

が
あ
る

行
為

で
あ

っ
て

イ

に
掲

げ
る

行
為

に
準

ず
る

も
の

」
と
は

、
具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
行

為
を

想
定

し
て

い
る

の
か
。
ま
た

、
そ
の

報
告

の
基

準
は

何
か
。
報
告

基
準
や

行
為
の

具
体

例
が

何
ら

か

の
方

法
で

明
示

さ
れ

る
予

定
は

あ
る
か

。
 

例
え

ば
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務
以

外
の

兼
業

業
務

に
お

い
て

発
生

し
た

個
人

情
報

漏
え

い
や

シ
ス

テ
ム

ト

ラ
ブ

ル
等

で
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

の
継

続
に

影
響

を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
な

ど
が
想

定
さ

れ
ま

す
。
ど

の
よ

う
な

場
合

に
報

告
が

必
要

と
な
る

か
は

、
顧

客
に

与

え
る

影
響

等
も

踏
ま

え
つ

つ
、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

電
子
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
 

7
1
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
条

の
「

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
の

提
供

す
る

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

」
に
つ

い
て

、
第
三

者
が

開
発

し
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

提
供

し
た

ソ
フ

ト

ウ
ェ

ア
や

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
他

の
事

業
者

と

で
共

用
さ

れ
て

い
る

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア
も

含
ま

れ
る

の
か
。

ま
た
、
ウ
ェ

ブ
ア

プ
リ

ケ
ー
シ

ョ
ン
や

ク
ラ

ウ
ド

ア
プ

リ

「
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

提
供

す
る

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
使

用
す

る
方

法
」
に
該

当
す
る

か
ど

う
か

に
つ

い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に
即
し

て
実

質
的

に
判

断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す

が
、
ご

指
摘

の
事

例
は

、

い
ず

れ
も

こ
れ

に
該

当
し

得
る

も
の
と

考
え

ま
す

。
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-
 
2
6
 
-
 

年
間

の
保

険
契

約
の

締
結

の
媒

介
に

関
し

て
受

領
し

た

手
数

料
の

合
計

金
額

を
積

み
立

て
る

こ
と

と
さ

れ
て

い

る
。
対
し

て
、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介
業

で
は

前
年

度
の

年

間
受

領
手

数
料

を
元

に
し

て
保

証
金

を
計

算
す

る
も

の

と
理

解
し

て
い

る
。
ミ

ス
コ
ン

ダ
ク
ト

は
す

ぐ
に

は
発

覚

し
な

い
こ

と
や

、
市
況

変
動
と

い
っ
た

外
部

要
因
・
営
業

上
の

要
因

等
に

よ
り

そ
れ

ま
で

の
販

売
実

績
に

比
し

て

極
端

に
受

入
手

数
料

が
落

ち
込

む
年

度
が

発
生

す
る

可

能
性

も
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
れ

ば
、
保
険

仲
立

人
の

よ
う

に
過

去
複

数
年

に
わ

た
る

事
業

も
考

慮
に

入
れ

て
計

算

す
べ

き
で

は
な

い
か

。
 

7
8
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
2
6
条

に
関

し
、

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

顧
客

か
ら

受
領

す
る

手
数

料

に
つ

い
て

は
、
事

業
の

形
態
か

ら
様
々

な
名

目
が

考
え

ら

れ
る

た
め

、
顧

客
が

何
の

た
め

の
手

数
料

な
の

か
理

解

し
、
納
得

し
た

上
で
支

払
う
た

め
、
保

証
金

の
計
算

に
使

用
す

る
受

領
手

数
料

等
の

対
象

と
な

る
手

数
料

は
明

確

に
す

る
こ

と
が

必
要

で
は

な
い

か
。
 

保
証

金
の

額
の

算
定

に
使

用
す

る
受

領
手

数
料

と
し

て
ど

の
よ

う
な

手
数

料
等

を
含

め
る

べ
き

か
に

つ
い

て

は
、
手
数

料
等

の
名

目
の

変
更

等
に
よ

り
保

証
金

の
額

を

不
当

に
低

く
し

よ
う

と
し

て
い

な
い

か
と

い
っ

た
点

に

も
留

意
し

つ
つ

、
個

別
事

例
ご

と
に
実

態
に

即
し

て
実

質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え
ま

す
。
 

7
9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
2
6
条

に
関

し
、

例

え
ば

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
顧

客
か

ら
直

接
受

領

す
る

手
数

料
に

は
、
制

度
維
持

費
や
有

料
会

員
費

等
様

々

な
名

目
が

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、
対
象

と
な

る
手

数
料

の
定

義
に

つ
い

て
、
明

確
化
が

な
さ
れ

な
い

と
保

証
金

の

額
の

算
定

に
懸

念
が

生
じ
、
適

切
な
顧

客
保

護
が

図
れ

な

い
お

そ
れ

が
あ

る
と

考
え

る
が

、
ど
う

か
。
保

証
金

の
負

担
を

軽
減

す
る

目
的

で
、
媒
介

に
伴
う

報
酬

を
他

の
名

目

で
別

途
徴

収
す

る
な

ど
潜

脱
的

対
応
を

し
て

い
な

い
か
、

顧
客

保
護

の
観

点
で
、
個
々
の

事
業
者

を
適

切
に

監
督

す

べ
き

で
あ

る
。
 

8
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
2
6
条

に
関

し
、

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が
、
金

融
機
関

か
ら

の
委

託
を

受

け
て

犯
罪

収
益

移
転

防
止

法
の

取
引
時

確
認
、
反
社

チ
ェ

ッ
ク

な
ど

を
行

っ
た

こ
と

に
対

し
て

金
融

機
関

か
ら

受

領
す

る
手

数
料

は
、
「

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

に
関

し

て
受

領
し

た
手

数
料

、
報
酬
そ

の
他
の

対
価

」
に
該

当
す

る
の

か
。
当
該

取
引
時

確
認
や

反
社
チ

ェ
ッ

ク
が
「

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務
」
の
対
象

顧
客
の

み
に

対
し

て
行

う

も
の

で
は

な
く
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲
介

業
務

以
外

の
金

融

機
関

の
取

引
に

つ
い

て
も

取
引

時
確

認
事

務
や

反
社

チ

ェ
ッ

ク
の

事
務

の
委

託
を

受
け

て
お
り
、
取
引

時
確

認
事

保
証

金
の

額
の

算
定

に
使

用
す

る
受

領
手

数
料

と
し

て
ど

の
よ

う
な

手
数

料
等

を
含

め
る

べ
き

か
に

つ
い

て

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し
て

実
質

的
に

判
断

さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
が

、
例

え
ば
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

務
の

顧
客

に
対

し
て

、
金
融

機
関

か
ら

の
委

託

に
よ

り
取

引
時

確
認

等
を

行
っ

た
こ

と
に

よ
り

受
領

し

た
手

数
料

等
は

、
基

本
的

に
は

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務

に
関

し
て

受
領

し
た

も
の

と
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と

考
え

ま
す

。
 

な
お

、
委

託
を

受
け

て
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
務

に
係

る
事

務
と

そ
れ

以
外

の
事

務
を

併
せ

て
行

っ
て

い
る

場

 

-
 
2
5
 
-
 

例
え

ば
、
少

額
短

期
保

険
業
者

に
お
い

て
も

1
，
0
0
0
万

円
と

さ
れ

て
お

り
、
保

険
分
野

に
お
い

て
、
そ

の
媒

介
等

の
み

を
実

施
で

き
る

と
さ

れ
て

い
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
に

と
っ

て
過

大
で

あ
る

と
思
わ

れ
る

。
 

ま
た

、
仮

に
銀

行
、
証

券
、
保

険
、
貸

金
に

わ
た

っ
て

業
務

を
行

う
場

合
に

は
相

当
で

あ
る
と

し
て

も
、
一

部
の

分
野

の
業

務
の

み
を

行
う

場
合

に
も

全
部

の
分

野
の

業

務
を

行
う

場
合

と
同

じ
金

額
設

定
は

均
衡

を
欠

く
の

で

は
な

い
か
。
さ
ら

に
、
5
％
の
設

定
は
ど

の
よ

う
な

理
由

に

よ
る

も
の

か
。
 

保
険

仲
立

人
で

す
ら

も
8
億
円

と
い
う

上
限

金
額

が
設

定
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に
お

い
て

も
少

な
く

と
も

上
限

の
設

定
が

必
要

で
は

な

い
か
。
な
ぜ

上
限

が
設

定
さ
れ

て
い
な

い
の

か
を

教
え

て

ほ
し

い
。
 

何
が

保
証

金
の

計
算

の
基

礎
と

な
る
「

手
数

料
」
と

な

る
の

か
具

体
的

に
教

え
て

ほ
し

い
。
例

え
ば

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
お

い
て

は
、
家
計

簿
や

会
計

ソ
フ

ト
で

あ
れ

ば
、
月

額
利

用
料

な
い
し

サ
ブ
ス

ク
リ

プ
シ

ョ
ン

フ

ィ
ー

を
得

る
こ

と
が

あ
る

が
、
こ
の

全
体

が
手

数
料

と
な

る
よ

う
で

あ
れ

ば
、
お

よ
そ
参

入
に
大

き
な

阻
害

要
因

に

な
る

と
思

わ
れ

る
。
こ

の
よ
う

な
視
点

で
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
取

得
す

る
広

告
料
収

入
も

「
手

数
料
」

と
し

て
算

定
さ

れ
な

い
こ

と
も

明
確
化

さ
れ

た
い

。
 

事
業

者
側

の
意

見
と

し
て

は
、
今

の
時

点
で

も
、
参

入

決
定

に
当

た
っ

て
は

一
定

の
ハ

ー
ド

ル
に

な
り

う
る

と

の
意

見
も

あ
っ

た
と

こ
ろ

で
あ

り
、
様
々

な
角

度
か

ら
検

討
し

た
い

と
考

え
て

い
る

。
 

（
い

わ
ゆ

る
所

属
制

）
が

採
用

さ
れ
て

い
な

い
こ

と
、
 

・
 

顧
客

保
護

等
の

観
点

か
ら

既
存
の

仲
介

事
業

者
に

求

め
ら

れ
る

保
証

金
等

の
水

準
、

 

・
 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
の

対
象
と

な
る

商
品
・
サ
ー

ビ
ス

の
範

囲
が

限
定

さ
れ

て
い

る
こ
と

、
 

・
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
へ

の
事
業

者
の

参
入

を
通

じ

た
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
促

進
や

利
用

者
利

便
の

向
上

の
重

要
性

、
 

・
 
一

つ
の

登
録

で
複

数
の
分

野
の
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
を

取
扱

可
能

と
し

た
制

度
趣

旨
 

等
を

総
合

的
に

勘
案

し
て

設
定

し
て
い

ま
す

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
保

険
仲
立

人
で

は
、
主
と

し
て

想
定

さ
れ

て
い

る
取

扱
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

や

顧
客

層
が

異
な

る
こ

と
等

を
踏

ま
え
れ

ば
、
保
証

金
の

額

の
算

定
方

法
に

つ
い

て
同

列
に

論
じ

る
こ

と
は

必
ず

し

も
適

当
で

は
な

い
と

考
え

ま
す

。
 

な
お
、
保
証

金
の

額
の

変
動
部

分
に
つ

い
て
、
保
険

仲

立
人

は
原

則
と

し
て

過
去

3
年

間
の
受

領
手

数
料

相
当

額

と
さ

れ
て

い
る

一
方

で
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は

前

年
度

の
受

領
手

数
料

の
5
％
相

当
額
と

し
て

い
る

点
で

事

業
者

の
負

担
に

も
配

意
し

て
お

り
、
ま
た

、「
保
証

金
の

水

準
は

、
そ

の
事

業
規

模
に

応
じ

た
も
の

と
な

る
こ

と
が

望

ま
し

い
」
と

の
指

摘
が

あ
る
こ

と
も
踏

ま
え
、
顧
客

保
護

の
観

点
か

ら
上

限
は

定
め

て
い

ま
せ
ん

。
 

保
証

金
の

額
の

算
定

に
使

用
す

る
受

領
手

数
料

と
し

て
ど

の
よ

う
な

手
数

料
等

を
含

め
る

べ
き

か
に

つ
い

て

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し
て

実
質

的
に

判
断

さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
が

、
例

え
ば
、
兼
業

業
務

に

お
け

る
手

数
料

等
と

不
可

分
で

あ
る
場

合
は

、
合

理
的

な

計
算

方
法

に
よ

り
算

出
す

る
必

要
が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、

広
告

料
収

入
に

つ
い

て
は
、
例

え
ば
、
広

告
の

掲
載

が
金

融
機

関
か

ら
の

情
報

を
転

載
す

る
に
と

ど
ま

る
な

ど
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に
は

該
当

し
な

い
も

の
と

認
め

ら

れ
る

場
合

に
は

、
受

領
手

数
料

に
含
め

る
必

要
は

な
い

も

の
の
、
具
体

的
な

商
品

の
推
奨
・
説

明
を

伴
う

な
ど

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に
該

当
す

る
も

の
と

認
め

ら
れ

る

場
合

に
は

、
相

手
方

金
融

機
関

か
ら
得

た
対

価
を

受
領

手

数
料

に
含

め
る

必
要

が
あ

る
も

の
と
考

え
ま

す
。
 

7
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
2
6
条

第
1
号
に

規

定
さ

れ
る

保
証

金
の

額
に

つ
い

て
、
金
額

の
妥

当
性

の
根

拠
に

つ
い

て
教

え
て

ほ
し

い
。

 

7
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
2
6
条

に
関

し
、

年

間
受

領
手

数
料

を
元
に

5
％
を

乗
じ
て

計
算

す
る

場
合

、

補
償

の
対

象
が

元
本

返
還

等
の

原
状

回
復

に
及

ぶ
場

合

に
過

少
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

ほ
か
、
手

数
料

を
無

料
に

し
て

営
む

事
業

に
お

い
て

も
過

少
と

な
る

可
能

性
が

あ

る
点

に
つ

い
て

ど
の

よ
う

に
考

え
て

い
る

か
教

え
て

ほ

し
い

。
ま

た
、

5
％

と
い

う
数

字
の

根
拠

を
教

え
て

ほ
し

い
。
 

7
7
 

保
証

金
に

つ
い

て
、

保
険

仲
立

人
に
お

い
て

は
過
去

3

163
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る
こ

と
で

あ
っ

て
、
か

か
る
申

出
を
相

手
方

金
融

機
関

に

伝
達

す
る

こ
と
（

及
び

相
手
方

金
融
機

関
か

ら
の

回
答

を

顧
客

に
伝

達
す

る
こ

と
）
を
請

け
負
う

こ
と

は
可

能
と

い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

8
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

1
項
第

1
号

に
つ

い
て

、

例
え

ば
、
顧

客
が

金
融

サ
ー
ビ

ス
契
約

を
解

約
す

る
際

に

は
、
直

接
相

手
方

金
融

機
関
に

依
頼
を

し
な

い
と

い
け

な

い
と

い
う

こ
と

か
。
 

ア
プ

リ
等

で
あ

れ
ば
、
金
融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

側
の

ア
プ

リ
で

リ
ン

ク
を

飛
ば

し
て

、
相

手
方

金
融

機
関

の
ペ

ー
ジ

に
そ

の
ま

ま
飛

ば
す

と
い

う
こ
と

で
足

り
る

か
。
 

あ
る

い
は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
者

を
介

さ
ず

に
行

わ
な

い
と

い
け

な
い

と
い

う
主

旨
な
の

か
。
 

8
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
5
条

第
2
項

は
、「

顧
客
か

ら
求

め
ら

れ
た

と
き

」
に

手
数

料
の
開

示
義

務
を

定
め
、

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

2
項
第

3
号

で
は

、「
顧
客

が
締

結
し

よ
う

と
す

る
金

融
サ

ー
ビ
ス

契
約
」
に
つ

い
て

提
供

す
べ

き
情

報
を

定
め

て
い

る
。
法
の

趣
旨

を
踏

ま
え

る
と
、
契
約

を
締

結
す

る
前
に

そ
の
判

断
の

材
料

と
し

て

手
数

料
の

開
示

請
求

が
可

能
で

あ
る

必
要

が
あ

る
と

思

わ
れ

る
と

こ
ろ

、
こ

こ
で

い
う
「

顧
客

」
と
は

、
現

に
取

引
関

係
を

有
し

な
く

と
も
（
す

な
わ
ち

契
約

前
で

あ
っ

て

も
）
、

取
引

の
検

討
の

た
め

に
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
の

申
し

込

み
画

面
に

遷
移

し
た

者
な

ど
、
取
引

を
前

提
と

し
た

接
触

関
係

に
あ

る
者

も
含

ま
れ

る
と

の
理
解

で
よ

い
か

。
 

ご
理

解
の

と
お

り
、

契
約

締
結

の
時

点
で

は
じ

め
て

「
顧

客
」
に

な
る

わ
け

で
は
な

く
、
そ
の

前
段

階
の

者
で

あ
っ

て
も

契
約

締
結

に
向

け
た

関
係

が
認

め
ら

れ
る

者

は
「
顧

客
」
に
含

ま
れ

る
こ
と

に
な
り
、
求
め

ら
れ

た
と

き
は

手
数

料
等

を
開

示
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

8
6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

2
項
第

3
号

に
つ

い
て

、

顧
客

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

対
し

て
支

払
う

手

数
料

と
し

て
ど

の
程

度
ま

で
開

示
が
求

め
ら

れ
る

か
。
例

え
ば
、
一
定

の
サ

ブ
ス

ク
リ
プ

シ
ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

を
購

入

す
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

媒
介

を
実

施
す

る
よ

う
な

場

合
で

な
け

れ
ば
、
そ
の

他
の
サ

ー
ビ
ス

に
お

け
る

サ
ブ

ス

ク
リ

プ
シ

ョ
ン

フ
ィ

ー
や

サ
ー

ビ
ス

利
用

料
等

は
含

ま

れ
な

い
と

い
う

こ
と

で
よ

い
か

。
 

顧
客

に
提

供
す

べ
き

情
報

の
具

体
的
な

内
容

は
、
各
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

お
い

て
、
規

定
の

趣
旨

や
顧

客

保
護

の
必

要
性

等
を

踏
ま

え
て

適
切

に
判

断
す

べ
き

も

の
と

考
え

ま
す

が
、
例

え
ば
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
提

供
す

る
サ

ブ
ス

ク
リ

プ
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

と
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
と

が
不

可
分

に

提
供

さ
れ

て
お

り
、
当
該

サ
ー

ビ
ス
全

体
の

対
価

と
し

て

支
払

わ
れ

る
手

数
料

の
切

り
分

け
が
困

難
な

場
合

に
は

、

サ
ブ

ス
ク

リ
プ

シ
ョ

ン
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
係

る
対

価

も
含

ま
れ

る
こ

と
を

明
示

し
た

上
で
、「

手
数

料
等

」（
仲

介
業

者
等

府
令

第
3
3
条
第

2
項

第
3
号

）
の

額
と

し
て

顧
客

に
情

報
の

提
供

を
行

う
こ

と
が
考

え
ら

れ
ま

す
。
他

方
で
、
各
サ

ー
ビ

ス
が

別
個
に

提
供
さ

れ
、
サ

ー
ビ

ス
ご

と
に

料
金

が
設

定
さ

れ
て

い
る

場
合
に

は
、
サ
ブ

ス
ク

リ

プ
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
料

金
は
、
当

該
「

手
数

料
等

」
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務
や

反
社

チ
ェ

ッ
ク

の
事

務
手

数
料

が
明

確
に

区
分

さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
こ
れ
ら

は
「
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
務

に
関

し
」
て

受
領

し
た
手

数
料
で

は
な

い
と

考
え

ら

れ
る

か
。
 

合
で

あ
っ

て
、
そ
れ

ぞ
れ

の
事

務
に
係

る
手

数
料

等
が

不

可
分

で
あ

る
と

き
は

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
務

に
関

し

て
受

領
し

た
手

数
料

等
を

合
理

的
な

計
算

方
法

に
よ

り

算
出

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

 
▼

行
為
規

制
（

共
通

）
 

8
1
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

1
項
各

号
に

関
す

る
業

務
は

最
終

的
に

金
融

機
関

で
な

け
れ
ば

判
断
、
決
定

で
き

な
い

事
項

が
記

載
さ

れ
て

い
る

が
、
こ
れ

ら
の

各
号

の
行

為
も

含
め

て
、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介
業

者
が

使
者

と
し

て

伝
達

等
を

行
う

役
割

を
担

い
つ

つ
、
同
項

各
号

及
び

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
の

他
の

箇
所

に
お

い
て

金
融

機
関

の

判
断

が
必

要
な

部
分

に
つ

い
て

は
金

融
機

関
が

行
う

こ

と
を

前
提

に
、
イ

ン
タ

ー
フ
ェ

ー
ス
を

基
本

的
に

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

担
う

こ
と

は
禁

止
さ

れ
て

い
る

わ

け
で

は
な

い
と

い
う

こ
と

で
よ

い
か
。
決

済
・
仲

介
W
G
報

告
で

は
、
そ

も
そ

も
イ

ン
タ
ー

フ
ェ
ー

ス
全

般
を

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

担
う

可
能

性
も

議
論

さ
れ

て
い

た

と
こ

ろ
で

も
あ

る
の

で
確

認
を

さ
せ
て

ほ
し

い
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

の
内

容
の

変
更

又
は

解
除

の
申

出
等

を
伝

達
す

る
な

ど
、
使
者

と
し
て

単
な

る
情

報
の

伝

達
等

を
行

う
こ

と
は

、
仲

介
業
者

等
府
令

第
3
3
条

第
1
項

第
3
号
に

掲
げ

る
行

為
に

該
当

し
な
い

限
り

、
相

手
方

金

融
機

関
を

代
理

し
て

同
項

各
号

に
掲

げ
る

行
為

を
行

う

こ
と

に
は

な
ら

な
い

も
の

と
考

え
ま
す

。
 

8
2
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

1
項
各

号
記

載
事

項
に

つ
い

て
は

情
報

提
供

に
関

す
る

条
文
で

あ
る

も
の

の
、
か

か
る

条
文

が
存

在
す

る
結

果
、
同
項

各
号

列
挙

の
事

項
は

相
手

方
金

融
機

関
を

代
理

し
て

行
う

こ
と

が
で

き
な

い

こ
と

に
な

る
と

考
え

ら
れ

る
が

、
保
険

媒
介

に
お

い
て
、

団
体

扱
い

・
集

団
扱

い
に

お
け

る
加
入

者
要

件
の

確
認
、

名
義

変
更

や
通

信
先

変
更

に
係

る
申
出

の
受

領
、
満

期
案

内
、
保
険

金
請

求
手
続

の
案
内

な
ど
は

、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
相

手
方

金
融

機
関

で
あ

る
保

険
会

社
か

ら

の
委

託
に

基
づ

い
て

行
う

こ
と

も
禁

止
さ

れ
な

い
と

い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

ま
た
、
同
項

各
号

で
列

挙
さ
れ

て
い
る

事
項

と
関

連
す

る
も

の
で

あ
っ

て
も

、
例
え
ば

、
顧
客

か
ら

告
知
書

面
や

解
約

申
出

書
を

単
に

受
け

取
っ

て
相

手
方

金
融

機
関

で

あ
る

保
険

会
社

に
渡

す
こ

と
や

、
相

手
方

金
融

機
関

が
発

行
し

た
契

約
証

書
を

単
に

顧
客

に
送

付
す

る
と

い
う

よ

う
な

事
務

手
続

を
行

う
こ

と
は

禁
止

さ
れ

な
い

と
い

う

理
解

で
よ

い
か

。
 

8
3
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

1
項
に

つ
い

て
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
す

る
こ

と
が
で

き
な

い
行

為
は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

の
内

容
の

変
更

又
は

解
除

の
申

出

に
対

し
て
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
者

の
権

限
で

承
諾

す

164

金融サービス仲介業



 

-
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金
融

機
関

と
の

役
割

分
担

と
し

て
、
ど
の

よ
う

な
事

項
の

説
明

が
求

め
ら

れ
る

か
。
必
ず

記
載
す

べ
き

項
目

が
あ

れ

ば
教

え
て

ほ
し

い
。
 

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

お
い

て
、
規

定
の

趣
旨

や
顧

客

保
護

の
必

要
性

等
を

踏
ま

え
て

適
切

に
判

断
す

べ
き

も

の
と

考
え

ま
す

が
、
例

え
ば
、
法
令

上
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
相

手
方

金
融

機
関

の
ど

ち
ら

か
が

情
報

提

供
等

を
行

え
ば

も
う

一
方

は
情

報
提

供
等

を
要

し
な

い

と
さ

れ
て

い
る

場
合

に
、
両
者

の
間
で

ど
ち

ら
が

情
報

提

供
等

を
行

う
か

の
取

決
め

を
し

て
い
れ

ば
、
そ
の

内
容

を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
ま
す

。
 

9
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
5
条

第
1
項

第
6
号

に
定

め
る

顧
客

へ
の

あ
ら

か
じ

め
の

情
報

提
供

の
内

容
に

つ

い
て
、
仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条

第
2
項
第

7
号

で
は

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
、
相
手

方
金

融
機

関
の

説
明

義
務

の
役

割
分

担
の

事
項

を
定

め
て
い

る
。
 

そ
し

て
、
仲
介

業
者
等

府
令
に

お
い
て

は
、
相

手
方

金

融
機

関
が

情
報

提
供

又
は

契
約

締
結

前
交

付
書

面
を

交

付
し

た
と

き
に

は
、
金

融
サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
は

、
こ
れ

ら
を

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
と

し
て
い

る
（
仲

介
業

者
等

府
令
第

4
9
条

第
3
項
、
第

5
6
条

第
2
項
、
第

9
5
条
第

2

項
、
第

1
0
2
条
第

2
項
等

）
。
 

仲
介

業
者

等
府

令
に

お
い

て
は

、
役

割
分

担
の

定
め

を

す
る

こ
と
、
相
手

方
金

融
機
関

が
情
報

提
供

等
を

し
た

場

合
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
義

務
の

免
除

を
定

め

る
が
、
決
済
・
仲
介

W
G
報

告
で

は
、「

新
た
な

仲
介

業
者

の
説

明
義

務
等

に
つ

い
て

は
、
契
約

締
結

に
至

る
一

連
の

過
程

に
お

い
て

、
金
融

機
関
・
仲

介
業

者
の

い
ず
れ

か
が

十
分

な
説

明
を

行
え

ば
足

り
る

こ
と

と
す

る
こ

と
が

考

え
ら

れ
る

」
と

さ
れ

て
お

り
、

あ
く
ま

で
も

「
十

分
な
」

説
明

が
求

め
ら

れ
る

こ
と

が
前

提
と

さ
れ

て
い

る
。

ま

た
、
現

行
の

金
融

商
品

の
販
売

等
に
関

す
る

法
律
第

3
条

第
6
項
の

規
律

も
同

様
に

理
解

さ
れ
て

い
る
（

大
前

恵
一

朗
ほ

か
「
逐

条
解

説
 

金
融
商

品
販
売

法
」
1
0
9
ペ

ー
ジ

、

松
尾

直
彦

監
修
「

逐
条

解
説
 

新
金
融

商
品

販
売

法
」
1
4
5

ペ
ー

ジ
）
。
 

顧
客

に
対

す
る

適
切

な
説

明
を

担
保
す

る
た

め
に

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
、
情
報

提
供

等
の

義
務

か
ら

免
除

さ
れ

る
場

合
に

つ
い

て
、
よ
り

明
確

に
規

定
す

べ
き

で
あ

る
。
具
体

的
に
は

、
相
手

方
金
融

機
関

か
ら

の
情

報

提
供

が
、
不
十

分
な
も

の
で
あ

っ
た
場

合
に

は
、
情

報
提

供
義

務
を

免
れ

な
い

こ
と

を
明

確
化
す

べ
き

で
あ

る
。
ま

た
、
相

手
方

金
融

機
関

か
ら
の

情
報
提

供
が

十
分

で
あ

る

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
9
条
第

3
項

、
第

5
6
条

第
2
項

、

第
9
5
条
第

2
項

、
第

1
0
2
条

第
2
項

等
は

、
相

手
方

金

融
機

関
が

顧
客

に
対

し
て

所
定

の
情

報
の

提
供

等
を

行

っ
た

場
合

に
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
に

よ
る

当
該

顧

客
に

対
す

る
情

報
の

提
供

等
を

要
し

な
い

こ
と

を
規

定

す
る

も
の

で
す

。
 

相
手

方
金

融
機

関
が

適
切

に
情

報
の

提
供

等
を

行
わ

な
か

っ
た

場
合

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
が

情
報

の

提
供

等
を

行
う

必
要

が
あ

り
、
そ

の
旨

は
条

文
上

明
ら

か

と
考

え
ま

す
。
 

こ
の

た
め

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

と
相

手
方

金
融

機
関

と
の

間
で

顧
客

に
対

す
る

説
明

等
に

係
る

役
割

を

分
担

す
る

場
合

に
は

、
顧

客
に

対
す
る

情
報

の
提

供
等

に

つ
い

て
適

切
な

連
携

が
行

わ
れ

、
顧
客

に
と

っ
て

必
要

か

つ
十

分
な

情
報

が
提

供
さ

れ
る

必
要

が
あ

る
も

の
と

考

え
ま

す
。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監
督

指
針

V
－

1
－
2

－
1
－
2
等
に

お
け

る
「

役
割
分

担
を
適

切
に

踏
ま

え
、
機

械
的

・
画

一
的

な
取

扱
い

と
な

ら
な
い

よ
う

配
慮

す
る

」

と
の

記
載

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
を

監
督

す
る

に

当
た

っ
て

当
局

が
留

意
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

述
べ

た

も
の

で
あ

り
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
や

相
手

方
金

融

機
関

の
説

明
責

任
の

範
囲

に
つ

い
て

述
べ

た
も

の
で

は

あ
り

ま
せ

ん
。
 

 

-
 
2
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に
は

該
当

し
な

い
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

8
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

2
項
第

3
号

の
「
顧

客

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

支
払
う

手
数

料
」

と
は
、

顧
客

が
相

手
方

金
融

機
関

に
支

払
う

手
数

料
等

と
は

別

に
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

支
払

わ
れ

る
も

の
を

指

し
て

い
る

認
識

で
あ

る
が

、
そ

れ
で
あ

れ
ば

、
同

項
第

4

号
に

規
定

す
る

相
手

方
金

融
機

関
に

支
払

う
手

数
料

等

は
含

ま
れ

な
い

旨
を

条
文

に
明

記
し

て
は

ど
う

か
。

な

お
、
同

内
閣

府
令

第
9
2
条

に
お

い
て
規

定
さ

れ
る
「

顧
客

が
支

払
う

べ
き

対
価

」
に

つ
い

て
も
同

様
で

あ
る

。
 

ご
理

解
の

と
お

り
、
「

顧
客

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

支
払

う
手

数
料
」
と
は
、
顧
客

が
相

手
方

金
融

機
関

に
支

払
う

手
数

料
等

と
は

別
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
に

支
払

わ
れ

る
も

の
を

指
し

ま
す
。
そ
の

旨
は

条
文

上

明
ら

か
と

考
え

ま
す

の
で

、
原

案
の
と

お
り

と
さ

せ
て

い

た
だ

き
ま

す
。
 

8
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

2
項
第

4
号

に
お
い

て

「
顧

客
が

相
手

方
金

融
機

関
に

支
払

う
手

数
料

等
が

相

手
方

金
融

機
関

に
よ

り
異

な
る

と
き
は

、
そ

の
旨
」
と
さ

れ
て

い
る

が
、
こ

れ
は

、
そ
れ

ぞ
れ
の

金
融

機
関

の
手

数

料
金

額
又

は
料

率
を

具
体

的
に

説
明

す
る

こ
と

を
求

め

て
い

る
と

い
う

こ
と

か
。
ま
た

、
同

号
の
「

同
種

の
内

容

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
」
の
「

同
種
」
の

範
囲

は
、
ど
の

よ
う

な
範

囲
を

指
す

の
か

。
例

え
ば
、
株
式

取
引
の

媒
介

の
場

合
に

は
、
同
種

と
は

、「
有

価
証
券

等
仲

介
業

務
」
の

範
囲

を
指

す
の

か
。
 

顧
客

が
支

払
う

手
数

料
等

が
相

手
方

金
融

機
関

に
よ

り
異

な
る

旨
を

説
明

す
れ

ば
足

り
、
法
令

上
、
必

ず
し

も

具
体

的
な

手
数

料
等

の
金

額
や

料
率

を
説

明
す

る
こ

と

ま
で

は
求

め
ら

れ
ま

せ
ん

が
、
顧

客
へ

の
丁

寧
な

情
報

提

供
に

努
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
考
え

ま
す

。
 

ま
た

、
「

同
種

」
（
仲

介
業

者
等

府
令
第

3
3
条

第
2
項

第
4
号
）
の
範

囲
は

、
社
会
通

念
上
「

同
種

」
と
捉

え
ら

れ
る

範
囲

を
想

定
し

て
お

り
、
例
え

ば
、
預

金
で

あ
れ

ば

普
通

預
金
、
定
期

預
金

等
の
別

、
貸

付
け

で
あ

れ
ば

資
金

使
途

を
同

じ
く

す
る

目
的

別
貸

付
商
品

（
住

宅
ロ

ー
ン

、

マ
イ

カ
ー

ロ
ー

ン
等
）
の
別
、
為
替

取
引

で
あ

れ
ば

内
国

為
替
・
外
国

為
替

の
別

な
ど
、
顧
客

が
取

引
し

よ
う

と
す

る
目

的
に

照
ら

し
て

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま

す
。
 

8
9
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

2
項
第

4
号

に
お
い

て

「
顧

客
が

相
手

方
金

融
機

関
に

支
払

う
手

数
料

等
が

相

手
方

金
融

機
関

に
よ

り
異

な
る

と
き
」
は

そ
の

旨
を

明
ら

か
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ
て

い
る

が
、
一

般
的

な
保

険
契

約
の

よ
う

に
「
顧
客

が
相
手

方
金

融
機

関
に

支

払
う

手
数

料
等
」
が
な

い
場
合

は
、「

顧
客
が

相
手

方
金

融

機
関

に
支

払
う

手
数

料
等

が
相

手
方

金
融

機
関

に
よ

り

異
な

る
と

き
」
に

該
当

し
な
い

、
と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。
 

相
手

方
金

融
機

関
の

一
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

及
び

そ
れ

と
同

種
の

内
容

の
金

融
サ

ー
ビ
ス

契
約
（
他

の
相

手

方
金

融
機

関
が

契
約

の
締

結
の

相
手

方
と

な
る

も
の

に

限
る

）
の

い
ず

れ
に

つ
い

て
も

顧
客
が

相
手

方
金

融
機

関

に
支

払
う

手
数

料
等

が
な

い
と

き
は
、
仲
介

業
者

等
府

令

第
3
3
条
第

2
項
第

4
号

に
掲

げ
る
事

項
を

顧
客

に
明

ら

か
に

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

9
0
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

2
項
第

6
号

に
つ

い
て

、

資
本

関
係

及
び

人
的

関
係

と
し

て
は
、
ど

の
よ

う
な

も
の

を
ど

の
程

度
開

示
す

る
必

要
が

あ
る
の

か
。
 

顧
客

に
提

供
す

べ
き

情
報

の
具

体
的
な

内
容

は
、
各
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

お
い

て
、
規

定
の

趣
旨

や
顧

客

保
護

の
必

要
性

等
を

踏
ま

え
て

適
切

に
判

断
す

べ
き

も

の
と

考
え

ま
す

が
、
例

え
ば
、
資
本

関
係

と
し

て
提

供
す

る
情

報
と

し
て

は
親

子
会

社
関

係
の
有

無
等

が
、
人
的

関

係
と

し
て

提
供

す
る

情
報

と
し

て
は

役
員

の
兼

職
状

況

等
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
 

9
1
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

2
項
第

7
号

に
つ

い
て

、
顧

客
に
提

供
す

べ
き

情
報

の
具

体
的
な

内
容

は
、
各
金
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解
さ

れ
る

が
、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介
業

務
の

他
に

相
手

方

金
融

機
関

と
複

数
の

取
引

を
並

行
し
て

行
っ

て
い

た
り
、

あ
る

い
は

料
金

体
系

が
複

雑
で

あ
る

な
ど

の
場

合
に

お

い
て
、
ど
こ

ま
で

を
金

融
サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

務
に

関
す

る

「
手

数
料

等
」
と

み
る

べ
き
か

判
断
が

容
易

で
な

い
ケ

ー

ス
が

あ
り

得
る
。
銀
行

代
理
業

の
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
お

い

て
は
、
シ
ス

テ
ム

利
用

料
、
情

報
提
供

料
、
広

告
料

等
に

つ
い

て
、
成

果
報

酬
等

で
な
い

場
合
に

は
銀

行
代

理
業

に

該
当

し
な

い
範

囲
で

の
金

融
機

関
か

ら
の

受
領

が
認

め

ら
れ

て
い

る
と

こ
ろ

、
例
え
ば

、
こ
う

し
た

考
え
方

を
参

考
と

し
つ

つ
、
同

号
と

の
関
係

で
も
、
成
果

連
動
等

の
仕

組
み

で
は

な
い
、
シ
ス

テ
ム
利

用
料
等

の
料

金
に

つ
い

て

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

に
関

す
る
「

手
数

料
等
」
に
該

当
し

な
い

と
整

理
す

る
な

ど
、「

手
数

料
等
」
の
範

囲
の

解

釈
は

事
業

者
の

あ
る

程
度

合
理

的
な

判
断

に
委

ね
ら

れ

て
い

る
と

考
え

て
い

る
が

、
ど

う
か
。
 

介
業

務
に

関
し

て
相

手
方

金
融

機
関

か
ら

受
領

す
る

も

の
で

あ
れ

ば
、

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
4
条
第

1
号
に

規

定
す

る
手

数
料

等
に

該
当

し
ま

す
。
 

受
領

す
る

手
数

料
等

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

関
し

て
受

領
す

る
手

数
料

等
に

該
当
す

る
か

ど
う

か
は

、

個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

9
5
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
4
条
に

つ
い
て

、
当

該
商

品
に

つ
い

て
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が
受

け
取

る
手

数
料
・

報
酬

等
の

開
示

を
定

め
る

法
律

の
規
定

に
加

え
、

銀
行
・

証
券
・
保
険
・
貸
金

の
カ

テ
ゴ

リ
ー
ご

と
に
、
当
該

金
融

機
関

か
ら

受
け

取
っ

て
い

る
報

酬
の

割
合

を
開

示
す

る

こ
と

を
定

め
て

い
る

が
、
金
融

機
関
と

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
の

結
び

つ
き

の
強

さ
は

当
該

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
の

商
品

ラ
イ

ン
ナ

ッ
プ

な
ど

を
見

れ
ば

わ
か

る

も
の

で
あ

り
、
利

用
者

保
護
の

た
め
に

、
か

か
る
割

合
ま

で
開

示
さ

せ
る

必
要

は
な

い
の

で
は
な

い
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
相

手
方

金
融

機
関

か
ら

受
け

取
る

手
数

料
等

の
多

寡
を

含
め
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

の

提
案
・
勧

誘
等

に
際

し
て

金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

働

く
経

済
的

な
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

は
、
商

品
ラ

イ
ン

ナ
ッ

プ

等
か

ら
は

必
ず

し
も

明
ら

か
に

な
ら

な
い

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

9
6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
6
条
の
「

委
託
先

」
に

、
相

手
方

金
融

機
関

は
該

当
し

な
い

こ
と

を
明

ら
か

に
し

て
ほ

し

い
。
少
な

く
と

も
、
金

融
サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
と

相
手

方

金
融

機
関

の
両

者
に

お
い

て
、
業
務

上
当

然
に

必
要

と
な

る
情

報
連

携
が
「

委
託

」
に
含

ま
れ
る

よ
う

な
誤

解
を

生

じ
さ

せ
る

こ
と

を
避

け
る

た
め

に
、
例
え

ば
、「

当
該

情
報

の
取

扱
い

を
委

託
す

る
場

合
（

業
務
上

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

関
す

る
情

報
を

相
手

方
金

融
機

関
に

連
携

す

る
必

要
が

あ
る

場
合

を
除

く
。
）
」
と
す

る
こ

と
は

考
え

ら

れ
な

い
か

。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
6
条
で

は
、
顧

客
情

報
の

安
全

管
理

等
を

第
三

者
に

委
託

す
る

場
合

の
委

託
管

理
を

規

定
し

て
い

ま
す
。
一
般

に
、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

に

関
し

顧
客

か
ら

の
注

文
情

報
等

を
相

手
方

金
融

機
関

に

提
供

す
る

行
為

は
、
顧
客

情
報

の
安
全

管
理

等
を

委
託

す

る
こ

と
に

は
な

ら
な

い
も

の
と

考
え
ま

す
。
 

9
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
8
条
に
「

特
別

の
非

公
開

情
報

」

が
掲

げ
ら

れ
て

い
る

が
「

人
種

、
信
条

、
門
地

、
本

籍
地

、

保
健

医
療

又
は

犯
罪

経
歴

に
つ

い
て

の
情

報
そ

の
他

の

特
別

の
非

公
開

情
報
（

そ
の
業

務
上
知

り
得

た
公

表
さ

れ

「
人

種
、
信
条

、
門
地

、
本
籍

地
、
保

健
医

療
又

は
犯

罪
経

歴
に

つ
い

て
の

情
報

そ
の

他
の

特
別

の
非

公
開

情

報
」
は
、
金
融

分
野

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
第

5
条

に
規

定
さ

れ

た
「

機
微

情
報

」
と

同
一

と
な
っ

て
い
ま

す
（
「
そ

の
他
の

 

-
 
3
1
 
-
 

か
ど

う
か

を
確

認
す

べ
き

で
あ

る
。
 

ま
た
、
金
融

機
関

と
金

融
サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
の

間
で

は
、
説

明
を

分
担

し
た

事
業
者

に
お
い

て
適

切
な

説
明

が

確
保

さ
れ

る
よ

う
、
相

互
に
確

認
す
る

こ
と

が
必

要
と

考

え
ら

れ
る

。
結

果
と
し

て
、
適

切
な
説

明
及

び
そ

れ
を

支

え
る

実
効

的
な

確
認
・
牽
制
が

行
わ
れ

る
よ

う
、
適

切
な

委
託

契
約

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

求
め
る

べ
き

で
あ

り
、
指

針
と

し
て

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

規
定

し
て

公
表

す
る

よ

う
求

め
る

。
 

9
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
金

融
機

関
と

の
間

で
情

報
提

供
及

び
説

明
に

関
す

る
役

割
分
担

が
あ

る
場

合
、
一

方
が

情
報

提
供

又
は

説
明

し
た

こ
と

を
他

方
が

重
ね

て

情
報

提
供

又
は

説
明

を
す

る
必

要
は
な

い
（
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法
第

4
条
第

6
項

）
。
仲

介
業
者

等
府

令
第

3
3
条

第
2
項
第

7
号

、
第

4
9
条
第

3
項
、
第

5
6
条

第
2
項
、

第
9
5
条

第
2
項

及
び

第
1
0
2
条

第
2
項

は
そ

の
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
こ

の
こ

と
自

体
に
は

異
論

は
な

い
。
 

し
か

し
、

分
担

さ
れ

た
一

方
の

役
割
が

果
た

さ
れ

ず
、

そ
の

結
果
、
説
明

義
務

が
全
体

と
し
て

も
履

行
さ

れ
て

い

な
い

と
い

う
事

態
が

考
え

ら
れ

る
。
そ

の
場

合
、
両

者
は

説
明

義
務

違
反

に
基

づ
く

損
害

賠
償

義
務

を
負

う
こ

と

に
な

る
が

、
事

後
的
な

救
済
で

は
不
十

分
で

あ
る

。
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

に
お
い

て
は
、
役
割

分
担

が
あ

る
場

合
の

業
者

の
説

明
責

任
は

、
「

役
割

分
担

を
適

切
に

踏
ま

え
、
機

械
的
・
画
一

的
な
取

扱
い

と
な

ら
な

い

よ
う

に
配

慮
す

る
」
と

記
載
さ

れ
て
い

る
が

、
こ
れ

で
は

説
明

責
任

の
履

行
を

全
体

と
し

て
確

保
す

る
趣

旨
か

ど

う
か

が
不

明
で

あ
る
（

む
し
ろ

役
割
分

担
を

理
由

に
業

者

の
責

任
範

囲
を

曖
昧

に
す

る
こ

と
を

許
す

よ
う

に
も

読

め
る

）
。
 

し
た

が
っ

て
、

上
記

の
各

規
定

で
は
不

十
分

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、
上

記
役
割

分
担
が

あ
る
場

合
、
一

方
が

他
方

の
役

割
の

履
行

状
況

を
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と

す
べ

き
で

あ
る

。
 

特
に

今
後

増
加

す
る

と
思

わ
れ

る
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

で
の

取
引

に
お

い
て

は
、
こ
の

よ
う
な

確
認

は
困

難
で

は

な
い

か
ら
、
こ
の

よ
う

な
規
制

も
十
分

合
理

性
が

あ
る

と

考
え

る
。
 

9
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
4
条
第

1
号
の

「
手

数
料

等
」

は
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

関
す

る
も

の
で

あ
る

と

シ
ス

テ
ム

利
用

料
、
情

報
提
供

料
、
広
告

料
等

と
し

て

受
領

す
る

も
の

で
あ

っ
て

も
、
そ

れ
が

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
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二
種

金
融

商
品

取
引

業
者

）
に

つ
い
て

は
、
金

融
商

品
取

引
法

や
そ

の
内

閣
府

令
に

お
い

て
定

め
が

な
い

こ
と

か

ら
、

確
認

し
た

い
。
 

1
0
1
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
6
条
で

列
挙
さ

れ
る

顧
客

の
保

護
に

欠
け

る
お

そ
れ

が
少

な
い

場
合
に
、
第
二

種
金

融
商

品
取

引
業

に
お

け
る

特
定

有
価

証
券

等
管

理
行

為
と

し

て
行

う
場

合
や

暗
号

資
産

交
換

業
と

し
て

行
う

場
合

等

の
法

令
に

お
い

て
預

託
が

許
さ

れ
た

資
産

を
保

有
す

る

場
合

や
、
為

替
取

引
と

し
て
の

規
制
の

対
象

に
な

ら
な

い

収
納

代
行

行
為

等
の

法
令

の
禁

止
な

く
適

法
に

預
か

り

が
許

さ
れ

る
場

合
は

含
ま

れ
て

い
な
い

。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
6
条
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
7
条

本
文

が
定

め
る
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

関

し
て

顧
客

か
ら

金
銭

そ
の

他
の

財
産

の
預

託
を

受
け

る

こ
と

の
禁

止
の

例
外

を
定

め
た

も
の
で

あ
る

か
ら
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

関
し

て
で

は
な
く
、
第
二

種
金

融
商

品
取

引
業

者
や

暗
号

資
産

交
換

業
者

等
の

上
記

で
指

摘

し
た

事
業

者
が

そ
れ

ぞ
れ

の
業

務
に

関
し

て
適

切
に

顧

客
財

産
の

預
託

を
受

け
付

け
な

が
ら

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

を
兼

業
す

る
場

合
、
こ
れ

は
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法

第
2
7
条
に

抵
触

し
な

い
と
の

理
解
で

よ
い

か
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、
少

な
く

と
も
ボ

タ
ン
一

つ
で

他
の

業
務

に

お
け

る
預

か
り

資
産

に
つ

い
て

、
直

ち
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

係
る

商
品

等
を

購
入

で
き

な
い

よ
う

に
す

る

こ
と

や
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
に
関

す
る

業
務

と
は

分

離
し

て
当

該
預

か
り

に
関

す
る

業
務

を
行

う
こ

と
を

前

提
と

す
る

。
な

お
、
金

融
サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
は

第
二

種

金
融

商
品

取
引

業
や

暗
号

資
産

交
換

業
を

行
う

こ
と

な

ど
は

制
限

さ
れ

て
い

な
い
（
金
融

サ
ー
ビ

ス
提

供
法
第

1
6

条
第

3
項
第

8
号
、
第

4
項
）
。

 

顧
客

か
ら

の
金

銭
そ

の
他

の
財

産
の

預
託

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に
関

し
て

行
わ

れ
る

も
の

で
な

い
場

合

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
7
条

に
は

抵
触

し
ま

せ

ん
。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が
収

納
代

行
と

し
て

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

関
し

て
顧

客
か

ら
金

銭
を

収

受
す

る
こ

と
は

、
禁

止
さ

れ
る

金
銭
等

の
預

託
に

該
当

す

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

1
0
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
前

払
式

支
払

手
段

発
行

者
を

兼
業

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
仲

介
し

た
金

融
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

取
引

代
金

に
利

用
で

き
る

前
払

式
支

払
手

段

を
発

行
す

る
場

面
に

お
い

て
、
前
払

式
支

払
手

段
発

行
者

と
し

て
発

行
し

た
当

該
前

払
式

支
払

手
段

の
発

行
の

対

価
と

し
て

金
銭

を
受

領
す

る
行

為
は

、
「

顧
客

か
ら

金
銭

…
の

預
託

を
受

け
」
て

い
る
わ

け
で
は

な
い

た
め

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
7
条
に

は
抵
触

し
な

い
と

の
理

解

だ
が

、
か

か
る

理
解

で
問

題
な

い
か
。
 

1
0
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
7
条

の
金

銭
等

の
預
託

の

 

-
 
3
3
 
-
 

て
い

な
い

情
報

を
い

う
。
）
」
と

し
て
、
前

後
が
「

そ
の

他

の
」
で
繋

が
れ

て
い
る

た
め
、
こ

の
特

別
の

非
公
開

情
報

と
は

個
人

情
報

保
護

法
を

踏
ま

え
た

金
融

分
野

ガ
イ

ド

ラ
イ

ン
で

示
さ

れ
る
「

機
微
情

報
」
よ
り

も
広

く
、
公

表

さ
れ

て
い

な
い

全
て

の
情

報
が

含
ま

れ
る

こ
と

に
な

る

と
思

わ
れ

る
。
 

例
え

ば
、
医

師
の

診
断

書
等
で

確
認
し

た
も

の
で

は
な

い
が

顧
客

の
認

知
能

力
に

陰
り

が
み

ら
れ

る
と

い
う

よ

う
な

情
報

は
顧

客
保

護
の

観
点

で
情

報
連

携
が

必
要

に

な
る

と
考

え
ら

れ
る

が
、
こ
の

よ
う
な

情
報

の
連

携
が

制

限
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

し
た
い

。
 

仮
に

、
上

記
「
特

別
の

非
公
開

情
報
」
が
「
機

微
情

報
」

の
範

囲
を

想
定

し
て

い
る

と
い

う
こ
と

で
あ

る
な

ら
ば
、

条
文

上
は

読
み

取
れ

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

と
思

わ
れ

る

の
で

、「
こ

れ
ら

に
類

す
る

そ
の

他
の
特

別
な

情
報
」
と
す

る
な

ど
、
範

囲
が

明
確

に
な
る

よ
う
に

修
正

す
る

必
要

が

あ
る

の
で

は
な

い
か

。
 

特
別

の
非

公
開

情
報

」
の

具
体

的
な
内

容
に

つ
い

て
は

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

2
⑵

②
も

ご
参

照
下

さ
い

）
。
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲
介

業
者

は
、
金

融
分

野
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
第

5
条
第

1
項

に
列

挙
す

る
場
合

を
除

き
、
特
別

の
非

公
開

情
報

を
利

用
し
な

い
こ

と
を

確
保

す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

9
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
8
条
に

お
い
て

「
目

的
以

外
の

目
的

の
た

め
に

利
用

し
な

い
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

の

措
置
」
と
あ

る
が
、
具
体

的
に

は
、
ど
の

よ
う

な
こ

と
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

か
。
 

例
え

ば
、
従

業
者

が
、
在

職
中

及
び
そ

の
職

を
退

い
た

後
に

お
い

て
、
そ
の

業
務

に
関

し
て
知

り
得

た
個

人
情

報

を
第

三
者

に
知

ら
せ

、
又

は
利

用
目
的

外
に

使
用

し
な

い

こ
と

を
内

容
と

す
る

契
約

等
を

採
用

時
等

に
締

結
す

る

な
ど

、
従

業
者

に
対

し
必

要
か

つ
適
切

な
監

督
を

行
う

こ

と
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
 

9
9
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
9
条
の

誤
認
防

止
措

置
に

つ
い

て
、
例
え

ば
、
相

手
方

金
融
機

関
の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

移

る
際

に
、
そ

の
旨

を
明

示
す
れ

ば
足
り

る
の

か
。
ま

た
は

、

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

の
画

面
上
、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

か
、
あ

る
い
は

相
手
方

金
融

機
関

の
ウ

ェ

ブ
サ

イ
ト

か
、
明

示
し

て
い
る

必
要
が

あ
る

の
か

。
例
え

ば
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

の
場

合
に

お
い
て

は
、
画

面
を

ス
ク

ロ
ー

ル
し

な
け

れ
ば

誤
認

防
止

措
置

に
係

る
記

載
を

認

識
で

き
な

い
と

い
う

こ
と

も
考

え
ら
れ

る
と

思
う

が
、
視

認
の

容
易

性
と

い
っ

た
観

点
か

ら
の

対
応

は
求

め
ら

れ

る
か

。
 

例
え

ば
、
あ
ら

か
じ

め
相

手
方

金
融
機

関
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

に
遷

移
す

る
こ

と
を

顧
客

に
明

示
し

た
後

に
相

手

方
金

融
機

関
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

に
遷

移
す

る
こ

と
等

を

含
む

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
こ

と
に
よ

り
、
当
該

ウ
ェ

ブ

サ
イ

ト
が

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト

で
あ

る
か

相
手

方
金

融
機

関
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

で
あ

る

か
に

つ
い

て
顧

客
が

明
確

に
認

識
で

き
る

よ
う

に
す

る

こ
と

が
考

え
ら

れ
ま

す
（

金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督

指
針

Ⅲ
－

2
－

3
も

ご
参

照
下
さ

い
）
。
 

1
0
0
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
6
条
は
、
前
提

と
し

て
、
第

一
種

金
融

商
品

取
引

業
者

や
登

録
金

融
機
関
、
投
資

運
用

業
者

な
ど

相
手

方
金

融
機

関
が

預
託

で
き

る
と

い
う

理
解

で

よ
い

か
。
 

特
に
、
今
般

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
者

へ
の

委
託

が
可

能
と

整
理

さ
れ

た
直

販
運

用
会

社
（

投
資

運
用

業
者

と
第

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
6
条
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
2
7
条
の

例
外

と
し

て

顧
客

か
ら

金
銭

等
の

預
託

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

場

合
を

定
め

る
も

の
で

あ
り

、
相

手
方
金

融
機

関
に

お
け

る

預
託

の
可
否
に

つ
い

て
定

め
る

も
の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
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己
又

は
自

己
の

指
定

す
る

事
業

者
と

取
引

を
行

う
こ

と

を
条

件
と

し
て

」
の
箇

所
等
に

つ
い
て

、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

お
い

て
は
、
別
途
の

非
金
融

業
務

や
顧

客
基

盤

が
あ

っ
た

上
で

、
参
入

す
る
こ

と
が
想

定
さ

れ
る

。
こ
の

た
め

、
一

定
の

取
引

関
係

が
あ

る
こ
と

を
条

件
と

し
て
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
媒

介
等

を
行

う
面

も
あ

る
と

思
わ

れ

る
の

で
、「

不
当

に
」
と

い
う
点

に
つ
い

て
は

配
意

を
お

願

い
し

た
い

が
、
具

体
的

に
ど
の

よ
う
な

場
合

が
該

当
す

る

と
想

定
さ

れ
て

い
る

か
。
 

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、
独
占

禁
止
法

に
お

け
る
「

不
公

正
な

取
引

方
法
」
を
参

考
と
し

た
上
で
、
預
金

等
媒

介
業

務
の

適
切

な
運

営
の

観
点

か
ら

、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま

す
。
し
た

が
っ

て
、
ど

の
よ
う

な
場
合

に
「

不
当

に
、
自

己
又

は
自

己
の

指
定

す
る

事
業

者
と

取
引

を
行

う
こ

と

を
条

件
と

し
て
」
に
該

当
す
る

か
に
つ

い
て
、
一
概

に
回

答
す

る
こ

と
は

困
難

で
す

。
 

 
▼

行
為
規

制
（

保
険

媒
介

業
務

）
 

1
0
9
 

保
険

媒
介

業
者

が
業

務
を

行
う

場
合
に

は
、
媒

介
行

為

を
行

う
保

険
仲

立
人

に
対

し
て

求
め

ら
れ

る
遵

守
事

項

の
趣

旨
が

及
ぶ

と
の

理
解

で
よ

い
か
。
 

ご
指

摘
の
「
保

険
仲

立
人

に
対

し
て
求

め
ら

れ
る

遵
守

事
項

の
趣

旨
」
の
意

味
す

る
と

こ
ろ
が

必
ず

し
も

明
ら

か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が
、
保
険
媒

介
業
者

に
つ

い
て

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

に
お

い
て

必
要

な
規

制
を

整
備

し

て
い

ま
す

。
こ

う
し

た
規

制
に

係
る
規

定
の

解
釈

に
つ

い

て
は
、
保
険

媒
介

業
者

の
業
務

の
特
性

や
取

扱
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
等

を
踏

ま
え

て
適

切
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の

と
考

え
ま

す
。
 

1
1
0
 

保
険

会
社

と
顧

客
の

双
方

か
ら

委
託

を
受

け
る

双
方

媒
介

に
つ

い
て

特
に

制
限

が
設

け
ら
れ

て
い

な
い

が
、
保

険
募

集
に

お
い

て
は

利
益

相
反

や
消

極
的

な
情

報
開

示

の
お

そ
れ

等
の

観
点

で
認

め
ら

れ
て
い

な
い
。
こ
う

し
た

観
点

は
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に
お

い
て

も
同

様
に

存

在
す

る
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、
双
方

媒
介

は
認

め
な

い
と

す
る

べ
き

で
は

な
い

か
。
 

金
融

機
関

と
顧

客
の

双
方

か
ら

委
託

を
受

け
る

場
合

を
対

象
と

し
た

特
段

の
規

制
は

設
け

ら
れ

て
い

ま
せ

ん

が
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

は
、
金
融

機
関

や
顧

客
と

の
利

益
相

反
の

防
止

を
含

め
、
業

務
の

健
全

か
つ

適
切

な

運
営

を
確

保
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
も

の
と

考
え

ま

す
。
 

な
お
、
特
に

顧
客

と
の

関
係
で

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提

供
法

第
2
4
条

の
規

定
に

よ
り

誠
実
・

公
正

義
務

が
課

せ

ら
れ

る
ほ

か
、

同
法

第
2
5
条

の
規
定

に
よ

り
顧

客
へ

の

情
報

提
供

や
手

数
料

の
開

示
が

求
め
ら

れ
て

お
り

、
こ

う

し
た

規
制

に
よ

り
、
顧
客

保
護

や
利
益

相
反

の
防

止
を

図

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
（

金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督

指
針

Ⅵ
－

1
－

4
－
1
も
ご

参
照

下
さ
い

）
。
 

1
1
1
 

保
険

会
社

等
と

顧
客

の
双

方
か

ら
委

託
を

受
け

る
双

方
媒

介
に

つ
い

て
は
、
委
託
者

そ
れ
ぞ

れ
に

対
す

る
善

管

注
意

義
務
・
忠
実

義
務

が
深
刻

な
相
克

を
招

く
こ

と
な

ど

に
よ

り
、
顧

客
保

護
や

利
益
相

反
の
観

点
か

ら
問

題
の

生

じ
得

る
可

能
性

が
高

い
と

の
考

え
も
あ

り
、
従

来
の

保
険

募
集

に
お

い
て

も
認

め
ら

れ
て

こ
な
か

っ
た

こ
と

か
ら
、

制
限

す
る

べ
き

で
は

な
い

か
。

 

仮
に

保
険

に
関

す
る

双
方

媒
介

を
制
限

し
な

い
場

合
、

他
の

分
野

や
法

域
に

お
け

る
規

律
に
照

ら
し
、
双
方

媒
介

を
行

う
場

合
は

少
な

く
と

も
顧

客
に

対
し

て
そ

の
旨

を

適
切

に
情

報
提

供
す

る
こ

と
や

、
双

方
か

ら
保

険
媒

介
の

対
価

と
し

て
手

数
料

を
受

領
す

る
こ

と
は

禁
止

と
す

る

こ
と
、
あ
る

い
は

想
定

さ
れ
る

利
益
相

反
の

可
能

性
が

あ

る
行

為
に

つ
い

て
顧

客
に

対
し

て
事
前

に
説

明
す

る
こ

と
等

を
徹
底
す

べ
き

と
考

え
る

が
、
ど

う
か

。
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禁
止

に
つ

い
て
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲
介

業
者

が
収

納
代

行

と
し

て
顧

客
か

ら
金

銭
を

収
受

す
る

こ
と

は
許

容
さ

れ

る
の

か
。
 

1
0
4
 

金
銭

等
の

預
託

に
つ

い
て

仲
介

業
者
等

府
令

第
4
6
条

各
号

に
掲

げ
る

者
以

外
の

者
が

行
う

こ
と

を
禁

じ
ら

れ

て
い

る
が

、
金

銭
等
を

預
託
し

な
い
範

囲
で

、
例
え

ば
債

権
管

理
の

た
め

の
連

絡
の

取
次

ぎ
等

を
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

が
行

う
こ

と
は

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し

た
い

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
、
金

銭
等

の
預

託
を

伴
わ

な
い

債
権

管
理

の
た

め
の

連
絡

の
取

次
ぎ

を
行

う
こ

と

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
7
条

に
よ

り
禁

止
さ

れ

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

1
0
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
お

い
て
、
仲

介
業

者
等

府

令
第

4
6
条
各

号
に

該
当

す
る
場

合
に
は
、
代
金
、
料
金

等

の
収

受
を

行
い

金
融

機
関

に
引

き
渡

す
こ

と
は

許
さ

れ

る
と

い
う

こ
と

で
よ

い
か

。
 

保
険

媒
介

業
務

に
つ

い
て

、
仲
介

業
者
等

府
令

第
3
3
条

第
1
項
に

お
い

て
、
責

任
及
び

塡
補
額

の
決

定
は

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

実
施

で
き

な
い
と

さ
れ

て
い

る
が
、

支
払

に
関

す
る

業
務

を
保

険
会

社
の

委
託

に
お

い
て

実

施
す

る
こ

と
は

許
さ

れ
る

か
。

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
7
条

に
お
い

て
、

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
に

関
し

て

顧
客

か
ら

金
銭

そ
の

他
の

財
産

の
預

託
を

受
け

る
こ

と

は
禁

止
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
、
仲

介
業
者

等
府

令
第

4
6
条

各
号

に
お

い
て

は
、
当
該

禁
止

の
適
用

除
外

と
な

る
場

合

を
規

定
し

て
い

ま
す

。
 

な
お

、
適

用
除

外
と

な
る

業
務

の
範
囲

内
に

お
い

て
、

当
該

業
務

を
兼

営
す

る
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

が
、
顧

客
か

ら
代

金
等

を
収

受
し

金
融

機
関

に
引

き
渡

す
こ

と

や
、
金
融

機
関

か
ら

の
委

託
を

受
け
て

顧
客

に
対

す
る

支

払
を

行
う

こ
と

は
可

能
で

す
。

 

1
0
6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
6
条
に

つ
い
て

、
割

賦
販

売
法

に
基

づ
い

て
登

録
等

が
さ

れ
て

い
る

事
業

者
が

業
に

関

し
て

行
う

べ
き

場
合

も
指

定
さ

れ
る
べ

き
で

は
な

い
か
。
 

ご
指

摘
の
「
割

賦
販

売
法

に
基

づ
い
て

登
録

等
が

さ
れ

て
い

る
事

業
者

」
の

詳
細

が
必

ず
し
も

明
ら

か
で

は
あ

り

ま
せ

ん
が
、
例
え

ば
、
包

括
信
用

購
入
あ

っ
せ

ん
業

者
（
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
会

社
）
は
、
利
用

者
が

購
入

し
た

商
品

等
の

販
売

業
者

に
購

入
代

金
を

支
払
い

、
当

該
利

用
者

か

ら
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
時

期
ま

で
に

そ
の

代
金

相

当
額

を
受

領
す

る
も

の
で

あ
り

、
こ
う

し
た

ク
レ

ジ
ッ

ト

カ
ー

ド
会

社
が

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
に

関
し

て
顧

客

か
ら

金
銭

そ
の

他
の

財
産

の
預

託
を

受
け

る
こ

と
は

想

定
さ

れ
な

い
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

行
為
規

制
（

預
金

等
媒

介
業

務
）
 

1
0
7
 

預
金

等
媒

介
業

者
が

資
金

の
貸

付
け

を
内

容
と

す
る

契
約

の
締

結
の

媒
介

を
行

う
際

の
条
件

と
し

て
、
資

金
需

要
者

に
対

し
て
、
自
己

又
は
そ

の
グ
ル

ー
プ

会
社

等
に

対

し
て

当
該

借
入

契
約

に
か

か
る

保
証

委
託

を
行

う
こ

と

を
設

定
す

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

う
る
が
、
こ
の

場
合

に
お

い
て

も
当

該
預

金
等

媒
介

業
者

は
、
貸

金
業

法
第

2
4
条

の
2
第

4
項

に
規

定
さ

れ
る
よ

う
な
義

務
を

負
う

も
の

で

は
な

い
と

の
理

解
で

よ
い

か
。

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
及

び
同

法
に

基
づ

く
命

令
に

お
い

て
、
預

金
等

媒
介

業
者
に

対
し
て
、
貸
金

業
法

第
2
4

条
の

2
第

4
項

と
同

内
容

の
義

務
を
課

す
規

定
は

あ
り

ま

せ
ん

。
 

1
0
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
5
条
第

2
号
の

「
不

当
に

、
自

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
5
条
第

2
号

に
掲

げ
る

行
為

に

168

金融サービス仲介業
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あ
る

場
合

に
は

、
契
約

概
要
・
注

意
喚

起
情

報
の
記

載
事

項
で

な
く

て
も

、
説

明
の

必
要

が
あ
る

と
い

う
こ

と
か
。
 

一
般

に
は

、
仲

介
業

者
等

府
令

第
5
6
条
第

1
項
第

2

号
で

は
ロ

ー
ド

サ
ー

ビ
ス

な
ど

の
付

帯
サ

ー
ビ

ス
の

み

が
情

報
提

供
対

象
と

な
る

と
理

解
さ
れ

て
お

り
、
同

号
が

バ
ス

ケ
ッ

ト
条

項
で

は
な

い
こ

と
に

つ
い

て
あ

ら
た

め

て
確

認
さ

せ
て

ほ
し

い
。
 

1
1
5
 

保
険

業
法

の
改

正
か
ら

5
年
が

経
っ
た

が
、
保

険
業

法

施
行

規
則

第
2
2
7
条

の
2
第

3
項

第
2
号

に
関

し
、
「

保

険
契

約
の

契
約

条
項

以
外

に
係

る
参

考
と

な
る

べ
き

事

項
」
に
つ

い
て

、
保
険

契
約
と

関
連
性

の
大

き
い

付
帯

サ

ー
ビ

ス
以

外
に

あ
れ

ば
教

え
て

ほ
し
い

。
 

1
1
6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
6
条
第

1
項
第

2
号

に
つ

い
て

、

「
保

険
契

約
の

契
約

条
項

の
う

ち
重
要

な
事

項
」
も

場
合

に
よ

り
情

報
提

供
対

象
に

な
る

と
い
う

場
合
、
個
別

具
体

的
事

案
に

よ
っ

て
は
、
金
融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

が
認

識

し
て

い
る
、
当
該

事
案

の
顧
客

の
個
別

の
事

情
に

基
づ

い

て
「
保

険
契

約
の

締
結

又
は
保

険
契
約

に
加

入
す

る
こ

と

の
判

断
に

参
考

と
な

る
べ

き
事

項
」

も
含

ま
れ

る
の

か

（
例

え
ば
、
当
該

顧
客

が
、
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も

に
運

転

さ
せ

た
い

と
い

っ
て

い
る

場
合

に
、
年
齢

限
定

特
約

が
付

さ
れ

て
い

る
商

品
で

あ
る

こ
と

を
説
明

す
る

こ
と

は
、
こ

の
「

参
考

と
な

る
べ
き

事
項
に

関
す
る

説
明

」
に
含

ま
れ

る
の

か
）
。
 

保
険

媒
介

業
者

が
保

険
契

約
者

又
は

被
保

険
者

の
個

別
の

事
情

を
認

識
し

て
い

る
場

合
に
は

、
当

該
事

情
を

踏

ま
え

た
説

明
が

求
め

ら
れ

る
も

の
と
考

え
ま

す
。
 

1
1
7
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
仲

介
業

者
等

府
令

第
5
6

条
第

1
項
第

2
号
の

説
明

を
し

て
い
な

い
場

合
、
保

険
会

社
は

別
途

保
険

業
法

第
2
9
4
条

第
1
項

の
説

明
義
務

を
負

う
の

か
。
 

平
成

2
7
年

5
月

2
7
日

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ
メ

ン
ト

の
N
o
2
6
、

4
4
、
8
5
、
1
8
2
、
4
8
6
等
か

ら
、
直
接

の
勧

誘
行

為
を

行
う

個
々

の
保

険
募

集
人
（

自
然
人

）
だ

け
で

な
く
、
保
険

会

社
や

法
人

代
理

店
と

い
っ

た
法

人
も

義
務

の
主

体
と

し

て
構

想
さ

れ
て

い
る

と
の

見
解

が
あ

る
と

さ
れ

て
い

る

が
、
今
回

の
よ

う
に
、
根
拠
法

条
が
保

険
業

法
第

2
9
4
条

だ
け

で
な

い
場

合
の

扱
い

が
気

に
な
る

。
 

保
険

媒
介

業
者

又
は

そ
の

役
員

若
し

く
は

使
用

人
が

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
6
条
第

1
項
第

2
号
に

規
定

す
る

説
明

を
行

わ
な

い
場

合
は

、
相

手
方
金

融
機

関
又

は
そ

の

役
員

若
し

く
は

使
用

人
は

保
険

業
法
施

行
規

則
第

2
2
7
条

の
2
第

3
項
第

2
号

に
規

定
す

る
説
明

を
行

う
必

要
が

あ

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

1
1
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
6
条
第

1
項
第

3
号

ロ
の
保

険

契
約

の
「
更

新
」
の

意
味

に
つ

い
て
確

認
し

た
い
。
例
え

ば
、
旅

行
保

険
に

お
い

て
旅
行

日
程
の

変
更

等
で

保
険

期

間
が

延
長

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

が
、
こ
こ

で
い

う
延

長
は

保
険

期
間

の
変

更
の

合
意

で
あ

る
と
評

価
で

き
る

た
め
、

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
6
条
第

1
項
第

3
号
ロ

に
掲

げ

る
保

険
契

約
に

該
当

す
る

か
に

つ
い
て

は
、
保
険

契
約

の

契
約

内
容

等
を

踏
ま

え
、
個
別

事
例
ご

と
に

実
態

に
即

し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の
と

考
え

ま
す

が
、
保

険
期

間
の

延
長

が
可

能
で

あ
る

こ
と

を
も

っ
て

直
ち

に
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1
1
2
 

保
険

媒
介

業
者

に
係

る
規

定
に

つ
い
て

は
、
保

険
仲

立

人
に

関
す

る
規

定
が

多
く

参
考

に
さ

れ
て

い
る

も
の

と

見
受

け
ら

れ
る

が
、
保

険
募
集

人
と
の

イ
コ

ー
ル

フ
ッ

テ

ィ
ン

グ
も

図
っ

た
結

果
、
募
集

人
と
保

険
仲

立
人

の
双

方

の
規

制
が

課
さ

れ
て

い
る

よ
う

な
状
態

で
あ

り
、
全

体
的

に
過

重
規

制
の

よ
う

に
見

受
け

ら
れ
る
。
今
後

の
改

正
に

お
い

て
、
保

険
会

社
か

ら
委
託

を
受
け

た
保

険
媒

介
業

者

と
顧

客
か

ら
委

託
を

受
け

た
保

険
媒

介
業

者
と

の
区

別

を
明

確
に

認
識

し
た

上
で
、
そ

れ
ぞ
れ

と
の

関
係

で
必

要

十
分

な
規

制
と

し
、
保

険
媒
介

業
者
だ

け
が

重
い

規
制

を

課
さ

れ
て

い
る

状
況

の
改

善
を

お
願
い

し
た

い
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
つ

い
て

想
定

さ
れ

得
る

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
は

、
保

険
募

集
人
や

保
険

仲
立

人
と

は

異
な

り
、
顧
客

又
は

相
手

方
金

融
機
関

の
い

ず
れ

か
一

方

か
ら

の
み

委
託

を
受

け
る

場
合

に
限
定

さ
れ

な
い

た
め

、

法
令

上
、
顧
客

か
ら

委
託

を
受

け
た
場

合
又

は
相

手
方

金

融
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

た
場

合
を
区

別
せ

ず
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
行

為
に

当
た

り
必

要
と

考
え

ら
れ

る
規

制

を
整

備
し

て
い

ま
す

。
 

1
1
3
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

5
6
条
第

1
項
第

2
号

の
「
保

険

契
約

の
締

結
又

は
保

険
契

約
に

加
入

す
る

こ
と

の
判

断

に
参

考
と

な
る

べ
き

事
項
」
に

関
す
る

説
明

は
、
平
成

2
7

年
5
月

2
7
日
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト
の

N
o
4
9
の
記

載
と

同
様

、
以

下
の

内
容

と
い

う
理

解
で
よ

い
か

。
 

「
保

険
契

約
の

締
結

又
は

保
険

契
約

に
加

入
す

る
こ

と
の

判
断

に
参

考
と

な
る

べ
き

事
項
」（

以
下
「

参
考

と
な

る
べ

き
事

項
」
と

い
う
）
と
は

、
保

険
契

約
者

又
は

被
保

険
者

が
保

険
契

約
の

締
結

又
は

保
険

契
約

へ
の

加
入

の

際
に

合
理

的
な

判
断

を
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

い

い
、
具

体
的

に
は

当
該

保
険
契

約
の
種

類
及

び
性

質
等

に

応
じ

て
判

断
さ

れ
ま

す
。
 
参
考

と
な
る

べ
き

事
項

に
は

、

改
正

前
法
第

3
0
0
条
第

1
項
第

1
号
の
「

保
険

契
約

の
契

約
条

項
の

う
ち

重
要

な
事

項
」
の
う

ち
規

則
第

2
2
7
条
の

2
第

3
項
第

1
号

に
規

定
す
る

事
項
以

外
の

事
項

が
含

ま

れ
ま

す
。
 
ま
た
、
保
険

契
約
の

契
約
条

項
以

外
に

係
る

参

考
と

な
る

べ
き

事
項

と
し

て
は

、
例
え

ば
、
保

険
契
約
（
保

険
契

約
の

趣
旨
・
目

的
、
保

険
事

故
、
保

険
給

付
の

内
容
・

方
法

等
）
と

関
連

性
が

大
き
い

付
帯
サ

ー
ビ

ス
（
例
：
自

動
車

保
険

に
お

け
る

付
帯

サ
ー

ビ
ス

と
し

て
の

ロ
ー

ド

サ
ー

ビ
ス
）
の
内

容
に

係
る
事

項
や
直

接
支

払
い

サ
ー

ビ

ス
を

行
う

場
合

に
情

報
提

供
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る

事
項

等
が

想
定

さ
れ

ま
す

。
」
 

ど
の

よ
う

な
事

項
が
「
保

険
契

約
の
締

結
又

は
保

険
契

約
に

加
入

す
る

こ
と

の
判

断
に

参
考
と

な
る

べ
き

事
項

」

に
該

当
す

る
か

に
つ

い
て

は
、
保

険
業

法
施

行
規

則
に

お

け
る

同
等

の
趣

旨
の

規
定

に
関

す
る

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ

ン
ト

の
結

果
等

も
参

考
に

し
つ

つ
、
そ

の
業

務
の

特
性

や

取
扱

商
品
・
サ
ー

ビ
ス

の
ほ
か

、
規

定
の

趣
旨

や
顧

客
保

護
の

必
要

性
等

を
踏

ま
え

て
適

切
に

判
断

さ
れ

る
べ

き

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

1
1
4
 

平
成

2
7
年

5
月

2
7
日
パ

ブ
リ

ッ
ク
コ

メ
ン

ト
の

N
o
4
9

の
「

改
正

前
法

第
3
0
0
条
第

1
項

第
1
号
の
「

保
険

契
約

の
契

約
条

項
の

う
ち

重
要

な
事

項
」
の

う
ち

規
則
第

2
2
7

条
の

2
第

3
項

第
1
号

に
規
定

す
る
事

項
以

外
の

事
項

が

含
ま

れ
る
」
と
い

う
の

は
、
要

す
る
に
「

保
険

契
約

の
契

約
条

項
の

う
ち

重
要

な
事

項
」
に
該

当
す

る
も

の
が

も
し
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-
 
4
0
 
-
 

 
解

で
よ
い

か
。
 

1
2
2
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
2
条
第

1
項
第

1
号

の
「
同

項

の
規

定
に

よ
る

禁
止

を
免

れ
る

行
為
」
の
「

行
為
」
の
主

体
は

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介
業

者
で
あ

る
た

め
、
第

三
者

が
特

別
の

利
益

を
提

供
す

る
行

為
は

含
ま

れ
な

い
と

い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

1
2
3
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
2
条
第

1
項
第

1
号

の
「
禁

止

を
免

れ
る

行
為

」
で
あ

る
か
ど

う
か
は

、
個

別
具
体

的
に

判
断

す
る

こ
と

に
な

る
と

は
思

う
が
、
例
え

ば
、
当

該
行

為
に

お
け

る
主

観
的

意
図
（
脱

法
の
意

図
）
と
、
当
該

行

為
に

よ
り

実
質

的
に

規
制

の
趣

旨
を

損
な

っ
て

い
る

と

い
え

る
か
（

脱
法

の
客

観
的
外

観
）
は
、
考

慮
要

素
た

り

得
る

の
か

。
 

ど
の

よ
う

な
行

為
が

仲
介

業
者

等
府
令
第

6
2
条
第

1

項
第

1
号

に
掲

げ
る

行
為

に
該

当
す
る

か
は

、
個

別
事

例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も

の
と

考
え

ま
す
。
し
た

が
っ
て

、
そ

の
判

断
に

当
た

っ
て

の
考

慮
要

素
に

つ
い

て
一

概
に

回
答

す
る

こ
と

は
困

難

で
す

。
 

1
2
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
2
条
第

1
項
第

1
号

に
関
し

、

コ
ン

メ
ン

タ
ー

ル
保

険
業

法
4
7
7
頁
に

は
、
「

特
別

利
益

の
提

供
が

直
接

保
険

契
約

者
又

は
被

保
険

者
に

対
し

て

行
わ

れ
る

行
為

の
み

な
ら

ず
、
そ
の

親
族

等
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
に

対
し

て
行

わ
れ

る
こ
と

に
よ

り
、
実

質
的

に
本

人
に

対
す

る
特

別
利

益
の

提
供
行

為
と

な
る

行
為
」

等
で

あ
る

と
説

明
さ

れ
、
ま
た

、「
紹
介

者
と

称
す

る
者

に

対
し

て
対

価
性

の
な

い
金

銭
を

供
与

す
る

と
い

っ
た

よ

う
な

行
為

等
も

ケ
ー

ス
に

よ
っ

て
は

本
規

定
に

該
当

す

る
こ

と
と

な
ろ

う
」
と

さ
れ
て

い
る
が

、
現

在
も
か

か
る

理
解

で
よ

い
か

。
 

ど
の

よ
う

な
行

為
が

仲
介

業
者

等
府
令
第

6
2
条
第

1

項
第

1
号

に
掲

げ
る

行
為

に
該

当
す
る

か
に

つ
い

て
は

、

個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す

が
、
ご
指

摘
の
「

特
別

利
益

の

提
供

が
直

接
保

険
契

約
者

又
は

被
保

険
者

に
対

し
て

行

わ
れ

る
行

為
の

み
な

ら
ず

、
そ

の
親
族

等
密

接
な

関
係

を

有
す

る
者

に
対

し
て

行
わ

れ
る

こ
と
に

よ
り

、
実

質
的

に

本
人

に
対

す
る

特
別

利
益

の
提

供
行

為
と

な
る

行
為

」

は
、
基

本
的

に
は
、
同
号

に
掲

げ
る
行

為
に

該
当

す
る

も

の
と

考
え

ま
す
。
ま
た

、
ご
指

摘
の
「
紹

介
者

と
称

す
る

者
に

対
し

て
対

価
性

の
な

い
金

銭
を

供
与

す
る

と
い

っ

た
よ

う
な

行
為
」
も
、
事

案
に

よ
っ
て

は
同

号
に

掲
げ

る

行
為

に
該

当
し

得
る

も
の

と
考

え
ま
す

。
 

1
2
5
 

ま
ず
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供
法

第
3
0
条
に

お
い

て
「
保

険
媒

介
業

務
を

行
う

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
つ

い

て
準

用
す

る
」
と

あ
る

が
、
こ
の

場
合
、
保

険
業

法
第

3
0
0

条
第

1
項

の
「
保

険
募

集
･
･
･
に

関
し
て
」
は
、
「
保

険
媒

介
に

関
し

て
」

と
読

み
替

え
ら

れ
る
こ

と
に

な
る

の
か
。
 

こ
の

場
合

、
「

保
険

媒
介

に
関

し
て

」
と

い
う

場
合

に

は
、
個

別
の

保
険

媒
介

行
為
と

一
定
の

時
間

的
接

着
は

必

要
で

あ
り

、
仲

介
業

者
等

府
令

第
6
2
条
第

1
項
第

4
号

に
お

け
る

「
不

特
定

の
者

に
対

し
て
」

の
「

表
示

」
に
、

い
わ

ゆ
る

広
告

は
含

ま
れ

な
い

と
い
う

理
解

で
よ

い
か
。
 

準
用

保
険

業
法
第

3
0
0
条
第

1
項

は
、
保
険

契
約
の

締

結
の

媒
介

又
は

自
ら

が
締

結
の

媒
介

を
行

っ
た

団
体

保

険
に

係
る

保
険

契
約

に
加

入
さ

せ
る

た
め

の
行

為
に

関

し
て

、
同

項
各

号
に

掲
げ

る
行

為
を
禁

止
し

て
い

ま
す

。
 

保
険

媒
介

業
者

が
保

険
契

約
等

に
つ

い
て

広
告

を
行

う
場

合
、
一

般
に

、
当

該
広
告

は
、
保
険

契
約

の
締

結
の

媒
介

又
は

自
ら

が
締

結
の

媒
介

を
行

っ
た

団
体

保
険

に

係
る

保
険

契
約

に
加

入
さ

せ
る

た
め

の
行

為
に

関
連

す

る
行

為
と

評
価

さ
れ

る
も

の
と

考
え
ま

す
。
 

1
2
6
 

い
わ

ゆ
る

銀
行

窓
販

や
、
窓
販

類
似
規

制
に

関
わ

る
規

定
（

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
2
条

第
1
項

第
7
号

か
ら

第

1
4
号
ま

で
）
に

は
、
金

融
庁
が

公
表
し

て
い

る
保

険
募

集

に
係

る
各

種
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト
が
、
当
該

規
定

の
文

い
わ

ゆ
る

銀
行

窓
販

規
制

に
つ

い
て
は

、
保

険
業

法
施

行
規

則
に

お
け

る
同

等
の

趣
旨

の
規

定
に

関
す

る
パ

ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

結
果

や
銀

行
窓

販
に

関
す

る
保

険

法
令

解
釈

事
例

集
等

も
参

考
に

し
つ
つ

、
そ

の
業

務
の

特

 

-
 
3
9
 
-
 

保
険

契
約

の
「

更
新
」
に
は
該

当
し
な

い
と

い
う

理
解

で

よ
い

か
（
保

険
会

社
と

の
間
の

合
意
に

よ
り

延
長

が
可

能

な
旅

行
保

険
契

約
で

あ
っ

て
保

険
期

間
が

一
年

未
満

の

も
の

は
「
保

険
期

間
の

更
新
を

す
る
こ

と
が

で
き

る
保

険

契
約

」
に

は
該

当
し

な
い

と
い

う
理
解

で
よ

い
か

）
。
 

上
記

の
理

解
が

正
し

い
場

合
は

、
1
年
以

内
に

同
じ

保

険
契

約
者

が
同

一
の

旅
行

保
険

に
複

数
回

加
入

す
る

場

合
に

お
け

る
「
一

年
間

に
支
払

う
保
険

料
の

額
」
は
、
直

近
1
年

以
内

に
当

該
旅

行
保
険

の
保
険

料
と

し
て

当
該

保

険
契

約
者

が
支

払
っ

た
総

額
で

判
断
す

る
の

で
は

な
く
、

加
入

の
都

度
、
新

た
な

旅
行
保

険
契
約

を
締

結
す

る
こ

と

に
な

る
た

め
、
毎

回
の

保
険
料

の
額
が

5
,
0
0
0
円

を
超

え

な
い

限
り

は
（
保

険
金

の
額
に

関
す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

提

供
法

施
行

令
第

1
8
条

第
7
号

イ
に
定

め
る

上
限

規
制

の

適
用

を
受

け
る

こ
と

な
く

、
）
1
年

以
内

に
何

度
で

も
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
お

い
て

当
該

旅
行

保
険

に
係

る

保
険

媒
介

業
務

を
行

え
る

と
い

う
理
解

で
よ

い
か
（

現
行

の
保

険
業

法
施

行
規

則
第

2
2
7
条

の
2
第

3
項

第
3
号
ロ

の
解

釈
が

参
考

に
な

る
と

思
わ

れ
る
）
。
 

「
保

険
期

間
の

更
新

を
す

る
こ

と
が
で

き
る

保
険

契
約

」

に
該

当
す

る
わ

け
で

は
な

い
と

考
え
ま

す
。
 

同
一

の
保

険
契

約
者

が
同

一
の

保
険

契
約

を
複

数
回

締
結

す
る

場
合

、
そ

の
都

度
締

結
す
る

保
険

契
約

の
保

険

料
の

金
額
が

5
,
0
0
0
円
以

下
で

あ
れ
ば

同
号

ロ
に

掲
げ

る

保
険

契
約

に
該

当
す

る
も

の
と

考
え
ま

す
。
 

1
1
9
 

結
約

書
に

つ
い

て
は

、
商

法
施

行
規
則

第
1
0
条
及

び

第
1
1
条
に

お
い

て
一

定
の
電

磁
的
記

録
で

書
面

を
代

替

で
き

る
も

の
と

定
め

ら
れ

て
い

る
の
で
、
商
法

第
5
4
6
条

第
1

項
を

準
用

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
に

お
い

て

も
、
少

な
く

と
も

商
法

施
行
規

則
に
お

い
て

認
め

ら
れ

た

種
類

の
電

磁
的

記
録

を
も

っ
て

書
面

を
代

替
で

き
る

と

い
う

こ
と

で
よ

い
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
結

約
書

を
作

成
又

は
交

付
す

る
場

合
は

、
商

法
施

行
規

則
第

1
0
条

又
は

第
1
1
条

（
相

互
会

社
（
外

国
相

互
会
社

を
含
む
）
が
保

険
契

約
の

保
険

者
と

な
る

場
合

の
結

約
書

の
作

成
又

は
交

付
に

つ

い
て

は
令

和
3
年

4
月

2
3
日

に
公
表

し
た

内
閣

府
の

所

管
す

る
金

融
関

連
法

令
に

係
る

民
間

事
業

者
等

が
行

う

書
面

の
保

存
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
案
）
に
お

け
る

改
正

後
の

同
内

閣
府

令
第

5
条

か
ら

第
7
条
ま

で
及
び

第
1
0
条
か

ら
第

1
2
条
ま

で
）

が
適

用
さ

れ
る
も

の
と
考

え
ま

す
。
 

1
2
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

4
－
2
で

結
約

書
ひ

な
型

が
提

示
さ

れ
て

い
る
と

こ
ろ
、
商
法

施
行

規
則

第
1
0
及
び

第
1
1
条
に
よ

り
結
約

書
に

つ
い

て
は

電

磁
的

方
法

に
よ

る
作

成
・
交
付

が
認
め

ら
れ

て
い

る
こ

と

か
ら
、
保
険

媒
介

業
者

が
準
用

保
険
業

法
第

2
9
8
条
に

基

づ
き

作
成

す
る

結
約

書
に

つ
い

て
も

電
磁

的
方

法
に

よ

る
作

成
・

交
付

が
認

め
ら

れ
る

と
の
理

解
で

よ
い

か
。
 

1
2
1
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
2
条
第

1
項
第

1
号

の
「
何

ら

の
名

義
に

よ
っ

て
す

る
か

を
問

わ
ず
」

に
い

う
「

名
義
」

と
は
「
す

る
」
と

い
う

行
為
に

付
属
す

る
も

の
で

あ
る

た

め
、
条
文

の
素

直
な
読

み
方
と

し
て
は

手
段
（

何
を

提
供

す
る

か
、
ま

た
、
誰

が
提

供
す

る
か
、
と

い
う

意
味

で
の

名
義

）
を

ど
う

す
る
か

を
問
わ

な
い
、
と
い

う
意
味

の
理
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
2
条
第

1
項
第

1
号
は

、
実

質

的
に

、
保

険
媒

介
業

者
又

は
そ

の
役
員

若
し

く
は

使
用

人

が
保

険
契

約
者

又
は

被
保

険
者

に
対

し
て

特
別

の
利

益

の
供

与
を

約
し

又
は

提
供

し
て

い
る

と
評

価
さ

れ
る

行

為
を

禁
ず

る
も

の
で

す
。
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-
 
4
2
 
-
 

定
も

措
置

し
て

ほ
し

い
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
つ

い
て

保
険

業
法

施
行

規

則
第

2
2
7
条
の

1
3
及

び
第

2
2
7
条

の
1
5
と
同

内
容

の
規

定
を

措
置

す
る

必
要

は
な

い
も

の
と
考

え
ま

す
。
 

1
3
1
 

保
険

業
法

第
2
9
4
条

の
3
が

準
用
さ

れ
て

い
な

い
の

で
、
「

そ
の

他
の

保
険

募
集

の
業

務
に

密
接

に
関

連
す

る

業
務

を
含

む
。
」

と
い

う
部

分
が

体
制

整
備

に
か

か
る

か

が
不

明
確

に
な

っ
て

い
る

。
こ

の
部
分

は
、
い

わ
ゆ

る
募

集
関

連
行

為
へ

の
規

制
の

根
拠

と
な
っ

て
い

る
の

で
、
仲

介
業

者
等

府
令

上
で

適
用

が
あ

り
得

る
措

置
を

明
確

化

し
た

方
が

よ
い

の
で

は
な

い
か
（
イ

コ
ー

ル
フ

ッ
テ

ィ
ン

グ
の

観
点

か
ら

も
）
。
 

保
険

業
法
第

2
9
4
条
の

3
と
同

内
容
の

規
定

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
6
条
に

お
い
て

措
置

さ
れ

て
い

ま

す
。
 

こ
れ

に
よ

り
、
保

険
媒

介
業
者

は
、
保
険

募
集

人
等

に

対
す

る
保

険
業

法
第

2
9
4
条
の

3
と

同
等

の
業

務
運

営
に

関
す

る
措

置
を

行
う

必
要

が
あ

り
ま
す

。
 

 
▼

行
為
規

制
（

特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス
契

約
に

係
る

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

務
）
 

1
3
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

3
1
条

第
1
項

で
は

、
有

価

証
券

等
仲

介
業

者
に

は
、
例
え

ば
、
金

融
商

品
取
引

法
第

3
7
条
の

3
は

準
用

さ
れ

て
い
な

い
。
こ
れ

は
、
金

融
商

品

取
引

法
第

6
6
条

以
下

の
金
融

商
品
仲

介
業

者
に

つ
い

て

も
同

様
で

あ
る

。
 

イ
コ

ー
ル

フ
ッ

テ
ィ

ン
グ

の
観

点
か
ら
、
登
録

金
融

機

関
が

登
録

金
融

機
関

業
務

と
し

て
金

融
商

品
仲

介
業

務

を
行

う
場

合
に

も
、

金
融

商
品

取
引
法

第
3
7
条
の

3
の

適
用

は
受

け
な

い
と

い
う

見
解

を
賜
れ

な
い

か
。
 

な
お
、
例
え

ば
、
全

国
地

方
銀

行
協
会
「

管
理

者
の

た

め
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

」
（
第

5
章

金
融

商
品

販
売

業

務
に

お
け

る
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
）
で

は
、
登

録
金

融
機

関
業

務
と

し
て

金
融

商
品

仲
介

業
務
を

行
う

場
合

に
は
、

登
録

金
融

機
関

は
書

面
交

付
義

務
を

基
本

的
に

負
わ

な

い
と

の
見

解
が

示
さ

れ
て

い
る

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
を

行
う

銀
行
子

会
社

な
ら
、
そ

う
し

た
金

融
商

品
取

引
法

第
3
7
条

の
3
の
よ

う
な

規
制

が
課

さ
れ

ず
、
銀

行
本

体
が
登

録
金
融

機
関

業
務

で
行

う

場
合

に
は

規
制

が
課

さ
れ

る
と

し
た
ら
、
ち
ょ

っ
と

グ
ロ

テ
ス

ク
と

思
う

。
 

金
融

商
品

取
引

法
第

3
7
条
の

3
の

規
定

は
、

金
融

サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
3
1
条

第
2
項

に
お

い
て

、
特

定
金

融

サ
ー

ビ
ス

契
約

に
係

る
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
を

行

う
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

つ
い

て
準

用
し

て
い

ま

す
。
 

な
お

、
金

融
商

品
取

引
法

第
3
7
条

の
3
第

3
項

の
規

定
に

つ
い

て
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

取
扱

商

品
・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲

を
踏
ま

え
、
必
要

が
な

い
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
に

つ
い

て

準
用

し
て

い
ま

せ
ん

。
 

1
3
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
特

定
預

金
等

契
約

に
つ

い
て

損
失

補
塡

す
る

こ
と

が
法

令
上

禁
止

さ
れ

て
い

な

い
こ

と
に
（

銀
行

法
第

5
2
条
の

4
5
の

2
が

準
用

さ
れ

て

い
な

い
こ

と
に

）
違
和

感
を
覚

え
る
。
有
価

証
券
等

仲
介

業
務

と
平

仄
を

合
わ

せ
て
、
規

制
を
設

け
る

べ
き

で
は

な

い
か

。
同

じ
金

融
サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
で

、
同

じ
法
令

の
下

に
あ

る
の

に
、

違
和

感
を

覚
え

る
。
 

そ
も

そ
も
、
一
つ

の
業

な
の
だ

か
ら
、
い

っ
そ
、
特
定

損
失

補
塡

等
の

禁
止

を
規

定
す

る
金

融
商

品
取

引
法

第
3
9
条

の
規

定
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス
提

供
法
第

3
1
条

第

2
項

に
お

い
て

、
特

定
預

金
等

契
約
を

含
む

特
定

金
融

サ

ー
ビ

ス
契

約
に

係
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

を
行

う

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
つ

い
て
準

用
し

て
い

ま
す

。
 

 

-
 
4
1
 
-
 

言
・
趣

旨
に

反
し

な
い

か
ぎ
り

、
解

釈
上
、
参
考

に
で

き

る
と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。
 

ま
た
、
金
融

庁
の

銀
行

窓
販
に

関
す
る

保
険

法
令

解
釈

事
例

集
に

記
載

の
解

釈
は
、
保

険
媒
介

業
者

に
つ

い
て

も

同
様

の
解

釈
を

と
れ

る
と

い
う

理
解
で

よ
い

か
。
 

性
や

取
扱

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の

ほ
か
、
規

定
の

趣
旨

や
顧

客
保

護
の

必
要

性
等

を
踏

ま
え

て
適

切
に

判
断

さ
れ

る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

1
2
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
2
条
第

1
項
第

1
0
号

に
お

い
て

「
既

に
締

結
さ

れ
て

い
る

保
険

契
約
（
そ

の
締

結
の

媒
介

を
当

該
銀

行
等

の
役

員
又

は
使

用
人

が
手

数
料

そ
の

他

の
報

酬
を

得
て

行
っ

た
も

の
に

限
る

。
）

の
更

新
又

は
更

改
（

保
険

金
額

そ
の
他

の
給
付

の
内
容

の
拡

充
（
当

該
保

険
契

約
の

目
的

物
の

価
値

の
増

加
そ

の
他

こ
れ

に
類

す

る
事

情
に

基
づ

く
も

の
を

除
く

。
）

又
は

保
険

期
間

の
延

長
を

含
む

も
の

を
除

く
。
）
に
係

る
保
険

契
約

を
除

く
。
）

の
締

結
の

媒
介

を
行

う
行

為
」
と

あ
る

が
、
既

契
約

の
更

改
契

約
、
継
続

契
約
や

、
既
契

約
の
生

命
保

険
契

約
の

保

全
の

一
環

と
し

て
の

契
約

変
更

も
保
険

媒
介

業
務
（

保
険

募
集

）
に

含
ま

れ
て

い
る

よ
う

に
規
定

さ
れ

て
い

る
。
 

既
契

約
の

更
改

契
約

、
継
続
契

約
や
、
既
契

約
の
生

命

保
険

契
約

の
保

全
の

一
環

と
し

て
の

契
約

変
更

も
保

険

媒
介

業
務

（
保

険
募

集
）

と
い

う
こ
と

に
な

る
の

か
。
 

実
務

で
は
、
そ
の

よ
う

に
捉
え

て
い
な

い
よ

う
に

も
見

え
る

の
で
（

保
険

募
集

と
扱
っ

て
い
な

い
よ

う
に

も
見

え

る
の

で
）
、
当

該
部

分
は

削
除
し

て
は
ど

う
か

。
 

保
険

募
集

又
は

保
険

媒
介

業
務

に
は
、
既
契

約
の

更
新

又
は

更
改

に
係

る
保

険
契

約
や

既
契

約
の

一
部

の
変

更

を
す

る
こ

と
を

内
容

と
す

る
保

険
契

約
の

締
結

の
媒

介

を
行

う
業

務
も

含
ま

れ
る

も
の

と
考
え

ま
す

。
 

1
2
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
2
条
第

1
項
第

1
3
号

の
「
（

当

該
保

険
契

約
に

保
険

特
約

が
付

さ
れ

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、
当

該
保

険
特

約
が

当
該
保

険
契
約

の
内

容
と

関
連

性

が
高

く
、
か
つ

、
当
該

保
険
特

約
に
係

る
保

険
料

及
び

保

険
金

額
が

当
該

保
険

契
約

に
係

る
保

険
料

及
び

保
険

金

額
と

比
し

て
妥

当
な

も
の

に
限

る
。
）
」
に
つ

い
て
は

、
い

わ
ゆ

る
ア

カ
ウ

ン
ト

型
保

険
の

場
合
に

は
、
自

由
設

計
型

の
保

険
と

し
て
、
比
較

的
自
由

に
特
約

付
与

可
能

と
い

う

理
解

で
よ

い
か

。
 

ご
質

問
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が
、
い
わ

ゆ
る

ア
カ

ウ
ン
ト

型
の
保

険
商

品
は
、
特
約

の
内

容
に

か
か

わ
ら

ず
、
い
わ

ゆ
る
銀

行
窓

販
規

制
の

弊

害
防

止
措

置
の

対
象

と
な

る
も

の
と
考

え
ま

す
。
 

1
2
9
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
2
条
第

1
項

第
1
4
号

に
つ

い

て
、

保
険

業
法

施
行

規
則

第
2
3
4
条
第

1
項

第
1
5
号

に

は
「
手

形
の

割
引
」
と
い

う
文

言
は
な

い
た

め
、
イ

コ
ー

ル
フ

ッ
テ

ィ
ン

グ
の

観
点

か
ら

、「
手
形

の
割

引
」
を

削
除

す
る

か
、
同

号
に

も
「
手

形
の

割
引
」
を

追
記

し
て

ほ
し

い
。
 

保
険

業
法

施
行

規
則
第

2
1
2
条

第
3
項
第

1
号

イ
に

お

い
て

、
「

資
金

の
貸

付
け

」
（
同

内
閣
府

令
第

2
3
4
条
第

1

項
第

1
5
号
）
に
は
「

手
形

の
割

引
」
を

含
む

旨
が

規
定

さ

れ
て

い
ま

す
。
 

1
3
0
 

イ
コ

ー
ル

フ
ッ

テ
ィ

ン
グ

の
観

点
か
ら
、
保
険

業
法

施

行
規

則
第

2
2
7
条
の

1
3
、

第
2
2
7
条
の

1
5
と

同
様

の
規

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
名

義
貸

し
が

禁
止

さ
れ

て
い

る
こ

と
（
金

融
サ

ー
ビ
ス

提
供
法
第

2
1
条
）
か
ら

、
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て
特

定
投

資
家

以
外

の
顧

客
と

し
て

取
り

扱
わ

れ
る

こ

と
に

な
る

旨
と

す
る

。
」
と
規
定

さ
れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、

相
手

方
金

融
機

関
に

お
け

る
特

定
投
資

家
の

取
扱

い
は
、

変
更

さ
れ

る
も

の
で

は
な

い
と

い
う
理

解
で

よ
い

か
。
 

定
投

資
家

以
外

の
顧

客
と

し
て

取
り

扱
う

よ
う

申
し

出

た
者

は
、
当
該

申
出

の
承

諾
を

行
っ
た

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
の

み
か

ら
、
特
定

投
資

家
以
外

の
顧

客
と

し
て

取

り
扱

わ
れ

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に
対

し
て

自
己

を
特

定
投

資
家

と
し

て
取

り
扱

う
よ

う
申
し

出
た

者
も

、
当

該

申
出

の
承

諾
を

行
っ

た
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

み

か
ら

、
特

定
投

資
家

と
し

て
取

り
扱
わ

れ
る

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

1
3
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

7
0
条
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
対

す
る

い
わ

ゆ
る

プ
ロ

戻
り

の
同

意
書

面
に

つ

い
て

定
め

て
い

る
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
復

帰
申

出
者

か
ら

プ
ロ

戻
り

の
同

意
書

面
を

取
得

し
た

場
合
に

お
い

て
も
、
当
該

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
行

う
媒

介
に

よ
り

当
該

復

帰
申

出
者

と
契

約
締

結
し

た
投

資
運
用

業
者

は
、
な

お
同

意
書

面
の

取
得

義
務

を
負

う
か

。
 

仮
に
、
投
資

運
用

業
者

も
同
意

書
面
の

取
得

義
務

を
負

う
と

し
た

ら
、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介
業

者
又

は
投

資
運

用

業
者

の
ど

ち
ら

か
一

方
が

両
者

の
同

意
書

面
を

一
括

し

て
復

帰
申

出
者

か
ら

取
得

す
る

こ
と

で
代

替
す

る
こ

と

は
可

能
か

。
 

復
帰

申
出

者
に

と
っ

て
も
、
同

一
契
約

に
関

し
て

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

及
び

投
資

運
用

業
者

か
ら

承
諾

書

面
を

交
付

さ
れ

る
こ

と
は

煩
雑

で
あ
り
、
顧
客

保
護

と
は

な
ら

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

以
上

と
同

様
の

こ
と

が
、
同
内
閣

府
令
第

7
3
条

第
2
項

又
は

第
7
9
条
第

2
項

に
定
め

る
い
わ

ゆ
る

プ
ロ

成
り

の

同
意

書
面

に
つ

い
て

も
当

て
は

ま
る
か

。
 

特
定

投
資

家
以

外
の

顧
客

と
み

な
さ

れ
る

顧
客

が
自

己
を

再
び

特
定

投
資

家
と

し
て

取
り

扱
う

よ
う

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
及

び
相

手
方

金
融

機
関

に
対

し
て

申

し
出

た
場

合
に

お
い

て
、
当
該

申
出
を

受
け

た
金

融
サ

ー

ビ
ス

仲
介

業
者

及
び

相
手

方
金

融
機
関

は
、
当
該

申
出

を

承
諾

す
る

場
合

に
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
そ

れ
ぞ

れ
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
3
1
条

第
2
項

に
お

い
て

準
用

す
る

金

融
商

品
取

引
法
第

3
4
条

の
2
第

1
1
項
（

相
手

方
金

融
機

関
に

あ
っ

て
は

、
金

融
商

品
取

引
法
第

3
4
条
の

2
第

1
1

項
（
銀

行
法

等
に

お
い

て
準
用

す
る
場

合
を

含
む

）
）
の
書

面
に

よ
り

顧
客

の
同

意
を

取
得

す
る
義

務
を

負
い

、
い

ず

れ
か

の
者

が
顧

客
の

同
意

を
取

得
し
た

場
合

に
、
他
方

の

者
が

同
意

の
取

得
を

要
し

な
い

こ
と

と
す

る
規

定
は

あ

り
ま

せ
ん

。
 

た
だ

し
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
又

は
相

手
方

金
融

機
関

の
い

ず
れ

か
一

方
が

他
方

の
者

を
経

由
し

て
顧

客

の
同

意
に

係
る

書
面

を
取

得
す

る
こ
と

や
、
相
手

方
金

融

機
関

と
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

そ
れ

ぞ
れ

の
法

令

上
の

要
件

を
満

た
す

一
つ

の
顧

客
の

同
意

に
係

る
書

面

を
連

名
で

作
成

し
、
い
ず

れ
か

一
方
が

当
該

書
面

を
取

得

す
る

こ
と

で
、
両
者

が
顧

客
の

同
意
を

取
得

す
る

義
務

を

履
行

し
た

も
の

と
考

え
ら

れ
ま

す
。
 

特
定

投
資

家
以

外
の

顧
客

が
自

己
を

特
定

投
資

家
と

し
て

取
り

扱
う

よ
う

申
し

出
た

場
合

も
同

様
と

考
え

ま

す
。
 

1
3
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

8
4
条
第

1
項
の

「
手

数
料

等
の

種
類

」
に

は
、
顧

客
が

金
融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

に
支

払

う
手

数
料

等
と

は
別

に
、
顧
客

が
相
手

方
金

融
機

関
に

支

払
う

手
数

料
等

も
該

当
す

る
理

解
で
よ

い
か
（

同
内

閣
府

令
第

3
3
条
第

2
項
第

3
号
で

は
「
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約

に
つ

き
顧

客
が

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
支

払
う

手

広
告

等
に

表
示

す
べ

き
「
手
数

料
等
」（

仲
介
業

者
等

府

令
第

3
3
条

第
2
項

第
3
号
）

と
は
、

顧
客

が
金

融
サ

ー

ビ
ス

契
約

に
関

し
て

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
対

し

て
支

払
う

手
数

料
だ

け
で

は
な

く
、「

報
酬
、
費
用

そ
の

他

い
か

な
る

名
称

に
よ

る
か

を
問

わ
ず
、
手
数

料
と

同
種

の

も
の

と
し

て
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
に

関
し

て
顧

客
が

支
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預
金

等
契

約
に

係
る

よ
う

な
金

融
商

品
取

引
法

の
準

用

を
や

め
て

し
ま

っ
て

、
預

金
・

証
券
・

保
険

ま
と

め
て
、

一
つ

の
金

融
商

品
取

引
法

の
準

用
と
す

る
の

は
ど

う
か
。

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
に

つ
な

が
り
、
夢

が
あ

っ
て

よ
い

と
思

う
。
 

1
3
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
7
条
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
対

す
る

い
わ

ゆ
る

ア
マ

成
り

の
承

諾
書

面
の

交

付
義

務
に

つ
い

て
定

め
て

い
る

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
特

定
投

資
家

に
対

し
承

諾
書

面
を

交
付

し
た

場
合

に
お

い
て
も
、
当
該

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
行

う
媒

介
に

よ
り

当
該

特
定

投
資

家

と
契

約
締

結
す

る
投

資
運

用
業

者
は
、
な

お
承

諾
書

面
の

交
付

義
務

を
負

う
の

か
。
 

仮
に
、
投
資

運
用

業
者

も
承
諾

書
面
の

交
付

義
務

を
負

う
と

し
た

ら
、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介
業

者
又

は
投

資
運

用

業
者

の
ど

ち
ら

か
一

方
が

両
者

の
承

諾
書

面
を

一
括

し

て
特

定
投

資
家

に
交

付
す

る
こ

と
で
代

替
は

可
能

か
。
 

特
定

投
資

家
に

と
っ

て
も
、
同

一
契
約

に
関

し
て

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

及
び

投
資

運
用

業
者

か
ら

承
諾

書

面
を

交
付

さ
れ

る
こ

と
は

煩
雑

で
あ
り
、
顧
客

保
護

と
は

な
ら

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

以
上

と
同

様
の

こ
と

が
、

同
内

閣
府
令

第
7
5
条
に

定

め
る

い
わ

ゆ
る

ア
マ

戻
り

の
承

諾
書

面
に

つ
い

て
も

当

て
は

ま
る

か
。
 

特
定

投
資

家
で

あ
る

顧
客

が
自

己
を

特
定

投
資

家
以

外
の

顧
客

と
し

て
取

り
扱

う
よ

う
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

業
者

及
び

相
手

方
金

融
機

関
に

対
し

て
申

し
出

た
場

合

に
は

、
当

該
申

出
を

受
け

た
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

及

び
相

手
方

金
融

機
関

は
そ

れ
ぞ

れ
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供

法
第

3
1
条

第
2
項

に
お

い
て

準
用
す

る
金

融
商

品
取

引

法
第

3
4
条

の
2
第

3
項

（
相

手
方
金

融
機

関
に

あ
っ

て

は
、

金
融

商
品

取
引

法
第

3
4
条

の
2
第

3
項
（

銀
行

法

等
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）
）

の
書

面
を

交
付

す
る

義
務

を
負

い
、
い
ず

れ
か

の
者
が

当
該

書
面

を
交

付

し
た

場
合

に
、
他
方

の
者

が
当

該
書
面

の
交

付
を

要
し

な

い
こ

と
と

す
る

規
定

は
あ

り
ま

せ
ん
。
 

た
だ

し
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
又

は
相

手
方

金
融

機
関

の
い

ず
れ

か
一

方
が

他
方

の
者

を
経

由
し

て
顧

客

に
当

該
書

面
を

交
付

す
る

こ
と

や
、
相

手
方

金
融

機
関

と

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
そ

れ
ぞ

れ
の

法
令

上
の

要

件
を

満
た

す
一

つ
の

書
面

を
連

名
で
作

成
し

、
い

ず
れ

か

一
方

が
当

該
書

面
を

顧
客

に
交

付
す
る

こ
と

で
、
両
者

が

交
付

義
務

を
履

行
し

た
も

の
と

考
え
ら

れ
ま

す
。
 

特
定

投
資

家
と

み
な

さ
れ

る
顧

客
が

自
己

を
再

び
特

定
投

資
家

以
外

の
顧

客
と

し
て

取
り

扱
う

よ
う

申
し

出

た
場

合
も

同
様

と
考

え
ま

す
。

 

1
3
5
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
7
条
に

つ
い
て

、
特

定
投

資
家

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

対
し

て
の

み
ア

マ
成

り

の
申

出
を

し
、
特

定
金

融
サ
ー

ビ
ス
契

約
の

相
手

方
で

あ

る
金

融
商

品
取

引
業

者
に

対
し

て
は

ア
マ

成
り

の
申

出

を
行

わ
な

か
っ

た
場

合
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
と

金

融
商

品
取

引
業

者
で

異
な

る
顧

客
対

応
を

行
う

こ
と

に

な
る

と
の

理
解

で
よ

い
か
（
ア

マ
成
り

の
申

出
は

業
者

ベ

ー
ス

で
判

断
す

れ
ば

よ
い

と
の

理
解

か
）
。

プ
ロ

成
り

の

申
出

に
つ

い
て

も
同

様
の

理
解

で
よ
い

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
対

し
て

自
己

を
特

定
投

資
家

以
外

の
顧

客
と

し
て

取
り

扱
う

よ
う

申
し

出
た

者

及
び

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
対

し
て

自
己

を
特

定

投
資

家
と

し
て

取
り

扱
う

よ
う

申
し
出

た
者

は
、
当
該

申

出
の

承
諾

を
行

っ
た

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
み

か

ら
、
特
定

投
資

家
以

外
の

顧
客

又
は
特

定
投

資
家

と
し

て

取
り

扱
わ

れ
る

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

1
3
6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

6
7
条
の
「

対
象
契

約
」
は
、
媒
介

の
結

果
締

結
さ

れ
る

有
価

証
券

の
売

買
契

約
を

指
し

て

い
る

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
そ

の
場
合
「
承

諾
を
行

っ
た

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
み

か
ら

対
象

契
約

に
関

し

「
対

象
契

約
」
（
仲

介
業

者
等
府

令
第

6
7
条

）
と

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

行
為

に
よ

り
締

結
さ

れ
る

仲
介

業

者
等

府
令
第

6
6
条
各

号
に

掲
げ

る
契
約

を
意

味
し

ま
す

。  

ま
た

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に
対

し
て

自
己

を
特

172

金融サービス仲介業
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に
よ

る
情

報
提

供
は

契
約

締
結

前
交

付
書

面
を

交
付

す

る
方

法
に

よ
る

と
さ

れ
て

い
る

が
、
現
行

の
金

融
商

品
仲

介
業

に
お

い
て

は
、
契

約
締
結

前
交
付

書
面

等
の

交
付

義

務
を

負
わ

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
当
該

義
務

を
負

わ
せ

る
の

は
な

ぜ
か

。
特
定

預
金
等

契
約
に

つ
い

て
は

、
相
手

方
金

融
機

関
が

契
約

締
結

前
交

付
書

面
の

交
付

を
行

っ

た
場

合
に

は
、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介
業

者
に

よ
る

契
約

締

結
前

交
付

書
面

の
交

付
は

不
要

と
さ
れ

て
い

る
が
（

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
0
条
第

1
項
第

4
号
）
、
こ

れ
以

外
の

特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
に

つ
い

て
も

同
様

と
す

べ
き

で

は
な

い
か

。
 

情
報

提
供

を
確

保
す

る
た

め
、
契

約
締

結
前

交
付

書
面

等

の
交

付
を

求
め

て
い

ま
す

。
 

特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約
（
特

定
預
金

等
契

約
及

び
特

定
保

険
契

約
を

除
く
）
に
つ
い

て
は
、
現

行
の

金
商

業
等

府
令

に
お

い
て

、
一

の
取

引
に

つ
い
て

二
以

上
の

金
融

商

品
取

引
業

者
等

が
契

約
締

結
前

交
付

書
面

等
の

交
付

義

務
を

負
う

場
合

に
、
一
部

の
記

載
事
項

に
つ

い
て

重
ね

て

記
載

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
と

さ
れ
て

い
る
（

例
：
同

内

閣
府

令
第

8
3
条
第

2
項
、
第

1
0
0
条
第

2
項

等
）

一
方

で
、
い
ず

れ
の

金
融

商
品

取
引

業
者
等

に
つ

い
て

も
当

該

書
面

の
交

付
を

要
し

な
い

と
は

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

と

の
整

合
性

を
踏

ま
え

、
特

定
預

金
等
契

約
の

場
合

と
は

異

な
り

、
相

手
方

金
融

機
関

と
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の

い
ず

れ
に

つ
い

て
も

、
契

約
締

結
前
交

付
書

面
等

の
交

付

を
要

し
な

い
こ

と
と

す
る

規
定

は
設
け

て
い

ま
せ

ん
。
 

た
だ

し
、
相
手

方
金

融
機

関
と

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

そ
れ

ぞ
れ

の
法

令
上

の
要

件
を

満
た

す
一

つ
の

書

面
を

連
名

で
作

成
し

、
い

ず
れ

か
一
方

が
当

該
書

面
を

顧

客
に

交
付

す
る

こ
と

で
、
両
者

が
交
付

義
務

を
履

行
し

た

も
の

と
考

え
ら

れ
ま

す
。
 

1
4
1
 

法
定

書
面

の
交

付
に

つ
い

て
、
特
定

預
金

等
契

約
の

場

合
に

は
、

相
手

方
金

融
機

関
の

書
面

交
付

が
あ

っ
た

場

合
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

に
よ
る

書
面

交
付

は
不

要

と
さ

れ
て

い
る
（
仲

介
業

者
等
府

令
第

9
0
条

第
1
項
第

4

号
、

第
1
0
6
条

第
1
項

第
4
号

）
。
一

方
で

、
特

定
預

金

等
契

約
及

び
特

定
保

険
契

約
以

外
の

特
定

金
融

サ
ー

ビ

ス
契

約
（
有

価
証

券
の

売
買
等

）
の

場
合

に
は
、
一
部

の

記
載

項
目

に
限

っ
て
、
相
手
方

金
融
機

関
に

よ
る

書
面

交

付
が

あ
っ

た
場

合
に

は
当

該
事

項
の

省
略

が
可

能
と

さ

れ
て

い
る

に
と

ど
ま

り
、
共
通

記
載
事

項
（

金
融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
3
1
条
第

2
項
に

お
い
て

準
用

す
る

金
融

商

品
取

引
法

第
3
7
条
の

3
第

1
項

各
号

及
び

仲
介

業
者

等

府
令
第

9
4
条

各
号

等
、
同
法
第

3
7
条

の
4
第

1
項
及

び

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
0
2
条
第

1
項
各

号
）
に

つ
い

て
の

書
面

交
付

は
不

要
と

さ
れ

て
い

な
い
。
特

定
預

金
等

契
約

と
同

様
に

特
定

預
金

等
契

約
及

び
特

定
保

険
契

約
以

外

の
特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
（

有
価
証

券
の

売
買
等

）
に

つ
い

て
も
、
相
手

方
金

融
機
関

の
書
面

交
付

が
あ

っ
た

場

合
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

に
よ
る

書
面

交
付

を
不

要

と
し

て
よ

い
の

で
は

な
い

か
。

 

1
4
2
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
1
条
第

1
項
に

お
い

て
、

契
約

締
結

前
交

付
書

面
を

交
付

し
な

く
て

よ
い

場
合

と
し

て

「
有

価
証

券
の

売
付

け
」
が
掲

げ
ら
れ

て
い

る
が

、
そ
の

売
付

け
は
「

相
手

方
金

融
機
関

と
の
間

で
買

付
け

に
係

る

特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

を
締

結
し
た

場
合

に
限

る
」
と

限
定

さ
れ

て
い

る
。
金

融
商
品

取
引
業

者
で

あ
れ

ば
、
顧

客
の

有
価

証
券

の
売

付
け

注
文

に
際
し

て
、
当

該
有

価
証

券
が

自
社

で
買

付
け

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

か
ど

う
か

を

判
別

す
る

こ
と

は
容

易
で

あ
る

が
、
複
数

の
相

手
方

金
融

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
1
条
第

1
項
第

8
号
イ

の
適

用

に
当

た
っ

て
は

、
相

手
方

金
融

機
関
と

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
と

の
間

で
適

切
な

情
報

連
携

が
行

わ
れ

る
こ

と

が
期

待
さ

れ
、
相
手

方
金

融
機

関
が
本

規
定

に
該

当
す

る

こ
と

を
認

識
し

た
場

合
に

は
、
当

該
情

報
が

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
に

連
携

さ
れ

る
こ

と
で
、
い
ず

れ
も

契
約

締

結
前

交
付

書
面

の
交

付
を

要
し

な
い
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

な
お

、
ご

指
摘

の
事

例
の

詳
細

が
必
ず

し
も

明
ら

か
で

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、
同

号
イ
は

、
顧

客
が

同
一

の
相

手
方

 

-
 
4
5
 
-
 

数
料

」
と

い
う

文
言
が

あ
り
、
使

い
分

け
て

い
る
よ

う
に

思
わ

れ
る

）
。
そ

う
で

は
な

く
、
仮
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
支

払
わ

れ
る

手
数

料
等

の
み

を
想

定
し

て
い

る

と
す

る
と

、
広

告
等
の

場
合
は

、
顧
客

が
相

手
方
金

融
機

関
に

支
払

う
手

数
料

等
に

関
す

る
言

及
が

必
要

な
の

で

は
な

い
か

。
そ

れ
が
な

い
と
、
顧

客
は

当
該

広
告
だ

け
を

見
て

、
当

該
取

引
全
般

に
か
か

る
手
数

料
等

が
、
特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
に

か
か

る
も

の
だ

け
で

よ
い

と
誤

解

す
る

の
で

は
な

い
か

。
そ
の
結

果
、
相

手
方

金
融
機

関
に

お
い

て
手

数
料

等
の

支
払

に
つ

い
て

顧
客

と
ト

ラ
ブ

ル

と
な

る
お

そ
れ

も
あ

り
得

る
の

で
は
な

い
か
。
し
た

が
っ

て
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

が
行
う

広
告

等
の

表
示

に

お
い

て
は
、
当
該

手
数

料
等
が

仲
介
行

為
に

か
か

る
も

の

だ
け

で
あ

る
こ

と
、
金

融
商
品

取
引
に

お
い

て
は

別
途

相

手
方

金
融

機
関

に
支

払
う

手
数

料
等

が
必

要
な

場
合

が

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

表
示

さ
せ

る
こ

と
と

し
て

は
ど

う

か
。
 

払
う

べ
き

対
価
」
を
含

む
も
の

で
あ
り
、
当
該

対
価

が
相

手
方

金
融

機
関

に
支

払
わ

れ
る

場
合
に

は
、
こ
れ

も
含

ま

れ
る

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

1
3
9
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

8
4
条
第

1
項
、
第

9
2
条

第
1
項

に
つ

い
て
、
手
数

料
な

い
し
対

価
と
し

て
想

定
さ

れ
て

い

る
範

囲
に
、
広
告

料
、
シ

ス
テ

ム
利
用

料
、
情

報
提

供
料

等
が

入
る

か
。
ま

た
例

え
ば
、
一

定
の

サ
ブ

ス
ク
リ

プ
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

を
購

入
す

る
こ

と
を

条
件

と
し

て
媒

介

を
実

施
す

る
よ

う
な

場
合

で
な

け
れ
ば
、
そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

サ
ブ

ス
ク

リ
プ

シ
ョ

ン
フ

ィ
ー

や
サ

ー

ビ
ス

利
用

料
等

は
含

ま
れ

な
い

と
い
う

こ
と

で
よ

い
か
。
 

広
告

等
又

は
契

約
締

結
前

交
付

書
面

に
表

示
又

は
記

載
す

べ
き
「

手
数

料
等

」（
仲
介

業
者
等

府
令
第

3
3
条

第

2
項

第
3
号
）

は
、

各
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

に
お

い

て
、
規
定

の
趣

旨
や

顧
客

保
護

の
必
要

性
等

を
踏

ま
え

て

適
切

に
判

断
す

べ
き

も
の

と
考

え
ま
す

が
、
シ
ス

テ
ム

利

用
料
、
情
報

提
供

料
、
広

告
料

等
と
し

て
顧

客
が

支
払

う

も
の

で
あ

っ
て

も
、
そ
れ

が
特

定
金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

に

関
す

る
対

価
と

し
て

支
払

わ
れ

た
も

の
で

あ
れ

ば
、
「

手

数
料

等
」

に
該

当
し

ま
す

。
 

ま
た
、
例
え

ば
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

が
提

供
す

る
サ

ブ
ス

ク
リ

プ
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

と
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
務

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
と

が
不

可
分

に
提

供
さ

れ

て
お

り
、
当
該

サ
ー

ビ
ス

全
体

の
対
価

と
し

て
支

払
わ

れ

る
手

数
料

の
切

り
分

け
が

困
難

な
場
合

に
は

、
サ

ブ
ス

ク

リ
プ

シ
ョ

ン
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
係

る
対

価
も

含
ま

れ

る
こ

と
を

明
示

し
た

上
で

、「
手

数
料
等
」
の
金

額
等

を
表

示
又

は
記

載
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ
ま

す
。
他

方
で
、
各

サ
ー

ビ
ス

が
別

個
に

提
供

さ
れ

、
サ
ー

ビ
ス

ご
と

に
料

金

が
設

定
さ

れ
る

場
合

に
は

、
サ

ブ
ス
ク

リ
プ

シ
ョ

ン
サ

ー

ビ
ス

に
係

る
料

金
は
「

手
数
料

等
」
に
は

該
当

し
な

い
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

1
4
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

3
1
条

第
2
項

に
お

い
て

準

用
す

る
金

融
商

品
取

引
法

第
3
7
条
の

3
第

1
項
の

規
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
は

、
い
わ

ゆ
る

所
属

制
が

採
用

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
顧
客

に
対

す
る

適
切

な
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前
交

付
書

面
を

交
付

し
た

場
合

に
お
い

て
も
、
当
該

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
行

う
媒

介
に

よ
り

当
該

顧
客

と

契
約

締
結

す
る

投
資

運
用

業
者

は
、
な
お

契
約

締
結

前
交

付
書

面
の

交
付

義
務

を
負

う
か

。
 

仮
に
、
投
資

運
用

業
者

も
契
約

締
結
前

交
付

書
面

の
交

付
義

務
を

負
う

と
し

た
ら
、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

又

は
投

資
運

用
業

者
の

ど
ち

ら
か

一
方

が
両

者
の

契
約

締

結
前

交
付

書
面

を
一

括
し

て
顧

客
に

交
付

す
る

こ
と

で

代
替

す
る

こ
と

は
可

能
か

。
 

あ
る

い
は
、
両
者

の
契

約
締
結

前
交
付

書
面

は
重

複
す

る
記

載
項

目
が

多
い

こ
と

か
ら

、
両

者
の

記
載

項
目

を
網

羅
的

に
一

つ
に

ま
と

め
た

書
面

を
、
ど
ち

ら
か

一
方

の
者

が
顧

客
に

交
付

す
る

こ
と

は
可

能
か
。
そ
の

場
合
、
留
意

す
る

べ
き

点
は

あ
る

か
。
 

顧
客

に
と

っ
て

も
、
同

一
契
約

に
関
し

て
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
及

び
投

資
運

用
業

者
か

ら
契

約
締

結
前

交

付
書

面
を

交
付

さ
れ

る
こ

と
は

煩
雑
で

あ
り
、
顧
客

保
護

と
は

な
ら

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

以
上

と
同

様
の

こ
と

が
、
同
内

閣
府
令
第

1
0
1
条

に
定

め
る

契
約

締
結

時
交

付
書

面
に

つ
い

て
も

当
て

は
ま

る

か
。
 

に
、
他
方

の
者

が
当

該
書

面
の

交
付
を

要
し

な
い

こ
と

と

す
る

規
定

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

た
だ

し
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
又

は
相

手
方

金
融

機
関

の
い

ず
れ

か
一

方
が

他
方

の
者

を
経

由
し

て
顧

客

に
契

約
締

結
前

交
付

書
面

を
交

付
す
る

こ
と

や
、
相
手

方

金
融

機
関

と
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

そ
れ

ぞ
れ

の

法
令

上
の

要
件

を
満

た
す

一
つ

の
書

面
を

連
名

で
作

成

し
、
い
ず

れ
か

一
方

が
当

該
書

面
を
顧

客
に

交
付

す
る

こ

と
で

、
両

者
が

交
付

義
務

を
履

行
し
た

も
の

と
考

え
ら

れ

ま
す

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
顧

客
に

対
し

当
該

書
面
の

交
付

に
つ

い
て

の

相
手

方
金

融
機

関
と

の
役

割
分

担
に

つ
い

て
情

報
を

提

供
す

る
必

要
が

あ
り
（
仲

介
業
者

等
府
令

第
3
3
条

第
2
項

第
7
号

）
、
当

該
書

面
の

交
付

主
体
に

つ
い

て
顧

客
が

誤

認
す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
が

適
当

と
考

え

ま
す
。
さ
ら

に
、
契
約

締
結

前
交

付
書
面

の
交

付
に

関
し

、

顧
客

に
対

す
る

説
明

義
務
（
仲

介
業
者

等
府

令
第

1
1
1
条

第
1
項
第

1
号

イ
）
を
尽

く
す

必
要
が

あ
る

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

契
約

締
結

時
交

付
書

面
の

交
付

に
つ

い
て

も
同

様
と

考
え

ま
す

。
 

1
4
5
 

契
約

締
結

前
交

付
書

面
に

つ
い

て
は
、
相

手
方

金
融

機

関
が

当
該

書
面

を
交

付
し

た
際

に
は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

交
付

書
面

に
共

通
す

る
項

目
は

記
載

し
な

く

て
よ

い
と

読
め

る
た

め
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
も

相

手
方

金
融

機
関

も
、
契

約
締
結

前
交
付

書
面

を
提

出
す

る

必
要

が
あ

る
の

に
対

し
、
契
約

締
結
時

交
付

書
面

に
つ

い

て
は
、
相
手

方
金

融
機

関
が
当

該
書
面

を
交

付
し

た
際

に

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

が
提
出

す
る

必
要

は
な

い

と
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
見

え
る

。
 

こ
の

よ
う

な
理

解
で

正
し

い
か

。
 

特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約
（
特

定
預
金

等
契

約
及

び
特

定
保

険
契

約
を

除
く
。
以
下
同

じ
）
の
種

類
ご

と
の

固
有

の
事

項
（

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
5
条
第

1
項
各

号
、

第

1
0
2
条
第

1
項

各
号

等
）

に
つ

い
て
は

、
相

手
方

金
融

機

関
が

交
付

す
る

契
約

締
結

前
交

付
書

面
又

は
契

約
締

結

時
交

付
書

面
に

記
載

さ
れ

て
い

る
場
合

に
は

、
金

融
サ

ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
交

付
す

る
契

約
締

結
前

交
付

書
面

又

は
契

約
締

結
時

交
付

書
面

に
記

載
す

る
必

要
は

あ
り

ま

せ
ん

（
仲

介
業

者
等

府
令

第
9
5
条

第
2
項
、

第
1
0
2
条

第
2
項
等

）
。
 

た
だ

し
、
全
て

の
特

定
金

融
サ

ー
ビ
ス

契
約

に
共

通
す

る
事

項
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

3
1
条
第

2
項
に

お

い
て

準
用

す
る

金
融

商
品

取
引

法
第

3
7
条
の

3
第

1
項

第
1
号
か

ら
第

6
号

ま
で

に
掲

げ
る
事

項
、
仲
介

業
者

等

府
令
第

9
4
条

、
第

1
0
1
条

）
に

つ
い
て

は
、
上
記

の
よ

う

に
記

載
の

省
略

を
認

め
る

規
定

は
あ
り

ま
せ

ん
。
 

な
お
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
は
、
仲

介
業

者
等

府

令
第

9
1
条
第

1
項
各

号
又
は

第
1
0
7
条
第

1
項
各

号
に

 

-
 
4
7
 
-
 

機
関

と
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
契

約
を

締
結

し
て

い
る

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

と
っ

て
は
、
顧

客
か

ら
申

し
込

み
を

受
け

る
売

付
け

注
文

の
対

象
と
な

る
有

価
証

券
が
、

自
社

が
特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

媒
介

し
顧

客
が

買

い
付

け
た

有
価

証
券

で
あ

る
か

を
瞬

時
に

判
別

す
る

こ

と
は

困
難

な
場

合
が

あ
る

と
考

え
ら
れ

る
（

例
え
ば

、
買

付
け

後
、
顧

客
が

預
託

先
金
融

商
品
取

引
業

者
を

変
更

し

た
場

合
、
相

手
方

金
融

機
関
に

お
い
て

同
じ

有
価

証
券

を

複
数

預
か

っ
て

お
り
、
顧
客
の

注
文
が

当
該

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
の

特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

に
よ

り
買

い
付

け

た
も

の
で

あ
る

か
直

ち
に

判
断

が
で

き
な

い
場

合
等

）
。

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
お

い
て
、
顧

客
か

ら
売

付
け

注
文

を
受

け
た

際
に

顧
客

を
待

た
せ

る
こ

と
な

く
即

時

に
判

定
を

行
う

た
め

に
は
、
相

手
方
金

融
機

関
に

お
い

て

大
掛

か
り

な
シ

ス
テ

ム
改

修
等

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
。
 

し
た

が
っ

て
、
相

手
方

金
融
機

関
と
の

間
で

買
い

付
け

た
も

の
か

ど
う

か
は

問
わ

ず
、
単
に

売
付

け
を

す
べ

て
除

外
し

て
も

問
題

は
な

い
の

で
は

な
い
か
。
あ
る

い
は

売
付

け
に

係
る

媒
介

行
為

に
も

手
数

料
等

が
生

じ
る

の
で

あ

れ
ば
、
す
べ

か
ら

く
契

約
締
結

前
交
付

書
面

の
交

付
の

対

象
と

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

の
で
は

な
い

か
。
 

金
融

機
関

と
の

間
で

有
価

証
券

の
買

付
け

及
び

売
付

け

に
係

る
特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
を

締
結

す
る

場
合

に

係
る

規
定

と
考

え
ま

す
。
 

1
4
3
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
3
条
第

3
号
に

つ
い

て
、

特
定

預
金

等
は

税
法

上
も

預
金

と
し

て
扱
わ

れ
て

お
り
、
預
金

保
険

法
第

2
条
第

2
項
第

1
号

の
「

預
金
」
と
し

て
、
預

金
保

険
の

対
象

と
な

る
こ

と
は

疑
い
が

な
い

と
思

う
。
こ

の
規

定
は

不
要

で
は

な
い

か
。

 

も
し
、
預
金

保
険

法
の

対
象
と

な
ら
な

い
場

合
が

あ
る

の
で

あ
れ

ば
、

そ
の

要
件

を
教

え
て
ほ

し
い

。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

4
9
条
第

1
項
第

3
号
又

は
第

9
3

条
第

3
号

に
掲

げ
る

情
報

の
提

供
は
、
顧
客

が
預

金
等

に

係
る

契
約

を
締

結
す

る
際

に
参

考
と
な

る
情

報
と

し
て

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
取

り
扱

う
預

金
等

の
う

ち

預
金

保
険

制
度

の
対

象
と

な
る

も
の

か
否

か
を

明
示

す

る
義

務
を

規
定

す
る

も
の

で
あ

り
、
当

該
預

金
等

が
預

金

保
険

制
度

の
対

象
で

あ
る

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
か

否

か
に

か
か

わ
ら

ず
、
そ
の

旨
を

顧
客
に

説
明

す
る

必
要

が

あ
り

ま
す

。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が
取

り
扱

う
預

金
等

が
預

金
保

険
制

度
の

対
象

か
否

か
は
、
預
金

保
険

法
に

基

づ
き

判
断

さ
れ

ま
す

が
、
ご
指

摘
の
特

定
預

金
等

の
う

ち

外
貨

預
金

等
は

、
預

金
保

険
制

度
の
対

象
で

は
あ

り
ま

せ

ん
。
 

1
4
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
4
条
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
対

す
る

契
約

締
結

前
交

付
書

面
に

つ
い

て
定

め

て
い

る
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
顧

客
に

対
し

契
約

締
結

特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

（
特

定
預

金
等

契
約

を
除

く
）
に

つ
い

て
は

、
特

定
預
金

等
契
約

と
は

異
な

り
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
又

は
相

手
方

金
融

機
関

の
い

ず

れ
か

が
契

約
締

結
前

交
付

書
面

を
交

付
し

て
い

る
場

合

174
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-
 
5
0
 
-
 

締
結

の
媒

介
に

関
す

る
禁

止
行

為
（
第

1
1
0
条

）
及

び
有

価
証

券
等

仲
介

業
務

に
関

す
る

禁
止
行

為
（
第

1
1
1
条
）

と
し

て
、
虚
偽

の
表
示

を
し
、
又

は
重

要
な

事
項
に

つ
き

誤
解

を
生

ぜ
し

め
る

べ
き

表
示

を
す

る
行

為
を

禁
止

し

て
い

る
も

の
の
、
不
確

実
な
事

項
に
つ

い
て

断
定

的
判

断

を
提

供
し
、
又
は

確
実

で
あ
る

と
誤
解

さ
れ

る
お

そ
れ

の

あ
る

こ
と

を
告

げ
る

こ
と

を
禁

止
す

る
趣

旨
が

含
ま

れ

る
の

か
、

明
ら

か
で

な
い

。
 

断
定

的
判

断
の

提
供

は
、
顧
客

の
判
断

を
誤

ら
せ

る
行

為
の

典
型

と
し

て
関

係
法

令
で

規
制

さ
れ

て
い

る
も

の

で
あ

る
か

ら
、
仲

介
業

者
等
府

令
に
お

い
て

も
そ

の
禁

止

を
明

記
す

べ
き

で
あ

る
。
 

2
項

に
お

い
て

準
用
す

る
金
融

商
品
取

引
法

第
3
8
条

第
2

号
に

お
い

て
、
特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス
契

約
に

係
る

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
を

行
う

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に

よ
る

断
定

的
判

断
の

提
供

等
は

禁
止
さ

れ
て

い
ま

す
。
 

1
5
0
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
1
1
条
第

1
項
第

5
号

の
履

行
拒

否
・
不
当

遅
延

行
為
に

係
る
禁

止
行
為

に
つ

い
て

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
場

合
に

、
具

体
的

な
行

為
態

様
と

し
て

ど
の

よ
う

な
場

合
を

想
定

し
て
い

る
か

。
例

え
ば
、

ス
マ

ホ
ア

プ
リ
・
シ
ス

テ
ム
の

ダ
ウ
ン

や
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ

ト
回

線
の

不
都

合
に

よ
る

場
合

に
は

不
当

遅
延

に
な

ら

な
い

と
い

う
理

解
で

あ
る

が
、

そ
の
理

解
で

よ
い

か
。
 

ど
の

よ
う

な
行

為
が

仲
介

業
者

等
府
令
第

1
1
1
条

第
1

項
第

5
号

に
掲

げ
る

行
為

に
該

当
す
る

か
に

つ
い

て
は

、

個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す

が
、
同
号

は
、
真

に
顧

客
の

責

め
に

帰
す

べ
き

事
由

や
正

当
な

理
由

が
存

す
る

場
合

等

に
お

い
て

債
務

を
履

行
し

な
い

こ
と

ま
で

を
一

律
に

禁

止
す

る
も

の
で

は
な

い
と

考
え

ま
す
。
 

1
5
1
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
1
1
条
第

1
項
第

8
号

の
投

機
的

売
買

の
禁

止
規

定
に

つ
い

て
、
現
行

の
金

融
商

品
仲

介
業

者
の

規
定

ぶ
り

と
平

仄
を

あ
わ

せ
た

も
の

と
思

わ
れ

る

が
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
者

は
、
金

融
商

品
仲
介

業
者

よ
り

も
行

え
る

業
務

が
幅

広
く

、
横

断
的

に
業

務
を

行
う

こ
と

が
可

能
で

あ
り

、
金
融
商

品
仲
介

業
者

よ
り

、
職
務

上
知

り
得

る
情

報
が

多
い

場
合

も
あ
る

と
考

え
ら

れ
る
。

し
た

が
っ

て
、

金
商

業
等

府
令

第
1
1
7
条
第

1
項
第

1
2

号
と

同
様

に
「

職
務
上

知
り
得

た
特
別

の
情

報
」
に

基
づ

く
売

買
を

禁
止

行
為

と
す

る
必

要
が
あ

る
と

考
え

る
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

又
は

そ
の

役
員

若
し

く
は

使
用

人
が

職
務

上
知

り
得

る
情

報
が
、
金
融

商
品

仲
介

業

者
の

そ
れ

よ
り

も
多

い
か

ど
う

か
は
一

概
に

は
言

え
ず

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
つ

い
て
、
金
融

商
品

仲
介

業

者
と

異
な

る
規

制
を

課
す

合
理

的
な

理
由

は
な

い
と

考

え
ま

す
の

で
、

原
案

の
と

お
り

と
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま

す
。
 

1
5
2
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
1
1
条
第

1
項
第

1
0
号

の
禁

止

規
定

に
つ

い
て

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

お
い

て

は
、
委

託
元

の
金

融
商

品
取
引

業
者
と

は
連

携
し

な
い

法

人
関

係
情

報
を

取
得

す
る

機
会

は
否

定
で

き
な

い
と

思

わ
れ
、
法
人

関
係

情
報

を
提
供

し
て
の

勧
誘

行
為

は
あ

り

得
る

と
考

え
ら

れ
る
。
金
商
業

等
府
令
第

1
1
7
条
第

1
項

第
1
4
号

と
同

等
の

規
制

に
す
べ

き
と
考

え
る

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
取

得
し
得

る
情

報
が

、
金

融
商

品
仲

介
業

者
の

そ
れ

よ
り

も
多

い
か

ど
う

か
は

一

概
に

は
言

え
ず

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

に
つ

い
て

、

金
融

商
品

仲
介

業
者

と
異

な
る

規
制

を
課

す
合

理
的

な

理
由

は
な

い
と

考
え

ま
す

の
で

、
原
案

の
と

お
り

と
さ

せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。
 

1
5
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

又
は

そ
の
代

表
者

等
が
、
仲

介
業

者
等

府
令
第

1
1
2
条

に
係

る
証
券

事
故

を
起

こ
し
、

事
故

の
確

認
に

基
づ

く
損

失
補

塡
を
行

う
、
又

は
同

内
閣

府
令
第

1
1
3
条

に
基

づ
く

損
失

補
塡
を

行
う

場
合
、
実
務

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
事

故
に

よ
る

損
失

補
塡

の
事

務
処

理
を

金
融

商
品

取
引

業
者
等

が
行

う
場

合
、
金

融
商

品
取

引
法

第
3
9
条

第
1
項

に
お

い
て

禁
止

さ
れ

て

い
る

金
融

商
品

取
引

業
者

等
に

よ
る

損
失

補
塡

に
は

該

 

-
 
4
9
 
-
 

規
定

す
る

要
件

を
満

た
す

場
合

に
は
、
契
約

締
結

前
交

付

書
面

又
は

契
約

締
結

時
交

付
書

面
を

交
付

す
る

必
要

は

あ
り

ま
せ

ん
。
 

1
4
6
 

特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約
（
特

定
預
金

等
契

約
及

び
特

定
保

険
契

約
を

除
く
）
に
係
る

契
約
締

結
前

交
付

書
面

の

交
付

義
務

に
つ

い
て

、
以
下
の

⑴
・
⑵

の
ケ

ー
ス
に

お
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

整
理

と
な

る
理
解

で
よ

い
か

。
 

⑴
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
顧

客
と

媒
介

契
約

を

締
結

し
、

顧
客

か
ら

手
数

料
を

受
け
取

る
ケ

ー
ス
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
顧
客

か
ら

媒
介

を
受

託
し

た
契

約
の

種
類
（

通
常
の

売
買
や

投
資

一
任

契
約

な
ど
）
に
応

じ
、
顧

客
に

対
し

、
当

該
契

約
に

係
る

契

約
締

結
前

交
付

書
面

を
交

付
す

る
義
務

が
あ

る
。
 

⑵
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
金

融
商

品
取

引
業

者

と
媒

介
契

約
を

締
結

し
、
当
該

金
融
商

品
取

引
業

者
か

ら
手

数
料

を
受

け
取

る
ケ

ー
ス

 

（
顧

客
と

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
直

接
の

契

約
関

係
に

な
い

た
め
）
金
融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

は
顧

客
に

対
し

契
約

締
結

前
交

付
書

面
を

交
付

す
る

義
務

は
な

い
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
顧

客
と

の
間

の
媒

介
契

約
の

締
結

の
有

無
や

顧
客

か
ら

の
手

数
料

の
授

受
の

有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、
特
定

金
融

サ
ー
ビ

ス
契

約
の

締
結

の

媒
介

を
行

う
と

き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
顧

客
に

対
し

、
契

約
締

結
前

交
付

書
面

を
交

付
し
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法

第
3
1
条
第

2
項
に

お
い

て
準

用
す
る

金
融

商
品

取
引

法

第
3
7
条

の
3
第

1
項

）
、
説
明

義
務
（
仲

介
業

者
等

府
令

第
1
1
1
条
第

1
項
第

1
号

イ
）
を

尽
く

す
必

要
が

あ
る

も

の
と

考
え

ま
す

。
 

1
4
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

9
8
条
第

1
項
第

2
号

の
「
金

融

商
品

の
価

値
等

の
分

析
」
に
い

う
「

金
融

商
品

の
価

値
等

」

と
は

、
具

体
的

な
価
額

と
い
う

理
解
で

よ
い

か
。
も

し
理

解
が

異
な

る
場

合
に

は
、「

金
融

商
品
の

価
値

等
」
と

は
何

を
言

う
の

か
、

解
釈

を
教

え
て

ほ
し
い

。
 

「
金

融
商

品
の

価
値

等
」（

仲
介

業
者
等

府
令
第

9
8
条

第
1
項
第

2
号
）
と
は

、
金
融

商
品
の

価
値
、
オ
プ

シ
ョ

ン
の

対
価

の
額

又
は

金
融

指
標

の
動
向

を
い

い
ま

す
。
 

1
4
8
 

契
約

締
結

時
交

付
書

面
は
、
法

令
で
求

め
ら

れ
る

事
項

が
記

載
さ

れ
て

い
れ

ば
、
契
約

書
と
兼

ね
る

こ
と

が
可

能

と
い

う
の

が
現

行
実

務
で

あ
る

が
、
そ

れ
は

、
媒
介

先
の

相
手

方
金

融
機

関
と

顧
客

の
間

の
契

約
に

つ
い

て
も

同

様
の

取
扱

い
が

な
さ

れ
る

の
か

。
例
え

ば
、
相

手
方

金
融

機
関

が
契

約
締

結
時

交
付

書
面
（
こ

れ
を

兼
ね

る
契

約
書

を
含

む
）
を

交
付

す
る

義
務
を

負
わ
な

い
と

い
う

整
理

は

可
能

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
作

成
又

は
交

付
す

る
契

約
締

結
時

交
付

書
面

は
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
提

供
法

令
上

の

要
件

を
満

た
す

限
り

に
お

い
て

、
相
手

方
金

融
機

関
と

顧

客
と

の
間

の
特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
に

係
る

契
約

書

と
兼

用
す

る
こ

と
は

妨
げ

ら
れ

な
い
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
（
特

定
預

金
等

契
約

を
除
く

）
に

係
る

契
約

締
結

時
交

付
書

面
を

交
付

し
た

場
合

に
相

手
方

金
融

機
関

が
当

該

書
面

の
交

付
を

要
し

な
い

こ
と

と
す

る
規

定
は

あ
り

ま

せ
ん

が
、
相
手

方
金

融
機

関
と

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

が
そ

れ
ぞ

れ
の

法
令

上
の

要
件

を
満

た
す

一
つ

の
書

面

を
連

名
で

作
成

し
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
が

当
該

書

面
を

顧
客

に
交

付
す

る
こ

と
で

、
相
手

方
金

融
機

関
が

交

付
義

務
を

履
行

し
た

も
の

と
考

え
ら
れ

ま
す

。
 

1
4
9
 

仲
介

業
者

等
府

令
に

お
い

て
は

、
特

定
預

金
等

契
約

の
金

融
サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

5
条

又
は
同

法
第

3
1
条

第

175
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貸
金

業
法

第
1
2
条
の

4
第

1
項

に
規

定
す

る
貸

金
業

貸

付
媒

介
業

務
に

係
る

業
務

に
は

、
勧

誘
を

伴
わ

な
い

広
告

の
み

を
行

う
業

務
及

び
…

は
含

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
」

と
あ

り
、
証

明
書

の
携

帯
を
要

し
な
い

業
務

と
い

う
貸

金

業
法

に
お

け
る

解
釈

と
同

様
の

趣
旨

の
明

文
化

と
理

解

し
て

い
る
。
し
か

し
、「

勧
誘
を

伴
わ
な

い
広

告
の

み
を

行

う
業

務
」
は
、
そ

も
そ

も
「
貸

金
業
貸

付
媒

介
業

務
」
に

は
該

当
し

な
い

と
考

え
ら

れ
る

こ
と
か

ら
、
こ

れ
を

規
定

し
た

趣
旨

を
伺

い
た

い
。
 

「
営

業
所

又
は

事
務

所
」
に
つ

い
て
は

、
貸

金
業
法

施

行
規

則
第

1
条
の

5
第

3
項
の

よ
う
な

定
義

規
定

が
用

意

さ
れ

て
い

な
い

と
理

解
し

て
い

る
が
、
ど

の
よ

う
な

施
設

又
は

設
備

で
あ

れ
ば
、
従
業
者

証
明
書

を
携

帯
し

た
り

従

業
者

名
簿

を
備

え
付

け
た

り
す

る
「

営
業

所
又

は
事

務

所
」

と
す

る
べ

き
か

。
 

ま
た
、
貸
金

業
法

施
行

規
則
第

1
条
の

5
第

4
項

で
定

め
る

代
理

店
の

よ
う

に
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
か

ら

委
託

を
受

け
て

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

務
の

全
部

又
は

一

部
の

代
理

を
し

た
者

が
当

該
業

務
を

行
う

施
設

又
は

設

備
も

「
営

業
所

又
は

事
務

所
」

に
該
当

す
る

の
か

。
 

付
媒

介
業

務
に

付
随

す
る

業
務

が
含
ま

れ
る

と
こ

ろ
、
仲

介
業

者
等

府
令
第

1
2
0
条
第

2
項

は
、
証
明

書
の
携

帯
義

務
は

資
金

需
要

者
等

に
対

し
て

従
業

者
の

身
元

等
を

明

ら
か

に
す

る
た

め
に

定
め

ら
れ

た
も

の
で

あ
る

と
い

う

趣
旨

を
踏

ま
え

、
勧

誘
を

伴
わ

な
い
広

告
の

み
を

行
う

業

務
又

は
営

業
所

等
に

お
い

て
資

金
需

要
者

等
と

対
面

を

す
る

こ
と

な
く

行
う

業
務

に
従

事
す

る
従

業
者

に
は

証

明
書

を
携

帯
さ

せ
る

こ
と

を
要

し
な

い
旨

を
明

確
化

し

た
も

の
で

す
。
 

「
営

業
所

又
は

事
務

所
」（

仲
介

業
者
等

府
令
第

1
2
0
条

第
2
項
）
と

は
、
貸

金
業

貸
付

媒
介
業

者
が

貸
金

業
貸

付

媒
介

業
務

の
全

部
又

は
一

部
を

行
う

施
設

又
は

設
備

を

い
う

も
の

と
考

え
ま

す
。
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

業

務
の

特
性

上
、
貸
金

業
法

施
行

規
則
第

1
条
の

5
第

3
項

及
び
第

4
項
と

同
内

容
の

規
定

を
設
け

る
必

要
は

な
い

も

の
と

考
え

ま
す

。
 

1
5
6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
2
0
条
第

2
項
は
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
の

要
件

を
満

た
す

事
業

者
の

従
業

員
等

が

証
明

書
の

携
帯

を
義

務
付

け
ら

れ
る

場
面

の
例

外
に

つ

い
て

示
し

た
も

の
で

あ
り

、
あ

る
事
業

者
が
「

勧
誘

を
伴

わ
な

い
広

告
の

み
を

行
う

業
務

」
を

行
う

こ
と

の
み

で
直

ち
に
「
媒

介
」
に

該
当

し
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

に
該

当

し
得

る
こ

と
を

意
味

す
る

も
の

で
は

な
い

と
い

う
理

解

で
よ

い
か

。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
2
0
条
第

2
項
は

、
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
者

が
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

に
係

る
業

務
に

従

事
す

る
従

業
者

に
証

明
書

を
携

帯
さ

せ
る

義
務

の
例

外

を
規

定
す

る
も

の
で

あ
り

、
貸

金
業
貸

付
媒

介
業

務
に

該

当
す

る
か

ど
う

か
を

規
定

す
る

も
の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

1
5
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
2
2
条
第

2
号
に

つ
い

て
、
つ

な

ぎ
と

し
て

行
う

貸
付

け
に

つ
い

て
は
、

そ
の

弁
済

日
が
、

新
た

な
貸

付
け

が
実

行
さ

れ
る

日
と

同
じ

で
あ

る
必

要

は
な

く
、
合

理
的

な
時

間
的
幅

は
許
容

さ
れ

る
と

い
う

理

解
で

よ
い

か
。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
2
2
条
第

2
号
は

、
つ

な
ぎ

と
し

て
行

う
貸

付
け

に
係

る
契

約
の

弁
済
日

が
同

条
第

1
号

の

貸
付

け
が

行
わ

れ
る

日
と

同
日

で
あ

る
こ

と
ま

で
は

規

定
し

て
い

ま
せ

ん
が
、
そ
の
性

質
上
、
当

該
弁

済
日

は
第

1
号

の
貸

付
け

が
行

わ
れ

る
日

に
近
接

し
て

設
定

さ
れ

る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

も
の

と
考

え
ま
す

。
 

1
5
8
 

準
用

貸
金

業
法

第
1
2
条
の

8
第

6
項

に
つ

い
て
読

み

替
え

規
定

が
存

在
し

な
い

が
、
媒
介

契
約

に
基

づ
く

債
務

を
被

保
証

債
務

と
す

る
保

証
契

約
を

対
象

と
す

る
も

の

で
あ

る
と

理
解

す
れ

ば
よ

い
か

。
仮

に
金

銭
消

費
貸

借
契

約
に

お
け

る
保

証
業

者
と

の
間

の
保

証
契

約
に

関
す

る

定
め

で
あ

る
と

す
る

と
、

金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は
、

準
用

貸
金

業
法

第
1
2
条
の

8
第

6
項
は

、
媒

介
契

約

に
係

る
保

証
契

約
を

対
象

と
す

る
も
の

と
考

え
ま

す
。
 

 

-
 
5
1
 
-
 

上
、
顧

客
の

証
券

取
引

口
座
を

有
す
る

委
託

元
証

券
会

社

に
お

い
て

手
元

資
金

を
費

消
し

証
券

事
故

の
是

正
処

理

を
行

う
行

為
が

発
生

す
る

も
の

と
想
定

さ
れ

る
。
こ

の
た

め
、
同

口
座

上
で

は
一

見
委
託

元
証
券

会
社

が
顧

客
に

損

失
分

を
支

払
っ

て
い

る
か

の
よ

う
に
見

え
る

も
の

の
、
 

・
 
こ

の
場

合
に

お
け

る
損
失

補
塡
と

は
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
が

、
当

該
行

為
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

を
、
顧
客

に
提

供
す
る

財
産
上

の
利
益

と
し

て
、
委

託

元
証

券
会

社
か

ら
の

請
求

に
応

じ
そ

の
有

す
る

保
証

金
か

ら
負

担
す

る
行

為
を

指
し

、
委

託
元

証
券

会
社

に

お
け

る
当

該
行

為
は

損
失

補
塡

行
為

そ
の

も
の

に
は

該
当

し
な

い
。
 

・
 
ま

た
、
当
該

行
為

に
係
る

記
載
を

含
む

事
故

の
届

出

は
、
当

該
規

定
に

基
づ

き
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
か

ら
な

さ
れ

る
。
 

と
し

て
、
委

託
元

証
券

会
社
か

ら
の
事

故
の

届
出

は
必

要

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

当
せ

ず
、
金
融

商
品

取
引

業
者

等
に
よ

る
事

故
確

認
の

申

請
（
同

条
第

3
項

た
だ

し
書
及

び
第

7
項
）
や

、
当

局
の

事
故

確
認

を
受

け
ず

に
損

失
補

塡
を

し
た

場
合

に
お

け

る
翌

月
末

日
ま

で
の

財
務

局
等

へ
の
報

告
（

金
商

業
等

府

令
第

1
1
9
条
第

3
項

）
を

す
る

必
要
は

な
い

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

1
5
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
1
9
条
の
「
顧

客
の

締
結

し
た

特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
に

関
す

る
照

会
に

対
し

て
速

や

か
に

回
答

で
き

る
体

制
が

整
備

さ
れ
て

い
な

い
場

合
」
に

は
、
特

定
投

資
家

の
保

護
の
た

め
支
障

を
生

ず
る

お
そ

れ

が
あ

る
場

合
に

該
当

し
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

契

約
締

結
前

交
付

書
面

の
交

付
義

務
等
を

負
う

が
、
金

融
商

品
取

引
法

に
お

け
る

従
来

か
ら

の
媒

介
概

念
が

相
当

に

広
い

た
め
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
者

が
行

う
媒

介
の

態

様
・
程

度
も

さ
ま

ざ
ま

で
あ
っ

て
、
常
に
、
投
資

家
が

金

融
商

品
取

引
業

者
と

締
結

し
た

契
約

の
内

容
を

把
握

し

て
い

な
い

場
合

も
考

え
ら

れ
る
（

例
え

ば
、
金

融
商

品
取

引
業

者
の

個
別

商
品

の
詳

細
な

説
明
を

し
た

り
、
金

融
商

品
取

引
業

者
と

の
契

約
に

つ
い

て
契

約
書

の
記

載
方

法

等
の

説
明

を
し

た
り

す
る

場
合

に
は

媒
介

に
当

た
り

う

る
と

考
え

ら
れ

て
き

た
と

理
解

し
て

い
る

）
。

こ
こ

で
い

う
速

や
か

に
回

答
で

き
る

体
制

と
は

ど
の

よ
う

な
体

制

を
意

味
し

て
い

る
か

。
例
え
ば

、
顧
客

か
ら

問
い
合

わ
せ

が
あ

れ
ば
、
顧
客

が
指

定
し
た

金
融
機

関
に

対
し

て
問

い

合
わ

せ
て

回
答

を
す

る
こ

と
と

し
、
そ
の

旨
を

金
融

商
品

取
引

業
者

と
の

契
約

で
規

定
す

る
と

い
う

態
様

で
問

題

な
い

か
。
 

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
体

制
を

整
備

す
る

か
に

つ
い

て
は

、
各

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
の

業
務

運
営

の
状

況

に
応

じ
て

、
顧

客
保

護
や

顧
客

の
利
便

性
の

観
点

か
ら

適

切
に

判
断

す
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す
が

、
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

が
関

知
し

な
い

内
容

に
つ

い
て

相
手

方
金

融

機
関

へ
の

照
会

に
よ

り
回

答
す

る
こ
と

や
、
相
手

方
金

融

機
関

の
連

絡
先

を
顧

客
に

伝
達

す
る

こ
と

に
よ

り
対

応

す
る

こ
と

が
一

律
に

許
容

さ
れ

な
い

わ
け

で
は

な
い

と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

行
為
規

制
（

貸
金

業
貸

付
媒

介
業
務

）
 

1
5
5
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
2
0
条
第

2
項
に

お
い

て
「
準

用
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

に
係

る
業

務
に

は
貸

金
業

貸

176

金融サービス仲介業



 

-
 
5
4
 
-
 

媒
介

契
約

に
つ

い
て

述
べ

て
お

り
、
「

そ
の

媒
介

を
し

よ

う
と

す
る

場
合

」
、「

当
該
契
約

が
成
立

す
る

」
と
の

文
言

は
顧

客
と

の
媒

介
契

約
に

よ
ら

ず
に

媒
介

が
行

わ
れ

る

場
合

に
つ

い
て

述
べ

て
い

る
と

理
解

し
て

い
る

が
そ

の

理
解

で
よ

い
か
（

金
融

サ
ー
ビ

ス
仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ

－
1
－
6
書
面

の
交

付
義

務
⑴
参

照
）
。

す
な

わ
ち

、
資

金

需
要

者
の

委
託

を
受

け
て

媒
介

を
行

う
場

合
に

は
媒

介

契
約

締
結

ま
で

に
、
資

金
需
要

者
の
委

託
を

受
け

ず
に

媒

介
を

行
う

場
合

に
は

金
銭

消
費

貸
借

契
約

の
成

立
ま

で

に
、
そ

れ
ぞ

れ
契

約
締

結
前
の

書
面
の

交
付

を
行

え
ば

よ

い
と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。
他

方
、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

で
は

な
く

貸
金

業
者

が
金

銭
消

費
貸

借
契

約
の

締

結
の

媒
介

を
行

う
場

合
に

つ
い

て
は

、
（

読
替

え
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
か

ら
、
）

資
金

需
要

者
か

ら
委

託
を

受

け
て

い
な

い
場

合
に

は
、
資
金

需
要
者

に
契

約
締

結
前

の

書
面

を
交

付
す

る
必

要
は

な
い

と
い
う

理
解

で
よ

い
か
。
 

す
る

場
合

に
は

当
該

契
約

を
締

結
す
る

ま
で

に
、
当
該

契

約
の

相
手

方
と

な
ろ

う
と

す
る

者
に

対
し

て
所

定
の

書

面
を

交
付

す
る

必
要

が
あ

る
も

の
と
考

え
ま

す
。
 

他
方
、
媒
介

を
行

う
貸

金
業
者

は
、
媒
介

契
約

を
締

結

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
、

当
該

契
約

を
締

結
す

る
ま

で

に
、
当
該

契
約

の
相

手
方

と
な

ろ
う
と

す
る

者
に

対
し

て

所
定

の
書

面
を

交
付

す
る

必
要

が
あ

る
も

の
と

考
え

ま

す
。
貸
金

業
者

が
資

金
需

要
者

と
の
間

で
媒

介
契

約
を

締

結
し

な
い

場
合

に
は

、
書

面
交

付
義
務

は
課

さ
れ

ま
せ

ん

が
、
当

該
契

約
の

締
結

の
有
無

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

1
6
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
0
条
第

3
項
に

お
い

て
「
貸

主

が
当

該
貸

付
け

に
係

る
契

約
の

相
手

方
と

な
ろ

う
と

す

る
者

に
対

し
貸

金
業

法
第

1
6
条

の
2
第

1
項

又
は
第

2

項
の

規
定

に
よ

り
…

事
項

を
記

載
し

た
書

面
を

交
付

し

た
と

き
は

、
金

融
サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
者

は
、
…

準
用

貸
金

業
法

第
1
6
条

の
2
第

1
項
又

は
第

2
項
に

規
定

す
る

書

面
に

第
1
項

各
号

及
び

前
項
に

掲
げ
る

事
項

を
記

載
す

る

こ
と

を
要

し
な

い
」

と
さ

れ
て

い
る
。
 

貸
主

が
書

面
交

付
を

し
た

と
し

て
も
、
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

の
媒

介
契

約
に

つ
い

て
の

書
面

交
付

義
務

は

残
る

こ
と

に
な

る
が
、
こ
の
場

合
の
記

載
事

項
は

仲
介

業

者
等

府
令
第

1
3
0
条
第

1
項
第

1
号
と
第

5
号
、
第

6
号

（
第

2
項

で
規

定
す

る
場

合
も

含
む
）
で
よ

い
の
か

。
仲

介
業

者
等

府
令
第

1
3
2
条
第

1
6
項
も

同
趣

旨
。
 

貸
付

け
に

係
る

契
約

の
締

結
の

媒
介

に
係

る
書

面
で

あ
っ

て
も

、
媒

介
契

約
の

締
結

に
係

る
書

面
で

あ
っ

て

も
、
貸
金

業
貸

付
媒

介
業

者
が

記
載
す

べ
き

事
項

は
異

な

ら
な

い
こ

と
か

ら
、
貸
主

が
交

付
す
る

書
面

に
仲

介
業

者

等
府

令
第

1
3
0
条

第
1
項

各
号

に
掲
げ

る
事

項
又

は
同

条

第
2
項
に

規
定

す
る

事
項

が
記

載
さ
れ

て
い

れ
ば

、
貸

金

業
貸

付
媒

介
業

者
が

交
付

す
る

書
面

に
当

該
事

項
を

記

載
す

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

仲
介
業

者
等

府
令

第
1
3
2

条
第

1
6
項
に

つ
い

て
も

同
様
と

考
え
ま

す
。
 

1
6
5
 

準
用

貸
金

業
法
第

1
6
条

の
2
第

3
項
は

、「
貸
付

け
に

係
る

契
約

に
つ

い
て

保
証

契
約

を
締

結
し

よ
う

と
す

る

場
合

に
は

」
と

定
め
ら

れ
て
お

り
、
保

証
契

約
の
締

結
の

媒
介

と
い

う
読

替
規

定
は

用
意

さ
れ
て

い
な

い
の

で
、
媒

介
契

約
の

保
証

契
約

の
み

を
対

象
と

し
て

い
る

と
い

う

理
解

で
よ

い
か

。
 

仮
に
、
金
銭

消
費

貸
借

契
約
の

保
証
契

約
も

対
象

に
な

る
と

す
る

と
、

媒
介

が
要

件
と

な
っ

て
い

な
い

こ
と

か

ら
、

適
用

範
囲

が
広

く
な

り
す

ぎ
る

よ
う

に
思

わ
れ

る

（
金

銭
消

費
貸

借
契

約
の

締
結

後
に

貸
主

と
保

証
人

と

準
用

貸
金

業
法

第
1
6
条
の

2
第

3
項
は

、
貸

金
業

貸

付
媒

介
業

者
が

媒
介

契
約

に
係

る
保

証
契

約
を

締
結

し

よ
う

と
す

る
場

合
に

適
用

さ
れ

る
も
の

で
す

。
同

項
に

基

づ
く

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
0
条

第
4
項
、
第

6
項

、
第

8
項

及
び

第
9
項
も

同
様

と
考

え
ま
す

。
 

 

-
 
5
3
 
-
 

貸
付

け
に

係
る

契
約
（

金
銭
消

費
貸
借

契
約

）
の
債

権
の

消
滅

の
日

や
解

除
の

日
な

ど
は

知
り
得

な
い

た
め
、
同
条

第
7
項
の

記
録

を
、
仲

介
業
者

等
府
令
第

1
2
4
条

に
定

め

ら
れ

る
日

ま
で

保
存

す
る

の
は

事
実

上
不

可
能

で
は

な

い
か

と
思

わ
れ

る
。
 

1
5
9
 

準
用

貸
金

業
法

第
1
4
条
の
掲

示
に
つ

い
て

、
貸

金
業

者
が

自
ら

の
商

品
に

つ
い

て
条

件
を

掲
示

す
る

こ
と

が

想
定

さ
れ

て
い

る
の

に
対

し
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
複

数
の

貸
金

業
者

の
商
品

を
取
り

扱
う

こ
と

が
想

定

さ
れ

て
い

る
た

め
、
よ

り
概
括

的
な
記

載
と

な
る

と
思

わ

れ
る
。
例
え

ば
、
利

率
は
、
○

％
か
ら

○
％

と
い

う
記

載

が
許

容
さ

れ
て

い
る

と
理

解
し

て
い
る

が
、
返

済
の

方
式

や
返

済
期

間
な

ど
も

全
て

の
商

品
を

カ
バ

ー
す

る
よ

う

に
記

載
し

て
掲

示
す

る
の

は
困

難
と
思

わ
れ

る
。
主

な
取

扱
商

品
に

つ
い

て
の

掲
示

で
足

り
る

こ
と

に
で

き
な

い

か
。
 

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

者
は

、
取

り
扱
う

全
て

の
商

品
の

貸
付

条
件

等
を

掲
示

す
る

必
要

が
あ
り

ま
す

。
 

貸
付

条
件

等
の

掲
示

に
当

た
っ

て
概

括
的

な
記

載
を

行
う

こ
と

が
一

律
に

許
容

さ
れ

な
い

わ
け

で
は

な
い

と

考
え

ま
す

が
、
貸

付
条

件
等
の

掲
示
は
、
顧
客

に
対

す
る

情
報

提
供

の
充

実
を

図
り

、
契

約
者
に

貸
付

条
件

等
に

関

す
る

誤
認
・
錯

誤
を

生
じ

さ
せ

な
い
た

め
に

義
務

付
け

ら

れ
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
概
括

的
な
記

載
に

よ
り
、
顧
客

に
十

分
な

情
報

提
供

が
な

さ
れ

な
い
こ

と
と

な
っ

た
り

、

誤
認

や
錯

誤
を

生
じ

さ
せ

た
り

し
な

い
よ

う
留

意
し

た

掲
示

が
行

わ
れ

る
必

要
が

あ
る

も
の
と

考
え

ま
す

。
 

1
6
0
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
2
8
条
第

5
項
の

「
見

や
す

い
」

と
は
、
認
識

す
る

こ
と

を
妨
げ

る
遮
蔽

物
等

が
な

け
れ

ば

足
り

、
特

段
、
文

字
の

フ
ォ
ン

ト
や
大

き
さ

は
関

係
な

い

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

準
用

貸
金

業
法

第
1
4
条

の
規

定
に
よ

る
掲

示
の

文
字

の
書

式
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

可
読
性

及
び

判
読

性
が

確

保
さ

れ
る

よ
う

に
設

定
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

1
6
1
 

準
用

貸
金

業
法

第
1
5
条
の
「

貸
付
け

の
条

件
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

と
き

」
の
「
貸

付
け
」
に
つ

い
て

は
、
媒

介
契

約
を

含
ま

ず
、
金

銭
消
費

貸
借
契

約
（

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
の
「
資

金
の
貸

付
け

等
を

内
容

と

す
る

契
約

」
）

の
み

を
指

す
と
い

う
理
解

で
よ

い
か

。
 

「
貸

付
け

の
条

件
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

と
き

」
と

は
、
媒
介

を
行

う
貸

付
け

に
係

る
契
約

又
は

媒
介

契
約

の

条
件

に
つ

い
て

広
告

を
行

う
場

合
を

意
味

す
る

も
の

と

考
え

ま
す

。
 

1
6
2
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
2
9
条
第

3
項
の
「

貸
付

け
の

契

約
」
と

は
、
貸

金
業

法
第

2
条

第
1
項

の
「
金

銭
の

貸
付

け
又

は
金

銭
の

貸
借

の
媒

介
」
、「

金
銭

の
交

付
又

は
金

銭

の
授

受
の

媒
介

」
を
そ

の
内
容

と
し
て

要
し

、
刑
罰

法
規

に
も

関
係

す
る

た
め

、
例
え
ば

、
貸
付

債
権

を
直
ち

に
譲

り
受

け
る

者
で

あ
っ

て
媒

介
を

し
て

い
な

い
者

に
つ

い

て
は

、
資

金
需

要
者
と

締
結
す

る
契
約

が
な

い
の

で
、
該

当
す

る
余

地
が

な
い

と
い

う
理

解
で
よ

い
か

。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
0
条
第

4
項
第

4
号

以
下

に
も

関
係

す
る

。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
2
9
条
第

3
項
は

、
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
者

が
貸

付
け

の
条

件
を

広
告
す

る
と

き
、
又
は

媒

介
を

行
う

貸
付

け
に

係
る

契
約

若
し
く

は
媒

介
契

約
（

こ

れ
ら

の
契

約
に

係
る

保
証

契
約

を
含
む

）
に

つ
い

て
勧

誘

を
す

る
場

合
に

お
い

て
貸

付
け

の
条

件
の

表
示

等
を

す

る
と

き
に

、
表

示
す

べ
き

事
項

等
を

規
定

す
る

も
の

で

す
。
 

ご
指

摘
の

貸
付

債
権

の
譲

受
人

に
は
、
基
本

的
に

仲
介

業
者

等
府

令
第

2
章
第

2
節
第

6
款

の
規

定
は

適
用

さ
れ

な
い

も
の

と
考

え
ま

す
が

、
貸

金
業
法

第
2
4
条
第

2
項

に
基

づ
き

貸
金

業
法

の
規

定
が

準
用

さ
れ

得
る

こ
と

に

は
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

と
考
え

ま
す

。
 

1
6
3
 

「
貸

付
け

に
係

る
契

約
」
、
準
用

貸
金
業

法
第

1
6
条
の

2
に
お

け
る

「
貸

付
け

に
係
る

契
約
…

の
締

結
…

を
し

よ

う
と

す
る

場
合

」
、「

当
該
契
約

を
締
結

し
」
と

の
文

言
は

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

者
は

、
貸

付
け
に

係
る

契
約

の
締

結
の

媒
介

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
当

該
契

約
が

成

立
す

る
ま

で
に
、
ま
た
、
媒
介

契
約
の

締
結

を
し

よ
う

と
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▼
帳
簿

書
類

等
 

1
6
9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、

契
約

締
結

前
交

付
書

面
、
契
約

締
結

時
交
付

書
面
の

作
成
・
交
付

が
義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
た

め
、
仲

介
業
者

等
府
令
第

1
3
8
条

に
お

い

て
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

帳
簿

書
類

に
こ

れ
ら

の

書
面

を
含

め
る

必
要

が
あ

る
の

で
は
な

い
か

。
 

金
融

商
品

取
引

業
者

に
は

、
契

約
締
結

前
交

付
書

面
、

契
約

締
結

時
交

付
書

面
に

つ
い

て
、
保
存

の
義

務
が

課
せ

ら
れ

て
い

る
が
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲
介

業
者

に
は

課
さ

れ

て
い

な
い

と
い

う
の

は
規

制
の

バ
ラ

ン
ス

を
欠

く
と

思

わ
れ

る
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
、

契
約

締
結

前
交

付
書

面
、
契

約
締

結
時

交
付

書
面
の

保
存
義

務
を

課
さ

な
い

の

で
あ

れ
ば
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業
で

取
り

扱
え

る
商

品

に
係

る
契

約
締

結
前

交
付

書
面

、
契

約
締

結
時

交
付

書
面

は
金

融
商

品
取

引
業

者
に

お
い

て
も

保
存

義
務

を
課

さ

な
い

と
い

う
措

置
が

必
要

な
の

で
は
な

い
か

。
 

そ
も

そ
も

昨
今

の
D
X
の
考
え

方
に
照

ら
し

て
も

、
顧

客
に

交
付

し
た

書
面
（

の
写
し

）
を
法

定
帳

簿
と
し

て
長

期
間

保
存

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

の
か

こ
の

機
に

検
討

さ

れ
て

は
ど

う
か

。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
8
条
で

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の
特

性
や

監
督

上
の

必
要

性
、
既

存
の

仲
介

事
業

者

に
対

す
る

規
制

と
の

整
合

性
等

を
考
慮

し
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
が

作
成
・
保

存
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
帳

簿

書
類

と
し

て
必

要
と

考
え

ら
れ

る
事

項
を

定
め

て
い

ま

す
。
 

な
お
、
金
融

商
品

取
引

業
者
に

つ
い
て

も
、
電

磁
的

記

録
に

よ
る

帳
簿

書
類

の
作

成
・
保

存
が

認
め

ら
れ

て
い

ま

す
。
 

1
7
0
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
8
条
は

、
業

務
に

関
す

る
帳

簿

書
類

の
作

成
及

び
保

存
に

つ
い

て
定
め

て
い

る
が
、
こ
の

中
に

契
約

締
結

前
交

付
書

面
及

び
契

約
締

結
時

交
付

書

面
が

掲
げ

ら
れ

て
い

な
い

。
 

一
方

、
金

商
業

等
府
令
第

1
5
7
条

に
お

い
て

は
、
契

約

締
結

前
交

付
書

面
及

び
契

約
締

結
時

交
付

書
面

も
含

め

た
具

体
的

な
書

類
及

び
保

存
期

間
を
定

め
て

い
る

。
 

契
約

締
結

前
交

付
書

面
及

び
契

約
締

結
時

交
付

書
面

の
保

存
に

関
し
、
金
商

業
等
府

令
第

1
5
7
条

と
平

仄
を

合

わ
せ

る
べ

き
で

は
な

い
か

。
 

1
7
1
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
8
条
第

5
号
で

は
、
「

貸
付

け

の
契

約
に

定
め

ら
れ

た
最

終
の

支
払

期
日

…
の

い
ず

れ

か
遅

い
日

」
か

ら
少

な
く

と
も

1
0
年
間

の
帳

簿
保

存
義

務
が

課
さ

れ
て

い
る

が
、
金
銭

消
費
貸

借
契

約
の

最
終

の

支
払

期
日

等
の

把
握

は
難

し
い

。
こ
こ

で
い

う
「
貸

付
け

の
契

約
に

定
め

ら
れ

た
最

終
の

支
払
期

日
」
と

は
、
媒
介

契
約

を
指

し
て

い
る

と
の

理
解

で
よ
い

か
。
 

「
貸

付
け

の
契

約
に

定
め

ら
れ

た
最
終

の
支

払
期

日
」

は
、

媒
介

契
約

（
当

該
契

約
に

係
る
保

証
契

約
を

含
む

）

に
係

る
手

数
料

等
の

債
務

の
支

払
期

日
を

指
し

て
い

ま

す
。
 

1
7
2
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
9
条
第

5
項
第

2
号

、
第

3
号

、

第
4
号
に

つ
い

て
、
例

え
ば
第

4
号
に

よ
り

帳
簿

記
載

事

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
9
条
第

6
項

第
5
号
に

お
い

て
、「

取
引
の

内
容

に
係

る
部
分

に
つ
い

て
は
、
金
融

サ
ー

 

-
 
5
5
 
-
 

の
間

で
保

証
契

約
が

締
結

さ
れ

た
場
合

な
ど
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
関

与
し

な
い

保
証

契
約

も
書

面
交

付

の
対

象
に

な
る

と
す

る
と

書
面

交
付

は
困

難
で

あ
る

）
。

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
0
条
第

4
項

の
ほ

か
同

条
第

6

項
、
第

8
項
、
第

9
項
も

同
趣

旨
。
 

1
6
6
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
0
条
第

6
項
第

5
号

に
「
貸

付

け
の

契
約

に
関

し
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

受
け

取

る
書

面
の

内
容

」
と

あ
る

。
他

方
で
同

内
閣

府
令
第

1
3
2

条
第

1
項

第
3
号
や

、
同

条
第

3
項

第
3
号

は
、
「

貸
主

が
受

け
取

る
書

面
の

内
容

」
な

っ
て
い

る
。
保

証
契

約
か

否
か

で
異

な
る

も
の

と
し

て
い

る
の
か

。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
0
条
第

6
項
第

5
号

は
、
貸
金

業
貸

付
媒

介
業

者
が

媒
介

契
約

に
係

る
保

証
契

約
を

締

結
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、
媒
介

契
約
（

当
該

契

約
に

係
る

保
証

契
約

を
含

む
）
に

関
し

当
該

貸
金

業
貸

付

業
者

が
受

け
取

る
書

面
の

内
容

を
記

載
事

項
と

す
る

こ

と
を

規
定

し
て

い
ま

す
。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
2
条
第

1
項
第

3
号
及

び
第

3

項
第

3
号

は
、
貸
金

業
貸

付
媒

介
業
者

が
媒

介
契

約
の

締

結
又

は
貸

付
け

に
係

る
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

し
た

場

合
に

お
い

て
、
媒
介

を
行

う
貸

付
け
に

係
る

契
約

に
関

し

貸
主

が
受

け
取

る
書

面
の

内
容

を
記

載
事

項
と

す
る

こ

と
を

規
定

し
て

い
ま

す
。
 

1
6
7
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
2
条
第

2
項
各

号
で

は
、
「

貸

付
け

の
利

率
」（

準
用

貸
金

業
法

第
1
7
条

第
1
項
第

4
号
）

「
賠

償
額

の
予

定
に

関
す

る
定

め
が
あ

る
と

き
は
、
そ
の

内
容

」（
同

項
第

7
号

）「
契
約

上
、
返
済

期
日

前
の

返
済

が
で

き
る

か
否

か
及

び
返

済
が

で
き
る

と
き

は
、
そ

の
内

容
」（

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
2
条
第

1
項

第
5
号

）「
期

限
の

利
益

の
喪

失
の

定
め

が
あ

る
と
き

は
、
そ

の
旨

及
び

そ
の

内
容

」（
同
項

第
6
号
）
に

変
更
が

あ
っ

た
場

合
（

契

約
の

相
手

方
の

利
益

と
な

る
変

更
を
加

え
る

場
合

に
は
、

当
該

事
項

を
除

く
）
に

は
、
重

要
事
項

変
更

時
書

面
の

交

付
を

要
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、

貸
付

け
に

係
る

契
約

（
金

銭
消

費
貸

借
契

約
）
の
成

立
後
の

条
件

変
更

な
ど

は

あ
ず

か
り

知
ら

な
い

場
合

も
あ

る
こ
と

か
ら
、
重
要

事
項

変
更

時
書

面
は

そ
の

変
更

契
約

を
媒

介
し

た
場

合
な

ど

に
限

定
す

る
べ

き
で

は
な

い
か

。
 

貸
主

と
顧

客
と

の
二

者
間

で
貸

付
け

に
係

る
契

約
の

内
容

が
変

更
さ

れ
、
貸
金

業
貸

付
媒
介

業
者

が
そ

の
変

更

を
関

知
し

て
い

な
い

場
合

に
は

、
当
該

貸
金

業
貸

付
媒

介

業
者

に
準

用
貸

金
業

法
第

1
7
条

第
1
項

後
段

に
規
定

す

る
交

付
義

務
は

生
じ

な
い

も
の

と
考
え

ま
す

。
 

他
方

で
、
貸
金

業
貸

付
媒

介
業

者
が
貸

付
け

に
係

る
契

約
の

内
容

の
変

更
に

関
与

し
た

場
合

又
は

媒
介

契
約

の

内
容

を
変

更
し

た
場

合
に

は
、
同

項
後

段
に

規
定

す
る

交

付
義

務
が

生
じ

る
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

1
6
8
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
4
条
各

号
で
は

、「
債
務

者
等

」

（
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
2
8
条

第
2
項
に

規
定

す
る

債
務

者
等

）
と

あ
る
が

、
こ
れ

は
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
監

督
指

針
Ⅷ

－
1
－

8
⑴

①
の
「

債
務

者
等
（

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

務
に

係
る

媒
介

手
数

料
の

債
務

者
及

び
当

該

媒
介

手
数

料
債

権
を

対
象

と
す

る
保

証
人

を
い

う
）
」

と

の
理

解
と

同
じ

で
よ

い
か

。
 

「
債

務
者

等
」（

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
4
条
）
と
は

、

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

務
を

行
う

に
際

し
て

貸
金

業
貸

付

媒
介

業
者

が
締

結
す

る
媒

介
契

約
（
当

該
契

約
に

係
る

保

証
契

約
を

含
む

）
の

相
手

方
を

指
す
も

の
と

考
え

ま
す

。
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-
 
5
8
 
-
 

行
為

と
し

て
銀

行
代

理
業

に
は

該
当

し
な

い
も

の
と

整

理
さ

れ
て

い
る

と
理

解
し

て
い

る
。
 

ま
た

、
同

じ
く

S
P
C
（

特
別
目

的
会
社

）
に

対
す

る
貸

金
業

者
に

よ
る

貸
付

に
つ

い
て

、
当

該
S
P
C
か

ら
投

資
一

任
契

約
を

受
託

す
る

金
融

商
品

取
引
業

者
（
投

資
運

用
業

者
）
が

、
貸

金
業

者
と

当
該

S
P
C
の
間

の
貸

付
け

の
成

立

に
尽

力
し

て
い

る
こ

と
は

、
一

般
に
、

当
該

S
P
C
＝

顧
客

（
借

入
人
）
の
代

理
と

し
て
貸

金
の
仲

介
＝

貸
金

業
に

は

該
当

し
な

い
も

の
と

整
理

さ
れ

て
い

る
と

理
解

し
て

い

る
。
 

上
記

の
整

理
は
、
今
回

の
金
融

サ
ー
ビ

ス
提

供
法

の
制

定
に

よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ

影
響
を

受
け
る

こ
と

が
あ

る
の

か

確
認

し
た

い
。
 

す
な

わ
ち

、
上

記
の

行
為

を
行

う
投
資

一
任

業
者

は
、

預
金

等
媒

介
業

務
の

定
義

上
、
顧
客

の
た

め
に

行
う

媒
介

は
排

除
さ

れ
な

い
こ

と
か

ら
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

登
録

を
行

う
必

要
が

あ
る

か
。
ま

た
、
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

の
定

義
上

、
当
該

S
P
C
＝

顧
客
（

借
入

人
）

の
代

理

と
し

て
行

為
す

る
範

囲
に

お
い

て
は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の
登

録
を

行
う

必
要

が
な

い
か
。
 

ま
た
、
当
該

S
P
C
か
ら

投
資
助

言
契
約

を
受

託
す

る
金

融
商

品
取

引
業

者
（
投

資
助
言
・
代

理
業

者
）
が

行
う

場

合
に

は
ど

う
か

。
 

加
え

て
、

当
該

S
P
C
＝

顧
客
（

借
入
人

）
の

代
理

に
つ

い
て

、
個

別
具

体
的

な
代

理
権

を
有

し
て

い
な

い
場

合

（
投

資
一

任
契

約
又

は
投

資
助

言
契

約
な

ど
に

基
づ

く

包
括

的
な

代
理

権
の

場
合

）
に

は
、
個

別
の

委
任
行

為
が

求
め

ら
れ

る
の

か
。
 

を
行

う
場

合
に

は
、

こ
れ

ら
の

業
務

に
は

該
当

し
ま

せ

ん
。
 

1
7
6
 

従
来

よ
り
、
銀
行

に
お

い
て
は

4
者
型

提
携

ロ
ー

ン
と

呼
ば

れ
る

ス
キ

ー
ム

で
顧

客
に

対
し

て
資

金
の

貸
付

け

を
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
、

こ
れ

に
関

与
す

る
保

証
会

社

（
信

販
会

社
で

あ
る

場
合

が
大

半
で
あ

る
）
に

お
い

て
は

（
銀

行
の

委
託

と
し

て
の

貸
金

の
媒
介

の
た

め
の
）
銀
行

代
理

業
の

許
可

と
（
顧

客
の
委

託
と
し

て
の

貸
金

の
媒

介

の
た

め
の
）
貸
金

業
の

登
録
を

得
ず
に

こ
の

ス
キ

ー
ム

を

行
っ

て
い

る
。
 

こ
の

ス
キ

ー
ム

は
、
保

証
会
社

の
保
証

業
務

を
遂

行
す

る
た

め
に

不
可

欠
な

貸
付

債
権

を
発
生

さ
せ

る
た

め
に
、

顧
客

と
の

間
で

顧
客

に
代

理
し

て
借

入
契

約
を

締
結

す

る
た

め
の

借
入

委
託

契
約

と
こ

れ
に

紐
づ

く
保

証
委

託

 

-
 
5
7
 
-
 

項
と

な
る

準
用

貸
金

業
法
第

1
7
条
第

1
項
第

3
号

の
「

貸

付
け

の
金

額
」
は

、
金

融
サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
は

必
ず

し

も
最

終
的

な
貸

付
け

の
金

額
を

知
り

得
る

立
場

に
な

い

よ
う

に
思

わ
れ

る
。
そ

の
他
の

帳
簿
記

載
事

項
に

つ
い

て

も
、
媒

介
の

対
象

と
な

っ
た
金

銭
消
費

貸
借

契
約

の
内

容

を
前

提
と

す
る

と
同

様
か

と
思

わ
れ
る
。
こ
れ

ら
す

べ
て

の
記

載
事

項
に

つ
い

て
、
媒
介

契
約
を

前
提

と
し

た
記

載

と
解

し
て

よ
い

か
。
そ

の
場
合

、
貸

付
け

の
金

額
、
貸

付

け
の

利
率

、
返

済
の
方

式
な
ど

は
、
ど

の
よ

う
な
記

載
と

な
る

か
。
 

ビ
ス

仲
介

業
者

が
知

り
得

た
事

項
」
を

帳
簿

書
類

に
記

載

す
る

こ
と

を
求

め
て

お
り

、
準
用

貸
金
業

法
第

1
7
条
第

1

項
第

3
号

に
掲

げ
る

事
項

と
し

て
は
、
例

え
ば
、
準
用

貸

金
業

法
第

1
7
条

第
1
項

に
規

定
す
る

書
面

に
記

載
し

た

「
媒

介
を

行
っ

た
貸

付
け

の
金

額
」
を

記
載

す
る

こ
と

が

考
え

ら
れ

ま
す

。
 

 
▼

指
定
紛

争
解

決
機

関
 

1
7
3
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
5
8
条
第

1
項
に

お
い

て
「
法

第

6
9
条

第
1
項
の

規
定

に
よ
る

指
定
紛

争
解

決
機

関
が

作

成
す

べ
き

紛
争

解
決

等
業

務
に

関
す
る

報
告

書
」
と

あ
る

が
、
「
法

第
6
9
条
第

2
項

」
の

誤
り
で

は
な

い
か

。
 

指
定

紛
争

解
決

機
関

に
報

告
書

の
作

成
を

義
務

付
け

る
規

定
は

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

6
9
条

第
1
項

で
す

。
 

 
▼

別
紙
様

式
関

係
 

1
7
4
 

仲
介

業
者

等
府

令
別

紙
様

式
第

1
号
（
第

7
条
、
第

1
8

条
第

1
項

、
第

1
9
条

第
1
項

関
係
）

の
登

録
申

請
書

に

つ
い

て
は
、
登
録

番
号

を
割
り

振
ら
れ

る
前

の
最

初
の

申

請
で

あ
る

の
で
、
法
人

の
場
合

は
法
人

番
号

の
記

載
を

行

わ
せ

る
の

が
適

切
と

考
え

る
。

 

そ
の

他
の

様
式

に
つ

い
て

は
、

登
録
番

号
に

よ
っ

て
、

当
該

登
録

番
号

の
事

業
者

で
あ

る
と

の
一

意
な

識
別

が

可
能

で
あ

る
が
、
そ
の

事
業
者

が
ど
の

法
人

番
号

の
事

業

者
で

あ
る

の
か

に
つ

い
て
、
最

初
に
厳

密
に

把
握

が
行

わ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。
こ

れ
が
行

わ
れ
て

い
る

か
い

な
い

か

で
、
公

正
性

及
び

利
便

性
に
つ

い
て
大

き
な

違
い

が
あ

る

は
ず

で
あ

る
が
、
登
録

申
請
書

に
お
い

て
法

人
番

号
が

付

さ
れ

て
い

れ
ば

、
金
融

庁
に
も

他
の
行

政
機

関
に

も
、
ま

た
事

業
者

や
市

民
に

も
公

正
性

及
び

利
便

性
に

よ
る

大

き
な

利
益

が
あ

る
の

で
、
こ
の

様
式
に

お
い

て
は

、
法
人

の
場

合
は

法
人

番
号

の
記

載
を

行
わ

せ
る

よ
う

に
さ

れ

た
い

。
 

登
録

申
請

者
の

法
人

番
号

に
つ

い
て
は

、
登

録
申

請
書

の
添

付
書

類
と

さ
れ

て
い

る
登

記
事

項
証

明
書

等
に

よ

り
確

認
で

き
る

た
め

、
本

様
式

に
お
い

て
別

途
記

載
を

求

め
る

必
要

は
な

い
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

 
▼

そ
の
他
 

1
7
5
 

い
わ

ゆ
る

不
動

産
の

流
動

化
・
証

券
化
商

品
に

お
い

て

は
、
S
P
C（

特
別
目

的
会

社
）
に

対
す
る

銀
行

に
よ

る
貸

付

け
に

つ
い

て
、
当

該
S
P
C
か
ら

投
資
一

任
契

約
を

受
託

す

る
金

融
商

品
取

引
業

者
（
投
資

運
用
業

者
）
が
、
銀
行

と

当
該

S
P
C
の

間
の

貸
付

け
の
成

立
に
尽

力
し

て
い

る
こ

と

は
、

一
般

に
、

当
該

S
P
C
＝
顧

客
（
借

入
人

）
の

た
め

の

ご
指

摘
の

個
々

の
事

例
の

詳
細

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
預

金
等

媒
介
業

務
の

う
ち

金
融

サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
1
1
条
第

2
項

第
2
号

に
係

る
業

務
及

び
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

は
、
資

金
の

貸
付

け
又

は
手

形

の
割

引
を

内
容

と
す

る
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

行
う

業

務
と

定
義

さ
れ

て
お

り
、
こ
う

し
た
契

約
の

締
結

の
代

理
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-
 
6
0
 
-
 

を
行

っ
て

い
る

業
者

が
複

数
存

在
し
て

い
る
。
顧
客

か
ら

の
依

頼
に

基
づ

き
、
金

融
機
関

に
振
込

を
中

継
し

て
い

る

だ
け

と
い

う
理

由
で
、
銀
行
代

理
業
の

許
可

も
資

金
移

動

業
の

登
録

も
行

っ
て

い
な

い
業

者
が
い

る
が
、
顧
客

側
の

代
行

と
い

う
こ

と
で

あ
れ

ば
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の

登
録

が
い

る
と

い
う

こ
と

に
な

る
の
か

。
 

1
1
条
第

2
項

第
3
号
に

掲
げ
る

行
為
に

係
る

業
務

は
、
銀

行
等

の
た

め
に

為
替

取
引

を
内

容
と

す
る

契
約

の
締

結

の
媒

介
を

行
う

業
務

と
定

義
さ

れ
て
お

り
、
顧
客

の
た

め

に
媒

介
を

行
う

場
合

に
は

、
当

該
業
務

に
は

該
当

し
ま

せ

ん
。
 

1
7
9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
の

兼
業

規
制
に

関
し

て
、
例

え

ば
、

金
融

庁
管

轄
ラ

イ
セ

ン
ス

で
あ
る

「
投

資
運

用
業
」

や
「

投
資

助
言
・
代
理

業
」
並

び
に
「

第
二

種
金

融
商

品

取
引

業
」
あ

る
い

は
国

土
交
通

省
管
轄

ラ
イ

セ
ン

ス
で

あ

る
「
不

動
産

特
定

共
同

事
業
法

」
や
「

不
動

産
投

資
顧

問

業
」
や
「

宅
地

建
物

取
引

業
」
な
ど

の
ラ

イ
セ

ン
ス

保
有

企
業

が
、
新

た
に

金
融

サ
ー
ビ

ス
仲
介

業
の

登
録

を
受

け

る
こ

と
は

可
能

か
。
 

ご
指

摘
の
「

投
資

運
用

業
」
、「

投
資

助
言
・
代

理
業

」
、

「
第

二
種

金
融

商
品

取
引

業
」
、
「

不
動

産
特

定
共

同
事

業
」
、「

不
動
産

投
資

顧
問

業
」
及

び
「
宅

地
建

物
取

引
業

」

に
つ

い
て

は
、
登

録
拒

否
事
由

に
該
当

し
な

い
限

り
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

と
兼

業
す

る
こ
と

は
可

能
で

す
。
 

1
8
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
6
条

第
6
項

に
関

し
て

、

複
数

の
相

手
方

金
融

機
関

と
の

間
で

預
金

等
媒

介
業

務

を
行

う
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が
、
そ

の
う

ち
の

一
つ

の
相

手
方

金
融

機
関

を
所

属
銀

行
と

す
る

銀
行

代
理

業

者
と

な
っ

た
場

合
、
他

の
金
融

機
関
と

の
間

で
預

金
等

媒

介
業

務
を

行
う

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
を

継
続

す
る

こ

と
は

で
き

る
の

か
教

え
て

ほ
し

い
。
反

対
に

、
複
数

の
所

属
銀

行
と

の
間

で
銀

行
代

理
業

を
営

む
銀

行
代

理
業

者

が
、
そ

の
う

ち
の

一
つ

の
所
属

銀
行
を

相
手

方
金

融
機

関

と
す

る
預

金
等

媒
介

業
務

を
行

う
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

業
者

と
な

っ
た

場
合
、
他
の
金

融
機
関

を
所

属
銀

行
と

す

る
銀

行
代

理
業

を
継

続
す

る
こ

と
は

で
き

る
の

か
教

え

て
ほ

し
い

。
 

預
金

等
媒

介
業

者
が

銀
行

代
理

業
者

と
な

っ
た

と
き

は
、
預
金

等
媒

介
業

務
を

引
き

続
き
行

う
こ

と
は

で
き

ま

せ
ん
。
ま
た
、
銀
行

代
理

業
者

が
預
金

等
媒

介
業

者
と

な

っ
た

と
き

は
、
銀
行

代
理

業
を

引
き
続

き
営

む
こ

と
は

で

き
ま

せ
ん

。
 

1
8
1
 

預
金

等
媒

介
業

務
の

み
を

電
子

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

に
よ

っ
て

行
う

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
が
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
8
条
に

基
づ
き

電
子

決
済

等
代

行

業
を

行
っ

て
い

る
と

す
る

。
こ

こ
に
お

い
て

、
当
該

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
銀

行
代

理
業
者

と
な

っ
た

場
合
、

同
法

第
1
6
条
第

6
項

の
規
定

に
よ
り

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
で

な
く

な
る

こ
と

か
ら

、
別

に
電

子
決

済
等

代
行

業
の

登
録

を
受

け
な

け
れ

ば
、
電
子

決
済

等
代

行
業

を
継

続
で

き
な

い
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

で
な

く
な
っ

た
者

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
8
条
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

電
子

決
済

等
代

行
業

を
行

う
こ

と
は

で
き
ま

せ
ん

。
 

1
8
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
、
相
手

方
金

融
機

関
と

の

間
で

特
定

の
商

品
に

関
す

る
媒

介
業

務
に

関
す

る
委

託

関
係

が
あ

る
と

き
に
、
そ
れ
以

外
の
商

品
に

つ
い

て
媒

介

に
至

ら
な

い
程

度
の

広
告

の
受

託
を

行
う

場
合

に
お

け

ご
質

問
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か
で

な
く

、
広

告
の

内
容

が
媒

介
に

該
当

す
る

か
ど

う
か
は

、
個

別
事

例
ご

と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と

考
え

ま
す

が
、
仮

に
媒

介
に
は

該
当
せ

ず
、
誤

認
防

止
措

 

-
 
5
9
 
-
 

契
約

を
締

結
し
、
こ
れ

に
基
づ

き
当
該

借
入

委
託

契
約

の

範
囲

内
で
、
保
証

会
社

が
顧
客

に
代
理

し
て

銀
行

と
の

間

で
借

入
契

約
を

締
結

す
る

も
の

で
あ
る

。
そ

し
て
、
場
合

に
よ

っ
て

は
、

銀
行

が
そ

の
審

査
業

務
又

は
回

収
業

務

（
プ

ラ
イ

マ
リ

ー
・
サ

ー
ビ
シ

ン
グ
）
の
一

部
若
し

く
は

全
部

を
か

か
る

保
証

会
社

に
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合

も
考

え
ら

れ
る

。
 

改
正

法
の

施
行

の
日

以
降

に
お

い
て
も
、
こ
の

よ
う

な

4
者
型

提
携

ロ
ー

ン
に

お
け
る

保
証
会

社
の

業
務

を
営

む

に
当

た
り
、
貸
金

業
・
銀

行
代

理
業
・
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の
い

ず
れ

の
ラ

イ
セ

ン
ス

も
不

要
で

あ
る

と
の

理

解
で

よ
い

か
教

え
て

ほ
し

い
。
ま

た
、
資

金
使

途
が

割
賦

販
売

法
に

お
け

る
指

定
商

品
又

は
指

定
役

務
に

該
当

す

る
場

合
と

該
当

し
な

い
場

合
、
及
び

貸
付

資
金

が
事

業
性

資
金

で
あ

る
場

合
と

な
い

場
合

で
結

論
に

影
響

が
あ

れ

ば
併

せ
て

教
え

て
ほ

し
い

。
 

1
7
7
 

外
国

銀
行

の
海

外
拠

点
が

借
主

た
る

海
外

の
法

人
顧

客
か

ら
依

頼
を

受
け

て
、
来
日

し
て
邦

銀
に

対
し

て
シ

ン

ジ
ケ

ー
ト

ロ
ー

ン
へ

の
貸

手
と

し
て

の
参

加
を

勧
誘

す

る
こ

と
は
、
貸
手

で
あ

る
邦
銀

か
ら
経

済
的

対
価

を
取

ら

ず
、
顧

客
の

た
め

に
融

資
を
媒

介
し
て

い
る

と
評

価
で

き

る
の

で
あ

れ
ば

、
当

該
外

国
銀

行
海
外

拠
点

の
行

為
は
、

銀
行

代
理

業
の

許
認

可
対

象
行

為
に
は

該
当

せ
ず
、
ま
た

貸
手

は
邦

銀
で

あ
る

こ
と
、
国

内
所
在

の
借

入
人

の
た

め

に
融

資
の

媒
介

を
行

っ
て

い
る

わ
け
で

は
な

い
た

め
、
貸

金
業

登
録

を
す

る
必

要
は

な
い

の
で

は
な

い
か

と
考

え

ら
れ

る
。
 

今
回

の
法

改
正

で
、
銀

行
等
と

顧
客
と

の
間

の
資

金
の

貸
付

け
を

内
容

と
す

る
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

す
る

こ

と
が
、
預
金

等
媒

介
業

務
の
一

つ
と
し

て
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
の

対
象

と
さ

れ
、「

銀
行

等
の
た

め
に
」
と
い

う
要

件
が

融
資

に
つ

い
て

は
規

定
さ

れ
て
い

な
い

こ
と

か
ら
、

借
入

人
か

ら
委

託
を

受
け

て
行

う
行

為
も

含
ま

れ
る

こ

と
に

な
る

。
し

か
し
上

記
の
事

例
に
お

い
て

は
、
国

内
所

在
で

な
く

海
外

に
所

在
す

る
法

人
顧

客
と

邦
銀

と
の

間

の
融

資
の

媒
介

行
為

で
あ

る
た

め
、
当
該

外
国

銀
行

海
外

拠
点

の
行

為
は

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業
、
す
な

わ
ち

預
金

等
媒

介
業

務
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供
法

第
1
1
条
第

2
項

第
2
号
）

に
は

該
当

し
な

い
と

理
解
し

て
よ

い
か

。
 

ど
の

よ
う

な
行

為
が

預
金

等
媒

介
業

務
に

該
当

す
る

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に
実

態
に

即
し

て
実

質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え
ま

す
が

、
貸

付
け

の

相
手

方
が

海
外

に
所

在
す

る
こ

と
の

み
を

も
っ

て
必

ず

し
も

預
金

等
媒

介
業

務
や

貸
金

業
に

該
当

し
な

い
こ

と

に
は

な
ら

な
い

こ
と

に
は

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
も

の

と
考

え
ま

す
。
 

1
7
8
 

顧
客

か
ら

振
込

依
頼

を
受

け
て

振
込

代
行

サ
ー

ビ
ス

預
金

等
媒

介
業

務
の

う
ち

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

180

金融サービス仲介業



 

-
 
6
2
 
-
 

を
行

う
業

務
」

に
は

該
当

し
な

い
も
の

と
考

え
ま

す
。
 

1
8
7
 

銀
行

法
施

行
規

則
第

3
5
条
第

1
項
第

2
5
号
に

関
し

、

銀
行

か
ら

委
託

を
受

け
な

い
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

に
つ

い
て

は
、
委

託
先

管
理
の

対
象
に

は
な

ら
ず

、
当
該

業
者

の
不

祥
事

件
に

つ
い

て
銀

行
は

届
出

義
務

を
負

わ

な
い

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
ま

た
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

手
数

料
を

支
払

っ
て

い
た

と
し

て
も

直
ち

に

委
託

先
に

該
当

し
な

い
と

い
う

こ
と
で

よ
い

か
（
保

険
仲

立
人

の
例

）
。
そ

う
で

あ
る

場
合

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

つ
い

て
委

託
先

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
は

ど
の

よ

う
に

判
断

さ
れ

る
の

か
。
 

銀
行

が
媒

介
を

委
託

し
て

い
な

い
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

起
こ

し
た

不
祥

事
件

に
つ
い

て
は

、
当

該
銀

行

は
不

祥
事

件
の

届
出

義
務

を
負

い
ま
せ

ん
。
 

委
託

の
有

無
に

つ
い

て
は

、
銀

行
が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

手
数

料
等

の
対

価
を

支
払

っ
て

い
る

か
ど

う

か
を

含
め

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態
に

即
し

て
実

質
的

に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

1
8
8
 

銀
行

代
理

業
者

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に
お

け
る

預
金

等
媒

介
業

務
の

登
録

を
行

っ
た

場
合

の
届

出
に

つ

い
て

は
、
銀

行
法

施
行

規
則
の

別
表
第

3（
第

3
4
条
の

6
1

関
係
）
に
あ

る
「
銀

行
代

理
業

を
廃
止

し
た

と
き
」
に
お

い
て

規
定

さ
れ

る
届

出
は

不
要

で
あ

り
、
「

金
融

サ
ー

ビ

ス
の

提
供

に
関

す
る

法
律

第
1
2
条

の
登

録
（

預
金

等
媒

介
業

務
の

種
別

に
係

る
も

の
に

限
る
。
）
又

は
同

法
第

1
6

条
第

1
項

の
変

更
登

録
（
預
金

等
媒
介

業
務

の
種

別
の

追

加
に

係
る

も
の

に
限

る
。
）
を
受

け
た
と

き
」
に

お
い

て
規

定
さ

れ
る

届
出

の
み

を
提

出
す

れ
ば

よ
い

と
い

う
理

解

で
よ

い
か

。
 

銀
行

代
理

業
者

が
預

金
等

媒
介

業
務

を
行

う
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

の
登

録
を

受
け

た
と
き

は
、
銀

行
法
第

5
2

条
の

5
2
第

1
号
で

は
な

く
同

条
第

6
号
に

該
当

す
る

こ

と
と

な
っ

た
旨

の
届

出
を

行
う

必
要
が

あ
り

ま
す

。
 

 
▼

金
融
商

品
取

引
業

等
に

関
す

る
内
閣

府
令
 

1
8
9
 

金
商

業
等

府
令

第
1
条
第

3
項

第
3
7
号

に
規

定
す

る

金
融

商
品

仲
介

行
為

に
は
、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の

行
う

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
に

係
る

行
為

を
含

む
こ

と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

そ
の

意
図

は
、
同

内
閣

府
令
第

1
2
3

条
第

1
項

第
1
8
号
に

お
い
て

、
金
融

商
品

仲
介

業
者

に

お
け

る
扱

い
と

同
様

に
、
金
融

商
品
取

引
業

者
等

が
顧

客

の
財

産
に

関
す

る
非

公
表

の
情

報
を

顧
客

の
同

意
な

し

に
委

託
先

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

提
供

す
る

こ

と
を

適
用

除
外

と
す

る
こ

と
と

理
解
し

て
よ

い
か

。
 

な
お
、
金
融

商
品

仲
介

業
者
は

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
を

兼
ね

な
い

こ
と

か
ら
、
同

条
よ
り

後
に

使
用

さ
れ

る

「
金

融
商

品
仲

介
行

為
」
に
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
の

行
う

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
に

係
る

行
為

は
含

ま

な
い

と
理

解
し

て
い

る
。
 

そ
の

場
合

、
同

内
閣

府
令

第
1
条

第
3
項
第

3
7
号

に

お
い

て
、
金

融
商

品
仲

介
行
為

に
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
の

行
う

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
に

係
る

行
為

を
含

む

金
商

業
等

府
令

第
1
条
第

3
項

第
3
7
号

の
改

正
は

、

「
金

融
商

品
仲

介
行

為
」
と
い

う
用
語

に
つ

い
て
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
あ

っ
て

は
、
金

融
商

品
取

引
法

第

2
条
第

1
1
項

各
号

に
掲

げ
る

行
為
で

は
な

く
金

融
サ

ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
1
条

第
4
項

各
号
に

掲
げ

る
行

為
を

い

う
こ

と
と

す
る

も
の

で
す
。
そ

の
た
め
、
金
融

商
品

仲
介

業
者

に
あ

っ
て

は
、
そ
の

用
語

の
意
義

が
変

わ
る

も
の

で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

ま
た
、
当
該

改
正

は
、
同

内
閣

府
令
第

1
2
3
条
第

1
項

第
1
8
号

に
お

い
て

特
別

な
情

報
か
ら

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
の

当
該

行
為

に
係

る
情

報
を

除
く

こ
と

だ
け

で

な
く

、
同

内
閣

府
令

第
1
条
第

4
項
第

1
3
号
に

お
い

て

「
金

融
商

品
仲

介
業

務
（

金
融

商
品
仲

介
行

為
を

行
う

業

務
を

い
う
。
以
下

同
じ

。
）
」
と

規
定
さ

れ
て

い
る

用
語

等

に
も

関
連

す
る

こ
と

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

と

考
え

ま
す

。
 

 

-
 
6
1
 
-
 

る
誤

認
防

止
措

置
や

弊
害

防
止

措
置

は
特

段
規

定
さ

れ

て
い

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
ま
た

、
こ
の

際
に

広
告

業
務

の
経

済
条

件
が

い
ず

れ
も

成
果

連
動

型
に

よ
っ

て

計
算

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
も

、
事

実
と

し
て

広
告

業
務

の
内

容
が

媒
介

に
至

ら
な

い
程

度
で
あ

る
場

合
に

は
、
当

該
広

告
業

務
が

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

当
た

る
も

の

で
は

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か
（

例
え

ば
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

銀
行

口
座

の
開

設
に

関
す

る
媒

介
業

務

を
行

っ
て

お
り
、
当
該

銀
行
の

仕
組
預

金
や

リ
ボ

ル
ビ

ン

グ
払

い
の

キ
ャ

ッ
シ

ン
グ

機
能

の
つ

い
た

ク
レ

ジ
ッ

ト

カ
ー

ド
に

つ
い

て
の

広
告

業
務

を
兼

業
と

し
て

担
っ

て

い
る

場
合

な
ど

を
想

定
す

る
）
。

 

置
や

弊
害

防
止

措
置

に
係

る
規

定
の

直
接

の
適

用
を

受

け
な

い
も

の
で

あ
っ

た
と

し
て

も
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

業
者

が
顧

客
に

誤
認

や
弊

害
を

与
え

る
よ

う
な

行
為

を

行
う

こ
と

は
適

当
で

は
な

い
と

考
え
ま

す
。
 

1
8
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
そ

の
仲

介
行

為
に

つ
い

て
利

用
者

に
損

害
が

生
じ

た
場

合
で

も
金

融
機

関
は

監

督
責

任
も

損
害

を
賠

償
す

る
責

任
も

負
わ

な
い

と
の

理

解
で

よ
い

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
金

融
機
関

と
の

連
携
・
協

働
や

賠
償

責
任

の
負

担
の

あ
り

方
は

様
々

で
あ

る
と

想

定
さ

れ
ま

す
が

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
に

関
し

て
は

、

法
令

上
、
い

わ
ゆ

る
所

属
制
を

前
提
と

し
た

指
導

等
（
銀

行
法
第

5
2
条

の
5
8
等
）
や
賠

償
責
任
（

銀
行

法
第

5
2
条

の
5
9
等

）
に

係
る

規
定

は
あ
り

ま
せ
ん

。
 

1
8
4
 

本
制

度
は

電
子

決
済

等
代

行
業

に
関

す
る

法
制

と
は

異
な

り
、
金

融
機

関
側

に
お
け

る
体
制

整
備

に
関

す
る

努

力
義

務
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者
に

求
め

る
事

項
の

基

準
や

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
の
連

携
・
協

働
に

係
る

方
針

の
作

成
及

び
公

表
義

務
等

の
義

務
は

な
い

と
の

理

解
で

よ
い

か
。
 

銀
行

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

平
成

2
9
年
法

律
第

4
9
号
）
で
は

、
金
融

機
関

に
対
し

、
電

子
決

済
等

代

行
業

者
と

の
連

携
及

び
協

働
に

係
る
方

針
の

決
定
・
公

表

等
を

義
務

付
け

る
規

定
が

整
備

さ
れ
た

と
こ

ろ
、
本
制

度

で
は

そ
の

よ
う

な
規

定
は

あ
り

ま
せ
ん

が
、
顧
客

保
護

等

を
確

保
し

つ
つ

オ
ー

プ
ン
・
イ

ノ
ベ
ー

シ
ョ

ン
等

を
進

め

て
い

く
観

点
か

ら
も

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

と
金

融

機
関

が
適

切
に

連
携
・
協

働
し

て
い
く

こ
と

が
期

待
さ

れ

ま
す

。
 

1
8
5
 

今
回

、「
銀

行
法

等
に

関
す

る
留

意
事
項

に
つ

い
て
（

銀

行
法

等
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
）
」
が
改

訂
さ
れ

て
い

な
い

が
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
1
1
条
第

2
項
第

1
号

の
解
釈

に

あ
た

っ
て

は
、

同
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

適
用

さ
れ

な
い

の

か
。
適
用

さ
れ

な
い
場

合
に
は

、
同
じ

よ
う

な
粒
度

で
解

釈
の

指
針

を
示

し
て

ほ
し

い
。
ま

た
、
保

険
媒

介
業

務
や

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
、
貸
金

業
貸
付

媒
介

業
務

に
つ

い

て
も

同
様

に
検

討
し

て
ほ

し
い

。
 

「
銀

行
法

等
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 
（

銀
行

法
等

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）
」（

平
成

3
0
年

5
月

）
は

、
銀
行

法

及
び

他
の

預
金

取
扱

金
融

機
関

関
係

法
令

の
適

用
に

当

た
り

留
意

す
べ
き
事

項
を

示
し

た
も
の

で
す

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

係
る
各

業
務

に
つ

い
て

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅴ
－
2
－

1
－

1
－

1
、

Ⅵ
－

1
－

1
－
1
、
Ⅶ
－
2
－

1
、
Ⅷ
－

3
－

1
－
1
に
お

い
て

留

意
点

を
示

し
て

い
ま

す
。
 

 
●

そ
の
他
 

 
▼

銀
行
法
施
行

規
則
 

1
8
6
 

銀
行

代
理

業
者

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

を
行

う
場

合
は
、
銀
行

法
施

行
規
則
第

3
4
条

の
3
7
第

6
号

に
規

定

す
る

「
場

合
」

に
該

当
す

る
と

の
理
解

で
よ

い
か

。
 

保
険

媒
介

業
務

、
有

価
証

券
等

仲
介
業

務
又

は
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

は
、「
資
金

の
貸

付
け
、
手
形

の
割
引
、
債

務
の

保
証
又

は
手
形

の
引

受
け

そ
の

他
の
信

用
の

供
与
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●
監

督
指

針
関

係
 

N
o
.
 

コ
メ

ン
ト

の
概

要
 

金
融

庁
の

考
え

方
 

 
▼

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

検
査
、

監
督

に
関

す
る

基
本

的
考
え

方
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅰ

－
1
 

1
 

 
「

情
報

通
信

技
術

の
発

展
に

よ
り
、
オ
ン

ラ
イ

ン
で

円

滑
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

っ

て
い

る
。
」
と

あ
る
が

、
専

ら
対

面
で
の

媒
介

業
務

を
行

う

場
合

で
も

、
本

制
度

は
利

用
可

能
と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

2
 

 
本

制
度

で
認

め
ら

れ
る

業
務

は
、
銀

行
代

理
業
（
媒

介
）

や
金

融
商

品
仲

介
業

、
貸

金
業

、
保
険

仲
立

人
と

重
複

す

る
部

分
も

あ
る

と
こ

ろ
、
仲
介

し
よ
う

と
す

る
商

品
の

範

囲
に

照
ら

し
、
い
ず

れ
の

制
度

で
も
目

的
が

達
成

さ
れ

る

場
合

、
い

ず
れ

の
制

度
を

選
択

す
る
か

は
登

録
者

の
任

意

の
選

択
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
す

な
わ

ち
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

を
選

択
す

る
こ

と
が

、
所
属

制
を

求
め

る
銀

行

代
理

業
そ

の
他

の
仲

介
業

の
潜

脱
と

評
価

さ
れ

る
こ

と

は
な

い
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
こ

れ
は

、
一

の
金

融
機

関

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
を

仲
介

し
よ

う
と

い
う

場
合

で
も

同

様
か

。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

3
 

 
「

特
定

の
金

融
機

関
へ

の
所

属
を
求

め
ず

に
複

数
の

金

融
機

関
と

連
携

、
協

働
し

や
す

い
新
た

な
業

種
と

し
て

創

設
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
」
と
あ

る
が
、
媒
介

を
受

け
た

後
、

必
要

な
手

続
を

全
て

金
融

機
関

で
行
う

場
合

、
金

融
機

関

と
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

は
何

ら
の

基
本

契
約

も
締

結

し
な

い
こ

と
は

可
能

か
。
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

は
登

録

を
受

け
た

独
立

し
た

事
業

者
で

あ
っ
て

、
登

録
業

者
で

あ

れ
ば

、
自

由
に

持
ち

込
み

可
能

と
い
う

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル

も
考

え
ら

れ
る

た
め

。
 

ご
指

摘
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
ご

指
摘

の
よ

う
な

役
割

分
担
を

金
融

機
関

と
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
の

間
で

定
め
る

場
合

に
は

、
金

融

機
関

に
お

け
る

委
託

先
管

理
の

観
点
か

ら
も

、
当

該
役

割

分
担

の
内

容
や

両
者

の
責

任
に

関
す

る
取

決
め

を
委

託

契
約

等
で

定
め

る
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

4
 

「
特

定
の

金
融

機
関

へ
の

所
属

を
求

め
ず

に
複

数
の

金
融

機
関

と
連

携
、
協
働

し
や

す
い
新

た
な

業
種

と
し

て

創
設

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

」
と

あ
る
が

、
当

事
者

間
に

お

い
て

任
意

に
権

利
、
義
務

を
定

め
、
監

督
や

立
ち

入
り

検

査
を

定
め

る
こ

と
は

可
能

か
。

 

ご
指

摘
の

よ
う

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
も

可
能

と
考

え
ま

す
。
な
お

、
当

該
事

項
を

定
め
る

に
あ

た
り

、
法

令

に
抵

触
す

る
内

容
と

な
っ

て
い

な
い
か

、
法

令
等

で
定

め

る
態

勢
整

備
等

が
行

わ
れ

て
い

る
と

い
っ

た
点

に
は

留

意
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

5
 

 
「

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
は
、
複
数

業
種

か
つ

多

数
の

金
融

機
関

が
提

供
す

る
多

種
多

様
な

金
融

サ
ー

ビ

ス
を

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

で
提

供
し

、
顧
客

の
多

種
多

様
な

ニ

ー
ズ

に
横

断
的

に
対

応
す

る
金

融
サ

ー
ビ

ス
の

仲
介

者

と
し

て
の

重
要

な
役

割
が

求
め

ら
れ

て
い

る
」

と
あ

る

が
、
一
の

業
種

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
や
一

の
金

融
機

関
の

金

融
サ

ー
ビ

ス
を

仲
介

し
よ

う
と

い
う
場

合
で

も
、
本
制

度

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

 

-
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-
 

こ
と

を
定

義
す

る
の

で
は

な
く

、
同

内
閣

府
令

第
1
2
3
条

第
1
項
第

1
8
号

に
お

い
て
当

該
定
義

を
置

く
方

が
、

条

文
解

釈
が

明
確

に
な

る
と

考
え

る
。
 

 
▼

内
閣

府
の

所
管

す
る

金
融

関
連

法
令

に
係

る
民

間
事

業
者

等
が

行
う

書
面

の
保

存
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則
 

1
9
0
 

内
閣

府
の

所
管

す
る

金
融

関
連

法
令

に
係

る
民

間
事

業
者

等
が

行
う

書
面

の
保

存
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の

技
術

の
利

用
に

関
す

る
法

律
施

行
規
則

に
つ

い
て

は
、
別

途
改

正
を

予
定

し
て

い
る

の
か
（
仲

介
業

者
等

府
令

を
追

記
す

る
法

制
上

の
必

要
は

な
い

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
）
。
 

内
閣

府
の

所
管

す
る

金
融

関
連

法
令

に
係

る
民

間
事

業
者

等
が

行
う

書
面

の
保

存
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の

技
術

の
利

用
に

関
す

る
法

律
施

行
規
則

に
つ

い
て

は
、
本

件
で

公
表

し
て

い
る

銀
行

法
施

行
規

則
等

の
一

部
を

改

正
す

る
内

閣
府

令
に

お
い

て
所

要
の

改
正

を
行

っ
て

い

ま
す

。
 

 
▼

他
の
法

律
 

1
9
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
資

金
移

動
業

と
の

兼
営

を
す

る
場

合
に

、
資
金

移
動
業

の
ア
カ

ウ
ン

ト
に

、
様
々

な
金

融
商

品
を

購
入

す
る

た
め

の
又

は
当

該
金

融
商

品

を
売

却
し

た
際

の
代

金
を

入
金

さ
せ

る
と

い
う

取
引

が

発
生

す
る

こ
と

も
想

定
さ

れ
る

。
こ
の

よ
う

な
場
合

、
一

連
の

取
引

の
過

程
で

滞
留

す
る

資
金
（

特
に

売
却

資
金
）

は
為

替
取

引
を

目
的

と
し

た
資

金
滞

留
で

あ
る

か
ど

う

か
疑

義
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
が

、
出

資
法

の
預

り
金

規
制

や
資

金
決

済
法

の
滞

留
規

制
と

の
関

係
に

お
い

て
ど

の

よ
う

な
制

限
が

か
け

ら
れ

る
の

か
。
第
二

種
資

金
移

動
業

者
が

1
0
0
万
円

以
上

の
資

金
滞

留
が
あ

っ
た

場
合

に
は
、

為
替

取
引

と
の

関
連

を
確

認
す

る
体

制
整

備
義

務
が

課

さ
れ

る
等

の
対

応
が

取
ら

れ
て

い
る
が
、
仮
に

1
0
0
万
円

未
満

で
あ

っ
て

も
為

替
取

引
と

の
関

連
性

の
な

い
資

金

滞
留

は
認

め
ら

れ
な

い
と

の
理

解
で
よ

い
か

。
 

資
金

移
動

業
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
を

兼
営

し
て

い
る

か
否

か
に

か
か

わ
ら

ず
、
資

金
決

済
法

等
の

関
係

法

令
を

遵
守

し
て

行
わ

れ
る

必
要

が
あ
り

ま
す

。
 

な
お

、
資

金
移

動
業

の
種

別
や

金
額
の

多
寡

に
か

か
わ

ら
ず

、
資

金
移

動
業

者
が

為
替

取
引
と

無
関

係
に

利
用

者

か
ら

資
金

を
受

け
入

れ
た

場
合

に
は
、
出
資

法
の

預
り

金

規
制

に
抵

触
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と

は
、

従
前

か
ら

変
わ

り
あ

り
ま

せ
ん
。
 

1
9
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
を

行
う

に
当
た

り
、
商
法
第

2
8

条
第

1
項
の

定
め

は
当

然
に
適

用
さ
れ

る
と

の
理

解
で

よ

い
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
を

行
う

こ
と

を
も

っ
て

商
法

第
2
8
条
第

1
項
の

規
定

が
適

用
さ
れ

な
い

こ
と

に
な

る

わ
け

で
は

な
い

と
考

え
ま

す
。
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業
者

の
全

て
の

業
務

を
監

査
対

象
と
し

て
」
と
さ

れ
て

い

る
。
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
1
⑴

③
に

記

載
さ

れ
た

、
個

人
の

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
や

小
規

模

の
法

人
形

態
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
が

、
内

部
監

査

に
代

わ
る

措
置

と
し

て
外

部
監

査
を

利
用

す
る

場
合

の

監
査

対
象

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
の

規
模

等
を

踏

ま
え

、
内

部
監

査
に

代
わ

る
措

置
と
し

て
自

己
検

証
を

利

用
す

る
場

合
の
「
自

己
の

行
う

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に

関
す

る
業

務
」

と
同

様
と

の
理

解
で
よ

い
か

。
 

＜
理

由
＞
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指
針

に
お

い
て

、
個

人

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
や

小
規

模
の

法
人

形
態

の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
「

内
部

監
査

に
代

え
外

部

監
査

を
利

用
し

て
も

差
し

支
え

な
い
」

と
さ

れ
て

お
り

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
多

様
な

規
模

等
に

応
じ

た

取
扱

い
を

認
め

る
趣

旨
と

考
え

ら
れ
る

。
 

 
か

か
る

趣
旨

か
ら

は
、
個
人

の
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
や

小
規

模
の

法
人

形
態

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

の
規

模
等

に
応

じ
た

、
内

部
監

査
に
代

わ
る

措
置

と
し

て

挙
げ

ら
れ

て
い

る
自

己
検

証
と

外
部

監
査

の
利

用
に

お

い
て

、
対

象
を

別
と

す
る

実
益

は
な
く

、
同

一
の
「
自

己

の
行

う
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

に
関
す

る
業

務
」
と
す

る

の
が

合
理

的
と

解
し

て
い

る
。

 

 
ま

た
、

保
証

業
務

実
務

指
針

3
4
0
2
に
よ

る
内

部
統

制

報
告

書
に

お
い

て
、
特
定

の
業

務
（
例

え
ば

当
社

の
場

合
、

投
資

運
用

業
の

う
ち

、
投

資
一

任
契

約
に

係
る

業
務

の

み
）
を
対

象
と

す
る

外
部

監
査

も
実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と

か
ら

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の
全

て
の

業
務

を
外

部

監
査

の
対

象
と

せ
ず

に
、
自
己

の
行
う

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

に
関

す
る

業
務

と
す

る
こ

と
も

許
容

さ
れ

る
と

解

し
て

い
る

。
 

 
▼

法
令
等

遵
守

態
勢
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
－

1
 

1
1
 

教
育
・
研

修
に

つ
い

て
、
自
社

で
実
施

す
る

こ
と

が
難

し
い

場
合

に
、
認
定

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

協
会

の
研

修

等
を

受
講

す
る

こ
と

を
代

替
手

段
と

し
て

用
い

る
こ

と

は
許

さ
れ

る
と

い
う

こ
と

で
よ

い
か
。
 

認
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
協

会
等

の
外

部
の

研
修

等
を

代
替

手
段

と
し

て
用

い
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
ま

す

が
、
い
ず

れ
に

し
て

も
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

の
実

態

や
状

況
に

応
じ

て
適

切
な

研
修
・
教
育

体
制

が
講

じ
ら

れ

て
い

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

 

-
 
6
5
 
-
 

は
利

用
可

能
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
 

 
▼

委
任
事

項
等

の
処

理
に

係
る

報
告
等
 

 
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督
指

針
Ⅱ

－
1
－

5
⑵
 

6
 

「
監

督
局

総
務

課
●

●
室

」
と

あ
る
が

、
ど

の
部

署
を

指
す

か
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、「

監
督

局
総

務
課
」
に
修

正
し

ま
し

た
。
 

 
▼

行
政
処

分
等

を
行

う
際

の
留

意
点
、

顧
客

等
に

関
す

る
情

報
管
理

態
勢
 

 
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督
指

針
Ⅱ

－
5
、
Ⅲ

－
2
－

2
 

7
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

、
金
融

機
関

の
商

品
等

に

関
し

て
保

険
業

法
上

の
不

祥
事

件
等

に
該

当
す

る
事

案

を
生

じ
さ

せ
た

場
合

、
当

該
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は

当
局

に
届

出
ま

た
は

報
告

す
る

こ
と
に

な
る

が
、
事
案

が

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
帰

責
事
由

で
あ

る
と

き
は

、

金
融

機
関

か
ら

重
ね

て
届

出
等

を
行

う
必

要
は

な
い

と

の
理

解
で

よ
い

か
。
 

保
険

会
社

等
の

業
務

の
委

託
先

の
不

祥
事

件
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
保

険
媒

介
業

者
が
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供

法
に

基
づ

く
事

故
等

の
届

出
を

行
っ

て
い

る
と

き
で

あ

っ
て

も
、
保
険

会
社

等
は

、
保

険
業
法

に
基

づ
く

別
個

の

届
出

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
 

8
 

保
険

媒
介

業
者

の
責

め
に

帰
す

事
由

で
保

険
会

社
等

が
保

険
業

法
上

の
不

祥
事

件
に

該
当

す
る

事
項

が
生

じ

た
場

合
、
保
険

媒
介

業
者

が
当

局
に
届

出
・
報
告

し
た

場

合
で

も
、
保
険

会
社

等
に

よ
る

重
ね
て

の
届

出
・
報
告

は

必
要

と
な

る
か

。
 

 
▼

経
営
管

理
 

 
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督
指

針
Ⅲ

－
1
 

9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

1
⑴

②
の

内

部
管

理
部

門
に

つ
い

て
、

1
名

な
い
し

少
数

名
の

企
業

の

場
合

に
関

す
る

注
記

が
存

在
し

な
い
が

、
内

部
監

査
に

お

い
て

は
か

か
る

記
載

が
存

在
す

る
。
内

部
管

理
部

門
の

設

計
に

つ
い

て
少

数
名

の
場

合
の

考
え

方
は

ど
の

よ
う

に

整
理

し
て

い
る

の
か

。
な

お
、
他

の
箇
所

で
も

内
部

管
理

、

内
部

監
査

等
の

記
述

が
存

在
す

る
箇
所

が
あ

る
が

、
こ

の

よ
う

な
箇

所
に

つ
い

て
は

、
い

ず
れ
も

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
1
⑴
②
、
③

、
④

な
ど

と
の

関
係

で

例
外

的
対

応
が

あ
る

も
の

と
思

わ
れ
る

の
で

、
金

融
サ

ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

1
⑴
②

、
③

、
④
等

で
以

下

で
も

同
様

と
い

う
こ

と
を

定
義

さ
れ
て

は
ど

う
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅰ
－

2
－

2
⑶

に

記
載

し
て

い
る

と
お

り
、
各
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の

実
態

や
個

別
の

状
況

を
踏

ま
え

、
「

適
切

な
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・
検
証

が
行

わ
れ

て
い

る
か

」「
重

大
な

問
題
等

を
確

認

し
た

場
合

、
経

営
陣

に
対

し
適

切
に
報

告
が

行
わ

れ
て

い

る
か

」
と

い
っ

た
事

項
を

監
督

し
て
い

く
も

の
と

考
え

ま

す
。
 

 
な

お
、
内
部

監
査

に
係

る
例

外
的
対

応
は

、
ご

指
摘

の

よ
う

な
定

義
を

せ
ず

と
も

明
ら

か
と
考

え
ら

れ
る

た
め

、

追
記

は
不

要
と

考
え

ま
す

。
 

1
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

1
⑴

③
に

お

い
て

、
個

人
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
や

小
規

模
の

法

人
形

態
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
が
「
自

己
の

行
う

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

関
す

る
業

務
の

検
証

を
行

う

場
合

」
と

さ
れ

て
い

る
。
 

 
他

方
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

1
⑴

③
に

お
い

て
、「

内
部

監
査

部
門

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。
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ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
や

リ
ス

ク
の

所
在
に

拘
ら

ず
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

と
っ

て
任

意
で

あ
る

と
考

え
る

た

め
。
 

や
そ

れ
に

加
担
・
助

長
す

る
行

為
が
行

わ
れ

る
こ

と
が

な

い
よ

う
な

態
勢

を
整

備
す

る
こ

と
が
必

要
と

考
え

ま
す

。

そ
の

上
で

、
金

融
機

関
が

行
う

取
引
時

確
認

等
へ

の
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
関

与
に

関
し
て

、
ど

の
よ

う
な

態

勢
を

整
備

す
る

こ
と

が
必

要
か

に
つ
い

て
は

、
金

融
サ

ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
取

り
扱

う
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

・

特
性

、
金

融
機

関
と

の
委

託
関

係
の
有

無
、
金
融

機
関

と

の
間

の
役

割
分

担
の

定
め

方
等

を
勘
案

の
上

、
個

別
事

例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も

の
と

考
え

ま
す

。
 

1
5
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

1
－

3
⑴

に
、
「

金
融

機
関

に
よ

る
取

引
時

確
認

等
の

措
置

の
履

行

を
阻

害
す

る
行

為
（

金
融

機
関

と
の
間

で
取

り
決

め
た

義

務
の

不
履

行
を

含
む

）
が

行
わ

れ
る
こ

と
が

な
い

よ
う

」

と
あ

る
が

、
こ

こ
で

想
定

さ
れ

て
い
る

金
融

機
関

と
の

取

決
め

は
あ

く
ま

で
「

履
行

を
阻

害
す
る

行
為

」
を

禁
止

す

る
取

決
め

で
あ

っ
て

、
取

引
時

確
認
等

の
措

置
の

履
行

に

関
す

る
取

決
め

で
は

な
い

と
の

理
解
で

よ
い

か
。
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は

法
令

上
、

特
定
事

業
者

で
は

な
く

、

仮
に

取
引

時
確

認
を

行
っ

て
も

、
金
融

機
関

が
法

的
に

依

拠
で

き
る

取
引

時
確

認
で

は
な

い
か
ら

、
取

引
時

確
認

の

履
行

に
つ

い
て

何
ら

か
の

取
決

め
の

締
結

が
求

め
ら

れ

て
も

、
法

が
期

待
す

る
も

の
で

は
な
く

、
当

該
取

決
め

の

締
結

は
、

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
や

リ
ス

ク
の

所
在

に
拘

ら

ず
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
と
っ

て
任

意
で

あ
る

と

考
え

る
た

め
。
 

ご
指

摘
に

あ
る

金
融

機
関

と
の

取
決
め

と
は

、
金

融
機

関
が

犯
罪

収
益

移
転

防
止

法
に

基
づ

き
実

施
す

る
取

引

時
確

認
等

の
措

置
に

関
す

る
金

融
機

関
と

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
と

の
間

の
役

割
分

担
に

つ
い

て
の

取
決

め

を
指

し
ま

す
。
 

 
し

た
が

っ
て

、
例

え
ば

、
本

人
特
定

事
項

の
確

認
事

務

を
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

役
割
と

す
る

取
決

め
（

当

該
事

務
を

委
託

す
る

契
約

の
締

結
）

が
な

さ
れ

た
場

合

に
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
お
い

て
当

該
義

務
の

不

履
行

が
生

じ
な

い
よ

う
な

態
勢

を
整

備
す

る
こ

と
は

必

要
と

考
え

ま
す

。
 

 
な

お
、
金
融

機
関

と
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

と
の

間

で
ど

の
よ

う
な

取
決

め
を

行
う

か
（
契

約
を

締
結

す
る

か

否
か

自
体

も
含

む
。
）
に
つ

い
て

は
、
金

融
機

関
及

び
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
任

意
（

契
約
自

由
）
で
す

が
、
金

融
機

関
が

行
う

取
引

時
確

認
等

へ
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
の

関
与

に
関

し
て

、
ど

の
よ
う

な
態

勢
を

整
備

す

る
こ

と
が

必
要

か
に

つ
い

て
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
の

取
り

扱
う

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の
内

容
・
特
性

、
金

融

機
関

と
の

委
託

関
係

の
有

無
、
金

融
機

関
と

の
間

の
役

割

分
担

の
定

め
方

等
を

勘
案

の
上

、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま

す
。
 

 
▼

組
織
犯

罪
等

へ
の

対
応

、
反

社
会
的

勢
力

に
よ

る
被

害
の

防
止
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
－

3
、

Ⅲ
－
2
－

1
－
4
 

1
6
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
で

示
さ

れ
て

い

る
通

り
、
顧
客

接
点

と
な

る
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に

つ
い

て
も

A
M
L
/
C
F
T
管
理

の
観

点
で
重

要
な

役
割

を
担

い

得
る

立
場

に
あ

る
と

理
解

し
て

い
る
。
こ
の

点
、
規
制

当

局
と

し
て

、
必

要
な

監
督

を
行

う
と
と

も
に

、
適

切
な

態

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

 

-
 
6
7
 
-
 

 
▼

事
故
等

に
対

す
る

監
督

上
の

対
応
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
－

2
 

1
2
 

 
保

険
会

社
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

1
6
⑵

③
不

祥
事

件
等

届

出
書

の
受

理
に

当
た

っ
て

の
財

務
局

等
の

確
認

事
項

と

し
て

、
以

下
の

記
載

が
あ

る
。

 

 
「

イ
．
保
険

契
約

者
等

の
判

断
に
重

要
な

影
響

を
与

え

る
よ

う
な

場
合

で
あ

る
に

も
か

か
わ
ら

ず
、
保
険

会
社

等

及
び

保
険

募
集

人
が

公
表

し
て

い
な
い

場
合

に
は

、
公

表

の
検

討
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
こ

と

と
す

る
。
」
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

1
－

2

『
事

故
等

に
対

す
る

監
督

上
の

対
応
』
に
お

い
て

、
事

故

等
の

際
の

公
表

に
関

す
る

記
載

が
さ

れ
て

い
な

い
理

由

は
何

か
。
 

ご
指

摘
の

点
に

関
し

ま
し

て
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

1
－

2
⑴

②
ロ

及
び

ホ
に

基
づ

き
、
顧
客

に
ど

の
よ

う
な

影
響

を
与
え

る
か

を
踏

ま
え

た

上
で

事
故

等
の

発
覚

後
の

対
応

が
適

切
か

と
い

う
観

点

か
ら

確
認

す
る

こ
と

に
な

る
と

考
え
ま

す
。
 

 
▼

組
織
犯

罪
等

へ
の

対
応
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
－

3
 

1
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
、
当

然
に

犯
罪

収
益

移
転

防
止

法
上

の
特

定
事

業
者

と
し

て
の

義
務

を
負

う
も

の

で
は

な
い

も
の

の
、
特
に

取
引

時
確
認

の
委

託
を

受
け

る

場
合

や
顧

客
の

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

の
大

部
分

を
占

め

る
よ

う
な

態
様

で
の

媒
介

業
務

を
行

う
こ

と
を

特
に

念

頭
に

置
い

て
、

適
切

な
対

応
を

求
め
る

も
の

で
よ

い
か

。
 

 
ま

た
、
比
較

的
詳

し
い

内
容

の
広
告

的
行

為
で

あ
っ

て

媒
介

に
該

当
す

る
も

の
等

、
そ

も
そ
も

顧
客

の
ス

ク
リ

ー

ニ
ン

グ
を

行
う

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
な

い
事

業
者

に

お
い

て
は

、
自

ら
対

策
を

実
施

す
る
と

い
う

よ
り

か
は

、

金
融

機
関

が
行

う
マ

ネ
ー
・
ロ

ー
ン
ダ

リ
ン

グ
対

策
を

阻

害
す

る
行

為
を

行
わ

な
い

よ
う

に
す

る
と

い
っ

た
対

応

が
求

め
ら

れ
る

も
の

と
理

解
し

て
よ
い

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
犯

罪
収

益
移

転
防

止
法

上
の

特
定

事
業

者
と

し
て

の
義

務
を

負
う

も
の

で
は

な

い
こ

と
は

貴
見

の
と

お
り

で
す

が
、
組

織
犯

罪
等

へ
の

対

応
の

た
め

の
態

勢
整

備
と

し
て

は
、
ご

指
摘

の
よ

う
な

場

合
の

対
応

に
必

ず
し

も
限

ら
れ

ず
、
個

別
事

例
ご

と
に

実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

1
4
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

1
－

3
⑴

に
、
「

金
融

機
関

に
よ

る
取

引
時

確
認

等
の

措
置

の
履

行

を
阻

害
す

る
行

為
（

中
略

）
が

行
わ
れ

る
こ

と
が

な
い

よ

う
、
業
務

の
健

全
か

つ
適

切
な

運
営
を

確
保

す
る

態
勢

を

整
備

し
て

い
る

か
と

い
っ

た
点

に
留

意
す

る
。
」

と
あ

る

が
、
金
融

機
関

に
よ

る
取

引
時

確
認
等

に
積

極
的

に
協

力

す
る

義
務

は
な

い
と

の
理

解
で

よ
い
か

。
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

は
取

引
時

確
認

義
務

が
課
さ

れ
て

お
ら

ず
、
あ

く
ま

で
金

融
機

関
の

義
務

で
あ

る
と
こ

ろ
、
仮
に

金
融

機

関
か

ら
取

引
時

確
認

等
に

つ
い

て
何

ら
か

取
決

め
の

締

結
が

求
め

ら
れ

た
と

し
て

も
、

当
該
取

決
め

の
締

結
は

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
犯

罪
収

益
移

転
防

止
法

の
特

定
事

業
者

に
は

該
当

せ
ず

、
同
法

に
基

づ
く

取
引

時

確
認

等
の

義
務

を
負

う
も

の
で

は
あ
り

ま
せ

ん
。
 

 
一

方
で

、
金

融
機

関
が

顧
客

と
の
間

で
行

う
取

引
の

顧

客
接

点
と

な
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
は

、
金

融
機

関

及
び

金
融

サ
ー

ビ
ス

が
組

織
犯

罪
等

に
利

用
さ

れ
る

こ

と
を

防
止

す
る

上
で

重
要

な
役

割
を
担

い
得

る
立

場
に

あ
る

と
考

え
ま

す
。
そ
の

よ
う

な
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
の
立
場

に
照

ら
す

と
、
そ
の

業
務
の

健
全

か
つ

適
切

な

運
営

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
自
身
に

お
い

て
も

、
組

織
犯

罪
等
を

容
易

に
す

る
行

為

184

金融サービス仲介業



 

-
 
7
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る
場

合
に

は
、「

顧
客

等
に

関
す

る
情
報

管
理

態
勢

」
に

関

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

2
⑴

⑥
⑦

や
、
Ⅲ
－

2
－

2
⑵
④

等
の

規
定
に

よ
り

顧
客

の
保

護

が
図

ら
れ

る
、

と
い

う
理

解
で

よ
い
か

。
 

2
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

2
⑴

⑦

に
お

い
て

同
意

が
求

め
ら

れ
て

い
る
範

囲
に

つ
い

て
は

、

非
公

開
金

融
情

報
、
非
公

開
保

険
情
報

、
非

公
開

融
資

等

情
報

に
つ

い
て

、
一

律
に

他
業

利
用
に

同
意

を
求

め
て

い

る
た

め
、
既
存

の
代

理
・
仲
介

等
の
業

態
の

事
業

者
よ

り

も
厳

し
い

制
限

が
課

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

思
わ

れ
る

の

で
、
決
済
・
仲
介

W
G
報

告
を
踏

ま
え
、
既

存
業

者
と

の
イ

コ
ー

ル
フ

ッ
テ

ィ
ン

グ
を

図
れ

な
い
か

。
 

 
自

主
規

制
に

つ
い

て
言

及
し

て
い
る

が
、
ど
の

よ
う

な

内
容

の
も

の
を

想
定

し
て

い
る

の
か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

2
⑴

⑦

に
つ

い
て

は
、
法
令

及
び

自
主

規
制
規

則
等
（
あ

る
場

合
）

に
基

づ
き

同
意

を
得

る
場

合
の

監
督

上
の

留
意

事
項

を

記
載

す
る

も
の

で
あ

り
、

ご
懸

念
の

よ
う

な
既

存
の

代

理
・
仲
介

業
者

よ
り

も
厳

し
い

制
限
を

課
す

も
の

で
は

な

い
と

考
え

て
お

り
ま

す
。
 

 
自

主
規

制
規

則
に

つ
い

て
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
が

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

を
通

じ
て

取
得

す
る

顧

客
情

報
が

広
範

に
わ

た
る

こ
と

も
踏
ま

え
、
顧
客

保
護

の

観
点

か
ら

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
業

務
実

態
に

照

ら
し

て
必

要
な

規
制

が
検

討
さ

れ
る

こ
と

が
期

待
さ

れ

ま
す

。
 

2
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
よ

る
同

意
の

取
得

に
関

し
て

は
、
顧
客

の
属

性
を

考
慮

せ
ず
に

一
律

に
イ

ン
タ

ー

ネ
ッ

ト
上

の
ボ

タ
ン

の
ク

リ
ッ

ク
の

み
で

承
諾

が
あ

っ

た
と

す
る

べ
き

で
は

な
い

。
当

該
顧
客

の
属

性
に

適
合

し

た
シ

ス
テ

ム
を

必
要

と
す

べ
き

で
あ
り

、
例

え
ば

当
該

顧

客
が

7
5
歳
以

上
で

あ
る

と
き

に
は
、

電
磁

的
方

法
に

よ

っ
て

同
意

を
取

得
す

る
と

し
て

も
、
音

声
案

内
に

よ
り

顧

客
に

対
し

て
十

分
に

内
容

説
明

を
行

う
な

ど
の

方
法

が

想
定

さ
れ

る
。
こ
の

よ
う

に
一

律
の
承

諾
・
同
意

の
シ

ス

テ
ム

を
認

め
る

の
で

は
な

く
、
当

該
顧

客
が

理
解

で
き

る

よ
う

な
技

術
的

対
応

が
な

さ
れ

る
必
要

が
あ

る
。
 

 
ま

た
、
顧
客

へ
の

勧
誘

方
法

に
つ
い

て
は

、
顧

客
の

属

性
・
資
産

状
況

な
ど

属
性

に
十

分
配
慮

し
て

抑
制

的
に

す

る
べ

き
で

あ
り

、
顧

客
へ

の
働

き
か
け

が
強

い
い

わ
ゆ

る

「
タ

ー
ゲ

テ
ィ

ン
グ

広
告

」
を

禁
止
す

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 
そ

こ
で

、
か

か
る

同
意

取
得

に
関
す

る
技

術
的

な
方

法

及
び

電
子

的
な

勧
誘

の
方

法
に

つ
い
て

、
具

体
的

に
事

務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
規

定
し

て
公

表
す
る

よ
う

求
め

る
。
 

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

2
2
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

2
⑵

④

に
、「

第
三
者

提
供
の

同
意

の
取

得
に
当

た
っ

て
、
優
越

的

地
位

の
濫

用
や

個
人

で
あ

る
顧

客
と

の
利

益
相

反
等

の

弊
害

が
生

じ
る

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

留
意

し
て

い
る

か
。
」
と

あ
る

が
、
具

体
的

に
ど

の
よ
う

な
同

意
取

得
方

法

が
こ

れ
に

反
す

る
の

か
明

ら
か

に
さ
れ

た
い

。
不

同
意

の

優
越

的
地

位
の

濫
用

や
利

益
相

反
等

の
弊

害
の

有
無

は
、

ご
指

摘
の

よ
う

な
同

意
の

取
得
方

法
の

み
な

ら
ず

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
取

引
上
の

地
位

、
当

該
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

代
替

可

能
性

、
利

用
目

的
の

説
明

の
有

無
、
取

得
す

る
個

人
情

報

の
範

囲
（

利
用
目
的

の
達
成
に

必
要
な

範
囲

を
超

え
て

、

 

-
 
6
9
 
-
 

勢
整

備
に

つ
い

て
は

認
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
協

会

の
自

主
規

制
規

則
な

ど
を

通
じ

て
徹

底
を

図
っ

て
い

く

こ
と

が
適

当
で

は
な

い
か

。
 

1
7
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

1
－

4
⑵

②
イ

に
、
「

自
主

規
制

機
関

等
か

ら
提

供
さ

れ
た

情
報

を

適
切

に
活

用
し

て
い

る
か

」
と

あ
る
が

、
自

主
規

制
機

関

か
ら

何
ら

か
の

情
報

が
提

供
さ

れ
る

こ
と

が
想

定
さ

れ

て
い

る
の

か
。
提
供

さ
れ

て
い

な
い
場

合
は

、
適

切
に

活

用
す

る
義

務
は

な
い

と
の

理
解

で
よ
い

か
。
 

反
社

会
的

勢
力

へ
の

対
応

は
、
特

定
事

業
者

で
あ

る
か

否
か

に
か

か
わ

ら
ず

、
政

府
指

針
（
平

成
1
9
年

6
月

1
9

日
、
犯
罪

対
策

閣
僚

会
議

幹
事

会
申
合

せ
）
、
都
道

府
県

条

例
及

び
各

事
業

者
が

定
め

た
規

程
等
に

沿
っ

て
、
適
切

に

対
応

さ
れ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
反
社

会
的

勢
力

に
関

す

る
情

報
に

つ
い

て
自

主
規

制
機

関
を

含
む

外
部

の
機

関

等
か

ら
提

供
さ

れ
た

情
報

が
あ

る
場
合

に
は

、
そ

れ
ら

の

情
報

を
適

切
に

活
用

す
る

必
要

が
あ
る

と
考

え
ま

す
。
 

 
な

お
、
反
社

会
的

勢
力

に
関

す
る
情

報
の

収
集
・
分

析

に
際

し
て

は
、
公
知

情
報

を
含

め
、
複

数
の

ソ
ー

ス
か

ら

得
ら

れ
る

情
報

を
集

め
た

上
で

、
そ
の

正
確

性
・
信
頼

性

を
検

証
す

る
こ

と
が

必
要

と
な

り
ま
す

。
 

1
8
 

反
社

会
的

勢
力

と
の

関
係

遮
断

は
重

要
で

あ
る

こ
と

は
理

解
す

る
が

、
顧

客
の

取
引

時
確

認
義

務
が

な
い

以

上
、
顧
客

に
つ

い
て

は
反

社
会

的
勢
力

か
否

か
を

判
別

す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。
し
た

が
っ
て

、
顧

客
が

反
社

会

的
勢

力
か

否
か

の
判

別
に

つ
い

て
は
、
も
っ

ぱ
ら

媒
介

の

相
手

方
で

あ
る

金
融

機
関

の
義

務
で

あ
っ

て
、

本
規

定

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
何
ら

か
の

義
務

を
課

す

も
の

で
は

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か
。
仮
に

何
ら

か
の

義

務
を

課
す

も
の

で
あ

れ
ば

、
顧

客
の

取
引

時
確

認
な

し

に
、
如
何

な
る

対
応

が
求

め
ら

れ
て
い

る
の

か
明

ら
か

に

さ
れ

た
い

。
 

反
社

会
的

勢
力

へ
の

対
応

は
、
特

定
事

業
者

で
あ

る
か

否
か

に
か

か
わ

ら
ず

、
政

府
指

針
（
平

成
1
9
年

6
月

1
9

日
、
犯
罪

対
策

閣
僚

会
議

幹
事

会
申
合

せ
）
、
都

道
府

県

条
例

、
お

よ
び

、
各

事
業

者
が
定

め
た
規

程
等

に
沿

っ
て

、

適
切

に
対

応
さ

れ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

観
点

か

ら
、
反
社

会
的

勢
力

を
金

融
取

引
か
ら

排
除

し
て

い
く

た

め
に

は
、
金
融

機
関

が
顧

客
と

の
間
で

行
う

取
引

を
媒

介

す
る

こ
と

で
顧

客
接

点
と

な
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
に

お
い

て
も

反
社

会
的

勢
力

と
の

関
係

遮
断

に
向

け

た
態

勢
整

備
を

講
じ

る
こ

と
が

必
要
と

考
え

ま
す

。
 

 
な

お
、
当
該

態
勢

整
備

に
つ

い
て
は

、
金

融
機

関
と

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
と

の
間

の
反

社
会

的
勢

力
と

の

関
係

遮
断

に
関

す
る

役
割

分
担

を
適

切
に

踏
ま

え
た

上

で
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し
て

実
質

的
に

検
証

す

る
こ

と
と

な
り

、
当

該
役

割
分

担
の
内

容
に

よ
っ

て
は

、

金
融

機
関

に
お

い
て

反
社

会
的

勢
力

に
関

す
る

事
前

審

査
を

行
う

と
す

る
こ

と
も

許
容

さ
れ
得

る
と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

顧
客
等

に
関

す
る

情
報

管
理

態
勢
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

2
 

1
9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
金

融
分

野
の

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
マ

ー
と

し
て

、
顧

客
に

関
す
る

多
様

な
情

報
を

一

手
に

収
集
・
蓄

積
す

る
こ

と
も

考
え
ら

れ
る

と
こ

ろ
、
各

種
別

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
や

兼
業

業
務

等
に

よ

っ
て

取
得

し
た

顧
客

等
に

関
す

る
情

報
の

不
適

切
な

取

扱
い

に
よ

り
、
優
越

的
地

位
の

濫
用
や

利
益

相
反

が
生

じ

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。
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7
2
 
-
 

か
。
 

2
4
 

顧
客

か
ら

委
託

を
受

け
て

業
務

を
行

う
立

場
で

あ
る

保
険

仲
立

人
に

対
し

て
は

、
保

険
会

社
監

督
指

針
Ⅴ

－
5

－
3
に
て

各
種

の
遵

守
事

項
が

明
記
さ

れ
て

い
る

。
今

回

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
で

は
同

様
の

記

載
は

見
当

た
ら

な
い

が
、
顧
客

の
た
め

に
媒

介
を

行
う

保

険
媒

介
業

者
に

つ
い

て
は

、
上

記
に
て

現
行

の
保

険
仲

立

人
に

求
め

ら
れ

て
い

る
ベ

ス
ト

ア
ド

バ
イ

ス
義

務
等

と

同
様

の
観

点
を

遵
守

し
た

う
え

で
業

務
を

行
う

こ
と

が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。
少

な
く

と
も

、
現

状
想

定

さ
れ

な
い

課
題

や
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

が
将

来
的

に
台

頭

し
、
監
督

指
針

に
お

い
て

明
確

化
す
る

必
要

性
が

生
じ

る

場
合

、
速

や
か

に
対

応
す

べ
き

と
思
わ

れ
る

が
、
ど
う

か
。  

2
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
4
条

に
規
定

す
る
「

誠
実
・

公
正

義
務

」
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

が
顧

客
に

対

し
て

負
う

忠
実

義
務

を
監

督
法

的
な

見
地

か
ら

規
定

し

た
も

の
と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。
そ
の

よ
う

な
理

解
に

立

て
ば
、
監
督

指
針

等
で
「

誠
実
・
公

正
義

務
」
の

詳
細

を

も
っ

と
具

体
的

に
例

示
す

べ
き

で
は
な

い
か

。
 

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
2
4
条
に

規
定

す
る

誠
実
・
公

正
義

務
は

、
行

為
規

制
に
お

け
る

一
般

規
定

と

し
て

の
位

置
付

け
を

有
し

て
お

り
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供

法
第

2
5
条
以

降
に

規
定

す
る

具
体
的

な
行

為
規

制
を

解

釈
す

る
際

の
視

点
を

提
供

す
る

と
同
時

に
、
具
体

的
な

行

為
規

制
で

は
捕

捉
し

づ
ら

い
行

為
を

規
制

す
る

際
の

根

拠
規

定
と

し
て

の
役

割
を

果
た

す
も
の

と
考

え
ま

す
。
 

2
6
 

誠
実
・
公

正
義

務
に

つ
い

て
は

、
特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

を
締

結
す

る
場

合
を

除
い

て
、
一

律
の

規
制

は
想

定

さ
れ

て
い

な
い

と
い

う
こ

と
で

よ
い
か

。
 

ご
指

摘
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
並
び

に
そ

の
役

員
及

び

使
用

人
は

、
特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契
約

の
締

結
の

媒
介

の

場
合

に
限

ら
ず

、
業

務
の

遂
行

に
あ
た

っ
て

は
顧

客
に

対

す
る

誠
実
・
公

正
義

務
を

負
っ

て
い
ま

す
（

金
融

サ
ー

ビ

ス
提

供
法
第

2
4
条

）
。
 

 
▼

特
定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
の

締
結
に

係
る

適
合

性
原

則
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

6
 

2
7
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

6
⑴

②

イ
に

お
い

て
、
陳
腐

化
を

防
止

す
る
こ

と
を

趣
旨

と
し

て

「
登

録
情

報
」
の
変

更
が

求
め

ら
れ
て

い
る

も
の

と
考

え

ら
れ

る
。
 

 
他

方
、
同
ニ

の
「

事
後

的
に

販
売
・
勧
誘

の
適

切
性

を

検
証

」
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
の
体

制
を

念
頭

に
置

け

ば
、「

登
録

情
報

」
を
変

更
し
た

場
合
に

は
変

更
前

の
「
登

録
情

報
」
も
検

証
を

行
う

た
め

に
必
要

で
あ

り
、「

登
録

情

報
」
の
変

更
に

関
わ

る
履

歴
管

理
を
行

う
こ

と
が

求
め

ら

れ
て

い
る

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

顧
客

属
性

等
や

顧
客

の
取

引
実

態
の

適
切

な
把

握
及

び
事

後
的

な
販

売
・

勧
誘

の
適

切
性
の

検
証

の
た

め
に

、

変
更

前
の

顧
客

情
報

や
登

録
情

報
の

変
更

に
関

わ
る

履

歴
管

理
を

行
う

こ
と

も
必

要
に

な
る
と

考
え

ま
す

。
具

体

的
な

管
理

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態

に
即

し
て

実
質

的
に
判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま

す
。
 

2
8
 

取
引

の
性

質
や
頻
度

に
よ

っ
て

は
、

取
引

の
都
度

に
顧

客
属

性
等

や
顧

客
の

取
引

実
態

の
適

切
な

把
握

の

 

-
 
7
1
 
-
 

場
合

に
は

サ
ー

ビ
ス

自
体

を
利

用
し

な
い

と
い

う
顧

客

の
選

択
権

が
与

え
ら

れ
て

い
る

以
上
、
例
え

ば
、
以
下

の

同
意

取
得

方
法

は
認

め
ら

れ
る

と
の
理

解
で

よ
い

か
。
 

①
ア

プ
リ

の
利

用
時

に
、
一
の

金
融
機

関
の

た
め

の
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

で
得

た
顧

客
情

報
を

そ
の

他
の

金

融
機

関
の

た
め

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

流
用

す

る
こ

と
も

含
め

、
一

括
し

て
同

意
を
取

得
す

る
方

法
（

す

な
わ

ち
、
同
意

し
な

け
れ

ば
ア

プ
リ
が

利
用

で
き

な
い

仕

様
）
。
 

②
一

の
金

融
機

関
の

た
め

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務

で
得

た
顧

客
情

報
を

そ
の

他
の

金
融

機
関

の
た

め
の

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

流
用

す
る

こ
と

に
同

意
す

る

こ
と

を
条

件
に

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
の

仲
介

を
行

う
方

法

（
す

な
わ

ち
、
同
意

し
な

け
れ

ば
サ
ー

ビ
ス

の
仲

介
を

行

わ
な

い
と

い
う

仕
様

）
。
 

 
仮

に
、
上
記

の
同

意
取

得
方

法
が
認

め
ら

れ
な

い
場

合

は
、
顧
客

情
報

の
（

全
て

同
意

を
得
て

い
る

と
い

う
）
均

質
性

が
失

わ
れ

、
不

同
意

と
さ

れ
た
顧

客
情

報
に

つ
い

て

の
み

シ
ス

テ
ム

上
切

り
分

け
て

管
理
す

る
必

要
が

生
じ

、

大
き

な
負

担
に

な
る

た
め

、
少

な
く
と

も
一

概
に

否
定

さ

れ
る

も
の

で
な

い
と

い
う

見
解

は
示

し
て

い
た

だ
き

た

い
。
 

消
費

者
の

意
に

反
し

て
個

人
情

報
を

取
得

し
て

い
な

い

か
等

）
等

、
様

々
な

事
情

を
勘

案
の
上

で
、
個
別

事
例

ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の

と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

誠
実
・

公
正

義
務

（
金

融
サ

ー
ビ
ス

提
供

法
第

2
4
条
関
係

）
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

5
 

2
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
顧

客
か

ら
の

委
託

を
受

け
て

金
融

商
品

の
媒

介
業

務
を

行
う
こ

と
が

で
き

、
こ

れ

は
「

保
険

仲
立

人
」

と
同

様
の

業
務
と

認
識

し
て

い
る

。
 

 
従

っ
て

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2

－
5
の
「

誠
実
・
公

正
義

務
」
の

詳
細
と

し
て

、
例

え
ば

、

保
険

会
社

監
督

指
針

Ⅴ
－

5
－

3
に

お
い

て
保

険
仲

立
人

に
課

さ
れ

て
い

る
「

⑵
保

険
仲

立
人
は

、
そ

の
業

務
の

遂

行
及

び
保

険
会

社
等

の
選

択
に

あ
た
っ

て
、
顧
客

の
目

的

財
産

の
状

況
等

を
考

慮
す

る
と

と
も
に

、
自

己
が

知
り

得

る
保

険
商

品
の

中
か

ら
顧

客
に

と
り

最
も

適
切

と
考

え

ら
れ

る
も

の
を

、
理

由
を

明
ら

か
に
し

て
助

言
す

る
も

の

と
す

る
」
、「

⑶
保
険

仲
立

人
は

、
自
己

の
職

務
か

ら
得

る

手
数

料
等

の
多

寡
に

よ
り

サ
ー

ビ
ス

の
質

を
変

え
て

は

な
ら

な
い

も
の

と
す

る
。
ま
た

、
リ
ス

ク
に

関
し

同
様

の

条
件

の
顧

客
間

で
不

当
な

差
別

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い

も
の

と
す

る
」
と
い

っ
た

規
定

も
必
要

不
可

欠
で

は
な

い

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は
、
ワ
ン

ラ
イ

セ
ン

ス
で

複
数

の
業

種
に

ま
た

が
る

媒
介

を
行

う
こ

と
が

で

き
る

点
で

保
険

仲
立

人
と

同
様

と
い

え
る

か
否

か
に

つ

い
て

は
、
現
時

点
で

必
ず

し
も

明
ら
か

で
は

な
く

、
そ

の

よ
う

な
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が
負

う
誠

実
・
公
正

義

務
に

係
る

監
督

上
の

留
意

事
項

に
つ
い

て
は

、
今

後
の

業

務
実

態
を

踏
ま

え
た

上
で

、
必

要
に
応

じ
て

改
め

て
検

討

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
ま

す
。
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料
の

高
い

特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

の
締

結
を

媒
介

す

る
行

為
」
に
つ

い
て

、
合

理
的

な
理
由

と
し

て
ど

の
よ

う

な
も

の
を

想
定

さ
れ

て
い

る
の

か
。
 

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

と
考

え
ま

す
が

、
例

え

ば
、
適
切

な
情

報
開

示
を

し
た

上
で
も

尚
、
顧
客

が
手

数

料
以

外
の

要
素

も
考

慮
し

て
検

討
を
し

た
結

果
、
手
数

料

の
高

い
商

品
を

選
択

し
、
そ
れ

を
媒
介

す
る

場
合

等
が

想

定
さ

れ
ま

す
。
 

3
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

6
⑴

④

ハ
の
「
複

数
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

」
に
は

自
社

が
取

り
扱

っ

て
い

な
い

金
融

サ
ー

ビ
ス

も
含

ま
れ
る

の
か

。
例

え
ば

あ

る
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
で

は
特

定
の

顧
客

に
適

合

す
る

商
品

が
一

つ
し

か
な

い
場

合
に
お

い
て

、
世

に
存

在

す
る

他
の

同
種

の
商

品
の

中
に

は
手

数
料

が
よ

り
低

額

な
も

の
も

存
在

す
る

と
い

う
場

合
、
当

該
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

が
自

社
取

扱
商

品
を

勧
誘

等
す

る
こ

と
に

何

ら
か

の
制

限
が

課
せ

ら
れ

る
の

か
。
 

ご
指

摘
の
「
複

数
の

金
融

サ
ー

ビ
ス
」
は
、
当
該

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
現

に
特

定
の

金
融

機
関

か
ら

委

託
を

受
け

て
媒

介
す

る
こ

と
が

で
き

る
金

融
サ

ー
ビ

ス

を
指

す
趣

旨
と

な
り

ま
す

。
例

え
ば
、
特
定

一
社

の
金

融

機
関

の
み

か
ら

委
託

を
受

け
、
当

該
金

融
機

関
が

提
供

す

る
金

融
サ

ー
ビ

ス
の

う
ち

、
顧

客
に
適

合
し

得
る

金
融

サ

ー
ビ

ス
が

一
つ

し
か

な
い

場
合

に
は
、
ご
指

摘
の

よ
う

な

勧
誘

等
も

制
限

さ
れ

る
も

の
で

は
な
い

と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

複
数
の

金
融

機
関

の
同

種
の

内
容
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

を
取
り

扱
う

場
合

の
顧

客
に

対
す
る

説
明
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
5
条
第

1
項
及

び
仲
介

業
等

府
令
第

3
3
条
関

係
）
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

7
 

3
5
 

柱
書

に
つ

い
て

、
「

複
数

の
金

融
機

関
の

同
種

の
内

容

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
」
と
は

具
体
的

に
ど

の
よ

う
な

も

の
を

指
す

の
か
。
預
金

等
、
保

険
、
有
価

証
券

等
、
貸

金

業
貸

付
を

跨
る

横
断

的
な

商
品

提
案

の
ル

ー
ル

は
我

が

国
に

お
い

て
初

め
て

の
も

の
で

あ
り
、
保
険

業
法

に
お

け

る
い

わ
ゆ

る
「

比
較

推
奨

ル
ー

ル
」（

金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
⑶

）
等

を
参

考
に

し
な

が

ら
、

丁
寧

に
規

定
・

解
説

す
べ

き
で
は

な
い

か
。
 

「
複

数
の

金
融

機
関

の
同

種
の

内
容

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
」
と

は
、
社

会
通

念
上
「
同

種
」
と

捉
え

ら
れ

る

範
囲

を
想

定
し

て
お

り
、
例
え

ば
、
預

金
で

あ
れ

ば
普

通

預
金

、
定

期
預

金
等

の
別

、
貸

付
け
で

あ
れ

ば
資

金
使

途

を
同

じ
く

す
る

目
的

別
貸

付
商

品
（
住

宅
ロ

ー
ン

、
マ

イ

カ
ー

ロ
ー

ン
等

）
の

別
、
為

替
取

引
で
あ

れ
ば

内
国

為
替
・

外
国

為
替

の
別

な
ど

、
顧

客
が

取
引
し

よ
う

と
す

る
目

的

に
照

ら
し

て
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の
と

考
え

ま
す

。
 

3
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

7
と

Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑶

を
見

る
と

、
複

数
の

金
融

契
約

サ
ー

ビ
ス

を
提

案
す

る
場

合
の

ル
ー

ル
が

重
複

し
て

規
定

さ
れ

て

い
る

よ
う

に
見

え
る

が
、
複
数

の
保
険

商
品

に
つ

い
て

比

較
推

奨
販

売
す

る
場

合
に

は
ど

ち
ら

の
規

定
が

優
先

さ

れ
る

の
か

。
 

保
険

媒
介

業
者

が
複

数
の

保
険

商
品

の
比

較
推

奨
販

売
を

行
う

場
合

に
は

、
ど

ち
ら

か
が
優

先
さ

れ
る

と
い

う

こ
と

は
な

く
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－

2
－

7
及

び
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑶
の

双
方
に

基
づ

き
監

督
を

行

う
こ

と
と

な
り

ま
す

。
 

3
7
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
⑶

で
は

、
特

定
の

保
険

商
品

を
推

奨
す
る

場
合

に
、「

基
準

や

理
由

等
」（

②
・
③

）
を
顧

客
に

説
明
す

る
こ

と
が

求
め

ら

れ
て

い
る

が
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－

2
－

7
に

も
そ

の
よ

う
な

規
定

を
設

け
る

べ
き

で
は

な
い

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－
7
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法
第

2
5
条

第
１
項

、
仲

介
業

者
等

府

令
第

3
3
条
に

基
づ

く
情

報
提

供
に
係

る
監

督
上

の
留

意

事
項

を
記

載
す

る
も

の
で

あ
る

と
こ
ろ

、
こ

れ
ら

の
法

令

の
規

定
に

ご
指

摘
の

よ
う

な
説

明
義
務

は
含

ま
れ

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
追

記
を

す
る

こ
と
は

適
当

で
は

な
い

と

考
え

ま
す

。
 

3
8
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

7
②

と

③
に

つ
い

て
は

、
保

険
業

法
を

準
用
し

て
保

険
媒

介
業

者

ご
指

摘
の

と
お

り
重

複
し

て
い

る
と

こ
ろ

も
あ

り
ま

す
が

、
保

険
媒

介
業
務
に

お
い

て
も
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
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「
登

録
情

報
」
を
顧

客
か

ら
収

集
し
、
そ
れ

を
一

定
期

間

保
存

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

が
、
そ

の
よ

う
な

場
合

で

あ
っ

て
も

既
存

の
「

登
録

情
報

」
を
変

更
す

る
こ

と
と

同

等
の

対
応

を
行

え
て

い
る

と
い

う
理
解

で
よ

い
か

。
 

た
め

の
適

切
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

か
に

つ
い

て

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し
て

実
質

的
に

判
断

さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
。

 

2
9
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

6
⑴

②

イ
に

、「
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は
、
特
定

金
融

サ
ー

ビ

ス
契

約
の

締
結

の
媒

介
に

あ
た

り
、
例

え
ば

以
下

の
情

報

を
顧

客
か

ら
収

集
し

て
い

る
か

。
」
と

あ
る

が
、
こ

れ
ら

の

顧
客

情
報

に
つ

い
て

本
人

確
認

資
料

な
ど

の
エ

ビ
デ

ン

ス
を

求
め

る
義

務
は

な
く

、
求

め
る
か

ど
う

か
は

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

判
断

と
の

理
解
で

よ
い

か
。
 

本
人

確
認

資
料

な
ど

の
徴

求
が

一
律

に
求

め
ら

れ
る

も
の

で
は

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
顧
客

属
性

等
や

顧
客

の

取
引

実
態

を
適

切
に

把
握

す
る

た
め

の
適

切
な

措
置

が

講
じ

ら
れ

て
い

る
か

否
か

は
、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

3
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

6
⑴

②

に
つ

い
て

、
顧

客
属

性
に

応
じ

た
適
合

性
や

不
適

当
又

は

不
誠

実
な

勧
誘

に
あ

た
る

か
は

、
法
令

の
ほ

か
、
各
金

融

機
関

に
お

い
て

も
社

内
規

程
な

ど
に

よ
り

独
自

に
定

め

ら
れ

て
い

る
部

分
が

あ
る

。
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に

お
け

る
個

々
の

金
融

機
関

へ
の

仲
介
基

準
に

つ
い

て
、
こ

れ
ら

各
金

融
機

関
が

独
自

に
定

め
る

内
規

と
一

致
さ

せ

る
か

否
か

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
と

各
金

融
機

関

の
間

の
個

別
の

取
決

め
に

よ
る

も
の
で

あ
っ

て
、
監
督

指

針
上

は
必

ず
し

も
一

致
を

求
め

る
も

の
で

は
な

い
と

の

理
解

で
よ

い
か

。
仮

に
不

一
致

が
あ

る
場

合
で

あ
っ

て

も
、
媒
介

を
受

け
る

金
融

機
関

の
内
規

に
お

い
て

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
か

ら
媒

介
を

受
け
る

も
の

に
つ

い
て

、

法
令

に
違

反
し

な
い

限
り

、
特

別
の
例

外
を

定
め

る
こ

と

は
認

め
ら

れ
る

か
。
 

ご
指

摘
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
ご

指
摘

の
仲

介
基

準
と

金
融
機

関
の

内
規

と
の

一

致
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
特

定
金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

の

締
結

媒
介

の
対

象
と

な
る

個
別

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
や

当

該
顧

客
と

の
一

連
の

取
引

の
頻

度
・
金

額
が

、
把

握
し

た

顧
客

属
性

等
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
か

等
に

つ
い

て

は
、
規
制

の
趣

旨
に

照
ら

し
て

、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま

す
。
 

 
な

お
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

6

⑴
③

に
記

載
し

て
い

る
と

お
り

、
特
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

契

約
の

締
結

に
先

立
っ

て
は

、
そ

の
対
象

と
な

る
個

別
の

金

融
サ

ー
ビ

ス
や

当
該

顧
客

と
の

一
連
の

取
引

の
頻

度
・
金

額
が

、
顧

客
属

性
等

に
適

合
す

る
こ
と

の
合

理
的

理
由

が

あ
る

か
に

つ
い

て
、
あ
ら

か
じ

め
金
融

サ
ー

ビ
ス

の
組

成

者
等

と
も

連
携

し
つ

つ
検

討
・
評

価
す

る
必

要
が

あ
る

と

考
え

ま
す

。
 

3
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

6
⑴

①

に
「

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
組

成
者

等
と
も

連
携

」
と

あ
る

が
、

ど
の

よ
う

な
主

体
を

想
定

し
て
「

等
」
と
記

述
し

て
い

る

の
か

。
 

例
え

ば
、
投
資

信
託

の
窓

口
販

売
の
場

合
の

よ
う

に
商

品
の

組
成

者
と

委
託

元
の

相
手

方
金

融
機

関
が

異
な

る

場
合

も
あ

る
と

こ
ろ

、
こ

の
場

合
の
委

託
元

の
相

手
方

金

融
機

関
を

想
定

す
る

も
の

と
な

り
ま
す

。
 

3
2
 

顧
客

の
属

性
等

及
び

取
引

実
態

の
的

確
な

把
握

に
あ

た
っ

て
は

、
適

切
な

措
置

の
実

施
が

求
め

ら
れ

る
も

の

の
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
業
務

内
容

、
取

引
実

態

に
関

わ
ら

ず
、
法
令

上
、
顧
客

カ
ー
ド

の
作

成
を

一
律

に

求
め

る
と

い
う

解
釈

を
取

ら
れ

て
い

な
い

と
い

う
こ

と

で
よ

い
か

。
 

ご
指

摘
の
「
顧

客
カ

ー
ド

」
は

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
等

で
作

成
を

求
め

る
も

の
で

は
あ
り

ま
せ

ん
が

、（
「

顧

客
カ

ー
ド

」
の

作
成

に
よ

る
か

を
問
わ

ず
）
顧
客

の
特

定

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

を
締

結
す

る
目
的

、
取

引
経

験
等

の

顧
客

属
性

等
や

顧
客

の
取

引
実

態
を

適
時

適
切

に
把

握

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
ま
す

。
 

3
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

6
⑴

④

ハ
の
「
合

理
的

な
理

由
が

な
い

に
も
か

か
わ

ら
ず

、
手

数

ど
の

よ
う

な
場

合
に

合
理

的
な

理
由

が
あ

る
と

い
え

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、
個
別

事
例
ご

と
に

実
態

に
即

し

187
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▼

他
の
事

業
者

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ
ス

と
の

連
携
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

8
 

4
2
 

「
連

携
サ

ー
ビ

ス
」
と
は

具
体

的
に
ど

の
よ

う
な

も
の

を
想

定
し

て
い

る
の

か
。
証
券

会
社
が

提
供

す
る

更
新

系

A
P
I
を
利

用
し

て
注

文
に

係
る

情
報
を

相
手

方
金

融
機

関

に
伝

達
す

る
場

合
等

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
と

し
て

の

媒
介

行
為
（
電

子
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
務

も
含

む
）
そ

れ
自

体
に

つ
い

て
は

含
ま

れ
な

い
と

い
う

理
解

で
よ

い

か
。
 

将
来

的
に

様
々

な
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

が
生

じ
得

る
と

思
わ

れ
、
一
概

に
回

答
す

る
こ

と
は
困

難
で

す
が

、
例

え

ば
、
更
新

系
A
P
I
を

使
用

し
て

金
融
機

関
に

お
け

る
顧

客

の
口

座
情

報
等

を
更

新
・
変
更

で
き
る

サ
ー

ビ
ス

や
、
オ

ン
ラ

イ
ン

に
よ

る
口

座
振

替
の

申
込

み
の

受
付

け
サ

ー

ビ
ス

等
が

想
定

さ
れ

ま
す

。
 

4
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
本

人
確
認

の
実

施
と

、
金

融
機

関
側

の
多

要
素

認
証

等
の

導
入

は
い

ず
れ

も
例

示

と
し

て
記

述
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
ら
の

方
法

の
い

ず
れ

か

一
方

で
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

と
い
う

こ
と

は
な

く
、
リ

ス
ク

に
応

じ
て

一
方

又
は

双
方

の
手

段
を

組
み

合
わ

せ

る
こ

と
等

に
よ

り
、
連
携

を
実

施
す
る

事
業

者
全

体
と

し

て
適

切
に

リ
ス

ク
に

応
じ

た
対

処
を

行
う

こ
と

が
求

め

ら
れ

て
い

る
と

理
解

し
て

よ
い

か
。
 

ご
指

摘
の

記
載

が
例

示
と

し
て

記
載

さ
れ

て
い

る
点

に
つ

い
て

は
、

貴
見

の
と

お
り

と
考
え

ま
す

。
 

 
た

だ
し

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

自
身

の
顧

客
に

対

す
る

本
人

確
認

等
の

適
切

か
つ

有
効

な
不

正
防

止
策

を

講
じ

る
こ

と
と

、
連

携
す

る
金

融
機
関

に
お

け
る

実
効

的

な
認

証
方

式
の

導
入

の
確

認
の

双
方
を

、
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

に
お

い
て

行
う

こ
と

が
必

要
で

あ
る

点
に

は

ご
留

意
く

だ
さ

い
。
 

4
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

8
－

1
⑵

③
の
「
リ

ス
ク

に
見

合
っ

た
適

切
か
つ

有
効

な
不

正
防

止

策
」
に
つ

い
て

、「
例
え

ば
」
以

下
で
記

載
さ

れ
て

い
る

、

「
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

利
用

者
に

対
し

て
公

的

個
人

認
証

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
実

効
的

な
本

人
確

認

を
行

う
」
、「

連
携
サ

ー
ビ

ス
を

提
供
し

て
い

る
金

融
機

関

に
お

い
て

…
実

効
的

な
多

要
素

認
証

等
の

認
証

方
式

が

導
入

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

」
は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ

っ
て

、
個

別
具

体
的

な
案

件
に

お
け
る

リ
ス

ク
レ

ベ
ル

に

応
じ

て
そ

の
他

の
不

正
防

止
策

に
よ

り
対

応
す

る
こ

と

も
否

定
さ

れ
な

い
と

い
う

理
解

で
よ
い

か
。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

4
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

8
－

1
⑵

③
の
「
連

携
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て
い

る
金

融
機

関
」
は

「
連

携
サ

ー
ビ

ス
の

相
手

方
と

な
る
金

融
機

関
」
な
ど

が

妥
当

で
は

な
い

か
。「

連
携

サ
ー

ビ
ス
」
に
は

必
ず

し
も

他

の
金

融
機

関
が

提
供

し
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

と
捉

え
ら

れ

な
い

も
の

も
多

い
よ

う
に

思
料

す
る
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、
「

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
連

携
し

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る
金

融
機

関
」
と
修

正

し
ま

し
た

。
 

 
▼

苦
情
等

対
処

に
関

す
る

内
部

管
理
態

勢
の

確
立
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

9
－

1
 

4
6
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

9
－

1
⑵

③
に

、「
苦
情

等
の
発

生
状

況
に

応
じ
、
受
付

窓
口

に
お

け

る
対

応
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、
顧

客
利

便
に

配
慮

し

た
ア

ク
セ

ス
時

間
、

ア
ク

セ
ス

手
段
（

例
え

ば
、

電
話

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
適

切
か

つ
実

効
性

あ
る

態
勢

を
整

備
し

て
い

る
か

否
か

に
つ
い

て
は

、
業

務
の

規

模
・
特

性
、
顧

客
の
属
性
、
苦

情
件
数
、
苦
情

対
応

の
状

況
等

様
々

な
要

素
を
総
合

的
に
勘

案
の
上
、
個
別

事
例

ご

 

-
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に
適

用
さ

れ
る

比
較

推
奨

規
制

と
趣

旨
が

重
複

し
て

い

る
と

考
え

ら
れ

、
事

業
者

や
顧

客
に
と

っ
て

も
利

便
性

が

損
な

わ
れ

る
要

因
に

な
る

こ
と

か
ら
、
保
険

媒
介

業
務

は

対
象

か
ら

除
外

す
べ

き
で

は
な

い
か
。
 

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

7
②

及
び

③
に

記
載

の
事

項
を

顧
客

に
明

ら
か

に
す

る
必

要
は

あ
る

と
考

え
ら

れ
、

ま

た
、
準
用

保
険

業
法

に
従

っ
て

比
較
推

奨
を

行
う

場
合

に

は
、
こ
れ

ら
の

事
項

が
顧

客
に

対
し
て

明
ら

か
に

さ
れ

て

い
る

こ
と

が
一

般
的

で
あ

り
、
ご

指
摘

の
よ

う
な

利
便

性

が
損

な
わ

れ
る

と
の

懸
念

が
必

ず
し

も
生

じ
る

も
の

で

も
な

い
と

も
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら
、
対
象

か
ら

除
外

す

る
こ

と
は

不
要

と
考

え
ま

す
。

 

3
9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

7
に

つ

い
て

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
の

立
場

を
明

示
す

る

こ
と

が
ま

ず
は

重
要

で
は

な
い

か
。
 

・
顧

客
か

ら
の

委
託

を
受

け
て

い
る
の

か
、
金
融

機
関

か

ら
の

委
託

を
受

け
て

い
る

の
か

 

・
後

者
で

あ
れ

ば
ど

こ
の

金
融

機
関
か

ら
の

委
託

を
受

け

て
い

る
の

か
、

委
託

内
容

は
何

か
 
等
 

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

を
行

う
と

き
は

、
あ

ら
か
じ

め
、
顧
客

に
対

し
、

①
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
と

顧
客

が
締

結
し

よ
う

と

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

に
係

る
相

手
方

金
融

機
関

と

の
間

の
資

本
関

係
及

び
人

的
関

係
並

び
に

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
行

為
に

係
る

委
託

契
約

の
有
無
（
仲

介
業

者
等

府

令
第

3
3
条
第

2
項

第
6
号

）
、
②

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

務
に

関
し

、
顧

客
に

対
す

る
情

報
の
提

供
、
説
明

及
び

書

面
の

交
付

等
に

つ
い

て
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と

顧
客

が
締

結
し

よ
う

と
す

る
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
に

係

る
相

手
方

金
融

機
関

の
役

割
分

担
に
関

す
る

事
項
（
仲

介

業
者

等
府

令
第

3
3
条

第
2
項

第
7
号
）

等
を

明
ら

か
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い
ま

す
。
 

 
ま

た
、
顧
客

か
ら

委
託

を
受

け
る
場

合
に

は
、
そ
の

旨

が
顧

客
と

の
委

託
契

約
の

締
結

に
よ

り
明

確
に

さ
れ

る

こ
と

が
一

般
的

と
考

え
ま

す
。

 

4
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

7
の

③

に
お

け
る
「
そ

の
他

顧
客

に
参

考
と
な

る
べ

き
情

報
」
と

は
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

事
項

を
指

す
の

か
明

ら
か

に

さ
れ

た
い

。
 

顧
客

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
の

締
結

の
際

に
合

理
的

な
判

断
を

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

を
想

定
し

て
い

ま

す
が

、
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

情
報
が
「
そ

の
他

顧
客

に

参
考

と
な

る
べ

き
情

報
」

に
当

た
る

か
否

か
に

つ
い

て

は
、
当
該

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
や
性

質
等

に
応

じ
て

実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ
る

こ
と

か
ら

、
一

概

に
回

答
す

る
こ

と
は

困
難

で
す

。
 

4
1
 

（
A
）
顧

客
か

ら
業
者

に
直

接
・
間

接
に

支
払

わ
れ

る
手

数
料
（
投

資
信

託
に

お
け

る
信

託
報
酬

や
証

券
会

社
へ

の

販
売

手
数

料
、
変
額

年
金

保
険

に
お
け

る
運

用
関

係
費

用

な
ど
）
と

、（
B
）
商
品

の
組
成

業
者
（
例

え
ば

、
投

資
信

託
会

社
や

保
険

会
社

）
が

販
売

業
者
（

証
券

会
社

や
保

険

募
集

人
な

ど
）
に
対

し
て

支
払

う
販
売

手
数

料
は

、
単

純

に
比

較
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

り
、
後

者
（

B
）
は

対
象

外

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

ご
指

摘
の

箇
所

の
記

載
は

、
金

融
サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

2
5
条

第
1
項

第
6
号

及
び

仲
介

業
者
等

府
令

第
3
3
条
第

2
項

第
4
号
に

基
づ

く
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

の
情

報

提
供

義
務

に
関

す
る

記
載

で
あ

り
、
顧

客
が

金
融

サ
ー

ビ

ス
契

約
を

締
結

し
よ

う
と

す
る

金
融

機
関

に
支

払
う

べ

き
手

数
料

を
想

定
し

た
記

載
と

な
り

ま
す

。
し

た
が

っ

て
、

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。
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-
 
7
8
 
-
 

機
関

側
も

紛
争

解
決

手
続

の
対

象
者

に
な

る
と

考
え

う

る
事

案
に

お
い

て
、
金
融

機
関

側
が
異

な
る

A
D
R
機
関

で

の
解

決
を

希
望

し
、
顧
客

も
当

該
別
の

機
関

で
の

手
続

を

選
択

し
よ

う
と

し
、
当
該

A
D
R
機

関
で

の
解

決
に

顧
客

及

び
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
事

業
者

が
応

諾
し

よ
う

と
す

る

場
合

に
、
従
来

の
A
D
R
手

続
に

つ
い
て

、
不

応
諾

等
を

行

う
こ

と
は

安
易

な
判

断
で

は
な

い
と

考
え

ら
れ

る
と

い

う
こ

と
で

よ
い

か
。
 

A
D
R
機
関

で
の

解
決

を
望

む
場

合
は
、

安
易

に
拒

絶
す

る

も
の

に
は

当
た

ら
な

い
と

考
え

ま
す
。
 

 
▼

外
部
委

託
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
0
 

5
0
 

顧
客

等
に

関
す

る
情

報
の

取
扱

い
を

海
外

の
事

業
者

に
委

託
す

る
こ

と
も

制
限

さ
れ

る
こ

と
は

な
い

と
の

理

解
で

よ
い

か
。
例
え

ば
、
昨
今

国
会
な

ど
で

取
り

上
げ

ら

れ
て

い
る

中
国

や
韓

国
と

い
っ

た
国

に
所

在
す

る
事

業

者
で

あ
っ

て
も

、
適

切
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

限

り
、
こ
れ

ら
の

法
域

に
所

在
す

る
海
外

の
外

部
事

業
者

に

委
託

す
る

こ
と

も
可

能
か

。
 

個
人

情
報

保
護

法
そ

の
他

の
法

令
等

を
遵

守
し

た
上

で
顧

客
等

に
関

す
る

情
報

の
取

扱
い

を
海

外
の

事
業

者

に
委

託
す

る
こ

と
も

直
ち

に
制

限
さ

れ
る

も
の

で
は

な

い
と

考
え

ら
れ

ま
す

が
、
適
切

な
外
部

委
託

先
の

管
理

が

な
さ

れ
て

い
る

か
に

つ
い

て
は

、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま

す
。
 

5
1
 

個
人

情
報

保
護

法
に

お
い

て
は

、
個
人

情
報

保
護

委
員

会
の

Q
&
A
に
お

い
て

、
個

人
デ

ー
タ
を

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

ビ

ス
事

業
者

が
取

り
扱

わ
な

い
こ

と
と
な

っ
て

い
る

場
合

、

す
な

わ
ち

、
契

約
条

項
に

よ
っ

て
当
該

外
部

事
業

者
が

サ

ー
バ

ー
に

保
存

さ
れ

た
個

人
デ

ー
タ

を
取

り
扱

わ
な

い

旨
が

定
め

ら
れ

て
お

り
、
適
切

に
ア
ク

セ
ス

制
御

を
行

っ

て
い

る
場

合
等

は
、
同
ク

ラ
ウ

ド
サ
ー

ビ
ス

事
業

者
の

サ

ー
ビ

ス
に

お
い

て
個

人
情

報
を

保
存
し

て
も

、
当

該
事

業

者
は

委
託

先
に

該
当

し
な

い
と

解
さ
れ

て
い

る
。
ま
た

電

子
決

済
等

代
行

業
に

つ
い

て
も

、
平
成

3
0
年

5
月

3
0
日

付
け

「
銀

行
法

施
行

令
等

の
一

部
を

改
正

す
る

政
令

等

（
案

）
」

に
対

す
る

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

結
果

で
の

金
融

庁
回
答

1
0
7
番

な
ど

で
も

同
様
の

解
釈

が
示

さ
れ

て

い
る

。
こ

の
点

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

に
つ

い
て

も

同
様

と
考

え
て

よ
い

か
。
 

ご
指

摘
の

よ
う

な
場

合
に

外
部

委
託

先
と

し
て

の
管

理
体

制
が

求
め

ら
れ

る
か

に
つ

い
て
は

、
当

該
ク

ラ
ウ

ド

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
と

の
間

の
具

体
的

な
契

約
内

容
に

照

ら
し

て
事

務
の

委
託

が
有

る
か

否
か

を
個

別
に

検
討

す

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

 
な

お
、

個
人

情
報

保
護

法
に

関
す

る
ご

指
摘

の
記

載

は
、

個
人

情
報

の
取

扱
い

の
委

託
に

関
す

る
も

の
で

あ

り
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督
指

針
の

ご
指

摘
の

箇

所
の

事
務

の
委

託
と

は
趣

旨
が

異
な
り

、
必

ず
し

も
同

一

と
解

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
で

は
な

い
と

考
え

ま

す
。

ま
た

、
銀

行
法

施
行

規
則

第
3
4
条

の
6
4
の

3
第

2

項
第

2
号

に
つ

い
て

も
、
電
子

決
済
等

代
行

業
の

業
務

の

委
託

に
関

す
る

規
定

で
あ

り
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

監
督

指
針

の
ご

指
摘

の
箇

所
の

事
務

の
委

託
と

は
趣

旨

が
異

な
り

、
必

ず
し

も
同

一
と

解
さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

も
の

で
は

な
い

と
考

え
ま

す
。

 

 
▼

シ
ス
テ

ム
リ

ス
ク

管
理

態
勢

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
3
 

5
2
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

1
3
－

1

⑵
に

つ
い

て
、
ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
に
よ

っ
て

は
、「

当
該

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

シ
ス

テ
ム
を

経
由
せ
ず

と
も

、

直
接

的
に

金
融

機
関

の
シ

ス
テ

ム
等

を
利
用

す
れ

ば
利

用
者

の
目

的
が
達
成

可
能

」
で

は
な
い

場
合

も
あ

る
と

考

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

1
3
－

1

⑵
に

記
載

の
と

お
り

、
利
用
者

保
護
の
観
点

か
ら
特
段

の

問
題

が
認

め
ら

れ
な

い
場

合
に

は
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

1
3
－

2
に

記
載

さ
れ

て
い

る
字

義
通

り
の

対
応

が
な

さ
れ

て
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

直

 

-
 
7
7
 
-
 

郵
便

、
フ

ァ
ッ
ク

ス
、
電

子
メ
ー

ル
、
チ

ャ
ッ
ト

機
能

等
）

を
設

定
す

る
等

、
広

く
苦

情
等

を
受
け

付
け

る
態

勢
を

整

備
し

て
い

る
か

」
と

あ
る

が
、
必

ず
し

も
電

子
メ

ー
ル

や

チ
ャ

ッ
ト

以
外

の
ア

ク
セ

ス
手

段
を

設
置

す
る

義
務

が

あ
る

わ
け

で
は

な
い

と
の

理
解

で
よ
い

か
。
昨
今

の
キ

ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
サ

ー
ビ

ス
に

よ
る

不
正

ア
ク

セ
ス

事
案

を

踏
ま

え
て

、
金

融
機

関
か

ら
、
特

に
電

子
メ

ー
ル

の
み

し

か
苦

情
窓

口
が

な
い

事
業

者
に

対
し
て

、
電

話
窓

口
の

設

置
と

十
分

な
オ

ペ
レ

ー
タ

ー
の

配
置

を
求

め
ら

れ
る

こ

と
が

あ
る

。
こ

れ
ら

の
態

勢
整

備
に
は

膨
大

な
人

件
費

を

要
し

、
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

が
成

り
立
た

な
い

お
そ

れ
が

あ

る
と

こ
ろ

、
資

金
移

動
業

者
は

も
ち
ろ

ん
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

に
つ

い
て

も
、
こ
の

よ
う
な

義
務

は
な

い
こ

と

を
確

認
し

た
い

。
 

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の

と
考

え
ま

す
。
 

4
7
 

損
失

補
塡

禁
止

に
関

す
る

態
勢

整
備
は

、
有

価
証

券
等

仲
介

業
務

に
限

定
さ

れ
る

と
い

う
こ
と

で
よ

い
か

。
銀

行

分
野

の
場

合
に

は
、
不
正

な
払

戻
が
あ

る
場

合
等

、
む

し

ろ
無

過
失

補
償

が
要

請
さ

れ
る

場
合

も
あ

る
と

思
わ

れ

る
の

で
損

失
補

塡
禁

止
規

定
の

適
用

が
あ

る
と

む
し

ろ

適
切

な
利

用
者

へ
の

補
償

等
実

施
で

き
な

い
可

能
性

が

あ
る

と
考

え
る

。
 

損
失

補
塡

の
禁

止
に

係
る

規
制
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

3
1
条

第
2
項

に
お

い
て

準
用
す

る
金

融
商

品
取

引

法
第

3
9
条

）
は

、「
特
定

金
融
サ

ー
ビ
ス

契
約

」（
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
3
1
条

第
2
項

）
の
締

結
に

つ
き

適
用

が
あ

る
た

め
、
ご
指

摘
の

態
勢

整
備
に

係
る

記
載

は
、
有

価
証

券
等

仲
介

業
務

に
限

ら
ず

、
特
定

預
金

等
契

約
の

締

結
の

媒
介

を
行

う
預

金
等

媒
介

業
者

を
も

想
定

し
た

記

載
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 
▼

金
融

A
D
R
制

度
へ

の
対

応
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

9
－

2
 

4
8
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

9
－

2
－

1
⑵

①
ロ

ｂ
、
Ⅲ

－
2
－

9
－

2
－

2
⑵
③

イ
ｂ

に
つ

い
て

、
契

約
締

結
前

交
付

書
面

の
交

付
に

関
す

る
条

項
は

分
野

に

よ
っ

て
は

義
務

付
け

が
な

い
場

合
も

あ
る

と
思

わ
れ

る

こ
と

、
及

び
金

融
機

関
が

交
付

す
る
た

め
に

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
が

交
付

し
な

い
と

い
う

こ
と

も
考

え
ら

れ

る
。
こ
の

た
め

、
紛

争
解

決
、
苦

情
処

理
に

関
連

し
て

契

約
締

結
前

交
付

書
面

の
交

付
が

前
提

と
な

っ
て

い
る

箇

所
に

つ
い

て
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

が
そ

の
よ

う

な
義

務
を

負
っ

て
い

る
場

合
又

は
そ

の
よ

う
な

書
面

を

交
付

す
る

場
合

に
つ

い
て

該
当

す
る

記
載

と
考

え
て

よ

い
か

。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

4
9
 

「
指
定

A
D
R
機

関
か

ら
の

手
続

応
諾
・
資
料

提
出

等
の

求
め

に
対

し
拒

絶
す

る
場

合
、
苦

情
・
紛
争

の
原
因
と

な

っ
た
部
署

の
み

が
安
易

に
判

断
し

拒
絶

す
る

の
で

は
な

く
」
と
の

箇
所

に
つ

い
て

、
資

料
提
出

は
と

も
か

く
金

融

苦
情
・
紛

争
の

原
因

と
な

っ
た
部
署
の

み
が
安
易

に
判

断
し

拒
絶

す
る

の
で

は
な

く
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

が
組
織

と
し

て
適

切
に
検
討

し
、

適
切

に
判

断
の

理
由

（
正

当
な

理
由

）
を
顧
客

に
伝

え
た
上

で
、
顧
客

が
別

の

189
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-
 
8
0
 
-
 

⑵
の
「
直

近
の

複
数

事
業

年
度

」
に
つ

い
て

は
、
直
近

の

2
事

業
年

度
以

上
の

情
報

を
開

示
す
れ

ば
足

り
る

と
い

う

理
解

で
よ

い
か

。
 

5
7
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

1
5
⑵

に

つ
い

て
、
あ
る

相
手

方
金

融
機

関
か
ら

の
受

け
入

れ
手

数

料
が

直
近

の
単

一
年

度
で

大
き

く
伸
び

た
場

合
な

ど
、
直

近
の

複
数

年
度

と
直

近
の

単
一

年
度

で
収

受
し

た
手

数

料
額

が
大

き
い

4
社

程
度

が
異

な
る
場

合
で

も
、
直
近

の

複
数

年
度

ベ
ー

ス
で

判
断

す
る

こ
と
で

よ
い

か
。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
4
条
第

1
号

に
規

定
す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

関

し
て

取
引

関
係

に
あ

る
主

な
相

手
方

金
融

機
関

の
開

示

に
つ

い
て

は
、
事
業

年
度

ご
と

に
、
収

受
し

た
手

数
料

等

の
額

の
大

き
い

上
位

4
社

に
つ

い
て
、
複
数

事
業

年
度

分

を
開

示
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

5
8
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

2
－

1
5
⑵

に

つ
い

て
、
直
近

の
複

数
年

度
で

算
出
す

る
と

収
受

し
た

手

数
料

額
が

大
き

い
4
社
程

度
に

含
ま
れ

て
い

る
金

融
機

関

で
あ

っ
て

も
、
顧
客

か
ら

求
め

が
あ
っ

た
時

点
に

お
い

て

取
引

関
係

が
解

消
さ

れ
て

い
る

金
融

機
関

に
つ

い
て

は

開
示

の
対

象
か

ら
除

外
す

る
こ

と
で
よ

い
か

。
 

仲
介

業
者

等
府

令
第

3
4
条
第

1
号

に
規

定
す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
に

関

し
て

取
引

関
係

に
あ

る
主

な
相

手
方

金
融

機
関

の
開

示

に
つ

い
て

は
、
事
業

年
度

ご
と

に
、
収

受
し

た
手

数
料

等

の
額

の
大

き
い

上
位

4
社

に
つ

い
て
、
複
数

事
業

年
度

分

を
開

示
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

 
顧

客
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
時

点
に

お
い

て
の

取
引

関

係
で

は
な

く
、
開
示

対
象

の
事

業
年
度

に
お

い
て

取
引

関

係
の

あ
る

相
手

方
金

融
機

関
が

開
示

の
対

象
に

な
り

ま

す
。
 

 
▼

協
会
未

加
入

業
者

に
関

す
る

監
督
上

の
留

意
点
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
6
 

5
9
 

 
本

規
定

に
基

づ
く

対
応

を
行

っ
て
い

れ
ば

、
認

定
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
協

会
に

加
入

す
る

義
務

は
な

い
と

の

理
解

で
よ

い
か

。
ま

た
、
本
規

定
に
基

づ
く

対
応

を
行

お

う
と

す
れ

ば
、
認
定

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

協
会

の
自

主

規
制

は
、
日
本

証
券

業
協

会
の

自
主
規

制
の

よ
う

に
、
パ

ブ
コ

メ
な

ど
の

手
続

を
経

て
定

め
ら

れ
る

必
要

が
あ

る

ほ
か

、
公

表
さ

れ
て

い
る

必
要

が
あ
る

。
こ

う
し

た
手

続

面
も

確
保

さ
れ

る
と

の
理

解
で

よ
い
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
6
は
、

認
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
協

会
に

加
入

し
な

い
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
対

す
る

監
督

上
の

主
な

着
眼

点

を
記

載
し

た
も

の
に

過
ぎ

ず
、
ご

指
摘

の
よ

う
な

認
定

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

協
会

へ
の

加
入

義
務

が
免

除
さ

れ

る
か

否
か

に
つ

い
て

何
ら

記
載

す
る

も
の

で
は

あ
り

ま

せ
ん

。
 

 
認

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

協
会

の
定

め
る

自
主

規

制
規

則
に

係
る

手
続

等
に

つ
い

て
は
、
貴
重

な
ご

意
見

と

し
て

承
り

ま
す

。
 

6
0
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は

届
出

の
み

で
電

子
決

済

等
代

行
業

を
行

い
う

る
と

さ
れ

て
い
る

と
こ

ろ
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

行
う

当
該

電
子

決
済

等
代

行
業

に

つ
い

て
は

、
認

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
協

会
に

加
入

し

て
い

れ
ば

未
加

入
業

者
扱

い
と

は
な
ら

な
い

の
か

。
そ

れ

と
も

、
別

途
、
認
定

電
子

決
済

等
代
行

事
業

者
協

会
に

も

加
入

し
な

け
れ

ば
未

加
入

業
者

扱
い
と

な
る

の
か

。
 

電
子

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

を
行

う
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

提
供
法

第
1
8
条

第
1
項

各
号

に
掲

げ
る

要
件

の
全

て
を

満
た

す
と

き
に

は
届

出

を
行

う
こ

と
で

電
子

決
済

等
代

行
業

を
行

う
こ

と
が

可

能
と

な
り

ま
す

（
金

融
サ

ー
ビ

ス
提
供

法
第

1
8
条
第

1

項
・
第

3
項
）
。
 

 
当

該
届

出
に

よ
り

電
子

決
済

等
代

行
業

を
行

う
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、

銀
行

法
第

2
条

第
1
8
項
に

規

定
す

る
電

子
決

済
等

代
行

業
者

と
み

な
さ

れ
る

こ
と

か

 

-
 
7
9
 
-
 

え
ら

れ
る

が
、
こ
の

よ
う

な
場

合
は
、
字
義

通
り

の
対

応

が
求

め
ら

れ
る

の
か

。
例

え
ば

、
昨
今
の

A
T
M
大

規
模

障

害
事

案
で

は
、
自
行

A
T
M
の
み
が

使
用
不

能
と

な
っ

た
が

、

他
の

コ
ン

ビ
ニ

A
T
M
で
は

利
用

可
能
で

あ
っ

た
。
し
た

が

っ
て

、「
利
用

者
の
目

的
が

達
成

可
能
」
か
否

か
は

相
対

的

な
も

の
、

主
観

的
判

断
が

伴
う

も
の
と

理
解

し
て

い
る

。

字
義

通
り

の
対

応
を

し
な

く
て

も
よ

い
場

合
の

考
え

方

を
も

う
少

し
お

示
し

い
た

だ
き

た
い
。
 

ち
に

改
善

を
求

め
る

必
要

は
な

い
と
考

え
ま

す
が

、
ど

の

よ
う

な
場

合
に

利
用

者
保

護
の

観
点

か
ら

特
段

の
問

題

が
認

め
ら

れ
な

い
か

に
つ

い
て

は
、
個

別
事

例
ご

と
に

実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

る

こ
と

か
ら

、
一

概
に

回
答

す
る

こ
と
は

困
難

で
す

。
 

 
▼

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

受
領
す

る
手

数
料

等
の

開
示

等
、
準

用
保

険
業

法
第

3
0
0
条

第
1
項
第

6
号

関
係
、

適
切

な
表

示
の

確
保
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
5
、
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑽

、
Ⅵ

－
1
－

3
 

5
3
 

保
険

媒
介

業
者

が
顧

客
か

ら
手

数
料

を
受

領
す

る
場

合
、
広
告

宣
伝

や
顧

客
対

応
の

現
場
に

お
い

て
、
実
際

の

金
額

よ
り

も
割

安
と

顧
客

に
誤

認
さ

せ
る

よ
う

な
表

示

は
顧

客
本

位
の

業
務

運
営

を
求

め
る

プ
リ

ン
シ

プ
ル

に

反
し

て
お

り
不

適
当

と
の

理
解

で
よ
い

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
顧

客
が

締
結

し
よ

う
と

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

に
つ

き
顧

客
が

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
に

支
払

う
手

数
料

の
額

若
し

く
は

そ
の

上

限
額

又
は

こ
れ

ら
の

計
算

方
法

の
概
要
（
こ

れ
ら

を
明

示

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

あ
っ
て

は
、
そ
の

旨
及

び

理
由

）
を

あ
ら

か
じ

め
明

示
す

る
義

務
を

負
う

と
こ

ろ

（
仲

介
業

者
等

府
令
第

3
3
条
第

2
項
第

3
号

）
、
広
告

や

媒
介

の
場

面
に

お
い

て
も

当
該

情
報

は
正

確
に

明
示

さ

れ
る

こ
と

が
必

要
と

考
え

ま
す

。
 

5
4
 

保
険

媒
介

業
者

が
顧

客
か

ら
手

数
料
を

得
る

場
合

、
広

告
や

実
際

の
媒

介
の

場
面

に
お

い
て

無
料

ま
た

は
実

際

よ
り

も
低

額
で

あ
る

か
の

よ
う

に
顧

客
に

誤
解

さ
せ

る

よ
う

な
表

示
・
明
示

は
不

適
切

で
あ
る

こ
と

を
確

認
し

た

い
。
 

5
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
預

金
等

媒
介

業
務

、
保

険
媒

介
業

務
、
有
価

証
券

等
仲

介
業
務

、
貸

金
業

貸
付

媒

介
業

務
の

い
ず

れ
も

取
り

扱
う

こ
と
が

で
き

、
か

つ
、
顧

客
と

金
融

機
関

の
双

方
か

ら
委

託
を

受
け

ら
れ

る
立

場

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
既
存

の
業

者
と
比

較
し

て
も

、
顧

客

に
と

っ
て

極
め

て
分

か
り

難
い

存
在

に
な

り
得

る
と

考

え
る

。
 

 
従

っ
て

、
顧

客
目

線
に

立
て

ば
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

業
者

が
受

領
す

る
手

数
料

よ
り

は
、
当

該
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

が
⑴

預
金

等
媒

介
業

務
、
保

険
媒

介
業

務
、
有

価
証

券
等

仲
介

業
務

、
貸

金
業

貸
付
媒

介
業

務
の

う
ち

ど

の
業

務
を

取
り

扱
っ

て
い

る
の

か
（
取

扱
業

務
）
、
⑵
商

品

を
提
供

す
る

金
融

機
関

か
ら

の
委

託
を

受
け

て
い

る
の

か
、
顧
客

か
ら
委

託
を

受
け
る

の
か
（

受
託
先

）
、
⑶

金
融

機
関

や
顧

客
か

ら
ど

の
よ

う
な

委
託

を
受

け
て

い
る

の

か
（

受
託
内
容

）
、
と

い
っ

た
点

を
明
示

す
る

方
が

よ
ほ

ど

重
要

と
思
わ
れ

る
。
 

貴
重

な
ご
意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

を
行

う
と

き
は

、
あ

ら
か
じ

め
、
顧
客

に
対

し
、

①
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
登
録
簿

に
登
録

さ
れ

て
い

る
業

務
の
種
別
（
金

融
サ

ー
ビ
ス
提
供
法

第
2
5
条

第
1
項

第
2
号

）
、
②

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
と

顧
客

が
締

結

し
よ

う
と

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

に
係

る
相

手
方

金

融
機

関
と

の
間

の
資

本
関

係
及

び
人

的
関

係
並

び
に

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
行
為
に

係
る

委
託
契

約
の

有
無
（
仲

介

業
者

等
府

令
第

3
3
条
第

2
項
第

6
号
）
、
③

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

務
に

関
し

、
顧

客
に

対
す
る

情
報

の
提
供
、
説

明
及

び
書

面
の
交

付
等

に
つ

い
て

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
と

顧
客

が
締

結
し

よ
う

と
す

る
金

融
サ

ー
ビ

ス

契
約

に
係

る
相

手
方

金
融

機
関

の
役

割
分
担

に
関

す
る

事
項

（
仲

介
業

者
等

府
令

第
3
3
条

第
2
項

第
7
号
）

等

を
明

ら
か

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

5
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
手

数
料

等
の

開
示

に
つ

い
て

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
2
－

1
5

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。
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-
 
8
2
 
-
 

業
務

に
お

け
る

取
引

上
の

優
越

的
地

位
を

不
当

に
利

用

す
る

行
為

も
禁

止
さ

れ
る

と
の

理
解
で

よ
い

か
。

ま
た

、

こ
れ

は
、
保
険

媒
介

業
務

、
有

価
証
券

等
仲

介
業

務
、
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

に
つ

い
て

媒
介

契
約

を
締

結
す

る

場
合

で
も

同
様

か
。
プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ
ー

マ
ー

で
あ

る
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
優

越
的

地
位
を

利
用

し
、
金
融

機

関
に

対
し

て
不

当
な

条
件

で
媒

介
契

約
の

締
結

を
求

め

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
た

め
。

 

上
の

優
越

的
地

位
を

不
当

に
利

用
す

る
行

為
等

に
係

る

留
意

事
項

を
記

載
す

る
も

の
で

す
。
 

 
ご

指
摘

の
よ

う
な

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
金

融

機
関

に
対

す
る

取
引

上
の

優
越

的
地

位
を

不
当

に
利

用

す
る

行
為

等
に

つ
い

て
は

、
ま

ず
は
競

争
法

の
適

用
に

よ

り
対

処
さ

れ
る

も
の

と
考

え
ら

れ
ま
す

。
 

6
5
 

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

務
に

つ
い

て
は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅴ
－

1
－
1
に

相
当

す
る
「
取

引
上

の

優
越

的
地

位
を

不
当

に
利

用
す

る
行
為

」
の

定
め

が
な

い

が
、
適
用

さ
れ

な
い

と
の

理
解

で
よ
い

か
。
適
用

さ
れ

る

の
で

あ
れ

ば
、
同
一

の
規

程
を

定
め
る

か
、
準
用

し
て

い

た
だ

き
た

い
。
 

 
▼

契
約
時

点
等

に
お

け
る

説
明

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅴ

－
1
－

2
－

1
－

2
⑵
 

6
6
 

契
約

時
点

等
に

お
け

る
説

明
で

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

行
う

べ
き

説
明

義
務

が
定
め

ら
れ

て
い

る
。
こ

れ
ら

を
踏

ま
え

れ
ば

、
こ

れ
ら

の
事
項

に
つ

い
て

は
、
金

融
機

関
側

で
重

複
し

て
説

明
す

る
法
令

上
、
監
督

指
針

上

の
義

務
は

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅴ
－

1
－

2
－

1
－

2
⑵

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
行

う
契

約
時

点
等

に
お

け
る

説
明

に
関

す
る

留
意

事
項

を
記

載
し

た
も

の

で
あ

り
、
金
融

機
関

側
に

お
け

る
こ
れ

ら
の

事
項

に
つ

い

て
の

説
明

義
務

の
有

無
に

つ
い

て
何

ら
記

載
し

た
も

の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。
金
融

機
関

と
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
の

当
該

説
明

に
係

る
役

割
分

担
や
責

任
に

つ
い

て
は

、

個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

6
7
 

Ⅴ
－

1
－

2
－
1
－

2
⑵

に
お

い
て

、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
対

し
て

一
定

の
事

項
に

係
る

説
明

義
務

が
課

さ

れ
、
か
つ

金
融

当
局

に
よ

る
監

督
の
対

象
と

な
っ

て
い

る

こ
と

、
さ

ら
に

本
制

度
は

所
属

制
を
と

ら
な

い
こ

と
を

踏

ま
え

れ
ば

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

に
お

い
て

こ
れ

ら

の
説

明
義

務
が

履
行

さ
れ

て
い

る
か
に

つ
い

て
、
金
融

機

関
は

監
督

責
任

を
負

わ
な

い
と

の
理
解

で
よ

い
か

。
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

上
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

業
者

に
説

明
義

務
が

課
さ

れ
て

い
る
事

項
に

つ
い

て
、
金

融
機

関
側

で
重

複
し

て
説

明
す

る
場

合
と

し
な

い
場

合

と
で

、
こ

の
監

督
責

任
の

考
え

方
に
違

い
は

生
じ

る
か

。
 

金
融

機
関

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

対
し

て
金

融
商

品
の

契
約

の
締

結
の

媒
介

を
委
託

す
る

場
合

、
所

属

制
に

基
づ

く
法

令
上

の
指

導
・
監

督
義

務
は

負
わ

な
い

も

の
の

、
外

部
委

託
先

の
適

切
な

管
理
の

た
め

の
措

置
を

講

じ
る

こ
と

が
必

要
と

考
え

ま
す

。
 

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
措

置
を

講
じ

る
必

要
が

あ
る

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に
実

態
に

即
し

て
実

質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え
ま

す
。
 

6
8
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法
第

2
5
条
第

1
項

第
5
号

で
は

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
説

明
義
務

と
し

て
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

損
害

賠
償

に
関

す
る

事
項

が
定

め

ら
れ

て
い

る
が

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針

ご
指

摘
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
2
5
条

第
1
項
第

5
号

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
顧
客

に
対

す
る

損
害

賠

償
に

関
す

る
事

項
に

つ
き

あ
ら

か
じ

め
情

報
提

供
し

な

 

-
 
8
1
 
-
 

ら
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
8
条

第
2
項

）
、
当
該

電

子
決

済
等

代
行

業
（

銀
行

法
）
と

の
関

係
で

は
、
認
定

電

子
決

済
等

代
行

事
業

者
協

会
に

加
入
し

な
い

限
り

、
未

加

入
業

者
扱

い
と

な
る

と
考

え
ま

す
。
 

 
な

お
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
が

行
う

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

と
の

関
係

で
は

、
認

定
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

協
会

に
加

入
を

し
て

い
れ

ば
、
未

加
入

業
者

の
扱

い
と

は

な
ら

な
い

と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

み
な
し

電
子

決
済

等
代

行
業

者
に
関

す
る

監
督

指
針

の
準

用
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

1
8
 

6
1
 

み
な

し
電

子
決

済
等

代
行

業
者

に
つ
い

て
は

、
電

子
決

済
等

代
行

業
の

業
界

に
お

い
て

対
応

が
求

め
ら

れ
る

全

国
銀

行
協

会
発

行
の

報
告

書
へ

の
準
拠

や
、

業
務

運
営

、

自
主

規
制

等
に

つ
い

て
結

成
さ

れ
て

い
る

団
体

へ
の

加

入
又

は
加

入
し

な
い

場
合

に
は

こ
れ

ら
団

体
と

同
等

の

対
応

が
な

さ
れ

る
こ

と
が

求
め

ら
れ
る

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

第
1
8
条

第
1
項
の

規
定

に
よ

り
電
子

決
済

等
代

行
業

を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、
銀
行

法
上
の

登
録

を
受

け
た

電

子
決

済
等

代
行

業
者

と
同

等
の

態
勢

整
備

が
必

要
と

考

え
ま

す
。
 

 
▼

登
録
の

審
査

に
当

た
っ

て
の

留
意
点
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
3
－

1
－

1
 

6
2
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－
3
－

1
－

1
⑴

に
記

載
の

本
庁

監
理

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と
は

何

か
。
財
務

局
監

理
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

と
の

違
い

は

ど
の

よ
う

な
基

準
で

決
ま

る
の

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
4
6
条

第
5
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
金
融

庁
長

官
が

指
定
す

る
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

の
こ

と
を

指
し

ま
す

。
 

 
本

庁
監

理
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

指
定

に
あ

た

っ
て

は
、
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

上
の

必
要
性

に
つ

い
て

様
々

な

要
素

を
総

合
的

に
勘

案
し

て
判

断
す

る
こ

と
に

な
る

と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

業
務
に

関
す

る
帳

簿
書

類
関

係
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
3
－

4
 

6
3
 

保
険

媒
介

の
対

価
と

し
て

顧
客

か
ら

直
接

受
領

す
る

手
数

料
に

つ
い

て
、
顧
客

保
護

や
公
平

性
が

損
な

わ
れ

る

こ
と

の
な

い
よ

う
、
保
険

媒
介

業
者
の

帳
簿

書
類

を
も

と

に
、
取
扱

種
目

、
手

数
料

額
及

び
保
険

媒
介

業
者

と
顧

客

間
の

手
数

料
の

取
決

め
等

を
確

認
す

る
こ

と
が

重
要

で

あ
る

と
考

え
る

。
各

種
の

監
督

対
応
に

お
い

て
、
そ
の

よ

う
な

確
認

も
必

要
に

応
じ

て
な

さ
れ

る
も

の
と

の
理

解

で
よ

い
か

。
 

保
証

金
が

適
法

に
供

託
さ

れ
て

い
る
か

、
顧

客
に

対
し

て
手

数
料

の
額

等
が

適
法

に
明

示
さ

れ
て

い
る

か
等

を

検
証

す
る

観
点

か
ら

必
要

が
あ

る
場
合

に
は

、
参

考
と

な

る
べ

き
資

料
の

提
出

を
求

め
て

手
数

料
に

関
す

る
取

決

め
等

の
確

認
を

行
う

こ
と

も
あ

り
得
る

と
考

え
ま

す
。
な

お
、
こ
の

場
合

の
手

数
料

と
は

、
顧
客

か
ら

受
領

す
る

手

数
料

に
限

る
も

の
で

は
な

く
、
ま

た
、
保
険

媒
介

の
対

価

と
し

て
受

領
す

る
も

の
に

限
ら

な
い
と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

預
金
等

媒
介

業
者

の
禁

止
行

為
、
不

適
切

な
取

引
等
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅴ

－
1
－

1
 

6
4
 

 
金

融
機

関
に

対
し

て
も

、
媒

介
契
約

の
締

結
や

媒
介

条

件
、
手
数

料
に

関
し

て
、
預
金

等
媒
介

業
者

と
し

て
の

取

引
上

の
優

越
的

地
位

を
不

当
に

利
用

す
る

行
為

や
兼

業

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅴ

－
1
－
1
は

、
準

用
銀

行
法
第

5
2
条

の
4
5
及
び

仲
介
業

者
等

府
令
第

5
5

条
を

受
け

て
、
預
金

等
媒

介
業

者
の
顧

客
に

対
す

る
取

引

191
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銀
行

等
の

貸
付

け
に

関
す

る
基

本
的
な

経
営

の
方

針
（

ク

レ
ジ

ッ
ト

ポ
リ

シ
ー

等
）
と
の

整
合
性

に
つ

い
て

も
検

証

す
る

必
要

が
あ

る
。
」
と
あ

る
が

、
整
合

性
を

確
保

す
る

必

要
が

あ
る

の
か

、
整

合
性

を
検

証
す
れ

ば
良

い
の

か
。
一

般
に

、
各

銀
行

等
の

ク
レ

ジ
ッ

ト
ポ
リ

シ
ー

は
単

一
で

は

な
く

、
各

銀
行

等
に

よ
っ

て
異

な
る
と

想
定

さ
れ

る
。
一

致
さ

せ
る

か
否

か
は

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

と
各

金

融
機

関
の

間
の

個
別

の
取

決
め

に
よ
る

も
の

で
あ

っ
て

、

監
督

指
針

上
は

検
証

す
る

に
と

ど
ま
り

、
必

ず
し

も
一

致

を
求

め
る

も
の

で
は

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か

確
認

し

た
い

。
仮

に
不

一
致

が
あ

る
場

合
で
あ

っ
て

も
、
媒
介

を

受
け

る
金

融
機

関
の

内
規

に
お

い
て

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
か

ら
媒

介
を

受
け

る
も

の
に
つ

い
て

、
法

令
に

違

反
し

な
い

限
り

、
特

別
の

例
外

を
定
め

る
こ

と
は

認
め

ら

れ
る

か
。
 

2
⑶

は
、

銀
行

等
か

ら
与

信
取

引
に

関
す

る
媒

介
の

委
託

を
受

け
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
は

、
当

該
委

託
者

で

あ
る

銀
行

の
ク

レ
ジ

ッ
ト

ポ
リ

シ
ー

等
と

整
合

し
た

与

信
取

引
を

媒
介

す
る

必
要

が
あ

る
こ
と

か
ら

、
金

融
サ

ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
与

信
取

引
面

に
お

け
る

説
明

態
勢

の

監
督

に
あ

た
っ

て
は

、
各

銀
行

等
の
ク

レ
ジ

ッ
ト

ポ
リ

シ

ー
等

と
の

整
合

性
を

検
証

す
る

旨
を

記
載

し
た

も
の

に

な
り

ま
す

。
 

 
▼

「
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
を

適
確

に
遂

行
す

る
に

足
り

る
能

力
を

有
す

る
こ

と
を

明
ら

か
に

す
る

書
面

」
（

仲

介
業

者
等

府
令
第

1
2
条

第
3
号

）
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅴ

－
2
－

2
⑵
 

7
3
 

申
請

者
が

個
人
（
二

以
上

の
事

業
所
で

預
金

等
媒

介
業

務
を

行
う

者
を

除
く

。
）
の
場
合

に
は
、（

注
1
）
及

び
（

注

3
）

に
記

載
す

る
知

識
を

有
す

る
必

要
が

あ
る

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
仮

に
当

該
個

人
が
使

用
人

を
雇

用
し

て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、
当
該

使
用
人

を
「

そ
の

行
う

預

金
等

媒
介

業
務

の
業

務
に

係
る

法
令

等
の

遵
守

を
確

保

す
る

業
務

に
係

る
責

任
者

」
又

は
、「

法
令

等
の
遵

守
の

確

保
を

統
括

管
理

す
る

業
務

に
係

る
統
括

責
任

者
」
と
し

て

配
置

す
る

必
要

は
な

い
と

い
う

こ
と
か

。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

7
4
 

預
金

等
媒

介
業

者
（

法
人

、
個

人
を
問

わ
な

い
）
の
役

員
及

び
使

用
人

の
全

員
が

、
「

そ
の

行
う

預
金

等
媒

介
業

務
の

業
務

に
関

す
る

十
分

な
知

識
」
を

有
し

て
い

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

わ
け

で
は

な
い

と
い

う
こ

と
を

確

認
し

た
い

。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

も
っ

と
も

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

の
健

全
か

つ
適

切
な

業
務

運
営

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
法

令
等

遵
守

態

勢
の

整
備

等
が

必
要

で
あ

る
点

に
つ
い

て
は

、
ご

留
意

い

た
だ

く
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

業
務
遂

行
能

力
に

関
す

る
審

査
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅴ

－
2
－

3
－

1
 

7
5
 

こ
ち

ら
は

銀
行

代
理

業
に

関
す

る
銀

行
法

施
行

規
則

第
3
4
条

の
3
7
第

3
号
の

内
容

を
参
照

さ
れ

た
も

の
と

理

解
し

て
い

る
が

、
Ⅰ

－
2
－

2
⑶

に
記
載

さ
れ

た
「

監
督

上

の
評

価
項

目
の

全
て

を
各

々
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
に

一
律

に
求

め
て

い
る

も
の

で
は
な

い
」
と
い

う
趣

旨

が
同

様
に

妥
当

し
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
の

業
務

態

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅴ
－

2
－

3
－

1
⑴

及
び

⑵
に

記
載

さ
れ

て
い

る
内

容
を

充
足

し
て

い
な

い

場
合

で
あ

っ
て

も
、
そ
の

こ
と

の
み
を

も
っ

て
直

ち
に

登

録
拒

否
事

由
が

あ
る

こ
と

に
な

ら
な

い
点

は
貴

見
の

と

お
り

と
考

え
ま

す
が

、
ど

の
よ

う
な
場

合
に
「
金

融
サ

ー

ビ
ス

仲
介

業
務

を
適

確
に

遂
行

す
る
に

足
り

る
能

力
」
を

 

-
 
8
3
 
-
 

（
例
：
Ⅴ

－
1
－

2
－

1
－

2
⑵
等

）
に
は

具
体

的
に

説
明

す

べ
き

内
容

が
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。
す

な
わ

ち
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

に
関

し

て
生

じ
た

損
害

の
賠

償
の

責
任

が
発

生
し

た
場

合
で

あ

っ
て

も
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
自

身
が

賠
償

責
任

を

負
う

こ
と

と
せ

ず
、
金
融

機
関

に
賠
償

責
任

を
負

わ
せ

る

こ
と

も
可

能
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
 

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

を
定

め
る

規
定
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 
し

た
が

っ
て

同
条

項
の

規
定

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

業
者

自
身

が
顧

客
に

対
し

て
負

う
賠

償
責

任
を

金
融

機

関
に

負
わ

せ
る

こ
と

が
可

能
か
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
が

顧
客

と
の

関
係

で
免

責
さ

れ
る
か

）
に

つ
い

て
、
何

ら
定

め
る

も
の

で
は

な
く

、
そ

の
可
否

に
つ

い
て

、
民

法

や
消

費
者

契
約

法
等

に
基

づ
き

判
断

さ
れ

る
も

の
と

考

え
ま

す
。
 

 

6
9
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

務
に

関
し

て
生

じ
た

損
害

の
賠

償
の

責
任

が
発

生
し

た

場
合

、
金

融
機

関
は

そ
の

責
任

を
負
わ

ず
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
自

身
が

負
う

こ
と

を
説

明
し

た
場

合
で

あ

っ
て

も
、
私
法

上
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
の

背
後

に

い
る

金
融

機
関

が
民

事
上

の
責

任
を

負
わ

な
い

と
は

言

い
切

れ
な

い
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
金

融
機

関
は

こ
の

こ

と
も

留
意

し
つ

つ
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
と

連
携

す

る
必

要
が

あ
る

と
の

理
解

で
よ

い
か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

に
関

し
て

顧
客

に
生

じ
た

損
害

の
賠

償
責

任
を

金
融

機
関

も
負
う

か
否

か
は

、
個

別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ

き
も

の
で

あ
り

、
貴

見
の

と
お

り
と
考

え
ま

す
。
 

7
0
 

「
預

金
等

媒
介

業
者

と
顧

客
が

契
約

を
締

結
し

よ
う

と
す

る
銀

行
等

と
の

間
の

顧
客

に
対

す
る

情
報

の
提

供

及
び

説
明

に
関

す
る

役
割

分
担

を
適
切

に
踏

ま
え

、
機

械

的
・
画
一

的
な

取
扱

い
と

な
ら

な
い
よ

う
配

慮
す

る
」
と

あ
る

が
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
と

銀
行

等
と

の
役

割

分
担

の
合

意
の

下
、
専
ら

銀
行

等
が
説

明
を

行
い

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は

説
明

を
行

わ
な
い
（
勧

誘
・
送
客

の

み
行

う
等

）
と

い
う

取
扱

い
も

否
定
さ

れ
る

も
の

で
は

な

い
と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
行

う
「
媒

介
」
の
具

体
的

な
内

容
（

銀
行

等
と

の
役

割
分

担
）
に

関
し

て
は

、
銀

行

等
と

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
創

意
工

夫
に

基
づ

く

任
意

の
取

決
め

に
委

ね
る

も
の

で
あ
り

、
ご

指
摘

の
よ

う

な
取

扱
い

を
す

る
こ

と
が

否
定

さ
れ

る
と

い
う

も
の

で

は
な

い
と

考
え

ま
す

。
 

7
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
で

は
、
金
融

機
関

と
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
と

の
間
で
「
情

報
の

提
供

及

び
説

明
に

関
す

る
役

割
分

担
を

適
切
に

踏
ま

え
」
る
こ

と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

が
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
制

度

は
所

属
制

を
と

ら
ず

、
金

融
機

関
は
監

督
責

任
を

負
わ

な

い
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
自
ら

損
害

賠
償

責
任

を

負
う

）
こ

と
と

の
関

係
に

お
い

て
、
当

該
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

が
担

う
情

報
の

提
供

及
び
説

明
に

つ
き

、
別

に

定
め

る
場

合
を

除
き

、
法

令
上

、
金
融

機
関

は
監

督
責

任

も
損

害
賠

償
責

任
も

負
わ

な
い

と
の
理

解
で

よ
い

か
。
 

金
融

機
関

の
監

督
責

任
や

損
害

賠
償
責

任
の

有
無

は
、

個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
司

法
上

の
判

断
が

な

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
一

概
に

回
答
す

る
こ

と
は

困
難

で

す
。
 

 
▼

貸
付
け

に
関

す
る

基
本

的
な

経
営
の

方
針

（
ク

レ
ジ

ッ
ト

ポ
リ
シ

ー
等

）
と

の
整

合
性

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅴ

－
1
－

2
－

1
－

2
⑶
 

7
2
 

「
与

信
取

引
面

に
お

け
る

説
明

態
勢
に

つ
い

て
は

、
各

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅴ
－

1
－

2
－

1
－

192

金融サービス仲介業
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8
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-
 

情
報

を
利

用
し

た
人

の
手

に
よ

る
ネ

ガ
テ

ィ
ブ

チ
ェ

ッ

ク
を

行
っ

た
と

し
て

も
、
こ
れ

に
よ
り
「
規

格
化

さ
れ

た

貸
付

商
品

」
に

該
当

し
な

い
も

の
で
は

な
い

と
い

う
理

解

で
よ

い
か

。
 

 
▼

適
正
な

保
険

媒
介

業
務

管
理

態
勢
の

確
立
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

1
 

7
9
 

「
保

険
媒

介
業

務
」
の
意

義
は

、
基
本

的
に

は
保

険
会

社
監

督
指

針
に

お
け

る
「

保
険

募
集
」
の
意

義
を

参
考

に

さ
れ

た
も

の
と

思
わ

れ
る

が
、「

保
険
媒

介
」
に

は
「
保

険

契
約

の
申

込
の

受
領

」
が

含
ま

れ
て
い

な
い

。
こ

れ
は

保

険
媒

介
業

者
の

権
限

が
「

媒
介

」
に
限

ら
れ

て
お

り
、
契

約
締

結
の

代
理

を
含

ま
な

い
こ

と
（
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供

法
第

1
1
条
第

3
項
・
第

2
5
条

）
を
踏

ま
え

た
も

の
と

な

る
の

か
。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

8
0
 

保
険

会
社

等
の

業
務

の
代

理
は

不
可
で

あ
る

が
、
契
約

手
続

等
に

係
る

事
務

の
代

行
は

可
能

と
の

理
解

で
よ

い

か
。

例
え

ば
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

で
保

険
媒

介
を

行
う

場

合
、
保
険

媒
介

業
者

の
サ

イ
ト

に
て
保

険
申

込
画

面
を

作

成
し

、
顧

客
が

当
該

申
込

画
面

で
申
込

意
思

を
示

し
、
そ

の
申

込
デ

ー
タ

を
保

険
媒

介
業

者
か

ら
保

険
会

社
等

へ

連
携

し
、
保
険

会
社

等
が

締
結
（

引
受

）
の

受
諾

通
知

を

当
該

申
込

画
面

や
保

険
媒

介
業

者
の
サ

イ
ト

の
締

結
（

引

受
）
完
了

画
面

に
表

示
す

る
こ

と
は
可

能
と

の
理

解
で

よ

い
か

。
 

契
約

手
続

等
に

係
る

事
務

の
代

行
が
「

保
険

契
約

の
締

結
の

媒
介

」
に

当
た

る
も

の
で

れ
ば
可

能
と

考
え

ま
す

。

な
お

、
ご

指
摘

の
よ

う
な

一
連

の
行
為

が
「

媒
介

」
に

該

当
す

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

8
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

1
⑴

②
の

記
載

は
、
現
行

の
保

険
会

社
監
督

指
針

Ⅱ
－

4
－

2
－

1
⑴

②
の

記
載

を
踏

襲
し

た
も

の
と

理
解

し
て

い
る

。
そ

う
で

あ
れ

ば
、
保
険

会
社

監
督

指
針
に

係
る

貴
庁

の
パ

ブ

コ
メ

回
答
（

※
）
と

同
様

、「
媒

介
」
に
該

当
す

る
と

い
う

た
め

に
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅵ

－
1

－
1
－

1
⑴

②
の

ア
及

び
イ

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

こ

と
が

前
提

に
な

る
と

の
理

解
で

よ
い
か

。
ま

た
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅵ

－
1
－

1
－

1
⑴

②
と

同
様

の
考

え
方

は
、
貸
金

業
貸

付
媒

介
業
務

に
お

け
る
「
媒

介
」

の
考

え
方

に
も

当
て

は
ま

る
と

考
え
て

よ
い

か
。
 

 ※
平
成

2
7
年

5
月

2
7
日
「
『
平

成
2
6
年
改

正
保

険
業

法

（
2
年
以

内
施

行
）

に
係

る
政

府
令
・

監
督

指
針

案
』

に

対
す

る
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

の
結
果

等
に

つ
い

て
」
別

紙
1
項
番

2
0
3
。
 

ご
指

摘
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1

－
1
－

1
⑴

②
に

つ
い

て
は

、
貴

見
の

と
お

り
と

考
え

ま

す
。
 

 
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

に
お

け
る
「

媒
介

」
の

具
体

的

内
容

に
つ

い
て

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

お
い

て

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
取
り

扱
う

商
品
・
サ

ー

ビ
ス

の
内

容
・
特
性

を
踏

ま
え

、
必
要

な
ル

ー
ル

が
過

不

足
な

く
適

用
さ

れ
る

こ
と

を
確

保
す
る

観
点

か
ら

、
貸

金

業
法

に
お

け
る

媒
介

の
考

え
方

も
参
照

し
た

上
で

、
個

別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ

き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

 

-
 
8
5
 
-
 

様
等

に
応

じ
て

、
同

号
に

定
め

ら
れ
て

い
る

の
と

同
等

の

経
験

者
要

件
が

充
た

さ
れ

な
く

と
も

登
録

が
許

容
さ

れ

る
場

合
も

あ
り

得
る

と
考

え
て

よ
い
か

。
 

 
例

え
ば

、
こ

れ
ら

の
経

験
に

お
い
て

は
、
そ
の

行
う

業

務
の

内
容

に
応

じ
て

銀
行

業
に

関
す

る
経

験
だ

け
で

な

く
、
貸
金

業
者

、
銀

行
代

理
業

者
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

業
に

お
け

る
業

務
経

験
に

よ
り

、
必
要

な
経

験
者

を
配

置

し
た

と
考

え
る

場
合

が
あ

る
可

能
性

は
排

除
さ

れ
る

も

の
で

な
い

と
い

う
こ

と
で

よ
い

か
。
 

 
ま

た
、
貸
付

に
関

す
る

業
務

に
つ
い

て
は

、
貸

金
業

取

扱
主

任
者

に
関

す
る

試
験

合
格

及
び

研
修

受
講

等
を

受

け
て

い
る

も
の

も
、
適
切

な
経

験
を
有

す
る

も
の

と
し

て

評
価

さ
れ

る
可

能
性

が
排

除
さ

れ
て

い
な

い
と

い
う

こ

と
で

よ
い

か
。
 

有
す

る
と

い
え

る
か

否
か

に
つ

い
て
は

、
預

金
等

媒
介

業

が
銀

行
代

理
業
（
媒

介
に

係
る

部
分
に

限
る

）
と

同
様

の

業
務

で
あ

る
こ

と
も

踏
ま

え
、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

7
6
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅴ

－
2
－

3
－

1
⑴

イ
及

び
ロ

の
①
「
当

座
預

金
業

務
若
し

く
は

資
金

の
貸

付

け
業

務
」
並
び

に
イ

及
び

ロ
の

②
「
資

金
の

貸
付

け
業

務
」

は
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

行
う

こ
れ

ら
の

媒
介

業

務
も

含
む

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅴ

－
2
－

3
－

1
⑵

の
「

資
金

の
貸

付
け

業
務

」
は

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

が
行

う
貸

付
の

媒
介

業
務

も
含

む
と

い
う

理
解

で
よ

い

か
。
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅷ

－
3
－

1
－

2
⑵

②
ホ

の
「

貸
付

け
の

業
務

」
は

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

が
行

う
貸

付
の

媒
介

業
務

も
含

む
と

い
う

理
解

で
よ

い

か
。
 

 
上

記
の

媒
介

業
務

が
含

ま
れ

な
い
場

合
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
が

行
う

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
務

に
係

る

経
験

で
「

こ
れ

と
同

等
以

上
の

能
力
を

有
す

る
」
こ
と

が

可
能

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。

 

「
資

金
の

貸
付

け
業

務
に

従
事

し
た

こ
と

の
あ

る
者

又
は

こ
れ

と
同

等
以

上
の

能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ

る
者

」
に

つ
い

て
は

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指

針
Ⅴ

－
2
－

3
－

1
⑵

を
参

照
の

上
で

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考

え
ま

す
が

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

が
行

う
媒

介
業

務

も
含

ま
れ

得
る

と
考

え
ま

す
。

 

 
▼

「
規
格

化
さ

れ
た

貸
付

商
品

」
（
仲

介
業

者
等

府
令

第
1
6
条

第
1
号
イ

、
第

2
号

ロ
）

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅴ

－
2
－

3
－

2
⑴
 

7
7
 

「
財

務
情

報
」
に
は

、
例

え
ば

預
金
口

座
の

入
出

金
履

歴
も

含
ま

れ
る

と
考

え
て

よ
い

か
。

ま
た

、
「

機
械

的
処

理
」

に
は

A
I
に
よ

る
融

資
判

断
も
含

む
と

い
う

理
解

で

よ
い

か
。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

7
8
 

機
械

的
処

理
に

よ
り

貸
付

条
件

及
び

貸
付

可
否

が
判

断
さ

れ
た

後
に

、
反

社
会

的
勢

力
の
排

除
や

公
序

良
俗

違

反
の

事
業

を
営

む
者

へ
の

融
資

回
避
等

の
観

点
で

、
定

性

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。
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監
督
・
命

令
の

も
と

で
保

険
媒

介
業
務

を
行

う
」
と
あ

る

が
、
事
務

所
へ

の
物

理
的

な
出

勤
が
必

須
で

は
な

く
、
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
ク

の
よ

う
な

事
務

所
へ

の
物

理
的

な
出

勤

が
な

い
場

合
で

も
、
特
定

の
事

務
所
へ

の
所

属
者

と
し

て

保
険

媒
介

業
者

の
指

揮
・
命
令

の
も
と

で
保

険
媒

介
業

務

を
行

っ
て

い
れ

ば
よ

い
と

い
う

理
解
で

よ
い

か
。
 

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
 

 
こ

の
た

め
、
保
険

媒
介

業
者

の
適
切

な
指

揮
監

督
・
命

令
の

も
と

で
保

険
媒

介
人

が
保

険
媒

介
業

務
を

行
う

の

で
あ

れ
ば

、
当

該
保

険
媒

介
人

の
リ
モ

ー
ト

ワ
ー

ク
の

よ

う
な

多
様

な
勤

務
形

態
が

否
定

さ
れ

る
も

の
で

は
あ

り

ま
せ

ん
。
 

8
7
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅵ

－
1
－

1
－

1
⑷

「
③

 
営

業
所

等
の

拠
点

に
対

す
る
監

査
に

つ
い

て
」
の

「
ウ

」
で

は
「

監
査

等
の

手
法

と
し
て

、
無

予
告

で
の

訪

問
に

よ
る

監
査

等
を

実
施

で
き

る
態

勢
を

整
備

し
て

い

る
か

。
」
と
し

て
い
る

。
保

険
募

集
人
や

保
険

仲
立

人
自

ら

は
こ

こ
ま

で
の

態
勢

整
備

水
準

を
要

求
さ

れ
て

い
な

い

と
理

解
し

て
い

る
が

、「
保

険
媒

介
業
者

」
と
「

保
険
募

集

人
や

保
険

仲
立

人
」
の
間

で
差

を
設
け

た
理

由
を

教
え

て

い
た

だ
き

た
い

。
 

保
険

募
集

人
に

よ
る

保
険

募
集

管
理

態
勢

に
つ

い
て

は
、

保
険

会
社

監
督

指
針

Ⅱ
－

4
－

2
－

9
⑻

に
お

い
て

保

険
会

社
監

督
指

針
Ⅱ

－
4
－

2
－

1
か
ら

Ⅱ
－

4
－

2
－
7
に

準
じ

る
こ

と
が

記
載

さ
れ

て
お

り
、
保

険
仲

立
人

に
つ

い

て
も

保
険

会
社

監
督

指
針

Ⅱ
－

4
－

2
に

準
じ

た
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

必
要

が
あ

る
こ

と
が
記

載
さ

れ
て

お
り

、

い
ず

れ
も

営
業

所
等

の
拠

点
に

対
す

る
監

査
等

の
手

法

と
し

て
、

保
険

会
社

監
督

指
針

Ⅱ
－

4
－

2
－

1
⑷

③
ウ

に

準
じ

、
ご

指
摘

の
保

険
媒

介
業

者
と
同

様
の

態
勢

整
備

が

求
め

ら
れ

て
い

る
と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

準
用
保

険
業

法
第

2
9
4
条
第

1
項
及

び
第

2
項

関
係

（
情

報
提
供

義
務

）
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑵
 

8
8
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
⑵

②
イ

の
「
（
イ
）
ク
ー

リ
ン

グ
・
オ

フ
」
、「
（
ク

）
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
」
な
ど

は
、
保
険

媒
介
業

務
に

限
ら

ず
、
預

金
等

媒
介

業
務

、
有

価
証

券
等

仲
介
業

務
、
貸
金

業
貸

付

媒
介

業
務

に
お

い
て

も
顧

客
に

提
供

す
べ

き
必

須
の

情

報
で

は
な

い
か

。
 

 
ま

た
、
こ
れ

ら
の

情
報

に
つ

い
て
は

顧
客

が
適

切
に

受

領
で

き
る

よ
う

に
、
原
則

と
し

て
書
面

に
よ

る
情

報
提

供

と
す

べ
き

で
は

な
い

か
。
 

ク
ー

リ
ン

グ
・
オ
フ

に
関

す
る

事
項
に

つ
い

て
は

、
ク

ー
リ

ン
グ
・
オ

フ
の

対
象

と
な

る
契
約
（
保

険
契

約
・
投

資
顧

問
契

約
）
の
締

結
の

媒
介

に
あ
た

り
情

報
提

供
す

べ

き
事

項
と

定
め
（
仲

介
業

者
等
府

令
第

5
6
条

第
1
項
第

1

号
ヌ

、
仲

介
業
者

等
府

令
第

9
8
条

第
1
項
第

5
号

）
、
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
に

関
す

る
事

項
に
つ

い
て

も
、
セ
ー

フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
（

預
金

保
険

制
度
・
保

険
契

約
者

保
護

機
構
・

投
資

者
保

護
基

金
）
の
対

象
と

な
る
契

約
の

締
結

の
媒

介

に
あ

た
り

情
報

提
供

す
べ

き
事

項
と
定

め
て

い
る
（
仲

介

業
者

等
府

令
第

4
9
条
第

1
項
第

3
号
、
第

5
6
条

第
1
項

第
1
号
ヨ

、
第

9
3
条

第
3
号
）
よ

う
に

、
ご
指

摘
の
事

項

に
係

る
情

報
提

供
に

つ
い

て
は

法
令

で
必

要
な

手
当

て

が
な

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

ま
た

、
こ

れ
ら

の
情

報
の

提
供

方
法
に

つ
い

て
は

、
書

面
の

交
付

に
よ

る
方

法
と

同
等

に
顧

客
に

対
す

る
適

切

な
情

報
の

提
供

が
確

保
さ

れ
る

と
考

え
ら

れ
る

も
の

に

つ
い

て
、
あ
ら

か
じ

め
顧

客
の

承
諾
を

得
る

こ
と

な
ど

の

必
要

な
措

置
を

と
る

こ
と

を
前

提
と
し

て
、
仲
介

業
者

等

府
令
第

3
条
第

1
項

等
の

規
定

に
よ
り

、
電

磁
的

方
法

に

よ
り

情
報

の
提

供
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
し

て

い
ま

す
。
 

8
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金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑵

ご
指

摘
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

 

-
 
8
7
 
-
 

8
2
 

保
険

媒
介

業
者

と
募

集
関

連
行

為
従

事
者

の
立

場
を

適
宜

使
い

分
け

る
行

為
は

、
従

事
者
が

有
す

る
権

限
等

に

つ
い

て
顧

客
が

誤
認

す
る

お
そ

れ
が
あ

る
た

め
、
不
適

切

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

ご
指

摘
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
保

険
媒

介
業

者
が

、
状

況
に
応

じ
て

保
険

媒
介

業

者
と

募
集

規
制

が
適

用
さ

れ
な

い
募

集
関

連
行

為
従

事

者
の

立
場

を
使

い
分

け
る

よ
う

な
ケ
ー

ス
で

は
、
保
険

業

法
の

募
集

規
制

の
潜

脱
に

該
当

す
る

場
合

も
あ

り
得

る

と
考

え
ま

す
。
 

8
3
 

保
険

媒
介

業
者

と
募

集
関

連
行

為
従

事
者

の
立

場
を

便
宜

的
に

使
い

分
け

る
行

為
は

規
制

の
潜

脱
に

該
当

し

認
め

ら
れ

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か
。
 

8
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

1
⑵

（
注

1
）

に
つ

い
て

、
保

険
媒

介
業
務

関
連

行
為

に
該

当

す
る

行
為

の
例

と
し

て
、
契
約

見
込
客

の
情

報
を

保
険

会

社
等

に
提

供
す

る
だ

け
の

行
為

、
及
び

比
較

サ
イ

ト
等

の

商
品

情
報

の
提

供
を

主
た

る
目

的
と

し
た

サ
ー

ビ
ス

の

う
ち

保
険

会
社

等
か

ら
の

情
報

を
転

載
す

る
に

留
ま

る

も
の

が
挙

げ
ら

れ
て

い
る

が
、
こ

れ
ら

は
保

険
会

社
監

督

指
針

Ⅱ
－

4
－

2
－
1
⑵
（

注
1
）
に

お
い

て
募

集
関

連
行

為

に
該

当
す

る
行

為
の

例
と

し
て

挙
げ

ら
れ

て
い

る
行

為

と
同

一
で

あ
る

。
保

険
会

社
等

が
自
ら

を
保

険
者

と
す

る

保
険

契
約

の
保

険
媒

介
業

務
を

行
わ

な
い

こ
と

か
ら

す

る
と

、
こ

れ
ら

の
行

為
は

保
険

媒
介
業

務
関

連
行

為
に

は

該
当

せ
ず

、
募

集
関

連
行

為
に

の
み
該

当
す

る
こ

と
に

な

る
の

で
は

な
い

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

1
⑵

に
お

い
て

は
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供
法

第
1
1
条

第
3
項

に
規

定
す

る
「

保
険

媒
介

業
務

」
に
該

当
せ

ず
、
同
法

に

定
め

る
保

険
媒

介
業

務
に

係
る

規
制

が
適

用
さ

れ
な

い

行
為

を
「

保
険

媒
介

業
務

関
連

行
為
」
と
定

義
し

て
い

る

と
こ

ろ
、
ご
指

摘
の

よ
う

な
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監

督
指

針
に

例
示

と
し

て
記

載
し

て
い

る
行

為
に

つ
い

て

は
、
当
該
「
保

険
媒

介
業

務
関

連
行
為

」
に

該
当

す
る

と

考
え

ま
す

。
 

8
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

1
⑵

（
注

2
）

ア
、

イ
に

つ
い

て
、

保
険
会

社
等

か
ら

報
酬

を

得
て

行
う

こ
れ

ら
の

行
為

は
、
保

険
会

社
監

督
指

針
Ⅱ

－

4
－

2
－
1
⑵
（

注
2
）
に
お

い
て

募
集
行

為
に

該
当

し
得

る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

行
為

で
あ

り
、
保

険
会

社
等

が
自

ら

を
保

険
者

と
す

る
保

険
契

約
の

保
険

媒
介

業
務

を
行

わ

な
い

こ
と

か
ら

す
る

と
、
こ
れ

ら
の
行

為
は

募
集

関
連

行

為
に

該
当

し
得

る
行

為
で

あ
る

が
、
保

険
媒

介
業

務
関

連

行
為

に
は

該
当

し
得

な
い

行
為

な
の
で

は
な

い
か

。
 

 
さ

ら
に

い
え

ば
、
保
険

媒
介

業
務
は

、
登

録
を

受
け

た

保
険

媒
介

業
者

が
行

う
場

合
に

限
っ

て
保

険
募

集
に

該

当
し

な
い

も
の

と
み

な
さ

れ
る
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法

第
1
7
条

第
3
項
）

の
で

あ
り

、
保
険

媒
介

業
者

で
は

な

い
者

が
行

う
保

険
媒

介
業

務
に

相
当
す

る
行

為
は

、
保

険

募
集

に
該

当
す

る
こ

と
に

な
る

の
で
は

な
い

か
。
 

ご
指

摘
の

保
険

会
社

監
督

指
針

Ⅱ
－
4
－

1
⑵

（
注

2
）

に
記

載
の

あ
る

行
為

は
、「

保
険

媒
介
業

務
」
に
も

該
当

し

得
る

と
考

え
ま

す
。
 

 
な

お
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
第

1
7
条

第
3
項
は

、

あ
る

特
定

の
行

為
が
「

保
険
媒

介
業
務

」
と
「

保
険
募

集
」

の
い

ず
れ

に
も

あ
た

り
得

る
こ

と
（
す

な
わ

ち
、「

保
険

媒

介
業

務
」
の
内

容
と
「
保

険
募

集
」
の

内
容

に
重

畳
が

あ

る
こ

と
）
を
前

提
と

し
て

、
保

険
媒
介

業
務

の
種

別
に

係

る
登

録
を

受
け

て
行

う
当

該
行

為
を

保
険

業
法

の
定

め

る
「

保
険

募
集

」
に

該
当

し
な

い
も
の

と
み

な
す

こ
と

に

よ
り

、
当

該
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

の
行

為
に

保
険

業

法
の

業
規

制
が

及
ば

な
い

よ
う

に
す

る
趣

旨
の

規
定

で

す
。
 

8
6
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅵ

－
1
－

1
－

1
⑶

①
（

イ
）
に

お
い

て
、「

保
険
媒

介
人
の

う
ち

保
険

媒
介

業

務
に

従
事

す
る

使
用

人
に

つ
い

て
は
・
・
・
保
険

媒
介

業

者
の

事
務

所
に

勤
務

し
、
か
つ

、
保
険

媒
介

業
者

の
指

揮

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

必
ず

し
も

事
務

所
へ

の
物

理
的

な
出

勤
を

求
め

る
も

の
で

は
な

く
、
保
険

媒
介

業
者

の
適
切

な
指

揮
監

督
・
命

令
に

基
づ

い
た

保
険

媒
介

業
務

が
実

態
と

し
て

行
わ

れ

194

金融サービス仲介業



 

-
 
9
0
 
-
 

に
お

い
て

も
必

要
不

可
欠

な
措

置
と

考
え

ら
れ

る
こ

と

か
ら

、
少

な
く

と
も

金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
監

督
指

針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
⑷

は
、

保
険

媒
介

業
務

に
限

定
す

べ
き

で

は
な

い
と

考
え

る
。
 

者
に

関
し

て
も

、
顧

客
の

知
識

、
経
験

、
財

産
の

状
況

及

び
取

引
を

行
う

目
的

を
踏

ま
え

た
重

要
な

事
項

の
顧

客

に
対

す
る

説
明

そ
の

他
の

健
全

か
つ

適
切

な
業

務
の

運

営
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置
を

講
じ

る
こ

と
が

求
め

ら

れ
て

お
り
（
仲

介
業

者
等

府
令

第
3
5
条

）
、
こ
れ

ら
の

義

務
を

適
切

に
履

行
す

る
必

要
が

あ
る
と

考
え

ま
す

。
 

9
3
 

保
険

契
約

の
締

結
に

至
る

ま
で

の
一

連
の

プ
ロ

セ
ス

に
お

け
る

初
期

の
段

階
に

お
い

て
、
顧

客
を

保
険

会
社

に

取
り

次
ぐ

と
い

う
保

険
媒

介
業

務
の

業
態

も
想

定
し

得

る
と

こ
ろ

、
そ

の
場

合
、
保
険

会
社
と

の
役

割
分

担
に

お

い
て

、
保

険
会

社
が

顧
客

の
最

終
的
な

意
向

を
把

握
し

、

確
認

す
る

こ
と

が
確

保
さ

れ
る

の
で
あ

れ
ば

、
保

険
媒

介

業
者

に
お

い
て

は
、
顧
客

を
保

険
会
社

に
取

り
次

ぐ
時

点

ま
で

の
意

向
を

把
握

し
て

お
け

ば
十

分
と

考
え

て
よ

い

か
。

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2

⑷
に

お
い

て
も

、「
保

険
会

社
又

は
保
険

媒
介

業
者

」
と

い

う
文

言
が

複
数

箇
所

で
使

用
さ

れ
て
い

る
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
、
自

ら
が

行
う

媒
介

行
為

の
具

体
的

な
内

容
に

応
じ

て
準

用
保
険

業
法

第
2
9
4
条

の

2
の

定
め

に
従

い
求

め
ら

れ
る
「

顧
客

の
意

向
の

把
握

」
、

「
当

該
意

向
に

沿
っ

た
保

険
契

約
の
締

結
等

の
提

案
」

、

「
当

該
保

険
契

約
の

内
容

の
説

明
」
及

び
「

保
険

契
約

の

締
結

等
に

際
し

て
の

顧
客

の
意

向
と

当
該

保
険

契
約

の

内
容

が
合

致
し

て
い

る
こ

と
を

顧
客

が
確

認
す

る
機

会

の
提

供
」

の
義

務
を

履
行

す
る

必
要
が

あ
り

ま
す

。
 

し
た

が
っ

て
、
ご
指

摘
の

よ
う

に
保
険

会
社

と
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
と

の
間

で
保

険
契

約
の

締
結

に
至

る

ま
で

の
一

連
の

プ
ロ

セ
ス

に
お

け
る
役

割
分

担
を

定
め

、

顧
客

の
最

終
的

な
意

向
確

認
を

保
険

会
社

が
実

際
に

行

う
と

い
う

場
合

に
は

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

も
併

せ

て
当

該
意

向
確

認
を

行
う

必
要

は
あ
り

ま
せ

ん
。
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金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
⑷

①
ア

の
意

向
把

握
・
確
認

の
方

法
に
つ

い
て

、「
最

終
的

な

顧
客

の
意

向
が

確
定

し
た

段
階

に
お
け

る
、
当
初

の
意

向

と
最

終
的

な
意

向
の

比
較

」
や
「

契
約

締
結

前
の

段
階

に

お
け

る
、
顧
客

の
意

向
と

申
込

対
象
と

な
る

保
険

契
約

の

合
致

の
確

認
（

い
わ

ゆ
る
「
ふ

り
返
り

」
）
」
と
い

っ
た

趣

旨
の

記
載

が
あ

る
と

こ
ろ

、
こ

の
文
言

は
、
保
険

媒
介

業

者
が

契
約

締
結

の
直

前
（

あ
と

は
顧
客

に
よ

る
申

込
み

の

意
思

表
示

と
保

険
会

社
に

よ
る

当
該

意
思

表
示

の
受

領

が
残

る
の

み
の

と
こ

ろ
）
ま
で

行
う
こ

と
を

想
定

し
て

い

る
よ

う
に

見
受

け
ら

れ
る

。
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

お

い
て

は
、
そ
れ

よ
り

も
前

の
段

階
で
保

険
媒

介
業

者
の

手

を
離

れ
、
保
険

会
社

と
顧

客
と

の
間
で

最
終

的
な

契
約

条

件
（

特
約

部
分

な
ど

）
の

詰
め

を
行
う

こ
と

に
な

る
こ

と

も
想

定
さ

れ
る

と
こ

ろ
、
上
記

の
記
載

は
、
こ
の

よ
う

な

場
合

に
、
保
険

会
社

と
顧

客
と

の
間
で

最
終

的
な

契
約

内

容
が

固
ま

っ
た

段
階

で
、
一
度

保
険
媒

介
業

者
の

と
こ

ろ

に
戻

り
、
保
険

媒
介

業
者

と
顧

客
の
間

で
最

終
的

な
意

向

確
認

を
行

う
こ

と
ま

で
求

め
る

趣
旨

で
は

な
い

こ
と

を

確
認

し
た

い
。
 

 
す

な
わ

ち
、
保
険

媒
介

業
者

が
行
う

意
向

把
握
・
意

向

確
認

に
つ

い
て

は
、
保
険

媒
介

業
者
の

手
を

離
れ

る
と

こ

ろ
ま

で
の

段
階

で
の

意
向

把
握
・
確
認

で
足

り
る

と
の

理

 

-
 
8
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-
 

②
イ
「
（

ケ
）
手

続
実

施
基

本
契

約
の
相

手
方

と
な

る
指

定

A
D
R
機
関

」
に

関
し

て
は

、
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の

A
D
R
を
想

定
し
て

い
る

の
か
、

媒
介
商

品
の

金
融

A
D
R
を

想
定

し
て

い
る

の
か

。
い

ず
れ

も
該
当

す
る

場
合

に
は

、

顧
客

が
適

切
な

A
D
R
機
関

へ
照

会
を
行

え
る

よ
う

に
説

明

を
添

え
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

る
が
、

い
か

が
か

。
 

ん
が

、
当

該
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

が
行

う
保

険
媒

介

業
務

に
関

し
て

手
続

実
施

基
本

契
約

を
締

結
す

る
相

手

方
と

な
る

指
定

紛
争

解
決

機
関
（

そ
の

紛
争

解
決

業
務

の

種
別

が
保

険
媒

介
業

務
で

あ
る

も
の
）

を
指

し
ま

す
。
 

 
な

お
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
に

よ
る

顧
客

に
対

す

る
適

切
な

指
定

A
D
R
機
関

の
紹

介
が
な

さ
れ

て
い

る
か

等

に
つ

い
て

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
監

督
指

針
Ⅲ

－

2
－

9
に

基
づ

き
監

督
し

て
い
く

こ
と
と

な
り

ま
す

。
 

9
0
 

 
保

険
契

約
締

結
の

媒
介

に
あ

た
っ
て

は
、
契
約

者
へ

の

情
報

提
供

義
務

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
示

さ
れ

て
い

る

が
、
保
険

業
界

ご
と

に
情

報
提

供
の
内

容
に

異
な

る
点

が

存
在

す
る

。
注
意

喚
起

情
報
の
「
（

サ
）
特

に
法

令
等

で
注

意
喚

起
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
事
項

」
に

少
短

業
者

監

督
指

針
で

記
載

さ
れ

て
い

る
「

保
険
金

額
の

合
計

額
」
等

の
記

載
が

な
い

。
当

該
事

項
に

つ
い
て

は
、
少
額

短
期

保

険
の

規
制

の
中

で
特

に
注

意
す

べ
き

重
要

な
事

項
で

あ

る
と

認
識

し
て

お
り

、
少

額
短

期
保
険

商
品

の
募

集
時

に

は
顧

客
保

護
の

観
点

か
ら

も
必

ず
注

意
喚

起
が

必
要

な

内
容

と
考

え
る

こ
と

か
ら

追
記

い
た
だ

き
た

い
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑵

②
の
（

注
）
イ
（
サ
）
に
少

短
業

者
監

督
指

針
と

同
様

の
内

容
の

注
書

き
を
追

記
し

ま
し

た
。
 

 
▼

仲
介
業

者
等

府
令
第

5
6
条
第

1
項
第

4
号

関
係
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑶
 

9
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
⑶

④
は

、
保

険
媒

介
業

者
に

限
ら

ず
、
全

業
者

に
適

用
す

べ

き
で

は
な

い
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
(
3
)
④
は

、
仲

介
業

者
等

府
令

第
5
6
条

第
1
項
第

4
号

に
基

づ
き

保
険

媒
介

業
者

が
負

う
情

報
提

供
義

務
に

係

る
留

意
事

項
を

記
載

す
る

も
の

で
あ
る

た
め

、
保

険
媒

介

業
者

を
対

象
と

し
た

記
載

と
な

っ
て
い

ま
す

が
、
そ
の

他

の
業

種
を

行
う

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
に

関
し

て
も

、

ご
指

摘
の

よ
う

な
法

令
に

従
っ

た
情

報
提

供
を

行
う

た

め
の

措
置

を
社

内
規

則
等

に
定

め
る
べ

き
こ

と
は

、
仲

介

業
者

等
府

令
第

3
5
条
に

よ
り
求

め
ら
れ

て
お

り
ま

す
。
 

 
▼

準
用
保

険
業

法
第

2
9
4
条
の

2
関
係

（
意

向
の

把
握

・
確

認
義
務

）
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑷
 

9
2
 

保
険

媒
介

業
者

に
は

、
保

険
業

法
第

2
9
4
条
の

2
が
準

用
さ

れ
、「

顧
客

の
意

向
を

把
握

し
、
こ

れ
に

沿
っ

た
保

険

契
約

の
締

結
等

の
提

案
、
当
該

保
険
契

約
の

内
容

の
説

明

及
び

保
険

契
約

の
締

結
の

媒
介

等
に
際

し
て

、
顧

客
の

意

向
と

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

合
致

し
て

い
る

こ
と

を

顧
客

が
確

認
す

る
機

会
の

提
供

」
が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

 
こ

の
準

用
保

険
業

法
第

2
9
4
条

の
2
は
、
預
金

等
媒

介

業
務

、
有

価
証

券
等

仲
介

業
務

、
貸
金

業
貸

付
媒

介
業

務

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
(
4
)
は
、
準
用

保
険

業
法

第
2
9
4
条
の

2
に

基
づ

き
保

険

媒
介

業
者

が
負

う
意

向
把

握
等

の
義

務
に

係
る

留
意

事

項
を

記
載

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
保

険
媒

介
業

者
を

対

象
と

し
た

記
載

と
な

り
、
そ
の

他
の
業

種
を

行
う

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
を

対
象

と
す

る
記

載
と

す
る

こ
と

は

適
当

で
は

な
い

と
考

え
ま

す
。

 

な
お

、
そ

の
他

の
業

種
を

行
う

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

195
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会
員

や
預

金
者

等
が

被
保

険
者

と
な

る
よ

う
な

団
体

等

に
お

い
て

は
、
当
該

団
体

保
険

の
被
保

険
者

の
ク

レ
ジ

ッ

ト
カ

ー
ド

や
預

金
口

座
の

解
約

等
に
よ

り
保

障
（

補
償

）

が
喪

失
す

る
場

合
は

、
そ

の
旨

を
「
注

意
喚

起
情

報
」
を

記
載

し
た

書
面

に
記

載
し

、
被

保
険
者

に
適

切
に

説
明

す

る
体

制
を

整
備

し
、

対
応

し
て

い
る
か

。
 

 
ま

た
、
ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

や
預
金

口
座

を
解

約
等

し

た
場

合
、
当

該
解

約
に

よ
り
、
保
障
（

補
償
）
が
喪

失
す

る
場

合
は

、
そ

の
旨

を
適

切
に

説
明

す
る

体
制

を
整

備

し
、

対
応

し
て

い
る

か
。

 
 

要
と

考
え

ま
す

。
 

1
0
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
⑸

に
お

い
て

、
保

険
会

社
監

督
指

針
Ⅱ
－

4
－

2
－
2
⑷
②

、
③

の
規

定
も

加
え

る
べ

き
で

は
な

い
か
。
 

 保
険

会
社

監
督

指
針

Ⅱ
－

4
－
2
－

2
⑷
②
 

カ
ー

ド
会

社
や

金
融

機
関

等
が

契
約
者

と
な

り
、
そ
の

会
員

や
預

金
者

等
が

被
保

険
者

と
な

る
よ

う
な

団
体

等

に
お

い
て

は
、
当
該

団
体

保
険

の
被
保

険
者

の
ク

レ
ジ

ッ

ト
カ

ー
ド

や
預

金
口

座
の

解
約

等
に
よ

り
保

障
（

補
償

）

が
喪

失
す

る
場

合
は

、
そ

の
旨

を
「
注

意
喚

起
情

報
」
を

記
載

し
た

書
面

に
記

載
し

、
被

保
険
者

に
適

切
に

説
明

す

る
体

制
を

整
備

し
、

対
応

し
て

い
る
か

。
 

 
ま

た
、
ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

や
預
金

口
座

を
解

約
等

し

た
場

合
、
当

該
解

約
に

よ
り
、
保
障
（

補
償
）
が
喪

失
す

る
場

合
は

、
そ

の
旨

を
適

切
に

説
明

す
る

体
制

を
整

備

し
、

対
応

し
て

い
る

か
。
 

保
険

会
社

監
督

指
針

Ⅱ
－

4
－
2
－

2
⑷
③
 

 
保

険
募

集
を

行
う

銀
行

等
が

契
約
者

と
な

り
、
そ
の

預

金
者

が
被

保
険

者
と

な
る

団
体

保
険

の
加

入
勧

奨
に

あ

た
っ

て
は

、
Ⅱ

－
4
－

2
－

6
－
2
か

ら
Ⅱ

－
4
－

2
－

6
－

1
0

を
踏

ま
え

た
適

切
な

措
置

が
講

じ
ら
れ

て
い

る
か

。
 

1
0
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
施

行
令

第
1
8
条

第
5
号

に
よ

り
、
保
険

媒
介

業
者

が
団

体
契

約
の
媒

介
を

す
る

こ
と

は

ほ
と

ん
ど

認
め

ら
れ

て
い

な
い

た
め
、
保
険

媒
介

業
者

に

こ
の

よ
う

な
体

制
整

備
を

求
め

る
前

提
を

欠
い

て
い

る

の
で

は
な

い
か

。
 

団
体

保
険

の
う

ち
、
仲
介

業
者

等
府
令
第

5
条
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

保
険

媒
介

業
務

の
対

象
と

な
る

も
の

に

つ
い

て
は

、
保

険
媒

介
業

者
が

準
用
保

険
業

法
第

2
9
4
条

第
1
項
に

従
い

加
入

勧
奨
（
例

え
ば
、
当
該

団
体

保
険

に

係
る

保
険

契
約

に
被

保
険

者
を

加
入

さ
せ

る
た

め
の

行

為
等

）
を

行
う

こ
と

は
想

定
さ

れ
ま
す

。
 

 
▼

準
用
保

険
業

法
第

2
9
5
条
関

係
（
自

己
契

約
の

禁
止

）
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑺
 

1
0
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
お

い
て
は

、
保

険
契

約
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
よ

る
保

険
媒

介
業

務
が
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解
で

よ
い

こ
と

を
確

認
し

た
い

。
 

9
5
 

名
宛

人
が

④
柱

書
と

一
致

し
て

お
ら
ず

、
情

報
提

供
義

務
に

係
る

体
制

整
備

関
係

の
名

宛
人

と
も

平
仄

が
合

っ

て
い

な
い

の
で

、
修

正
す

べ
き

で
は
な

い
か

。
 

こ
の

箇
所

の
記

載
は

、
意

向
把

握
及
び

意
向

確
認

に
係

る
業

務
の

適
切

な
遂

行
を

確
保

す
る

た
め

に
金

融
サ

ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
講

じ
る

べ
き

措
置
と

し
て

、
例

え
ば

意

向
把

握
に

用
い

た
帳

票
等

の
保

存
を
、
必
ず

し
も

保
険

媒

介
業

者
自

ら
が

行
わ

ず
と

も
、
保

険
会

社
等

が
行

う
こ

と

や
保

険
会

社
等

と
保

険
媒

介
業

者
の

双
方

が
行

う
こ

と

も
許

容
す

る
趣

旨
の

記
載

で
あ

り
、
ご

指
摘

の
よ

う
な

不

一
致

は
な

い
と

考
え

ま
す

。
 

9
6
 

意
向

把
握
・
確

認
に

つ
い

て
は

役
割
分

担
の

可
否

が
不

明
瞭

で
あ

る
が

、
情

報
提

供
と

比
し
て

意
向

把
握
・
確

認

の
役

割
分

担
は

難
易

度
が

高
い

と
思
わ

れ
、
顧
客

保
護

の

観
点

か
ら

も
慎

重
を

期
す

必
要

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る

こ
と

か
ら

、
仮

に
可

と
整

理
さ

れ
る
場

合
で

も
、
情
報

連

携
等

に
関

す
る

適
切

な
体

制
が

伴
っ

て
い

る
こ

と
な

ど

を
前

提
と

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

な
お

、
意

向
把

握
・
意
向

確
認

に
つ
い

て
の

役
割

分
担

自
体

は
否

定
さ

れ
る

も
の

で
は

な
い
と

考
え

ま
す

。
 

9
7
 

仮
に

意
向

把
握

・
確

認
の

役
割

分
担
が

可
能

な
場

合
、

意
向

把
握
・
確

認
の

記
録

や
情

報
提
供

の
了

知
確

認
の

記

録
に

つ
い

て
は

、
保

険
媒

介
業

者
ま
た

は
保

険
会

社
等

の

ど
ち

ら
か

に
保

存
さ

れ
て

い
れ

ば
よ
い

か
。
 

保
険

会
社

等
と

保
険

媒
介

業
者

と
の

間
の

契
約

等
で

ど
ち

ら
か

一
方

が
保

存
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
ケ

ー

ス
に

お
い

て
は

、
他

方
の

者
に

お
い
て

保
存

す
る

こ
と

ま

で
求

め
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
当

該
他

方
の

者

は
、
保
存

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る
者

に
対

し
適

切
に

保

存
を

行
う

よ
う

求
め

る
な

ど
の

態
勢

を
整

備
す

る
必

要

が
あ

り
ま

す
。
 

9
8
 

取
り

扱
え

る
保

険
会

社
等

の
範

囲
の

説
明

等
の

記
載

で
「

専
属

か
乗

合
か

、
乗

合
の

場
合
に

は
」
と
の

表
現

が

あ
る

が
、
保
険

会
社

へ
の

所
属

制
を
前

提
と

し
な

い
保

険

媒
介

業
者

に
使

用
す

る
の

は
適

切
で
な

い
た

め
、
削
除

し

た
方

が
い

い
の

で
は

な
い

か
。

 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、「

1
社

の
み

か
複
数

社
か

、
複

数
社

の
場

合
に

は
」

と
修

正
し

ま
し

た
。
 

9
9
 

専
属

や
乗

合
は

、
所

属
制

を
前

提
と
し

た
表

現
で

あ
る

た
め

、「
専

属
か

乗
合

か
、
乗
合

の
場
合

に
は

」
と
の

表
現

は
削

除
す

べ
き

で
は

な
い

か
。

 

 
▼

団
体
保

険
の

加
入

勧
奨

に
係

る
体
制

整
備

関
係
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑸
 

1
0
0
 

「
⑸

団
体

保
険

の
加

入
勧

奨
に

係
る
体

制
整

備
関

係
」

に
お

い
て

①
、
②
が

規
定

さ
れ

て
い
る

が
、
保
険

会
社

監

督
指

針
Ⅱ

－
4
－

2
－

2
⑷

②
も

追
加

す
べ

き
で

は
な

い

か
。
 

 保
険

会
社

監
督

指
針

Ⅱ
－

4
－
2
－

2
⑷
②
 

 
カ

ー
ド

会
社

や
金

融
機

関
等

が
契
約

者
と

な
り

、
そ

の

ご
指

摘
の
「
カ

ー
ド

会
社

や
金

融
機
関

等
が

契
約

者
と

な
り

、
そ

の
会

員
や

預
金

者
等

が
被
保

険
者

と
な

る
よ

う

な
団

体
等

」
に

関
す

る
団

体
保

険
に
つ

い
て

は
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
が

保
険

契
約

者
と

保
険

会
社

と
の

間

で
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
た

め

（
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法

施
行

令
第

1
8
条

第
5
号
、

仲

介
業

者
等

府
令

第
5
条
第

1
項

）
、
追

記
す

る
こ

と
は

不

196
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を
確

認
し

た
い

。
 

1
0
5
 

保
険

媒
介

業
者

に
対

し
準

用
さ

れ
る
保

険
業

法
第

3
0
0

条
第

1
項
第

5
号
は

、
現

行
と

同
じ
解

釈
が

適
用

さ
れ

、

保
険

代
理

店
に

対
す

る
規

制
と

の
整

合
性

が
図

ら
れ

る

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

1
0
6
 

保
険

媒
介

業
者

が
、
顧
客

か
ら

保
険
媒

介
の

対
価

と
し

て
保

険
料

の
外

枠
で

手
数

料
を

受
領

す
る

場
合

に
お

い

て
も
（
い

わ
ゆ

る
F
e
e
の

位
置

づ
け
）
、
内

容
に
よ

っ
て

は

保
険

業
法
第

3
0
0
条

第
1
項
第

5
号
で

禁
止

行
為

と
し

て

定
め

る
「

割
引
、
割

戻
し

、
そ
の

他
特
別

の
利

益
の

提
供

」

に
該

当
し

、
随

意
的

に
そ

の
額

を
上
下

で
き

な
い

こ
と

が

明
記

さ
れ

て
い

る
。
そ
の

判
断

は
個
別

事
案

ご
と

に
実

態

を
踏

ま
え

て
行

う
こ

と
に

な
る

と
思
う

の
で

、
可

否
判

断

を
事

前
に

示
す

の
は

難
し

い
面

が
あ
る

と
は

思
う

が
、
現

時
点

で
想

定
さ

れ
る

以
下

の
よ

う
な

事
例

は
こ

の
禁

止

行
為

に
該

当
す

る
と

考
え

る
こ

と
で
よ

い
か

、
見

解
を

確

認
し

た
い

。
 

・
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
期

間
中

な
ど

に
期
間

限
定

サ
ー

ビ
ス

と

銘
打

っ
て

手
数

料
を

割
り

引
く

行
為
（

取
引

条
件

は
期

間

外
と

同
じ

）
 

・
顧

客
の

個
別

の
要

請
に

応
じ

て
個
別

に
手

数
料

を
割

り

引
く

行
為
 

・
業

者
と

し
て

の
営

業
上

の
配

慮
か
ら

、
特

定
の

顧
客

の

手
数

料
だ

け
を

恣
意

的
に

割
り

引
く
行

為
 

・
同

じ
業

者
が

提
供

す
る

他
の

サ
ー
ビ

ス
の

契
約

や
商

品

購
入

を
条

件
に

保
険

媒
介

の
手

数
料

を
割

り
引

く
行

為

（
抱

き
合

わ
せ

的
な

販
売

）
 

1
0
7
 

「
⑼

準
用

保
険

業
法

第
3
0
0
条

第
1
項

第
5
号

関
係

」
の

履
行

に
あ

た
っ

て
は

、
公

表
さ

れ
て
い

る
生

命
保

険
協

会

の
「

保
険

募
集

人
の

体
制

整
備

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
」
の
「

6
.
特

別
利

益
の

提
供

の
禁
止

」
も

参
考

に
す

べ

き
と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法
等

及
び

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

の
記

載
の

趣
旨

に
則
っ

て
、
個
別

事
例

ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の

と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

準
用
保

険
業

法
第

3
0
0
条
第

1
項
第

6
号

関
係

、
適

切
な

表
示
の

確
保
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑽

、
Ⅵ
－

1
－

3
 

1
0
8
 

保
険

媒
介

業
者

が
作

成
す

る
保

険
媒

介
業

務
に

関
す

る
顧

客
向

け
文

書
に

つ
い

て
は

、
保
険

媒
介

業
者

と
保

険

会
社

等
の

個
別

の
契

約
に

よ
る

義
務

を
除

く
と

保
険

会

社
等

は
各

種
法

令
上

、
そ

の
適

切
な
表

示
を

確
保

す
る

義

務
は

な
い

と
認

識
し

て
い

る
が

、
適
切

な
顧

客
向

け
文

書

を
担

保
す

る
こ

と
は

顧
客

保
護

上
の

重
要

性
も

高
い

と

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

な
お

、
保

険
会

社
等

が
保

険
媒

介
業
者

に
保

険
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

委
託

す
る

場
合

に
は
、
保
険

会
社

等
と

し

て
も

外
部

委
託

先
の

適
切

な
管

理
（
委

託
契

約
等

に
お

い

て
外

部
委

託
先

に
対

し
て

適
切

な
表

示
を

確
保

す
る

た

め
の

態
勢

整
備

を
求

め
る

こ
と

を
含
む

。
）

は
必

要
に

な
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自
己
・
特

定
契

約
に

つ
い

て
少

額
短
期

保
険

商
品

も
含

む

す
べ

て
の

保
険

契
約

を
対

象
と

し
て

報
告

が
求

め
ら

れ

て
い

る
が

、
少

額
短

期
保

険
の

代
理
店

に
お

い
て

は
自

己

契
約

の
規

定
が

な
く

、
少

額
短

期
保
険

業
者

は
委

託
先

の

自
己

契
約

の
管

理
を

行
っ

て
い

な
い
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
お

け
る

自
己

契
約

の
管

理
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
自

身
で

行
う

こ
と

か

ら
、
少
額

短
期

保
険

業
者

が
金

融
サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の

自
己

契
約

に
関

し
て

管
理
・
報

告
を
行

う
こ

と
は

不
要

で

あ
る

と
考

え
て

い
る

が
、

そ
の

理
解
で

よ
い

か
。
 

禁
止

さ
れ

る
自

己
契

約
は

、
保

険
業
法
第

2
条
第

4
項

に

規
定

す
る

損
害

保
険

会
社

及
び

同
条
第

9
項

に
規

定
す

る

外
国

損
害

保
険

会
社

等
が

保
険

者
と

な
る

保
険

契
約

を

指
し
（
仲

介
業

者
等

府
令

第
5
8
条

）
、
貴
見

の
と

お
り

と

考
え

ま
す

。
 

 
な

お
、
特
定

契
約

に
つ

い
て

も
同
様

と
考

え
ら

れ
る

た

め
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2

⑺
②

に
つ

い
て
「
保

険
契

約
者

又
は
被

保
険

者
と

す
る

保

険
契

約
（

保
険

業
法

第
2
条
第

4
項
に

規
定

す
る

損
害

保

険
会

社
及

び
同

条
第

9
項

に
規

定
す
る

外
国

損
害

保
険

会

社
等

が
保

険
者

と
な

る
保

険
契

約
に
限

る
。
以
下
「
特

定

契
約

」
と

い
う

。
）
」

に
修

正
し

ま
し
た

。
 

 
▼

準
用
保

険
業

法
第

3
0
0
条
第

1
項
第

5
号

関
係
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

2
⑼
 

1
0
4
 

保
険

媒
介

業
者

が
保

険
料

の
外

枠
で

保
険

媒
介

の
対

価
と

し
て

顧
客

か
ら

直
接

受
領

す
る

手
数

料
に

つ
い

て

も
、
保
険

業
法

第
3
0
0
条

第
1
項

第
1
号
の

趣
旨

と
同

様

に
、
内
容

に
よ

っ
て

は
割

引
、
割

戻
し

そ
の

他
特

別
の

利

益
の

提
供

に
該

当
す

る
こ

と
が

明
記
さ

れ
て

い
る

が
、
そ

の
該

当
性

に
つ

い
て

確
認

し
た

い
。
個

別
具

体
的

な
事

案

ご
と

に
判

断
す

る
こ

と
と

承
知

し
て
い

る
が

、
例

え
ば

以

下
の

よ
う

な
手

数
料

の
取

扱
い

に
つ
い

て
は

、
保

険
料

の

割
引

、
割

戻
し

そ
の

他
特

別
の

利
益
の

提
供

に
該

当
す

る

も
の

と
認

識
し

て
い

る
が

、
見

解
を
確

認
し

た
い

。
 

・
顧

客
ご

と
の

媒
介

に
係

る
手

続
や
条

件
等

が
同

一
で

あ

る
に

も
関

わ
ら

ず
、
予
め

定
め

ら
れ
た

手
数

料
を

期
間

限

定
で

割
り

引
く

行
為
 

・
個

々
の

顧
客

か
ら

の
要

請
に

よ
り
個

別
に

手
数

料
を

割

り
引

く
行

為
 

・
営

業
上

の
理

由
等

か
ら

特
定

顧
客
の

獲
得

を
目

的
と

し

て
個

別
に

手
数

料
を

割
り

引
く

行
為
 

・
他

の
サ

ー
ビ

ス
の

契
約

を
条

件
に
手

数
料

を
割

り
引

く

行
為
 

・
ま

た
、
顧
客

ご
と

の
媒

介
に

係
る
手

続
や

条
件

等
が

異

な
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、
合
理

的
な
理

由
に

基
づ

か
な

い

で
、

顧
客

ご
と

に
手

数
料

を
変

動
さ
せ

る
行

為
 

  
上

記
を

含
め

、
準

用
保

険
業

法
第

3
0
0
条

第
1
項

第
5

号
の

解
釈

は
現

行
の

保
険

業
と

同
様
で

あ
り

、
イ

コ
ー

ル

フ
ッ

テ
ィ

ン
グ

が
確

保
さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

る
こ

と

ご
指

摘
の

よ
う

な
手

数
料

の
取

扱
い

が
保

険
料

の
割

引
、
割
戻

し
そ

の
他

特
別

の
利

益
の
提

供
に

当
た

る
場

合

も
あ

る
と

考
え

ま
す

が
、
具
体

的
に
ど

の
よ

う
な

手
数

料

の
取

扱
い

が
保

険
料

の
割

引
、
割

戻
し

そ
の

他
特

別
の

利

益
の

提
供

に
当

た
る

か
否

か
に

つ
い
て

は
、
個
別

事
例

ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の

と
考

え
ま

す
。
 

 
な

お
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
に

適
用

の
あ

る
準

用

保
険

業
法
第

3
0
0
条

第
1
項
第

5
号
の

規
定

の
解

釈
に

つ

い
て

は
、
保
険

会
社

等
や

保
険

募
集
人

に
適

用
の

あ
る

保

険
業

法
第

3
0
0
条
第

1
項

第
5
号

の
規

定
に

関
す

る
一

般

的
な

解
釈

を
参

考
に

し
つ

つ
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

の
業

務
の

特
性

を
踏

ま
え

て
適

切
に

判
断

す
べ

き
も

の

と
考

え
ま

す
。
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保

険
媒

介
業

務
の

場
合

、
典

型
的
に

は
個

人
向

け
の

少

額
の

保
険

に
つ

い
て

媒
介

業
務

を
行

う
こ

と
を

想
定

し

て
い

る
こ

と
か

ら
す

る
と

、
基

本
的
に

は
保

険
会

社
が

作

成
し

、
保

険
会

社
の

審
査

を
経

た
募
集

文
書

を
、
保
険

媒

介
業

者
も

使
用

す
る

こ
と

に
な

る
と
想

定
さ

れ
る

。
こ

の

よ
う

に
、
保
険

媒
介

業
者

が
、
保

険
会

社
に

お
け

る
審

査

を
経

た
募

集
文

書
を

そ
の

ま
ま

使
用
す

る
場

合
に

は
、
保

険
媒

介
業

者
に

お
い

て
当

該
文

書
に

つ
い

て
別

途
の

審

査
を

行
う

こ
と

を
要

し
な

い
こ

と
を

明
確

化
し

て
い

た

だ
き

た
い

。
 

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
で
あ

る
こ

と
か

ら
、
一

概
に

審
査

を
不

要
と

す
る

旨
を

明
記

す
る

こ
と

は
適

当

で
は

な
い

と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

他
の
保

険
募

集
人

等
と

の
関

係
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

4
－

1
－

1
 

1
1
4
 

保
険

募
集

の
再

委
託

を
原

則
禁

止
と

す
る

保
険

業
法

第
2
7
5
条
第

3
項
が

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

提
供

法
第

3
0
条

で
は

準
用

さ
れ

て
お

ら
ず

、
保

険
媒
介

業
務

の
再

委
託

は

禁
止

さ
れ

て
い

な
い

の
だ

と
す

れ
ば
、
保
険

媒
介

業
者

が

他
の

保
険

媒
介

業
者

に
保

険
媒

介
業

務
を

委
託

す
る

こ

と
を

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監
督

指
針

に
お

い
て

、

一
律

に
禁

止
す

べ
き

で
は

な
い

と
思
わ

れ
る

。
例

え
ば

、

顧
客

か
ら

委
託

を
受

け
る

保
険

媒
介
業

者
が

、
保

険
会

社

か
ら

委
託

を
受

け
る

保
険

媒
介

業
者

に
保

険
媒

介
業

務

を
委

託
す

る
こ

と
を

禁
止

す
る
（

同
様

に
、
保
険

会
社

か

ら
委

託
を

受
け

る
保

険
媒

介
業

者
が
、
顧
客

か
ら

委
託

を

受
け

る
保

険
媒

介
業

者
に

保
険

媒
介

業
務

を
委

託
す

る

こ
と

を
禁

止
す

る
）

こ
と

で
足

り
る
の

で
は

な
い

か
。
 

他
の

保
険

媒
介

業
者

へ
の

保
険

媒
介

業
務

の
再

委
託

に
つ

い
て

は
、
再
委

託
が

原
則

禁
止
さ

れ
る

保
険

募
集

と

類
似

す
る

保
険

媒
介

業
務

の
特

性
及

び
保

険
媒

介
業

者

の
誠

実
義

務
の

趣
旨

に
照

ら
せ

ば
、
適

正
か

つ
公

正
な

保

険
媒

介
業

務
を

確
保

し
保

険
契

約
者

等
を

保
護

す
る

等

の
観

点
か

ら
、
ご
指

摘
の

よ
う

な
立
場

が
異

な
る

者
の

間

で
の

再
委

託
に

限
ら

ず
、
原
則

と
し
て

認
め

な
い

と
す

る

こ
と

が
適

切
と

考
え

ま
す

。
 

1
1
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

4
－

1
－

1
⑴

②
は

、
保

険
募
集

人
・
保
険

仲
立
人

を
名

宛
と

す
る

内

容
で

あ
り

、
制

約
を

設
け

る
根

拠
と
な

る
法

律
・
規
定

も

異
な

る
の

で
、
主

語
の
「
及
び

」
を
「
又

は
」
に
修

正
し

た
う

え
で

保
険

会
社

監
督

指
針

に
盛

り
込

む
べ

き
で

は

な
い

か
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅵ

－
1
－

4
－

1
－

1
⑴
②

を
「

保
険
媒

介
業

者
又

は
保

険

媒
介

人
が

、
保

険
募

集
人

又
は

保
険
仲

立
人

か
ら

保
険

契

約
の

締
結

の
媒

介
の

委
託

を
受

け
、
又

は
保

険
契

約
の

締

結
の

媒
介

に
関

す
る

手
数

料
等

の
支

払
い

を
受

け
て

い

な
い

か
。
」
と

修
正

し
ま

し
た
。

 

1
1
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

4
－

1
－

1
⑴

②
に

つ
い

て
、

顧
客

か
ら

委
託

を
受

け
た

保
険

媒
介

業
者

が
、
顧
客

と
乗

合
代

理
店

な
ど
の

保
険

募
集

人
と

の

間
で

媒
介

行
為

を
行

う
こ

と
は

、
保
険

募
集

人
が

保
険

媒

介
業

者
に

対
し

て
手

数
料

の
支

払
を

実
質

的
に

も
行

わ

な
い

の
で

あ
れ

ば
可

能
で

あ
る

の
か
。
 

 
そ

れ
と

も
、
顧
客

か
ら

委
託

を
受
け

た
保

険
媒

介
業

者

が
、
保
険

会
社

か
ら

保
険

募
集

の
委
託

を
受

け
て

い
る

保

険
代

理
店

等
の

保
険

募
集

人
と

の
間

で
媒

介
行

為
を

行

ご
指

摘
の

よ
う

な
媒

介
行

為
が

認
め

ら
れ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、
媒
介

行
為

の
具

体
的
内

容
や

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

手
数

料
の

負
担

者

な
ど

様
々

な
要

素
を

総
合

的
に

勘
案
の

上
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
の

誠
実
・
公

正
義

務
を
定

め
る

金
融

サ
ー

ビ

ス
提

供
法
第

2
4
条

等
の

規
制

の
趣
旨

に
照

ら
し

て
、

個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る

べ
き

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
一

概
に

回
答

す
る

こ
と

は

困
難

で
す

。
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思
わ

れ
る

こ
と

か
ら

、
自

主
規

制
団
体

や
当

局
の

監
督

に

よ
り

、
そ

の
適

切
性

を
確

実
に

担
保
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

る
と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

仲
介
業

者
等

府
令
第

2
0
条
第

3
項
第

1
号

関
係
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

3
－

4
 

1
0
9
 

⑷
の

「
団

体
契

約
」

は
、

保
険

業
法
施

行
規

則
第

2
2
7

条
の

2
第

2
項

に
定

め
る

場
合

に
該
当

す
る

一
般

団
体

契

約
を

意
味

す
る

も
の

と
思

わ
れ

る
が
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

で
は

か
か

る
団

体
契

約
は

対
象

外
で

あ
る

こ
と

か

ら
、
保
険

業
法

第
2
9
4
条

で
定

義
さ
れ

て
お

り
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
提

供
法

施
行

令
第

1
8
条

第
5
号

と
同

様
の

「
団

体
保

険
」

と
す

べ
き

で
は

な
い

か
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、「

団
体
保
険

」
に
修

正
し

ま
し

た
。
 

 
▼

直
接
支

払
い

サ
ー

ビ
ス
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

1
－

4
 

1
1
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

4

⑶
、
⑷
に

つ
い

て
、
こ
れ

ら
の

内
容
は

直
接

支
払

サ
ー

ビ

ス
を

提
供

す
る

保
険

会
社

等
に

お
い

て
求

め
ら

れ
る

も

の
で

あ
っ

て
、
保
険

媒
介

業
者

に
求
め

ら
れ

る
内

容
で

は

な
い

の
で

は
な

い
か

。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅵ

－
1
－

1
－

4
⑶

、
⑷

に
つ
い

て
は
、
削
除

し
ま

し
た

。
 

 
▼

顧
客
保

護
を

図
る

た
め

の
留

意
点
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

2
－

1
－

1
 

1
1
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

2
－

1
－

1
⑶

に
お

い
て

、
高

齢
者

に
対

す
る

保
険

媒
介

業
務

に
関

す
る

規
制

が
設

け
ら

れ
て

い
る

が
、
こ

れ
は

保
険

媒
介

業

務
に

限
ら

ず
、
預
金

等
媒

介
業

務
、
有

価
証

券
等

仲
介

業

務
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅶ
－

1
－

4
⑴

⑤
）
、

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

務
に

共
通

し
た

規
制

に
す

べ

き
で

は
な

い
か

。
 

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

な
お

、
預

金
等

媒
介

業
務

に
関

し
て
は

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅴ

－
1
－

2
－

2
－

2
⑶

に
お

い
て

、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅶ
－

1
－

4
⑴

⑤
等

を
参

照
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す
。
 

1
1
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

2
－

1
－

1
⑶

の
「
高

齢
者
」
と
、
Ⅶ

－
1
－

4
⑴
⑤

の
「
高

齢
顧

客
」

に
つ

い
て

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
の

取
り

扱
う

商

品
や

顧
客

の
属

性
等

に
も

よ
る

と
は
思

わ
れ

る
が

、
凡

そ

「
7
0
歳

以
上

」
を

目
安

と
考
え

れ
ば
よ

い
か

。
 

ど
の

よ
う

な
顧

客
が
「

高
齢
者

」
や
「

高
齢

顧
客
」
に

当
た

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

が
取

り
扱

う
商

品
・
サ
ー

ビ
ス

の
内
容
・
特

性
等

や
自

主

規
制

規
則

等
を

勘
案

の
上

で
、
各

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
で

定
義

す
る

も
の

で
あ

り
、
一

概
に

回
答

す
る

こ
と

は

困
難

で
す

。
 

 
▼

適
切
な

表
示

の
確

保
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

3
 

1
1
3
 

保
険

募
集

に
お

い
て

用
い

ら
れ

る
募

集
文

書
に

つ
い

て
は

、
保

険
会

社
監

督
指

針
Ⅱ

－
4
－

1
0
や

、
生

命
保

険

協
会
・
損

害
保

険
協

会
な

ど
の

自
主
規

制
団

体
の

ガ
イ

ド

ラ
イ

ン
を

根
拠

と
し

て
、
保
険

会
社
に

よ
る

募
集

文
書

の

審
査

が
行

わ
れ

て
い

る
。
 

保
険

会
社

に
お

け
る

審
査

を
経

た
文

書
等

を
保

険
媒

介
業

務
に

使
用

す
る

場
合

に
も

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
自

身
に

よ
る

審
査

を
必

ず
求

め
る

と
の

趣
旨

の
記

載

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
十

分
な

審
査
体

制
が

整
備

さ
れ

て

い
る

か
に

つ
い

て
は

個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て

198
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つ
い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態
に

即
し

て
実

質
的

に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

1
2
2
 

顧
客

や
保

険
会

社
等

か
ら

委
託

を
受

け
た

保
険

媒
介

業
務

に
お

い
て

共
同

行
為

を
行

う
場
合

、
委

託
元

で
あ

る

顧
客

や
保

険
会

社
等

が
当

該
共

同
行
為

の
内

容
を

確
認

、

承
認

す
る

こ
と

が
必

要
と

認
識

し
て
い

る
が

、
よ

い
か

。

委
託

関
係

が
あ

る
場

合
に

、
委

託
元
の

意
向

を
確

認
す

る

こ
と

な
く

、
仲

介
者

間
で

共
同

行
為
を

行
う

と
い

っ
た

行

為
は

適
切

で
は

な
い

こ
と

を
確

認
し
た

い
。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

1
2
3
 

立
場

が
異

な
る

者
同

士
の

共
同

行
為

を
禁

止
す

る
主

旨
に

鑑
み

れ
ば

、
「

保
険

会
社

等
か

ら
の

委
託

を
受

け
て

保
険

媒
介

業
務

を
行

う
場

合
に

限
る
」
は
「

顧
客

か
ら

の

委
託

を
受

け
て

保
険

媒
介

業
務

を
行
う

場
合

を
除

く
」
と

し
、
「

顧
客

か
ら

の
委

託
を

受
け

て
保

険
媒

介
業

務
を

行

う
場

合
に

限
る

」
は
「
保

険
会

社
等
か

ら
の

委
託

を
受

け

て
保

険
媒

介
業

務
を

行
う

場
合

を
除
く

」
と

す
べ

き
で

は

な
い

か
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、

修
正

し
ま

し
た
。
 

 
▼

保
険
会

社
等

と
の

関
係
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

4
－

1
－

3
 

1
2
4
 

保
険

会
社

が
保

険
媒

介
業

務
を

行
う

者
を

子
会

社
と

す
る

こ
と

も
許

容
さ

れ
る

以
上

（
保

険
業

法
施

行
規

則

（
改

正
案

）
第

5
6
条
の

2
）
、

役
員
や

使
用

人
の

出
向

も

許
容

し
て

い
た

だ
け

な
い

か
。
顧

客
か

ら
委

託
を

受
け

る

保
険

媒
介

業
者

と
保

険
会

社
と

の
間

に
潜

在
的

な
利

益

相
反

の
可

能
性

が
認

め
ら

れ
る

と
し
て

も
、
兼
務

を
禁

止

す
る

な
ど

の
代

替
的

な
規

制
手

法
も
あ

り
得

る
と

こ
ろ

。
 

保
険

媒
介

業
者

に
お

い
て

は
、
そ

の
役

員
や

保
険

契
約

の
締

結
の

媒
介

を
行

う
使

用
人

の
う

ち
保

険
会

社
の

役

員
又

は
使

用
人

が
あ

る
こ

と
が

登
録

拒
否

事
由

と
さ

れ

て
い

る
こ

と
か

ら
（

金
融

サ
ー
ビ

ス
提
供

法
第

1
5
条
第

5

号
ハ

⑴
及

び
ニ

）
、

ご
指

摘
の

よ
う

な
修

正
を

行
う

こ
と

は
適

当
で

は
な

い
と

考
え

ま
す

。
 

な
お

、
こ

こ
で

い
う
「
出

向
」
と

は
在

籍
出

向
の

こ
と

を
指

し
て

い
ま

す
。
 

1
2
5
 

「
保

険
会

社
等

か
ら

委
託

を
受

け
て
」
で
は

柱
書

と
名

宛
が

不
一

致
だ

が
、

問
題

な
い

か
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
て

、
金

融
サ

ー
ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

4
－
1
－
3
の
冒
頭

柱
書
を

⑴
と

し
て

、
同

⑴

か
ら

⑶
を

①
か

ら
③

に
変

更
し

、
同
⑷

を
⑵

に
修

正
（

項

目
立

て
の

変
更

）
し

ま
し

た
。

 

 
▼

監
督
手

法
・

対
応
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
1
－

5
 

1
2
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

は
保

険
募

集
規

制
を

遵
守

す
る

必
要

が
あ

る
が

、
保

険
会

社
へ
の

所
属

制
を

取
ら

な

い
こ

と
か

ら
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
自

ら
が

教
育

・

管
理

態
勢

を
整

備
す

る
こ

と
と

な
る
。
当
局

に
お

か
れ

て

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
対
し

て
適

切
に

監
督

い

た
だ

き
た

い
。
 

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

 

-
 
9
7
 
-
 

う
こ

と
自

体
が

認
め

ら
れ

て
い

な
い
の

か
。
 

1
1
7
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

4
－

1
－

1
⑵

①
に

つ
い

て
、
同

一
の

保
険

契
約
に

関
し

、
手

数
料

等

の
報

酬
を

得
る

こ
と

が
で

き
る

の
は
、
保
険

募
集

人
、
保

険
仲

立
人

、
保

険
媒

介
業

者
の

い
ず

れ
か

一
者

に
限

ら

れ
、
例
え

ば
、
保
険

会
社

か
ら

委
託
を

受
け

た
保

険
代

理

店
と

、
顧

客
か

ら
委

託
を

受
け

た
保
険

媒
介

業
者

の
両

者

が
、
手
数

料
等

の
報

酬
を

得
る

結
果
と

な
る

こ
と

は
認

め

ら
れ

な
い

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

ご
指

摘
の

よ
う

な
手

数
料

の
受

領
が

認
め

ら
れ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、
媒
介

行
為

の
具
体

的
内

容
や

支
払

わ

れ
る

手
数

料
の

負
担

者
な

ど
様

々
な

要
素

を
総

合
的

に

勘
案

の
上

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業
者

の
誠

実
・
公
正

義

務
を

定
め

る
金

融
サ

ー
ビ

ス
提

供
法
第

2
4
条
等

の
規

制

の
趣

旨
に

照
ら

し
て

、
個

別
事

例
ご
と

に
実

態
に

即
し

て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
で
あ

る
こ

と
か

ら
、
一

概
に

回
答

す
る

こ
と

は
困

難
で

す
。
 

1
1
8
 

保
険

媒
介

業
者
（
誰

か
ら

の
委

託
を
受

け
て

い
る

か
を

問
わ

な
い
）
が
、
他
の

保
険

媒
介

業
者
や

保
険

募
集

人
（
銀

行
等

を
含

む
）
、

保
険

仲
立

人
等

に
対

し
て

保
険

媒
介

業

務
関

連
行

為
を

委
託

す
る

こ
と

、
及
び

保
険

募
集

人
（

銀

行
等

を
含

む
）
や
保

険
仲

立
人

が
、
保

険
媒

介
業

者
（

誰

か
ら

の
委

託
を

受
け

て
い

る
か

を
問
わ

な
い

）
に

対
し

て

募
集

関
連

行
為

を
委

託
す

る
こ

と
に
つ

い
て

は
、
金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅵ

－
1
－

4
－
1
－

1
⑴

、
⑵

に

抵
触

す
る

も
の

で
は

な
い

と
い

う
理
解

で
よ

い
か

。
 

貴
見

の
と

お
り

と
考

え
ま

す
。

 

た
だ

し
、
保
険

募
集

の
再

委
託

の
潜
脱

等
と

な
ら

な
い

よ
う

留
意

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
ま
す

。
 

1
1
9
 

顧
客
・
保

険
会

社
等

の
い

ず
れ

か
ら
委

託
を

受
け

て
い

る
か

の
判

断
に

つ
い

て
は

、
基

本
的
に

は
契

約
関

係
の

有

無
と

理
解

し
て

い
る

が
、
委
託

契
約
の

有
無

の
ほ

か
、
手

数
料

の
受

領
先

や
資

本
関

係
等

も
含

め
て

考
え

る
必

要

が
あ

る
か

。
 

保
険

媒
介

業
者

が
誰

か
ら

委
託

を
受

け
て

い
る

か
に

つ
い

て
は

、
委

託
契

約
の

有
無

、
手
数

料
の

支
払

者
そ

の

他
の

事
情

も
総

合
的

に
勘

案
の

上
、
個

別
事

例
ご

と
に

実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

1
2
0
 

保
険

媒
介

業
者

が
共

同
行

為
を

行
う
場

合
、
共
同

行
為

先
の

仲
介

者
と

比
較

推
奨

販
売

の
方

針
が

一
致

す
る

こ

と
や

、
誠

実
義

務
に

も
反

し
な

い
と
い

っ
た

こ
と

が
前

提

と
な

る
と

理
解

し
た

が
、
よ
い

か
。
例

え
ば

、
保

険
媒

介

業
者

が
共

同
行

為
を

行
う

前
提

で
、
自

ら
の

推
奨

方
針

と

異
な

る
商

品
を

提
案

す
る

等
の

行
為

は
不

可
と

の
理

解

で
よ

い
か

。
 

共
同

行
為

を
行

う
場

合
か

否
か

に
か
か

わ
ら

ず
、
保
険

媒
介

業
者

が
保

険
媒

介
業

務
を

行
う
に

あ
た

っ
て

は
、
顧

客
に

対
す

る
誠

実
・
公
正

義
務
（

金
融

サ
ー

ビ
ス

提
供

法

第
2
4
条

）
の

趣
旨

を
適

切
に

踏
ま
え

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

 
ま

た
、
共
同

行
為

を
行

う
場

合
に
、
保
険

媒
介

業
者

に

お
い

て
、
共
同

行
為

先
の

仲
介

者
と
比

較
推

奨
販

売
の

方

針
が

一
致

す
る

こ
と

ま
で

必
要

で
は

な
い

と
考

え
ま

す

が
、
自
ら

の
推

奨
方

針
に

反
し

た
推
奨

を
行

う
行

為
は

業

務
の

健
全

か
つ

適
切

な
運

営
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

適

当
で

は
な

い
と

考
え

ま
す

。
 

1
2
1
 

情
報

提
供

義
務

等
で

別
途

規
定

さ
れ
て

い
る

が
、
と
り

わ
け

共
同

行
為

の
場

合
は

顧
客

の
誤

認
リ

ス
ク

が
高

い

と
思

わ
れ

る
こ

と
か

ら
、
保
険

媒
介
業

者
と

共
同

行
為

先

の
仲

介
者

の
立

場
の

違
い
（
誠

実
義
務

、
代

理
権

、
所

属

制
の

有
無

な
ど

）
を

顧
客

に
明

確
に
説

明
す

る
必

要
が

あ

る
と

考
え

ら
れ

る
が

、
そ

の
理

解
で
よ

い
か

。
 

共
同

行
為

か
否

か
に

か
か

わ
ら

ず
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
は

自
ら

の
立

場
（

代
理

権
が
な

い
旨

等
の

自
ら

の

権
限

に
関

す
る

事
項

、
財

産
の

預
託
の

受
け

入
れ

が
禁

止

さ
れ

て
い

る
旨

、
顧

客
に

生
じ

た
損
害

に
関

す
る

事
項

）

に
つ

い
て

の
明

示
義

務
は

負
っ

て
い
る

も
の

の
、
共
同

行

為
の

場
合

に
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

説
明

が
必

要
か

に
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-
 
1
0
0
 
-
 

の
適

切
な

切
り

分
け

が
行

わ
れ

る
必
要

が
あ

る
。
そ
の

場

合
、
有
価

証
券

等
仲

介
業

者
が

特
定
の

商
品

を
推

奨
す

る

こ
と

を
目

的
と

し
て

コ
ン

テ
ン

ツ
（
不

特
定

多
数

の
者

に

よ
る

投
稿

を
含

む
）
の
加

工
・
編

集
を

行
わ

な
い

限
り

に

お
い

て
は

、
単

な
る

情
報

の
掲

載
に
留

ま
り

、
媒

介
に

は

当
た

ら
な

い
が

、
例

え
ば

、
金

融
商
品

取
引

業
者

や
登

録

金
融

機
関

か
ら

委
託

を
受

け
て

有
価

証
券

等
仲

介
業

者

が
推

奨
す

る
商

品
を

推
奨

す
る

投
稿
を

依
頼
・
掲

載
し

た

り
、
特
定

の
商

品
を

推
奨

す
る

投
稿
の

み
を

選
択

し
て

表

示
す

る
等

の
加

工
・
編
集

を
行

っ
た
場

合
は

、
媒

介
に

当

た
り

得
る

た
め
「
説

明
等

」
に

含
ま
れ

得
る

こ
と

に
留

意

す
る

。
」
 

  
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

お
い
て

は
、
金
融

関
連

メ

デ
ィ

ア
等

と
の

兼
業

が
想

定
さ

れ
る
と

こ
ろ

、
メ

デ
ィ

ア

と
し

て
の

情
報

の
掲

示
と

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

と

し
て

の
情

報
の

提
供
（
「

説
明
等

」
）
を

線
引

き
す

る
た

め

の
目

線
が

必
要

で
あ

り
、
そ
れ

を
画
す

る
趣

旨
で

修
文

を

提
案

す
る

も
の

で
あ

る
。
 

1
2
9
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅶ

－
1
－

4
⑴

②

ホ
、
③
に

つ
い

て
、
列
記

さ
れ

て
い
る

者
の

中
に

金
融

商

品
仲

介
業

者
が

含
ま

れ
て

い
な

い
が
、
こ
れ

は
有

価
証

券

等
仲

介
業

者
が

、
顧

客
と

金
融

商
品
仲

介
業

者
と

の
間

を

媒
介

す
る

と
い

う
形

態
が

認
め

ら
れ

て
い

な
い

か
ら

と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。
 

ご
指

摘
の

よ
う

な
媒

介
行

為
が

認
め

ら
れ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、
媒
介

行
為

の
具

体
的
内

容
や

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

手
数

料
の

負
担

者

な
ど

様
々

な
要

素
を

総
合

的
に

勘
案
の

上
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
の

誠
実
・
公

正
義

務
を
定

め
る

金
融

サ
ー

ビ

ス
提

供
法
第

2
4
条

等
の

規
制

の
趣
旨

に
照

ら
し

て
、

個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る

べ
き

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
一

概
に

回
答

す
る

こ
と

は

困
難

で
す

。
 

1
3
0
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅶ

－
1
－

4
⑴

②

ホ
、
③
に

つ
い
て

、「
登

録
金
融

機
関
」
に

特
段

の
限

定
が

さ
れ

て
い

な
い

が
、
有
価

証
券

等
仲
介

業
者

が
顧

客
と

金

融
商

品
取

引
法

第
2
条

第
8
項

第
1
3
号

の
業

務
（

投
資

一
任

契
約

の
締

結
の

代
理

又
は

媒
介
）
を
行

う
登

録
金

融

機
関

と
の

間
を

媒
介

す
る

行
為

を
行

う
こ

と
も

認
め

ら

れ
て

い
る

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

ご
指

摘
の

よ
う

な
媒

介
行

為
が

認
め

ら
れ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、
媒
介

行
為

の
具

体
的
内

容
や

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

手
数

料
の

負
担

者

な
ど

様
々

な
要

素
を

総
合

的
に

勘
案
の

上
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
の

誠
実
・
公

正
義

務
を
定

め
る

金
融

サ
ー

ビ

ス
提

供
法
第

2
4
条

等
の

規
制

の
趣
旨

に
照

ら
し

て
、

個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る

べ
き

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
一

概
に

回
答

す
る

こ
と

は

困
難

で
す

。
 

1
3
1
 

有
価

証
券

等
仲

介
業

者
は

、
投

資
家
が

金
融

商
品

取
引

業
者

と
締

結
し

た
契

約
の

内
容

を
把

握
し

て
な

い
場

合

も
考

え
ら

れ
ま

す
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

契
約

の
約

定
後

に
お

け
る

約
定

内
容

等
の

説
明

に
関

し
て

ど
の

よ
う

な
措

置
を

講
じ

る
べ

き

か
に

つ
い

て
は

、
有

価
証

券
等

仲
介
業

者
と

金
融

商
品

取

 

-
 
9
9
 
-
 

 
▼

登
録
の

拒
否
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅵ

－
2
－

1
－

2
 

1
2
7
 

「
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

務
を

適
確

に
遂

行
す

る
に

足
り

る
知

識
・
経
験

等
を

有
す

る
者
」
に
関

し
て

、
保

険

媒
介

業
務

に
つ

い
て

は
、
こ
れ

に
従
事

す
る

全
て

の
役

員

及
び

使
用

人
に

つ
い

て
、
試
験

の
合
否

等
に

よ
り

判
断

す

る
と

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

の
「

保
険
媒

介
業

務
に

従
事

す

る
役

員
等

」
の

範
囲

に
つ

い
て

、
ど
の

よ
う

な
行

為
を

行

う
も

の
が

こ
れ

に
含

ま
れ

、
及

び
含
ま

れ
な

い
か

、（
例

え

ば
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
監

督
指
針

Ⅶ
－

2
－

2
の

記

載
の

よ
う

な
形

式
で

）
考

え
方

を
明
確

に
し

て
い

た
だ

き

た
い

。
 

 
ま

た
、
例
え

ば
、
顧
客

と
の

接
触
が

な
い

バ
ッ

ク
オ

フ

ィ
ス

業
務

に
従

事
す

る
者

や
、
顧

客
と

の
接

触
は

あ
る

も

の
の

顧
客

か
ら

の
問

合
せ

に
応

じ
て

客
観

的
情

報
を

単

に
提

供
す

る
業

務
に

従
事

す
る

者
に
つ

い
て

は
、
必
ず

し

も
保

険
媒

介
人

と
し

て
の

届
出

が
必

要
な

わ
け

で
は

な

い
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
 

ど
の

よ
う

な
者

が
「

保
険

媒
介

業
務
に

従
事

す
る

役
員

等
」
に
該

当
す

る
か

否
か

に
つ

い
て
は

、
個

別
事

例
ご

と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と

考
え

ま
す

が
、
人
事
・
経

理
・
総

務
と

い
っ

た
バ

ッ
ク

オ

フ
ィ

ス
業

務
に

従
事

す
る

者
に

つ
い
て

は
、
基
本

的
に

保

険
媒

介
人

と
し

て
の

届
出

は
不

要
と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

顧
客
に

対
す

る
勧

誘
・

説
明

態
勢
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅶ

－
1
－

4
 

1
2
8
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅶ

－
1
－

4
（

注
）

に
次

の
通

り
付

記
し

て
は

ど
う

か
。
 

  
「

一
般

顧
客

の
中

に
は

、
投

資
知
識

や
経

験
等

が
十

分

で
は

な
い

者
も

含
ま

れ
る

こ
と

か
ら
、
有
価

証
券

等
仲

介

業
者

が
判

断
材

料
と

な
る

情
報

を
正

確
か

つ
公

平
に

顧

客
等

へ
開

示
す

る
な

ど
、
説
明

責
任
が

履
行

さ
れ

る
必

要

が
あ

る
。
し
た

が
っ

て
、
顧
客

に
対
す

る
説

明
等

に
お

い

て
は

、
以

下
の

点
に

留
意

す
る

も
の
と

す
る

。
そ

の
際

、

有
価

証
券

等
仲

介
業

者
と

顧
客

が
契

約
を

締
結

し
よ

う

と
す

る
金

融
商

品
取

引
業

者
又

は
登

録
金

融
機

関
と

の

間
の

顧
客

に
対

す
る

情
報

の
提

供
及

び
説

明
に

関
す

る

役
割

分
担

を
適

切
に

踏
ま

え
、
機

械
的
・
画

一
的

な
取

扱

い
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。
（

注
）

な

お
、「

説
明

等
」
に

は
、
セ

ミ
ナ

ー
等
の

開
催

に
よ

り
顧

客

を
集

め
、
実
質

的
に

勧
誘

を
行

う
よ
う

な
場

合
の

当
該

セ

ミ
ナ

ー
等

に
お

け
る

説
明

も
含

ま
れ

る
こ

と
に

留
意

す

る
必

要
が

あ
る

。
有

価
証

券
等

仲
介
業

者
が

、
兼

業
と

し

て
コ

ン
テ

ン
ツ

を
提

供
す

る
業

務
を

行
っ

て
い

る
場

合

に
つ

い
て

は
、
有
価

証
券

仲
介

業
務
と

そ
れ

以
外

の
業

務

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

な
お

、「
媒

介
」
に

該
当

す
る
か

否
か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
。
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1
3
4
 

有
価

証
券

等
仲

介
業

務
に

関
し

て
も
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅶ
－

2
－

1
⑴

イ
ａ

に
お

い
て

、
「

加

工
し

た
コ

ン
テ

ン
ツ

を
掲

載
し

た
り
、
例
え

ば
、
自
ら

が

推
奨

す
る

商
品

の
コ

ン
テ

ン
ツ

を
上

位
に

表
示

さ
れ

る

よ
う

な
デ

ザ
イ

ン
や

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

の
仕

組
み

を
設

け

る
こ

と
等

を
し

た
り

す
る

場
合

」
に
つ

い
て

は
、
媒
介

行

為
に

該
当

す
る

可
能

性
が

あ
る

と
の

見
解

が
示

さ
れ

て

い
る

。
こ

の
こ
と

か
ら

す
る
と

、
例
え

ば
、
1
－

商
品

の
内

容
に

つ
い

て
金

融
機

関
が

作
成

し
て

い
る

広
告

を
加

工

し
て

独
自

の
情

報
提

供
を

行
う

が
、
最

終
的

に
は

金
融

機

関
の

ト
ッ

プ
ペ

ー
ジ

や
、
個
別

の
商
品

紹
介

頁
に

遷
移

す

る
リ

ン
ク

を
設

置
す

る
事

業
者

が
い
る

場
合

、
有

価
証

券

等
仲

介
業

に
該

当
す

る
と

考
え

ら
れ
る

。
こ

の
よ

う
な

事

業
者

も
媒

介
に

該
当

す
る

一
方

で
、

2
－

証
券

会
社

が
提

供
す
る

A
P
I
を

利
用

し
た

販
売

を
自
ら

の
イ

ン
タ

ー
フ

ェ

ー
ス

で
行

え
る

よ
う

に
す

る
事

業
者
も

、
有

価
証

券
等

仲

介
業

に
該

当
す

る
と

考
え

ら
れ

る
。
こ

の
よ

う
に

、
有

価

証
券

等
仲

介
業

者
が

行
う

媒
介

の
態
様
・
程

度
も

さ
ま

ざ

ま
で

あ
っ

て
、
常
に

、
投

資
家

が
金
融

商
品

取
引

業
者

と

締
結

し
た

契
約

の
内

容
を

把
握

し
て

な
い

場
合

も
考

え

ら
れ

る
。
 

 
前
記

2
－
の

よ
う

な
事

業
者

や
具
体

的
な

注
文

内
容

を

金
融

商
品

取
引

業
者

に
伝

達
を

行
う

有
価

証
券

等
仲

介

業
者

は
不

公
正

取
引

防
止

に
つ

い
て

一
定

の
対

応
を

行

う
こ

と
は

当
然

で
あ

り
、
本
項

目
で
の

対
策

を
実

施
す

る

必
要

が
あ

る
こ

と
は

明
ら

か
と

思
わ
れ

る
が

、
一

方
で

、

1
－

の
よ

う
な

事
業

者
は

、
そ
の

業
務
上

、
顧

客
の

実
際

の

約
定

状
況

を
把

握
す

る
こ

と
は

必
ず

し
も

想
定

さ
れ

て

い
な

い
。

ま
た

J
－

I
R
I
S
S
へ

の
接
続

も
想

定
さ

れ
て

い

な
い

と
思

わ
れ

る
た

め
、
有
価

証
券
等

仲
介

業
者

内
部

者

該
当

性
（

会
社

関
係

者
等

、
公

開
買
付

者
等

関
係

者
該

当

性
）
を
把

握
す

る
こ

と
は

困
難

な
場
合

が
多

い
も

の
と

考

え
ら

れ
る

。
こ

れ
ら

の
こ

と
か

ら
、
有

価
証

券
等

仲
介

業

者
が

顧
客

に
よ

る
不

公
正

取
引

の
防

止
を

実
効

的
に

行

う
こ

と
は

困
難

と
考

え
ら

れ
る

。
 

 
以

上
の

よ
う
な

1
－
で

あ
っ

た
り
、

媒
介

で
あ

っ
て

も

収
集

で
き

る
顧

客
の

情
報

が
限

定
さ

れ
る

有
価

証
券

等

仲
介

業
者

に
つ

い
て

は
、
そ
の

事
業
者

が
保

有
す

る
情

報

に
基

づ
い

て
、

合
理

的
に

実
施

し
う
る

範
囲

に
お

い
て

、

本
項

目
で

の
記

載
を

踏
ま

え
て

、
不
公

正
取

引
防

止
対

策

ご
指

摘
の

と
お

り
、
有
価

証
券

等
仲
介

業
者

の
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

に
応

じ
て

、
不

公
正

取
引
防

止
の

観
点

か
ら

投

資
者

に
対

す
る

チ
ェ

ッ
ク

機
能

を
発

揮
す

る
必

要
が

あ

り
ま

す
。
 

 

-
 
1
0
1
 
-
 

 
よ

っ
て

、
顧

客
に

対
す

る
約

定
内
容

等
の

説
明

に
つ

い

て
は

、
有

価
証

券
等

仲
介

業
者

と
し
て

は
、
約
定

内
容

等

の
照

会
に

応
答

す
る

証
券

会
社

の
連

絡
先

を
提

示
す

る

こ
と

で
足

り
る

と
す

べ
き

で
は

な
い
か

。
 

引
業

者
又

は
登

録
金

融
機

関
と

の
間

の
顧

客
に

対
す

る

情
報

の
提

供
及

び
説

明
に

関
す

る
役

割
分

担
も

踏
ま

え

た
上

で
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に
即

し
て

実
質

的
に

判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

る
た

め
、

ご
指

摘
の

よ
う

に

「
証

券
会

社
の

連
絡

先
を

提
示

す
る
こ

と
」
に
限

定
す

る

修
正

は
適

当
で

は
な

い
と

考
え

ま
す
。
 

1
3
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅶ
－

1
－

4
⑴

④

に
お

い
て

、「
仲

介
業

者
等

府
令

第
1
1
1
条
第

1
項

第
1
号

に
規

定
す

る
「

当
該

顧
客

に
理

解
さ
れ

る
た

め
に

必
要

な

方
法

及
び

程
度

に
よ

る
説

明
」
に

つ
い

て
、
有
価

証
券

等

仲
介

業
務

を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
う

場
合

に

お
い

て
は

、
顧

客
が

そ
の

操
作

す
る
電

子
計

算
機

の
画

面

上
に

表
示

さ
れ

る
説

明
事

項
を

読
み
、
そ
の

内
容

を
理

解

し
た

上
で

画
面

上
の

ボ
タ

ン
を

ク
リ

ッ
ク

す
る

等
の

方

法
で

、
顧

客
が

理
解

し
た

旨
を

確
認
す

る
こ

と
に

よ
り

、

当
該

説
明

を
行

っ
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
」

と
の

説
明

が
な

さ
れ

て
い

る
。
 

し
か

し
な

が
ら

、
金

融
商

品
の

特
性
や

、
そ

れ
に

対
す

る
説

明
事

項
に

よ
っ

て
は

、
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
上

で
の

表

示
と

ク
リ

ッ
ク

の
み

で
、
説
明

義
務
が

履
行

さ
れ

た
と

評

価
す

る
の

が
相

応
し

く
な

い
事

案
も
存

在
す

る
。
し
た

が

っ
て

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
で

の
ボ
タ

ン
ク

リ
ッ

ク
の

み

で
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
説
明

義
務

が
履

行
さ

れ

た
か

の
よ

う
な

誤
解

を
生

む
記

載
に

つ
い

て
は

削
除

な

い
し

修
正

を
す

べ
き

で
あ

る
。

 

「
契

約
締

結
前

交
付

書
面

」
等

の
記
載

事
項

に
関

す
る

実
質

的
な

説
明

義
務

（
仲

介
業

者
等
府

令
第

1
1
1
条

第
1

項
第

1
号
）
に
関

し
て
、
そ
の
「
方

法
及

び
程

度
」
に

つ

い
て

は
法

令
上

特
段

の
定

め
は

な
く
、
説
明

の
態

様
等

に

関
す

る
形

式
的
・
手
続

的
な

面
よ

り
も
、
顧

客
の

属
性
（
知

識
、
経
験

、
財

産
の

状
況

及
び

契
約
締

結
の

目
的

）
に

照

ら
し

て
当

該
顧

客
が

当
該

書
面

の
内

容
を

的
確

に
理

解

す
る

か
否

か
と

い
う

実
質

面
が

重
視

さ
れ

る
こ

と
に

な

る
と

考
え

ま
す

。
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅶ

－
1
－

4
⑴

④

は
、「

イ
ン
タ

ー
ネ
ッ

ト
を

通
じ

た
説
明

の
方

法
」
に
係

る

実
務

上
の

工
夫

と
し

て
例

示
し

て
い
る

も
の

で
す

が
、
当

該
規

定
に

適
合

す
る

形
で

顧
客

へ
の

説
明

義
務

が
尽

く

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
か

否
か

に
つ
い

て
は

、
個

別
事

例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も

の
と

考
え

ま
す

。
 

1
3
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅶ
－

1
－

4
⑴

④

に
記

載
の

、「
仲

介
業

者
等

府
令

第
1
1
1
条
第

1
項

第
1
号

に
規

定
す

る
『

当
該

顧
客

に
理

解
さ
れ

る
た

め
に

必
要

な

方
法

及
び

程
度

に
よ

る
説

明
』
に

つ
い

て
、
有
価

証
券

等

仲
介

業
務

を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
う

場
合

に

お
い

て
は

、
顧

客
が

そ
の

操
作

す
る
電

子
計

算
機

の
画

面

上
に

表
示

さ
れ

る
説

明
事

項
を

読
み
、
そ
の

内
容

を
理

解

し
た

上
で

画
面

上
の

ボ
タ

ン
を

ク
リ

ッ
ク

す
る

等
の

方

法
で

、
顧

客
が

理
解

し
た

旨
を

確
認
す

る
こ

と
に

よ
り

、

当
該

説
明

を
行

っ
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
」

と
い

う
記

載
は

削
除

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 

（
理

由
）
あ
ま

り
に

も
安

易
な

確
認
方

法
で

あ
り

、
妥

当

で
は

な
い

。
 

 
▼

顧
客
に

よ
る

不
公

正
取

引
の

防
止
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅶ

－
1
－

5
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-
 
1
0
4
 
-
 

は
著

し
く

不
当

な
行

為
に

当
た

り
得
る

と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

契
約
に

係
る

説
明

態
勢
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅷ

－
1
－

2
 

1
3
8
 

「
貸

金
業

者
と

の
間

に
お

け
る

顧
客

に
対

す
る

情
報

の
提

供
及

び
説

明
に

関
す

る
役

割
分

担
を

適
切

に
踏

ま

え
、
機
械

的
・
画
一

的
な

取
扱

い
と
な

ら
な

い
よ

う
配

慮

す
る

」
と

は
、
具
体

的
な

監
督

に
お
い

て
ど

の
よ

う
な

取

扱
い

を
想

定
し

て
い

る
の

か
。
貸

金
業

者
が

説
明

を
行

う

こ
と

と
な

っ
て

い
る

場
合

は
、
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
者

は

当
該

説
明

を
行

わ
な

い
こ

と
を

明
記

し
て

も
ら

え
な

い

か
。
保
証

債
務

に
関

す
る

説
明

で
挙
げ

ら
れ

て
い

る
事

項

な
ど

、
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
者

が
説
明

を
行

う
の

が
現

実

的
で

は
な

い
よ

う
な

も
の

も
あ

る
よ
う

で
あ

る
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

1
－

2
⑴

に

記
載

さ
れ

て
い

る
字

義
通

り
の

対
応

が
行

わ
れ

て
い

な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
貸

金
業

貸
付
媒

介
業

者
と

貸
金

業

者
と

の
間

に
お

け
る

顧
客

に
対

す
る

情
報

提
供

及
び

説

明
に

関
す

る
役

割
分

担
を

踏
ま

え
、
資

金
需

要
者

等
に

対

す
る

説
明

が
的

確
に

実
施

さ
れ

、
公
益

又
は

資
金

需
要

者

等
保

護
の

観
点

か
ら

問
題

が
な

い
と
い

え
る

場
合

に
は

、

不
適

切
と

す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

を
想

定
し

て
い

ま

す
。
 

 
な

お
、
貸
金

業
者

が
説

明
を

行
う
こ

と
と

な
っ

て
い

る

場
合

に
お

い
て

、
貸

金
業

貸
付

媒
介
業

者
が

当
該

説
明

を

行
わ

な
い

と
の

取
扱

い
が

不
適

切
と

い
え

な
い

か
に

つ

い
て

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に
即

し
て

実
質

的
に

判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ら

れ
る
た

め
、
ご
指

摘
の

よ

う
な

修
正

を
行

う
こ

と
は

適
当

で
は
な

い
と

考
え

ま
す

。
 

1
3
9
 

勧
誘

者
リ

ス
ト

の
作

成
や

再
勧

誘
の
点

に
つ

い
て

は
、

主
に

個
人

の
資

金
需

要
者

に
対

す
る

カ
ー

ド
ロ

ー
ン

等

を
念

頭
に

お
い

た
規

律
と

理
解

し
て
お

り
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
に

同
じ

規
律

を
設

け
る
必

要
が

あ
る

の
か

。
 

ご
指

摘
の

よ
う

な
勧

誘
者

リ
ス

ト
の

整
備

や
再

勧
誘

を
希

望
し

な
い

旨
の

意
思

表
示

が
あ

っ
た

場
合

の
記

録

等
の

点
に

つ
い

て
は

、
必

ず
し

も
カ
ー

ド
ロ

ー
ン

等
の

契

約
の

締
結

の
勧

誘
時

の
み

に
妥

当
す

る
も

の
で

は
な

い

と
考

え
ま

す
。
 

1
4
0
 

保
証

人
が

、
契

約
締

結
後

に
準

用
貸
金

業
法
第

1
9
条

の
2
に
基

づ
き

、
貸

金
業

貸
付

媒
介
業

者
の

帳
簿

に
お

い

て
「

債
務

者
の

弁
済

状
況

」
を

確
認
で

き
る

こ
と

が
想

定

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

読
め

る
。
し

か
し

な
が

ら
、
帳
簿

の

記
載

事
項

を
定

め
た

仲
介

業
者

等
府
令

第
1
3
9
条

第
5
項

第
7
号
の
「
貸

付
の

契
約

に
基

づ
く
債

権
の

全
部

又
は

一

部
に

つ
い

て
弁

済
を

受
け

た
と

き
、
各

回
の

弁
済

に
係

る

受
領

金
額

及
び

受
領

年
月

日
」
に

つ
い

て
は

、
貸

付
債

権

で
は

な
く

、
媒

介
手

数
料

に
関

す
る
こ

と
と

読
む

べ
き

と

思
わ

れ
る

。
そ

の
た

め
、
金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督

指
針

に
記

載
の

よ
う

な
こ

と
は

非
現
実

的
で

は
な

い
か

。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、
貸
金

業
者

が
保
存

す
る

帳
簿

に
よ

り
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
に

つ
い

て
説

明
を

行

う
必

要
が

あ
る

と
の

内
容

に
修

正
し
ま

し
た

。
 

1
4
1
 

重
要

事
項

の
変

更
時

の
説

明
に

つ
い

て
の

記
載

で
あ

る
が

、
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
者

が
関
与

す
る

場
面

で
は

な

い
の

で
は

な
い

か
。
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
監

督
指

針

Ⅷ
－

1
－

6
⑴
①
（
注

）
の

2
ポ

ツ
目
の

契
約

締
結

時
交

付

書
面

の
交

付
も

同
様

。
 

ご
指

摘
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

1

－
2
⑴
②
ハ
a
の
記

載
に

つ
い

て
は
、

契
約

締
結

時
交

付

書
面

の
記

載
事

項
の

う
ち

重
要

事
項

と
さ

れ
て

い
る

も

の
に

債
務

者
に

と
っ

て
不
利

な
変

更
が
生

じ
る

場
合

の

よ
う

な
不
利

な
契

約
の
見
直

し
（
新

契
約

の
締

結
を
含

む
）
に
関

す
る

媒
介

を
行

う
場

合
に
は

、
当

該
変

更
箇
所

 

-
 
1
0
3
 
-
 

を
実

施
す

れ
ば

足
り

る
と

考
え

て
よ
い

か
。
 

 
な

お
、
金
融

商
品

仲
介

業
者

に
つ
い

て
も

金
商

業
等

府

令
第

2
7
5
条
第

1
項
第

1
0
号
（

イ
ン
サ

イ
ダ

ー
取

引
）
、

第
1
5
号
（
相

場
操
縦

等
）
で
仲

介
業
者

等
府

令
第

1
1
1
条

第
1
項
第

9
号
（
イ

ン
サ

イ
ダ

ー
取
引

）
、
第

1
5
号
（

相

場
操

縦
等

）
と

同
様

の
定

め
が

あ
る
が

、
金

商
業

者
監

督

指
針

に
つ

い
て

は
、
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
に

対
す

る

不
公

正
取

引
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

義
務

に
関

す
る

記
載

は

な
い

と
理

解
し

て
い

る
。
 

 
▼

登
録
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅶ

－
2
－

1
 

1
3
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅶ

－
2
－

1
⑵
ハ

a

に
つ

い
て

は
、「

金
融
サ

ー
ビ
ス

提
供
法
第

1
1
条

第
4
項

第
1
号
イ

又
は

ロ
に

掲
げ

る
金

融
商
品

取
引

業
者

又
は

登

録
金

融
機

関
（

当
該

有
価

証
券

等
仲
介

業
者

が
有

価
証

券

等
仲

介
業

務
の

委
託

を
受

け
て

い
る

者
に

限
る

。
）

に
帳

票
作

成
事

務
等

を
依

頼
し

、
有

価
証
券

等
仲

介
業

者
が

管

理
す

る
こ

と
も

可
能

と
す

る
。
）
。
」
と
規

定
す

る
が

、
帳

簿

書
類

に
は

、
契

約
締

結
前

交
付

書
面
及

び
契

約
締

結
時

交

付
書

面
を

含
む

と
の

理
解

で
よ

い
か
。
 

「
帳

簿
書

類
」
は
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅲ
－

3
－

4
で

定
義

し
て

い
る
と

お
り
、
仲
介

業
者

等
府

令

第
1
3
8
条

に
定

め
る

業
務

に
関

す
る
帳

簿
書

類
と

し
て

い

ま
す

。
 

 
▼

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

禁
止
行

為
等
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅷ

－
1
－

1
 

1
3
6
 

貸
金

業
者

監
督

指
針

Ⅱ
－

2
－

1
0
⑵

②
ロ

と
同

じ
で

あ

る
が

、
そ

も
そ

も
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

が
ロ

の
行

為

を
行

う
こ

と
は

貸
金

業
の

無
登

録
営
業

に
な

る
た

め
、
想

定
さ

れ
な

い
の

で
は

な
い

か
。
こ

こ
は

、
違

反
し

て
い

る

貸
金

業
者

の
契

約
を

媒
介

し
な

い
こ

と
と

い
う

規
律

で

は
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

い
。

 

 
準

用
貸

金
業

法
第

1
2
条
の

8
に

は
「

…
超
え

る
利

息

の
契

約
を

締
結

し
て

は
な

ら
な

い
」
と

あ
る

が
、
こ
れ

は

「
…

超
え

る
利

息
の

契
約

の
締

結
を

媒
介

し
て

は
な

ら

な
い

」
と

読
み

込
む

の
か

も
し

れ
な
い

が
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅷ

－
1
－

1
も

そ
の

よ
う

な
読

み

込
み

方
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の
か

。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

が
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

に
関

し
て

ご
指

摘
の

よ
う

な
行

為
を

行
う

こ
と

も
想

定

さ
れ

得
る

こ
と

か
ら

、
こ

の
よ

う
な
行

為
が

不
正

又
は

著

し
く

不
当

な
行

為
で

あ
る

こ
と

を
明

確
に

す
る

趣
旨

の

記
載

と
な

り
ま

す
。
 

1
3
7
 

媒
介

す
る

貸
付

け
の

契
約

の
各

条
項

に
つ

い
て

、
「

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅷ
－

1
－

1
⑵
②

チ
」
を

自
ら

確
認

の
上

で
媒

介
す

る
こ

と
ま

で
は

求
め

ら
れ

て

い
な

い
と

い
う

理
解

で
よ

い
か

。
 

個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
が

、
自
ら

が
媒

介
す

る
資

金

の
貸

付
け

等
を

内
容

と
す

る
契

約
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅷ

－
1
－

1
⑵

②
チ

に
記

載
さ

れ
て

い

る
条

項
が

含
ま

れ
て

い
る

か
に

つ
い
て

、
何

ら
の

確
認

を

す
る

こ
と

な
く

媒
介

を
行

う
こ

と
は
、
基
本

的
に

不
正

又
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に
つ

い
て

説
明

を
行

う
こ

と
等

が
債

務
者

保
護

の
観

点

か
ら

重
要

と
の

理
解

か
ら

、
当

該
態
勢

整
備

を
求

め
る

も

の
で

す
。
 

 
ご

指
摘

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅷ

－
1

－
6
⑴
①

(
注
）
の
記

載
に

つ
い

て
は
、
準
用

貸
金

業
法

第

1
7
条
第

1
項

等
で

、
重
要

事
項

の
変
更

時
に

は
金

融
サ

ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
契

約
締

結
時

交
付

書
面

の
交

付
義

務

が
課

せ
ら

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

必
要
と

考
え

ま
す

。
 

 
▼

利
息
、

保
証

料
等

に
係

る
制

限
等
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅷ

－
1
－

3 

1
4
2 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

1
－

3
⑴

②

ロ
a
で
は
「
み

な
し

利
息

」
該

当
性
に

争
い

が
あ

る
場

合

も
あ

り
、

ま
た

、
b
で
は

「
利

用
料
」

が
実

費
相

当
額

と

な
っ

て
い

る
か

、
更

に
、
ｄ
の

同
一
債

権
者

に
よ

る
追

加

的
な

資
金

の
貸

付
け

を
媒

介
す

る
時
な

ど
、
貸
金

業
貸

付

媒
介

業
者

が
把

握
で

き
る

範
囲

は
限

ら
れ

て
い

る
と

思

わ
れ

る
。

ど
の

程
度

の
確

認
を

想
定
し

て
い

る
の

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

に
ど

の
程

度
の

確
認

が
必

要
と

な
る

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事
例

ご
と

に
実

態
に

即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も
の

と
考

え
ら

れ
、
一

概
に

回
答

す
る

こ
と

は
困

難
で

す
。
 

1
4
3 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

1
－

3
⑴

②

ロ
ｆ

、
ｇ

と
異

な
り

、
ｅ

だ
け

は
、
媒

介
契

約
の

保
証

契

約
を

対
象

と
し

て
い

る
と

の
理

解
で
よ

い
か

。
 

貴
見

の
と

お
り

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

1－
3
⑴
②
ロ

e
の
記

載
は

、
貸
金

業
貸

付
媒

介
業

者

と
顧

客
と

の
間

の
媒

介
契

約
に

基
づ

く
債

務
に

係
る

保

証
契

約
を

締
結

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
関

す
る

記
載

と

な
り

ま
す

。
 

 
▼

媒
介
手

数
料

に
係

る
制

限
等

 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅷ

－
1
－

4 

1
4
4 

「
他

の
業

務
に

関
す

る
手

数
料

等
と

合
わ

せ
て

受
領

す
る

場
合

に
お

い
て

、
出

資
法

の
当
該

規
制

が
潜

脱
さ

れ

て
い

な
い

か
に

留
意

す
る

」
と

あ
る
が

、
例

え
ば

、
資

金

需
要

者
に

対
し

て
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

と
切

り
離

し

て
行

わ
れ

る
業

務
（

コ
ン

サ
ル

テ
ィ
ン

グ
業

務
、

M
&A

に

関
す

る
業

務
な

ど
）
の
対

価
や

、
貸
主

か
ら

委
託

を
受

け

て
広

告
媒

体
に

掲
載

を
し

た
こ

と
に

よ
り

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
が

負
担

し
た

広
告

費
用

の
実

費
な

ど
は

潜

脱
に

該
当

し
な

い
と

考
え

て
よ

い
か
。
 

明
確

に
貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

に
係

る
手

数
料

と
区

別
さ

れ
、
実
質

的
に

み
て

貸
金

業
貸
付

媒
介

業
務

の
手

数

料
に

該
当

し
な

い
他

業
の

対
価

を
受
領

す
る

場
合

に
は

、

潜
脱

に
該

当
し

な
い

と
考

え
ま

す
が
、
潜
脱

の
有

無
に

つ

い
て

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に
即

し
て

実
質

的
に

判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

帳
簿
の

備
付

け
等
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅷ

－
1
－

7 

1
4
5 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

1
－

7
⑴

③

（
注

）
で

は
、「

仲
介

業
者

等
府

令
第

1
3
9
条
第

5
項
第

8

号
に

規
定

す
る
「
交

渉
の

経
過

の
記
録

」
と

は
、
債
権

の

回
収

に
関

す
る

記
録

、
資

金
の

貸
付
け

等
を

内
容

と
す

る

契
約
（
保

証
契
約

を
含

む
。
）
の

条
件
の

変
更
（

当
該

条
件

仲
介

業
者

等
府

令
第

13
9
条
第

5
項
第

8
号

の
「

貸
付

け
の

契
約

に
基

づ
く

債
権

」
と

は
、
貸

金
業

貸
付

媒
介

業

務
に

係
る

媒
介

手
数

料
債

権
、
及

び
当

該
媒

介
手

数
料

債

権
を

被
保

証
債

権
と

す
る

保
証

契
約

に
基

づ
く

債
権

を

指
す

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

の
債

権
に
関

す
る

交
渉

の
経

過
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の
変

更
に

至
ら

な
か

っ
た

も
の

を
除

く
。
）

に
関

す
る

記

録
等

、
資

金
の

貸
付

け
等

を
内

容
と
す

る
契

約
の

締
結

以

降
に

お
け

る
当

該
契

約
に

基
づ

く
債

権
に

関
す

る
交

渉

の
経

過
の

記
録

」
と

記
載

さ
れ

て
い
る

が
、
金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

者
が

金
銭

消
費

貸
借

契
約

の
締

結
後

に
こ

れ

ら
の

交
渉

に
関

与
す

る
例

は
稀

で
あ
る

と
思

わ
れ

る
。
交

渉
が

な
け

れ
ば
（
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

が
関

与
し

て

い
な

け
れ

ば
）
記
載

す
る

必
要

が
な
い

と
い

う
理

解
で

よ

い
の

か
確

認
し

た
い

。
 

の
記

録
に

つ
い

て
の

記
載

と
な

る
よ
う

修
正

し
ま

し
た

。
 

 
▼

登
録
申

請
等

に
係

る
事

務
処

理
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅷ

－
3
－

1
－

2
 

1
4
6
 

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

務
に

つ
い

て
は

、
「

こ
れ

と
同

等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ
る

者
」
に
関

し
て

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅴ

－
2
－

3
－

1
⑵

②
の

よ
う

な
例

示
は

な
さ

れ
て

い
な

い
が
、
具
体

的
に

ど
の

よ

う
な

者
を

指
し

て
い

る
の

か
。

 

ご
指

摘
の
「
こ

れ
と

同
等

以
上

の
能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
」
に
つ

い
て

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

監
督

指
針

Ⅴ
－

2
－

3
－

1
⑵

②
に

準
じ

て
判

断
す

る
も

の

と
考

え
ま

す
。
 

1
4
7
 

貸
付

け
の

業
務

に
3
年
以

上
従

事
し
た

経
験

を
有

す
る

者
と

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と
認

め
ら

れ
る

者
と

、

貸
付

け
の

業
務

に
1
年
以

上
従

事
し
た

者
と

同
等

以
上

の

能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で
は

、
能

力
に

お
い

て

ど
の

程
度

の
違

い
を

想
定

し
て

い
る
の

か
。
 

ど
の

よ
う

な
場

合
に

ご
指

摘
の
「

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

」
と

い
え
る

か
否

か
に

つ
い

て

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し
て

実
質

的
に

判
断

さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
一

概
に

回
答

す
る

こ

と
は

困
難

で
す

。
 

1
4
8
 

貸
金

業
貸

付
媒

介
業

務
に

お
け

る
「
こ

れ
と

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者
」
に
は

貸
金

業
務

取

扱
主

任
者

の
資

格
を

持
つ

者
が

含
ま
れ

る
の

か
。
 

ど
の

よ
う

な
者

が
「

こ
れ

と
同

等
以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

」
に

該
当

す
る

か
否

か
に

つ
い

て

は
、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し
て

実
質

的
に

判
断

さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
ま

す
が

、
貸
付

け
の

営
業

、
審

査
、

管
理
・
回

収
等

の
業

務
遂

行
の

影
響
が

資
金

需
要

者
等

に

通
常

及
ぶ

業
務

の
経

験
を

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

で

あ
り

、
貸

金
業

務
取

扱
主

任
者

の
資
格

を
持

つ
者

で
あ

る

こ
と

の
み

を
も

っ
て

直
ち

に
該

当
す

る
と

は
い

え
な

い

と
考

え
ま

す
。
 

1
4
9
 

常
務

に
従

事
す

る
役

員
の

う
ち

に
貸
付

け
の

業
務
に

3

年
以

上
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
者

又
は

こ
れ

と
同

等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

と
な

っ
て

い

る
が

、
参

入
を

希
望

す
る

事
業

者
の
本

業
は

非
金

融
業

が

多
い

と
予

想
さ

れ
る

。
そ

の
よ

う
な
事

業
者

に
お

い
て

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅷ

－
3
－

1
－

2
⑵

②
ホ

の
人

的
要

件
を

充
足

す
る

の
は

難
し
い

と
思

っ
て

い
る

。

例
え

ば
貸

金
業

協
会

主
催

の
貸

金
業

取
扱

主
任

者
試

験

の
合

格
者

で
足

り
る

こ
と

や
新

た
に

認
定

さ
れ

る
協

会

主
催

の
研

修
参

加
で

足
り

る
と

す
る

こ
と

は
出

来
な

い

貸
金

業
者

の
登

録
を

受
け

る
こ

と
な

く
貸

付
け

に
係

る
契

約
の

締
結

の
媒

介
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
に

お
い

て
は

、
貸
金

業
者

と
同

様
に

貸

金
業

貸
付

媒
介

業
務

を
適

確
に

遂
行

す
る

た
め

に
必

要

な
体

制
が

整
備

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
と

考

え
ま

す
。
し
た

が
っ

て
、
単
に

貸
金
業

取
扱

主
任

者
試

験

に
合

格
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
や

認
定

金
融

サ
ー

ビ

ス
仲

介
業

協
会

の
研

修
に

参
加

し
て

い
る

こ
と

の
み

で

は
、
必
ず

し
も
「
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
を

適
確

に
遂

行

す
る

に
足

り
る

能
力

」
を

有
し

て
い
る

と
は

い
え

な
い

場
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支
え

な
い

が
、
配
布

又
は

交
付

す
る
書

類
の

記
載

方
法

等

の
説

明
を

す
る

場
合

に
は

、
媒

介
に
当

た
る

こ
と

が
あ

り

得
る

こ
と

に
留

意
す

る
。
ま
た

、
金
融

商
品

取
引

業
者

や

登
録

金
融

機
関

か
ら

提
供

を
受

け
た

商
品

案
内

等
の

コ

ン
テ

ン
ツ

を
単

に
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
上

に
転

載
す

る
こ

と

は
差

し
支

え
な

い
が

、
委

託
を

受
け
て

、
自

ら
が

推
奨

す

る
商

品
の

コ
ン

テ
ン

ツ
を

強
調

す
る
た

め
の

加
工

や
、
自

ら
が

推
奨

す
る

商
品

の
コ

ン
テ

ン
ツ

が
上

位
に

表
示

さ

れ
る

よ
う

な
デ

ザ
イ

ン
や

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

の
仕

組
み

を

設
け

る
こ

と
等

を
す

る
場

合
に

は
、
媒

介
に

あ
た

り
得

る

こ
と

に
留

意
す

る
。
」
 

  
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
で

金
融

商
品
・
サ
ー

ビ
ス

の
情

報

を
掲

載
す

る
際

、
金

融
商

品
取

引
業
者
・
登

録
金

融
機

関

か
ら

（
同

様
に

預
金

取
扱

金
融

機
関
、

貸
金

業
者

か
ら

）

委
託

を
受

け
ず

、
か

つ
自

ら
の

推
奨
す

る
商

品
・
サ
ー

ビ

ス
を

販
売

等
す

る
た

め
で

な
い

こ
と
を

前
提

と
し

て
、
ユ

ー
ザ

ー
の

端
末

環
境

等
に

合
わ

せ
た

加
工

を
行

う
こ

と

や
、
一
定

の
ロ

ジ
ッ

ク
に

従
っ

て
商
品
・
サ

ー
ビ

ス
を

順

序
付

け
て

表
示

す
る

よ
う

な
場

合
は
、
基
本

的
に

媒
介

に

当
た

ら
な

い
こ

と
を

明
ら

か
に

す
る

趣
旨

で
修

文
を

提

案
す

る
も

の
で

あ
る

。
な

お
、
金

融
機

関
側

か
ら

の
委

託

が
な

く
行

わ
れ

る
行

為
に

つ
い

て
は
、
そ
も

そ
も

媒
介

と

解
さ

れ
る

こ
と

は
な

い
こ

と
も

確
認
し

た
い

。
 

1
5
5
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

イ
（

注
）
に

つ
い

て
、
①

プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ

ー
ム

事
業

者
が

、

貸
金

業
者

か
ら

提
供

を
受

け
た

商
品

案
内

等
の

コ
ン

テ

ン
ツ
（
貸

金
業

者
の

サ
イ

ト
へ

の
リ
ン

ク
を

含
む

）
を

自

己
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

又
は

ア
プ

リ
画
面

上
に

転
載

し
、
②

ユ
ー

ザ
ー

は
、
当
該

コ
ン

テ
ン

ツ
内
の

リ
ン

ク
を

ク
リ

ッ

ク
し

て
、
貸

金
業

者
の

サ
イ
ト

に
移
動
（

遷
移
）
し
、
貸

金
業

者
の

サ
イ

ト
に

て
貸

金
契

約
の

申
し

込
み

を
行

う

こ
と

が
で

き
、
③
当

該
申

込
み

が
あ
っ

た
場

合
、
貸
金

業

者
は

、
当

該
ユ

ー
ザ

ー
の

審
査

を
行
い

貸
金

契
約

の
締

結

の
是

非
を

判
断

す
る

と
い

う
ケ

ー
ス
に

お
い

て
、
②
の

貸

付
契

約
の

申
込

み
に

際
し

て
、
ユ

ー
ザ

ー
の

指
図

又
は

承

諾
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
プ
ラ

ッ
ト
フ

ォ
ー

ム
事

業
者

の

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
し

て
ユ

ー
ザ

ー
が
す

で
に

登
録
・
提

供

し
て

い
る

情
報
（

氏
名
・
住
所
・
電

話
番

号
・
メ

ー
ル

ア

ド
レ

ス
・
当
該

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
状
況

等
）
を
、
貸
金

業

ど
の

よ
う

な
行

為
が
「
媒

介
」
に

該
当

す
る

か
否

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態
に

即
し

て
実

質
的

に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

 

-
 
1
0
7
 
-
 

か
。
 

合
も

あ
る

と
考

え
る

た
め

、
ご

指
摘
の

よ
う

な
修

正
は

適

当
で

な
い

と
考

え
ま

す
。
 

 
▼

金
融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指
針

別
紙

様
式

関
係
 

1
5
0
 

 
別

紙
様

式
Ⅳ

-
6
、

Ⅳ
-
9
、
Ⅳ

-
1
6
、

Ⅳ
-
1
9
に

つ
い

て
、

役
務

の
終

了
に

つ
い

て
の

書
類

で
あ
る

の
で

、
申

請
者

の

押
印

が
あ

る
の

が
望

ま
し

い
の

で
は

な
い

か
と

思
わ

れ

た
。
変
更
（
そ

の
う

ち
軽

微
な

変
更
）
で
あ

れ
ば

と
も

か

く
、
解
除

が
関

係
す

る
場

合
は

、
あ
っ

た
方

が
望

ま
し

い

と
思

わ
れ

る
。
解
除

の
場

合
に

つ
い
て

は
押

印
を

付
さ

せ

る
（

電
子

署
名

を
用

い
た

電
子

手
続
の

場
合

は
省

略
可

）
、

の
様

な
定

め
と

し
て

は
ど

う
で

あ
ろ
う

か
。
 

ご
指

摘
の

申
請

書
等

に
係

る
本

人
確
認
（
文

書
作

成
者

の
真

正
性

の
担

保
）
は
、
押
印

に
依
ら

ず
と

も
申

請
等

に

係
る

一
連

の
行

政
手

続
の

過
程

等
で

可
能

と
考

え
ら

れ

ま
す

の
で

、
押

印
は

不
要

と
考

え
ま
す

。
 

1
5
1
 

 
別

紙
様

式
Ⅳ

-
1
4
に
つ

い
て

は
、
場

合
に

よ
り

、
額

の

大
き

な
不

正
が

絡
む

可
能

性
が

そ
れ

な
り

に
あ

る
と

思

わ
れ

る
の

で
、
公
正

性
の

担
保

の
た
め

に
、
申
請

者
の

押

印
を

付
さ

せ
る

の
が

適
切

と
思

わ
れ
た

。
 

ご
指

摘
の

申
請

書
に

係
る

本
人

確
認
（

文
書

作
成

者
の

真
正

性
の

担
保

）
は

、
押

印
に

依
ら
ず

と
も

申
請

等
に

係

る
一

連
の

行
政

手
続

の
過

程
等

で
可

能
と

考
え

ら
れ

ま

す
の

で
、

押
印

は
不

要
と

考
え

ま
す
。
 

 
▼

そ
の
他
 

1
5
2
 

以
下

は
仲

介
業

の
登

録
を

要
す

る
「
媒

介
」
に
あ

た
る

か
教

え
て

欲
し

い
。
 

 
①
（
現

行
法

上
、
既
に

行
わ

れ
て
い

る
）
ア
フ

ィ
リ

エ

イ
ト

広
告

サ
イ

ト
や

比
較

サ
イ

ト
上

に
申

し
込

み
画

面

を
設

置
し

当
該

申
し

込
み

情
報

を
銀

行
に

伝
達

す
る

こ

と
、
②
同

サ
イ

ト
上

は
申

し
込

み
画
面

を
設

置
せ

ず
、
銀

行
側

の
サ

イ
ト

に
変

遷
し

た
後

、
オ
ー

ト
フ

ィ
ル

で
広

告

サ
イ

ト
側

が
有

す
る

ユ
ー

ザ
ー

の
情

報
を

仮
入

力
す

る

こ
と
 

ご
指

摘
の

①
、

②
の

具
体

的
な

内
容
が

不
明

で
あ

り
、

こ
れ

ら
が
「
媒

介
」
に
該

当
す

る
か
否

か
に

つ
い

て
は

回

答
す

る
こ

と
が

困
難

で
す

が
、
具

体
的

な
行

為
が
「
媒

介
」

に
該

当
す

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、
個

別
事

例
ご

と
に

実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

1
5
3
 

Ⅴ
－

2
－

1
－
1
－

1
⑶

、
Ⅶ

－
2
－

1
⑴
、
Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

に
つ

い
て

、
ア

ク
セ

ス
数

や
手

数
料
、
金
利

な
ど

一
定

の

ロ
ジ

ッ
ク

に
基

づ
き

順
位

付
け

の
う

え
商

品
の

コ
ン

テ

ン
ツ

が
表

示
さ

れ
る

場
合

、
か

か
る
表

示
方

法
は

表
示

者

の
恣

意
に

よ
る

も
の

で
な

い
か

ら
推

奨
と

評
価

さ
れ

な

い
と

考
え

て
い

る
。
こ
の

よ
う

な
表
示

方
法

は
媒

介
に

該

当
し

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

金
利

な
ど

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

恣
意

や
裁

量
の

入
る

余
地

の
な

い
指
標

に
従

っ
た

順
位

付
け

で
商

品
の

コ
ン

テ
ン

ツ
を

表
示

す
る

こ
と

が
直

ち
に

媒
介

に

該
当

す
る

も
の

で
は

な
い

と
考

え
ま
す

が
、
一
定

の
ロ

ジ

ッ
ク

に
基

づ
き

順
位

付
け

を
し

て
表
示

す
る

行
為

が
「

媒

介
」
に
該

当
す

る
か

否
か

に
つ

い
て
は

、
個

別
事

例
ご

と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と

考
え

ま
す

。
 

1
5
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
、
Ⅶ
－

2
－

1
⑴
イ

ａ
（

Ⅴ
－

2
－

1
－

1
－

1
⑶

②
イ

、
Ⅷ

－
3
－

1
－

1
⑶

イ
同

旨
）
に
つ

い
て
は

、「
ま

た
」
以

下
を
次

の
通

り
修

文
し

て

は
ど

う
か

。
 

  
「
（
注

）
こ

の
と

き
、
単

に
金

融
商
品
取
引

業
者

や
登

録

金
融
機

関
の

商
号

や
連

絡
先

等
を

伝
え

る
こ

と
は
差

し

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

な
お

、
金

融
機

関
側

か
ら

の
委
託

が
な

く
行

わ
れ

る
行

為
が
「
媒

介
」
に
該

当
す

る
か

否
か
に

つ
い

て
は

、
一

連

の
行

為
を
総
合

的
に

み
て

、
個

別
事
例

ご
と

に
実

態
に

即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も
の

と
考

え
ま

す
。
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-
 
1
1
0
 
-
 

ニ
c
に
つ

い
て

、
貸

金
業

者
へ

の
サ
イ

ト
へ

の
単

な
る

リ

ン
ク

の
設

置
に

と
ど

ま
り

、
契

約
締
結

に
向

け
た

交
渉

や

手
続

に
一

切
関

与
し

な
い

場
合

で
あ
れ

ば
、
当
該

リ
ン

ク

か
ら

流
入

し
た

ユ
ー

ザ
ー

と
の

成
約

件
数

や
貸

付
金

額

な
ど

の
一

定
の

成
果

に
応

じ
た

報
酬

を
貸

金
業

者
か

ら

受
領

す
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、「

勧
誘
行

為
を

せ
ず

、
単

に

顧
客

を
貸

金
業

者
に

紹
介

す
る

業
務
」

と
し

て
「

媒
介

」

に
該

当
し

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か
。
な
お

、
令

和
元

年

7
月

9
日

付
の

貴
庁

の
ノ

ー
ア

ク
シ
ョ

ン
レ

タ
ー

回
答

の

事
案

は
、
貸
金

業
者

か
ら

プ
ラ

ッ
ト
フ

ォ
ー

ム
事

業
者

に

対
し

て
一

定
の

成
果
（
ユ

ー
ザ

ー
の
借

入
額

）
に

応
じ

た

サ
ー

ビ
ス

利
用

料
が

支
払

わ
れ

て
い

た
ケ

ー
ス

で
あ

っ

た
と

理
解

し
て

い
る

。
 

貸
金

業
者

の
サ

イ
ト

に
遷

移
す

る
仕

組
み

を
構

築
し

て

報
酬

を
得

る
行

為
が

、「
媒

介
」
に

該
当

す
る

か
否

か
に

つ

い
て

は
、
報
酬

の
多

寡
や

当
該

サ
イ
ト

の
画

面
構

成
、
具

体
的

な
表

示
内

容
等

を
踏

ま
え

た
上
で

、
個

別
事

例
ご

と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の

と

考
え

ま
す

。
 

1
5
9
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

ニ
c
に
つ

い
て

、
複

数
の

貸
金

業
者
の

サ
イ

ト
へ

の
リ

ン

ク
を

設
置

す
る

の
で

は
な

く
、
単

一
の

貸
金

業
者

の
サ

イ

ト
へ

の
リ

ン
ク

を
設

置
す

る
に

と
ど

ま
る

場
合

で
あ

っ

て
も

、
契

約
締

結
に

向
け

た
交

渉
や
手

続
に

一
切

関
与

し

て
い

な
い

の
で

あ
れ

ば
、「

勧
誘

行
為
を

せ
ず

、
単

に
顧

客

を
貸

金
業

者
に

紹
介

す
る

業
務

」
と
し

て
「

媒
介

」
に

該

当
し

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

ご
指

摘
の

よ
う

な
単

一
の

貸
金

業
者

の
サ

イ
ト

へ
の

リ
ン

ク
を

設
定

す
る

行
為

が
、「

媒
介
」
に
該

当
す

る
か

否

か
に

つ
い

て
は

、
当

該
サ

イ
ト

の
画
面

構
成

、
具

体
的

な

表
示

内
容

等
を

踏
ま

え
た

上
で

、
個
別

事
例

ご
と

に
実

態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま

す
。
 

1
6
0
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

イ
（

注
）
に
つ

い
て

、
複

数
の

貸
金
業

者
か

ら
提

供
を

受

け
た

商
品

案
内

等
の

コ
ン

テ
ン

ツ
（
貸

金
業

者
の

サ
イ

ト

へ
の

リ
ン

ク
を

含
む

）
を

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
又

は
ア

プ
リ

に

転
載

す
る

の
で

は
な

く
、
単
一

の
貸
金

業
者

か
ら

提
供

を

受
け

た
商

品
案

内
等

の
コ

ン
テ

ン
ツ
（

貸
金

業
者

の
サ

イ

ト
へ

の
リ

ン
ク

を
含

む
）
を
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

又
は

ア
プ

リ

画
面

上
に

転
載

す
る

に
と

ど
ま

る
場
合

で
あ

っ
て

も
、
契

約
締

結
に

向
け

た
交

渉
や

手
続

に
一

切
関

与
し

な
い

の

で
あ

れ
ば

、「
商

品
案

内
チ

ラ
シ
・
パ
ン

フ
レ
ッ

ト
・
契

約

申
込

書
等

の
単

な
る

配
布
・
交

付
」
に

類
す

る
も

の
と

し

て
「

媒
介

」
に

該
当

し
な

い
と

の
理
解

で
よ

い
か

。
当

該

コ
ン

テ
ン

ツ
に

具
体

的
な

商
品

内
容

の
記

載
が

含
ま

れ

て
い

る
場

合
も

、
契

約
締

結
に

向
け
た

交
渉

や
手

続
に

一

切
関

与
し

な
い

の
で

あ
れ

ば
、
同

様
に
「
媒

介
」
に
該

当

し
な

い
と

の
理

解
で

よ
い

か
。

 

ど
の

よ
う

な
行

為
が
「
媒

介
」
に

該
当

す
る

か
否

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態
に

即
し

て
実

質
的

に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

 
な

お
、
ご
指

摘
を

踏
ま

え
、「

比
較
サ

イ
ト

等
の

商
品

情

報
の

提
供

を
主

た
る

目
的

と
し

た
サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

」

金
融

機
関

か
ら

提
供

を
受

け
た

商
品

案
内

等
の

コ
ン

テ

ン
ツ

を
単

に
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
上

に
転

載
す

る
こ

と
は

差

し
支

え
な

い
こ

と
が

明
確

に
な

る
よ

う
修

正
し

ま
し

た

（
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監

督
指

針
Ⅴ

－
2
－

1
－

1
－

1
⑶

②
イ
（
注

）
、
Ⅶ

－
2
－

1
⑴

イ
a（

注
）
、
Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

イ
（

注
）
）
。
 

1
6
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

イ
（

注
）
に
つ

い
て

、
貸

金
業

者
か
ら

提
供

を
受

け
た

商

品
案

内
等

の
コ

ン
テ

ン
ツ
（
貸

金
業
者

の
サ

イ
ト

へ
の

リ

 

-
 
1
0
9
 
-
 

者
が

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
事

業
者
か

ら
提

供
・
連
携

を

受
け

る
と

す
る

。
こ

の
場

合
で

あ
っ
て

も
、
プ
ラ

ッ
ト

フ

ォ
ー

ム
事

業
者

は
、
ユ
ー

ザ
ー

の
指
図

又
は

承
諾

に
基

づ

い
て

ユ
ー

ザ
ー

の
情

報
を

貸
金

業
者
に

提
供
・
連

携
し

て

い
る

に
と

ど
ま

り
、
②
の

貸
付

契
約
の

申
込

内
容

や
③

の

審
査

な
ど

、
契

約
締

結
に

向
け

た
交
渉

や
手

続
に

一
切

関

与
し

て
い

な
い

の
で

あ
れ

ば
、
当

該
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム

事
業

者
の

行
為

は
、
コ
ン

テ
ン

ツ
の
転

載
や

リ
ン

ク
の

設

置
に

と
ど

ま
る

も
の

と
し

て
「

媒
介
」
に
該

当
し

な
い

と

の
理

解
で

よ
い

か
。
 

1
5
6
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

イ
（
注
）
に
「
ま

た
、
貸

金
業

者
か
ら

提
供

を
受

け
た

商

品
案

内
等

の
コ

ン
テ

ン
ツ

を
単

に
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
上

に

…
差

支
え

な
い

が
、
加
工

し
た

コ
ン
テ

ン
ツ

を
掲

載
し

た

り
、
例
え

ば
、
自
ら

が
推

奨
す

る
商
品

の
コ

ン
テ

ン
ツ

を

上
位

に
表

示
さ

れ
る

よ
う

な
デ

ザ
イ

ン
や

ア
ル

ゴ
リ

ズ

ム
の

仕
組

み
を

設
け

る
こ

と
等

を
し

た
り

す
る

場
合

に

は
、

媒
介

に
当

た
る

こ
と

が
あ

り
得

る
こ

と
に

留
意

す

る
」
と
あ

る
が

、
金

融
機

関
か

ら
収
集

し
た

融
資

制
度

の

情
報

を
変

更
せ

ず
公

開
し

た
う

え
で
、
利
用

者
自

身
で

入

力
し

た
キ

ー
ワ

ー
ド

や
、
客
観

的
な
条

件
に

よ
り

公
開

情

報
を

検
索
・
絞

り
込

み
・
並
び

替
え
を

行
う

こ
と

が
で

き

る
W
E
B
上

の
サ

ー
ビ

ス
は

、
恣

意
性
を

持
っ

て
サ

ー
ビ

ス

提
供

者
お

よ
び

金
融

機
関

の
推

奨
す

る
特

定
の

融
資

制

度
を

表
示

し
て

い
な

い
た

め
、
か

か
る

表
示

は
媒

介
に

当

た
ら

な
い

と
い

う
理

解
で

よ
い

か
。
 

ど
の

よ
う

な
行

為
が
「
媒

介
」
に

該
当

す
る

か
否

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態
に

即
し

て
実

質
的

に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す
。
 

1
5
7
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

ロ
に

つ
い

て
、
メ
ッ

セ
ン

ジ
ャ

ー
ア
プ

リ
を

提
供

す
る

事

業
者

が
、
当
該

ア
プ

リ
を

ユ
ー

ザ
ー
及

び
貸

金
業

者
に

提

供
し

、
当

該
メ

ッ
セ

ン
ジ

ャ
ー

ア
プ
リ

上
に

て
貸

金
業

者

に
よ

る
商

品
説

明
・
勧
誘

や
、
ユ

ー
ザ

ー
に

よ
る

貸
金

契

約
の

申
込

み
等

が
行

わ
れ

る
場

合
で
あ

っ
て

も
、
当
該

メ

ッ
セ

ン
ジ

ャ
ー

ア
プ

リ
の

提
供

事
業
者

は
、
ユ
ー

ザ
ー

と

貸
金

業
者

の
間

の
通

信
を

媒
介

し
て
い

る
に

す
ぎ

ず
、
そ

こ
で

行
わ

れ
る

通
信

の
中

身
（

貸
付
契

約
の

締
結

に
向

け

た
説

明
や

交
渉

等
）

に
一

切
関

与
し
な

い
の

で
あ

れ
ば

、

そ
の

行
為

は
「

契
約

申
込

書
及

び
そ
の

添
付

書
類

等
の

受

領
・
回

収
」
に

類
す

る
も

の
と

し
て
「
媒

介
」
に

該
当

し

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

単
に

メ
ッ

セ
ン

ジ
ャ

ー
ア

プ
リ

を
提

供
す

る
の

み
で

あ
れ

ば
、「

媒
介
」
に
該

当
し
な

い
も
の

と
考

え
ま

す
が

、

個
別

事
例

ご
と

に
実

態
に

即
し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

1
5
8
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

貸
金

業
者

の
サ

イ
ト

へ
の

リ
ン

ク
を
設

定
し

た
上

で
、
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-
 
1
1
2
 
-
 

ン
テ

ン
ツ

を
掲

載
す

る
場

合
、
媒

介
に

該
当

す
る

こ
と

が

あ
り

得
る

と
の

こ
と

で
あ

る
。
金

融
機

関
等

か
ら

提
供

を

受
け

た
コ

ン
テ

ン
ツ

に
つ

い
て

、
端
末

や
ブ

ラ
ウ

ザ
に

応

じ
て

表
示

の
調

整
を

形
式

的
に

行
う
場

合
、
か
か

る
表

示

の
調

整
は
「
加

工
」
に
該

当
し
な

い
と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

1
6
5
 

保
険

契
約

者
か

ら
保

険
料

の
外

枠
で

保
険

媒
介

に
係

る
手

数
料

を
受

領
す

る
場

合
と

保
険

料
の

内
枠

に
手

数

料
が

含
ま

れ
る

場
合

と
で

は
、
保

険
法

、
税

法
な

ど
の

適

用
に

お
い

て
差

異
が

生
ず

る
が

、
こ
の

よ
う

な
差

異
に

つ

い
て

保
険

媒
介

業
者

は
仲

介
業

者
等
府

令
第

3
3
条
そ

の

他
の

関
係

法
令

に
基

づ
き

適
切

な
対

応
が

求
め

ら
れ

る

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
 

ご
指

摘
の

よ
う

な
差

異
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
な

説
明

が
必

要
か

に
つ

い
て

は
、
個
別

事
例
ご

と
に

実
態

に
即

し

て
実

質
的

に
判

断
さ

れ
る

べ
き

も
の
と

考
え

ま
す

。
 

1
6
6
 

認
定

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
協

会
に
お

い
て

、
会

員
に

向
け

て
社

内
規

則
に

お
け

る
留

意
事

項
集

や
雛

形
集

な

ど
を

作
成

し
た

場
合

に
は

、
こ

れ
ら
を

踏
ま

え
た

社
内

規

則
等

の
整

備
が

な
さ

れ
て

い
る

か
ど
う

か
は

、
登

録
審

査

等
で

の
確

認
内

容
に

含
ま

れ
る

こ
と
は

あ
る

か
。
 

ご
指

摘
の

趣
旨

が
必

ず
し

も
明

ら
か

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の
登

録
審

査
に

お
い

て

は
、
業

者
の

規
模
、
取
り

扱
う
商

品
・
サ
ー

ビ
ス

の
内

容
・

特
性

及
び

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
等

の
業

務
実

態
を

踏
ま

え

て
適

切
な

社
内

規
則

が
整

備
さ

れ
て
い

る
か

否
か

を
、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態

に
即

し
て

実
質

的
に

判
断

す
る

こ

と
に

な
る

と
考

え
ま

す
。
 

1
6
7
 

全
般

的
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
監

督
指

針
に

は
、

顧
客

や
金

融
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
業

務
を

行
う

場

合
が

記
載

さ
れ

て
い

る
が

、
主

と
し
て

想
定

さ
れ

る
ビ

ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
を

踏
ま

え
た

監
督

の
視

点
を

記
載

し
て

い

る
も

の
で

あ
り

、
委

託
が

無
け

れ
ば
監

督
上

の
対

応
が

求

め
ら

れ
な

い
こ

と
を

示
し

て
い

る
の
で

は
な

く
、
現
時

点

で
想

定
さ

れ
な

い
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

が
出

現
す

る
場

合

に
は

必
要

に
応

じ
て

追
記

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

と
の

理

解
で

よ
い

か
。
 

貴
見

の
と

お
り

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

監
督

指
針

は
現

時
点

で
想

定
さ

れ
る

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
等

を
踏

ま

え
て

監
督

上
の

留
意

事
項

を
記

載
し
た

も
の

で
あ

り
、
将

来
の

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
の

変
化

の
動

向
等

に
留

意
し

つ

つ
必

要
に

応
じ

て
検

討
を

し
て

い
く

べ
き

も
の

と
考

え

ま
す

。
 

 
な

お
、
ご
指

摘
の

事
例

の
詳

細
が
必

ず
し

も
明

ら
か

で

は
な

く
、
一
概

に
回

答
す

る
こ

と
は
困

難
で

す
が

、
金

融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

該
当

す
る

行
為

を
行

う
者

に
対

し

て
は

、
必

要
な

規
制

が
適

用
さ

れ
る
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

1
6
8
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅰ

－
2
－

2
⑶

、
Ⅲ

－
1
、
Ⅲ

－
2
－

6
に

つ
い

て
、

そ
れ
ぞ

れ
以

下
の

下
線

部

の
変

更
と

追
記

が
適

当
と

考
え

る
。
 

 金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅰ

－
2
－

2
⑶
 

 
そ

の
際

、
本

監
督

指
針

が
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者

の
自

主
的

な
努

力
を

尊
重

し
つ

つ
、
そ

の
業

務
の

健
全

か

つ
適

切
な

運
営

を
確

保
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の

で
あ

り
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者
の

仲
介

の
実

態
（

例

え
ば

、
1
）
顧

客
希

望
者

を
取
り
次
ぐ
（

金
融
商

品
取
引
法

や
商

法
上

の
取
次
で

は
な

く
、
知

ら
せ

る
と

い
う
普
通
名

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
監

督
に
お

い
て

は
、
必
ず

し
も

ご
指

摘
の

よ
う

な
仲

介
の

態
様

に
係

る
実

態
に
限

ら
ず

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の
事

業
規

模
や
組
織
体

制
・
人
的
構
成

、
兼

業
の
有
無

そ
の
他

の
金

融
サ

ー
ビ

ス

仲
介

業
者

に
関

す
る

全
般

的
な

事
項

に
つ

き
実

態
を

踏

ま
え

て
監

督
を

す
る

必
要

が
あ

る
と
考

え
て

い
る

た
め

、

ご
指

摘
の

よ
う

な
修
正

を
す

る
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

と
考

え
ま

す
。
 

 

-
 
1
1
1
 
-
 

ン
ク

を
含

む
）
を
単

に
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ

又
は

ア
プ

リ
画

面

上
に

転
載

す
る

に
と

ど
ま

り
、
契

約
締

結
に

向
け

た
交

渉

や
手

続
に

一
切

関
与

し
な

い
場

合
で
あ

れ
ば

、
当

該
コ

ン

テ
ン

ツ
に

具
体

的
な

商
品

内
容

の
記

載
が

含
ま

れ
て

い

た
と

し
て

も
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介
業

者
監

督
指

針
Ⅷ

－

3
－

1
－
1
⑵
②

の
「
勧

誘
を

目
的

と
し
た

商
品

説
明

」
に

は

該
当

せ
ず

、
よ

っ
て
「
媒

介
」
に

は
該

当
し

な
い

と
の

理

解
で

よ
い

か
。
 

1
6
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

イ
（

注
）
に
つ

い
て

、
貸

金
業

者
か
ら

提
供

を
受

け
た

商

品
案

内
等

の
コ

ン
テ

ン
ツ
（
貸

金
業
者

の
サ

イ
ト

へ
の

リ

ン
ク

を
含

む
）
を
単

に
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ

又
は

ア
プ

リ
画

面

上
に

転
載

す
る

に
と

ど
ま

り
、
契

約
締

結
に

向
け

た
交

渉

や
手

続
に

一
切

関
与

し
な

い
場

合
で
あ

れ
ば

、
当

該
コ

ン

テ
ン

ツ
内

の
リ

ン
ク

か
ら

流
入

し
た

ユ
ー

ザ
ー

と
の

成

約
件

数
や

貸
付

金
額

な
ど

の
一

定
の

成
果

に
応

じ
た

報

酬
を

貸
金

業
者

か
ら

受
領

す
る

場
合
で

あ
っ

て
も
「
商

品

案
内

チ
ラ

シ
・
パ
ン

フ
レ

ッ
ト
・
契
約

申
込

書
等

の
単

な

る
配

布
・
交

付
」
に

類
す

る
も

の
と
し

て
「
媒

介
」
に

該

当
し

な
い

と
の

理
解

で
よ

い
か

。
な
お

、
令

和
元

年
7
月

9
日

付
の

貴
庁

の
ノ

ー
ア

ク
シ

ョ
ン
レ

タ
ー

回
答

の
事

案

は
、
貸
金

業
者

か
ら

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ
ー

ム
事

業
者

に
対

し

て
一

定
の

成
果
（
ユ

ー
ザ

ー
の

借
入
額

）
に

応
じ

た
サ

ー

ビ
ス

利
用

料
が

支
払

わ
れ

て
い

た
ケ

ー
ス

で
あ

っ
た

と

理
解

し
て

い
る

。
 

1
6
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅷ
－

3
－

1
－

1
⑶

イ
（

注
）
に
つ

い
て

、
貸

金
業

者
か
ら

提
供

を
受

け
た

商

品
案

内
等

の
コ

ン
テ

ン
ツ
（
貸

金
業
者

の
サ

イ
ト

へ
の

リ

ン
ク

を
含

む
）
を
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
又
は

ア
プ

リ
画

面
上

に

転
載

す
る

に
あ

た
り

、
当

該
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

又
は

ア
プ

リ

画
面

の
仕

様
や

ユ
ー

ザ
ー

が
使

用
す

る
端

末
の

機
能

的

な
制

約
等

に
対

応
す

る
た

め
、
当

該
コ

ン
テ

ン
ツ

の
内

容

を
実

質
的

に
変

更
し

な
い

範
囲

で
形
式

的
・
機
械

的
な

修

正
・
加
工

等
を

行
っ

た
と

し
て

も
、
そ

の
よ

う
な

態
様

で

の
転

載
に

と
ど

ま
る

限
り

は
な

お
「
媒

介
」
に
該

当
し

な

い
と

の
理

解
で

よ
い

か
。
 

ど
の

よ
う

な
行

為
が
「
媒

介
」
に

該
当

す
る

か
否

か
に

つ
い

て
は

、
個

別
事

例
ご

と
に

実
態
に

即
し

て
実

質
的

に

判
断

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す
が

、
ご

指
摘

の
よ

う

な
当

該
コ

ン
テ

ン
ツ

の
内

容
に

実
質

的
な

変
更

を
及

ぼ

さ
な

い
加

工
等

で
あ

れ
ば

、「
媒

介
」
に

該
当

し
な

い
と

考

え
ま

す
。
 

1
6
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅴ
－

2
－

1
－

1
－

1
⑶

、
Ⅶ

－
2
－

1
⑴

、
Ⅷ

－
3
－

1
－

1
⑶

に
つ

い
て

、
金

融

機
関

等
か

ら
提

供
を

受
け

た
コ

ン
テ

ン
ツ

を
ホ

ー
ム

ペ

ー
ジ

上
に

単
に

転
載

す
る

に
と

ど
ま
ら

ず
、
加
工

し
た

コ

206
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-
 
1
1
4
 
-
 

料
）

を
受

け
取

っ
て

仲
介

す
る

場
合
、

仲
介

の
態

様
は

、

修
正

文
案

に
書

い
た

よ
う

に
様

々
な
も

の
が

あ
り

得
る

。

法
・
政
省

令
は

、
仲

介
業

者
の

上
記
態

様
に

関
係

な
く

遵

守
す

る
必

要
が

あ
る

が
、
そ
の

運
用
や

監
督

指
針

に
お

い

て
は

、
相

手
方

金
融

機
関

が
果

た
す
義

務
と

重
複

を
求

め

る
こ

と
で

無
駄

と
不

要
な

コ
ス

ト
が

生
じ

な
い

よ
う

に

態
様

に
応

じ
た

も
の

と
す

べ
き

と
考
え

る
。
こ
の

点
を

総

論
と

し
て

監
督

指
針

に
明

記
す

る
と
と

も
に

以
下

、
各

論

で
も

書
い

て
お

く
こ

と
が

監
督

の
実

を
上

げ
る

と
と

も

に
、
仲
介

業
者

が
効

率
よ

く
、
国

民
に

サ
ー

ビ
ス

を
提

供

で
き

る
た

め
に

不
可

欠
と

考
え

る
た
め

。
 

1
6
9
 

法
令

上
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に
な

ろ
う

と
す

る
も

の
に

は
登

録
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い
る

が
、
媒
介

を
受

け

る
金

融
機

関
に

は
登

録
義

務
や

監
督

義
務

な
ど

は
な

い

と
理

解
。
こ
れ

を
踏

ま
え

れ
ば

、
媒
介

を
受

け
る

金
融

機

関
は

、
金

融
当

局
に

対
し

て
何

ら
か
の

事
前

説
明

や
手

続

を
行

う
法

令
上

の
義

務
は

な
い

と
の
理

解
で

よ
い

か
。
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
を

行
お

う
と

す
る

者
が

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

の
登

録
を

受
け
る

に
あ

た
り

、
そ

の

媒
介

を
受

け
る

金
融

機
関

は
ご

指
摘

の
よ

う
な

事
前

説

明
等

を
行

う
義

務
は

あ
り

ま
せ

ん
。
 

1
7
0
 

今
回

公
表

さ
れ

た
政

令
、
内
閣

府
令
、
告
示

さ
ら

に
監

督
指

針
は

、
金

融
商

品
利

用
者

の
権
利
・
利

益
の

保
護

に

も
配

慮
さ

れ
た

内
容

と
な

っ
て

お
り
、
合
理

的
で

あ
る

と

考
え

ま
す

。
 

併
せ

て
、
指
定

紛
争

解
決

制
度

に
係
る

規
定

も
整

備
さ

れ
る

内
容

と
な

っ
て

お
り

、
消

費
者
利

便
を

踏
ま

え
、
制

度
の

持
続

的
か

つ
円

滑
な

運
用

が
進

め
ら

れ
る

こ
と

を

希
望

し
ま

す
。
 

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

1
7
1
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
に

お
い

て
は
、
極
め

て
初

期
的

な
勧

誘
と

金
融

機
関

へ
の

連
携

の
み

を
行

う
業

者
か

ら

個
々

の
取

引
に

つ
い

て
の

契
約

締
結

一
歩

手
前

ま
で

の

媒
介

を
行

う
場

合
ま

で
、
関
与

度
合
い

が
様

々
に

な
る

こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。
金
融

サ
ー

ビ
ス
仲

介
業

者
監

督
指

針

で
は

後
者

の
よ

う
な

関
与

度
の

極
め

て
高

い
ビ

ジ
ネ

ス

モ
デ

ル
を

前
提

と
し

て
い

る
記

載
が

原
則

と
な

っ
て

お

り
、
前
者

の
よ

う
な

関
与

度
は

相
当
に

低
い

も
の

の
「

勧

誘
」「

媒
介

」
概

念
に

当
た

る
た

め
に
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介

業
の

登
録

を
行

う
業

者
に

と
っ

て
は
、
必
要

な
情

報
を

有

し
て

い
な

い
な

ど
か

ら
、
実
質

的
に
対

応
が

不
可

能
ま

た

は
困

難
な

も
の

が
散

見
さ

れ
る
（

対
応

箇
所

に
お

い
て

個

別
に

記
載

）
。

金
融

規
制

に
お

い
て

は
勧

誘
に

当
た

ら
な

い
広

告
や

紹
介

と
勧

誘
の

境
目

が
連

続
的

で
あ

り
明

確

に
区

別
し

に
く

い
と

こ
ろ

、
広

告
や
紹

介
を

少
し

超
え

る

貴
重

な
ご

意
見

と
し

て
承

り
ま

す
。
 

今
後

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

業
務

の
実

態
に

留
意

し
つ

つ
、
必
要

に
応

じ
て

検
討
を

し
て

ま
い

り
た

い

と
考

え
ま

す
。
 

な
お

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
監
督

指
針

Ⅰ
－

2
－

2

に
お

い
て

、
本

監
督

指
針

の
運

用
に
当

た
っ

て
は

、
機

械

的
・
画
一

的
な

取
扱

い
と

な
ら

な
い
よ

う
配

慮
す

る
必

要

が
あ

る
こ

と
を

記
載

し
て

い
ま

す
。
 

 

-
 
1
1
3
 
-
 

詞
の

意
味

）
、
2
）
金

融
商

品
の

説
明
を

す
る
、
3
）
顧
客

の

相
談

に
応

じ
る

、
4
）
相
手

方
金

融
機
関

と
の

契
約

の
申

し

込
み

を
（

代
理

人
と

し
て

で
は

な
く
）
受
け

取
り

、
金

融

機
関

に
知

ら
せ

る
、
5
）
契

約
締

結
を
サ

ポ
ー

ト
す

る
事

実

行
為

を
行

う
、
6
）
契

約
後

の
変
更

な
ど
に

つ
い

て
上
記

1
）

か
ら

5
）

の
い

ず
れ

か
を

行
う

、
7
）

解
約

に
つ

い
て

1
）

か
ら

5
）

の
い

ず
れ

か
を

行
う

、
の
う

ち
の

全
部

ま
た

は

一
部

を
行

う
と

い
っ

た
態

様
が

あ
り
得

る
。
以
下
「
仲

介

の
実

態
」
と
総

称
す

る
。
）
を
十

分
に
踏

ま
え

て
様

々
な

ケ

ー
ス
（
例

え
ば

、
個

人
で

金
融

サ
ー
ビ

ス
仲

介
業

務
を

行

う
ケ

ー
ス

や
法

人
で

は
あ

る
が

規
模

が
小

さ
く

内
部

監

査
機

能
を

独
立

し
た

部
門

等
と

し
て

組
織

す
る

こ
と

が

難
し

い
ケ

ー
ス

、
取

締
役

会
や

社
外
取

締
役

を
設

置
し

て

い
な

い
ケ

ー
ス

等
）
に
対

応
で

き
る
よ

う
に

作
成

し
た

も

の
で

あ
っ

て
、
本
監

督
指

針
に

記
載
さ

れ
て

い
る

監
督

上

の
評

価
項

目
の

全
て

を
各

々
の

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業

者
に

一
律

に
求

め
て

い
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

に
留

意

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

 金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
1
 

な
お

、
監

督
に

当
た

っ
て

は
、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

自
主

性
を

尊
重

す
る

と
と

も
に
、
金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

者
に

対
し

て
は

専
業

規
定

が
な
く

、
業

態
や

規
模

等

が
多

岐
に

わ
た

っ
て

い
る

こ
と

に
留
意

し
、
当
該

金
融

サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

業
務

運
営

の
実
態
（
特

に
仲

介
の

実

態
、
Ⅰ
－

2
－

2
⑶
参

照
）
を
踏

ま
え
て

対
応

す
る

必
要

が

あ
る

（
以

下
、

Ⅴ
か

ら
Ⅷ

に
お

い
て
同

じ
）
。
 

 金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針
Ⅲ

－
2
－

6
 

以
上

を
踏

ま
え

、
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲
介

業
者

に
よ

る
特

定
金

融
サ

ー
ビ

ス
契

約
（

特
定

保
険
契

約
（

保
険

業
法

第

3
0
0
条
の

2
）
を
除

く
。
Ⅲ

－
2
－

6
に

お
い

て
同

様
。
）
の

締
結

の
媒

介
に

係
る

適
合

性
原

則
に
つ

い
て

は
、
当
該

金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
の

業
務

運
営
の

実
態
（
特

に
仲

介

の
実

態
、
Ⅰ
－

2
－

2
⑶
参

照
）
を

踏
ま

え
て

、
例

え
ば

以

下
の

よ
う

な
点

に
留

意
し

て
検

証
す
る

こ
と

と
す

る
。
 

 （
理

由
）
 

 
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
業

者
（

以
下
、

仲
介

業
者

）
が

、

相
手

方
金

融
機

関
か

ら
仲

介
委

任
を
受

け
て

報
酬
（
手

数
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融

審
議
会
 

決
済
法
制
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
法
制
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
 

報
告

 

2
0
1
9
年

1
2
月

2
0
日

 

-
 
1
1
5
 
-
 

程
度

の
勧

誘
（

媒
介

）
を

行
う

た
め
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲

介
業

の
登

録
を

行
う

こ
と

を
検

討
す

る
業

者
も

少
な

く

な
い

と
思

わ
れ

る
と

こ
ろ

、
サ

ー
ビ
ス

実
態

に
応

じ
た

レ

ベ
ル

感
で

の
記

載
に

さ
れ

る
か

、
あ
る

い
は

、「
サ

ー
ビ

ス

の
実

態
に

応
じ

て
●

●
」
や
「

例
え
ば

、
●

●
の

よ
う

な

業
務

を
行

う
場

合
に

は
、
●
●

」
と
い

う
よ

う
な

記
載

と

さ
れ

る
こ

と
を

検
討

い
た

だ
き

た
い
。
 

1
7
2
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅴ
－

2
－

2
⑴

①

ロ
、
Ⅴ

－
3
－

1
⑴

に
つ

い
て

、「
委
託

」「
再

委
託
」
と
表

現
が

混
在

し
て

お
り

、「
委

託
」
に

統
一

す
べ

き
で

は
な

い

か
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、
「
委

託
」
に

修
正
し

ま
し

た
。
 

1
7
3
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

1
⑶

に
つ

い
て

、
「

保
険

媒
介

業
者

に
お

い
て

保
険

媒
介

業
務

に
従

事
す

る
役

員
又

は
使

用
人

（
以
下

「
保

険
媒

介
人

」

と
い

う
。
）
の

採
用
に

当
た

っ
て

、
そ
の

適
確

性
を

審
査

し

て
い

る
か

。
」
に
つ

い
て
「
適
確

性
」
は
「
適

格
性

」
と

す

べ
き

で
は

な
い

か
。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、

文
言

を
修

正
し
ま

し
た

。
 

1
7
4
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

業
者

監
督

指
針

Ⅵ
－

1
－

1
－

2
⑴

に
つ

い
て

、
他

の
箇

所
に

あ
る
「

二
以

上
の

保
険

会
社

等

が
引

き
受

け
る

保
険

契
約

を
取

り
扱
う

保
険

媒
介

業
者

」

と
せ

ず
、
「

複
数

の
保

険
会

社
等

か
ら

委
託

を
受

け
て

い

る
保

険
媒

介
業

者
」

と
さ

れ
て

い
る
の

は
な

ぜ
か

。
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、
「

二
以

上
の

保
険

会
社

等
か

ら
委

託
を

受
け

て
い

る
保

険
媒

介
業

者
」
に

修
正

し
ま

し
た

。
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1
 

は
じ
め
に
 

 
2
0
1
7
年
1
1
月
1
6
日
の
 
融
審
議
会
総
会
に
お
い
て
、
 
融
担
当
大
臣
よ
り
、
 

「
機
能
別
・
横
断
的
な
 
融
規
制
の
整
備
等
、
情
報
技
術
の
進
展
そ
の
他
の
我
が
国
の
 
融
を

取
り
巻
く
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
 
融
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
」
 

と
の
諮
問
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
 
融
審
議
会
に
「
 
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
」

が
設
置
さ
れ
た
。
 

 
同
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
2
0
1
8
年
６
月
1
9
日
に
、
 
融
の
「
機
能
」
の
分
類
や
、
各

「
機
能
」
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
利
益
等
を
ま
と
め
た
『
中
間
整
理
』
1
を
公
表
し
た
。
 

 
そ
の
後
も
、
同
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
①
情
報
の
適
切
な
利
活
用
、
②
決
済
の
横
断
法

制
、
③
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
へ
の
対
応
2
、
④
銀
行
・
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
規
制
の
見

直
し
を
当
面
の
検
討
事
項
と
し
て
更
な
る
審
議
を
行
い
、
2
0
1
9
年
１
月
1
6
日
に
、
上
記
①

（
情
報
の
適
切
な
利
活
用
）
と
上
記
④
（
銀
行
・
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
規
制
の
見
直
し
）

と
の
関
連
で
、『
 
融
機
関
に
よ
る
情
報
の
利
活
用
に
係
る
制
度
整
備
に
つ
い
て
の
報
告
』
3
を

公
表
し
た
。
 

同
年
５
月
3
1
日
に
は
、
こ
の
報
告
の
内
容
も
反
映
し
た
「
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う

 
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
 
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」
4
が
成
立
し
、
同
年
６
月
７
日
に
公
布
さ
れ
た
。
 

 
ま
た
、
同
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
同
年
７
月
2
6
日
に
、
上
記
②
（
決
済
の
横
断
法
制
）

と
上
記
③
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
へ
の
対
応
）
と
の
関
連
で
、『
「
決
済
」
法
制
及
び
 
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
法
制
に
係
る
制
度
整
備
に
つ
い
て
の
報
告
≪
基
本
的
な
考
え
方
≫
』
5
を
公
表
し

 
 
 
2
0
 
8
年

６
月

 
9
日

金
融

制
度

ス
タ

デ
ィ
・
グ

ル
ー

プ
『

中
間

整
理

―
機

能
別
・
横

断
的

な
金

融
規

制
体

系
に

向
け

て
―

』

<
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t
p
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/
/
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w
.
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n
/
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0
 
8
0
6
 
9
/
c
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u
k
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n
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e
i
r
i
.
p
d
f
>
 

2
 
 
現

時
点

で
「

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
マ

ー
」
に

は
確

立
し

た
定

義
は

存
在

し
な

い
。
金

融
制

度
ス

タ
デ

ィ
・
グ

ル
ー

プ
に

お
い

て
は

、
金

融
分

野
の

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
マ

ー
を

下
記

①
・
②

に
類

型
化

し
た

上
で

、
下

記
①

に
つ

い
て

審
議

が
行

わ
れ

た
。
 

 
①

 
一

般
利

用
者

・
金

融
機

関
間

介
在

型
 

 
一
般
利
用
者
と
金
融
機
関
と
の
間
に
介
在
し
、
多
種
多
様
な
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
提
供
す
る
主
体
 

 
②

 
一

般
利

用
者

・
一

般
利

用
者

間
介

在
型

 

 
一
般
利
用
者
と
一
般
利
用
者
と
の
間
に
介
在
し
、
資
金
の
融
通
や
金
融
取
引
を
成
立
さ
せ
た
り
、
そ
の
た
め
の
仕
組
み
を
 
 

提
供

し
た

り
す

る
主

体
 

3
 
 
2
0
 
9
年

１
月

 
6
日

金
融

制
度

ス
タ

デ
ィ
・
グ

ル
ー

プ
『

金
融

機
関
に

よ
る

情
報

の
利

活
用

に
係

る
制

度
整
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に

つ
い

て

の
報

告
』
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4
 
 
「

情
報

通
信

技
術

の
進

展
に

伴
う

金
融

取
引

の
多

様
化

に
対

応
す

る
た

め
の

資
金

決
済

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

元
年

法
律

第
2
8
号

）
」

<
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2
0
 
9
年

７
月

2
6
日

金
融

制
度

ス
タ

デ
ィ

・
グ

ル
ー

プ
『
「

決
済

」
法

制
及

び
金

融
サ

ー
ビ

ス
仲

介
法

制
に

係
る

制
度

整

備
に

つ
い

て
の

報
告

≪
基

本
的

な
考

え
方

≫
』

 

 
<
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p
s
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/
/
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w
w
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f
s
a
.
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o
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/
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i
/
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i
i
i
 

 
融
審
議
会
 

「
決
済
法
制
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
法
制
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
メ
ン
バ
ー
等
名
簿
 

2
0
1
9
年
1
2
月
2
0
日
現
在
 
 

座
長
 

神
作
 
裕
之
 

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
 

メ
ン
バ
ー
 

朝
日
 
智
司
 

生
命
保
険
協
会
一
般
委
員
長
（
日
本
生
命
保
険
（
相
）
取
締
役
常
務
執
行
役
員
）

 
岩
下
 
直
行
 

京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
教
授
 

 
小
木
曽
 
稔
 

新
経
済
連
盟
事
務
局
政
策
部
長
（
楽
天
（
株
）
渉
外
室
ヴ
ァ
イ
ス
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）

 
翁
 
百
合
 

（
株
）
日
本
総
合
研
究
所
理
事
長
 

 
小
野
 
幸
則
 

外
国
損
害
保
険
協
会
専
務
理
事
 

 
加
藤
 
貴
仁
 

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
 

 
加
毛
 
明
 

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
 

 
後
藤
 
元
 

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
 

 
坂
 
勇
一
郎
 

弁
護
士
（
東
京
合
同
法
律
事
務
所
）
 

 
田
村
 
悟
 

日
本
損
害
保
険
協
会
一
般
委
員
長
（
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
（
株
）
取
締
役
常
務
執
行
役
員
）

 
長
楽
 
高
志
 

日
本
資
 
決
済
業
協
会
専
務
理
事
 

 
鳥
海
 
厳
 

国
際
銀
行
協
会
事
務
局
次
長
 

 
鳥
海
 
智
絵
 

日
本
証
券
業
協
会
政
策
懇
談
会
座
長
（
野
村
證
券
（
株
）
専
務
執
行
役
員
）
 

 
永
沢
 
裕
美
子
 
F
o
s
t
e
r
 
F
o
r
u
m
良
質
な
 
融
商
品
を
育
て
る
会
世
話
人
 

 
中
谷
 
昇
 

日
本
I
T
団
体
連
盟
専
務
理
事
（
ヤ
フ
ー
（
株
）
執
行
役
員
）
 

 
萩
原
 
攻
太
郎
 
全
国
銀
行
協
会
企
画
委
員
長
（
（
株
）
三
井
住
友
銀
行
常
務
執
行
役
員
）
 

 
原
田
 
邦
彦
 

日
本
貸
 
業
協
会
常
務
執
行
役
 

 
福
田
 
慎
一
 

東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
 

 
舩
津
 
浩
司
 

同
志
社
大
学
法
学
部
教
授
 

 
松
井
 
秀
征
 

立
教
大
学
法
学
部
法
学
科
教
授
 

 
丸
山
 
弘
毅
 

Fi
nt
ec
h
協
会
代
表
理
事
会
長
（
（
株
）
イ
ン
フ
キ
ュ
リ
オ
ン
・
グ
ル
ー
プ
代
表
取
締
役
社
長
）

 
森
下
 
哲
朗
 

上
智
大
学
法
科
大
学
院
教
授
 

 
與
口
 
真
三
 

日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
協
会
理
事
・
事
務
局
長
 

 
渡
邊
 
圭
介
 

日
本
少
額
短
期
保
険
協
会
会
長
（
（
株
）
F
I
S
取
締
役
会
長
）
 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
 

内
藤
 
茂
雄
 

消
費
者
庁
消
費
者
政
策
課
長
 

 
竹
林
 
俊
憲
 

法
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
 

 
井
口
 
裕
之
 

財
務
省
大
臣
官
房
信
用
機
構
課
長
 

 
呉
村
 
益
生
 

経
済
産
業
省
経
済
産
業
政
策
局
産
業
資
 
課
長
 

 
正
田
 
聡
 

経
済
産
業
省
商
務
情
報
政
策
局
商
務
・
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ
商
取
引
監
督
課
長

 
菅
野
 
浩
之
 

日
本
銀
行
 
融
機
構
局
審
議
役
 

（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）
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第
１
章
 
決
済
法
制
 

 
情
報
通
信
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
 

ま
た
、
資
 
決
済
法
6
の
制
定
か
ら
1
0
年
が
経
過
し
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
態
や
、
そ

れ
を
踏
ま
え
て
留
意
す
べ
き
リ
ス
ク
が
具
体
的
に
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
 

 
さ
ら
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
が
推
進
さ
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
時

代
の
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
利
便
性
が
高
く
安
心
・
安
全
な
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

 
本
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
で
は
、
こ
う
し
た
背
景
の
下
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
等
を

通
じ
た
利
用
者
利
便
の
向
上
と
利
用
者
保
護
の
バ
ラ
ン
ス
に
留
意
し
つ
つ
、
決
済
に
関
す
る

規
制
枠
組
み
の
見
直
し
の
具
体
的
な
方
向
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
 

１
．
資
 
移
動
業
 

⑴
 
利
用
者
資
 
の
保
全
方
法
 

①
 
現
行
規
制
 

資
 
移
動
業
者
は
、
送
 
に
あ
た
り
利
用
者
か
ら
受
け
入
れ
た
資
 
を
適
切
に
保
全
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
現
行
規
制
上
、
利
用
者
資
 
の
保
全
方
法
と
し
て
、
原
則
で
あ
る

供
託
の
ほ
か
、
保
全
契
約
又
は
信
託
契
約
に
よ
る
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
供
託
又
は
保

全
契
約
に
よ
る
保
全
と
、
信
託
契
約
に
よ
る
保
全
を
併
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
 

供
託
又
は
保
全
契
約
に
よ
る
保
全
を
行
う
場
合
、
資
 
移
動
業
者
は
、
①
１
週
間
に
お
け
る

要
履
行
保
証
額
7
の
最
高
額
以
上
の
額
を
、
②
そ
の
週
の
末
日
か
ら
１
週
間
以
内
に
保
全
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

他
方
で
、
信
託
契
約
に
よ
る
保
全
を
行
う
場
合
、
資
 
移
動
業
者
は
、
①
各
営
業
日
の
要
履

行
保
証
額
以
上
の
額
を
、
②
翌
営
業
日
ま
で
に
保
全
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
8
、
さ
ら
に
、
③

翌
営
業
日
ま
で
に
必
要
な
額
の
信
託
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
日
の
う
ち
に
保
全
す
べ
き

6
 
 
「

資
金

決
済

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
 
年

法
律

第
5
9
号

）
」

 
7
 
 
要

履
行

保
証

額
と

は
、
各

営
業

日
に

お
け

る
未

達
債

務
の

額
と

権
利

実
行

の
手

続
に

関
す

る
費

用
の

額
の

合
計

額
を

い
う

。

な
お

、
資

金
移

動
業

者
は

、
各

営
業

日
に

お
け

る
未

達
債

務
算

出
時

点
を

特
定

し
た

上
で

、
未

達
債

務
の

額
を

算
出

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

8
 
 
こ

う
し

た
算

定
頻

度
等

の
差

異
は

、
資

金
決

済
法

制
定

時
に

、
信

託
契

約
を

利
用

す
る

場
合

に
は

、
実

務
上

、
供

託
又

は

保
全

契
約

を
利

用
す

る
場

合
と

比
較

し
て

、
利

用
者

資
金

の
受

入
れ

か
ら

保
全

が
図

ら
れ

る
ま

で
の

タ
イ

ム
ラ

グ
を

短
期

化
す

る
こ

と
が

可
能

と
考

え
ら

れ
た

こ
と

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
 

2
 

た
。
 

 
そ
の
後
、
同
年
９
月
2
5
日
の
 
融
審
議
会
総
会
に
お
い
て
、
上
記
≪
基
本
的
な
考
え
方
≫

を
踏
ま
え
た
制
度
整
備
に
向
け
て
具
体
的
な
議
論
を
進
め
る
た
め
、
「
 
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・

グ
ル
ー
プ
」
が
「
決
済
法
制
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
法
制
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー

プ
」
（
本
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
）
に
改
組
さ
れ
た
。
 

本
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
≪
基
本
的
な
考
え
方
≫
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を

踏
ま
え
つ
つ
、
関
係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
行
い
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
７
回
に
わ
た
り
、
決

済
法
制
及
び
 
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
法
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
審
議
を
行
っ
た
。
 

 
本
報
告
は
、
本
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
の
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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5
 

す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

具
体
的
に
は
、
現
行
規
制
上
、
供
託
及
び
保
全
契
約
を
利
用
す
る
場
合
は
「
１
週
間
ご
と
」
、

信
託
契
約
を
利
用
す
る
場
合
は
「
営
業
日
ご
と
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
算
定
頻
度
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
算
定
頻
度
に
つ
い
て
、
既
存
の
資
 
移
動
業
者
に
与
え
る
影
響
も
踏
ま

え
つ
つ
、
「
週
１
回
以
上
」
に
統
一
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
算
定
頻
度
を
画

一
的
な
期
間
と
し
な
い
こ
と
で
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
よ
り
タ
イ
ム
リ
ー
な
保
全
を
図

る
資
 
移
動
業
者
の
自
主
的
な
努
力
を
阻
害
し
な
い
枠
組
み
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
。
 

ま
た
、
保
全
す
べ
き
額
の
算
定
日
か
ら
実
際
に
保
全
が
図
ら
れ
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て

も
、
現
状
、
「
１
週
間
以
内
」
と
法
定
さ
れ
て
い
る
が
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
は
、
で
き

る
限
り
短
期
化
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、
既
存
の
資
 
移
動

業
者
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
制
度
上
の
対
応
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、

実
務
の
状
況
に
応
じ
て
、
こ
の
期
間
を
機
動
的
に
短
期
化
し
う
る
枠
組
み
と
し
て
お
く
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
 

た
だ
し
、
後
述
の
と
お
り
、
現
行
の
送
 
上
限
額
を
超
え
る
「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
事

業
者
に
つ
い
て
は
、
破
綻
時
の
社
会
的
・
経
済
的
な
影
響
の
大
き
さ
を
踏
ま
え
、
別
途
の
対
応

が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

⑵
 
送
 
額
に
応
じ
た
規
制
の
導
入
 

現
行
規
制
上
、
資
 
移
動
業
者
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
送
 
に
は
、
上
限
額
（
１
件
当

た
り
1
0
0
万
円
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
海
外
送
 
を
含
め
、
個
人
に
よ
る
高
額
商
品
・
サ

ー
ビ
ス
の
購
入
や
企
業
間
決
済
の
際
に
利
用
す
る
な
ど
、
現
行
の
送
 
上
限
額
を
超
え
る
利

用
者
の
ニ
ー
ズ
が
一
定
程
度
存
在
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て

い
く
た
め
、
１
件
当
た
り
1
0
0
万
円
を
超
え
る
「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
資

 
移
動
業
の
新
類
型
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

他
方
で
、
実
態
と
し
て
、
既
存
の
資
 
移
動
業
者
が
取
り
扱
っ
て
い
る
送
 
額
は
１
件
当
た

り
数
万
円
以
下
の
も
の
が
多
く
、
利
用
者
資
 
の
残
高
も
１
人
当
た
り
数
万
円
程
度
の
も
の

が
多
く
な
っ
て
い
る
。
現
行
の
送
 
上
限
額
を
大
幅
に
下
回
る
よ
う
な
「
少
額
」
送
 
に
伴
う

リ
ス
ク
は
相
対
的
に
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
利
用
者
１
人
当
た
り
の
受
入

額
も
「
少
額
」
と
す
れ
ば
、
資
 
移
動
業
者
が
破
綻
し
た
場
合
で
も
、
個
々
の
利
用
者
が
被
る

影
響
を
限
定
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
前
提
と
す
れ
ば
、

「
少
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
資
 
移
動
業
者
に
つ
い
て
は
、
規
制
緩
和
の
余
地
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
 

4
 

額
の
全
額
を
供
託
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
資
 
移
動
業
者
と
信
託
契
約
を
締

結
す
る
信
託
会
社
等
の
受
託
者
は
、
資
 
移
動
業
者
に
対
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
義
務
を
負
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
9
。
こ
う
し
た
現
状
の
下
、
実
態
と
し
て
、
信
託
契
約
を
利
用
し
て
い
る

資
 
移
動
業
者
は
１
業
者
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
 

こ
の
ほ
か
、
資
 
移
動
業
者
に
よ
る
利
用
者
資
 
の
保
全
に
関
し
て
は
、
供
託
 
の
取
戻
し
、

保
全
契
約
に
お
け
る
保
証
枠
の
減
額
、
信
託
契
約
に
よ
る
保
全
の
開
始
に
際
し
て
、
事
前
承
認

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
他
の
 
融
規
制
と
比
較
し
て
も
、
当
局
の
関
与
が
多
い
枠
組
み

と
な
っ
て
い
る
1
0
。
 

②
 
保
全
方
法
の
合
理
化
 

 
前
述
の
よ
う
な
利
用
者
資
 
の
保
全
方
法
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
保
護
と
事
業
者
の
規
制

対
応
コ
ス
ト
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
つ
つ
、
よ
り
合
理
的
な
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
適
当

と
考
え
ら
れ
る
。
 

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
資
 
移
動
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
応
じ
た
最
適
な
保
全
方
法
を

選
択
可
能
と
す
る
観
点
か
ら
、
供
託
、
保
全
契
約
、
信
託
契
約
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
併
用
を

認
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
、
資
 
移
動
業
者
が
保
全
す
べ
き
額
の

う
ち
、
通
常
必
要
と
な
る
固
定
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
供
託
又
は
保
全
契
約
を
利
用
し
つ
つ
、

日
々
変
動
が
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
入
出
 
が
容
易
な
信
託
契
約
を
利
用
す
る
と

い
っ
た
対
応
も
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
信
託
契
約
の
受
託
者
の
義
務
や
保
全
に
関
す
る
当
局
の
事
前
関
与
に
つ
い
て
、
必
要

最
小
限
度
の
も
の
に
見
直
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
事
後
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
強
化
す

る
観
点
か
ら
、
資
 
移
動
業
者
の
事
務
負
担
を
考
慮
し
つ
つ
、
利
用
者
資
 
の
保
全
状
況
に
関

す
る
当
局
へ
の
報
告
頻
度
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
1
1
。
 

③
 
保
全
が
図
ら
れ
る
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
の
短
期
化
 

３
つ
の
保
全
方
法
の
併
用
を
認
め
る
前
提
と
し
て
、
保
全
す
べ
き
額
の
算
定
頻
度
を
統
一

9
 
 
例

え
ば

、
受

託
者

は
、
各

営
業

日
に

資
金

移
動

業
者

か
ら

通
知

を
受

け
る

要
履

行
保

証
額

が
大

幅
か

つ
急

激
に

減
少

し
た

な
ど

の
場

合
に

、
直

ち
に

当
局

に
そ

の
旨

を
届

け
出

る
義

務
を

負
う

。
 

 
0
 
 例

え
ば

、
金

融
商

品
取

引
法

上
、
有

価
証

券
等

管
理

業
務

を
行

う
金

融
商

品
取

引
業

者
等

は
、
顧

客
か

ら
預

託
を

受
け

た

金
銭

を
信

託
会

社
等

に
信

託
す

る
必

要
が

あ
る

が
、
保

全
開

始
及

び
信

託
契

約
の

解
除

に
関

し
、
事

前
承

認
等

は
求

め
ら

れ
て

い
な

い
。

 
 
 
 
 現

行
規

制
上

、
資

金
移

動
業

者
に

は
、
保

全
す

べ
き

額
の

算
定

頻
度

が
年

２
回

で
あ

る
前

払
式

支
払

手
段

発
行

者
と

同
様

に
、
年

２
回

、
当

局
へ

の
利

用
者

資
金

の
保

全
状

況
に

関
す

る
報

告
書

の
提

出
が

求
め

ら
れ

て
い

る
一

方
、
仮

想
通

貨
交

換
業

者
に

は
、

年
４

回
、

当
局

へ
の

利
用

者
財

産
の

管
理

に
関

す
る

報
告

書
の

提
出

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
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あ
っ
た
場
合
、
②
送
 
先
の
 
融
機
関
が
休
業
日
で
あ
っ
た
場
合
等
、
事
業
者
の
努
力
だ
け
で

は
滞
留
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
 

 
な
お
、
こ
う
し
た
滞
留
規
制
の
趣
旨
を
踏
ま
え
れ
ば
、
他
者
に
送
 
を
行
う
場
合
の
み
な
ら

ず
、
他
者
か
ら
送
 
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
利
用
者
の
第
１
類
型
の
ア
カ
ウ
ン
ト
に
資

 
が
滞
留
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

(
ウ
)
 
履
行
の
確
実
性
と
利
用
者
資
 
の
保
全
 

送
 
の
履
行
の
確
実
性
に
関
し
て
、
銀
行
の
破
綻
時
に
決
済
途
上
の
資
 
は
預
 
保
険
に

よ
り
迅
速
に
全
額
保
護
が
図
ら
れ
る
こ
と
1
2
を
踏
ま
え
、
特
に
企
業
間
決
済
に
用
い
ら
れ
た
場

合
の
影
響
の
大
き
さ
を
念
頭
に
、
資
 
移
動
業
者
の
破
綻
時
に
も
迅
速
に
送
 
が
行
わ
れ
る

制
度
整
備
を
図
る
べ
き
と
の
指
摘
や
、
業
務
の
継
続
性
・
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
、
最
低
所

要
自
己
資
本
規
制
や
為
替
業
務
単
独
で
の
収
支
確
保
等
の
方
策
も
必
要
と
の
指
摘
が
あ
る
。
 

 
他
方
で
、
前
述
の
滞
留
規
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、「
高
額
」
送
 
を
取

り
扱
う
事
業
者
を
含
め
、
資
 
移
動
業
者
に
よ
る
送
 
サ
ー
ビ
ス
は
、
銀
行
に
よ
る
送
 
サ
ー

ビ
ス
と
は
破
綻
時
の
履
行
の
確
実
性
等
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
利
用
者
に
正
確
に
理

解
さ
れ
、
利
用
者
資
 
が
全
額
保
全
さ
れ
る
前
提
で
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
銀

行
と
同
等
の
枠
組
み
を
整
備
す
る
必
要
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
指
摘
に
関
し
、「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
事
業
者
が
破
綻
し
た
場
合
の
社
会
的
・

経
済
的
な
影
響
の
大
き
さ
を
懸
念
す
る
あ
ま
り
に
厳
格
な
制
度
整
備
を
行
っ
た
場
合
、
我
が

国
に
お
い
て
利
便
性
の
高
い
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
が
生
ま
れ
に
く
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

に
も
留
意
す
べ
き
と
の
考
え
方
も
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
も
踏
ま
え
れ
ば
、
ま
ず
は
、
前
述

の
２
つ
の
指
摘
の
う
ち
、
後
者
の
指
摘
の
考
え
方
を
前
提
と
し
て
所
要
の
制
度
整
備
を
図
り

つ
つ
、
そ
の
後
の
企
業
間
決
済
に
お
け
る
利
用
実
態
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
追
加
的
な

規
制
の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

た
だ
し
、
後
者
の
指
摘
の
考
え
方
を
前
提
と
し
た
と
し
て
も
、「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う

事
業
者
が
破
綻
し
た
場
合
の
社
会
的
・
経
済
的
な
影
響
の
大
き
さ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
利
用
者
資

 
の
全
額
保
全
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
す
る
観
点
か
ら
、
利
用
者
資
 
の
受
入
れ
か
ら
保
全

が
図
ら
れ
る
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
で
き
る
限
り
短
期
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

信
託
契
約
の
利
用
を
前
提
と
し
た
場
合
、
現
行
の
 
融
規
制
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
外
国
為

替
証
拠
 
取
引
業
者
（
F
X
業
者
）
に
対
し
て
、
①
保
全
す
べ
き
額
を
毎
日
算
定
し
、
②
不
足

が
あ
る
場
合
、
そ
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
営
業
日
以
内
に
信
託
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、

 
2
 
 銀

行
に

よ
る

送
金

で
あ

っ
て

も
、

外
貨

建
送

金
の

場
合

に
は

、
預

金
保

険
に

よ
る

保
護

の
対

象
外

と
さ

れ
て

い
る

。
 

6
 

こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
き
、
資
 
移
動
業
者
に
対
す
る
規
制
が
、
機
能
や
リ
ス
ク
に
応
じ

た
柔
軟
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
①
「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
事
業
者
、
②
現
行
規
制
を
前
提

に
事
業
を
行
う
事
業
者
、
③
「
少
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
事
業
者
の
３
類
型
に
分
け
た
上
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
過
不
足
の
な
い
規
制
を
適
用
し
て
い
く
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
 

①
 
「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
事
業
者
（
第
１
類
型
）
へ
の
対
応
 

「
高
額
」
送
 
に
つ
い
て
は
、
そ
の
履
行
が
確
保
さ
れ
な
い
場
合
に
資
 
の
受
け
手
が
資
 

繰
り
に
窮
す
る
な
ど
の
社
会
的
・
経
済
的
な
影
響
が
大
き
く
、
ま
た
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ

ン
グ
及
び
テ
ロ
資
 
供
与
対
策
の
重
要
性
も
相
対
的
に
高
ま
る
こ
と
と
な
る
。「
高
額
」
送
 

を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
資
 
移
動
業
の
新
類
型
を
設
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た

点
を
踏
ま
え
た
制
度
整
備
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

(
ア
)
 
参
入
規
制
 

「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
場
合
の
参
入
規
制
は
、
資
 
移
動
業
を
行
う
た
め
に
最
低
限
必

要
な
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
既
存
の
資
 
移
動
業
者
と
同
様
に
登

録
制
の
対
象
と
し
た
上
で
、「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
こ
と
に
伴
う
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
た
対

応
と
し
て
、
認
可
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
う
し
た
枠
組
み
の
下
で
、
「
高
額
」
送
 
に
係
る
事
業
の
具
体
的
な
内
容
や
収
支
計
画
、

当
該
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
の
体
制
整
備
の
状
況
等
を
追
加
的
に
確
認
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
、
マ
ネ
ー
・

ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
 
供
与
対
策
等
に
関
し
て
は
、「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
こ

と
に
伴
う
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
、
現
行
規
制
に
お
け
る
資
 
移
動
業
者
と
比
較
し
て
充
実
し
た

体
制
整
備
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

(
イ
)
 
滞
留
規
制
 

「
高
額
」
送
 
を
取
り
扱
う
事
業
者
が
破
綻
し
た
場
合
に
利
用
者
に
与
え
る
影
響
や
社
会

的
・
経
済
的
な
影
響
を
極
小
化
す
る
た
め
、
こ
う
し
た
事
業
者
が
受
け
入
れ
る
利
用
者
資
 
に

つ
い
て
は
、
厳
格
な
滞
留
規
制
を
課
す
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

具
体
的
に
は
、
英
国
の
規
制
を
参
考
に
、
①
具
体
的
な
送
 
指
図
を
伴
わ
な
い
利
用
者
資
 

は
受
入
不
可
と
し
、
②
利
用
者
資
 
は
運
用
・
技
術
上
必
要
な
期
間
を
超
え
て
滞
留
不
可
と
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。「
具
体
的
な
送
 
指
図
」
の
要
件
と
し
て
は
、
入
 
時
点
で
、
少
な

く
と
も
、
①
送
 
日
時
、
②
送
 
先
、
③
送
 
額
が
全
て
明
確
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
運
用
・
技
術
上
必
要
」
な
場
合
と
し
て
は
、
①
送
 
先
口
座
に
誤
り
が
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か
を

資
金

移
動

業
者

内
で

確
認

し
、

②
仮

に
為

替
取

引
に

用
い

ら
れ

る
蓋

然
性

が
低

い
と

判

断
さ

れ
る

場
合

、
利

用
者

に
払

出
し

を
要

請
し

、
利

用
者

が
こ

れ
に

応
じ

な
い

場
合

、
払

出
し

を
行

う
と

い
っ

た
措

置
を

講
ず

る
こ

と
を

求
め

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。
ま

た
、
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
利

用
者

資
金

と
為

替
取

引
と

の
関

連
性

を
判

断
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、
利

用
者

ご
と

に
、
①

受
入

額
、
②

受
入

期
間

、
③

送
金

実
績

、
④

利
用

目
的

を
総

合
考

慮
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

資
金

移
動

業
者

が
為

替
取

引
と

無
関

係
に

利
用

者
資

金
を

受
け

入
れ

た
場

合
、

そ
の

金
額

の
多

寡
に

か
か

わ
ら

ず
、
出

資
法

の
預

り
金

規
制

に
抵

触
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
は

、
資

金

決
済

法
制

定
時

に
も

示
さ

れ
て

い
る

考
え

方
で

あ
り

1
6
、
各

資
金

移
動

業
者

が
こ

の
こ

と
を

再

認
識

し
た

上
で

、
こ

う
し

た
資

金
を

保
有

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、
適

正
に

業
務

を
遂

行
し

て

い
く

こ
と

が
重

要
と

考
え

ら
れ

る
。
そ

の
上

で
、
今

後
と

も
、
当

局
に

よ
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を

通
じ

て
、
資

金
移

動
業

者
に

お
け

る
利

用
者

資
金

の
滞

留
の

実
態

を
注

視
し

つ
つ

、
必

要
に

応

じ
て

追
加

的
な

規
制

の
在

り
方

を
検

討
し

て
い

く
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

(
イ

)
 

保
全

契
約

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

者
資

金
の

取
扱

い
 

資
金

移
動

業
者

が
、
利

用
者

資
金

の
保

全
方

法
と

し
て

保
全

契
約

を
利

用
す

る
場

合
、
受

け

入
れ

た
利

用
者

資
金

は
資

金
移

動
業

者
の

預
金

口
座

等
に

残
る

こ
と

と
な

る
。
現

行
規

制
上

、

こ
う

し
た

利
用

者
資

金
の

使
途

の
制

限
に

つ
い

て
明

確
な

規
定

は
な

く
、

仮
に

保
全

契
約

を

利
用

し
て

い
る

資
金

移
動

業
者

が
、
貸

金
業

の
登

録
を

受
け

て
、
利

用
者

資
金

を
貸

付
け

に
活

用
し

た
場

合
、
銀

行
業

の
免

許
を

受
け

る
こ

と
な

く
、
実

質
的

に
信

用
創

造
を

行
う

こ
と

が
可

能
と

な
り

、
問

題
で

あ
る

と
の

指
摘

が
あ

る
。
ま

た
、
資

金
移

動
業

者
が

、
為

替
取

引
を

行
う

た
め

に
受

け
入

れ
た

利
用

者
資

金
を

流
動

性
が

低
い

資
産

で
あ

る
貸

付
金

に
転

換
す

る
と

、

流
動

性
リ

ス
ク

を
抱

え
る

こ
と

に
な

り
、

資
金

移
動

業
の

適
正

か
つ

確
実

な
遂

行
の

観
点

か

ら
問

題
で

あ
る

と
の

指
摘

も
あ

る
。

 

他
方

で
、
資

金
移

動
業

者
が

受
け

入
れ

る
利

用
者

資
金

に
つ

い
て

は
、
全

額
保

全
さ

れ
て

い

れ
ば

、
銀

行
預

金
の

取
付

け
と

同
じ

よ
う

な
事

態
は

生
じ

な
い

と
考

え
ら

れ
る

と
の

指
摘

が

あ
る

。
ま

た
、
資

金
移

動
業

者
が

受
け

入
れ

る
こ

と
が

で
き

る
利

用
者

資
金

は
、
為

替
取

引
と

関
連

性
が

あ
る

も
の

に
限

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

仮
に

銀
行

と
同

様
の

事
業

活
動

を
行

っ
た

と

し
て

も
、
経

済
全

体
に

与
え

る
影

響
は

限
定

的
で

あ
る

と
の

指
摘

や
、
保

全
契

約
の

相
手

方
と

な
る

銀
行

等
に

お
い

て
、
与

信
管

理
の

一
環

と
し

て
、
資

金
移

動
業

に
係

る
利

用
者

資
金

の
管

 
の

関
連

性
の

有
無

は
、
最

終
的

に
は

利
用

者
の

意
思

に
よ

る
も

の
で

あ
り

、
そ

れ
を

資
金

移
動

業
者

が
判

断
す

る
こ

 

は
困

難
で

あ
る

 
の

意
見

、
仮

に
利

用
者

か
ら

の
受

入
額

が
送

金
上

限
額

以
下

の
場

合
に

ま
で

為
替

取
引

の
関

連
性

の
確

認
や

払
出

し
が

求
め

ら
れ

れ
ば

、
利

用
者

の
利

便
性

を
低

下
さ

せ
る

お
そ

れ
が

あ
る

 
の

意
見

も
あ

っ
た

。
 

1
6
 
 2
0
1
0
年

２
月

2
3
日

金
融

庁
「

資
金

決
済

に
関

す
る

法
律

の
施

行
に

伴
う

政
令

案
・
内

閣
府

令
案

等
に
対

す
る

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

結
果

等
に

つ
い

て
」

<
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
f
s
a
.
g
o
.
j
p
/
n
e
w
s
/
2
1
/
k
i
n
y
u
/
2
0
1
0
0
2
2
3
-
1
.
h
t
m
l
>
 

8
 

現
に
多
く
の
事
業
者
が
対
応
し
て
い
る
。
実
務
上
の
実
現
可
能
性
も
考
慮
し
、「
高
額
」
送
 

を
取
り
扱
う
事
業
者
に
対
し
て
も
、
こ
れ
と
同
水
準
の
対
応
を
求
め
る
こ
と
が
最
低
限
必
要

と
考
え
ら
れ
る
1
3
。
 

(
エ
)
 
送
 
上
限
額
 

１
件
当
た
り
の
送
 
額
に
つ
い
て
は
、
①
主
要
な
諸
外
国
に
お
い
て
、
上
限
額
を
設
け
て
い

る
例
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
②
利
用
者
資
 
の
全
額
保
全
を
維
持
す
る
限
り
、
事
業
者
の

資
 
力
等
に
照
ら
し
、
お
の
ず
と
送
 
可
能
額
に
も
一
定
の
制
約
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
前
述
の
参
入
規
制
・
滞
留
規
制
や
利
用
者
資
 
の
保
全
に

要
す
る
期
間
の
短
期
化
を
前
提
に
、
法
令
上
の
上
限
額
は
設
け
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

②
 
現
行
規
制
を
前
提
に
事
業
を
行
う
事
業
者
（
第
２
類
型
）
へ
の
対
応
 

(
ア
)
 
利
用
者
資
 
の
滞
留
へ
の
対
応
 

現
行
規
制
を
前
提
に
今
後
も
事
業
を
行
お
う
と
す
る
資
 
移
動
業
者
に
対
す
る
規
制
に
つ

い
て
は
、
当
該
資
 
移
動
業
者
や
そ
の
利
用
者
の
活
動
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

現
行
の
枠
組
み
を
基
本
的
に
変
え
な
い
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
 

た
だ
し
、
一
部
の
資
 
移
動
業
者
に
お
い
て
、
資
 
決
済
法
制
定
時
の
想
定
の
範
囲
を
超
え

て
、
利
用
者
資
 
が
滞
留
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
為
替
取
引
と
の
関
連
性
が
認

め
ら
れ
な
い
よ
う
な
利
用
者
資
 
の
滞
留
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要

と
考
え
ら
れ
る
1
4
。
 

具
体
的
に
は
、
利
用
者
１
人
当
た
り
の
受
入
額
が
１
件
当
た
り
の
送
 
上
限
額
を
超
え
て

い
る
場
合
1
5
、
資
 
移
動
業
者
に
対
し
、
①
利
用
者
資
 
が
為
替
取
引
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

 
3
 
 「

高
額

」
送

金
を

取
り

扱
う

事
業

者
に

つ
い

て
は

、
厳

格
な

滞
留

規
制

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

を
前

提
と

す
れ

ば
、
実

際
に

保
全

が
図

ら
れ

る
ま

で
の

間
に

、
受

け
入

れ
た

利
用

者
資

金
の

送
金

が
完

了
し

て
い

る
こ

と
が

多
い

と
想

定
さ

れ
る

。
そ

う
し

た
場

合
に

ま
で

機
械

的
に

保
全

を
求

め
る

こ
と

は
不

合
理

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
硬

直
的

な
規

制
と

な
ら

な
い

よ
う

に

留
意

が
必

要
と

考
え

ら
れ

る
。

 
 
4
 
 資

金
移

動
業

者
に

、
為

替
取

引
と

の
関

連
性

に
疑

義
が

あ
る

利
用

者
資

金
が

滞
留

す
る

こ
と

の
問

題
点

と
し

て
は

、
①

資

金
移

動
業

者
が

利
用

者
資

金
を

受
け

入
れ

た
状

態
で

破
綻

し
た

場
合

、
利

用
者

が
還

付
を

受
け

る
ま

で
に

相
応

の
時

間
を

要
す

る
な

ど
、
利

用
者

保
護

の
観

点
か

ら
の

課
題

が
あ

る
こ

と
、
②

資
金

移
動

業
者

が
本

来
的

に
は

必
要

が
な

い
保

全
コ

ス
ト

を
負

担
す

る
こ

と
と

な
り

、
効

率
的

な
業

務
運

営
の

妨
げ

と
な

り
う

る
こ

と
、
③

出
資

法
の

預
り

金
規

制
に

抵
触

す

る
疑

義
が

生
じ

る
こ

と
、
④

銀
行

預
金

と
異

な
り

経
済

活
動

に
活

用
さ

れ
な

い
資

金
が

増
加

す
る

こ
と

に
よ

り
、
経

済
的

悪
影

響
が

生
じ

う
る

こ
と

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

 
5
 
 利

用
者

資
金

の
受

入
額

が
送

金
上

限
額

以
下

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
資

金
移

動
業

者
に

対
し

、
為

替
取

引
と

の
関

連
性

の

確
認

を
求

め
る

べ
き

で
あ

る
と

の
意

見
や

、
受

入
れ

か
ら

一
定

期
間

を
経

過
し

た
利

用
者

資
金

に
つ

い
て

は
、
払

出
し

を

求
め

る
べ

き
と

の
意

見
が

あ
っ

た
。
他

方
で

、
実

態
と

し
て

、
既

存
の

資
金

移
動

業
者

に
お

け
る

利
用

者
資

金
の

受
入

額

は
数

万
円

以
下

の
も

の
が

多
く

な
っ

て
い

る
中

で
、
受

入
額

が
送

金
上

限
額

以
下

の
場

合
に

ま
で

為
替

取
引

と
の

関
連

性

の
確

認
を

求
め

る
必

要
性

は
乏

し
く

、
現

実
的

で
も

な
い

と
の

意
見

、
受

入
額

が
送

金
上

限
額

以
下

の
場

合
、
為

替
取

引

214

金融サービス仲介業



1
1
 

現
行

の
保

全
方

法
の

う
ち

、
供

託
又

は
信

託
契

約
を

利
用

す
る

場
合

、
資

金
移

動
業

者
は

、

供
託

又
は

信
託

し
た

資
金

を
直

ち
に

取
り

戻
す

こ
と

が
で

き
な

い
た

め
、
実

務
上

、
実

際
に

送

金
を

行
う

際
に

別
途

資
金

を
調

達
す

る
必

要
が

あ
る

2
0
。
ま

た
、
保

全
契

約
を

利
用

す
る

場
合

、

契
約

の
相

手
方

で
あ

る
銀

行
等

が
資

金
移

動
業

者
に

提
供

で
き

る
保

証
枠

に
は

、
与

信
管

理

上
の

限
度

が
あ

る
ほ

か
、
資

金
移

動
業

者
は

保
証

料
を

負
担

す
る

必
要

が
あ

る
。
こ

う
し

た
中

、

預
金

に
よ

る
管

理
が

可
能

と
な

れ
ば

、
資

金
移

動
業

者
の

資
金

繰
り

負
担

が
軽

減
さ

れ
る

こ

と
か

ら
、

低
コ

ス
ト

で
利

用
者

利
便

の
高

い
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
促

進
さ

れ
る

こ
と

が
期

待

さ
れ

る
。

 

た
だ

し
、
そ

の
場

合
、
必

ず
し

も
倒

産
隔

離
が

効
か

な
い

こ
と

2
1
か

ら
、
資

金
移

動
業

者
の

破
綻

時
に

利
用

者
が

十
分

な
資

金
の

還
付

を
受

け
ら

れ
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

こ
の

た
め

、
預

金
に

よ
る

管
理

を
行

う
資

金
移

動
業

者
に

対
し

て
は

、
利

用
者

に
こ

う
し

た

リ
ス

ク
に

つ
い

て
の

十
分

な
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

を
義

務
付

け
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。

ま
た

、
資

金
移

動
業

者
に

対
す

る
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

強
化

す
る

観
点

か
ら

、
預

金
に

よ
る

管
理

の
状

況
及

び
財

務
書

類
に

つ
い

て
の

外
部

監
査

や
、

預
金

に
よ

る
管

理
の

状
況

に
つ

い
て

の

当
局

へ
の

定
期

的
な

報
告

を
義

務
付

け
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。
 

な
お

、
１

件
当

た
り

の
送

金
額

や
利

用
者

１
人

当
た

り
の

受
入

額
が
「

少
額

」
で

あ
っ

て
も

、

資
金

移
動

業
の

適
正

か
つ

確
実

な
遂

行
が

求
め

ら
れ

る
こ

と
に

変
わ

り
は

な
い

。
こ

の
た

め
、

参
入

規
制

や
、
マ

ネ
ー
・
ロ

ー
ン

ダ
リ

ン
グ

及
び

テ
ロ

資
金

供
与

対
策

に
係

る
規

制
等

の
そ

の

他
の

規
制

は
、

現
行

の
資

金
移

動
業

者
と

同
水

準
の

も
の

と
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

⑶
 

複
数

類
型

の
併

営
 

 
利

用
者

利
便

を
確

保
す

る
た

め
に

も
、

同
一

の
資

金
移

動
業

者
に

よ
る

複
数

類
型

の
資

金

移
動

業
の

併
営

を
認

め
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
 

た
だ

し
、
併

営
に

伴
う

弊
害

を
防

止
す

る
観

点
か

ら
、
複

数
類

型
を

併
営

す
る

資
金

移
動

業

者
は

、
少

な
く

と
も

、
利
用

者
が

ど
の

類
型

を
利

用
し

て
い

る
か

を
明

確
に

認
識

で
き

る
よ

う

に
す

る
と

と
も

に
、

類
型

ご
と

に
保

全
が

必
要

な
額

を
区

分
管

理
す

る
こ

と
が

必
要

と
考

え

ら
れ

る
。
ま

た
、
第

１
類

型
と

第
２

類
型

を
併

営
す

る
場

合
、
第

２
類

型
で

受
け

入
れ

て
い

る

利
用

者
資

金
を

第
１

類
型

で
送

金
す

る
こ

と
で

、
第

１
類

型
の

滞
留

規
制

が
潜

脱
さ

れ
る

こ

2
0
 
 信
託
契
約
を
利
用
す
る
場
合
、
資
金
移
動
業
者
は
、
信
託
報
酬
を
負
担
す
る
必
要
も
あ
る
。
 

2
1
 
 分
別
管
理
さ
れ
た
預
金
に
つ
い
て
倒
産
隔
離
の
効
果
が
認
め
ら
れ
た
事
例
 
し
て
、
公
共
工
事
の
請
負
者
が
、
地
方
公
共

団
体
か
ら
支
払
い
を
受
け
、
他
の
財
産
 
分
別
さ
れ
た
預
金
口
座
で
管
理
し
て
い
た
前
払
金
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体

 
請
負
者
 
の
間
の
信
託
契
約
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
事
例
が
あ
る
（
最
判
平
成
1
4
年
１
月
1
7
日
民
集
5
6
巻
１
号
2
0

頁
）
。
 

1
0
 

理
状

況
に

つ
い

て
適

切
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

が
な

さ
れ

れ
ば

1
7
、
問

題
が

生
じ

る
お

そ
れ

は
小

さ

い
と

考
え

ら
れ

る
と

の
指

摘
も

あ
る

。
 

た
だ

し
、
資

金
移

動
業

に
係

る
規

制
と

貸
金

業
に

係
る

規
制

は
、
そ

れ
ぞ

れ
為

替
取

引
と

貸

付
け

の
機

能
・
リ

ス
ク

に
着

目
し

て
整

備
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
、
為

替
取

引
と

貸
付

け
の

ほ
か

預
金

の
受

入
れ

を
併

せ
行

う
こ

と
を

前
提

に
整

備
さ

れ
て

い
る

銀
行

業
に

係
る

規
制

と
の

関

係
で

、
規

制
の

ア
ー

ビ
ト

ラ
ー

ジ
が

生
じ

る
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
や

、
銀

行
預

金
に

つ
い

て
、

過
去

に
預

金
保

険
で

全
額

保
護

が
図

ら
れ

て
い

た
際

に
も

、
取

付
け

が
生

じ
た

事
実

が
あ

る

こ
と

に
は

留
意

が
必

要
と

考
え

ら
れ

る
。
ま

た
、
今

後
、
仮

に
事

業
規

模
が

相
当

程
度

大
き

い

資
金

移
動

業
者

が
出

現
し

、
利

用
者

資
金

を
原

資
と

し
て

貸
付

け
を

行
う

場
合

、
必

ず
し

も
経

済
全

体
に

与
え

る
影

響
が

限
定

的
と

は
言

い
切

れ
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

 

こ
う

し
た

こ
と

を
踏

ま
え

れ
ば

、
利

用
者

資
金

の
保

全
方

法
と

し
て

保
全

契
約

を
利

用
す

る
資

金
移

動
業

者
に

対
し

、
利

用
者

資
金

を
貸

付
け

に
活

用
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

を
、

制
度

上
明

確
に

求
め

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

な
お

、
現

行
規

制
上

、
資

金
移

動
業

者
に

は
、
資

金
移

動
業

を
適

正
か

つ
確

実
に

遂
行

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

れ
ば

、
貸

付
け

以
外

の
使

途
で

あ
れ

ば
利

用
者

資

金
を

自
由

に
活

用
し

て
良

い
と

い
う

わ
け

で
は

な
く

、
利

用
者

か
ら

の
指

図
に

円
滑

に
対

応

し
て

い
く

た
め

に
十

分
な

流
動

性
を

確
保

し
て

い
る

必
要

性
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
 

③
 

「
少

額
」

1
8
送

金
を

取
り

扱
う

事
業

者
（

第
３

類
型

）
へ

の
対

応
 

１
件

当
た

り
の

送
金

額
の

み
な

ら
ず

、
利

用
者

１
人

当
た

り
の

受
入

額
の

上
限

も
「

少
額

」

と
す

る
場

合
、
そ

の
実

効
性

確
保

の
観

点
か

ら
、
上

限
を

超
え

る
よ

う
な

他
者

か
ら

の
送

金
を

第
３

類
型

の
ア

カ
ウ

ン
ト

で
は

受
け

取
れ

な
い

よ
う

に
す

る
措

置
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

。

そ
の

上
で

、
具

体
的

な
規

制
緩

和
の

方
策

と
し

て
、
利

用
者

資
金

の
保

全
に

関
し

、
現

行
の

保

全
方

法
に

代
え

て
、

利
用

者
資

金
を

自
己

の
財

産
と

分
別

し
た

預
金

で
管

理
す

る
こ

と
を

認

め
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

1
 
。

 

1
7
 
 保
全
契
約
は
、
民
間
事
業
者
間
の
契
約
で
あ
り
、
こ
う
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
こ
 
に
は
留
意
が
必
要
 
の
意
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
保
全
契
約
の
相
手
方
が
同
一
グ
ル
ー
プ
内
の
銀
行
等
で
あ
る
場

合
に
は
、
監
督
上
、
被
保
証
人
 
保
証
人
が
同
時
に
破
綻
す
る
リ
ス
ク
が
相
対
的
に
高
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
 
に
留

意
が
必
要
 
の
意
見
も
あ
っ
た
。

1
8
 
 「
少
額
」
の
具
体
的
な
水
準
に
つ
い
て
は
、
数
万
円
程
度
 
す
る
こ
 
を
念
頭
に
検
討
を
行
っ
た
 
こ
ろ
、
公
共
料
金
や

宿
泊
料
金
等
の
支
払
い
に
利
用
さ
れ
る
こ
 
も
想
定
し
、
利
用
者
利
便
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
も
、
５
万
円
以
下
 
し
て

は
ど
う
か
 
の
意
見
が
あ
っ
た
。
 

1
9
 
 利
用
者
資
金
に
つ
い
て
、
預
金
に
よ
る
管
理
を
認
め
る
他
の
金
融
規
制
の
例
 
し
て
、
現
行
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対

す
る
規
制
や
、
特
定
有
価
証
券
等
管
理
行
為
（
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
等
に
係
る
募
集
又
は
私
募
の
取
扱
い
に
関
し
て

顧
客
か
ら
金
銭
の
預
託
を
受
け
る
行
為
）
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
す
る
規
制
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
業
者

に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
る
利
用
者
資
金
の
上
限
額
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
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1
3
 

不
適

切
な

取
引

に
利

用
さ

れ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

が
必

要
と

考
え

ら
れ

る
2
3
。
既

に
自

主
的

な
対

応
を

講
じ

て
い

る
発

行
者

も
存

在
す

る
と

こ
ろ

で
は

あ
る

が
、
制

度
上

も
、
発

行
者

に
求

め
ら

れ
る

対
応

を
明

確
化

し
て

お
く

こ
と

が
適

当
と

考
え

ら
れ

る
。

 

具
体

的
に

は
、
発

行
者

に
対

し
、
譲

渡
可

能
な

チ
ャ

ー
ジ

残
高

の
上

限
設

定
2
4
や

、
繰

り
返

し
譲

渡
を

受
け

て
い

る
者

の
特

定
等

の
不

自
然

な
取

引
を

検
知

す
る

体
制

整
備

を
求

め
る

こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

⑵
 

利
用

者
資

金
の

保
全

の
在

り
方

 

資
金

移
動

業
者

に
つ

い
て

は
、
利

用
者

資
金

の
全

額
保

全
が

求
め

ら
れ

て
い

る
一

方
で

、
前

払
式

支
払

手
段

発
行

者
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

資
金

の
半

額
保

全
が

求
め

ら
れ

て
い

る
2
5
。

 

こ
う

し
た

中
、
発

行
者

が
提

供
す

る
仕

組
み

の
中

で
、
利

用
者

が
他

者
に

チ
ャ

ー
ジ

残
高

を

譲
渡

す
る

タ
イ

プ
の

前
払

式
支

払
手

段
に

つ
い

て
は

、
財

産
的

価
値

の
移

転
を

伴
う

も
の

で

あ
る

以
上

、
送

金
サ

ー
ビ

ス
に

類
似

し
た

性
質

を
有

し
て

い
る

と
い

え
る

こ
と

か
ら

、
発

行
者

に
対

し
、
資

金
移

動
業

者
と

同
様

に
、
利

用
者

資
金

の
全

額
保

全
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

と
の

指
摘

が
あ

る
2
6
。
ま

た
、
前

払
式

支
払

手
段

に
は

、
原

則
と

し
て

現
金

化
が

不
可

で
あ

り
、
使

途
が

限
定

さ
れ

て
い

る
と

い
っ

た
特

性
は

あ
る

も
の

の
、

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
化

が
進

展
す

れ

ば
、

現
金

と
の

違
い

は
相

対
的

な
も

の
に

と
ど

ま
る

と
の

指
摘

も
あ

る
。

 

他
方

で
、
前

払
式

支
払

手
段

の
譲

渡
に

つ
い

て
は

、
使

途
が

限
定

さ
れ

、
現

金
化

が
で

き
ず
、

発
行

者
の

破
綻

時
に

備
え

て
半

額
保

全
さ

れ
て

い
る

財
産

的
価

値
が

そ
の

ま
ま

移
転

さ
れ

る

だ
け

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
送

金
と

は
性

質
が

異
な

る
と

の
指

摘
が

あ
る

。
ま

た
、
前

払
式

支
払

手
段

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

多
く

の
利

用
者

に
対

し
て

高
い

利
便

性
を

提
供

し
て

き
た

経

緯
も

考
慮

す
る

こ
と

が
必

要
と

の
指

摘
や

、
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

社
会

の
進

展
に

向
け

て
、
各

般

の
取

組
が

進
め

ら
れ

て
い

る
中

、
発

行
者

の
業

務
運

営
に

大
き

な
影

響
を

与
え

る
規

制
強

化

を
行

う
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

と
の

指
摘

も
あ

る
。

 

2
3
 
 現
行
規
制
上
、
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
に
は
、
前
払
式
支
払
手
段
の
使
用
に
よ
り
販
売
・
提
供
さ
れ
る
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
が
、
公
序
良
俗
を
害
す
る
も
の
で
な
い
こ
 
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
 
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
 

2
4
 
 現
状
、
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
チ
ャ
ー
ジ
残
高
の
譲
渡
額
に
つ
い
て
、
自

主
的
に
、
１
回
又
は
１
日
当
た
り
1
0
万
円
以
下
の
上
限
を
設
定
し
て
い
る
。

2
5
 
 現
行
規
制
上
、
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
に
は
、
①
基
準
日
（
３
月
末
及
び
９
月
末
）
未
使
用
残
高
の
２
分
の
１
以
上
の

額
を
、
②
基
準
日
の
翌
日
か
ら
２
月
以
内
に
、
供
託
、
保
全
契
約
又
は
信
託
契
約
に
よ
り
保
全
す
る
こ
 
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
 

2
6
 
 第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
つ
い
て
は
、
チ
ャ
ー
ジ
残
高
の
譲
渡
の
可
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
加
盟
店
に
対
す
る
支
払
い

を
確
実
な
も
の
 
す
る
た
め
、
利
用
者
資
金
の
全
額
保
全
を
求
め
る
べ
き
 
の
意
見
が
あ
っ
た
。
も
っ
 
も
、
現
行
規
制

上
、
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
に
は
、
加
盟
店
に
対
す
る
支
払
い
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
整
備
が

求
め
ら
れ
て
お
り
、
保
全
割
合
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
な
支
払
余
力
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
 
考
え
ら
れ
る
。

1
2
 

と
を

防
止

す
る

必
要

が
あ

り
、
そ

の
観

点
か

ら
も

、
第

２
類

型
に

お
い

て
、
為

替
取

引
と

の
関

連
性

が
認

め
ら

れ
な

い
利

用
者

資
金

を
保

有
し

な
い

た
め

の
措

置
を

適
切

に
講

ず
る

こ
と

が

重
要

と
考

え
ら

れ
る

。
 

２
．

前
払

式
支

払
手

段
 

⑴
 

不
適

切
な

取
引

の
防

止
 

情
報

通
信

技
術

の
発

展
に

伴
い

、「
I
C
型

」
や
「

サ
ー

バ
型

」
に

該
当

す
る

第
三

者
型

前
払

式
支

払
手

段
を

中
心

と
し

て
、

容
易

に
他

者
に

譲
渡

す
る

こ
と

が
可

能
な

２
つ

の
タ

イ
プ

の

前
払

式
支

払
手

段
が

登
場

し
て

き
て

い
る

。
 

１
つ

目
の

タ
イ

プ
は

、
利

用
者

が
、
他

者
に

前
払

式
支

払
手

段
の

番
号

等
を

メ
ー

ル
や

S
N
S

で
送

付
す

る
こ

と
で

、
当

該
他

者
が

支
払

手
段

と
し

て
利

用
す

る
こ

と
が

可
能

な
タ

イ
プ

で

あ
る

。
 

こ
の

タ
イ

プ
は

、
基

本
的

に
は

、
ギ

フ
ト

や
返

礼
目

的
で

の
利

用
を

念
頭

に
他

者
へ

譲
渡

す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
お

り
、
チ

ャ
ー

ジ
が

行
わ

れ
た

後
は

、
再

譲
渡

で
き

な
い

仕
組

み
と

な

っ
て

い
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
チ

ャ
ー

ジ
が

行
わ

れ
る

前
の

番
号

等
の

譲
渡

が
非

常
に

容
易

で
、
架

空
請

求
を

通
じ

て
番

号
等

が
詐

取
さ

れ
る

な
ど

の
被

害
が

発
生

し
た

こ
と

も
あ

り
、

2
0
1
6
年

８
月

に
「

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
が

改
正

さ
れ

、
被

害
者

の
申

出
等

を
速

や
か

に
受

け
付

け
る

と
と

も
に

、
利

用
停

止
の

措
置

を
迅

速
か

つ
適

切
に

講
ず

る
体

制
整

備
や

、
販

売
上

限
額

の
引

下
げ

や
取

扱
停

止
と

い
っ

た
販

売
方

法
の

見
直

し
を

迅
速

に
行

う
体

制
整

備
等

が
監

督
上

の
着

眼

点
と

し
て

追
加

さ
れ

た
2
2
。

 

ま
た

、
２

つ
目

の
タ

イ
プ

と
し

て
、
特

に
近

年
、
発

行
者

が
提

供
す

る
仕

組
み

の
中

で
、
利

用
者

が
他

者
に

前
払

式
支

払
手

段
の

チ
ャ

ー
ジ

残
高

を
譲

渡
す

る
こ

と
で

、
個

人
間

で
支

払

手
段

の
移

転
を

行
う

こ
と

が
可

能
な

タ
イ

プ
も

登
場

し
て

き
て

い
る

。
 

こ
の

タ
イ

プ
は

、
発

行
者

が
提

供
す

る
仕

組
み

の
中

で
、
チ

ャ
ー

ジ
残

高
の

譲
渡

が
繰

り
返

さ
れ

る
た

め
、
１

つ
目

の
タ

イ
プ

と
比

較
し

て
、
移

転
の

履
歴

が
把

握
し

や
す

い
と

い
う

利
点

が
あ

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
こ

う
し

た
タ

イ
プ

に
つ

い
て

も
、
発

行
者

が
提

供
す

る
仕

組
み

の
中

で
財

産
的

価
値

を
有

す
る

支
払

手
段

の
移

転
を

伴
う

以
上

、
例

え
ば

、
公

序
良

俗
を
害

す
る

よ
う

な

2
2
 
 2
0
1
6
年

８
月

４
日

金
融

庁
「
「

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
（

第
三

分
冊
：
金

融
会

社
関

係
）
の

一
部

改
正
（

案
）
」
に

対
す

る
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

の
結

果
等

に
つ

い
て

」
<
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
f
s
a
.
g
o
.
j
p
/
n
e
w
s
/
2
8
/
k
i
n
y
u
/
2
0
1
6
0
8
0
4
-
1
.
h
t
m
l
>
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1
5
 

規
模

も
比

較
的

大
き

く
な

り
つ

つ
あ

る
。
こ

う
し

た
事

業
者

を
は

じ
め

、
事

業
規

模
が

大
き

い

事
業

者
に

つ
い

て
は

、
個

社
と

し
て

の
業

務
の

適
正

か
つ

確
実

な
遂

行
は

も
と

よ
り

、
社

会

的
・
経

済
的

な
影

響
の

大
き

さ
も

踏
ま

え
、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

の
リ

ス
ク

に
応

じ
た

機
動

的
で

実
効

性
あ

る
監

督
上

の
対

応
が

求
め

ら
れ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

 

⑵
 

無
権

限
取

引
へ

の
対

応
 

な
り

す
ま

し
等

に
よ

る
無

権
限

取
引

が
行

わ
れ

た
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

2
0
1
 
年

８

月
に

、
一

般
社

団
法

人
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

推
進

協
議

会
に

お
い

て
、「

コ
ー

ド
決

済
に

お
け

る

不
正

利
用

に
関

す
る

責
任

分
担

・
補

償
等

に
つ

い
て

の
規

定
事

例
集

（
利

用
者

向
け

利
用

規

約
）
」

2
8
が

策
定
・
公

表
さ

れ
た

。
こ

れ
に

よ
り

、
資

金
移

動
業

者
や

前
払

式
支

払
手

段
発

行
者

を
含

め
、
事

業
者

ご
と

に
規

約
の

内
容

は
様

々
で

あ
り

、
消

費
者

契
約

法
に

よ
り

無
効

と
な

る

可
能

性
が

指
摘

さ
れ

る
「

利
用

者
に

損
失

が
発

生
し

た
場

合
で

も
事

業
者

は
一

切
責

任
を

負

わ
な

い
」

旨
を

盛
り

込
ん

だ
規

約
も

存
在

し
て

い
た

こ
と

が
明

ら
か

と
な

っ
た

。
 

他
方

で
、
現

状
に

お
い

て
は

、
事

業
者

に
よ

る
規

約
の

自
主

的
な

見
直

し
が

進
み

つ
つ

あ
り

、

中
に

は
「

利
用

者
に

故
意
・
重

過
失

が
あ

る
な

ど
の
場

合
を

除
き

損
害

を
補

償
す

る
」
旨

の
規

約
を

整
備

す
る

事
業

者
も

出
て

き
て

い
る

。
 

不
正

利
用

の
態

様
や

各
事

業
者

の
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

が
多

様
な

中
で

、
統

一
的

な
ル

ー
ル

の
整

備
を

直
ち

に
実

現
す

る
に

は
課

題
が

あ
る

こ
と

や
、

利
用

者
保

護
の

観
点

か
ら

望
ま

し

い
補

償
ル

ー
ル

の
整

備
も

進
み

つ
つ

あ
る

現
状

を
踏

ま
え

れ
ば

、
当

面
は

2
 
、
事

業
者

に
よ

る

自
主

的
な

対
応

を
促

し
て

い
く

こ
と

が
適

当
と

考
え

ら
れ

る
。
ま

た
、
そ

の
た
め

の
制

度
上

の

対
応

と
し

て
、
利

用
者

に
対

す
る

情
報

提
供

事
項

に
「

無
権

限
取

引
が

行
わ

れ
た

場
合

の
対

応

方
針

」
を

追
加

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
 

さ
ら

に
、
こ

う
し

た
制

度
上

の
対

応
が

図
ら

れ
る

ま
で

の
間

に
お

い
て

も
、
事

業
者

が
、
法

令
に

基
づ

き
十

分
な

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

を
講

じ
て

い
く

と
と

も
に

、
例

え
ば

、
自

主
規

制
機

関
に

お
い

て
、
会

員
事

業
者

に
対

し
、
規

約
の

内
容

を
点

検
し

、
仮

に
消

費
者

契
約

法
に

照
ら

し
問

題
と

な
り

う
る

と
認

め
ら

れ
た

場
合

に
は

、
改

善
す

る
こ

と
を

求
め

る
な

ど
、
利

用
者

保

護
を

確
保

す
る

た
め

の
積

極
的

な
対

応
が

進
め

ら
れ

る
こ

と
も

重
要

と
考

え
ら

れ
る

。
 

2
8
 
 2
0
1
9
年
８
月
3
0
日
一
般
社
団
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進
協
議
会
『
コ
ー
ド
決
済
に
お
け
る
不
正
利
用
に
関
す
る
責
任

分
担
・
補
償
等
に
つ
い
て
の
規
定
事
例
集
（
利
用
者
向
け
利
用
規
約
）
』
 

 
<
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
a
y
m
e
n
t
s
j
a
p
a
n
.
o
r
.
j
p
/
n
e
w
s
/
2
0
1
9
0
8
3
0
-
u
s
e
r
-
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
/
>
 

2
9
 
 無
権
限
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
、
将
来
的
に
目
指
す
べ
き
方
向
性
の
一
つ
 
し
て
、
事
業
者
・
利
用
者

双
方
が
無
権
限
取
引
を
防
止
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
こ
 
 
な
る
よ
う
な
、
統
一
的
な
ル
ー
ル
の
整
備
を
し
て
い

く
こ
 
も
考
え
ら
れ
る
 
の
意
見
も
あ
っ
た
。
 

1
4
 

利
用

者
資

金
に

つ
い

て
、
こ

れ
ま

で
、
制

度
上

求
め

ら
れ

る
保

全
が

半
額

保
全

で
あ

る
が

た

め
に

社
会

的
・

経
済

的
に

重
大

な
問

題
と

な
る

よ
う

な
被

害
は

生
じ

て
い

な
い

こ
と

も
踏

ま

え
れ

ば
、

現
時

点
で

共
通

の
認

識
を

得
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
利

用
者

資
金

の
保

全
割

合

の
引

上
げ

に
つ

い
て

は
、
直

ち
に

実
施

す
る

こ
と

は
必

ず
し

も
適

当
で

は
な

く
、
引

き
続

き
検

討
課

題
と

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
 

な
お

、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
利

用
者

が
正

確
な

理
解

の
下

で
前

払
式

支
払

手
段

を
利

用

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
利

用
者

に
対

す
る

情
報

提
供

事
項

と
し

て
「

利
用

者
資

金
の

保
全

に
関

す
る

事
項

」
を

追
加

し
、
利

用
者

に
対

し
て

、
法

令
上

は
利

用
者

資
金

の
半

額
以

上
の

保

全
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、
必

ず
し

も
全

額
保

全
が

図
ら

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

旨
や

、
各

発

行
者

の
保

全
方

法
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

を
行

う
こ

と
を

前
払

式
支

払
手

段
発

行
者

に
義

務

付
け

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
2
7
。

 

３
．

そ
の

他
資

金
移

動
業

及
び

前
払

式
支

払
手

段
に

関
す

る
事

項
 

⑴
 

監
督

規
定

等
 

近
年

、
第

三
者

型
前

払
式

支
払

手
段

発
行

者
の

登
録

を
受

け
て

い
る

事
業

者
が

、
資

金
移

動

業
者

の
登

録
も

受
け

、
一

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

例
が

増
加

し
て

き
て

い
る

。
 

他
方

で
、
現

行
規

制
上

、
前

払
式

支
払

手
段

発
行

者
に

は
、
資

金
移

動
業

者
に

求
め

ら
れ

て

い
る

業
務

の
外

部
委

託
先

の
管

理
体

制
の

整
備

が
法

律
上

は
義

務
付

け
ら

れ
て

い
な

い
。

ま

た
、
業

務
改

善
命

令
の

発
出

要
件

は
、
資

金
移

動
業

者
に

つ
い

て
は

、
「

資
金

移
動

業
の

適
正

か
つ

確
実

な
遂

行
の

た
め

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

」
と

さ
れ

て
い

る
一

方
で

、
前

払
式

支
払

手
段

発
行

者
に

つ
い

て
は

、
「

利
用

者
の

利
益

を
害

す
る

事
実

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
」

に
限

定
さ

れ
て

い
る

。
 

監
督

上
の

対
応

の
整

合
性
・
実

効
性

を
確

保
す

る
た
め

、
少

な
く

と
も

、
こ

れ
ら

の
制

度
上

の
差

異
に

つ
い

て
は

、
前

払
式

支
払

手
段

発
行

者
に

係
る

規
定

を
資

金
移

動
業

者
に

係
る

規

定
と

整
合

的
な

も
の

と
す

る
形

で
解

消
す

る
こ

と
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

。
 

ま
た

、
第

三
者

型
前

払
式

支
払

手
段

発
行

者
と

資
金

移
動

業
者

の
両

方
の

登
録

を
受

け
て

、

一
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
事

業
者

に
つ

い
て

は
、

一
般

消
費

者
に

よ
る

利
用

が

多
く

、
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

社
会

の
進

展
に

向
け

た
各

般
の

取
組

が
進

め
ら

れ
て

い
る

中
、
事

業

2
7
 
 後
述
の
「
無
権
限
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
の
対
応
方
針
」
を
含
め
、
新
た
な
情
報
提
供
事
項
の
利
用
者
へ
の
提
供
方
法
に

つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
紙
型
」
の
場
合
は
裏
面
に
記
載
す
る
な
ど
の
画
一
的
な
方
法
で
は
な
く
、
利
用
者
の
正
確
な
理
解

を
妨
げ
な
い
範
囲
で
、
実
務
を
踏
ま
え
た
合
理
的
な
方
法
を
認
め
る
こ
 
が
考
え
ら
れ
る
。
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1
7
 

な
お

、
債

権
者

が
一

般
消

費
者

で
あ

る
場

合
に

は
、
利

用
者

保
護

の
必

要
性

が
高

ま
る

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
こ

こ
で

い
う
「

事
業

者
」
に

つ
い

て
は

、
消

費
者

契
約

法
上

の
定

義
3
3

を
踏

襲
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

⑵
 

個
人

間
の

収
納

代
行

 

①
 

割
り

勘
ア

プ
リ

 

個
人

間
の

収
納

代
行

の
形

式
を

と
っ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
の

う
ち

、
割

り
勘

ア
プ

リ
の

よ
う

な
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

は
、
個

人
間

の
債

権
債

務
関

係
の

発
生

事
由

に

関
与

し
て

お
ら

ず
、
単

に
資

金
の

や
り

取
り

を
仲

介
し

て
い

る
だ

け
で

あ
り

、
そ

の
経

済
的

な

効
果

は
、
債

権
者

が
、
第

三
者

で
あ

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

に
対

し
て

逆
為

替
（

取
立

為
替

）
の

依
頼

を
行

っ
て

い
る

場
合

と
同

視
し

う
る

と
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
、
一

般
消

費
者

で
あ

る
債

権

者
・
債

務
者

双
方

が
、
サ
ー

ビ
ス

提
供

者
に

対
し

て
信

用
リ

ス
ク

を
抱

え
る

お
そ

れ
が

あ
り

、

利
用

者
保

護
を

確
保

す
る

必
要

性
は

高
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

こ
の

た
め

、
こ

う
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
収

納
代

行
の

形
式

を
と

っ
て

は
い

る
も

の

の
、

資
金

決
済

法
等

の
為

替
取

引
に

関
す

る
規

制
の

適
用

対
象

と
な

る
こ

と
を

明
確

化
す

る

こ
と

が
必

要
と

考
え

ら
れ

る
。

 

②
 

エ
ス

ク
ロ

ー
サ

ー
ビ

ス
3
4

個
人

間
の

収
納

代
行

の
形

式
を

と
っ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
の

う
ち

、
エ

ス
ク

ロ
ー

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、
個

人
間

に
お

け
る

物
品

の
売

買
等

の
取

引
に

際
し

、
当

事
者

双
方

の
債

務
の

同

時
履

行
を

図
る

こ
と

に
よ

り
、
当

事
者

間
ト

ラ
ブ

ル
の

未
然

防
止

機
能

が
あ

り
、
債

権
者
・
債

務
者

双
方

が
そ

の
利

点
を

享
受

し
て

い
る

。
 

こ
う

し
た

エ
ス

ク
ロ

ー
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
売

買
契

約
等

の
当

事
者

間
に

生
じ

る
信

用
リ

ス
ク

を
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

に
付

け
替

え
て

い
る

だ
け

で
あ

る
と

の
指

摘
が

あ
る

3
5
。
ま

た
、

仮
に

エ
ス

ク
ロ

ー
サ

ー
ビ

ス
に

為
替

取
引

に
関

す
る

規
制

を
適

用
し

た
場

合
、

利
用

者
保

護

上
重

要
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
エ

コ
シ

ス
テ

ム
に

支
障

が
生

じ
か

ね
な

い
と

の
指

摘
も

あ

3
3
 
 法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
 
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
契
約
の
当
事
者
 
な
る
場
合
に
お
け
る
個
人
。
 

3
4
 
 エ
ス
ク
ロ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
特
性
 
し
て
、
①
金
銭
債
権
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
取
引
が
、
物
品
の
販
売
若
し
く
は
貸
付
け
又

は
役
務
の
提
供
で
あ
る
こ
 
、
②
債
務
者
に
対
す
る
物
品
の
給
付
又
は
役
務
の
提
供
に
先
立
ち
、
債
権
者
に
対
し
て
、
当

該
債
務
者
か
ら
資
金
を
収
受
し
た
旨
の
通
知
が
な
さ
れ
る
こ
 
、
③
債
務
者
に
対
す
る
物
品
の
給
付
又
は
役
務
の
提
供
後
、

債
権
者
に
資
金
が
移
転
さ
れ
る
こ
 
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

3
5
 
 エ
ス
ク
ロ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
は
、
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
い
に
充
て
る
資
金
を
一
時
的
に
受
け
入

れ
る
も
の
の
、
例
え
ば
、
債
権
者
・
債
務
者
間
で
売
買
契
約
等
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
当
該
資
金
が
返
還

さ
れ
る
な
ど
、
原
因
取
引
に
関
連
し
て
資
金
が
移
転
す
る
も
の
で
あ
る
こ
 
か
ら
、
通
常
の
送
金
サ
ー
ビ
ス
 
は
異
な
る

 
も
考
え
ら
れ
る
。
 

1
6
 

４
．

収
納

代
行

3
0

資
金

決
済

法
制

定
時

に
お

い
て

、
コ

ン
ビ

ニ
エ

ン
ス
・
ス

ト
ア

に
よ

る
収

納
代
行

や
、
運

送

業
者

に
よ

る
代

金
引

換
等

に
つ

い
て

は
、

為
替

取
引

に
該

当
す

る
疑

義
が

あ
る

な
ど

の
意

見

が
あ

っ
た

一
方

で
、
支

払
人

に
二

重
支

払
の

危
険

は
な

い
な

ど
の

意
見

も
あ

り
、「

性
急

に
制

度
整

備
を

図
る

こ
と

な
く

、
将

来
の

課
題

と
す

る
こ

と
が

適
当

と
考

え
ら

れ
る

」
3
1
と

さ
れ

た
。
 

そ
の

後
、

例
え

ば
、

割
り

勘
ア

プ
リ

3
2
と

い
っ

た
形

で
、

収
納

代
行

の
形

式
を

と
り

つ
つ

、

実
質

的
に

個
人

間
送

金
を

行
う

新
た

な
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
な

ど
、

収
納

代
行

を
取

り

巻
く

状
況

が
変

化
し

て
い

る
。

 

こ
う

し
た

中
、

現
時

点
で

把
握

で
き

て
い

る
収

納
代

行
の

形
式

を
と

っ
た

サ
ー

ビ
ス

を
念

頭
に

、
為

替
取

引
に

関
す

る
規

制
を

適
用

す
る

必
要

性
に

つ
い

て
の

検
討

を
行

っ
た

が
、
イ

ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
が

進
展

す
る

中
で

、
事

業
者

の
創

意
工

夫
に

よ
り

、
将

来
、
収

納
代

行
の

形
式

を

と
っ

た
新

た
な

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
る

可
能

性
も

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
今

後
と

も
、
収

納

代
行

を
巡

る
動

向
を

注
視

し
つ

つ
、

そ
れ

ぞ
れ

の
サ

ー
ビ

ス
の

機
能

や
実

態
に

着
目

し
た

上

で
、

為
替

取
引

に
関

す
る

規
制

を
適

用
す

る
必

要
性

の
有

無
を

判
断

し
て

い
く

こ
と

が
適

当

と
考

え
ら

れ
る

。
 

⑴
 

債
権

者
が

事
業

者
等

で
あ

る
収

納
代

行
 

収
納

代
行

に
つ

い
て

は
、
サ

ー
ビ

ス
形

態
に

よ
っ

て
は

、
債

権
者
・
債

務
者

双
方

が
収

納
代

行
業

者
に

対
す

る
信

用
リ

ス
ク

を
抱

え
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
利

用
者

保
護

の
た

め

の
制

度
整

備
が

必
要

と
の

指
摘

が
あ

る
。

 

他
方

で
、
収

納
代

行
の

う
ち

、
①

債
権

者
が

事
業

者
や

国
・
地

方
公

共
団

体
で

あ
り

、
か

つ
、

②
債

務
者

が
収

納
代

行
業

者
に

支
払

い
を

し
た

時
点

で
債

務
の

弁
済

が
終

了
し

、
債

務
者

に

二
重

支
払

の
危

険
が

な
い

こ
と

が
契

約
上

明
ら

か
で

あ
る

場
合

に
は

、
既

に
一

定
の

利
用

者

保
護

は
図

ら
れ

て
い

る
と

考
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て

、
こ

う
し

た
収

納
代

行

に
つ

い
て

、
為

替
取

引
に

関
す

る
規

制
を

適
用

す
る

必
要

性
は

、
必

ず
し

も
高

く
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

 

3
0
 
 本
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
で
は
、
代
金
引
換
を
含
め
、
①
金
銭
債
権
を
有
す
る
債
権
者
か
ら
委
託
又
は
債
権
譲
渡
を
受

け
て
債
務
者
か
ら
資
金
を
収
受
し
、
②
当
該
資
金
を
直
接
輸
送
す
る
こ
 
な
く
債
権
者
に
移
転
さ
せ
る
行
為
を
典
型
的
な

収
納
代
行
 
し
て
検
討
を
行
っ
た
。
 

3
1
 
 2
0
0
9
年
１
月
1
4
日
金
融
審
議
会
金
融
分
科
会
第
二
部
会
報
告
『
資
金
決
済
に
関
す
る
制
度
整
備
に
つ
い
て
―
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
促
進
 
利
用
者
保
護
―
』
 

 
<
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
f
s
a
.
g
o
.
j
p
/
s
i
n
g
i
/
s
i
n
g
i
_
k
i
n
y
u
/
t
o
s
i
n
/
2
0
0
9
0
1
1
4
-
1
/
0
1
.
p
d
f
>
 

3
2
 
 こ
こ
で
い
う
割
り
勘
ア
プ
リ
 
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
、
債
権
者
（
宴
会
幹
事
）
に
代
わ
っ
て
事
業
者
が
債
務
者
（
宴
会

参
加
者
）
か
ら
債
権
（
参
加
費
）
の
回
収
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
を
指
す
。
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9
 

ポ
ス

ト
ペ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
こ

の
ほ

か
、
割

賦
販

売
法

上
の

信
用

購
入

あ
っ

せ
ん

業
の

登
録

を
受

け
て

行
う

方
法

等
も

あ
り

、
経

済
産

業
省

の
産

業
構

造
審

議
会

商
務

流
通

情

報
分

科
会

割
賦

販
売

小
委

員
会

に
お

い
て

、「
少

額
・
低

リ
ス

ク
の

後
払

い
サ

ー
ビ

ス
に

対
す

る
リ

ス
ク

ベ
ー

ス
・
ア

プ
ロ

ー
チ

の
導

入
」
等

に
つ

い
て

方
向

性
が

示
さ

れ
て

い
る

。
前

述
の

資
金

移
動

業
に

関
す

る
規

制
の

見
直

し
と

あ
わ

せ
て

、
特

に
少

額
の

決
済

分
野

で
、
プ

リ
ペ

イ

ド
と

ポ
ス

ト
ペ

イ
を

組
み

合
わ

せ
た

、
シ

ー
ム

レ
ス

で
利

便
性

の
高

い
サ

ー
ビ

ス
が

、
多

様
な

主
体

か
ら

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

 

 
な

タ
イ

ミ
ン

グ
で

別
途

検
討

し
て

い
く

こ
と

も
重

要
と

の
意

見
も

あ
っ

た
。

 

1
8
 

る
。

 

他
方

で
、
エ

コ
シ

ス
テ

ム
へ

の
留

意
は

、
利

用
者

保
護

に
懸

念
を

生
じ

さ
せ

な
い

範
囲

に
と

ど
め

る
べ

き
で

あ
り

、
債

務
者

が
債

権
者

に
支

払
う

べ
き

資
金

を
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

が
保

持

す
る

以
上

、
利

用
者

保
護

の
た

め
に

そ
の

保
全

が
図

ら
れ

る
こ

と
が

必
要

と
の

指
摘

も
あ

る
。
 

こ
の

よ
う

に
、

エ
ス

ク
ロ

ー
サ

ー
ビ

ス
に

為
替

取
引

に
関

す
る

規
制

を
適

用
す

る
必

要
性

に
つ

い
て

は
、
現

時
点

で
共

通
の

認
識

を
得

ら
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
、
こ

れ
ま

で
社

会
的
・
経

済
的

に
重

大
な

問
題

と
さ

れ
る

よ
う

な
被

害
は

発
生

し
て

い
な

い
こ

と
も

踏
ま

え
れ

ば
、

直

ち
に

制
度

整
備

を
図

る
こ

と
は

必
ず

し
も

適
当

で
は

な
く

3
6
、
引

き
続

き
検

討
課

題
と

す
る

こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

な
お

、
エ

ス
ク

ロ
ー

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
が

、
低

コ
ス

ト
で

債
務

者
か

ら
受

け
入

れ
た

資
金

の

保
全

を
図

る
方

策
と

し
て

、
自

己
信

託
を

利
用

で
き

る
の

で
は

な
い

か
と

の
指

摘
が

あ
っ

た
。

こ
う

し
た

利
用

者
保

護
の

た
め

の
方

策
に

つ
い

て
は

、
実

現
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
も

の

の
、
実

務
に

与
え

る
影

響
等

を
十

分
精

査
す

る
必

要
が

あ
る

な
ど

の
課

題
も

あ
る

こ
と

か
ら

、

関
係

者
に

お
い

て
更

な
る

検
討

が
必

要
と

考
え

ら
れ

る
3
7
。

 

５
．

ポ
ス

ト
ペ

イ
サ

ー
ビ

ス
3
8

ポ
ス

ト
ペ

イ
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

方
法

の
一

つ
と

し
て

、
資

金
移

動
業

と
貸

金
業

の
両

方
の

登
録

を
受

け
て

、
為

替
取

引
と

貸
付

け
を

組
み

合
わ

せ
る

方
法

3
 
が

考
え

ら
れ

る
。

 

こ
う

し
た

中
、

利
用

者
ニ

ー
ズ

が
あ

る
と

さ
れ

る
少

額
で

の
ポ

ス
ト

ペ
イ

サ
ー

ビ
ス

を
念

頭
に

、
貸

金
業

法
上

の
規

制
の

合
理

化
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

た
が

、
少

額
で

あ
っ

て
も

過
剰

与
信

防
止

の
必

要
性

に
変

わ
り

は
な

い
と

の
指

摘
が

あ
っ

た
一

方
で

、
利

便
性

の

高
い

ポ
ス

ト
ペ

イ
サ

ー
ビ

ス
を

実
現

し
て

い
く

た
め

に
必

要
な

規
制

の
合

理
化

に
関

し
、

具

体
的

か
つ

喫
緊

の
ニ

ー
ズ

に
つ

い
て

の
共

通
の

認
識

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

4
0
。

 

3
6
 
 た
だ
し
、
債
務
者
が
エ
ス
ク
ロ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
支
払
い
を
し
た
時
点
で
債
務
の
弁
済
が
終
了
し
、
債
務
者
に
二
重

支
払
の
危
険
が
な
い
こ
 
が
契
約
上
明
ら
か
で
あ
る
こ
 
は
、
最
低
限
必
要
 
考
え
ら
れ
る
。
 

3
7
 
 こ
の
ほ
か
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
利
用
者
が
エ
ス
ク
ロ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
て
信
用
リ
ス
ク
を
抱
え
る
期

間
を
で
き
る
限
り
短
く
し
て
い
く
こ
 
が
望
ま
し
い
 
の
意
見
も
あ
っ
た
。
 

3
8
 
 こ
こ
で
い
う
ポ
ス
ト
ペ
イ
サ
ー
ビ
ス
 
は
、
一
定
期
間
の
送
金
サ
ー
ビ
ス
利
用
代
金
を
ま
 
め
て
支
払
う
こ
 
を
可
能
 

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
指
す
。
 

3
9
 
 こ
う
し
た
方
法
を
採
用
し
た
場
合
、
ス
キ
ー
ム
次
第
で
は
、
貸
付
け
・
為
替
取
引
 
売
買
契
約
等
 
の
間
に
密
接
な
牽
連

性
が
あ
る
 
判
断
さ
れ
、
割
賦
販
売
法
上
の
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
等
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
 
に
も
留
意
が

必
要
 
の
意
見
が
あ
っ
た
。
 

4
0
 
 こ
の
ほ
か
、
貸
金
業
法
に
関
し
て
は
、
現
行
規
制
が
整
備
さ
れ
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
今
後
 
も
、
過
剰
与
信
防
止
の
た
め

の
基
本
的
な
枠
組
み
は
堅
持
す
る
こ
 
が
必
要
 
の
意
見
が
あ
っ
た
一
方
で
、
指
定
信
用
情
報
機
関
の
運
用
面
で
の
改
善

点
の
有
無
を
検
討
す
べ
き
 
の
意
見
や
、
過
剰
与
信
防
止
 
い
う
規
制
目
的
を
維
持
す
る
こ
 
を
前
提
 
し
つ
つ
、
そ
れ

を
実
現
す
る
た
め
の
方
策
の
高
度
化
・
精
緻
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
適
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2
 
 

方
≫

に
お

い
て

は
、

 

①
 

業
種

ご
と

の
複

数
の

登
録

等
を

受
け

ず
と

も
、
新

た
な

仲
介

業
へ

の
参

入
に

よ
り

、
複

数

業
種

を
ま

た
い

だ
商

品
・

サ
ー

ビ
ス

の
仲

介
を

行
う

こ
と

を
可

能
と

す
る

こ
と

 

②
 

新
た

な
仲

介
業

者
に

は
所

属
制

を
採

用
せ

ず
、
取

扱
可

能
な

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の

限
定

、

利
用

者
資

金
の

受
入

れ
の

制
限

、
財

務
面

の
規

制
の

適
用

等
に

よ
り

利
用

者
保

護
を

図
る

こ
と

 

等
に

留
意

し
つ

つ
、

制
度

の
具

体
的

な
検

討
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

さ
れ

て

い
る

。
 

本
ワ

ー
キ

ン
グ
・
グ

ル
ー

プ
も

、
こ

の
よ

う
な

考
え

方
を

踏
ま

え
て

、
以

下
の

と
お

り
、
制

度
の

具
体

的
な

検
討

を
行

っ
た

。
 

２
．

業
務

範
囲

 

⑴
 

仲
介

先
・

仲
介

内
容

 

日
常

生
活

に
お

い
て

生
じ

る
金

融
取

引
の

ニ
ー

ズ
に

応
え

る
た

め
、
新

た
な

仲
介

業
者

は
、

銀
行
・
証

券
・
保

険
の

各
分

野
に

お
け

る
仲

介
を

幅
広

く
行

え
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

適
当

で

あ
る

。
 

具
体

的
に

は
、
銀

行
代

理
業
・
金

融
商

品
仲

介
業
・
保

険
募

集
人

／
保

険
仲

立
人

の
業

務
に

な
ら

い
、
銀

行
分

野
の

仲
介

と
し

て
は

、
預

金
等
・
資

金
の

貸
付

け
・
為

替
取

引
に

関
す

る
仲

介
、
証

券
分

野
の

仲
介

と
し

て
は

、
有

価
証

券
の

売
買

等
に

関
す

る
仲

介
、
保

険
分

野
の

仲
介

と
し

て
は

、
生

命
保

険
・
損

害
保

険
等

に
関

す
る

仲
介

を
行

え
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

考
え

ら

れ
る

。
 

な
お

、
銀

行
分

野
の

仲
介

に
つ

い
て

は
、
複

数
の

金
融

機
関

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

中
か

ら
、
利

用
者

が
自

身
に

最
も

適
し

た
も

の
を

選
択

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
銀

行
の

み
な

ら

ず
、

協
同

組
織

金
融

機
関

や
貸

金
業

者
へ

の
仲

介
も

行
え

る
よ

う
に

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ

る
4
2
。

 

ま
た

、
新

た
な

仲
介

業
に

参
入

し
よ

う
と

す
る

事
業

者
に

は
、
仲

介
業

務
と

電
子

決
済

等
代

行
業

に
該

当
す

る
業

務
と

を
併

せ
営

む
ニ

ー
ズ

が
あ

る
と

想
定

さ
れ

る
。

こ
の

よ
う

な
事

業

を
行

お
う

と
す

る
事

業
者

の
手

続
上

の
便

宜
の

た
め

、
新

た
な

仲
介

業
者

の
う

ち
、
電

子
決

済

等
代

行
業

者
と

同
様

に
十

分
な

情
報

処
理

シ
ス

テ
ム

等
の

業
務

遂
行

体
制

な
ど

を
備

え
て

い

る
者

に
つ

い
て

は
、
電

子
決

済
等

代
行

業
者

と
し

て
の

登
録

を
受

け
る

こ
と

な
く

、
銀

行
法

の

4
2
 
 こ

の
ほ

か
、
国

外
で

営
業

を
行

う
銀

行
の

口
座

開
設

に
関

す
る

顧
客

サ
ポ

ー
ト

等
の

業
務

を
新

た
な

仲
介

業
の

業
務

範
囲

と
す

べ
き

と
の

意
見

が
あ

っ
た

。
 

2
0
 

第
２

章
 

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

法
制

 

情
報

通
信

技
術

の
発

展
に

よ
り

、
オ

ン
ラ

イ
ン

で
円

滑
に

金
融

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
 

例
え

ば
、
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

の
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

通
じ

、
自

身
の

預
金

口
座

等
の

残
高

や
収

支
を

利
用

者
が

簡
単

に
確

認
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

サ
ー

ビ

ス
を

通
じ

て
把

握
し

た
利

用
者

の
資

金
ニ

ー
ズ

や
資

産
状

況
を

基
に

、
利

用
可

能
な

融
資

の

紹
介

や
、
個

人
の

ラ
イ

フ
プ

ラ
ン

に
適

し
た

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
比

較
・
推

奨
等

を
行

う
な

ど
、

日
常

生
活

上
の

金
融

取
引

ニ
ー

ズ
に

応
え

る
新

た
な

ビ
ジ

ネ
ス

が
展

開
さ

れ
る

こ
と

が
想

定

さ
れ

る
。

 

他
方

で
、
こ

の
よ

う
に

複
数

業
種
（

銀
行
・
証

券
・
保

険
）
に

ま
た

が
っ

て
多

数
の

金
融

機

関
が

提
供

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

を
仲

介
し

よ
う

と
し

た
場

合
、

現
行

制
度

で
は

、
 

①
 

銀
行

法
に

お
け

る
銀

行
代

理
業

者
、
金

融
商

品
取

引
法

に
お

け
る

金
融

商
品

仲
介

業
者

、

保
険

業
法

に
お

け
る

保
険

募
集

人
や

保
険

仲
立

人
と

い
っ

た
業

種
ご

と
の

規
制

が
存

在
し

、

仲
介

し
よ

う
と

す
る

分
野

に
応

じ
て

複
数

の
登

録
等

が
求

め
ら

れ
る

ほ
か

、
 

②
 

特
定

の
金

融
機

関
に

所
属

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

お
り

4
 
、
多

数
の

金
融

機
関

が
提

供

す
る

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
を

仲
介

し
よ

う
と

す
る

場
合

、
所

属
金

融
機

関
そ

れ
ぞ

れ
か

ら
行

わ

れ
る

指
導

に
対

応
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
 

複
数

業
種

に
ま

た
が

っ
た

仲
介

や
多

数
の

金
融

機
関

を
相

手
方

と
す

る
仲

介
を

必
ず

し
も

念

頭
に

置
い

て
い

な
い

面
が

あ
り

、
事

業
者

に
と

っ
て

負
担

が
大

き
い

と
の

指
摘

が
あ

る
。

 

こ
れ

を
踏

ま
え

、
本

ワ
ー

キ
ン

グ
・
グ

ル
ー

プ
で

は
、
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

を
促

進
し

、
利

便

性
の

よ
り

高
い

金
融

仲
介

サ
ー

ビ
ス

を
実

現
し

て
い

く
観

点
か

ら
、

複
数

業
種

か
つ

多
数

の

金
融

機
関

が
提

供
す

る
多

種
多

様
な

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
を

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

で
提

供
す

る
仲

介

業
者

に
適

し
た

業
種

の
創

設
に

つ
い

て
、

制
度

の
具

体
的

な
検

討
を

行
っ

た
。

 

１
．

≪
基

本
的

な
考

え
方

≫
に

お
け

る
議

論
 

複
数

業
種

か
つ

多
数

の
金

融
機

関
が

提
供

す
る

多
種

多
様

な
商

品
・

サ
ー

ビ
ス

を
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
で

提
供

す
る

仲
介

業
者

に
適

し
た

制
度

を
検

討
す

る
に

あ
た

り
、

≪
基

本
的

な
考

え

4
1
 
 銀

行
代

理
業

者
、
金

融
商

品
仲

介
業

者
、
保

険
募

集
人

等
は

、
制

度
上

、
特

定
の

金
融

機
関

に
「

所
属

」
す

る
こ

と
と

さ

れ
て

い
る

。
所

属
制

の
下

で
は

、
所

属
先

の
金

融
機

関
は

、
例

え
ば

、
①

仲
介

業
者

の
指

導
等

の
義

務
や

、
②

仲
介

業
者

が
顧

客
に

加
え

た
損

害
の

賠
償

責
任

、
を

負
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
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2
3
 

特
定

保
険

契
約

と
さ

れ
て

い
る

商
品

や
、

二
種

外
務

員
の

職
務

の
範

囲
4
4
な

ど
を

参
考

に
4
5
、

商
品

の
特

性
に

応
じ

た
限

定
4
6
を

設
け

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

ま
た

、
保

険
契

約
に

は
、
支

払
事

由
の

発
生

に
対

し
て

無
制

限
の

補
償

や
長

期
の

保
障
・
補

償
を

約
す

る
も

の
が

あ
る

が
、
こ

の
よ

う
な

高
額
・
長

期
の

保
険

契
約

の
締

結
の

仲
介

に
あ

た

っ
て

は
、
一

般
に

、
個

々
の

リ
ス

ク
と

顧
客

意
向

の
見

極
め

や
商

品
内

容
等

の
顧

客
へ

の
説

明

を
一

層
丁

寧
に

行
う

こ
と

が
重

要
と

な
る

こ
と

か
ら

、
商

品
性

に
よ

る
限

定
に

加
え

、
商

品
の

特
性

に
応

じ
て

、
保

険
金

額
や

保
険

期
間

に
よ

る
限

定
を

設
け

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

 

一
方

で
、

金
融

仲
介

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

促
進

や
利

用
者

利
便

等
の

観
点

か
ら

は
、

法
令

上
の

制
約

が
過

度
な

も
の

と
な

ら
な

い
よ

う
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

３
．

参
入

規
制

 

⑴
 

財
産

的
基

礎
 

所
属

制
を

採
用

す
る

既
存

の
仲

介
業

に
お

い
て

は
、

仲
介

行
為

に
関

し
て

顧
客

に
損

害
が

生
じ

た
場

合
、

原
則

と
し

て
所

属
金

融
機

関
が

そ
の

賠
償

責
任

を
負

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

る

が
、
新

た
な

仲
介

業
に

は
所

属
制

を
採

用
し

な
い

こ
と

か
ら

、
新

た
な

仲
介

業
者

自
ら

が
賠

償

責
任

を
負

う
前

提
で

制
度

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
た

め
、
顧

客
の

保

護
を

図
る

観
点

か
ら

、
新

た
な

仲
介

業
者

の
賠

償
資

力
の

確
保

に
資

す
る

よ
う

、
保

証
金

の
供

託
等

を
求

め
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
 

ま
た

、
例

え
ば

、
仲

介
業

者
の

シ
ス

テ
ム

ト
ラ

ブ
ル

に
よ

る
顧

客
の

損
害

の
場

合
、
多

く
の

顧
客

に
同

様
の

損
害

が
発

生
す

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

、
仲

介
業

者
の

事
業

規
模

が
大

き
く

な

れ
ば

賠
償

額
も

大
き

く
な

る
こ

と
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
こ

れ
を

踏
ま

え
、
新

た
な

仲
介

業

者
に

求
め

る
保

証
金

の
水

準
は

、
そ

の
事

業
規

模
に

応
じ

た
も

の
と

な
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

例
え

ば
、
一

定
の

額
を

ベ
ー

ス
に

、
前

事
業

年
度

に
得

た
手

数
料

そ
の

他
の

対
価

の
合

計
額

の

一
定

割
合

を
加

え
た

額
の

供
託

等
を

求
め

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

前
述

の
と

お
り

、
保

証
金

の
供

託
等

は
、
顧

客
保

護
の

観
点

か
ら

望
ま

し
い

も
の

で
あ

る
が

、

き
出

す
と

い
っ

た
ニ

ー
ズ

も
存

在
す

る
こ

と
か

ら
、
取

扱
い

を
認

め
て

も
よ

い
と

の
意

見
や

、
投

機
性

が
低

い
と

考
え

ら

れ
る

主
要

通
貨

に
限

っ
て

取
扱

い
を

認
め

て
も

よ
い

と
の

意
見

が
あ

っ
た

。
 

4
4
 
 日

本
証

券
業

協
会
「

協
会

員
の

外
務

員
の

資
格

、
登

録
等

に
関

す
る

規
則

」
第

２
条

第
４

号
に

お
い

て
、
二

種
外

務
員

に

は
、

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

や
信

用
取

引
等

の
取

扱
い

に
一

定
の

制
限

が
設

け
ら

れ
て

い
る

。
 

4
5
 
 既

存
の

制
度

等
に

お
け

る
区

分
に

と
ら

わ
れ

ず
、
新

た
な

仲
介

業
に

取
扱

い
を

認
め

る
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

合
理

的

な
区

分
を

検
討

す
べ

き
と

の
意

見
が

あ
っ

た
。

 
4
6
 
 証

券
分

野
の

商
品

に
つ

い
て

は
、
レ

バ
レ

ッ
ジ

型
、
イ

ン
バ

ー
ス

型
、
商

品
指

数
連

動
型

の
投

資
信

託
・

E
T
F
の

取
引
の

媒
介

を
制

限
す

べ
き

と
の

意
見

が
あ

っ
た

。
ま

た
、

個
人

向
け

国
債

や
つ

み
た

て
N
I
S
A
の

対
象

商
品

を
起

点
と

し
て

取

扱
可

能
な

商
品

の
範

囲
を

考
え

る
べ

き
と

の
意

見
や

、
若

年
層

の
資

産
形

成
に

資
す

る
よ

う
な

商
品

を
対

象
と

す
べ

き
と

の
意

見
も

あ
っ

た
。

 

2
2
 

行
為

規
制

に
基

づ
い

て
電

子
決

済
等

代
行

業
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
す

る
こ

と
が

考

え
ら

れ
る

。
 

⑵
 

仲
介

行
為

 

一
般

に
、「

仲
介

」
と

は
、
他

人
の

た
め

に
あ

る
事

項
に

つ
い

て
代

理
又

は
媒

介
す

る
こ

と

と
解

さ
れ

て
い

る
。
こ

の
う

ち
、
「

代
理

」
は

、
仲

介
業

者
（

代
理

人
）
の

意
思

表
示

に
よ

り

契
約

当
事

者
の

間
に

直
接

法
律

効
果

が
帰

属
す

る
法

律
行

為
で

あ
る

の
に

対
し

、「
媒

介
」
は

、

他
人

の
間

に
立

っ
て

、
他

人
を

当
事

者
と

す
る

法
律

行
為

の
成

立
に

尽
力

す
る

事
実

行
為

で

あ
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

新
た

な
仲

介
業

者
の

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
と

し
て

は
、
例

え
ば

、
い

わ
ゆ

る
家

計
簿

ア
プ

リ
を

通
じ

て
把

握
し

た
資

金
ニ

ー
ズ

や
資

産
状

況
を

基
に

、
利

用
可

能
な

融
資

の
紹

介
及

び
送

客

や
、
個

人
の

ラ
イ

フ
プ

ラ
ン

に
応

じ
、
顧

客
に

適
し

た
金

融
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
の

比
較
・
推

奨

等
を

行
う

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
ビ

ジ
ネ

ス
を

念
頭

に
置

け
ば

、
仲

介
業

者
を

通
じ

た
多

様
な

金
融

商
品
・
サ

ー

ビ
ス

へ
の

ア
ク

セ
ス

を
確

保
す

る
必

要
は

あ
る

が
、

必
ず

し
も

仲
介

業
者

が
金

融
機

関
や

顧

客
に

代
わ

っ
て

取
引

を
成

立
さ

せ
る

必
要

は
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

 

こ
れ

を
踏

ま
え

、
新

た
な

仲
介

業
者

の
仲

介
行

為
と

し
て
「

代
理

」
は

認
め

な
い

こ
と

と
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

 

⑶
 

取
扱

可
能

な
金

融
サ

ー
ビ

ス
 

新
た

な
仲

介
業

者
に

は
所

属
制

を
採

用
し

な
い

た
め

、
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

金
融

機
関
（

銀
行

、
証

券
会

社
、
保

険
会

社
等

）
に

よ
る
指

導
・
監

督
や

賠
償

責
任

の
負

担
が

な
さ

れ
る

と
は

限
ら

な
い

。
ま

た
、
顧

客
の

資
産

状
況

や
ラ

イ
フ

プ
ラ

ン
に

応
じ

て
顧

客
に

適
し

た

金
融

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の
比

較
・
推

奨
等

を
行

う
ビ
ジ

ネ
ス

を
念

頭
に

置
け

ば
、
商

品
設

計
が

複
雑

な
金

融
商

品
・

サ
ー

ビ
ス

を
仲

介
す

る
ニ

ー
ズ

は
大

き
く

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
、
新

た
な

仲
介

業
者

に
は

、
商

品
設

計
が

複
雑

で
な

い
も

の
や

、
日

常
生

活
に

定
着

し
て

い
る

も
の

な
ど

、
仲

介
に

あ
た

っ
て

高
度

な
商

品
説

明
を

要
し

な
い

と
考

え

ら
れ

る
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
に

限
っ

て
取

扱
い

を
認

め
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
取

扱
可

能
な

商

品
・
サ

ー
ビ

ス
の

限
定

に
あ

た
っ

て
は

、
銀

行
法
・
保

険
業

法
に

お
い

て
特

定
預

金
等

契
約

4
3 ・

4
3
 
 外

貨
預

金
に

つ
い

て
は

、
資

産
運

用
の

手
段

と
し

て
で

は
な

く
、
海

外
出

張
・
旅

行
時

に
現

地
の

A
T
M
で

現
地

通
貨

を
引
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2
5
 

⑶
 

そ
の

他
 

そ
の

他
、

既
存

の
仲

介
業

者
に

求
め

ら
れ

て
い

る
社

会
的

信
用

や
業

務
遂

行
能

力
等

の
参

入
規

制
に

つ
い

て
は

、
新

た
な

仲
介

業
者

に
も

同
様

の
規

制
を

設
け

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。
 

４
．

行
為

規
制

 

⑴
 

総
論

 

行
為

規
制

の
う

ち
、
名

義
貸

し
の

禁
止

や
顧

客
に

対
す

る
説

明
義

務
、
業

務
運

営
に

関
す

る

体
制

整
備

義
務

等
、

仲
介

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

に
よ

ら
ず

必
要

と
考

え
ら

れ
る

規
制

に
つ

い

て
は

、
新

た
な

仲
介

業
者

が
銀

行
・
証

券
・
保

険
の
い

ず
れ

の
分

野
に

お
い

て
仲

介
を

行
う

か

に
か

か
わ

ら
ず

共
通

し
て

求
め

て
い

く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

 

他
方

で
、
≪

基
本

的
な

考
え

方
≫

に
示

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

、
例

え
ば

、
仲

介
業

者
が

、「
資

金
供

与
」（
「

預
金

受
入

れ
」
）
に

関
す

る
仲

介
を

行
う

場
合

と
、「

資
産

運
用

」
に

関
す

る
仲

介

を
行

う
場

合
、
「

リ
ス

ク
移

転
」
に

関
す

る
仲

介
を

行
う

場
合

と
で

は
、
利

用
者

保
護

等
の

観

点
か

ら
必

要
と

さ
れ

る
行

為
規

制
は

当
然

に
し

て
異

な
る

と
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
た

め
、
仲

介

業
者

が
取

り
扱

う
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
の

特
性

を
踏

ま
え

、
必

要
な

ル
ー

ル
が

過
不

足
な

く
適

用

さ
れ

る
こ

と
を

確
保

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

こ
の

よ
う

に
、

仲
介

す
る

金
融

サ
ー

ビ
ス

に
よ

ら
ず

必
要

と
考

え
ら

れ
る

規
制

に
つ

い
て

は
、
新

た
な

仲
介

業
者

が
銀

行
・
証

券
・
保

険
の

い
ず

れ
の

分
野

に
お

い
て

仲
介

を
行

う
か

に

か
か

わ
ら

ず
共

通
し

て
求

め
、

金
融

サ
ー

ビ
ス

ご
と

の
特

性
に

応
じ

た
規

制
に

つ
い

て
は

新

た
な

仲
介

業
者

が
取

り
扱

う
金

融
サ

ー
ビ

ス
に

応
じ

て
課

す
こ

と
で

、
仲

介
業

者
の

事
業

内

容
に

応
じ

た
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

ー
ベ

ー
ス

の
規

制
体

系
と

な
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
 

⑵
 

顧
客

資
産

の
預

託
の

受
入

れ
 

新
た

な
仲

介
業

者
に

よ
る

仲
介

行
為

は
「

媒
介

」
に

限
定

さ
れ

る
こ

と
、
及

び
新

た
な

仲
介

業
者

の
ビ

ジ
ネ

ス
と

し
て

、
金

融
機

関
へ

の
送

客
サ

ー
ビ

ス
や

、
利

用
者

が
様

々
な

金
融

商

品
・
サ

ー
ビ

ス
を

比
較
・
検

討
し

た
上

で
自

身
に

最
も

適
し

た
も

の
を

選
択

で
き

る
サ

ー
ビ

ス

等
が

想
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
に

か
ん

が
み

れ
ば

、
新

た
な

仲
介

業
者

の
事

業
運

営
上

、
顧

客
資

産
の

預
託

を
受

け
る

必
要

性
は

高
く

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

こ
れ

を
踏

ま
え

、
新

た
な

仲
介

業
者

に
つ

い
て

は
、
そ

の
行

う
業

務
に

関
し

て
、
顧

客
資

産

2
4
 

保
証

金
の

水
準

が
高

す
ぎ

れ
ば

、
事

業
者

に
と

っ
て

参
入

障
壁

と
も

な
り

う
る

。
保

証
金

の
水

準
を

定
め

る
に

あ
た

っ
て

は
、
新

た
な

仲
介

業
者

の
取

扱
可

能
な

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
の

範
囲

が

限
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
つ

つ
、
顧

客
保

護
の

観
点

と
、
事

業
者

の
参

入
に

よ
る

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

促
進

及
び

利
用

者
利

便
の

向
上

の
観

点
と

の
バ

ラ
ン

ス
に

留
意

す
べ

き
で

あ

る
。

 

⑵
 

兼
業

制
限

 

新
た

な
仲

介
業

を
創

設
す

る
こ

と
で

、
銀

行
・
証

券
・
保

険
の

各
分

野
に

お
い

て
、
①

既
存

の
仲

介
業

者
と

し
て

仲
介

行
為

を
行

う
こ

と
、

②
新

た
な

仲
介

業
者

と
し

て
仲

介
行

為
を

行

う
こ

と
、
が

そ
れ

ぞ
れ

可
能

と
な

る
。
仮

に
、
銀

行
・
証

券
・
保

険
の

各
分

野
に

お
い

て
、
あ

る
仲

介
業

者
が

既
存

の
仲

介
業

と
新

た
な

仲
介

業
の

両
方

の
許

可
・
登

録
を

受
け

、
両

方
の

立

場
で

仲
介

行
為

を
行

い
う

る
こ

と
と

し
た

場
合

、
仲

介
業

者
が

い
ず

れ
の

立
場

で
い

か
な

る

規
制

に
基

づ
い

て
仲

介
行

為
を

行
っ

て
い

る
の

か
顧

客
に

混
同

を
も

た
ら

す
お

そ
れ

が
あ

る

と
考

え
ら

れ
る

4
7
。

 

し
た

が
っ

て
、
銀

行
・
証

券
・
保

険
の

各
分

野
に

お
い

て
、
仲

介
業

者
が

複
数

の
立

場
に

立

つ
こ

と
が

な
い

よ
う

、
既

存
の

仲
介

業
の

許
可
・
登
録

を
受

け
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
当

該

分
野

に
お

い
て

新
た

な
仲

介
業

と
し

て
の

仲
介

を
認

め
な

い
こ

と
が

適
当

で
あ

る
4
8
。
他

方
で

、

既
存

の
仲

介
業

と
新

た
な

仲
介

業
を

兼
業

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

そ
れ

ぞ
れ

の
立

場
で

異

な
る

分
野

に
お

け
る

仲
介

を
行

う
場

合
に

は
、

各
分

野
に

お
け

る
仲

介
業

者
の

立
場

に
重

複

が
生

じ
な

い
た

め
、

兼
業

を
認

め
る

こ
と

に
問

題
は

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

こ
の

ほ
か

、
既

存
の

仲
介

業
者

は
、
公

益
に

反
す

る
事

業
や

仲
介

業
務

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
を

除
き

、
他

の
業

務
を

行
う

こ
と

が
認

め
ら

れ
て

お
り

、
新

た
な

仲
介

業
者

に
つ

い
て

も
、

同
様

に
広

く
兼

業
を

認
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

 

な
お

、
金

融
機

関
（

銀
行
・
証

券
会

社
・
保

険
会

社
等

）
が

新
た

な
仲

介
業

を
兼

業
す

る
こ

と
又

は
子

会
社

と
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
金

融
機

関
が

既
存

の
仲

介
業

を
兼

業
す

る
こ

と

又
は

子
会

社
と

す
る

こ
と

の
可

否
に

な
ら

っ
て

整
理

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
 

4
7
 
 現

行
制

度
で

は
、
保

険
分

野
に

お
い

て
保

険
募

集
人

と
保

険
仲

立
人

が
併

存
し

て
い

る
が

、
仲

介
業

者
の

立
場

に
つ

い
て

顧
客

に
混

同
を

も
た

ら
さ

な
い

よ
う

、
両

者
の

兼
業

は
禁

止
さ

れ
て

い
る

。
 

4
8
 
 顧

客
に

対
し

、
ど

の
仲

介
業

の
行

為
と

し
て

仲
介

を
行

う
の

か
を

明
示

す
る

な
ど

の
誤

認
防

止
措

置
を

講
ず

る
こ

と
を

条

件
に

、
同

一
分

野
に

お
け

る
既

存
の

仲
介

業
と

新
た

な
仲

介
業

と
の

兼
業

を
認

め
る

べ
き

と
の

意
見

が
あ

っ
た

。
ま

た
、

同
一

分
野

に
お

け
る

既
存

の
仲

介
業

と
新

た
な

仲
介

業
と

の
兼

業
を

認
め

な
い

場
合

、
新

た
な

制
度

を
顧

客
・
事

業
者

に

と
っ

て
使

い
勝

手
の

よ
い

も
の

と
す

る
た

め
に

は
、
幅

広
い

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
を

取
扱

可
能

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と

の
意

見
も

あ
っ

た
。
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2
7
 

れ
る

。
他

方
で

、
こ

の
よ
う

な
仲

介
業

者
が

真
に

顧
客

の
側

に
立

っ
て

仲
介

サ
ー

ビ
ス

を
提

供

し
て

い
る

か
否

か
は

、
外

観
か

ら
は

必
ず

し
も

明
確

で
は

な
い

。
 

既
存

の
仲

介
業

者
に

つ
い

て
は

、
法

律
上

、“
金

融
機

関
の

委
託

を
受

け
て

”
…

を
行

う
（

又

は
“

金
融

機
関

の
た

め
に

”
…

を
行

う
）
、
と

さ
れ

て
い

る
も

の
も

あ
れ

ば
、“

顧
客

か
ら

委
託

を
受

け
て

”
…

を
行

う
、
と

さ
れ

て
い

る
も

の
も

あ
る

。
他

方
で

、
仲

介
業

者
の

行
動

は
、
実

態
上

は
、
こ

の
よ

う
な

法
律

上
の

定
義
・
位

置
付

け
よ

り
も

、
報

酬
・
利

益
を

ど
こ

か
ら

受
け

取
る

の
か

と
い

っ
た

経
済

的
な

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
の

影
響

を
強

く
受

け
て

い
る

と
考

え
ら

れ

る
。
例

え
ば

、
顧

客
に

適
し

た
同

種
の

金
融

商
品
・
サ

ー
ビ

ス
が

複
数

あ
る

場
合

、
仲

介
業

者

に
は

、
顧

客
の

最
善

の
利

益
で

は
な

く
、
仲

介
業

者
が

金
融

機
関

か
ら

受
け

取
る

仲
介

手
数

料

の
多

寡
に

基
づ

い
て

商
品

を
紹

介
す

る
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

が
働

き
う

る
。

 

こ
れ

を
踏

ま
え

れ
ば

、
新

た
な

仲
介

業
者

の
立

場
に

つ
い

て
、
法

律
上

何
ら

か
の

位
置

付
け

を
定

め
る

の
で

は
な

く
、

経
済

的
な

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
に

関
す

る
透

明
性

を
確

保
す

る
こ

と

で
、
顧

客
が

仲
介

業
者

の
中

立
性

を
評

価
で

き
る

環
境

を
整

え
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
具

体

的
に

は
、

所
属

金
融

機
関

を
有

し
な

い
既

存
の

仲
介

業
者

で
あ

る
保

険
仲

立
人

の
制

度
に

な

ら
い

、
新

た
な

仲
介

業
者

に
対

し
、
金

融
機

関
か

ら
受

け
取

る
手

数
料

等
の

開
示

を
求

め
る

こ

と
が

適
当

で
あ

る
。
ま

た
、
こ

の
よ

う
な

経
済

的
な

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
に

関
す

る
透

明
性

の
確

保
に

加
え

、
仲

介
先

の
金

融
機

関
と

の
間

の
委

託
関

係
・
資

本
関

係
の

有
無

な
ど

仲
介

業
者

の

立
場

を
顧

客
へ

明
示

す
る

こ
と

を
求

め
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
そ

し
て

、
顧
客

本
位

で
利

便

性
の

高
い

仲
介

サ
ー

ビ
ス

の
実

現
に

向
け

て
は

、
仲

介
業

者
の

立
場

に
関

す
る

透
明

性
の

確

保
を

図
る

た
め

の
制

度
上

の
対

応
に

留
ま

ら
ず

、
新

た
な

仲
介

業
者

に
お

い
て
「

顧
客

本
位

の

業
務

運
営

の
原

則
」

を
踏

ま
え

た
自

主
的

な
取

組
が

進
め

ら
れ

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

な
お

、
新

た
な

仲
介

業
者

が
報

酬
・
利

益
を

ど
こ

か
ら

受
け

取
る

の
か

に
つ

い
て

制
限

を
設

け
る

こ
と
（

例
：
顧

客
か

ら
の

み
報

酬
・
利

益
を

受
け

取
る

こ
と

を
認

め
る

こ
と

）
に

つ
い

て

は
、
仲

介
業

者
の

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
を

限
定

す
る

こ
と

に
つ

な
が

り
、
新

た
な

仲
介

業
へ

の
参

入
が

進
ま

な
く

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

、
ま

た
、
仲

介
業

者
が

仲
介

先
の

金
融

機
関

等
か

ら

報
酬
・
利

益
を

得
て

い
る

場
合

で
も

、
経

済
的

な
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

に
関

す
る

透
明

性
の

確
保

に
よ

り
、

顧
客

に
対

す
る

中
立

的
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
期

待
で

き
る

場
合

が
あ

る
と

考
え

ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
そ

の
必

要
性

は
乏

し
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

⑸
 

顧
客

に
対

す
る

説
明

義
務

 

顧
客

が
自

身
に

あ
っ

た
金

融
サ

ー
ビ

ス
を

選
択

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
は

、
様

々
な

金
融

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
適

切
な

情
報

提
供

を
受

け
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
新

た
な

2
6
 

の
預

託
の

受
入

れ
を

禁
止

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
 

な
お

、
新

た
な

仲
介

業
者

が
資

金
移

動
業

等
を

兼
業

し
、
資

金
移

動
業

者
等

と
し

て
仲

介
業

務
に

係
る

決
済

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
場

合
な

ど
、

他
の

規
制

に
よ

り
顧

客
資

産
の

保
全

が

適
切

に
図

ら
れ

て
い

る
業

者
と

し
て

仲
介

業
務

に
係

る
決

済
を

併
せ

行
う

こ
と

は
、

妨
げ

ら

れ
る

も
の

で
は

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

⑶
 

顧
客

情
報

の
適

正
な

取
扱

い
 

新
た

な
仲

介
業

者
は

、
銀

行
・
証

券
・
保

険
の

各
分
野

に
お

け
る

仲
介

を
横

断
的

に
行

い
う

る
こ

と
か

ら
、
顧

客
の

資
産

状
況

等
に

関
す

る
様

々
な

情
報

を
保

有
し

う
る

立
場

に
あ

る
。
新

た
な

仲
介

業
者

が
、

保
有

す
る

顧
客

の
資

産
に

関
す

る
情

報
を

不
適

切
に

利
用

し
て

様
々

な

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
推

奨
を

行
え

ば
、

利
用

者
の

保
護

に
欠

け
る

仲
介

行
為

に
つ

な
が

る
お

そ

れ
が

あ
る

。
 

既
存

の
仲

介
業

者
に

つ
い

て
は

、
顧

客
の

利
益

を
保

護
す

る
必

要
性

が
高

い
場

合
に

つ
い

て
、
仲

介
業

務
を

通
じ

て
取

得
し

た
顧

客
に

関
す

る
非

公
開

情
報

を
、
顧

客
の

事
前

の
同

意
を

得
る

こ
と

な
く

、
兼

業
業

務
に

用
い

た
り

、
親

子
法

人
等

に
提

供
し

た
り

す
る

こ
と

等
が

禁
止

さ
れ

て
い

る
。

 

新
た

な
仲

介
業

者
に

つ
い

て
も

、
①

仲
介

行
為

を
行

う
分

野
間
（

例
：
銀

行
分
野

に
お

け
る

仲
介

業
務

を
通

じ
て

取
得

し
た

顧
客

情
報

を
、

証
券

分
野

や
保

険
分

野
に

お
け

る
仲

介
業

務

に
用

い
る

こ
と

）
、
②

兼
業

業
務

と
の

間
（

例
：
仲

介
業

務
を

通
じ

て
取

得
し

た
顧

客
情

報
を

、

兼
業

業
務

に
用

い
る

こ
と

）
、
③

グ
ル

ー
プ

会
社

等
と

の
間
（

例
：
仲

介
業

務
を

通
じ

て
取

得

し
た

顧
客

情
報

を
、
親

子
会

社
等

に
提

供
す

る
こ

と
）
の

そ
れ

ぞ
れ

に
お

い
て

、
既

存
の

仲
介

業
者

に
対

す
る

規
制

を
参

考
に

、
仲

介
業

務
を

通
じ

て
取

得
し

た
顧

客
に

関
す

る
非

公
開

情

報
の

適
正

な
取

扱
い

の
確

保
を

求
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
4
9
。

 

⑷
 

仲
介

業
者

の
中

立
性

 

新
た

な
仲

介
業

に
は

所
属

制
を

採
用

し
な

い
こ

と
か

ら
、

金
融

機
関

と
新

た
な

仲
介

業
者

の
関

係
は

、
法

律
上

の
義

務
に

基
づ

く
指

導
関

係
か

ら
、
業

務
上

の
パ

ー
ト

ナ
ー

と
し

て
の

連

携
・
協

働
関

係
と

な
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

。
こ

の
よ

う
な

仲
介

業
者

の
中

に
は

、
金

融
機

関

の
側

で
は

な
く

、
顧

客
の

側
に

立
っ

て
仲

介
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
よ

う
と

す
る

者
も

想
定

さ

4
9
 
 制
度
面
で
の
対
応
の
み
な
ら
ず
、
仲
介
業
者
の
情
報
管
理
体
制
に
つ
い
て
適
 
に
監
督
を
行
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
の

意
見
が
あ
っ
た
。
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9
 

５
．

そ
の

他
 

⑴
 

仲
介

業
者

が
金

融
機

関
に

及
ぼ

す
影

響
力

 

本
制

度
が

導
入

さ
れ

た
場

合
、
金

融
商

品
・
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
に

お
け

る
仲

介
業

者
の

シ
ェ

ア
・
規

模
・
存

在
感

が
大
き

く
な

っ
て

い
く

可
能

性
は

あ
る

も
の

の
、
仲

介
業

者
と

金
融

機
関

と
の

関
係

性
に

お
い

て
、
仲

介
業

者
が

支
配

的
な

影
響

力
を

及
ぼ

す
よ

う
な

懸
念

は
、
現

時
点

で
は

、
大

き
く

な
い

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
仮

に
仲

介
業

者
の

影
響

力
が

過
大

な
も

の
と

な
る

状
況

と
な

れ
ば

、
ま

ず
は

競
争

法
の

適
用

に
よ

り
対

処
さ

れ
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

5
5
が

、
今

後
、

金
融

行
政

の
観

点
か

ら
も

必
要

な
対

応
が

あ
り

う
る

こ
と

に
つ

い
て

留
意

が
必

要
で

あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

 

⑵
 

協
会

・
裁

判
外

紛
争

解
決

制
度

 

新
た

な
仲

介
業

者
に

所
属

制
を

採
用

し
な

い
こ

と
を

踏
ま

え
れ

ば
、

利
用

者
保

護
の

観
点

か
ら

、
新

た
な

仲
介

業
者

に
係

る
自

主
規

制
や

紛
争

解
決

手
続

が
整

備
さ

れ
る

こ
と

が
重

要

で
あ

る
。

 

そ
の

た
め

、
新

た
な

仲
介

業
者

に
係

る
協

会
を

設
け

、
自

主
規

制
の

整
備

や
適

切
な

業
務

運

営
に

資
す

る
情

報
交

換
等

を
促

す
こ

と
や

、
新

た
な

仲
介

業
者

を
当

事
者

と
す

る
紛

争
解

決

手
続

が
整

備
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
と

考
え

ら
れ

る
。
そ

の
際

、
必

要
に

応
じ

て
既

存
の

協

会
と

連
携
・
協

力
し

な
が

ら
、
自

主
規

制
5
6
や

協
会

体
制

の
整

備
が

進
め

ら
れ

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

 

 
 
 
 利

用
者

保
護

の
観

点
か

ら
、
監

督
指

針
等

に
お

い
て

、
個

人
情

報
の

不
適

切
な

取
扱

い
に

よ
る

優
越

的
地

位
の

濫
用

や
利

益
相

反
が

生
じ

て
い

な
い

か
を

留
意

点
と

す
る

こ
と

等
も

有
用

で
あ

る
と

の
意

見
が

あ
っ

た
。

 
 
6
 
 金

融
商

品
取

引
法

に
お

い
て

は
、
金

融
商

品
取

引
業

者
等

の
た

め
に

有
価

証
券

に
係

る
各

種
の

行
為

を
行

う
者

は
、
外

務

員
と

し
て

登
録

を
受

け
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
、

日
本

証
券

業
協

会
で

は
、

外
務

員
の

資
質

確
保

の
た

め
、

そ
の

登
録

に
際

し
外

務
員

資
格

試
験

に
合

格
す

る
こ

と
を

自
主

規
制

に
お

い
て

求
め

て
い

る
。

 

2
8
 

仲
介

業
に

は
所

属
制

を
採

用
し

な
い

こ
と

か
ら

、
顧

客
に

対
す

る
適

切
な

情
報

提
供

を
確

保

す
る

た
め

、
既

存
の

仲
介

業
に

求
め

ら
れ

て
い

る
義

務
を

参
考

に
、
書

面
交

付
、
適

合
性

原
則

を
踏

ま
え

た
適

切
な

説
明

、
情

報
提

供
を

求
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

 

そ
の

際
、
金

融
機

関
と

新
た

な
仲

介
業

者
の

連
携
・
協

働
関

係
に

お
い

て
、
仲

介
に

関
す

る

両
者

の
役

割
分

担
は

、
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

に
応

じ
て

様
々

で
あ

る
と

想
定

さ
れ

る
。
ま

た
、
顧

客
の

立
場

に
立

っ
て

み
れ

ば
、

仲
介

行
為

の
開

始
か

ら
契

約
締

結
に

至
る

一
連

の
過

程
に

お

い
て

、
同

じ
情

報
の

提
供

や
説

明
を

何
度

も
受

け
る

必
要

性
は

乏
し

い
と

考
え

ら
れ

る
。
そ

こ

で
、
新

た
な

仲
介

業
者

の
説

明
義

務
等

に
つ

い
て

は
、
契

約
締

結
に

至
る

一
連

の
過

程
5
0
に

お

い
て

、
金

融
機

関
・
仲

介
業

者
の

い
ず

れ
か

が
十

分
な

説
明

を
行

え
ば

足
り

る
こ

と
と

す
る

こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

他
方

で
、
顧

客
保

護
上

、
金

融
機

関
と

新
た

な
仲

介
業

者
の

間
で

の
書

面
交

付
や

説
明
・
情

報
提

供
の

役
割

分
担

が
明

確
に

な
っ

て
い

る
こ

と
は

重
要

で
あ

る
5
 
。
そ

こ
で

、
新

た
な

仲
介

業
者

に
は

、
仲

介
を

行
う

に
あ

た
っ

て
、
書

面
交

付
や

説
明
・
情

報
提

供
に

関
し

て
仲

介
業

者

が
担

う
役

割
を

顧
客

に
明

示
す

る
こ

と
を

求
め

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
5
2
。

 

⑹
 

「
機

能
」

ご
と

の
特

性
に

応
じ

た
規

制
 

前
述

の
と

お
り

、
新

た
な

仲
介

業
者

が
取

り
扱

う
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
の

特
性

を
踏

ま
え

、
必

要
な

ル
ー

ル
が

過
不

足
な

く
適

用
さ

れ
る

こ
と

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
銀

行
分

野
の

仲
介

に
お

け
る

情
実

融
資

の
媒

介
の

禁
止

、
証

券
分

野
の

仲
介

に

お
け

る
イ

ン
サ

イ
ダ

ー
情

報
を

利
用

し
た

勧
誘

行
為

の
禁

止
、
損

失
補

填
の

禁
止

、
顧

客
の

注

文
の

動
向

等
の

情
報

を
利

用
し

た
自

己
売

買
の

禁
止

、
保

険
分

野
の

仲
介

に
お

け
る

意
向

把

握
義

務
、
自

己
契

約
の

禁
止

、
告

知
の

妨
害

の
禁

止
、
不

適
切

な
乗

換
募

集
の

禁
止

、
と

い
っ

た
仲

介
分

野
ご

と
の

特
性

に
応

じ
た

ル
ー

ル
に

つ
い

て
は

、
既

存
の

仲
介

業
に

関
す

る
規

制

を
参

考
に

、
必

要
な

ル
ー

ル
5
3
を

過
不

足
な

く
設

け
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

5
4
。

 

5
0
 
 顧
客
が
契
約
締
結
に
係
る
実
質
的
な
意
思
決
定
を
行
う
前
の
段
階
で
十
分
な
説
明
・
情
報
提
供
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
重
要

性
を
指
摘
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。

5
1
 
 商
品
説
明
に
関
す
る
研
修
や
商
品
説
明
の
適
 
性
の
検
証
プ
ロ
セ
ス
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
金
融
機
関
と
仲
介

業
者
の
連
携
・
協
働
関
係
は
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
応
じ
て
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
自
由
な
連
携
・
協
働
の
中
で

事
前
に
確
認
・
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
柔
軟
な
制
度
設
計
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
 

5
2
 
 ト
ラ
ブ
ル
に
対
応
す
る
相
談
窓
口
を
顧
客
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
も
有
益
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

5
3
 
 法
令
の
み
な
ら
ず
自
主
規
制
も
含
め
て
既
存
の
仲
介
業
と
新
た
な
仲
介
業
の
ル
ー
ル
の
同
等
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

5
4
 
 制
度
面
の
対
応
に
加
え
、
各
々
の
仲
介
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
把
握
し
た
上
で
の
適

 
な
監
督
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。
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参
考

資
料

 

審
議

の
経

過
 

 
「
決
済
法
制
及
び
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
法
制
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
は
、
本
報

告
を
公
表
す
る
ま
で
に
計
７
回
の
審
議
を
行
っ
た
。
各
回
の
開
催
日
や
テ
ー
マ
は
以
下
の
と

お
り

で
あ

る
。

 

（
 
0
1
9
年

）
 

①
1
0
月

４
日

決
済

法
制

①
資

金
移

動
業

に
係

る
論

点
 

②
1
0
月

 
4
日

決
済

法
制

②
前

払
式

支
払

手
段

及
び

収
納

代
行

に
係

る
論

点
 

【
参
考
人
】
辻
本
治
様
（
一
般
社
団
法
人
日
本
代
理
収
納
サ
ー
ビ
ス
協
会
）

③
1
0
月

3
0
日

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

法
制

①
業

務
範

囲
・

参
入

規
制

 

④
1
1
月

1
 
日

決
済

法
制

③
無

権
限

取
引

へ
の

対
応

、
ポ

ス
ト

ペ
イ

サ
ー

ビ
ス

及
び

資
金

移
動

業
に

係
る

論
点

 

【
参
考
人
】
今
村
達
士
様
（
一
般
社
団
法
人
信
託
協
会
）、

福
田
好
郎
様
（
一
般
社
団
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進
協
議
会
）

⑤
1
1
月

 
6
日

金
融

サ
ー

ビ
ス

仲
介

法
制

②
行

為
規

制
 

⑥
1
 
月

1
0
日

決
済

法
制

に
関

す
る

補
足

討
議

／
こ

れ
ま

で
の

議
論

の
整

理
 

⑦
1
 
月

1
8
日

報
告

（
案

）
 

（
以

 
上

）
 

3
0
 

お
わ

り
に

 

 
以

上
が

、
本

ワ
ー

キ
ン

グ
・
グ

ル
ー

プ
に

お
け

る
審

議
の

結
果

で
あ

る
。
今

後
、
関

係
者

に

お
い

て
、
本

報
告

に
示

さ
れ

た
方

向
性

を
踏

ま
え

、
適

切
な

制
度

整
備

に
向

け
た

対
応

が
図

ら

れ
る

こ
と

を
期

待
す

る
。
ま

た
、
新

た
な

制
度

の
下

、
関

係
事

業
者

が
、
本

報
告

の
趣

旨
を

踏

ま
え

て
適

切
に

業
務

運
営

を
行

い
つ

つ
、

利
便

性
の

高
い

サ
ー

ビ
ス

を
生

み
出

し
て

い
く

こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
当

局
に

は
、
必

要
に

応
じ

て
自

主
規

制
機

関
と

も
連

携
し

、
実

効
性

あ
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
期

待
す

る
。

 

 
情

報
通

信
技

術
が

飛
躍

的
な

発
展

を
遂

げ
る

中
、

今
回

の
審

議
の

対
象

と
な

っ
た

２
つ

の

分
野

を
含

め
、
金

融
分

野
を

取
り

巻
く

変
化

の
ス

ピ
ー

ド
は

、
今

後
さ

ら
に

加
速

し
て

い
く

こ

と
が

想
定

さ
れ

る
。
こ

う
し

た
中

、
い

わ
ゆ

る
フ

ィ
ン

テ
ッ

ク
企

業
等

の
新

た
な

プ
レ

イ
ヤ

ー

を
中

心
に

生
み

出
さ

れ
る

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
も

取
り

込
み

つ
つ

、
利

用
者

保
護

の
確

保
と

利

用
者

利
便

の
向

上
を

両
立

し
て

い
く

た
め

に
は

、
金

融
制

度
の

在
り

方
を

不
断

に
見

直
し

て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
ま

た
、
制

度
面

で
の

対
応

以
外

に
も

、
当

局
及

び
関

係
団

体
・
事

業
者

に
お

い
て

、
金

融
分

野
を

取
り

巻
く

環
境

変
化

を
踏

ま
え

た
利

用
者

へ
の

金
融

教
育

や
I
T
リ

テ
ラ
シ

ー
の

向
上

に

向
け

た
取

組
が

進
め

ら
れ

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

 

当
局

及
び

関
係

団
体
・
事

業
者

に
対

し
て

は
、
こ

の
よ

う
な

観
点

を
念

頭
に

置
き

な
が

ら
、

今
後

と
も

、
継

続
的

に
将

来
を

見
据

え
た

対
応

を
図

っ
て

い
く

こ
と

を
望

み
た

い
。
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